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序仏両岡

本論の目的と構成



序 論 一本論の目的と構成

この研究は都市民観の形成と保全に関する本編 2細.と補"命，結論

からなる。

r.1~ I tr長制については近作，わがIJ，Iにおいても・般の強し、関心をづ|

くようになった。これまでわが同では都市の)~盤終備や住築等の地

J没戦備にノJ点が泣かれてきたが，1ti近ではIr;j此は機能性，幼本性の

みならず，これまで以上にね神的な 12かさやゆとりを求めるように

なり，そのよL体的なぷ現として， m~ IIJ・の {I~I i"l:ある ;;t14の似令や五!M

な;jf観の形成が重悦されるようになったのである 。

こうした動きを受けて，すでに全 II~J 各地でr.1~"i J;}制の形成と保令

に関わる徐々な卒業や制度の準備が行われ，成果をあけつつある。

しかし， {íl~ "jの開発，機能>lI新・ jl}整備と ;jffa， とりわけその保全

との両立は容易ではない。今日の点都における法制問題はその凶燥

さを象徴的に /Jミしているとパ・えよう 。

本論は剖~"i J云観の形成と保全をめぐる，北組に対して，以仰の歴史

的形成過程や現状調作， これに基づく保ι修長計|尚jについて 1;命ずる

とともに， );~都における .ìll 代以降のぷ観保全桃恕の発展についてあ

とづけし点都の新しい民側 ・まちづくりの構想、を提案するもので

ある。 また，あわせて， '1 1 1 Elや欧米の長観保全・j~ :tの経過と j孔状に

ついて分析し，京都の景観 ・まちづくり総汲検討の参与-とした。

まず，第 I編第 lJRでは.地)jf，1~ "jにおいて断史的法制がどのよ

うな過程で形成され，現代に伝えられてきたかについて滋釘以蒲生

郡 11野町を取り Lけ，考察する。 11野町は i淡lIil武将の靖生氏郷の城

下UlJとして ill発した後，近代尚人の有力な1tr:tlである fH野市人j

のII1Jとして繁栄したIlIJである。城卜U1f時代のslr害IJの 1:に日野市人の



本宅群が悠設され.その-部が現イEまで {ζえられている。この歴史

的まちなみについて形成過程をたどるとともに， 11!1}f祭との関述も

合めて現状訓作をfJい，その保全について提えした。

次に，第 2市では点都の隆史的まちなみについて概出を把保する

とともに， i222なまちなみについて現況調子tと保存修JJfi汁|白iの提案

を行った。治'1'については建築活動等による;長観の変貌と示町家の

分布状況について論じ，洛中地域の保令!写生のまちづくりのための

1'，地利川脱11)11の強化，伝統的空間秩序の継，1<や歴史的;;J14資源の保

全の必要件を指摘し地区J十両や悠築協定に触れながら地区レベル

のまちづくりの能実を行っている。そして鴨東の産前坂や祇国新橋，

栴外の嵯峨13JJ;本や絞15の歴史的日IJなみについても現状凋夜と保全

{彦氏，il' 1由iについて，命じている。これらは主として，凶川宇治教授を

'1'心とする r..!;t大似イ長修設計l山i研究会Jが実施したまちなみ調布の

|付. 1t-tiがIII吋した部分をまとめたものである。 京都 rljではこれら

の成果を )Ik礎としてまちなみ保存事業を進めている。第 2章第 3節

はその実務経験も跨まえて， まちなみの保存修景・の技法-と展開につ

いて論じたものである。

第 E制は五〈仰の;片側の保全構想の発展について明治時代から昭和4

011二代はじめまで 37Eに分けて論じている。わが国の代ぷ的な歴史都

rljである必都では.都市計画の IT(妥な g課題のーっとして民観の保全

が rr)'くから取りキIlまれてきた。21jlJF.ではその萌芽JgJとzfえる明治

11年代について， 1h路ぷ観整備， LJ I林{米投や公園整備，琵む#iJJ疏水と

j凪致保~. iY'J凪ij!築デザインの受作過料，毘外広告物刷市IJの始まり

て守について.点側近代のまちづくりぬ涼の発展の中で明らかにする。

第 2~";:では大 .1'. から H行和戦前期における民観保全の努力と保全制度

の舵収について論ずる。まず，大 l卜.時代において尚南i川や槻川，鴨

川て与の!ゲ~ (I~J H 川の保全の努力について街路整備や納 7);~).ぷとの関わ

2 

りの中で検Jする。次に，都 rlj，H・|尚jtlの制定を受けてのlI{i和初期の

点都における JAt致地区の指定と拡大，制度の迩川の'K態等について

明らかにする。また戦前期jにおけるXlSf↑i夫の布えんと兵制地区構想

について"命ずる o ~'1 3章では. ij筑後から IIR和40{j'代初期までのぷ観

思潮と保全bI!!.5，f{の検川について分析する。ます.日行和2011代の京都

の戦後復興と文化観光都 I↑iizd桃忽についてiiliべ，その'1'で文化観

光保保地区，ぷ側地区等の指定の検Jが行われたことを心すりまた，

昭和30年代のぷr'i'lSdjの風致行政の光尖および30年代後、rに粘 )J的に

取り組まれた尖鋭地[文指定の検，;-1経過とその内折について 1リjらかに

する。さらにlI{i布130年代後、|えから4011'代の高度経済成長時代に発よ

されたいくつかの京都の都dii主投椛忽を ;;f観保全の側 1[11から比較検

川するとともに，応部タワ-ill，&をめぐる泉観論争について分析す

る。そして，隻ケ|判l摘発問題を契機として起こった燃史的風上保必

の論議と特別法による地区指定および問題点についてぬ述、する。

補論では'"1 E]及び欧米における以観保全事業の経過と現状につい

て分析している。まず第 1l';i.では"，1同の歴史都djの保存を取り上げ

ている。1tX:1りjに'1'1司の解放以後のX1S，Ij 計画制度と j氏側保全思潮の発

展過程を lリjらかにするとともに， '1' lli] 政府による「ゆ史文化名城.ti'IS

rlJ J指定について，命じている。次に行部もしくはかつて r行部であっ

た歴史都市である北京，西1i， 治協について雌史的;片側の現状とぷ-

観保全への努ノJを分析している。特に阿安については，城岐内部の

時史的市街地の内， jヒ院内地|ベ，徳品i住地区の加を史的まちなみにつ

いて実測調作を合めた現状調径を ~f い，そのぷ観保ノトについて提 J

している。また. I泊封，上海，鄭什|の各市についても現状以観や保

全施策について凋，ft. 分析を行なうとともに， r l' 11iJの紗史都市保全

の今後の発)lt:んrt'l]について総招的に，命じている。品Ii;i命の第 2市では

欧米におけるまちづくりと雌史的以観保全について分析している。

3 



お l節jのアメリカでは燃史的建造物の保全について，税制 1:の優遇

品川なとのえ:仏かあり，また断史的it物が，:・4し、ィ〈虫}JYÎ~ iIiIi 11f(を持つよ

うになったこともあって， rlj以レベルの保全市動が盛んである。ま

た.近:'W， まちづくりのなかでぽ史的位進物， }24131:的まちなみの魅

)Jを'1:.かす取りff.llみが進められており，大きな成*を1:げているこ

とを指摘している。 ここでは特に仰diデザインと市民参加の側面か

らニューヨーク，サンフランシスコ，ボストンの科diを取り 卜.げた。

このうちポストンはXlSrljデザイン 'jt業と成長特理，汁IllfIの'ぷ胞により，

XlS djのj点1-<と魅 )Jの保持に成功しつつある都市であり，その実状に

ついて.lY:紺iに分析している。

ヨーロッパはすでに悟史的ぷ観の保全に長い伝統を持っている地

域であり， [1，1や1.lS111'によって泣いはあるものの文化や生活に深く根

ざした保イメ 'JfXが進められている。断史的都心部においては他物の

修復¥修;jf，内郎の-部改造がj187;?のill築活動の大部分であり，新

築 J~ '1';はほとんどはあたらない。{栄イがはひとり文化財関係11.の仕事

ではなく.多くの Ih'~の関心のもと.あらゆる建築家，都市社両家

のi:要な業務となっている。ここでは，イギリス，フランス，イタ

リアにおける断史的 jjf観保全制度の先泌総過や現イEのH体 的{|jlllit， 

di以の保存爪助等について論じている。

そして，紡;命ではmιの京都の以制の危機を踏まえて，現状の京

仰のまちづくりと以観保全施策のよ泌を分析し.Itt史1.ISdiボ仰の魅

)J の 保全とその !1~1 進のために，他1.IS diや外l司の事例に'下びながら ，

dj民参加!の ;jf制 ・まちづくり市IJJ支の附 u:，都市デザイン'jC業の推進，

ms Ilj 1;1.観施汲の拡充・拡大写について命じている。そして，これら

の推進のために;片側法令の爪川と;片側 ・まちづくりセンターの z没立

を提案している ヲ

4 
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歴史的まちなみ景観の保存修景計画



第 1章 近江日野町の都市形成の分析と歴史的

まちなみの調査

概要

近江日野町は，滋tyV，~ Itl却のiilJ生部にあり.

なだらかな丘陵地42・の'11央に位位する地)j都

Iliてある。ここは， iiii '1 l.¥.の城ド町として11¥

発した後，近1ftには 11~f，?~人の町として党凶

し， (1壁と板塀の本't~lY.が~tんだ町である

近年までこの歴史的まちなみが伝えられてき

たが，最近では控て特えが進行し，急激に歴

史的民観が失われつつある 本草では日野町

の都市形成の分析と断史的まちなみの現状g判

官を行い，その保今について艇，iしている

第 l節のまちなみ形成の歴史的考察では.

まず. この町が漏11-t¥.の減ド町として町均一の

形成を見た後， n野尚人のみ;胞として発l廷を

遂げた経過を明らかにしている 日野城ド町

は161'!紀のはじめ明後城された中野城を成制

として*'現に長く ill，没された) .'ll~ 内咋1.-尽J

という， 854近I't的プランであるにも関わら

ず，やはり中脚本の城ト町の特色を持つ町で

ある 近世，近代のI:l ffは東[~での商売によ

り巨富を蓄えた 11野商人の町であった角l1ff

にノトも残るみ;古都は家の，iIJlfilを塀で閤む|封鎖

的な様式を持っているが.これは占凶や1
1
1'記

録によりすでにï~肘の帆からあらわれていた

第 1:節 まちなみmlJ.支の際史的J57察

l 岐ド町以前の 11野

( 1 ) 111代-'Iqllの日野

1. 11野牧

ことがりjらかになったc そして.以後は枯式

を'P:t見しつつ制限の拡人C-'1:市常1mとしての

允支がIχlられ.hlよからJl.dlはじめにかけて

引のの様式が完成したものである

~"l 2 節はまちなみと民家の現状』先である

19721トのまちなみ;調介て'は11ff尚人の本宅が

)1常に多く伐っているこ とを民家の保存度別

分子Il，調1i.， 外観頒別別分市調介等によってlりj

らかにしたが，約2011後の199311:の同様の調

1i.では挫て符えて?により除史的対種目が大きく

変化していることがわかった。また， 11野の

民家について支iJllJ調介と聞きlfxり調査を行い，

特色を明らかにした さらに11f1f:5月3[1に今

も盛大に行われる IJ!f然について.歴史的Ji

械を文えるコミュニテイ，Q、品の側tfliから)J岩手

し，その見物のためのは敷窓の分布状侃や~

J起を'11心として会所.地政':;i'，H;J'などに

よって構成されるコミュιアイスペースの分

布状況等について調査.分析した

以後に第3節ではこれまでの町民の歴史や

昨史的まちなみ保今への努))や関心について

命じ，危機的状況にあるまちなみの保全の)j

lilJについて提 [jしている

11野は南北を滋賀県出却に特徴的な，なだ

らかな丘陵にはさまれ，J.Uは鈴鹿山脈の・を

構成する秀峰綿I:'J山に'(11した米内に.長い地域



，.、

である ここに人々が'171;を始めたのは縄文

U.y代頃からと思われ.内人路の薬王寺遺跡や

内池の内池遺跡からはH製イ1iiSが発見されて

いる また，弥'LU.Hむのものとしては，先の

内池遺跡，小御門のt!¥'.J..::川沿ii遺跡，鎌掛の

ゴマ畑遺跡から J.~)Î'が/1\ 1:している。古噴

では行羽占噴.小御門，~íJJI r.f.狐尿古墳等が

ある

大化改新により今|同に1'41~S制が敷かれ，琵

i!! ir'ilHk i î~の靖'1 の地には mS.di少々貨山公氏が

治める浦生部か説けれらた。

律令制の確立によって定沼化したかにみえ

た公地公民制は.次第にほりくずされ，はや

くも 8Ilそ紀後半にはイj}Ji'l肱や大社寺の墾田

による:ji凶の成、Iをはたが.現イl二の日野町rj.

心部付近に荘闘が現れたのは111ft紀中頃であ

勺た。この[J野牧はその後祇嗣社領.法成主

制となり.後には各々が11.!.にいくつかの所制

に分:'，1)されたe

2. ;jfi '1 !¥.のII¥JQと成長

¥_I iiti'll¥.の:l¥JQ

iitr'l_氏は鎌合時代のはじめ，紙凶社や政DJi

l.~仙のü官として笹をあらわし. iilf 'l~ . 4J fX 
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各所に・族が恨を張った。その後も所職所領

の拡人につとめ南北朝の争乱にあっては，時

に北村jJ;，時に両側}jとfllllな選択のもとで

丈)Jを益った。そして151":紀'11ごろに浦生貞

秀がIHt応仁文明の乱守を史機に所領を飛躍

的に拡大し，近郷128郷を文配するようになっ

たoiiu tL:.氏はその後内紛を起こしたが.iJ長.

元JJのtJiには，賢秀，氏捌l父fがその白臣と

して71.f..llし，また日野6))，(1の城下町を経常

していた、氏郷は功により松坂12JJイ干の領主

となり.ついで‘会津若松92))イ[の太守になる

など栄述を遂げたが，惜しくも治くして死ん

だ。litt生氏は氏郷を頂点として，以後没落を

はじめ氏郷から四代で断絶に至った

iib'l二氏の日野に果たした役叩lはきわめて大

きい.それは簡単にJえば第 lに近在の村々

を~め，町割を定めて 1 : 1 野城ド町をつくった

こと第2にその町tj1Jが現{fもほとんどその

まま残り，日野町の竹栴となっていること，

第 3にU野の近世以後の1]野商人の本拠地と

しての大発展は，i市仕氏の私.Hとその転封先

ての円野出身者の保誕にその端緒があること，

である 以下， しばらく氏郷の伊勢松ケ嶋へ

の転封まで蒲生氏の動向をrll心にして日野の

都，h形成を検証する

'l''b:以前の蒲生氏については必ずしも明確

でないが，鎌倉時代初期lには蒲生惟賢がいく

つかの荘凶の荘官の地机にあり，いくらかの

似地も持ってこの地んに定;(I"していたのはま

ちがL、ない 蒲生氏は尚北側.此、仁・文明の

乱苛を経て実力をつけ. 151世紀半ばより 16世

紀初にかけて蒲4白秀により.蒲'1.:.1:.郡のー

川文配の基礎を築いた

2'浦牛氏の分裂と統ー

l'j秀によっていったん同められた蒲生氏の

同11 2 背羽 ~j域全l主I i内大路公民館成

文化年間揃両したものを人止年間に模写

したもの fy*J村の*fl4l.Lj端に赤沢氏益

細川政之の陣地が11己されている

基躍をも貞秀が先に，孫の秀紀や次 jこの高郷の

代になると 4 族が曲lとl血で洗う激しい分裂抗

争が起こった。jfij紀は汀羽城でffj郷のil(を迎

え，長期間にわたって簡城を続けたが，つい

に大水3年 (523).干11誌により音羽域の破1:11

と所領の 2分を受け入れた。

J市lI::.r苛郷の子jE1幸は入文2・3年 (1533.1 

534)中野城を挫北し，城ドに79町に及ぶ町;刊

を施したといわれるが， 1耳打は後述するよう

に中野城は大，jdl:IIUill.没され， 日野城下町の

完成は天正年間で氏郷によるものであろうと

JSえている しかしすでに家特を握り，比較

的安定した時期を迎えていた定秀がこの時期

傾向経常に何らかの新機軸を打ちだしたこと

は卜分考えられる そして天文14年 (1554)

1:1野)11の流路を市に移して現イlのように小)t.

nへ落ちるように改め. lii)O.Jに旧河川敷をJJ<.

IHにかえるという人I.-+.L'Hを行ったn また

弘治3年 r1557 には日野桝をつくって作lit

の基準を定めるなど少しずつ傾向経営を先J.ik

していった

定秀の子 i市'4:.賢秀は六角義賢の，才をも

7 

らって賢秀としたものであるn 永持11年 05

68) 7 J]. {，Jlえは将'ililEc平1)義昭をポじて1-j各

しようとし義賢の制;I-、Y城はわずか-晩に

して破られた(' 111fの 'I'~f械もI!llìíjの灯の迎

命にあっが.賢秀は111JJ.成してい此lこ降り. ，0、

鶴 fH.. 後の氏郷を人\1 に;~~ しだした。 これ

によって(]野は兵火から免れ. iiu也氏は所領

を安JIiされた。

'I<HI2'.f (1569) l¥'郷は父町秀とともにI'H

イ}t切・大川内城攻幣に初陣し，武功をあげた 3

そしてが'J~とによ勺てしìUの kをめとって中野

械へ柑ることを，;~，されたt その後ffj号父 f は

しn止が人ド統 の途中. -i、;能与の変で施れる

までい長に仕え.近i'Cはもらろん山城.越I.IIJ.

伊勢.伊賀，尾5Jt1"州吋各j也に転戦しては

功をあげ，イJ長の人;きないftiを勝ち仰た 野

秀父子は本能寺の変械に践すると1，;長の財久

子を'1'野城に移して~~・令を|刈ったという 。

(~'涌'1-_氏指~!の転封

本能存の変後， l¥.剣lは秀Et;にqふんし. ;~λ 

，Lllil-(1583)伊勢・伊賀にH¥帥し，司q成，

f札山城の攻略をはじめ，伊勢J伐に妹功をあ

げた。想天正1211，liij11!'¥.郷らと伊勢を予定

した織田信雄は秀J，に小品とィ、liを抱き.伊

勢に叛旗をひるがえした。そのため秀吉は内

ひ氏郷ら・万の大川を伊勢に送り，峯，松ヶ

的.木造の各城を略させたr この成功の論t))

~ r'ftにより氏郷は従*の1';..))イiの仰の卜てh

イl を乍えられて松ヶ*'~へ修H した ，

氏郷の松ヶ*'1移封はlJ!flBJにとって画期的

な窓味を持っている それは

イ，鎌倉時代以米4001 1 もあ:.;~、た必生氏の文

配を離れたこと

ロ. 日野が減ド町の iを:人い減Lの危機に

瀕したニと



ハ. n野町民がIIらの)Jでたs命を切り聞き.

後に r1:1野1砲人lの政郷として大発反

をi差ける:1げとのとな司たこと

である すなわち大，1:1211 ~は 11 野の歴史をそ

れ以前と以後にはっきり分ける11;になった

その後氏郷はぷlU8Q:には会ilt~品川に入部し.

仏大な領地を経~::\.した。 氏郷はわずかの聞に

II'f/， )J石の同人制 ì~から会dt 百万イイの太守

へ と ììíll'~ 武村の中でも拍な栄11.を遂げたが，

文砧411二 (1595)的i'>tした。

( 2) i'i羽城のitJ党

さて.甜~I:_ (l秀が現(1:の 11 野市街の中心か

ら!Rへ約t1kmのi'i';J:J山山山に也"交したのがif

;J!J城である 汗:þJ 山はr，~ I~'~ が'J280m，、F蝿地よ

り~t.I:'~ 約50mてfJ)はほlま、|ι らである ここは

1じを11里f)11. J以内を深い~で1m まれ. I~jは猪

ノ引lirに辿なるという山城として秀れた自然

条例=にある 11野川の北j~.~は1I野町字音羽の

村雄で.この村誌のやや点において北京から

の丙lリj午川の谷.!Rからの11野川の谷か交わ

り. 1 ，I~ Ji向への迅の分岐点になっている。 ま

た行羽から tI¥て汗羽山の内を)!yる道は尾桜づ

たいに鎌掛に干る このように汗羽城の近く

はうど)lDの結節点にな勺ており.防衛と監悦に

(f ，f.IJ な地理的i~ir~を uしている

;1羽城は/t}Mは小制問の佐保のものが15m

紀はじめ頃に住"立されていたようであるが.

山秀の代にセり lリlJ.i:.、5W (1496)に汗s:i_fIJ

1 i~ に.また文 i札 3 fl ~ (1503)には亦iR示益.

細川政之らに攻められているから. 15世紀ぶ

には激しいしかも長期!の縞械戦に耐え得る照

同な城ができていたのは百五'kである その後

九羽城が改築されたり.大さな~築が胞され

た，al-拠はなし、から ，i'i';J:J 1'1減令r，ヌ|本11にJdiか

れた城はこのUJ引刊しの城ととえてよいと忠
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われる

さて汗羽城をこの 今|ヌ! や大l上6年の実

iJl11lχ1*2などからややJしくみてみよう、行羽

1'1城ノト1><1によればiT羽城は本丸以下城の中村正

却をいただく音羽山を中心に，谷をへだてた

*の/1¥1曲輪.上屋敷を持つ口;と. lulじく谷や

射をへたてて西丸を持つ丘の 3部分からなる

汗羽山の中央部にはみ丸， -}L， I甘丸の各丸

がおかれ，その大きさはそれぞれ13間x13問，

1311U x 18問. 20間x2311Uである。これらにど

のような建物が建っていたかはわからないが，

近年この峨跡を公園として続愉した時に音羽

械のものと思われる向っぽい必色の丸瓦がで

てきたことからすれば. qqt十城11)としては例

外'1'の例外であった九ぶきの建物持であった

と思われる 実7J!IJ凶を比るとけj丸の南部に向

さしパの上手がある(現状では轄地されて亦

1:の、Y面となっている)。 これは全凶 て

は行制様に描かれており， t判丸だけでなく市

丸 丸 . 本 丸 の す べ て を11t1んでいたらしい

これらのまわりには市山輸が院かれている。

汗羽村から日野川を組えて I~jへ進む大手は

白羽山の両部にとりっき，かなり急な斜面を

なってまず馬出シ山輪にitする 馬出シ曲輪

の丙は出Ilb輪である ここで迅は点に向きを

申ムじ，大子大門にIIJ]かう 執Ijl，1Jは太子大門と

丸山シIUI輪開のiu際まで延びて火急のさいに

はすぐさま大手道を遮断できるようになって

いる 日羽山の尚却には本丸以ドの中心部と

はセ掛でへだてられて揃 T大1")'tH曲輪が見

え.尉 fの防禦を~U っている このほか士民

!肢が2カ所ある

日・判城をもう -J立全体から見1I'tすと，点と

Jt.は急峻な斜面jで.ここからなって攻撃する

のはまず不uJ能てあるし.比較的緩やかなけi.

i有耐ーには出出j輪. ~1. I:k{敷守・が配置されて

いるなど防禦には卜分心が配られていること

がわかる。1I判城はまことに城堅rtl.]の名械と

パえよう。

汗羽村のよ~1"分には 1:-民数か、並んている

この士屋敷は -).EのかHI:Iメ域を持ちなからも

他の村落域と辿続的につながり，向者を分前

する人工的遮蔽物はないから. t-庶雑Jiiの状

態であったと佐山される またこの時代のij出

II~ 大名制は それぞれの地域でn然的に形成

された領主回の.i1!介組織であり，まず大名と

家臣のそれそれの所領 L地所有を他の戦ll4

大名の攻撃から共li.印vi碍Iするための比較的ル

ーズな軍事組織にすぎなかった料j ため，ほ

とんどの有ノJ家111はまだイ1:地にあってそれぞ

れの家子 ・郎等を必っており.領主のもとに

1.s位することはなかった。したがってこの制

に見られる士M敷も多くは貞秀iti属の被'H')(1; 

が居住したもので，その数も多くはなかった

であろう。 しかし，このように一定のた;作|メ

を成す武士団がし、る以上， 斤羽村には段以だ

けでなく，これらの式卜の生活を支える職人

や商人もいて. 汗羽村は・つの桜古属ffif4l

1成下町であったと巧えられる ちなみに計羽

の西方日野に市が初凡されるのは応水33年

(1426)本5である

次に注目したいのは jkU敬街の形態である

この上屋敷の配附は ff判村を.@過する島~illJill 

の手守備という it{'J..的 15 1&.に J~づいたものと忠

われるr すなわち部品のrJl心を通る道は;I:W

教によって マカ所でカギ形にJH1折して見通し

を断たれ.また中央部で迫恥iをw端に扶めら

れて臼由なilli1rを抑制lされているのである

これは中世末期城トIlIJ 初期j城下町に多川さ

れ，後述するように，itiIJ 氏も日野，松坂て ~f-

んで使った手法のdJj克:とJ7えられる。

2 FJ野城卜IIIrの辿，没と経営

これまで1I野のAH判としての11¥売に触れ，

次に1iUIl.氏のtl¥IJ.!.と成長.そして靖生氏が現

((の"野の朱郊のtIJ_Uこ控位した昔羽域を凡

てきたが.次にiih!l:l¥:がIJ.!.，li街地に建必した

小野城とその械ドlOJ統計について JE若手したし、。

さらに J，i1じ1m'!l¥. (氏郷)の城トIsJである胎

|訟や会tIt.l'i松と IIJfとを比牧し，それぞれの

特色や発以を探るこ とと する

さて，応仁 ・文lリj の .~L以北2の''ft~乱の中でi蹴

I'~ J武将は実力で守"並大名体制lを打{直し.各地

に支配権をのばしてきたが.それをさらに臨

丈なものにしてイt:地 川のIJ't陪土配を勝ち取

るためには次の.つの品組があった

まず第ーに.いまた独、・'0臨時l刊のu::l.J1でし

かなかった被官j刊をそれぞれのI'IHiから切り

離してその立配怜受付い. l.iJ叫に彼らを峨ド

にw住させて強)Jな家I:il羽へと If}制成し戦1i1

の総)J戦に備えることが必咲とされた。その

lりut:的な動きはすでに15111紀の大内氏の山 u

や.1.t3氏の存fl山城句ではられた本6

!'f~ -には，盛んになってきた各地の市や停

に対する処置である HisfiiU・たる戦岡武将

にとって市や肢は彼らのJJ;;.稚である股村のn

然鮮済を掘り崩すものであったp したがって

彼らは原理的にはこの!商業所動をl!Ilえねばな

らなかったが. IrjJ時に家n'l・Hの域ド集住によ

って必要となった人仙のAf，;;供給や消費生活

1 ".の利便の満)Êという現実的.~:，~，及び家臣

l.jI1，t;什択をある特定の商業集高と結合させ，

その他の作地における尚来行為は然止すると

し、う.FJL実的な解決をl刈づた。こうして領主域

館とその家臣団の厄i111メである 軍事的政庁



的集落 とrI-~ jLJ-In場集結である 経済的集落

が 強大な領l司支配権を持つi政I品大名の荷都

建設のぷ凶のもとに強権発動的に結合されて

・つの桜合的都11iないしは都市的集端本7 す

なわち城下町が形成された勺

riljll氏のこのような鎖国土配強化と城 Flllf

辿没への動きはF-I野中野城のill，没をもっては

じまった，すなわち，現イEの日野の{町 と

してのまとまりはこの中野城建設を契機とし

て築かれた況であり，その怠味で中野城のill

設は 11 野の陪史においてきわめて屯要な位ì~.~

を.'iめるとばわねばならない。

( 1 )中野城の建設

1 .中野成建設まで

①'11野減肱の現状

小型f城雌は現在の日野市街の-*端，西大路

にある、山道を南へはずれてしばらく行くと

道路の右叫に 1中野城/al:1と彫った石碑が見

つかる。単には 「従是西 1-歩大手門跡也以其

イiil之 昭和円十 -1f.反jとある。これは日

野川ダム L・Hの際のよ取りの時に出てきた中

野城の太子門の.{jを使って建てたものという。

このあたりから点を見ると建物の背後に雑木

におおわれた小さな丘状のものが見える。こ

こはかつての中野城の本丸をめぐっていた上

地の京北の附にあたり.今は稲術ネL 話(橋t~1

十l'の小さな社殿がさびしくのっているだけで¥

そのほかの仁!~はダムて~~のために削り取ら

れてしまって何も残っていなし、成地も出、1':.

分はダムの人m池となってしまっている け

野川の水をたたえてこの池は美しく， 日野町

はじめ下流の}:!業や洪水品節に役立っている

が• -Jj約400年前に日野城ド町を巡・り今11の

11 ~Jf'の基駐を聞いた蒲生氏の同城が破壊せら

れ.打ち捨てられているのを見ると.やむを

10 

得ないだけでは済まされないものを感じる。

@域地の選択

さて守音:見城があった音羽山は小さな， し

かも急、傾斜の山で械の拡張や居館の設i位等の

余裕に之しかった。また家臣団の本格的な集

{主に対応する広い居住域を設けようとすれば，

音羽山が直接1]野川に接しているため日野)11

の対岸の庁羽村にあった土屋敷街を拡張する

しかないが，これでは城郭と垂l氏水平距離

とも離れすぎて新しい強力な支配体制をめざ

す漏生氏の望むところではなかったでーあろうc

しかも経済集落たる IJ野市はその頃の主要交

通路であった |市道jの脇にあって，音羽城

からは約10kmも西方にあたり，とうてい事事

七経済ヒの要求を満たし得なかった。

このように領国経営の中駆とするには大き

な欠点を持つ音羽に比べて中野は平地にあっ

て広く，特に城を構えたあたりは佐伯氏の館

があったほかは百姓家もない野原であって*8.

峨郭や土屋敷の建設には十分なスペースがあ

った。またここには日野川に突き出た半島状

の部分があり，ここに日野川を自然の濠とし

てかなり堅固な城を建設できる，そして日野

市にもかなり近くとなって好都合であるなど，

中野は新しい城地として現実的な条件を備え

ていた 、

①築城以前の中野

中野城が建設される前のtll野は日野町志

( 1:)の「仁正寺由緒記 lに「中野ト云ルハ

地威ノ辻ヨリ束ハ百姓家居，函ハ大宮ノ辺 ，

両市也，のチ此間空地成ル故中野ト云フ」と

ある通り野原であったと思われる。 しかし

この辺りは浦中氏が支配していたわけではな

し佐伯氏(姓は西大路)の支配下にあり.

その館もここにあった柑。しかし佐伯氏は

貞秀の懇望により中野の両隣にあったと考え

られる安村へ移り，以後そこを領した。また

中野のすぐ北に吋たる綿|ゐ]神社辺りは白米太

聖守宮の領地であった刈Oが，後佐々木ft角氏

の支配するところとなり.綿|句t'Jl什の御'~;t; &~ 

行はその家臣勝長氏が任ぜられていた判l。そ

して社前には地副大1日氏のJ.if数があったとい

う内ところが大氷点年(1 521) ， i，fi I L r:"~郷は

大日l氏の[i敷を焼き払t" ー家を切腹させたE

そしてさきに中野の城地を譲った佐伯氏をも

殺吉に及んだという。こうして中野の地は完

全に高郷のものとなり，中野城及び上Ji.:敬街

の建設が口J能となった

せj築城年代について

中野城がいつ建設されたのかは明らかでは

ない。今， J若者に現れた説をまとめてみると

炊の 3つになる。

「ヲ示年代 ι-T~~者

rA 函 41下(15ω 貞秀

|(仁正寺叩浦生古蹟)5.13柴山)

B.大水4年(1524) 定秀

(蒲生部志， 近江の城下町 ) i 

C. 天文年中(153255) 定秀 1 

L (日野町志，綿向1-111社札記)

以下;説について若子の検Aを加えてみよう c

A.文1114年(1504)説

まず，仁正寺由緒記には文他4年2JJより工

事をはじめ ・・・ (水正)三年普請悉ク成

ル，同年八月音羽ノ城ヨリ御移リ在.同四年

よ月伯楽院御引取也本12 とある また信楽院

寺伝では 文亀四年ド野守定秀中野1成を築忠

信楽院を音羽城より.111内に移せり判3 として

いる。文中"下型f守定秀"とあるが，定秀は

J]<.正4年(1507)/1てまれであり，築城に関係し

1 1 

たとするのは明らかにまちがいである 既出

の 漏生古蹟~ 山城故域の項には I ・・閃

テ文1U閉'rl:11'1子N.佐伯友制ノ問中野ヲ懇塑

シ小城ヲ移ス・ ・判4Jとあり，これも文1tL，1 

11-:に 1.'Hを始めたとしている これらは何れ

も近世になってからのs記述でい頼性に欠ける

が柿極的に丙lじする材料もない )t.こだ'I'J;の

1jの辿りのヰ'地に域を込るのは白羽域のl宅l川

さに比べてあまりにも無防怖であって， riiJ ~I ~ 

にif羽城において激しい攻防i践を料験したu'f

後としては飛跡がありすぎるようである.x，

城主11史から~えても.このH主却jにす'域が11\現

するのはtr'すぎる このi時期の中野城ill，&が

下実であっても，それは)1;館かせいぜL、小械

であって， im 1:氏の上城はやはり計羽城であ

ったと思われる したがって U野の城ドIIIJ鮮

営の中核としての中野減はもう少しのちに住

設されたものと忠われる

B. 大永凶作(1524)，&

t出生郡みは， まず.文t(l三年のみと昔、!朝経ら

の奇羽域攻慢に対し日羽城はよく l耐えたのに，

哲年移城するというのは1!~lhがわからないと

して文ftL築城説をしりぞけている そして向

郷と秀紀の対也で音羽城が破却され， 1fd郷は

そのi卓後にム hii秀とともに小野城を建設し

たでーあろうとして.その年代を大水3. 11年

頃としているn じっさい，紺't占~.ótJj'の I~H.

Itほj古跡の項には 大，](五年 I-JH市生向郷

(玉井庄司を)'11野城ニ何シテ甥の秀車eヲ害

センコトヲ頼ム とあり，少なくとも大永5

11二にはql野城がイバFしていたことが知られる。

『近江の城ド町本15 は大水4年頃定秀によっ

て築城されたというが，恨拠は明らかにして

いない。

C. A文年中i説



綿IÎ.]NI十 1 : 十 1 :みには大文11 ~ '1 1にiili'!. aI' rj '1f 

城主!!，'， ls* 16 とある この心録はhrti2 '.1 

(1659)に出かれたものであるからい頼性は疑

問である>11野町ぶでは桜峨年代は文1(1.I 11 ~ 

説と天文2. 311:説があるが.文f仏4年築峨

が・J~'J.i としてもそれは1:1 ~f城卜 IIIj とはj支えw

であり.X文 2. 3 '.Ioの役械がu野岐ドIUfの

起iW，である としている判?、町，ιが天文2. 3 

11 ~を j " ;J< 4-るのは後述の定秀の 人文 11'，IIIJ 

'，I;IJ 1が大丈 3'.1，に'J.:.際に行われたと考え，そ

うである江ら中野城はその11'(Ijijの築城である

とJtr，'，にしているものであろう

以上3，北1~t!.てきたが止れも 1ft訓IJの域をで

ないようであるG ただBで，ilγ1lrILιが 1 ，~J~ し

ているよう γ火水3'.1 :に長紀を抑えて iìií'I : ~ぷ

を折'1"し.入水 5fl:には持紀を1211Jし.;;ミ i:

Hnを付「た I'I~ 割~í. :A秀lこ/，';城かなかったとは

Jうえにくいc その実)Jには介勺 t.:..J~:域がlj'jf

に寝かれていたに迫いなL、E たた，その城が

日野城ドOIJと11'(.t妥結ひ‘つくものかどうかは的;

， ，できなL、c

2， '11野城のill，;立と特色

1 '11野城の佐北

ところで中肝城の也投はどのように進めら

れたでーあろうか.また完成後の悔はどのよう

であ「たろうかっこれらについては し11-.，'j 

山端日l中に次の記事がはられる

制 1~ ii制:ト''Jf守t基河地小野ニ出l域地弘、'f.祁

1J.( 1) <r， 

城内 I~J\ lII j 陥六回r.

'I'1fトムjレ，、地政ノ辻ヨリ*ハ(1'糾:京'，1;'，

1'4ハ入山ノ辺・l州市，也.

的チ此IIU ヂ地成ル故'I'ff ト .L~ ウ.

大'.)'.1)走j也以来)i々 ヨリ山 1)'..;ウHシァ京税

ニ/Jle:ル.

街l築城. 人 fll御k~ Jf~'吋1111. 九ノ内立が久

(i樋1.ケ城也.

12 

惣技1: リ JI~ サ.lí.llUi.架サ-丈.

卜.手恥ihllU， 'I':~サ・丈，人人ノ、 I-JJ 人余ト

有/レ.

FJlJ .人1:1ニ .11・宛.

御家"1'. ~I :ヶ IIU御知行 't~減. :. il:普J忍;ク

JJxjレ.

l.iJ 11八)J i'i羽ノ城ヨリ御移リイ1..

l~i)Pq{1 )H.i来院御')Ilfx也.

これによれは‘lンJ~は非常にÿ くの人々を伎

役し.家'11の知l行も'n威し'c人々的に進めら

れたようである -般に城やj成ドIIIJの建設は

そのf'i.E地域内のごnJ:や村々を取り泊すこと

はもちろん， ili: {t:の寺社写ヵ、らもイ1や住梁に

ヤるまでt'r勺て{jわれるのが7itであった本180

それは城がそのt'1.，柿上~j叫 IJ でilItJ止されねば

ならなかったからであり，またq.fに織位政~t

tnから城の脱肢が極端にtJ人化してそのill，没

資材を作品に吋ることはできなかったからで

あるが， 1119'f城のill設ではそのような武断的

な 御前し ゃ資材調達はなされなかったよ

うである h そのひとつのJ1H111 として ~I右tt:.氏

は中野I成$1..交のtriはまたiiii'1' 1-lrIl .慌の宗教

"L HI，引に ~19Jl与系;者、子院&.びその門徒殺を

JK配できていなかったことがあけられる そ

れは時代かドがった元地犬lE11:IIUでさえ，

I1野近辺のii)Jな本願，i午院li，ケ午かイ']111や

/( :..i卓と辿給して， 、当日制，，1<:に従「て本刷、'i

-段の JJ~}I : Iこ努めていた賢秀や氏郷と対立し

ていたことに端的にぶされる

、g:rfl野減の特色

さて，次に山hlè:後の "'~f峨の慌を凡てみよ

う。これをま11るy-.がかりとしては.今あげた

仁l仁志:IIIM，氾の他， け I'!f.!i域f列車19

凶12 2. 人11，¥年実視IJ凶本20J . 明治9

"1' 1有大路地縮|χ1*21 ，官庁千7"1:( 1757)の に

If~ ~H'~'W 敬 lχ|本22 等がある

r 'l l~flll 城似l は|χlのJI:隅に 「蒲斗公称州

移H 之後i\!!m~現形ヲ II1IJ クトム・フ.此ド(1 ノ、&

Jt，老陀 01: 西大路泌;家主) ニテ ・覧ヲ ，i~ 'サ

レ心ノママヲ己己ス とあるように.日野城ド

町がJkt-れたJli後の'11野城が拙かれている

-惣幼It

小野山城|ヌ11で以初lζnuされるのは峨

及ひ J:以敷全体を開む惣胤の{{{五である

I { ，Ir ，1)山紡J己lに同れば，惣制はjムさ 511U.

深さ l丈であり，その内側の I:!aも恥 51IU，

f~~ さ l 止であったむ これが現状地形てどの辺

りであ勺たかをJ5-えてみると.まず174辺がfI

野川を援川したものであることは明らかであ

る *辺は 丙大路地持|χ1'. I L証i与帥 }i~

敷凶 でもはっきりしないし. J:.がかりとな

る地名も伐っていないが.興敬寺の内をJヒ1:

したi!1りとJ5-えられる 興敬、Tは1493'.rのfilJ

挫とされ，築域当時にはすでに現布地にあっ

たがその後fliJ午がrJ野牧h.ヶ年の中心として

活発に民旬 i:的な活動をしていることをJEえ

ると.とうてい邦内にあったとは思われない

からである 北辺は法半、ト光延寺のUiJ. I_l! 

0・の制端IsJ.Jj(落町の泊りのドであったと忠

われる 北辺の内丙'I~却はほとんど成ってい

るし.点下部も道が木くなって掘を埋めたも

のであることがわかる また 両大路地絡将IJ 

では制かiiったと思われる部分は京内に長い

短冊mの地;刊になっている本23[;'惣掛の両辺は

綿 I:IHIII~I (火山)の参迫を棋切って湾1111しな

がらi"J/J;UII礼(現イ上のぬよ?とflll*I:)に流れ均年

ちている この部分は現イlも制5.......60cmほどの

水路となって残っている 以上の惣掘に閉ま

れた[x域の大きさは束内約170m，南北約550m

で fUI紡11己に云う 幣八IUJ.横六町にほ

ぼ・致している

13 

-内11!

内:)11の'11心はいうまでもなく本丸である

本丸はl引、 I.t{とr去に閉まれており.その規

模は ・辺約70mの lJ: )j/f~で・かなり小さなもので

ある I仁川、1]'111緒川己lには 九ノ内塀.夕、

仕掛 l二ヶ城也 とあり.また 1iili '1:， íJ[~己 」 に

本能、干の変後.賢秀. l¥:忽Il父子がfrT長の家肢

をかくま ず3 て中野城に情城しているtJ~ f市施

忠兵衛()t;秀のかjへ).i!t:J¥て111しけるは， [1 

野のJ~は."，'[Jの??，i15にてJ)J(， 欠Ai'. f，~に{瓜へ

ば踏破り弘く 1此はんι - 1.1も II~ くタ11寄せさせ

給ひて・・本2.t1という必;Jfがあるところから

すると城内は 7"u Jがあ勺たたけで， 人

守 lといわれるものはなか勺た本25 この九fT

が機能的には後 IUのの人守の役:I~Jを果たして

いたと花、えられるが脱悦は小さく，また何1M

にもなっていた，J{ではなかろう。そしてまわ

りの尉は{ill!の卜ではなく 114の Lにのって

いた例このような構込ーの城が本能、干の変tnま

で{f科していたとすれば 「踏破りMt、Jのは

吋然であ勺たの

1 111"fIIIJ~似l によれば大 Iは北lu]きてヘ

設を渡り .:~ßやや低くなったJ!:{を話えて入

手門に述している しかし.実際には入Tは

阿に ífったらしく，近年の1I 1f)II ダムの 1 ・J~

の際. 1，成地の州からJt本.hlの人 fIflJ跡がはつ

かったと， Jう本26 また '人11人11実i則凶 lも

それを山付けている み九のけjのu野川の突

き/1¥た丹|の部分は メL と~~}かれているた

けてあって.とのような建物や施"jtがあった

かはわからない。凶122の'11野市城凶には多

くの石.tuやゐ}~敷という ticJ!ßもみえるが，こ

れは近111のイ 11年維のdl橋氏によるものと思

われる ljij .I!I!の什おり，このあたりはすべて

ダム_[:J.でかlられてしまったb



本丸のJt. :r~ 2 .?I~の部分は大子道の丙が向

台になって物見合とされており.東は順にド

以敷.政所. I:hl敷が.jV，んて'械主の居館.政

l =j~守の公川に利川されている ， これらは法.

竺法. I:.!:{で即く防備されているo なお r{ . 

，1:在111*r.，，'e，によれば.r.ilイ1-!i~ も使われてい

たようであるJ

-外111

外判日11分のl止人の特徴は. r '11野古城凶

ではるn~ り "1'1・の11"句家もIsf家もなくすべて i

M~肢で '!I められているということである す

なわち.ここでは矢守 ・彦氏のいう 郭内守

1:引牢27Jプランが実現している 矢守氏によ

れば邦内 ~tJ. 1・明プランは城下町の変容系列の

第.u党附にあたるかなり発注形態であって

f内町.外町々!とIIIJじく fJ.f語体制の成立記に

新投または改修されたものに多い ，Jとされ

ている。築城か火水域という.ごく早い時期

の城である'11ff城がこのような形態を取った

のは. J，成ドIIIJill，攻以fjiJにある限度tj1t世都市と

しての111)'胤ができあがっている時，領主は尚

人ちに対する1~，，(f策をとるのは吋然としても

身分fJ..lf手倣ほさせようと考えることが多か

「たからであろうか本280 しかし.当時の H野

，Ijが'1'lIt1m rliとilえるほどの町場を形成して

いたとJ7えるのはかなり無珂がある 日野岐

ド町は 11野，bを aつの形成要闘とした全く新

しい也投都Iわであ勺たと思われる とすれば.

11野が知内W，I-Jl，'Jプランを持っていたことを

どのようにとaえたらよいだろうか，そもそも

たかだかλ)J":{iの小制 i::にすきなかった泊生

氏にこのようには、人な J:何激街が必要てあっ

たろうか

l九~， I>>kihの.iñ附は現イi のそれとほとんど変

わっていなL、。惣胤がほとんどがl'められた他

はHriJ~的な配l控による鈎砲のM出iやT字路等

が幾分変形されただけで成っている また凶

によれば大 F道にはいくつかの門がおかれ.

~)j備を附めている。 .it!路によって [x 切られた

各ブロ ックは点丙に長い長え1形をなし.この

うち殿町筋. {'II町筋に扶まれたブロックは中

央でrH北に分けられている。

綿lilJ~'Il ~ l'の多迫は，l~3~t~先とされている そ

のI11抑'Jにある 4松の札は氏郷が幼時tttれ

測しんでP転H地の松|紅や会ilU'f松の名の元と

なったものであろう。

-外郭外

111外丙制1Jには 2つの訴所の控物が見えるが.

これは I:M敷地lろへ入る布ーをチェックするも

のであるう。高:19rのすく両には本町通りの家

並があ:.;~、ており.かなり繁草であったことが

うかがえるが.東側は上保t~段式体j練習場が

おかれ• J.u:比の町は無かったようである

さて.以 i二見てきた中野岐を簡単に要約す

ると次のようになろう，

a 内郭は小さく，制，矢ffによる中世の

域であったε

b しかし惣制は城郭と土屋敷を囲むと

いう近世的なプランであった。

c 内部の迫路は鈎~!のM曲.T字路等が

あり.また途111~、くつかの門がおかれ

ぷ交通の党z路として.人や物の流通が盛んで.

県tl~rlîや八 11 ，Ii・などrll代，fi場を中心{こ尚ー業訊

Jwも活発;こirわれていた勺そして.中世には

L、ると;m'l:.郎内だけでも.l!，;淵r1f.石守新ili.

楠l悶rli. .(.~蜘，Iî. 小脇市等幾多の市が成立し

本29.rlHt. Ht制人と呼ばれる ~r商々人が延肝

、予や11ι判I'~Lなとの~'H吋領主のj克議のドで rli

からibへと光り本いていた。

II!f iliもこうした市の・つで.愛知川や八

U rlJ なC--ì~JItiの 1"症なdi制と伊勢を鮎ぷ ，b 

i益率30 と呼ばれる 'li・~な道筋の途中にあたり.

市くから先述していたようである すでに応

水33fド(1426)の保内向人と小幡商人の営業!5(

域論争の文1!;に rll野市ニイミν立事者，自..{!l

内川依...t~ ... r~iイ〈罷屯候也。 是者堺シ守札先

i旺故也本3)Jとあり n野市の存在が知られる

I1野，uは 1.:.rfiとド市に分かれ.上市は中ノ

nf.ノ干の間本.麻生I高町あたりにあり.下市

はその同Ji上野m.野11(今の里口)のあた

りであった《そこには伊勢からの塩を扱う塩

沖のほか~11物仲.御JI民庫，槍物座があり本32，

1. 7の日に1mかれる六斎市であったとJう

11 Jf rlJの米ん，ノトの大作町のあたりには

r 1 J野IOJ舵史年京本33 に t応永22年(1415) ;;If 

II~l'Jx:L. ql:'(~郎大久保村 (現甲賀町)の住民

を1:1野へ持住さす、これが現庄の大詑となる

とあるように.域ド町建設以前から~mがあ

ったらしいp 現(EA:i'Ytにある永福寺が，k!:r 2 

q:.(1430). JF.m ，~・が1'iÆJじ可( 1460 ). j喜久、子

が文lリPl"'1I(14691487)にが化していた.'1~から

すると.域ト・IIIJ以前からこれらの与のまわり

に民法があ『たとJ7えても不思議はなL、
大作のさらに*の村)1-1こも何らかの集結が

あ勺たと.141われるε 村)1:は rtl rJ，4 I で.人々

が叫れをなして/，.;i l:している棋を々、している

ている

など. iluJ.n~Jな配慮がなされている

( 2) U Jf域ド町の建設と経詣・

1.城下町ill投以前の日野中心部

fI Jf城ド町は(1 )でみた中野城を核とし

て形成されたが.ここではまず日野域 F町以

前のu野中心部の療を掠ってみよう

.!J!イlの11野，rJ術の内部には占くから日野，tJ

があ勺た。ilii1:は，'dlより幾内と各地}jを紡

e
d

・
-

し， IlfJ己uに rn野町:1，1Jの時.長m.舞神.

'b..'村.股ヶ谷1i. 竹谷戸などの村を併せて村

Jt-ifという*3.'Jとあり.いくつかの集落があ

った事がわかるa このうち~ii:村は rtlff にかH上

していた州大路!(::$少輔友却が中野域住設の

ためfiji地を;"勺た後'(市川氏から持え地とし

て tzえられた村で• N~ ヶ谷 }Iは 『 殿jl~I i で

あ勺てb.t却の以散をぶしているc巴われるc

また.怖lilJttr'nのI:J也先日の文14Fに 水代先

波A!.-Fl，¥i白川j也之*(1時) ・・ ・イuiti'1. LlNIII 

野牧û!' ;jtjl 品村 )1・'~:~・j 也(略)水砧 2 年(155

9)・・ .*35 とあり.これも村Jil:に五t村があ

った・jJ ~/J、している 。 なお. Ji;fu.にす1っても

村井には 天文ゲl~mr.I.'J J に見るような町21J

はできていなか勺たようである これについ

ては次羽でIlijillするJ 村井にはこのほか米北

側にお~Ií.仰l' ~I:が i!f くから鎚践していたし.尚

北開~には四;41・ ~'I'Hが件:えていた。 また現イ五の

北ノ~lUr 1:1こは村)1:惣i出品(文明 81il: -1476創

ir. I，.lLイiの"，'1fリJ-'1')もすでにあったの大~と

村)1 の II~ には州、ljの IIU陥があるから，その聞

は人家はなく. 111または加が広がっていたと

思われる

以 l二を附Iitにまとめると.

(I)!IUI.松}己の付近にI-l野市があったっ

(2)大i-tには火花村といくつかの手院があっ

た

(3)村1十にもいくつかの村市があり.それら

をはさむmで綿JI'J神社.両?と神礼があっ

fこc

(4)村nと火花のIIUI;t.川または阪であった

2. 11 'f城ドUI[の建設と 人文 il~

IIIr:1;1) 

(Ij )ミえ -: 11 ~ 111 J・'.'.1J1 

1I野にiit，'II.:.正秀の 人:x.. :11:町~1J なるも
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のが伝わってLる これは[J野城下町のft占-

の僚をJZえる際には?itに基本におかれるもの

であるが.それによれば12通り， 79町が東西

に町を白く本町通りを軸として 11j北対f~J;な卵

形に怯んでいる。 しかし.この町割は以ドに

kEべるように 大丸 :'11:1になされたもので

はなく.またこれたけの町がすべて住;止され

たというものでもなL、。

八 町:，'，11の施行年代について

このur[:'，~'Jはすでに小針均氏が近世城ド町

の釧光lで指摘されているように天文 311:(1 

534)に胞行されたものではなL味36 なぜなら.

欽胞がわがII~に伝Jたしたのは大文12年( 1543)

であり，そのいJ内での製造はlはも早かったと

思われるほf~~，~駁日 1 UßI11友でも弘治}~11~( 155 

5)てあるから本37，大文3ffのEJn'の 鉄砲町

は J，~¥'f.しなL、本38-

また北ノ刊IJは 町il;しによれば両手~ttI'Hの

すぐ*-あたりに1(Lì?i するはずで i市，~:111蹴考

によれば， Jヒ今町は9.・村を城卜に築く U.y，大

山l引よりここに移ってきたのであるが， 1ft合、

511 ~ (1715)の I U 野 三町絵以l には北今回jは

ま r太古のすく内にあり.内':;~~Il社の*は北

ド ~urrとな司ている したがって北ノト附jにつ

いても.町'，'，11はλ文3Wどころか18t1t紀初jめ

の状出をも心していない

H 町;刊の町敏について

人文 IJ IOJ叩lによれば. H野城内I[の

町出町故は縦10153，楠町26の，:1'79町である

大文11IIUにこれだけの多くのIUJが@'I氏に也

Aできただろうか これが械ド町佐盛期であ

る人tlif IIUのものであるとしてもたかだか6

)).(1の城ト町としてはやはり多すぎる たと

えば近~rの城卜日]でみてみると. 20)) {Iの近

1'1八幡で42-3町本39.30Ji行の彦恨で56町

16 

本40にすきない .79町の倒J;'}llは 淡海漏4 ・ms

J己jではこの79HIJをさらに上， ドまたはし

ql， 下に細分して，汁121の町数としている料!

といlじように促?の町をつくって町勢をχ際

より人きく見せようとしたものではないたろ

うか

c 011'，1，11のmmt町名について

第3の疑問はこの町古'Jがあまりにも諮った

対称Jf~を立している・ßである 本町通りを中

心にその市北のIIIJ数が・筋ごとにそれそ'れ["J

敏すつ少なくなると ιう核然とした町:'illが施

行されたとは，今[1の道路パターンから先日保

するのは困難である また職人制jの町名か本

町.i!Yりを'1'央にして尚北にそれぞれ鉄砲I1IJ

fJ夕、町，鍛市町大 1.町，白銀町赤銅IUf.

I荘地UlJ 't会帥凹jときれいに対になっているし.

ftlr川町.iJ:fのわ町も何卜 7PJ F.恨笹 -~'t.本.

大崎 小怖とこれもあIのIUr名ばかりでできて

いる 以上からとえると.この 町割1IIには

多くの作為が人っている IIJ能性がI:'~t、

Aについて小野均氏はがj掲冷において. 11 

野の凶J'.'~Iが入文 3 年になされたものではない

がは明らかであるが，おそらく人文10年より

遠くない以前であろうとしている つまり.

太11:12 ~I :に氏郷は伊勢へ転封し. 11野町のHlJ

勢は 竜自作をきたしたから79町のi町訓はそれ

以前に迎いない。とすれば氏郷が ，十..7'条

J定。'j1を公イりした大止1211にごくよEいU!j19Jが

イ~-)Jになる なぜなら，こうした 1錠 R がだ

されるのは.城ド町の新設や拡~Uがそのうと機

となるからである というわけである。

1F.fiも f1野城ド町は人11'12年ころの大111.5[<

または改造がなされたとJ5-える しかしH.

Cで心したように，この時期においても79U1J

もの町1.1Jはできなかったと考える 村井を除

く大1笠松j己の北、|三分の町は尖際には干完備さ

れなかったのではなL、かと思われるのである。

それは，第 lにすでに 11野 そ町絵|χ11で.

町の北部の迫路パターンは税仙された跡をと

とめず，むしろその北に続く川の時過のパタ

ーンと同じであって. r甘半分とは全く児なっ

ているからである

第2に-RI3 1に何げる H_IIIf町名変地よ

(下有作成)では. 太文 :.11 ~町1，1J ではた

IUJf.の内Jt、1"分はほとんどHIてこないし， JQ

{ltJ、字名としても全く残っていないからであ

る ただし.城ド町民絶によョてlJ肝の戸数

が激減し，宅地か多くなったとき， 111に続く

町の北半分がし、ち iiLく開墾され.城ドIUjU刊に

の迫路ノぞターンも町名も無くなったと， ，う日I

能性も全く拾てよるという択ではない。

D， 日野城下町の ill設と町:'~I

それではu野城ドIBrはどのように住投され

ていったであろうか

11野域ド町の建"引ままずそれまで松jιlH

r 1にあった FI野市を械に近い内?引け'*1へ移転

する・~から始まった本42 - これは紺ノI :. III~占考に

よれば大水 511'.(1525)であり， '11野城のill"交

の1'"後である すでに触れたように.内宮糾1

*fの.!4!，小野城までには村)1の村落かいくつ

かあったが，市の移転とともにこれらの中に

尚業に従Jれする者が現れたであろう また市

に11¥人りしていたれ 尚々人の'1'からも村)~(こ

M を備える行か出てきて，村)1は次第に繁華

になっていったであろうと柑訓される そし

て天文;年町割ほか. r日f名変造みに

出てくる多くの町々は，この繁帯となった村

)tの商工村部を蒲ザ氏が整備. ，ヰ組成したも

のであろう そのことは本町，新町，今町等

の名称からも煩推される たとえば l本町」
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の名祢は一般に r7i:1IJ[ ，と同じ〈減下81)'住，没

の際 ー番初めに"Vj'r-され.かつ峨ド町の中心

として機能する ;J正がWlf.~ される町につけられ

るがが多いp 村)1，本町はそのもI.iUといい.成

立のr11 ;長といい.まさに 「本町 の名に適合

する。

1川下，，'tJlI11:から火rrlUJにかけては脆人IUjと作

{U'iの町が多L、。職人urfはその械ト IUH_おけ

る必要性から行えると村)1;の-1'IIIJ・咋と I"JじfI.y

期jに投けられたと与えられる r IUJ名変~&，

からはる鉄砲町，鍛治IsJ，白銀m1'.野手，地町な

ど r:た文二"1:111[;わ11Jのうち. I~j '1'.分の職人目f

はむイi→ した・J~が肝f<;たであるc

Jヒl'分の内.gj矢町.大 I1UJ'.よ掛町， f.会

的町:ifについてはイ、iりjである これらのIIIJが

実際見!(かったとしても 1I野誠ド凶jにこれらの

職人かいなかったことを立味するのではもち

ろんない たとえば冷nlllは域ト町時代に鉄砲

とともにLl野の特産であった 11野椀をさかん

に型i1lしていたし峨ド町廃絶後も日野の経

済を大きく立えたのであるr なお|臓人町の内

鉄砲町，鍛治UlJなど止に!!1.のUlJを他の職人OIJ

より城近くにi7i.いているのはtl11される料30

人tr以阿はf!!i内各卒、jからの移{J:.行による町

がほ止んとである。 人文 ~1r1111:'.'1 の今城

下の戦i町55ヶ悶jのうち.移仕{'iによる町は23

町を数える 先liliのようにこの間j散は必すし

もい柏できないが.移11.fi-によるDJ[かJI:'，ojo，iこ

多かったすもは~Wたであろう ，ib '1 lX，が似内の

人々を城下へ強制移Hさせたi;eHはないか，

大1110年(1582)錠，t}(後/LDにあるような依

々な俊遇策によって領民の日野への移仕をす

すめ，城下の繁栄に努めた事はまちがし、なL、。

なお，日野の両知には馬具や'1''，"J'の修純，

JJ . 輸の飾りなどの製刊に従・J~する朱絡がお



かれていた料4

さて，次に H野械ド町の街路や街区につい

てみてゆこう。11野の城ド町はそのHi絶後改

めて大別様な都市川l析をするようなモメント

は無か勺たため， !.成下町時代の街路や街l主と

i礼状のそれとのIlUには似本的な泣いはないと

宅えられるε もちろん明治以降のf'l動宅交辿

の党ifAtt・のため.街路の -fflS担j;恥iや形状の変

山本しているので.比+史的ILI状をとどめてい

ると忠われるl則的911の地m凶*45をもとにみ

ていこっ。

街路の特色の第 lはすべての街路が緩やか

にカーブしていることである II野城下町は

、!と問地にあるからこのカーブは地形に左右さ

れたものではなく.後の松坂峨下町でも顕著

であった r'. J・先を比えなくする という軍

・J~ 1:の配慮から/1¥たものと忠われる このカ

ーブは中央部の人rrでよきく.両端の村井や

松j己では小さし、。特に村j十て'は各街路はほと

んC'1l'f~としている そのため大窪町は他と比

べてやや制i然とした術路パターンである。第

2 は T'r:路や鈎 Jf~~χiがL 、たるところに設け

られているボである。これも剤事都市として

攻阜市の活動をできるだけ妨げようとしたも

のに他ならなL、。

街I?{は.*内.に iえい短冊形を)J，:~にしてい

るが.街路のj;やT'r:路，鈎形XAのイl{Eに

よ勺て拡々に変形している。したがってその

大きさも .~とではなく.中央部の大詰で千均

170m， ItJJj ~Jの村) I ~. 松j己てパl' 均300mの長さで

ある 恥iはリIJ]とも70-90mの範聞である ，屋

敷訓りは街IXを11J北にほぼ.分して，それを

J紅白に細分したj払つまり尚北に長い短冊地

割りになっている したがって各戸は南，ま

たは北の街路にli.ゅ、ってぷLJを聞き.両側面

及び誕 I1は II~t 、に他と接している それぞれ

の1m日，奥行きは怯々であるが，概ね14mx4

Omのは巧である。

以 LU野城下町のl町民地1)(の街路.街区パ

ターンを比てきたが.これは土屋敷地区もほ

ぼ同じである J

リ I 2 I q.野峨の現状・本丸Jヒ-*隅 現イtは涼縞神什と稲抑制1れが祭られている

18 

闘I2 1 IH'f械ドruJ Al. JJ;i ['xJ 申告作成 |之112 2 q. ff .1.-岐路I i何人路J七れよ.Ir



3. 1]野城下町の経営

天IEIO年(1582)12H本.氏郷は日野町'11に

あてて 定条々 と題する 14〈ヶ条の拡J;き

を公布した h ・般に拡は城下町の住設や再編

の際，新しい減下の経営}i針をぷすものであ

るから，氏郷も定を公イIJのl町liijに日野城ドの

拡肢をしたと考えられるn 氏郷は iニ8である

id長の'IA't.城ド町の住，没と繁栄に触発されて

大lト8，91ドヒ:11から日野城卜の拡張 Usを少

しずつ進めていたのであろう そして大正10

1f， fパ長が本能寺で捌業平ばに倒れ，光秀('1-(

によってII!fが阻まれた際，氏郷は中野域や

II野城ド町が時代遅れである 'Fを痛感したに

jQ;いなし、n 本能寺の変後，秀占から新たに五

千イ1をうえられた・れもあって，城下町の務備

を急ぎ.その年の12片にはほぼ完成させて

ii: の公布となったのではなかろうか。

さて，その 定条々 の内容をみてみよう。

川 mT'/..~ 張先楽買 上者諸座諸役 J 切ィ~口J
，，{iレ之官 (l

、

~ðíl軍人、ìÉ往還旅人之輩馬之付 F於 '1'1 U1T 
IlJレ有留之付寄宿之1義nJν為自荷主次第

(~ 

i二LLJ， IPW~III南北之海道 日切相ー留之 1

1IIT1[ nJレ通 )J' 'I!'li.ill者有レ之.(fI1J qJ付 'y.
ゆ

.pl'シ'，::， Jfll民， 1行之押倍以下凶質所質'切

令停止~ ~1ノ

当IIIJ江出候釘故寄在躍如何様之/1¥人イfレ

之理~之催促1少1Àイミ レ可レ{Jレ之 fll.J~H 1:以

後行依申様之体子細川上事Ij")] 'JC 占1

火事於付火有家主イミレ司νイf其科全ド!

火有依時之卵 IIJレイf粍{{・JJ (j; 

盗符先買之{品質主イ〈ν知レ者イ"v日Jレ有 JtH

111盗於引付信以本銭可 n返事 ゲ

Ir.i: 1噂[1.;命tlu'j{之儀於!依然者日Iレ t.~ Jt身
・人，p.科 借家Jt科不νuJν懸レ之倍以(之

舟雄L為特人家主イミレuJレ有其 科事 。
領'11{f々所々呉服物堅令停止単於下

向!~水づ|殺 t宥荷物等 IIJ 押取事 、q
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.4町地 f 加地子共不レ可レ有レ之'J~ qq 

.伝馬免許之事

.難当町j工/1¥候従ー先規之公事役省可レ有

レ之。町jL非分之役儀イミレ可ニ申付 制為

其-ì~之用所等之儀可レ為 "Uoι先々之'Jl
@ 

夫ド.[司之雄ν為一徳政於吋町者不レ司

vtJ・葉破之・j}o 。
右之通墜定仁者イミレ I心街異儀。万 a違犯之

輩有ν之将司レ処ι厳科布也。的l師如ν件

天疋ト稔

卜一月廿九日 忠-郎

この定は信長が天正5年(1577)安上城

下にドしたトーミヶ条の「定」とほとんど同じ

である、氏郷が信長の 「定lを模範としたの

は，それが加納(信長)， ..:.三河小ILI (家戚) • 

I~.~槻(高山右近)などの定を集大成し.

よく吟味，整理されていたからである。信長

の 定 |は日野の他，近江坂本(天正I1年，

浅野長lO，近江八輔(天正14年， 12臣秀次)， 

松坂 (天正16年，氏郷)，近江八幡(文禄 3

年，京極尚次)等の定にも取り人れられ

ている本46。

さて， 1-ーミヶ条は広い意味ではすべてLl野

城トIRJの繁栄策であるといってよいが，およ

そ次の 4つに分類することができるc

すなわち，

a. 1鴎]~民誘致 。1)，(5)，⑩， ω，⑬ 

b. 秩序安定 (.1)，⑤， @，ゆ，(ID

C. 商業利益獲得 @， (3)，⑨ 

d. その他 @ 

このうち特に注目されるのは aのゆと c

の~， ③，⑨である 。

ωでは楽先楽買，諸座諸役廃止，すなわち

楽市禄肢をうたっている。この規定は，周知

のように天文18年の石存新市に始まり，戦[司

末期~近世初期の城下町の 定 (錠)のほ

とんどすべてに取り入れられた。これは多く

の商人を誘致し，城下の繁栄を関るのに絶大

な効果をあげたものとみられる*470

{む， ~は交通を城下に導き，その商業利払

を伴ようとするものであるのまず@は fUfの

束)j鈴鹿山中のfPrtJ:~HI~ し山を結ぶ伊勢千爪

街道を廃止し. 日野町までiEl吋する-]~を規定

している。これは商業利読獲得のIj的の他，

不審の者の領内通過をチェックするねらいも

あったものとみられる J

③は馬の付 Fを必ず日野でするように規定

したものであるが.信長や秀次の政策とは異

なり，商人，旅客の城ド寄宿を強制lしていな

L、。

@は在郷における呉服商業を禁止したもの

である。呉服取引はrll世から日野市でも盛ん

に行われてきたが，これをU野町の独市とし

て商業利益の獲得を犯ったのであるつイ王郷に

おける全般的な商業祭止令はまだとられてい

ない。

なお，馬の:芯買について日野に 「定 がな

いのは，その頃安土(後に近江八幡)が a同

ー所の売買所に定められていたからであろう

とされる本48。

このように城ドを改造し，近世的な 定 l

を下して本絡的な城下経営に乗り出した氏郷

であったが，その後秀古に従って伊賀，伊勢

の軍事に明け暮れ，府暖まるいとまもなかっ

たn そして 「定 公布後 a年半にして(天lE

1 2年 6月)，松ヶ嶋トー二万石に封ぜられ，

領民に惜しまれながら日野を去った。ここに

日野域下町は廃絶された。
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( 3) lJ野城ド町の特色

これまでII野域下町について模々の観点から

J5-察してきたが.締めくくりとして日野城下

町の特色を簡'jlにまとめ，その歴史的立義付

けをしてみよう

A. .n内 ~y l.~Jプラン

1.1 ~f械ドIUJの中心たる小野城は lì~'.iiliのよう

に域主11と I:ki激だけをJA'1て'lJlJんでその中には

l留し民のJAft.域はなかったr )並にl向1:比のJ;.;

H:域で・ある村井.大久保，松j己には JJ-f.敷か

あったば拠はなし、。すなわち， 1:1 'f域内IJは

1:庶の似住域を明日t~こ分離した 1 11!: 内'..~. L理!

プラン をもっている。

B. 開政的プラン

八.で指摘した通り， 11野械ト・IIIJはIll1r:民

J[iH l:域をも場liの内に合むという 総111)~Ilプラ

ン ではなかった。織性政権の唄にill，没され

た城ドIIIJは全域を川や惣射でIJNんだ閉鎖的な

プランを取るものが多かった*49が， II '1-城ト

町にはそのような附?711は無かったーまた，近

ILt城下町のように o=町や足経伝敷町を組織し

て城ド!日Iの外縁におき.防衛にあたらせると

いうこともなかった このように 11野城ド町

は開放的で町民地区は1l!f防備の状態にあった

C.線明プラン

日野城内IJは Hlr家地区と L~敷地[x.がわず

かに接した点両に長い町である。これは， II 

'f rIiのιイ'fを議づ|として他設された域ド町で

ありながら，領主拍i:)JがそのrlilllJを卜分に統

制しうるまで成長していず，また領 F，給人

の"rr備し生活上の要求がrlj町との密接な結

びつきを必要とするほどには発展していなか

った事を示すものと思われる。すなわち，日

野城下町は向 E地区と 1:屋敷地区とが接合し

ていても合 ー体化して'つの有機的な



町 となるには全司ていなか勺fこ。

さて.これら手城ト町発注史の中で松山づ

けるとすれば次のようになるだろう。

IUI'城ド町は初期域下町本50でありながら邦

内リIjI ~ ~!プランを持つという.特異な城ド18J

であったE この先進1'1:は織::主政t~'iの tít続々と

住北された城下町の多くがまだ L r.~:の)，tHtlメ.

の分離を 1-分にはfj~ 、得ず. しはしば持や?2

~~J でその討I )，~.を戚めなければならなかった・Jç

gふたとえばH野域 F町を経常した氏郷でさ

え，松pxの町 中出 lで

・ 敗目1)之内. 弘せ棚を11¥尚ヅじよ悦之件11-，

叫'1UlJ 之内"Í-:公人之~(i~件 11二記事51

とし.会lILt;:松では

・ ッ'~'i! ~Ií f両人民に諸職人は町々を分ちて

叫lを列ね. I :~，敷M.制{すべからざる 'J~

本52と.Iっていることと比較すると明らかであ

る。

しかし. u野のこの郭内叩 1:々!プランはlri}

じタイプの近ilJ.城ド町，たとえば松本， 111辺.

下部'::.:， ~'l~松.米iJ~:t，~ が求心的鼠Jf~状プラ

ンを持ち.主Jill r.~lliとしてのその身分制を城

邦をJI'U.Zとする城ド町の地域的ヒエラルキー

としては・J~によ現していたIJÇ，また，城ド外

縁に:J，mj"， hl料M散を配i~i しíF宇都 rlìとして

もト分配慮.されていた'.H当;から比べるBS.来

たしてその名に(t(!.するかどうか疑問になる。

さらにJえは. 11野城ドUIJはB. で.iiliべた

ように総邦明ではなく.紘院時代の械ト町と

しても巡れたものとJ-わざるを得ない。とい

うのは.戦m峨ド町は安 i二築岐を境としてそ

れまで戦闘に際しては政火. n焼の対f~本53で

しかなか勺た域ドの町家地区との寺山びつきを

強め. mf京地lメをfTめた全峨ドを開制する総

:16*54を住設し.これを敵の攻撃に対する防衛

戦線とし，総邦内のノト構成員 すなわち七だ

けでなく商. に広i比をも を戦凶uとして

城:711防備に動uするという，総)J戦を恨みに

おいた新しい城下町へ脱皮しつつあったから

である

以しの・j功、らすれば. [)野城卜町は， -~~ 

先進的なプランを持ちながら.その3実4どこま

でも中 g限l位1城ド町の域を i山I~なかつたものと率

できよう
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3 近lU:の11'f 

(1)庇郷町への転換と兜j長

1， IJ野町の比微

H野町にとって氏郷の松ヶ蛇移封はきわめ

て衝態的なことだった2 近世の人披ド町のよ

うに商:1:業か卜分光止し，経済都rliとしてほ

とんどn，1.していたJ$lliとちがってH野はよ

うやく尚に業町としての発反の紡についたば

かりのUJUUのー小域ドであって..u大 ・同f: -

の保護fiであり消'{'lfí'であった~ib!t氏やその

給人を:たっては品i地するしかなかった。 もち

ろん氏郷にとっても附行年近い貯えを.Ji:ねた

父t[Lの地を離れるのは忍、ひ難いものがあった

ろうが.町民にとってはそフした愛惜の念だ

けではなく， !F;l.けからの/1活をどうするかと

鋭い現実の問題であった。したがって、ち叫の

mf民の必喚と動揺はきわめて火きかったに迫

いなL、。長年続けられてきた綿1;')神科の祭礼

(U野祭)もこの後卜数年途絶えたという。

秀行はこの町民の前状を捺して，氏捌lが転

Hするやすぐさま 11野町中にあてて次のよう

なじヶ条の誌をドし.町民の動賠を押さえ.

Il'}時に1μをの子をさしのべfこ。

jと i1:州IJ野町'11

一 同時r1品. ~L妨Jl~繕件LI:之;]~ CJ) 

品役免除之・jト

ー 町人之儀者自11UIj々 可1.411:1'1然他所 (3) 

臼令良散者IIJt~ IJb事m.松目的江於

ねl越!iイミ及i少tA・H
対地ド人イ~JI'H英中将Md41 'í~以下肢 。)

口J為ー銭切・J~

一 山林竹本切取IIU敷之・)~ l~) 

[111;¥作も不uJ此・H (6) 

j例年之家陣111i祭制事 げj

む修々於違犯1'1，fi'述可厳科者也 如ft二

人l五捨弐勾六月日 筑前守 *55 

まず江戸1では町内の秩序の安定を規定して

いるが. 11で対地ド人 と11野町民保政を

積極的に打ち出している Pでは諸役の免除

をうたい，氏郷の政策を受け継L、で町民の負

悶を続くしようとしている。その後新制 iュや

新代引がH野に米るたびに町民は彼らにこの

条文をはせ，近111を通じてずっと諸役免除の

特典に浴した。ゅは他所への移住を於じたも

のであるが.松ヶ帆への移ilたけは詞:したの

はrt[lされる これは主を大った日野町民の

心拍をよく理解し. I.i]時に l砲i l:民に '1 きる f~J

を弓えたものである これによって松ヶ帆へ

多くの町民が移住し 樋之町 J*56すなわち日

野町がつくられ，それは松取へも継jft.された

*57。また天lF16 1 1:. 氏郷か松取から会iI~~'i松

へ移った時にも 11野町民の移住が勧誘されこ

こにもけ野町ができた*58 このほか，IJ.~郷の下

都宮本59. 忠知のfJ~ ' f'松山本60て' も日野町かつ

くられるなど蒲'1:氏の域下町はすべて 1・1野町

民を迎え入れた l 後年全国にその名をととろ

かせた1.1野商人はこれらの域ト，特にぷ松へ

の行向から次第に党以してい勺たものであり，

そのな味でこの条文は日野町の近世史.近代
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史において決定的な怠昧をもっている。tりは

か.き家にな司た t:h~ 敷に町民ほかがみだりに

入って勝手に使うことを禁じたものであろう。

以上のように.この碇は日野町民に多くの

思J与をりえているが，、河然のことながら城.1:.

手火うという 11野の辺耐jを本質的に解決する

ものではなかったし. c{)で松ヶ的への捗ilを

dめたことは町民に停11:をすすめた結果とも

なって -Bケ的にせよ 11野町n休の長微ぞ.dL

行させた。111域地の111野は民刊行を全く火・っ

て再び城ト町以前の抗野に州しつつあったし.

IIIJ rjlでも多くのI商人や職人たちが松ヶ附へ，

また松取， ~;.松へと移11 してゆき，空き地が

附加していったものと思われる また H野に

残ったものの中には州民するものも多く，か

つての繁ネな域ドは・時に火か消えたように

なった

しかしこうした中にあっても11!rf鉄砲. 11 

野椀の'urはわずかながらもあUけられたし，

庇長以後は保知町でもキセルの型地もはじめ

られるなど.生きる帥Iを求めて町民の努)Jは

紙;いた こうして ・ II.~荒廃泉徴していった 11

野は盛長引から復興がはじまったようである

その eつの却Jきを小すものとして，次に.iiliべ

る(.正寺新町の建設かある

2. 新mJのill"党

隆弘1111:(1606) 小野の川民敷地lメをl泊ψ

し.新町 (あらまち を建設する，，1'1向かもち

あがった。これは1¥:1:の政策によるものか.

町民の発なに引るものか明らかでなL、が.抗

出したH!Jを彼興しようとする脱抑的な動きと

して評価lできる

これはI.i)11=.) 0 J.]にはH体化したらしく μ11

3 1の文.'1-r ( : 1正午村lfrmfiI被11¥京中へ 札之

‘Jt t両大路共有文t't)が仁iE中村民から:l¥



されている この文乃は中貯の1111: Ii{ ~般地 1)(

を村内に持つ{ lE ゐの村氏代}~が. f:lES1・1

内や11!ff'町はじめ近イ1:の人匂にi/[H1Jへ移1れす

ることを呼びかけたもので.大目白次のような

内抗・である

a，地ドより IUたる行には 1{l ~ ， f也!州也郷より

米た行には 3q・の1I¥J}.j比を免除する

b，むしa，を '~i~pllする御朱印かドされなか勺た

J1~介には F UlJ (( 11: ，'J及び1)'fIlIPI'のこと

と!41.われる)枯lこ払ってもらう

c. i t'tïや~(t j.が件わってもjよ践が免除される

ょう地ドより qlし/11て，作iHiにはili棋を

かけない

d， i)Uみ印がトされなか勺た場合.地ドIH身打

IliJじtft代Vti-山孫、|えは新自IJのill..'>t，/IIIJをは

}(.fに111ω していたらしく. IriJ 年11)'J 131]には

l刈132の返司F(内人尚共有文九 を受けと っ

た ，こ れは陥'11に 1.'えば fhUlJでは・II'Jにつ

き地子.匁ずつ徴収するとのことであるから

そのかわりに T行大本61の火訟はとらない ，i:/r 

IIIJは品位免除であるι ということである

なお例名の述宮古のうち似 OffY ，は 似

ül} . 'KY':j:時 'fo~ 大 {i見(士 火久保イ1

比守j毛'i(Jで.家Utの'iiU少々 i'lNI~I や 11 ~'f' 

紺(i付I11~ 1:への社偽記fl1i状本62などに名が見える

ことからすればこの内名は、''1u.f ili' i t:J也}iの品

}ff ~qj'であったと山、われる

こうして新町の illfi~が始ま勺たが. 'Æ~~~ ど

榔IU身打はそのドI~ りではない

には川iU也の }.J ~ も íHl I してもらうが.他 のれほIJIJ売がj[んだかはl切らかでないc' ill，北

c，lJ~相した1.地にが敷を(~る lHはi'I [11である

すなわちこれは・定期IIUのj也f免除という

村典をうえで移代行.特に他割UIからの移H:行

を t故諸政し強)Jに l:h{~数地|メの再開発をl'i<l

ろうというものである

が4fiまってから 14午後のJt:和 6~I には仁， 1 '， ，'j 

村はI.IJf町と切り舵されて(: ，1'，与 :)j石の所

領となり領主dj杭民政が111ql~fJ成の涌'!;1\";

の 1 ，此!肱付近に ~'ltJ;!を榊えた このため新IIIJ

はほとんど市崎氏の家lEの邸地となってしま

っfこ

|足113 I f: 11:、Y村新H1JiI:被m束 中へ札之1{j 庇 μ1I年 ~ 1606 ) 由大路共有文 l'}

H
H
J
-
f
 わ

'
J
'

2.1 

|ヌ113 2 新U1J'免汗状 |成長 1111. (1606) I何人路共有文J}

71"州7iii'1:都内

J1~~if ヘ・l' ，IJ民敷

地 f-銀 r参匁~

Ll1I11ノミ11長

f-イI人伝人彼郷

ι金地村 ~iti 'l~ 

新聞J. 、OL'~'IIU H 
之杭荒地1mIIJ 

;.:_様{ぱ

'11之I:h引nJ被 lIJ1i民

経敷地子之分 T イi夫之人j.¥G，

余似II¥J.Im J則11 ~，万 mf行 jl'i役IIJ'4免，11・1'i也

~.Ix:卜-年 1 ' } j 1 "日

米 il'iイ[衛門

板 {}fn

大イ1は

桧 山

口山孫、l'段 以 1'. 本63

3， 11 51!'とnJfl白人

liiJ項でえsべたように仁止・、，'J'j{r町は{ 1Ec，'i'}轟

の I-);{敷となり I'jひ人()もNIえてきたが，そ

のりi村)1-.大ir.松厄の JUfては城門Ifll.}il 

以米の鉄砲や(]野焼の製造がますます砕んγ

なっていた口たとえば鉄砲は成長1!}. 20ilの人

阪の~IIの頃徳)11 1.\.へ (Illi ， :I'i挺と多数を納

めているし. !.!:，)< '1 W (1627)にはfJ野に鉄

飽 rが50人以 iおり*64凶辿の職 r，も合めると

300+r余が鉄砲製作に悦わっていた柑5 ・Jj
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11 !f腕は r iilí/l ~:ま御イ1:械のI:Ji.凡 ~lj町七八

分I支此職にて淀川H紙本66!状祝であったのが

その後の職 r.の松坂.会内等への移住によっ

て e時弘えていたe. しかし比和年中双六村

より 16Jiの漆1:がu野に移住してきたことも

あってこの峨より内ぴ隙峰となり，明暦if.・"t1

(1655-58)には漆r.lli仲間は200人を数えた

本67

l.¥.郷の+1.1J後も 11!rf'に伐った商人はこの 11

3'f'椀を人付特にかついで伊勢路や'11山道など

lこれ向をはしめた また対j足した涌生氏の旧

来!日や11野椀の職1:写にも行商をはじめるも

のが多かったという 《被らは牛きるために寒

眼目白山をIH)わずm食と狐独に耐えて続々と.iA

II~へドってレ 3 た 彼らはこの強い忍耐力と

たくましい尚魂によってやがて各地に出応を

設け何Ji何卜Ji両というlJiJをl;える大商人

へと成kした。

彼らは大1砲人となった後も日野に本宅を構

えてここから件II¥J山の経常の采配をふるったc

今に伐る 11Jfの静かで工しいまちなみは近世

-ili_代にill，没された彼らの本宅併にほかなら

ない。 したか勺て 1:1野の映史的;;t観を考える

にはIlJf'1碕人の'Kfstに触れないわけにはいか

ない。u野尚人についてはは町志.部ぷをは

じめ. JJ;!川敏丸t );;野和太郎，江頭tn治氏ら

多くの近i1.1尚人制冗行の話作が参」号になる

特にf仁川氏には 「近江l尚人中Jt，家の研究 1と

いう人却のlJf冗i与があり. 1.1野商人について

多くの勾H.!.カ汁ぜられる。ここではこれらをι"

心にして 11!flll1人の実態をはていこう。

(1)， l.lJlfl向人の誕'1・と党民

すでにiiliべたように 11野には城下町以前か

らdiがあり. ili:r. t:件地の商人がtH入りしてい

たのこの引にはまだ ，rUf尚人 の名は見え

26 

ないが. IHflB身の尚人か他の商人とM犠に

各地をffl砲していたであろうことは想像に難

くなt、 城下町住ぷ以後はJta舗商業の捗るも

のが多かったであろうがなお行商々人も少な

からずいたと，目、われる 彼らの商閣は近江や

その近l"~の伊勢.越前.3ji.2?扶，美濃に限

られていたが，近 111 に人ると中l孔 l期J~L 東

北へと広がっていった本68c

彼らははじめIlff特産の IJ野椀をはじめ京

呉服，近付師事イ1)などを*1同等へ持ち下り，そ

れを先り切るとこんどはその地の産物，たと

えばL州.野州辺では紛織物を仕入れて沿道

に先り掛I)~ 、たn また彼らは点坂はもちろん山

陽.九州までもれl砲に歩き.彼らの運ぶ呉服

は日野紛と呼ばれ珍mされた*69

日野商人の持ち下り商品の主要な'つであ

った日野椀は171lt紀ふ唄になると各地で美麗

な喰り物が現れため次第に段え始めたが，そ

のI:j'{大rrの医師JF野土.が合薬の型造をはじ

めていた これは併以内側で・行商に適してい

たのでどんどん各地に先り捌かれた。このた

め日野町自身も介業の製込ーや薬箱の型作で大

いに栄えた

これらの1J 1街によって~，;~を仰た日野商人は

y首長のI:Jtより府民や栃木，決減等に出応を開

き.前や況油の畷Aiにのりだした本70~ このよ

うに日野向人は1711t紀本唄より人きな発展を

はじめ.彼らの尚人の組合でーある 大当番仲

間jの脱約かJt.H3 1T~に制定された本71 n この

M'ltUに加人の尚人はりl和 7年(1770)に439人

の多きを教えている また先薬業者は独自の

組合を1町民3Íf~ (1743)にっくり，その仲間

は109人であった本72 この先業業.(，.の組合は

その後妊手.1'rl ~ (1747)には大吋番仲間に合

111)した。

Ilff尚人の/lW;は八幡i荷人から i"r]野の下

両山d と呼ばれ. h，J，]の金がたまったら 4 応

ずつtllf.liを榊やしていくとJわれたように非

?首に教が多かった。近fltの以盛期には100'，占余

を教えていたとみられている本730 日野商人の

中にはそれらのIl¥Wをいくつも持つ者も多く.

彼らはこのIllJr'illUで I:}jと奥羽地方の商品価

柿の地峡Xをねらった l此・物位!し Iの商法を

始め，央大な'I;~を仰てますます1，1;を哨やして

いった たとえばliiJ11¥の小Jt家は/BI九

を合めて20-30の山舗を11'1接，間接に支配す

る 大コンツエルンを組織していたほどだっ

た また会作はまるで rfj野の航民地jと百

えるほど11野尚人か多かったと r.iう本740

(2lH'lf商人の経常

日野商人をはしめ近il.1商人の経常の大きな

特色の s つは全[1]にえ1.1;網ができても本家は

ずっと郷[Hにおいたことがあげられる本75

日野の本家には尚品はいっさい置かず， 主

人が各H1J.11からの毎月の常業報作やその他の

情報にJ{;づいて家業)lli':~~.の大綱を合|晒しこれ

を各h1iに辿述するという枇11.b決定機関の役書1)

をおiiじていた。ただし初期の行商の頃は日野

のiL宅が時・の!人舗であり.ここで'商品を取

りt及っていたという。

本家の 1:人は r'，1;控!り ;といって各出自を

巡同して請帳滞の検l批人・H異動.新しい常

業Jj針の説明ちに!t:.き.また は舞 Iと称し

て各地のf!I.Q:先まわりにもでかけるなど忙し

く動きまわって. I1野の本主にいる Hはごく

少なかった。

11¥山は後見， 支配人，え配人脇.担!り役，

凶器， 子供などで構成されていた， 子供はほ

とんどが11!J'f または近イl の|商人の子I~本76で‘

彼らは rlYfの本'むで 3-1ヶJLiIt験的に使月j
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され. しつけてかを教え込まれた後に各出陪へ

送りこまれたu そして 5-7 JI:のIIU広務に励

んだ後はじめて 11野へ似ることが許された。

これを 1初司令り E という。その後も・・定年限

ごとに '合り 'があ って糸公ぞはじめてから

13-μドでようやく ，1uWなり F がJrされた。

これらの仔りは?千泊iU!Lの 1:1教もfTめて5011

を11¥なかったようである。

tIWi(':J: II ，~'に蝕炊き久が/1(われるほかはすべ

てリ~ {てふ榊成占れていた。そしてl人uは既婚

告もその品子をlr1iの近くに呼び寄せることは

詐されなか勺た。これは行尚時代からの慣習

であったことと. /1¥1，1;はl荷li(1:の副総てあるか

らhを散らさないようにというすさまじいま

での気鋭にIHるものであ 勺た。 したがって

F なり 』だけが1，IfUとその京怯や故郷lJ野と

をつなぐnmなものであ勺た

iHj，li と本家'の関係は本家が:HJ.Iiの /il ，~'~指搾

柑を持っていたものの， J.LD ~r;i~.の白菜はほとん

ど土配人や後見に刊されていたため t tH応は

あたかも つの独¥'，した企業体であったz 本

家は IllI，lj'Iこ対して資本合を/1\ 資し • /lWiから

あがる利佳のが~H 叩jは 11 野本家へ送られ.支

配人は .;I~J.伐りにづ刊は件IhU で分担lする

というのが行通だったようである また時に

応から i人に対し融資を'11し込むことがあっ

たが.これにも利子がつき fI野本家へ納入さ

れた 大きな1，1;では 11，1; ，と r曳jでも会JI・

が迫っていたというのこのように 11野商人は

家01-と純白を分離;していた*77。

切 11Jf尚人の組織と必:議

H野l荷人の制織には111'¥'!.した商人の同体で

ある仲間組織と.本家と11¥J凡怯jおを結ぶ・

家内の*.'，イ予告n織かある liiJ .fiは 規約 や

~ を持ち.後{'í'は特殊な品や家:.~，家法



て5ーを持ってそれそ'れの組織の統制lと親眺をl文|

った。ここではこれらの組織とその焼約や家

11:て干から IHfr尚人の.Q:識を探ってみよう

1I野商人の組織としては大川需仲間かよく

知られているが.そのほか知期間ながら必事

業#の組織も{iイ正した。 ¥1'1訴とは全町の尚人

を JC組に分けfl ~ 々舶を追って商人仲間の諸，');

を統話するものを"うが.そのうちこの商人

仲間の間体そのものを大吋書仲間と Jうよう

にな勺た 火、河揺仲間はノじ砧へ年幕府に公d

され， 10]年仲間の胤約である ー札之官 1 el 

や I定 J bかIBされた本78 また村井，大庁ItLj

町の先薬業省も克保3年 (17 43~ 水口藩の求

めに応じて 1組合縦約 ，cや 仲間御 .J1lI~ j 

dを拠出した これらから、句時の商人の広，識

をれ1111¥すれば次の つが指摘できょう。

イ.制 Id人lJ)Jの M~III

ロ.相在抑制の杭 ~II

ハ.秩序維持の枯神

el.......d Iこ共必してi止も色濃く出ているのはイ.

である。たとえばcでは 於迫境ハ放郷のもの

打大切成無之似|として 何事にイミ寄仲間~II

11.ニ無隔心相談化致似 |と仲間相互にlIjJけあ

うよううたっている bでも 完懸金滞リ写の

柏報は瓦いに交換しあうこと t 失荷その他

ィ、都合があった時は仲間て協)Jすること l等

が脱定されている!次に指摘されるのはロ.

である。これは 仲間之明.岳悪一切無H]'H J 

ff¥':等か私に1砲火している時は協力しない

こと J I他の尚-人の弟子やT代を引き抜いて

はならないこと，てがの制定によく現れている

また ruU公儀御法度 iや 目、可地御錠 を順守

するのはもちろん.時打ほか勝負事を・切公

11ーするなど秩序の紺持に努め仲間全体のも011

を品めようとしている。
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なお大当番f~lrmの起大の機能は規約に r fuJ

:J; イ、寄願占~v!村民時flIIIIU役人、可番加 'I'IJ之 1 .

放先述御評定所iL{~辿被 IUf;比大急成時?i

怖}JIJ何 )J 様迄戊欠込..ð~li';. 後I止寄ニ}.-I1候{ljll出

i.I.主主，辿述.相談しi度111之防ニイく相成拡ニIIJ

レ放低下 とあるように.辿[!~で商いをする彼

らIjJf商人が22懸金の滞りなどの 渡世之怖

があった時は必附またはその地の領主代官に

Jえ出ればしかるべく処i陀を受けられるとい

う斜典にある、これが夫飾れわれたことはい

くつかの実例から徹i.&されている。このほか

人吋番仲間は商いの沿illに100以上の定宿を定

め.仲間商人の定泊や{Jr物の托送.金銭の取

引の便宜を図った

-家内の結イ介子制組i織としては'中|ド1リj川1:家の 和合

JβJ悩J淋持本灯7叩9 がよく知られている これはイ本、家'

分家ならひぴ，に別家をもつて構h成文する中j下家

の1故泣I品白の管理親睦機凶てdあった 識は毎年止

H に代表者を伊勢判I'~に派.iltし，正月20HIこ

は講中がそろってH野綿10]神社に参詳し，後

、町番の家で会議を聞いた。趣.W:l_IHこよればそ

の内容は].広々の経営状態，使m人の勤務状

態について報告しあうこと 2.家々の得失利

討について論じ， 1L~ 、に忠it，しあうこと. 3. 

本家主人が身持イミ~T跡の 8.fは京評の上，碇と

謀パをすること等であったd 今のところ・家

内の結合組織はこの中井家のものしか知られ

ていないが，これに鎖したものは他の H野尚

人の聞には多かったと思われる

家悲，家法の形て・家内の統制lをはかった

ものも多いr 宮本X次氏はその若 E近世商業

広識の研究 の中で近i1 I砲人の12の家法l-l}を

とりあげてその小によLられる体面広識，分限

.w.品，本公立識等について分析しておられる

この家法占の中には 11jf尚人のものも多く，

1.1野商人丸rtを知る J-.て・興味深いのでごく愉

'l!にまとめておこう

-体l面忌:品

本のれん、訂版. れ. t'tを FんじMIIlUづ

きあいを坊ぷ

本家;t，先m. 除徳，実.~~，主体を大切

にする

-分限意識

牢知足'!J:分， j，' rik ):fI J~ 

本イ[;長 t~ ι 新1品件 1 1: I以守的伝統的w
~Ijl 

本家業尊重 伽i人より家や家業をfんじ

る 人よりも家， 1::人よりも山

-本公意識

本外に対するもの 公儀第¥株{'I'IIU.

仲間のギルド的全体 i::義，町内のつき

あい長恨>-FJ，，fIJ払怖の !，~' 1.iJ恩ボ謝の

精神

本内に対するもの 忠悦と主主悲.長幼の

秩序ト式 1111作品の j:従関係かl商人内

にも入ってきたもの)

家法，広則にあらわれた商人の怠識は以上

の通りであるが.これは先に仲間や組合の規

約等て'見た椅ド11とほとんど!日}じである。これ

らの商人意識の庇を流れるものは明らかに仙.

仏，神の三教が桜紺に人りiMじった道徳観で

ある それは似守的，秋山あ，的な消柑的な

1(11を多くもっているか.民1111IllIr人とfP候fjは

Huli武士の禄を吸収修，11にて外に益なき告に

御座候.実に無JIJの殺つぷしにて有之候

(林子、下上古第-、本80と両日Fされ身分的にlR

げられた商人が村会本イlを，]1"んじ誠意を人

:hにしていくI[Jで刻!I ・ l の、'f)J，~ を接いていこう

とする激しい決意を点したものと Jえよう。
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このtたなは武 t:からはれば.まさに出合から

ほを吸収 lにきた 『殺つぷし lにほかなら

なか司た11野尚人「おいてはさらに，強かった

と止Iわれる ー彼らか b~ i!l!~也ノ、故郷のもの

f'.LA: lJJ成員!lν之I1主 として強L、i主din-心を何度も

ずれ、あっているのも吋然である

( 2) 1I ffの近Iltのまちなみと生前

本節では前節で述べたIUftlli人のふるさと.

11 ff'の近代のIII}'坊やまちなみ.lli物及ひそこ

でj:?まれた生活をはていくことにする

1. IlIJ勢の変よ出

IH'fの近世のIlIJ勢やその変i援をla1~勾lる史

料{まないので町ぷそのほかを名号にして町名

変i1t};; R 1 3 1)と人1J • ;ま以紋の変退去

(RI 3-2)をれ hにした。日tられた史料による

ものであるのでト令とは1H、雌L、か，およそ

の比勺はっこう。なお以ドはf.IE午について

は触れていない

ぷ132によればHffBIJは近 Ilt~)Jから JiJJtfi

まで家民数はとんとん減っていったようであ

る。特に成長 71fから 1311のIIUではi減少が激

しし火花町では533+fから287軒とほぼ1'.減

している また次の6011~IIUでも 三町の家記数

は458軒から390軒とが~ 1 :'~J 5分のI域少になっ

ている。しかし18世紀に人るJ・Iliひ地勢に向

かい. iTl惇の大火ては :811で:，11025軒が焼け

ている J この火事は 11~fの太郎分を焼失させ

たがなお全部ではなかったから人火山の家出

数はもっと多かったにJ!lいないt 人[I)J81fに

は f-粁余とあるから人火の約30年後にはほと

んど彼興していたようである その後も人Ll.

家保紋は増え続け.弘化 211(1845)には村

)1で日37人を数えている しかし近代に入る

と人11はじりじりと減少し人似10. 11 年の村

)1，大rrの人口かそれそれ1103人. 2878人に
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南へ奥行が小さいのは旧日なるはずであるそれからは再び町人の手にわたったらしく，音羽で述べた通り，北町通り.北今町通り，flYf近w人[1家経・変遷よ丘132

野川の佳になっているからである。この凶である市ノ今町新民敷が凶135町通りの町のうち西宮神社以西は近世近代を

凶139は後述するように京府6年頃の村井究政右御役毘敷検地の絵閃此j立与i~ìには通じて名前がでてこないことである。これは

図13 10はそイ上手町のまちなみの関であり，と添，:I}がある4 亥年(1791)ιJJ 改)実際にはこれらの町は建設されなかったから

の内特を明治初の地籍凶を参Jまにしながら現さてこの両凶によれば各民敷の聞はは少しだと考えられるn 南町は正徳年聞から呉服町
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ω究 状地阿の lょにのせ，モデル化したものである ョ雨北両面とも平均 6ずつ異なってはいるが.となっているがこれは呉服商が多く住むよう

細い実線は地絡1><11こ4載された敷地書lJを問1:-1間 3尺である。ただし大和 2年の図の北側のしかしこれはこのになったからであろうか。

面積を大きく変えずに長)i形に直しや奥行，狭い問叫の 2戸はl明らかに l戸分を2つに分町で庖舗を聞いたのではなく日野商人のうち

たものである。この図によれば仕手町の南側制したものなのでここでは]戸として取り扱呉服物を扱う者の住居が多くあったからこの

その平均1閉口は東西160m余の聞に10戸あり.った。奥行は天和2年で南行10.6問，北行8.名がついたのであろう。南新町が長島町と称

北側は150m余に対して 9pは約9問である2問，寛政3年で南行12.2閥， Jt~ i9. 6聞でそされるようになったのは氏郷が伊勢長島の願

奥行はl有行でがjで、F均間口は約9.31mであるの平均面積は天和 2年で南側70坪.北側56坪，証寺を陥れた後寺主の子が日野に逃れ，慶長

したがって干均23問，北行で約25聞である寛政3年で南側79坪，北側62坪である。これ七年にここに願証寺を再興していたからであ

出ノ今町の 3倍面積はし、ずれも200坪を越え，は近江八幡の平均間口4.5閲，奥行20---23間，るという*81。鉄砲町は元和，'tl永以後鉄砲製

近江八幡の 2倍以上となっている。以上，間口は大きい面積90---104坪本86と比べると，造を中止したため上鍛冶町と呼ばれるように

このように日野町の数地割は場所によってが奥行は半分以下となっている。このようになったものであろう 。また永盤町は b)- f) 

かなり異なっていて特に定形というものはな南ノ今町の敷地割，特に奥行方向はかなり小これはこの期間まで紺屋町となっているが，

いようである。ただ間口に対して奥行が1.5---さいがこれは日野町内でもやや特殊と考えら紺屋が多かったからとみられる。

京都や近江八幡と|司じくうなぎ2. 5倍と長く，れる。南ノ今町通りの J 筋北，長嶋町通りま2.敷地割

162.75匁

~6. 25匁 761. 25匁
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千軒余(3町計)
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103人 2878人
302軒
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052人 2732人 860人
2世荷; 623世帯 182世帯

970人 2461人 722人
91崎帯 705世得 158世帯
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@1972 の寝床式になっていることは指摘できる。それをて分での南北聞は平均して30閲ある，次に敷地割jを見てみよう。 日野町全体の敷

してつくられる一戸の奥行は当然15間程度に地割を知る史料はないが.幸い村井南ノ今町

(図13-3-1-3-4) *82と大窪仕手町(図13 

同左622み下し図134村井町御役昆舗 (天和 2年 1682)図 13-3 ー5-卜36)本83の敷地害lJを不す史料を得るこ
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西田礼三家文存村井新町とができた。

図13 3 I村井町御役屋舗」は村井が甲府領

ヶ年4ヶ月ずつ住んだ役宅である本84。原史料

善方面1三?t斗1.:今T
À.~ 

官1符吋 ~tv ~史尼綱、長会ロユ，.tニ月

五兵衛，又左

衛門等町人名が記されていること，及び天和

その御日 付衆が l(徳川綱重)であった時，

には各々の屋敷割に久左衛門，

*上表中 I匁 lとあるのは町家にかかった夫

役銀で，近世を通じて

本役I軒銀3匁

半役1軒銀 l匁 5分

小下役 l軒銀7分 5厘

ずつ納めたものである。

①蒲生旧白I:~- (綿向神社年表所収)

②宝暦大火で焼失した軒数と御施米を受け

た人数で実勢はこれより大きい

③ ri]馬江漢 「西遊日記」

ゆ日野IBL~ ('1J) p. 246 
@ Il野町役場調べ

その他は1I野町，ι(上)の検地等の，記録に

よる。
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2年 (1682)は村井が甲府領になってからわ

この函は

この地域を御役屋舗にするために事前調査を

ずか3年後であることからすれば，

対し昭和471tでは970人. 2461人となっている。

したものと見られる。この御役毘舗敷はそのH~f近 llt町名変遷ぷからは各町のぷ13 1 

• 
• 
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後村井が幕領になると代官竹田喜左衛門が住

んでいた*85。そして疋徳2if-水口領になって

32 

盛主主や住民の職業の変化等がわかって興味深

いのまず第 日に討がつくのは城下町時代の節
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l中ゆ寧 |

たと思われる瓦がでてくるからI(肘の引には

町内各所に瓦民恨のi!!物が引庄していたと思

われる。九{放の奥の力にほかれている人小の

1:威は 「紋民制 等とJ己されていない限り瓦

1"¥1恨だったと思われるのそして日野大火の心

録に 火Jじ{.Ir:{j衛門威JiW!'.'f!l1{悦・・・

本91とあるから， H: f:mfの成もいくつかは '.'f¥ 

M恨(焼きおとしと呼ばれる)だ勺たかもし

れない

各戸の.1:Jiの規模は人小さまざまであるが

慨ね 2--'1 引で，後に~!る上うな 1 ・t~宅もあ

る大規伎な家はない l i::1iはほとんどが、「人

りて入り 11はIIJ)かつておの拙にあり}i 1.1は

現在の家と lilJU半間--1 IIU引っ込んている

人り r1を人るとil!iり JJI日(ニワ)がが品、てい

る このiJDり土問に接して lまたは 2~主があ

るが，これらは奥の座敷部分と同じか.やや

小さし、。離れを持つ家も数J1見られる。

12民家

図I3・11.12は同じく'iJtt大火で焼久前の

山中家の、ドIflI凶である。I1ILド家はこの頃すで

に御殿場に出応を持つ日野尚人であって.こ

れはそのみ'-sである この凶によれば主催は

6. 6. 7， 6位の田の・長明の四宇で構成さ

れている オクノマ(ザシキ)には袋棚はあ

るが床はまたない (前jAのftT-町のまちなみ

の凶では 2)1が床を持っている)ιオクノマ

の前は前裁で桃の木が納えられ， 1LMmの塀

で囲われている デノマ前面には絡 rか入っ

ている。また泊り土問にはよをやクド I、シ

リが両側に並べられている 離れは 8，6位

の2室で構成され，奥かザシキてあるがここ

にも床はない。また母W.と離れはツタイエン

政がある そのうちの ・つには味噌揃やカラ

F 1がおかれ.米蔵もはえるd この出は畑とな

勺て由.のifに，111111'に統L、ている。そして附敢全

体は畑を除いてill物や樹でPijまれて_ : t ~人り

は去と災の.つの問11剖lからしかできない

この111tj，;まの家MはiχJ1 3 11.12でわかるよ

うに中規似の出物であるが.これとほぼIIIJ制

限でセ肝以後の家btがどのような情成を持勺

ていたかを次にはてみようι|対13 13は天保

15{I: (184.4)のJE'fみね家の千lfii凶本92である

この凶はそのti1J~ん iこ行われた家相判断のた

めに拙かれたもので， 1χl中件Hf.，:に線をづ|き

mズ|を，ljっているc この|文iを礼るとめ ・にλ

づくのはt11'1';まのプランとJL本的にはほとん

とI"Jじであることである 1:以と離れ，成の

配位法は今く l'iJじと三ってよL、。しかし細部

には少しτドつ民なる点もある l' ます:h~撤回J凶

は取崩ですべておおわれ. 111'"家に比べてい

っそう閉鎖的になっている オクノマのlIiJJll

とデノマの UiJ庇のIlUをMで似切っているのは

f'iJじである。 LJ.f.はオクノマ.へヤの叩分が

将位敷きとやや大きくなっているほか.体や

仏|出が設けられている 泊り 1:間か大きいの

も特色でクド‘やオオガマがあり.Jt.Pもひと

紙きのI長械のドに院かれて{史不IJになっている

またj七日したいのは中11切か現れていること

で，これはオクノマが~ーなどの本物的な時敷

飾りを設け接客空間としての形式を整えたの

に呼応してfLかIIUにおいておもてとうら.す

なわちノ、レとケをはっきり立高しはしめたJ

拠と与えられる 庭の北白附の二世間は~{[

の11野の民家にも多く見られるが，使用人の

ff15/-rlであったと忠われる 3 離れは 8，(-)1'::の

で結ばれ.それにはI重~~~やセッチン.ニほの 構成で山中米といlじであるがここにも休が投

小室がくっついている 陀敷の奥には 2つの けられている {主催と離れの接合部に 31・tの

36 37 
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'11井家の研究

主
"尚
吋匡君。

江頭tlit台

百

凶 13 1 中j下家、l正面凶 (伝宝肝年|出)

滋賀大学資料館威の側面より作図

凶13 14 

畑富?lL「:

柿
イ

iJ 1説明i火!

蔵

r、ヤr

凶13 l2 

にしてその前後のプランを見てゆくことにす

る

小本があるがこれは~結部屋と呼ばれナンド

や化粧本として使われたであろう。以上のよ

(IJ井家の特徴はまず規模が巨大であることうにIE野家はIU1 ~I家に比べて全体にやや大き

で，敷地は表通り指渡11問、ι奥行23間半5くなり.肘住宅問として快適なものになって

~l ・
企 I

同|円

安11:書

匹
量

寸ある 。 部屋数は大小あわせて13~4室に及ぶいるo 帳式的にもより完成して現花日野に見

これは喜多川守貞の言う巨戸にあたる 3られる美しいまちなみのー部となっている

さて.1.訟を見ると表通りに面して向かつて中井源左衛門家のh立後に fl野1位大のう長l萄.

商本家門11と路次門のLL (南〉から玄関通門.U野本宅の、"伯iの特色及びその変遷に触れて

3つの出入日がある。中規模の家尾にみられみよう a とりあげるギI而は

.* 現過措岨シ+哩筒牟

佳 車

た塀や前裁はなし、。玄関入り uは米客用で広凶13 14 (1'ド暦1T:.1切と{ムえられるもの

き庭を辿って l間半幅のりっぱな敷台に遥す|刈13 15 (2 'b..' II< 8年(1779)のもの

敷台を Lがり玄関6畳を奥へ進むと7畳，る似113 16 (1843)のもの。天1~14句

39 

4.5)1'::の次の闘があって てつの座敷に述する

奥の度敷はアカリ床，床，袋棚を備え格式高

38 

このうちl2の安，j<8 1.1'のも

のが ・番Jしく心されているのでこれを中心

本93の3つである



1・'413 16 中)1:家、ドITOt:4 (天f:t!14年1843) 滋賀大学資料館厳 (11)n本文ii} l、ものであるE 雌敷にIfliして庭が広がりここ

は遣水が設けられ.色ヤな平木が被え込まれ

ている またいくつかの行灯簡や袖却がj武也

を盛り上げている I iJ.l!J ~ 1:淡はこの庇につい

て I~ も住れれば!丘の訂士j 耐をとぼして前日1 :

水にて庭に水を出け 牢94とJ己してい

るο"lJは部同部分しか心人されていないので

J細はわからないが賄敷につながる部分は敷

き台が狭いことと大11引を敷いてあるほかは

それほど変化はない 1ではム関入り[1であ

った部分に敷地いっぱL、まで部屋ができてい

て，玄関入り[1はなくなっている。敷台も綜

に変わっている しかし奥の庭は築山がつく

られ枯山水がしつらえてあって，1よりさらに

りっぽになっている。 ~2 の表通りに近し、6. 4， 

5. 8. 8のt1~は本家 i 人やその家族か 1 1 '~主に

利用していた奥向きの部分で，出入はみ家PIJ

口からしたものだろう，の、ミについても同様

である またDには比られないがゐ亘ては::本

家門口の右(北)側に7，5妊の部屋がある こ

れは先に正野家で見た玄関脇のミ畳間に，f.U:!j 

し，使用人の肘宅にあてられたものであろう

2 ，3)の通り庭には多くのクトが見られるか，

本家に住んでいた人数は少なL、から付記・はそ

の梶く ー部しか{史われなかったと考えられる

また3ではおもてのデノマとその奥のダイト

コロの境の泊り位に.，'H~]があるが②には凡

られなし、。これは奥lil]の肘宅部分をさらにみ

-~、
司 1.
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このように中井誌は中規模家何てみた F 表

と災 の格式立設がさらに強められ，家の全

体構成がザシキ部分を"1心になされているこ

とカ'7UIされる

-1. FI野近IIIの'i:Ii吊

近jitの日野は非常に静かな町だったと巴.わ

れる。日野では近I!t. 日野l荷人として全I!~の

11¥ 1，1;に勤めに/1¥たり hll旬にかいた高はおびた

だしい数にのぼったので，'j~ 111::の児子はかな

り少なかった彼ら rrJf尚人の事は 閃米後

家d と βわれるように・11~のほとんどすべて

の11を大なしでひっそりと送っていた。f)野

の民家が塀をめぐらした|封鎖的な構成を持っ

ているのも幼い -(-供をかかえての心細~¥/J:i，吊

からn然に出てきたものであろう 大向人と

Jわれた中)1'家の本℃なども刊段は人の11¥人

りは少なく，ひっそりとしていたようた。比

洩は天明 8ff.( 1788)に小)1:家を訪れ r家内

を見れば人も少なく.然し家は苦き背訪にて，

全持とは見えれと.;止れは凶りたる所へ参り

たると思ひ 本95と述べている。江己主としては

イにに =:'1・)JItLjの金持に成りたる人 の本

拠であるから大きな/，11があり，先り手nt、手

でにぎわっていると子組していたから驚いて

しまったのであろう。このffii'I:撲の休んた住

民は椴 f.蚊帳は'Yi惣の紗.縁は緋縮紬本96と

いう豪華なものだった

Cl 野に本宅を構える/，11持向人の中にはil~1111; 

と奥に分け格式づけたものである ~り催の や和歌.俳句.3与えなど組味の道に入る占も

奥は⑨て・は多くの{~所かあり.通り庭のクド 多かった。r:ll井家の分家. .， 1井Jl:7台右衛門は

の多さに対応している (:i)ではこの部分は物 京抑広で蹴鞠を張しんだという。江漢が r此

入れや部屋となっている また:2て井戸家と 庖は-体人の利 11 なるI~rにて Ilbj など描く{'í-を数

なっていた部分もJA本化している。虫j患のさ 々あり 刈?と， 1っているように，これは取に

らに奥はいくつも大きな1.厳が並んでいる 粁済的に余裕ができた 11野商人たちが手なく

なお表通りに由ーする部分はて階があった。 さみとしてはしめたものだけではないようで

40 41 



この救済の1ま味もあってか，政府は明治 2
昭和それにしてもこの足は大正8年で698人.下記の表の商業戸数の変化からも読みとれる幽の尚!日敬輔.俳句の荒川祇J11など秀ある

5年で524人と非常に多い。この時の総戸数がすなわち明治11年.大A9年ではτ町とも商
商業資通商社.為替会社の設立を計l同，年でた向人，俳人は多い ，

1. 022J1. 1. 097戸であるからほぼ2["1に l人業戸数が非常に多く.特に大庄町は500μを越
本の合向によって商業の発展を図ることにしまた円野人のこうした趣味を解する心と;出

きわめが:e掠きがlこ出かけていたこととなり.大JI-1 え，総}I数の90'lt近くに達しているが，
II野にも通商付がた仇これによって翌3年，l雨j人が日野を.;}Jれた。裕を頼って多くの文人.

て特殊な就業形態をぶしているο4年では210戸， 34.仇と激減しているι 松尾も
これは何の成果を挙げることも聞かれたが，すでに述べてきたlil馬江撲がそうであるし.

地 ir:代 本給人111 現住人11 b a 
域 I .93 I !J.. I男 a目立 b1 
村|大正8 127 1 726 1 500 1 670 1170 
j十糊5I 725 754 I 4831624 i141 
大 M8守858)18611"1185:1548 1363 

1955 1126511539 目2
松IM8 5，[3 I 513 319 I 484 マ 165
尼哩 515I 533 I 3921501 1109 
注 円野町令体の人11等

大正8年漏'4=_邸，よ、<1p. 684より

現住人[l 4706人 b e.l 698人
蜘5年 日野11fTぷ中巻p.247より

現住人I1 4804人 b a 524人

半分以下になっている
なく数年後には解散にギった。それは彼らがそのほか山 rjl家に堕川文麟. I吋坂家へ石川雅

商業戸数

I--Fl!F一 大正 91f一寸前ド
! (り ムー (2) ι (3) 

村井 150戸 50戸 I 41 戸
( ~20時汁 (2し6九) 1 (17. 1句)

--t -ーーーー →+ー--- --. 
504J-I 1 503) i 210戸
(之 、) (87.0¥) (34.3¥) 

一同--+--- -， ~ l松引 62戸) 伽 28戸 | 一位3000)L (34.8九)斗ー(15.9110); 
下欄()内は各町の総戸数に対する商業戸数

の比

(1)， (3)は滋賀県市町村沿革史， (2)は蒲生郡

志巻5 p.876より

--，U， II~経営を嫌い，従来どうりの個人的経営仏=Il野を.Jjれた人々は枚挙にl暇がない守1なと，

を唱え干したためだと二う む彼らは泰公，体rru，彼らは時に何ヵ }jも11Jf商人の本宅に留まり

分阪の怠識を持ち続け.経営において保守的，そしてまた日野商多くの.Iflm;をしたためた

秘伝的，体験的要素を尊重する態度をくずさ円野には人は各地て>，1;1耐をriい求めたため，

なかったのである料01。LI本内ヶ所のJ}画流行多くの占凶jが集まり

しかし彼らの身につけていた旧来の商法も地 lの 4 つ本98と祢せられるほどであった。

上族などのにわか商法には十分太万打ちできこうして近世の日野は山間のー小町場にも

たため，彼らは維新前後の打撃から次第に立かかわらず I会作は日野の植民地Jと言われ

ち筒って再び出庖を増やすようになった。とたようにH野商人の本拠として全国から認と

ころが日清戦争頃から t族の 一部(五代友~，また文化的にも秀でた町として情報を集め，

( 2 )近代の 11野のまちなみと民家渋沢栄 a ら)が実業家として勢力を伸ばしは特異な発展を続けていた

次にlリJmに人ってからのHnのまちなみ「u野商人の出応のとごろで前述のように，
じめたため，彼ら旧来の商人は次第に正迫さ

|求114 2は大詫の(J't水町の民家をみてみよう
庖良はほとんどが日野出身寄でしかも男子ば

れるようになった判02。近代の IJ野1 -tl 

明治18年吋時の民家とまちなみの凶である
かりであるから当然故郷の H野では女子の人

では近代になってからの I1野商人の動きは( 1 )近代の 11野と日野商人の動向

これは同年の清水町の |建家i抑制!な，調11}*J03 rlが男子の人口よりも多くなっているはずで
どうであったろうか。まず出席数の推移をみ近世1を通じて多少の波はあってもほぼ順調

に収録されてL、る30戸の平面闘とーつの山威
したがって日野における男チと女子のあるのてみよう。に成長してきたけ野商人も幕Aくから維新初期

西端部の 8J..Jを除いて地籍のすι面凶のうち，
人 IJ差を比べてみればある程度目野商人の盛

凶を参照にしながら地凶上に配列したもので
表がつかめる。 ここでは次の去のように大正

尚なおii'1水町は大径のl軒端に件前し.ある
8年と昭和 5年の人r1をとってこれを試みた

it1fノ')<IDfの境界はIH11野川のIiiになっている
次表によれば現住のt::-[-の人Ilと男子の人口

r - 雨戸数の推移 | 
(l I -;zr百一束 r rl 7て閣官総薮アI
(2 I 明治39年 2 7 11 (実数) ! 
(3 IIsfu 5年 18 9 (11) I 

* 繭I5lf õSl~fíi数 1'- 4 98 rr-I 

(1. (3 日野町志(中〉
(2 牧野新之助 臼野商人の発達

にかけて火打撃を受けた。関東や束Jじに散ら

ばっていた多くの ~HJ占は i波乱に乗じた暴徒の

また商品の値段も急落して大き来襲を受け.

な拡i失をこうむったι さらにこの混乱によっ

の名はこの町内て~1I'rノドが扮くことから名づけ
-般にT..fの人r1 には大きな差が見られる。よりて債権の回収が小uJ能になったものも多く.

l刈142と主暦のまちなみの凶られたと己主う
は男子のそれより若「大きいからこの差がす

たとえば中汁j原作衛門家では仙台藩への貸し

を比較してまずJえることは，各J1の規模が
によるものというわおj苫行きべて男チの上表を見ると近世に開庖された出胞が合金のうち15Ji両という莫大な金が返却されな

全体に大きくなっていることであるや次頁の
けではないが，大部分はそうであると考えて明治39年には274JI占JI1I71苫であるのに対しこのほか議 b 商人等への貸し金かったし.

よは・戸あたりの15宅数を比較したものであ
表では大正8年からi昭和 51f.の!由人円よいと倍以上lこなっているのがわかる。これは日も[u)収不能になって火打撃を受けた本99。 さら

4宝これによれば宝府 6年では 3室，るが，
が増加しているのにもかかわらず男友の境作

野l萄人が維新liij後の打撃や全般的な経営環境に維新政府は汁I面の財政困難を打開するため

. }玉あたり、F均3.5~であるが，明治 lが多く
人口の差は小さくなっている。 これは明らか

の悪化にもかかわらずよく努力したことを示と称して会計基立金全国の富裕商人から

5~主が多くなって平均4.8室と

なっている。そのほか上威や小家等の付属屋

8年では 4宅.

43 

に日野商人の商業活動が大正 8年から昭和 5

しかし年にかけて衰えたことを示している。

している。 しかし昭和5年には189庖と 3割以

上の減少をみている。 この日野商人の衰退は

42 

d十300刀両の調達を決定し.全国で供出をせま

った判00ため商人連は重なる負担に苫しんだ



も多くなっている
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件Jiが通りに面して山裁を持ち， i:J.t.は少

し兜に人っているのは従来通りであるが， uij 

Mをl明む唱がはほとんど般塀または仁塀 (ただ

し，If-院にあるようなJl!いものではなく ， ~'i壁

式の塀)となっている しかもその塀はオク

ノマliiHfiiだけでRなく，jIDりにIUIする前Ifnをお

お勺ている邸宅風のものが多く.より閉鎖性

を強めている 門r1の脇に小字を設けるT法

も多則されるようになっている ー この小~は

Il;~‘'に使われるほか， .L議.モノ入レ. )十戸

家なと犠々に変化しているか，なかには fヤ

キモノヤ となっているものも凡られる 各

亨の楠成訟は主暦時代と大差がなく明帯以上

のitJ ・ではやはりmのす型を基本にしている司

このよう 1-H野の民家は近I1十中頃にその様

式ののUfをは.近mふから近代初jにかけてほ

ぼ 剛丈の形に到達した。そして現花の I1野の

美しいまちなみを構成しているのはこれらの

建物にほかならない、

次に大脱枝な民家がどうなっていたかを見

てみよう。

i司13 17は中井湖花衛門家の明治7~I の平

副l引であるο 主題に 家相友ψ凶 lとあるよ

うにこれも掠相判断のためγ作成されたもの

であるー

この闘に拙かれた、ドI如ではザシキ部分は仏

聞か大きくな勺たほかは天保のものとほとん

どかわっていない しかしか;宮部分は大きな

改築がなされたらしく，表通りー列の本がな

のよ部分. }.・;空部のI如何き部分.J.1iの?:?業部

分と各部がはっきり分離され. しかもザシキ

部分がlrl敷の約半分をrJjめるという，きわめ

て強い柿式的情成になっていることである。

これは小)1:涼のJif1m分家のプランとも共通し

ている判 O~

! 、一-Fよμl__L'___ 
1 千十 ・

て:'u! ，; 

--1L:!;!? 
一日 i円止ま「 JFe--7'

いほか，ザシキと民主の結合部の部厄もなく

なっている。この改築によってこれまで守が

[11接泊りに由.していたrllJt家も他の日野の民

家とI.i)しようにliijI面に塀をめぐらし門を北け

るようになったz そしてデノマとオクノマの

境の射がつけられた。このように他の日野の

民家かつの椋式に統 ・されるにつれて，は

じめ特児な乎rtrIを持っていた中川家も日野氏

家の別に次第に近づいている。

さて段後に見るのは大尉伎なJ占舗付き{l:ち

である 似114 1に示すのは正野!i..-:.家の明治

14年の、ド面倒である 止野玄て家は前述のよ

うに八;禄の頃， 日野ではじめて合粂の製造に

成功し.行商の fJ野商人にかっこうの商品を

提供した家である その後合薬製造は日野商

人の発展とともに盛んになり，正野玄ー三家は

日野商人の中でも特に日裕な者の ー人となっ

た《たたほかの商人と追うのは正野家は山山

をもつほか日野にも自舗をかまえていたこと

である そのためその本宅は応の部分を持っ

た日野では特殊なプランとなっている。

関によればその屋敷はよ間口12丈8尺5.1". 

奥行14丈余という巨大なものである 去泊り

に面してザシキにつながる大きな 門口 ，と

庖門口 の2つの入り口があり，応の前面

は絡イヘその他は塀になっている 門口を人

ると 間半幅の式台があり，その奥に 81'1:の

次のIlU， 3告の床の間十jきという話告なザシ

キがあ.'.;~、ている このザシキはJtい庭に而し

ている

応は l問をはさんて両側にミセノ閥かなら

んでいる 屈を通り抜けると居室部で奥向き

の玄関が設けられている 居室部は 6室から

なりへヤは泉水.築山のある小路に面してい

る このほか保敷の西部には大きな離れがあ

り，史にその北には，主からなるJE笥がおか

れている また川敷の北辺には践が 4 つ、，ì~.ん

ている

このようにJEJfまはわ人とも三うべき規悦

と榊成をもっており日野rf~人の財)Jのほどを

よく亦しているが" l1:f4されるのはザシキてが

凶I4 1 lE野玄う家、V"rfu凶 iリHf]14~1 ~ 1881) 11:野家政
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凶ト12 ir'i /K !HIの明治 18{1:の半面似1 i"J水町久川氏厳「建家 lりl納l取調.'}Jより作成
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第 2節 11野のまちなみと民家の現状調査

2 1 1]野のまちなみの現状

1972年と1993年の比較

日野には今も[(野商人の本宅のまちなみが

伐されている しかしその本主群の似令の状

況や分布等のス18はほとんど明らかにされて

いない ，Jl!;~.、に綿密な説先かなされ.それに

)J;づいて保全"十l曲jの立案と文施がなされる必

要があるが.ここではそのための基礎的作業

として次の品先をおこなった なお調介はEl

野ニ町一村)1，大窪，松JTiを対象に附干1147年

(1972) 8JJtえび、F成 51"(1993) 5)Jに'ぷ

胞し.この間の変化を比較した。

1 )建物保イfJ立別分衛調査 凶2I !Ci)， 2) 

2)建物構造別建て替え4闘が. 図2・!2(2) 

3)建物外観煩将l別分布調帝 国213ω

4)塀の種煩別分布調査 図21 4(0， ~2) 

また，まちなみのよく保令されている例と

して村井新町北側のまちなみの連続写山を作

成した。 リf!21 1ω 

なお， 1 は 1972年調査， 仰は1993il:.~ 1l:を

/1"す。

( 1 )他物保存度別分布

ここでいう保存度とはそれぞれの建物が挫

設当初の状態からどの限度変更，改造されて

いるか，すなわち当初の形をどの程Jj}_似かし

ているかを次のJf;準にしたがって段附づける

ものである これは建物の控造年代や切の良

忠(材料，胞 J，デザイン)には左イ1されな

い判05。調子tはH野三町の4路から望凡でき

るすべての建物について行った。

保存度のJJ:.地

( 1 )当初の状態をよく残し，その地区のまちな

(2)也物の ・却は改変されているが伝統的保式

をくずしていないもの 窓の格子の ・却が

カラスにな『ている.EEの・部が合IJ文化おt

阪になっている， 塀だけがなくなっている

など。

(3)也物の下分以 1..か改変されてまちなみのね

色をかなり乱しているもの 杭子がほとん

どない，』民や:H人口に介似てすがかなり他川

されてレるなと。

(4 )改造が激しくフレームだけが巧初の形をと

とめているもの 建物外側の大部分か鉄板.

合板，モルタルなどてイJ:1二げられ伝統的線

北はフレームだけにしか伐っていないもの

(5)R， C造.鉄付造.または木造であっても

全く伝統的略式の建物と民なる外観を持ち.

まちなみぷ制の美をこわしているもの

向21 1 (1)は附干1147年の品作結果のうち.

保イf度(1)，(2)の建物の分命を/J'したものであ

る これによれば似存住(1)の住築当初の状態

をよく保全しているものがJlo常に多いこ とが

わかる 保打度(1)の建物は今町にほぼ均句に

分イI1しているか，特に多いのは岡本町， 7"; /j( 

町.村井新町及び，j<繁町である 町の南山部

及ひ丙;守ドIlH以内の大窪，松j己の北部ではほ

とんどみられない保存度(2)の分布も(1 )の

分命とほぼI..Jじ傾向を示している

1.1・IIされるのはこうした保有度の良い建物

はほかの建物と比べてやや大規模であること

である 大きな他物はそれ相lふに材料も肱I:

も良し、から修即や改造の必要刊か少なかった

からであろう ，

みの特色をつくるのに役たっているもの 142 ( 1 聞は、ド成5年の凋究結果である。
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( 1 ， とはの似が!主別倣紋を比'Ii~すると. トム，レ

なる

:;:11 (1) 

af枝 (2)
/、 ~ I 
11 111 

1972il'cl， ~ J99:3W2J ' ，-2/、1
232N! .. 160胤 .. 0.69 ; 

! 250隙 1101陳 I0二40 i 
E482株 127i械 IQ.56 

これによれ!ばぎ~f. この2引1i年1ド:11附i出uに1伝ぷ統的な外量制j見t 

をjね}勺ていた1保末{μfμl瓜主立(1)の住物が煉数でで‘7:l1り1，'川1

となりι .日川叩I!改変;叩il刊I!分があるものの{仏ム統的f棋L 

式をく寸ずτしていない{保米{ιjμjは立(ω2)の也物が、iドt分以

ドの '1川にi減成つてしま司た、oヨ ・f$改造される

と愛おがmくなるなどによ司て，is"て件えか

泣むのであろうか 今体では保存度が良いill

物は以liIJの56..1こ減ってしまっている 舵かに

現{，:の H'fは伝統的な住物のih則していると

ころが少なくなり.魅)JがiWれてつつある

|χ12 I 2はこの21年IIUでwて件えられた住物

の分んを小すわ情くほど多くのill物がisて付

わっている。このうち.水色は木造瓦えill物.

!.U色はその他のR.C. iu.鉄竹Afi等の建物をぷ

す("1 !，U色他物の内，小m映のものはプレファ

ブiL'じが~~、e

( 2 )建物外在JlUi別別分布

11'1-の伝統的保式の民家を特徴づけるもの

は iに切)"，1似. r匂いJJ)(， l' I J:，r:のl.威である

切MU!と呼ばれるのは，、I;:Mではあるか以棋

を 枚'Pね. t:.のH{恨の.rまわりはすべて1'1

しつくいで格りまわしたものを，[い. I1 !fl街

人の小でも冊目民級以卜.の行の家のみがこの F

d、を{止ったという。そのため1.1~fの伝統的棋

式の家でも ~l{iffiの・枚M棋の:まも少なくない

この訓i'f.ではu野 二IUJの治路から守!はでき

るすべての京}-t!を

a.Jun:1武家)1~

48 

b. U));i m式家保

じι.

d.日 :g断.f?式家九民i 

C.ιUl:iまM

r . ~L 、子とその付属片{

広.その他

の 7つに分け.それぞれの分布を調べた I tヌ1

213ではこのうち a.h. c. rについて示し

a. 邸'1:;)瓜'~a~i

邸宅j武家以とは敷地前面lを版刷や壁付き桝

で閉み. P'lを捕えているものをさす 規模は

他の唱の家Nに比べて総じて大きくれ壁の L

蔵を通りに見せているものが多い 敷地内に

は G室以 iニを持つ主昆のほか.粋をこらした

離れ外?敷. ~~;J<.や築山をしつらえた庭園など

があり，敷地M.~鬼には t民主が \ì~ んで‘いる

主催は他の勾jの家屋に比べて泊りからやや

奥まったところにもi:i1i:しているが.五個荘!樹

人の本宅とちがって敷地のほぼ中央に主起が

あってIJ11から門 L1までかなりの距離がある封IJ

4E風の作品;ではない判06 この叩式の家同も

ほとんどすべて次に述べる切附棋を持ってい

る

h. 切片~ H~ .tt家w

切f:il似.ct家)11はここでは州制がI，JJJ.rl恨にな

っているもののうち司塀かオクノマuij面たけ

をおおい. 1")もないものを指すことにする

この唱の家};lは IUfでは中胤肢の家j誌にあた

り. 'I.:Mはたいたい問主構成である このほ

か離れ縦敷や}丘 仁政なども郎宅j乱家屋に;¥1

じて設けられている 邸主j武家何に多いiffiり

に面した1.此は全くないか.または物院や3

-4 '~H'h)阜の J，I;.~にかわっている

凶2I 3で a.h.の分イ11をはるといずれもほ

ぽ全IU]Iこ均等に分市している。 aが比較的多

いのは附本m]". 清水町てに bはかJlJ;(川fIIr.H 

Jt . tJi町.本町に多いc m迫に l面する rll~ 側の家

並はほとんどbで aはわずか2pしか弘ら

れなL、n これは県道i{}L、は交llD!t1が多く.ま

た他のi也|メより都 rtJ的~J:怖が強いから l邸宅とJ!Rt

{)川の佐々には適さなかったからであろう

なお.ヰli.i家屈が7Ntあったが.概して主判

化している

. J)){の柑煩別分命

11 !fでは多くの家が激地令体を塀でIJHって

おり，まちなみの大きな特色となっている

ここでは特に敷地前面の桝に限りその柿知と

分布を調査した。

塀の純頒は板塀. .Il，H・jき 塀 しっかりした

性がなてられ|聞を士暗にしたもの).ブロッ

ク桝，イi桝などがあるが. 11野に一帯多いの

は般財で.1則、Iき塀は少なL、e これら伝統的

な射はL、ずれも丈か向く.ほぼ完全に泊りか

らの悦線をさえぎっている 塀の内側はuid主

でここには{止し、庭のほか比越しの松守やや大

きな樹木も植えられている ブロック塀， ト

タン塀など近代的材料による塀も近均二急、j敢に

増えてきて日野の歴史的!;河北を破壊しつつあ

る この純の塀は般に止は低い。行制は.IJl

ιもほとんどみられなし、広敷窓とは後述す

49 

るように1:1，，1-祭の見物川にJ)J(.にz没けられた窓

である。この:容を持つ塀にもぬ塀. r...~Hiき塀

の ;制があるが.この瑚1tではIx.:別はっけな

か勺た。 阪 ~J(に桟敷:容が設けてあるのがほと

んどであるp

以 1:のJ)xの分命を/jとしたのがjχ121 -1 (1 

( 1972~" í'f.) • 1~12 1 .. 山 (1993調作) てあ

る

(1)をはる.r.段敷窓十jきJ)JIは、町然[1~f去をの

トql輿や 1丸山がお~り社主くり，1:心沿いに!ß'I1 しでか

なり伐ってt、たが，大nの小心の尚))i街地|メ

ではすでにほとんどなくなっていた， ~..{塀は

非常に多く.怯敷窓付きのものも合めると 11

野の桝の太郎分を占める 明十jき塀は jにj邸

宅J民家以に付属したものであるがその数は多

くなl、。ブ口 yク塀はもとtt..iJJJf.のあったとこ

ろに統々と~ff ，没されつつあった。

そしてゅ では，桟敷窓は村JI:の県道沿いで

L、くつかが ・般の級塀へとjaり伴えられ.人

詫でも減少したが，村)1:ではそれほど減って

はいない なお. 1972汀に内何十NLの点の数

戸にあった伐敷窓は現イi では・般の敏桝，~tc: 

わっている 板塀は凶2I 2ではたようなill換

物の建て併えによって全体的に、「減以トとな

っている これもけ野らしい七、統的な以制の

連続感をmなう原因となっている 3
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関2-1-4 ① 塀の椅類別分布調査

(1972年調査)

Z 
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関2-l-4 ¥.2) 塀の賄額別分布調合

( 1993年，開査)
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ワJ'f2 I I 村 j十IUJまちなみ述絞リfi

写2I 2板塀の続くまちなみ
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2 2 11野氏家の判'色と'1と活

11 Jfの舵史的まちなみを構成している民家

の特色とそこでれまれている'1i，fJを知るため

に{試作ば(1 )で挫物の't'iもよい次の 3[-，をjきん

で実iJ!IJ調合;と聞きlUりe判ti.をiJった，"月六は

いずれもp:nll47~I~ (1972) 8J Jである。

(1 )村井新町内i111 tL :，家

(2) if'i;j( lH J I;~J }'{ f!1~家

(3)越川IUJ IOf'止、.家

( 1 )は桟敷:容を持つ移った I;I)J~ 恨型式の '1 'm

般家Jt!の例として. (2)は去を1).#. 1'9.白JRの

l成で構成したl邸宅胤;ぷ.k~，の例として. (3)は

郎仁j瓜家何てあるが. "I[摘も情えていたやや

村妹な例としてそれぞれ湖命したものである

( 1 )内川礼.家 、J1.'.i2 2 1. Iχ12 2 1~3参!l({

付JI:新町の内川家は明治初jめまで他の商人

と共同して柄I，!~を持ち.その後新町内で雑貨

1尚 タバコ.紙.金物，ガラス製品等を悦

んでいた家てある また品ふの頃1I:屈を勤め

たこともあるという 。fl-は家脹だけでなく

おとこし ゃ 1;.. '1' Jなどのや公人も・締

にilんでいたという

内HI家は..t:lH]jill(山辺)にllIiした雨l句きの

家て.その敷地はIIU1 1キ1')131lU.奥行き27聞と

かなり大きいn IIU 1.1か11、いのは '-*F分の敷地

を11，めているからである 倣地内は通 りに山l

して i'H. その慌に断れ. L成という 1I野民

家に・般的な楠hえにな勺ている白

Ì:Wはへやが 3 列情b~で. 2列構成の通常

の IJ野民家より人きいっIIlJ11を人るとニワ

(_J'.IlU)てある 功IllJ.fiはここまで入ってか

ら傍らの k中ベヤ の久中に案内を乞うた

ものという 1113'まてミセと吋ばれるムのIIUは，

はじめから純伐たるItJ..;である 11野向への本

5~ 

'とでは 1デノマ とJわれるu 1'，り 11I1正の物

入れはilh人れで.JTはここから灯明や行燈の

71hをくんだ。デノマの!処の |川悦 はi-:.人か

J;きものや帳簿調べに他吋ていた古Ilk~である

が-寸R般2のl日l里野fli民t家にはなL、、。 オクノマは弁刈仲iドA 

敬でJAぷ4のR問日とu仏‘I問;出uカf元，;投i

とオクノマのd副前Ij!l耐tjは塀でiド附1別Hわれ. その内側に

は伴艇がしつらえてある 射には竪格チが取

り十fけられた桟敷:容があるc II!J!f祭の時だけ

柿 fをとりはずしてここから祭を見物するの

である このU.Y.坪庇部分には rffl什きの怯

!敬か投けられる

デノマの北の7.5吐のダイトコロは食事部保

持か:nuで.特にmがない時はダンナサンは 1IJ 

'11 i:kビンの揚がシュンシュン鳴っているヒパ

チのliijに座っていたものだという ダイドコ

のIAiの へヤはナンドとも呼ばれ.寝室であ

る この部屋は現紅'~-ß~.として使われてい

るが.本来は 6位と 3})・~'Iこ分かれていた、 へ

ヤの北側の 2位. 64・;!の剖~.k~は特定の利月jの

され)iはなく，名祢も特にないの

ニワはかなりjよく.ダイトコのニワでは恥

3 nu余もある このようにニワが広L、ことは

11 'f民家に共通したことで.応部や近i[八幡

の町家にみられる 泊り能lではなく，どち

らかといえば股家的である ダイドコのニワ

にはかまどがあってここで点炊きがされる

しかし，;rAJ.IRや配"詩はこの兜の料則ベヤ及びそ

のニワてされる このように料即のための持

日IJな雫聞がありながらかまどはダイドコのニ

ワにおかれているのは.仲;が i::k!内をまわっ

て本部に艶がでること.虫除けになること.

:~llh~ が'花時して ~nm介とい勺たJ仁川のチエに

よるものという 。なるほどこの家の民内のH..

E佐.大n.~;('J Iなどすべてみごとな黒光りを

絞っている

離れ胞敷と ì:1誌の討;介 :~ilにある 史料・剖))i~

は!'(fl:の化事i中 ・f1、引で.ここには鋭はもち

ろんタンスなども持ち込まれる

i:民はりJifドII)9Jにillてられたものだが.開i

れ月五教はそれより以前.大1~年間;こ住泣され

た，内部は a12からなり， id奥の庇にIflIした

八位11日が雌敷である 、この住物に使われてい

る丸山住，釘かくし，チュウレン(股I~~窓)

はこの建物が姶てられた凶より !I野でよく{II!

われはじめた子訟であるという なお離れは

M.も絡式肖く mt:なJ9rであることから. 1ぷ

ドに木炭を敷いて i~t九を防ぐなど非常に人 'Ji 

にされた

離れの東の辿物はミソ命と呼ばれ， ミソや

j貨物のほかし、ろいろな台所川口が格納されて

いる ミソ合の11Jにはl昭和30年代中頃まで七

作間とニワのあるill物かあった。これは以前

オトコシ ドリ'J m~Jtlとして使われていたも

のである

I~敷のi止兜には.つの 1:政が、ÌVひ\ここへ

は j)長から敷イ1があい、ている 上蔵のうち'11

央の小さなものは文Joj..成と呼ばれ，江戸本却j

の住造てイ也は明治以後である 上蔵の何似は

焼きおとしと呼ばれる .!lULn尿恨である

これは宝府大火の，;LUにすでに 「 て tp~hlmJ 

の名がIUているように，江戸中期以前からの

I法である

次に西日l家の泊りからの外観をみてみよう。

まず雇棋は日野の伝統的な民家にj長崎の切

九HHである しかし|二部のWfHはほかの民家

とちがってJ:IIU境で切れて，立面にアクセン

トをつけている 凶222参照この L叩の

以恨は軒まわりすべて1'1しつくいでlolめられ.

kにはこの地ん独特の住十lきの岐風怯がとり
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つけられている】なお民恨の傾斜はややきつ

く.約5.J勾配である。

'~Fよりト"J~X 子と阪と l: Ilfだけでt持}Jえされ.

伝統的な去しい外仰をよく伐している 料制IJ

の外制IJ線より1))(• ~ q ， :'iIIM~が外に:1\. IIIJ 1 Jが

刊に引っ込んていて. Il.ltllが主体的変化に叫

んでーいるのもおもしろい

2 )間立川15家 ")'2 2 2. j';(J2 2 4吾!!({

|同点三.郎家はit'l;j(IIIJにあり. I判官トイi衛門家

の両隣に370上，;の!政地手Iliめている この家の

先代は汗兵待fと， iい. I判的 J~.術家とともに (J~

h待rf"Jの分家である ，この 三奈はいすれもN

'f Ji I(Uに柄やしょうゆ.みその酪jjlJ阪よじの1，1;

を持っていたかこのうち伊イf衛門氏は恥業し.

*J;tに11:11:という

円.fllS家のPiは15代f)トイf衛門が長'^に附を

迎えて， JJ jQ:)l; ~I ~ (1860) 1{ 肝リ，~，';mのしょ

うゆ醸造院を占ったことに始まる。従業μの

多くは.k!f 市内や~liin県境近くからの通勤!í

で1-1野H1身fi'はわずかに ，人である 先札の

ドイ兵衛氏はこの!万にかかりきりで・代. 1 1 ~に

1ヶ)]ほどしか刈ってこなかった，匂 i'のドf

.郎氏も学校を終えて24--5才からJ占へ出たが，

その頃は年に-か川. ÏJi~"'{tql は 2 週間ほどし

か帰って来られなかったという。 しかし戦後

しばらくしてJ，liは仰たちにまかせずっと 11'f 

に仕むようになったという

許 t郎家はdi;j(U1fのjillりのItJ側にあり，敷

地の11i端は日野川の川水路のかIJJ;~である こ

の家は丙田家とほとんとr，;Jじ頃の明治35年に

新築され. fPイf待jjllJ.rri j~.術家とともに典型

的な即宅風家村として出水町の執ったまちな

み以制の 'E~な~，fミlとなっている

次に家の構成てあるが.まず通りに凶iして

イIAiiの水路が投けられ，それに倍して壁付き
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2 3 [1野去をとコミュニテイ

( 1) 11野祭と桟敷窓

11 ~f祭はIl野町村井にある油生 LmSの総れ，

馬見|凋綿向 tlll~l'の例祭て，その起源は、ド'久:~

j叫にまでさかのぼるといわれる すでに巾北

朝lの頃.綿|ら]神社から主笹野の御旅所まで御

輿が渡御する形ができていたようであり.城

ドP1J時代には式 Lも行列に加わったという

'Ji~11'r:Uには 21企の~山とその他のねりもの

が加わり，.E)Lイfとほぼ同じ}~となった、

.fJJ.什 5} j 3 11 に~rわれる本祭は町内科I~rか

ら止に将人形などを飴iった16の丸山'巨が繰り/1¥

され.廿'j， A妓.鉦などによるにぎやかな祭

ばやしを特かせながら， ーニJ去のtlll!f~の渡御に

従って綿10Jtljl礼から御除所までJI道2kmをみ~

りJL，く 11野はこの 111 年で-帯にぎわう ε

この II~f祭は現イ1:湖!I*地)iで最大の胤肢を

dっているが.これはH野商人をはじめとす

る日野の人々がこれまで様々な努力とL犬を

弔ねて祭を盛りたててきた結果て‘ある。日野

祭に!丸山が)JLIわり，現イ正のような翠・~Wな祭に

なったのは近|吐初期の本から中JUlにかけてと

されているが，これはちょうどfi野商人の大

発!延期に対Lじしている‘彼らはiI分の町内に

りっぱな1丸山をつくるために 3年， 511".， 7 

11 ; と ~を舵み江てた そして!丸山を飾る綴れ

錦の15.しい比送$Jなどにも多くの金を'1'1やし

たョil'iJ.KIIIJの岡伊自衛門のようにさらに砧柑

的にn分のl山のあったも;州ヵ、ら名匠を呼び寄

せ 1丸山の彫刻を依頼した行もいる判07 ま

た吋11~丸山内で摘長される祭ばやしにも 11 野

111;人たちの努)Jの跡がみられる 祭ばやしは

しがり IIJ， ドりIlJ， .1I~ J話人り. き.りぎりいlし

などに分かれ.現イ1121111を数えるが.その1111

忽はいずれも 11'f尚人の11¥1，11が多くあ った閲
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-*地)iのそれと似通っている。このことから.

彼らが関東の祭ばやしから学び，長い|出かか

って [1野独特のものにっくりあげたと考えら

れるのである判08

11野尚人のこのようなふるさとの祭を『主要

悦する気持ちは祭を見物する特別な控築的装

i町をも生みだした、践敷窓本109と呼ばれるも

のがそれであるラこれは写23 1. 2等で示した

ように神輿や曳山が練り捗く綿向神社からギ

雀野の御肱所までの約2kmの通りに面した家々

の塀lこ設けられた特殊な開U部である内この

窓はふだんは竪拍子または板で」、さがれてい

るが，祭になると聞け政たれ，すだれとも慌

が垂らされる。そして雌敷の縁先と塀との聞

のliiJ紘には板等の軽L、保恨をかけた桟敷がし

つらえられ.そこから容も家族もうちそろっ

て祭りを見物するのである、if野土家のよ

うに常設化した桟敷もある

ところで，このような祭を見物する伎敷は

すでに平安京の街頭に見られたとし、う 。 i~族

が祭を見るために設けたもので，院政j明には

桟敷構築が流行し， 一般庶民のための l町段

敷 も現れた判 10。大津市坂本の nrtfの馬場

の11:1(J屯院のイ1・1~1の七には草:i}入時保の独伝

した桟敷が建っている。江戸時代には 4繊の

桟敷控物があり， r 1古大社の祭礼時に比叡山

の仙{日速がお雌して見物した。 伊勢神宮1;

I~日米l会 ・ 付録ー ド本 111 J (党政911三. 1797)や

1 F-J行IIJ1・ー祭礼凶併風料 12 (江戸初期) • 

r [1ん11E祭礼|ヌ|貼交肘風判 13，では祭礼の

接[-，段!敬is物の嬰などがかなりはっきりと

捕かれている 】これらの凶では桟激建物は'H

!}jのイJ"11 iの|二ではなく，参道沿いの緑地部分

にイ11riを的んて・柏成立きの前面が吹き政たれ

た住物が.illっている I 1]占山 E祭礼1><IU.ti交

肘.風 では，fi座して見物する憎たちの上には

御簾がかかっている。日野の桟敷窓でも祭礼

時には仁から御簾を垂らし，窓台にはよい毛

艶をかける。坂本の桟敷は比叡山の僧侶が祭

礼見物をするための装置であるが， H!J!fの桟

敷窓は 4 般人が自分が日野祭を楽しむために

造ったものである。いずれにしても現存する

桟敷としては日野，原本どちらも貴重なもの

である。

さて，遠国へ出稼ぎに行っていた日野商人

はこの日野祭りの時に多く対郷した。特にI占

持商人は祭には必ず日野のノド宅にいて客の接

待にあたらねばならなかった。奉公人の 「の

ぼりJも多くこの時期が選ばれたという。

( 2 )会所とコミュニテイスペース

このように日野人のふるさと意識，共同体

意識は日野祭において具体的にあらわれたが，

これは当然まちづくりそのものにも発揮され

た。日野人にとってふるさと日野は臼らの熱

い愛郷心を受けとめるものとして美しくなけ

ればならなかったし，現に臼分の家峡が住み，

やがては向分もそこで生を終わるところとし

て豊かで住みやすくなければならなかった。

彼らはこの理想を現実のものとするために細

写231 筏敷窓(塀に

設けられたもの)
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心の仕立と努力をまちづくりに注いだであろ

う。彼らの本宅は内では自分の趣味や財hに

相応して費を尽くしたものであったが，外観

は周辺環境に対する慎み深い配慮、によってま

わりの家並と調和1のとれた'質素なものとした

外観を周聞と調和させる行為は地域共同体

への参加意志の具体的表現であるが， 日野人

はこうした球ぷの結果として独特なコミュニ

テイスペースをも作り上げた。このスペース

の最も整備されたものは会所と山1誌を'11心に

そのまわりに共同の物世，地威立.小制.防

火井戸などを配して構成されている。このス

ペースは今も地域コミュニテイの核として機

能している。たとえば会所は町内の寄り合い

の場や，日里jf祭のはやしの練習場としてしば

しば利用されているし，地頭堂や小耐は日常

の素朴な信仰の対象として町民がよく訪れて

いる。また地蔵堂は毎年反の地蔵盆の舞台と

もなり， 子供たちに拶をうえ，この行事を通

じて住民の:cl~帯を深めるきずなとなっている。

このコミュニテイスペースは各町内にほぼ

e つずつ設けられている。この分布を凶21 

8で示した。



写232 践敷窓の摘itjマ i:1iiと板塀との聞に床.手摺を組み立て，上敷きを敷く 。板塀の

践!敬窓 の桁イ二を取り外し， 上部に御簾をつけ，亦毛mを垂らす。

凶23 2 1火山坂本の桟敷 、F-Illi同，断l削除|

大津市教斤委H会版本 町なみ調介

[)(12 3 2~ 2 flι山 E祭礼凶貼交J)手Jft

に比る佐敷 rtu哨m~~J.. 17 号制句 I ， P. 27 

制作 P.55 より

〆ヘ
ロフ

a . . ‘ 

関23-) 11野祭 曳山と筏敷:害、

¥三三二一

写235 町内のコ ミュニテイスペース

会議所，地蔵堂，井戸， 曳山蔵 (右端)などが集まっている。
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第 3節j I#i史的環境の保全と 11i '1:.をめざして

朕史的環境の保全はその地域の砧NI~:) 文化

的価値の似~ともいえる そしてそのIsbf(I'I，を

il!い，将米にIIIJけて発!必させてゆくのはあ ・

にその地域の11民である。またじっさい似令

の人めの品々な胞策は.なんらかの干:l，t?t'.の制

限をともなうこととなるから. HKの介必;が

l止も重要である

LI野町民の僚史に対する関心は法いι たと

えば日野小?校では平くから 11-野雄 〈先生ら

の努)Jで，制I"_ ~七を設け II~fl?Ìj人の{史勺た道

!l頬を収tt.紗却しl反小するとか. IIHfの

あゆみて5 のÌlÍIJ ，~~本をf't 1Iえし慌史教(1を郷

1: と管ぶした)~でおこなってリ~tKitの郷 1 -.に

対する凶心を山めている 児 i伝達の!~:t日文に

よれば，児慌たちも今まで知らなかった"野

の陪史に触れ.知識や月!解を深めてゆく'1'で

郷上に強い作りと愛訴を持つようになってい

る そしてやや件滞九味な H野町の現状を長

えてそのすぐれた伝統にたちかえることを訴

えている料 14

1] 野祭や十五:敬窓についての研究家や U~f向

人であるlI家の惟史をまとめている人てかもい

る 内入路では附和4611:'に郷 1:の歴史を町民

たちが分tl[してつづった f内大路J!RtI."t.己lか

刊行されている ζ，iiii'I'.l'j fr)や氏郷を~fl彩する

活動もfTわれて、、る 附J，'1 '1'央公民館では8fi

干1I ~61f.秋に ， 11 野 Il'ij 人以 を大ヤ的にHtし多

くのUlJl(を弘めるとか， 11 jfの1ftI:史11'，Rの1'1・

I!lc.守を行 ってきた

そしてこうした盛り 1'，がりの'11で ':-:11のIIIJ

11(.から郷 1 '， 文化財資料航のJ党 ii'，~を中むJじがあ

が勺てきた すなわち11!fのぼ史を"iiる;iti'1:. 
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.l.\:や H 野I?H 人の史料やi世物て~;を保*，民〆jミし.

"'fKや外郎かりの制光客.研究Iiて与が陥fpに

!.!.つ;・できる. ~~川の JJ{/J~ ・収威施よ立が要マ!さ

れたのである。

111)'叶J，Jは1IIJ1(のニのような動きに応えてIIN

f1l5611: 1 OJ J. 大γ人itの111'I'!(，{ i~j門.l.\.より

Jij¥' t:の寄付を吐けて.1ft IJ! 1己的資料品;'-; ;丘 ~' I

11 野 II~人館 を1)IJ.i~ した。 11 ~fln，人である山

小!.\:の所蔵」足。l; ゃ.iú !UJ!を'1'心lこ.先Jiliの II ~

野Ul.氏らの収1L物を))11え. 1:1 'fll'l1人に関わ

る多くの資料を以小している 刺しみやすい.

わかりやすい資料航として制丸存写にもH，i'f

である ちなみに11野氏はIJlJfiWの飢・Kに:;!A.H

している

山小氏は lドiJ.I!I!のように. ';r.f~ 3 W. (1718) 

に御殿均に1:1~f J-I~ を例目立し.以後inrlt rlJ，小

IJlJJ;t I (J等に!人舗を拡~U し.州の館巡と版必:た

を}，i-んで成功している 尚人fiWに寄目的された

ill物は第6代!tイi衛(1'] (1979i~) が ['1 ら，北，， 1

したと sfわれ. IIN干111111':にillちたされたもので

ある。比較的新しい建物ではあるが.辿りに

I((Iして長く lif什き.fbl.桝をめくらし，その1たに

，;;t々 たる干11胤lUI'i::を構えている 陀敷はもと

より. 1，日産HIU.断段宅てtJに粋をこらした.w:lti:

を制;jえている 11 野 1111人本'むの 111~ ~Hj1Jの ・つ

であり.公I)IJIJ~/J~胞，没としてふさわしい柿え

ではある

u附11附{日{f和l日l同6印0:句l二を日t

b以(，:11刈のj必Lι，イ本1.:t情持1必L以1ては 1山Id任仇}釘J地A及之ひ1集iι」治の悦仙

と して8現II市fii仇J11地也の i保~民/ノ全式について次のよう lに二 'J;氾己

j坐してL、る申川11同5，

. 
-t，:Uljの '(1火山を (1)める川 11野地区のdi街

地は域ドE9Jとしての先J!lをはた後.ぽ史的



な11，1-1街人の唱さ 1'.げた町として今に伐り

11野の町の去 を{ムえているところから

令1':1的にも拍・にみる民家迫院として保全I~

.i~'こつとめなければな らない

X. f同大路の1:i11Oj川j}JのKI;!もHド時ft

Jlt '，i~M IJJ~の il't附 と して j~{{する と 共に文化

n~n:J なj也 )jdJ 1JsJ也としてμく 日野の民

合後|1tlこ11‘If<するよう地域内I1民の協)Jを

f!J 勺つf~今に勺とめていく

;まt:Iこふ. 、十v一;引，

l i総志イ介?.川;リ汁|十"(1州iI山川h川Ij 判l凶6では. ~将3 ネ米:f保担の 3 つの， r(ιJ点l，tJよ、 11

4れ杓1主1の21昨性|什1に..I附f古伍l古モa史と. 文化の織広といきいき

した文化の印J.ia..を学け ~ H野の 111t 、町、ì~:

み.綿I"'JNI~I' ， 11野然やIlIf内各地iこ.. !.( {tーする

'，; 1 2 1 11野尚人館(11-1山中兵街門家)

部 ，1uii *，';び ~ 史的尽境保令への!!L， i 

mlと文化的Jlf院はl¥i.々のJ奇りであるとともに.

IIIJの側ftを}I;づくる i'，l'IEな資棋ですり!とし

ている

その14体的努))としては I，'.l、i刊ではたとえ

ば. H 野町!~ø:nll.t811 ~から、líByl出発の波にさ

ら占れていたi'i':].:J JJA:跡*'.)4huの'i1qiと公同化を

進めてきたことがあけ‘られる t 数(J委i.i会で

はIlfUu5 211 ~に 11 ~If'祭全般について判 17. 、l乙)J文

211':には 1IIIIfI!l_山についての'下Hi，J'd1fと柑:l;11:

判 18をたir.また、")kl'.ll主より内大路の IJi

!肱地Ix'のj也'，I;IJりの，制作などを進めている さ

らに.現イどでは IHf:.lIIf地15<.の11野商人本'七

I~Y の1Df.l十みについて. {ム住地15<_指定をめさし

た訓合..Illhlの倹Jを始めている

-1 1まちなみをつくってきたもの 刷をめくらし，こけむした見瓦の切以恨の 11

H 貯は，すでに :~Uとなってしまったが， 型1- ll~人本℃が今もt!lt しみ深い結ちついたたた

/トも静史的まちなみを似っている 城ドIIIjU.y ずまいをみせて必んでいる .iillりの制は市か

代以米のsjなりにカーブした街路に沿ってもbz. f 1きかうには扶すぎるが. 1，1J側の占いまちな
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みとよく;;.rHIIして純しみを感じさせる。また

辿りの徴妙なカーブやカギ形の交~は閉じた

常uuの感覚を味あわせてくれる 日野人の強

いふるさと広践とJl;JnJ1ぶむ:識にょっこれまで

このぼ史的まちなみが伝えられてきた

IIJ1-人のふるさとに対する愛請は伝統的に

きわめて強かった。すでに.iAべたようにiiif'I ~ 

l\;~UIはわ:H後， ".治のために近irlqを泊った

折 J阜く故郷の綿|ムj山を臨んで 思いきや

人のれんぞ定めなき わがふるさとを よそ

にみんとは lと泳んでいるし，綿向神礼のliij

の_(-'，松のHにちなんで転討した先々の地名を

松ヶ.slJ. r松坂 . 会作若松 』等に変

史するなど故郷H野への恕いは消えることは

なかった そして氏郷とそのチ孫が関係した

械ド町にはすべて II1野町!が設けられ. IJ 

野人の米れを歓迎したことなどにも蒲生氏の

強い愛郷心はよくあらわれている内

このようなふるさと立識は氏郷の転封後1J 

野町をイ下郷町へと発展させたH野商人たちに

も受け緋がれていった。

彼らははじめ人科持をItfに全国に行向.して

~t，いた。 その'1'からやがて日を蓄え.出持|商

人となる.fi'も多く現れたが，彼らとてJ占・の経

?:?のためほとんど'rr.ql日野を留守にせねばな

らないことは行商々人と変わりはなかった。

彼らは'1:きるために晶子や鋭兄弟と別れ迫凶

で黙々と向先に励んたのである その長く許

しい旅や寂しL 、 ~l 日を慰め.力づけたのは故

郷11J1-て家扶との短い生活であったし，なつ

かしい111Mであった 11野商人の旅日記はこ

うした旅行'11の汗しさやふるさとに対する熱

い心情をu!?ってあまりある本1190

こうしたふるさとな識はまた出防に勤める

本公人にも J~.iillであったろう 拘 彼らは挙公に
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あが勺てから14-5年間は数年に・同しか帰郷

を持されなか司たc その後1'*年'f.皇:の帰郷を

汗されるようにな司てもそれは住彼の旅行期j

問もfiめてら50日を越えることはないという

きわめてtul、ものだ勺た」このようにふるさ

とから4く附れて本公しているこ と.対捌;が

きびしく制限されている ζ とは彼らの心の小

の日野に対する，忠良の念を強めただろうこと

は l'分位1.倣できる。

u野人はまたjじ|川l休ぷ織辿41i-心も強かっ

た。 RluJ体J~:'叫が強いのは近 1 Iその・般的な時

代日 ~II'の 時つであるが. 11野人の多くが故郷

を即iれて働くという特児な抗定形態をとって

いたことから. 1也に例がないほどそれが強か

った。 1:3 (1)3.@f日野商人の組

織とな滋!て人吋孫仲間や先薬業者の組合の

規約此ひ H~I1- 1拘人の家..111. I山法等において見

たとおりである 11 J1-尚人がu野及ひその近

辺からしかふ公人を伝川しなかったこともこ

のふ品のあらわれと.，えよう

-1 2 僚史的環境保令への提， i 

( 1 )恥史的まちなみの危機

これまで凡てきたように日野町は優れたま

ちづくりの{ム統をもち.時史的環境を保持し

てきたが.羽白人きな危機に瀕している そ

れは

-1:1野商人の転版業

-~何人11のIJn11¥と老齢人IJの地大

-i!!て件えとモータリゼーションの進行

などの即山による

11野尚人は枇後の税制改革や社会摘造の変

作の'1 1で次~f1に弱体化し，多くが転廃業して

いるn その高山県弘、統的な おm行き のJi¥すl

もなくなり 11野IIIfを大いにうるおしていたIJI



1，1;からの送金もi主絶えたl そして現イ1113業を

あ2けている 11野向・人も H野本主と出自との.

.fUI:1吊を雌い. 日野には~父 i手または留守役

のM人たけ手おいてn分は家族とともに計業

地にH:むようになった。さらに老父母も日;の

Hへ迎え. 11 Jf小;定は凶IIlJまたは処分してし

まう傾向もでできている

I'J' 11 ~ 1((i はもとも止人きな地上品応業も商業も

ない11野tDJI~は{'{{まり i!Jず，これまでの特兇

な以来形態によるのではなく般の都市労

働行として流出している 川辺の E業|引地も

よ出来のところも多く.それほど多くの就X吋

何千}{I'.J1 Jしていなし、。 Ilff町の人Uは，昭和1

3011:の総人11を100(24.618人 とすれば.昭

和47~1 :には85e-. 15、もの人11減少を弘たが.

その後はほぼ横ばいからわすかに地となり.

、|乙1Jx・111:4)Jで23.112人となっている 人11減

少は本'副作がよく成っている大n.村片・で若

しL、'}jこれにJx比例して老齢人口は地加

し 2見(165-f以上の f~~齢占は総人lJの 16， 70-D

(、l'I戊Jし11'，1立)を必え，令凶、ド均12、と比べる

とかなりのlfb;終になっている そしてかつて

の11~fl!~人の栄般にもかかわらず人あた

りの平均I'lr仰は多くないむ

こうして.これまで陪史的環境を支えてき

た J~~僻が少しずつくずれ.町内ではをき家や.

特J11!がト分できていない家などがめだってき

た凸 ， }j• ζ れらの iム統的住物の多くは白JJII

il ~肢にji1していることから illて併えが進んで

L、る町世j邸内に耳1:111スペースを肱保したいと

いう '>t.:lliからも改造「や住て併えが進んでいる

住て朴えは.本i1てあ勺ても本 2階illて拡パ

のもの.モルタル{，'1'，げやプレファブ，i;1. R， 

c :.u. i:k '¥'J-.iriのせ物Jーな勺ているc これらは

IjiJ ItlIに航。ドスペースを設けるため令く蝉や'1:，
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JI.をつくらないものが多く，建物の様式.ス

ケール.構えがこれまで〉の伝統的なまちなみ

と調和しなL、状j兄となっている

( 2) f!l 

liii蹄Jで述べたようにノト. [1野の歴史的現境

はjι機に瀕しており. lfl_. :~.、にその保全応策が

とられなければならなし、。これまでは，住民

に11野IIIJの静史やまちなみについて深い関心

がありながら司 B体的な保全への努)Jへと踏

み切れていない， IIlJ 、~JIJ も基本社副等で暦史

的IIlf ，ìkみ保全の必~t'~を指摘しながら，日野

|尚人飢の秒愉以外は.やはりほとんど千をこ

まねいていると 11ってL、L、。

まずtf~ ・に必2'lなことは慌史的まちなみの

芯細な訓告である み;研究でもL3野町市街地

の保史的形成過刊の調査.伝統的な外観を持

つ住物の似イ(J主別.~~ft. 様式別調世，実測調

tr.. 1:1 !f祭のJ11tて?をdみたが， さらに詳細

に，かつ組織的に品企を進める必要がある

そのためには，すでに 11野町教行委員会で検

Jしている 1ム統的住造物併保存対策調作

を，文化Jjのえ援を得て L，~ :.;.uこ実施すること

が必、安てある

あ2に特に舵史上..ぷ観上重要な建物に対

して緊急、に保イバilpfをとることである 本研

究で品~ftMfRとした家以でも.すでに修ßR~

の維持~~!'P:が 1 ・分できていないもの.空き家

になってしま っているものもある。西大路の

Jlt家J.\:激の泊摘も，r~~起である これらについ

て. 1.心のふ~1t，に J~づき. OIfの文化財や!民史

的i;:側itil!;lとして指定判20やす録をし，現状

変史について似ノトの¥'(地から指導するととも

に. ;'4:，LIJ1や ~J;tの粁 '('jについて+11 吋部分を補

助するb血清が緊急、に必民てある

第3に l:.;'eの伝統的建物を中心にその河辺

を合めた町なみJ犬伝Jlの保全と修長措置が必要

である 伝統的住造物群保存地区の指定が望

まれるところである 地域の町なみ保作のu

t~ゃん訟について明らかにする綿密な保fバ1・

Imlを策定し，羽状変史に対する指導と詩可制

j立.修:vn・修;止に対する同，県及び町による

補助制JStによか肱実な町なみ保イ子事業が'k

胞できるc しかし.伐念ながら H野町の歴史

的1111'なみはすでに辿則しているところはわず

かになっており，伝統的建造物群保存地区の

指定ができるのは-部の区域に限られよう

その場合にはf J;{都市の特別保全修;式地区や

歴史的界わいj止観地12(等の自治体独白の町な

み似ナ制肢を. 日野町が滋賀県等の協力を得

ながら反問する必要がある

第4に!ll，b街地部分全域にわたって.ll!て

持えや改~Iこあたって H野のまちづくりの伝

統を'(':かした怯式やデザインとなるようなぷ

観形成指導を凶る必要がある。商j占であれ，

"}4 I I 11野祭 町内みんなで曳山をひく
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-般H:主であれ.M.近11野町で新築されてい

る地物はほとんど以制["_の配慮が感じられな

t、也物である。必要な機能を満足させながら.

伝統的町なみに配慮しともに地域の個性を

形成する也染となるような 夫観地I~ .も

しくは IJ~ lJl形成地|ぺ13・の胞策の展開が望

まれる 本町.i!Jiりにlfnする控物は新築でも技

!数窓を11党けるものか多いが，そうした個別の

努)Jを川flUlし， Ji制形成のルールとすること

も侃叫であろう 。

第5に;T、M城跡や'11野城跡の居!i史公闘とし

ての作備である どちらの減跡も・定の持制ii

はれわれているが.やや此れたヤlillとなって

おり.人λか少なL、cHf.!J!.を身近に理解する

ための泌/1¥や快.iJlな公l必としての懇備が是非

必要である そのためには，まず発掘調資て平

の僚史的品売がA虫であり.その成果の 1:に

立って総介的な+完封uull由jを検Jする必要があ

る
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本11:1野町内 I科大路共有文j'i ただし.このl刈は文化年IIIJという後代に拙かれたものてあ

り.そのまま 1，1ずることはできないが.本 2の大 IE61， ~の実 illlJIA とはよく合致する

本2II'f Dlr.~ . ( 1'，) )íJr~:{ 

本3伊藤ていじ :城とその町 p. 19 

判 官j込械時日目 i太|出検地とイ[I匂制 Jp.88 

功5{'，:'ffll 太白1)~ '11 Iltの近江商人 彦恨 r(~ Il'ij調官研究:r~ 1 8 )9r収

本6I川111十';ifi X!; di柿 }JXにl則する史的考察 p. 129-p. 130 

本7 松本!:~).; 城 引IIJの崎正史地理学的研究 p. 178 

本8~ 近 r1: 1:1 ~I'f' IIlj ，~: ( 1'.) J p. 181 

的"I1I J，成政I品;" i ~iti '1:. .Ji ill .J; 巻 l 内大路公民自忠誠

I川大路のj也日起地につき(渡辺1"/)" I両人路j瓜 1:;;己 ，p.165-p.168 

本10綿II'J~III ~I . の iリj 徳ん ~PI390)の社殿.i1í 'i:t I~. 架文'1 1 ・ |祈願の・つとして 領主大型寺宮

1'1:芯鈎j己公{出ニヘr組州111・子見ニ足本山今機 !とある iili '1 f.1Lι( 1 ) p.434-5.同(3 

p. 634 

判 l 綿 l句 ~III ~I : 必 勝lx:hU:とェzは当国御屋形拡の御仰なり ti--より代々綿l句の御宮奉行也後

に滞'1:.股へ翻1;.~公被成候・ ・・ J -日野町み(ド)p.45 

本12t:t'fIUrぷ (U p.181 

本13l1!f IIIJぷ(ド)p. 175 

本14本38多lI(t

本15肋JH也AUll. 小和IIIt'i'児共若

本161:1 Jf UJJ.~、 (ド) p.47 

本1711 Jf fitJぷ (1ニ)p. 148 

本18このような例は枚挙にいとまがないが.その典明例を'J....守・彦氏はその若 f成下町

で11下しく論じている。また，品川安太郎 l松取の町の耽史 Jp. 7によれば.氏郷は松坂

の築城において多数の町民を暁夜兼業で働かせ.神社仏、子・':C;のi毛材大イ』から屋恨瓦に

セるまでを強制j徴発したと Jう

本19i何人路北 (j文.'f

本2011野町ぶ (1二)山収

本21内入路共有文1ft

*22 lib '1 ms.ι(t1 ) P.102 

本23この他挑1¥端紛J. /.K部町という現地名はこのあたりに品dかあったことをぶしている。 H

Jf 州制i町附 (日野町ぷ(U p. 191)では. 11里f'11之組 28 IsJのうち北胤法雲寺御門

前3lDIが. "X制ノ外泊とも五"とあり. il~:ょ・、予は幼dの外てあったことがわかる
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本2~ 附凶村t 'l l r;ih!f:.il{記 J( [司史叢芹の内 p.263) 

本25伊藤ていじ氏は IXγ というよ rが現れたのは水 11:1 7 :1 ~( 1520)の艇出伊丹城であ

り.現がのλIIJ城の原形は入丈 6:fユ(1537)にできている持の説を紛介している。 IliJ

氏.g，城とその町 J p， 15 

本26内人路 渡辺氏へのヒヤリングによる

*27矢口r'I't'氏は近11り成ド町プランを

八. ììí~IJ~ J切符~ B. 総~l! ~~ ι.内問J外側J'R;'! J). ~Ií 内 '.'J 1: JÇ~! 

E. 1m脱却I

の 5%~ JfJに人別し，側ねこの)1闘に変容，党以してゆくとされている

プランの研究 ，昨日制第 11言及び 城卜III[ p.99-105~t， 

本28九九}・ '11: fJIl rliプランの研究 p.255 

本29rI，lIJ'i判的 rilirCI荷人 p. 10 

1 u J.!_¥. .r，: r X!; rI i 

本30八11rliから石原，同本を経て日野に入か鎌掛.格j己峠を越え1:1111こ令る iUi 時代

御代参~!1 1l1 Jと呼ばれた

本31今制 1111神社文¥t} ~市生部志( 5) p. 553 

本32'i':;野干1I木郎 1中世の近江商人 彦根両尚樹1t.研究第18I')r収

本33~ 11野町I 瀬川欣・氏細 昭和39年

本34池内長{-i待iI'lJ氏E記録 日野町志(r_) p.589. また.小'.(:名としても伐っている

'1= ms~~; ( 8) p.460 

本35 紛 lí'J 神 ~I・心U iiu生部ぷ(6) p.675 

本36小野均 近 Ilt以下町の研究 p.119 

iib 

*37近灯坂lUmL~: (3 )仁p.801によれば，人文1311・8)J(1544)には実験的な製造・にかかっ

たようである

本38uIJ /1¥の L1野歴史司ぷ には日野に鉄砲の製造r1dJ、{ムえられたのは弘治:年(1556)と

L、う 。

本39滋賀県八幡町ぷ(上)p.229-236 

本40 寒川 hx7~'J I近:7[II~輿地ぷ略

本41後/1¥r u野町名変遷ぷ b )間参照

本42助野位ム郎氏は中野城の西方に中占以;.fEイi.(1:した H野市が築域とともに人[Jの増加と

l商工業の繁栄によって京Jiに拡張され.ついに城郭と接統して戸令に小野域下町とし

ての 11野町を形成するに至ったと述べている ItiJ .a:. 戦1M城ド町の形成 型心k子大

学論111fS12!Jと

本43 鉄砲製.iliは城ド1I1[においては非常に iTi:~悦された n 近 tl 八幡では尚T.lR[の内鉄砲町だ

けが外島It内に設けられた。 近江八幡町史(1:) p. 256 

本44llJJJH庄太郎 近江の城下町 p. 256 
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牢45ただし.Ti;比に人 ったのは火犯のもののみ 》 太子主 岡崎与兵衛氏威

本46助野健太郎 『近江の城ド町 I p. 44 

牢47松阪の 町中鈍 では第 1条で - 吋町之儀，為ト楽之 tハ諸庄諸役可為但1111之{義

柿別之・J} (校本 松坂権輿雑集巻之. p.7-8)と規定している。

なお， )J.ι似;R{m{、1判|

特権的向 l上.，業業J布f?.に独山されたJ扶犬路な f小|ドlj靴l代そ尚〕業走 lバ市1打f場を閥政し' 封建領主がそれを利則し

て中 IU.の封鎖性をゃぶり，領II~ 的統 9を促してきたところの 商業 貨幣Jを統-封

建性の秩序形成のために Nび本仕せしめ.やがてきびしい封建的統制によって都市

町人 |荷業に対する政治支配を実現しようとすること 11本封他都市研究 p. 2 

44-255 

本48浦ILf.1Lむ(2 ) p. 737 

本49結城，小川JJ;t1 t5崎，金沢，岡山，姫路など

本50 松下~~J.f氏は城ド町を初期城下IsJと後期域ド町の 2つに分け， fd証繕体制下に成立し

た近w城ド町にさきたつ戦同封建体制を母体として生じた城ド町|を初期城下町と定

義している IriJ氏 域ド町の際史地理学的研究Jp. 27 

本51校本松 坂 権 輿 雑 集 巻 之 唱 p.7-8 

本52助野健太郎近江の城ドmf p. 54 

本53阿川|幸治 r都市摘成に閲する史的考察 p. 203-..p. 205 

本54 ~1 1T1武氏はこの町昼間 $11を戦国 一 織豊政権頃の城下町のメルクマールとされている 。

lri)氏|城下町の機能と構遊 J I日本の町 p. 42 

本55 ~I:家 I~f11語文占どき之内(日野 綿向神社宮叶)

本56辻井目与太郎 r:. l(i:県地誌の研究 p. 156 

本57品川安太郎 松坂の町の陪史 p. 45 

本58 助町他よnl~ 近 111城ド町の成 tI.. 史観第53 1f~ p.31 

本59 J"部下f必 p. 242に 秀行会il!若松より人部，江州日野の町人その後を~1い格りて叶

城トに1t[，.;せんことを乞ふ とある 3 ただし. r IIJ{'lsf ができたのは元和年間であ

る

本60松山 dJ史p.63松山の日野町で後にしばしば火災があったため. ii'f;j(町と改 f~J\ された

また.松山には [1~f名停の縦が伝えられ ひのかぶら と名付けられて合味されたと

L、ぅ

本61 司 Fイ1人 は庇1，<R 5f.家はがれ:)IdH!iを修IIHし. Jj(路をめ(t削せしめたU.y. 千七に 4

人のよ1止をぷしたもの

本62;ilJ '1' ms.ム (1 ) p. 78. 80 

本 63 内大路 J~ {J文 Tl;

本6411LJ川先右衛門文 1'} ;ilj'l郎，i.t.( o) p. 332 

---

本65村井新町 丙田家文i号

本66日野町志 (中)p. 68 

本67蒲生郡誌(5) p. 509 

本68近江商人は日野商人をはじめ八幡商人， 五箇荘商人など多くが全国に雄成した。この

理由については諸説が唱えられているが. ~[頑 tn.治氏はこれらを系滑論，条件論，動

機論の 3つに整理し，系譜論をさ らに i血統論と性枯論の 2つに分類するがを提唱され

た(同氏 中n家の研究 p. 4)。そして.氏は性絡論の也場から近江の脱領域的外

絡に注目している 。すなわち，近江は近Ittになってからも幕領や諸候の所領が入り乱

れて，それぞれはきわめて小さな領地であ ったため，領域経済の形成は初めから不 IIJ

能であった。そのため近江人は政治的な境界を、1;:試で越えていた(例:近江では領域

を越えての異文配地聞の通婚が頻々と行われていた。) し，またそうせずには生きて

いかれなかった。そうした特異な意議が近江人を 全 r~ 人 とし，全国に雄飛させる

こととなった，としているのである 。

本69たとえば，長州藩の天和御法度 (天羽J3年 1683)には 日野紛 iの名が丹後来日とと

もに高級品として何度もでてくる 。 下関市史議制細Jp. 52 

本70日野商人の出!占は醸造業を営むものが多か った r そのJI_Q山は次の 2つが大きい。

1.貸借関係のイミ決済 酒造業省に金を貸してその支払則 11までに完済されないとや

むなく担保の酒造坊や諸道具一 切を引き取ったため。

2.政米の処分 出庖で質屋を経営していて付近の農民から産米の預け入れを受け，

また米を担保としての融資も行ったので蔵に多祉の米が積まれた。その処分のた

め。 菅野和太郎 「近江商人の研究 Ip. 144 

本71 日野小学校郷上空蔵 γ 諸法度苫

本72江頭恒治 !中井家の研究Jp. 17 

本73菅野和太郎 F 近江南人の研究 p. 133によれば近世日野商人の年代別出庫開J古去は吹

の通りである 。

元禄前 2 宝}tf 1 0 天保 8 

元砧 6 明和 2 弘化 3 

宅7]<. 2 安水 3 点永 6 

正徳 )(和 5 安政 1 0 

立保 4 克政 6 万延 2 

元文 3 宇和 6 文久 6 

究保 l 文化 1 6 元治

延字 2 文政 1 1 監"じ 1 2 

究延 2 
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本75松坂尚人 もIIIJ様であっ たようて.η長の rE J}~j IIU に 日める家多く.江戸庖という

ものを捕え置きて F代 という ものを多 くあ らせて.あきないさせて‘あるじは国にの

み川て泣びお り.う わべはさしものあ らではうちうちはいた くゆたかにおごりて

わたる iとある

市76 日本;0欠 F 近 I l!: f市業粁~':1'・の研究 :p. 117-8 

本77I"J ，-_ p.87 

本7811 Jf小学校郷 1:主成 諸法度 ;~r-

本79rl:lIJJ↑Il_Iri '11)1家の研究 Ip.917-8

牢801列川和ifiI r.s rh構成に|到する史的JZ務 Jp.236 

本81 11 !Jl1- IIIJ，~: (ド)p.261 

本82H JI~ 11i UlJ 1引1I1fL二家文J}

l本83人作イI:-f"101 IIJ ql兵七衛門家文1
f}

本8.1 I ・ 側役J.t!~敏之{義ハ桜田御料之節.御 HH 衆伝ヶ ir~凶ヶ )J 先被レ致イ1:役候 八年以前

御成人 能JJXo}'f/正衛門へ被レ為川合{t宅{j.今度御ド地二 十J'御~1 i度中{長官 ー日野町

.~.: ~ 1:) p.716 

本85判 15参照

本86滋賀山八幡町史 (下)p.48 

牢87{I:l-町 山111jb右衛門家文占

本88111 '11 j'(.右衛門家は字保 3年(1718)以来駿州御殿にIIIJ，l，を聞き，呉服，太物，雑貨，殺

矧を取り倣っていた。 その後.i召ilt. {f. tL.小Ill/J;t• * J;~ ;え •. ;; t 横須賀等にも出fJ:iし.

iミに酬の担iii日以先をしている。 株式会社山'1'!"lイl抑11"JIl~ /，1;小，t、

本8911 'f IUJ，~、( '1リ p.79.-...81

本90"J .l~J tl r~ r rl:設内逝日記 I [] 4>:出典全集ノトp.54 

本91滋賀人?史料館属 中井家文古

この附は:if.府庁|出とだけ伝えられているが玄水 8"1のプランがこれとよく似ているの

で主肘人火以後のものである事はまちがL、なL、。

本92HJI. I ト~ !f雌 .氏雌

本93ωは滋賀人ヤ史料館政 中井家文 ll}の i吋から作成 I~) はiI : titi 令f rr; r中Jt家の研究 p. 

970.ωは描賀大?史料館蔵 中井家文，Ifの同

ヰ94，，].ll.j 7.1:決 ， i 1.設内遊 HJI己

本95I iJ.{l.j 7 J:決断HU11fp.54

本96 "J.{見7r.Ì'~ uIJ !~hl} p. 55 

本97 "J.{~J n~ liiJ拘，lfp.56

本9811 'f町，ι(ト)p. 364 

日本古典令、~本p. 55 

本99tlll!i'llltfi liliillll;人 中井家の研究 p.482
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......... 

判00庁野干lIA郎 「明治維新と近江 商人 Jき仰向l陶冶11mll在p.24

判011:';本X()( ili t1t!商業経常の研究 Jp.303 

本102IliJ 1二 p.308 

判03h'i水町久的氏厳

判041 I.lIJHlJ rri r ili: 7:1:商人 中井家の研究 ，p.974 

判。5 r-*山八政地1><:における陪史的現境の 保全特;;t，:1'1材調 ti報公古 Jp.91-96 

判 06 rデザインサーベイ H.個壮1968I 法政人??;f脇ゼ ミ 住宅文化

判07i'J'r J}< 町の~ の彫刻は，江戸時代後、1" に九州や !R l('j地 )jを中心 と して活躍した~築人

I.rみ，Jj，'[.川和四日I~ の作によるものである 岡本IUJとI'tJ大n'18j の彫刻j も，'l) 11 和問自I~

によるものという 。 U野町教育委品会制 11野虫 説作械 ~I ，' ，!} J 、r~JJx 2 ir 1 0 J] p. 

74 

本108II!f祭はやしのノぞンフレットより

判。9 桝につくられた窓 ，秋田節雄 民俗文化、。1.92・71il:5J:J先行。

判 10林hllrx二郎 「山代国家の解体

判 11 r江戸時代凶..t17幾内 1

本112I斗1:

本113IriJ L 

判 14日野小ヤ校児竜の感想文 80編による (昭和48il) 

判 15 ・H野町総合発展計画 E 日野町発行 p.13

判 16 11 野町全 1由Ij，~ r第 3次日野町総合計l曲j '1-: JJ.~311~ 1 0) J ~iè~ J 

判 17 111野祭掛合報??占 日野町教庁委H会 H百平115211'

判 18 r日野弘L .i1Hi報告占 日野町教行委H会 平成 2"1 

判 19たとえば州村山郎右衛門 木曽日記 II JflllJ ふ'1 1 ど~p. 645.-...649. f Ll野のあゆみ

p.50-52 

判20現イ土，町指定の有形文化財の建造物は 22 であるが.いずれも主 I~印格などの石造物

である
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第 2章 京都の歴史的まちなみの調査と保存修景計画

第 l節 応部の歴史的まちなみの槻況

l例1f1ある町の辿合体としてのぷ都

山紫水明の山械盆地に千五7示がi狩かれてか

ら12 0 0 "1. J;~ lI!Iはたびたびの戦火や災;1;

にλしめられながらも.そのj主に市民のまち

づくりの知，也と立欲を結集し.伝統の継承と

辺、い切ったmdJI攻~を垂ね1 )J強くよみがえ

ってきた そしてこの困難な捗みの中でrh1止

は洗練を極めたいわゆる忠文化.京デザイン

を'1，み:J¥してきた。京都の魁)Jはこうした慨

史や文化，そしてそれに単打ちされた美怠識

が，特色ある'17liや産業，そして京守観となっ

て杵地域に定刻し，西阿eや本町，鉾町，祇凶.

伏見，嵯峨野など11母性的な町々となり.その

辿介体として人1m，fjたる京都ができあがって

いることである。これらの町々の背景ーとして

J，'J illの山並み.鴨川1.HJII， ，:'5瀬川などのかI

川.御所や条岐，束白本願W.束、予などの

大胤偵な歴史的住造物とl抑留Lな条坊のグリッ

ドノfターンカfある

これらの地域ごとの同布の表情はけっして

II然にできたものでも，偶然にできたもので

もなく.先人の絶え間ない努)Jによってでき

あがったものである内たとえば嵯峨野をはて

みよう 。 、|九五.i'i肢の別~T地として始まった断:

峨貯の以観は.それらの別~'l の庭閣の 却で

あるかのように地域全体に納樹ときめの細か

い f人れが長い聞紙けられてできあがった人

1:のは観である しかも.その美しいM峨野

ド人々は和歌や物語，認1111の舞台としての。

かなイメークをつけ加えた。iCfI時代にはこ

れらの文?の舞台が名所として.6:ぶされるよ
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うになり，嵯峨野めぐりの人々が地えていっ

たという。訪れる人々にとって嵯峨野は・つ

の大きな回遊式陸凶であるかのように捉えら

れたようである

また，西陣や鉾町など市街地においては，

rii民は長い歴史の中で，平安点以来の伝統的

な条幼パターンの 1:に近世を通じて高密な人

都diにふさわしい都市住宅として|京町家

を'1'み出し，洗練を加えて完成させた。ウナ

ギの寝床と宮われる奥深い敷地を隅々までじ

ゅうぶん利用しつつ，そこに 11々 の暮らしを

文える段かな宅1mを確保したs そして，合開

精神に単打ちされた鋭い美意.aaと町内コミュ

ニティの一員としての共同，協調怠識が夫し

い町家とそれが軒を述ねる秩序あるまちなみ

を形づくったのである じっさい.近世の格

中の町々では中川本則の町衆の伝統を受け線

いだIUJ人たちが，その自衛組織としての町組

の Lに.各町で町規を定めていた 町に}AH:

する行の職業などの制限が決められるととも

に.町家の意匠についても細かな取り決めが

なされていた a 判。

さらに京都に数多い伝統行事を比てみよう

これらは厳繭な宗教行事であると同時に人々

の州市背学や願中，来志議などをよく表現し

ているn たとえば祇凶祭の事胞な鉾や山のj並

行， ])(.J孔祭などはj;t町衆のエネルギーや文化

の I~~ さを/J' して余りある また.お盆の説を

f.(tがすIt山の送り火は，京都拡地全体をカン

ペスとした壮大な現境芸術ともいえ.そこに

........__ 

は都市デザインのt~'志さえ感じることができ

る

また，近代以降の歴史的;止観や風致ぷ制保

ノトのためのさまざまな努)J. DU和戦liiJ即jの北

向川や下鴨なとの区画i核開による近郊IJ/I先.

ι悶山東麓やイi塀小路などにみられる人規t史

上地所有-{fによる中流向けの借家経常などの

開発はすでに魅力あるH宮地として熟成をみ

ている。

こうしてか都は大都市でありながら，近年

まで市内の各所に歴史や伝統.自然:kとー体

となった倒判。かな町々を(1ててきたのであ

る。

1 2 J;(都のまちつ'くりイメーシとそ

の変化

このような，lJ民のまちづくり意識やその基

盤となった村会経済的条例は，近代化のq1で

次第に見失われがちとなってきたが，それで

も今なお，巾民の歴史的文化的環境やぷ制を

大事にする気持ちは根強い ここでは，11民の

必都のまちづくりに対するイメージとその変

化を京都市の市民立謀説先払架からみてみょ

っ

京都市は昭和53年Cl978'rJ')7月に まちづ

くり情想のためのアンケート調査J・十l戊2年

(1990年)12) jに 新京都 dj)~本社両策定の

ための市民アンケート 調子fを実胞している

1978年調売は20段以上のdi民2.158人. 199011・

調査は同2.608人に調査票を郵送し，それぞれ

80，仇.59，仇の川容を得た この 2同のアンケ

ートの質問内科はほぼ似ており，特に];iltsの

.fQイ1.の都市イメージと将米のIai，打イメーシを

I1IJうu.党問については項目がf，iJ <・てあるのでこ

のIIUの変化についても比較できる 同12 1. 
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2は10の項目について fそう思う 1と容えた制

合を%で示したものである。

lえ11，2-1は刷uを与え持本が向L、ものから)1闘に

悦び件えたものであるが， 1978年調査では}世

史文化環境.伝統';11'!{， 1I1勲，)<1リ]，心のふる

さと.っそ術文化の51fU 1が50、を超え，特に慌

史文化環境は93、と 9~lJを超える文持とな勺て

いる しかし.町並みが美しいも47¥の支持に

ととまり. [111際相..庶民tL.，:'!JJ主な都rhサー

ビス，近代J-.IUfISdJの頃11もえ持率が低い

そして1990年調介てーは尚j立:な抑，hサーヒス.

近代 L~都 d.lを除いてすべて支持本がドがっ

ている 歴史文化や山紫水lりJ. I町並みなど.

これまで'の永都の魅JJの中心に挙げられてい

た明けが市民のえ持さえやや市れてきている

ことが読みとれる 3 また，内 ~llt などの伝統Jl1
業の低迷，人;?-ttTのrh外転fllなとも市民&ぷ

に敏感に反映しているようだ

次に1><121 2将米の点r.tsのイメージ をみ

てみよう これは将来こうなるたろうという

l'7J!IJではなく，こうあるべきだ，こうあって

ほしいという要叩を聞いたものである liiJIχ! 

とi寸断に項目を必べてあるか. liij凶と比べて

いずれも選択権は低い戸19781r調査では朕史

文化，山紫水明.心のふるさとの1ulJがほぼ

同し選択率で，まちなみか美しいがやや低い

が， 1990年調子tでは肢史文化，まちなみか長

しいの羽fIの選択準が急、明している 5;1， !J1lの

現状をこれらの羽nでぶされる魅)Jが薄れた

と促える -jJで，その魅力のfrf'lを強く希却

しているわけである また，向度な都市サー

ヒスの受けられる都市を望むjHも大きくなっ

ている

このように，11此は山都が静止!t'1や文化1f1が

感じられる， x.しい町てあり松けること，そ
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してまた.現代に'1:きる都市であることも望

んでいるのである。

しかし ，Ii内の建築物の控て替え更新は活

売で.地峡の肢史的側件を不していた町家守

はqEをil~ しつつある

8Nf1l50il代後、1'，. 中門恨内閣によってl1tM

されたl(IlU爪}Jの前JjJによる内市拡大と都rfj

II}I;日発促進の政策 (たとえば， 昭和58年7}:jの

ill，没行の 刷制の級平tl':Ç~による都市再開発の

促進}i策 II{{手1161年4J]及び9月の f総合経

済政策 など)はl昭和60年代はじめに点忠閥

で急激な地価I~~腿をもたらし， それは住宅m
地はもちろん，業務m地さえその負担能力を

はるかに超える勢いを示したU 政府は昭和62

年lonの臨時行政改市推進審議会の答申に基

づき. 内部機能.産業中枢機能の分散や地価

のru'i:説制j立てすを内容とする 総合土地対策要

綱 を附和63年6}jに発表したが，地価高騰は

*ぷ闘からj也}j閥へと広がり， 全国的にパブ

ル状況を.fJWIした。示都の地価は昭和61年か

ら内騰し始め. IIP.和63年の公示地価は商業地

凶12・4

のI品i:'~M で82弘子成JGíドの最高路線価は93有の

I:HとL、う. 天文学的な品騰をみた。東京圏

での地価高騰とJ;aruでの地価尚騰の時間五の

IlU隙をぬって. J~業m f'i~rrの目い換え特例

~，の税制 1 '.の優遇Jilrtを使 って示都 rfJ 内で投

f'i川ワンルームマン ションのぜ設をはじめと

する谷川のis，;定日動の祈発化やfIa.Lがりを比

込んだ地 1..げが繊行し， 市内は各地で環境や

以制1/1]地でiI:l(と;J正:.k/i'が鋭く対立した。

このIIUのが↑1'1を住宅島町1;，"&111"，1の状況からみ

てみるt-.s({f1l59作にはけJ"，7の総数7.756でこ

のうち1:.4さ10'1以 1:か922件， 11.仇であったの

が. !日jじく ON干1162年には総数8.768件にもなり.

1.495n. 13.9". 、l~bJ<. 2 il.では確認申訪件数

は7.451YI ・とややtb~Þ化したが. 1.276件.17.

l九'が1認さ10¥1以 1"，とぜ物品.さはどんどん高くな

っている |詞12.3はその刈さ 10M以上の建築

蕗j認 lド ~itiIこっL、てI:.4さの段階別に分析したも

のである 20M. 25M. 31Mを超える建物がそれぞ

れこのIIUの 6111mで5-6:開地加しているこ

とがわかる J

ill築肝心認申Jの干均高さの推移(行政IX別)

.S59(1鰍}

F~i 知(1鎗7)
悶11)2(1蜘)

15 

10 

M 

5 

o 
~~ 
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ちなみに.i1!築佐認のill物の千均品さのfU， 町も町家の住て持えによって祭のfLl~、手が急

移を11'1改|八日IJにみたのが凶124である 全行 減し， iHuにあえいでいるc 11-爪の場として

政(xで千均刈さが上対しているか，中点l凡 の再せを凶る施策とともに.段り少なくなっ

w.L1ILι ド以[x. 1飢えなどで{IIIびが著しい。 た伝統的な町家やまちなみの保存胞策が早急

、y均山さが、")広2年度にl酬を起えたのは中ぷ に必要である- 1二京区の小)1I.iillりでは織物p.JJ

iメ.氷山1ι トーかIXの31えでそれぞれ. 12.0 J廷による1'1i.的な保存修;itのAみが行われて

M. 10. 4M. 12.3\1であった. 、ド均で 3~5 階のぜ おかi1:t.1される

物となり.新築建物の多くがj品辺の町家が故 2.社ゐ(")的のまちなみ

ぷまちなみから突出するようになったことが 社守門前のまちなみは数多い ここで挙げ

わかる ただけでも 9にのぼる。産ψ取j也|え上自戊

社家町は伝ill地t(に指定されているが，その

3 ，摂史的まちなみの分布 他は風致地1-'<または美観地iえに指定されてい

liiJ.iillのように京都は例1'1ある地域のl1!合体

てあり.各地に特色あるまちなみが形成され

た。Bf{f1l47ft.・に乍者も))11わって実施された以

都的文化財保品諜のまちなみ・集落の分11)~周

1tでは. J;~mlh 内で約70カ!リfが抽出された

1"い.)i'るJ9rに興味あるまちなみが分布してい

るのである しかし，これらのまちなみも.

伝住地悦(特別保全修は地Ixを合む)や時点史

的界わいぷ制地1>(など保介脆策が実施されて

いるところは別として.砂{!.f~にi!て f与えて与に

よりその特科を失いつつある そこで. fム・陸

地IX~I:'加えて今後 lr'- :';".Iこ現状調査や保が修

J.;t-i:(l，blの、γ来と実施が必嵯な陪史的まちなみ

や地域を資料や現地制終から選び出したのが

よであるn ここではわかりやすくするため"

7つのタイプに分頚した。

トirt'l'の町家守のまちなみ

1'.J;lIメ. '1' J;~ 院. ト.~~t IX_の協中の地域には

今も~くの町家か成されている しかしそ

れらも今では商業ピルやマンションによって

分断され伝統的鼠観が破地される例がtJ，'{.っ

ているn 地 1:げされ，島LiIU，品となっている止

ころも少なくなL、。祇同知をええる鈴町， 111 
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るのみである 3 風致地区ではすべての新築建

物等はぷ制 J:の指導を受けるが，これまでの

指導基唯が必ずしも既存の建物デザインとの

向調を促すようになっていなかったため，や

や不調和があらわれている。伝統的な建物の

保存そのものは風致地区jL11J立の対象とはなら

ない、長在日地1><に指定されているまちなみで

あっても.大部分は第2樋地域て尚さ15mまで

の新築住物等は指導対象とならず，かつl丸山

地区の制限以ドであれば20mの 1~.5 さまでは持容

されるので，各地で既存の仏統的まちなみと

の不適合か起こっている

3.お糸何のまちなみ

祇嗣発刊の地である祇刷新橋地Ix_は伝ill地

t(に指定され，まちなみ保イ(.;Jl業が実施され

ているが.後.iAのように人きな，課題を抱えて

いる。祇凶町It1側，宮川町. 1ごし軒等の地Jじ

から点都r!Jに対してまちなみ保イ(.地区指定の

要引か/1¥ている 祇同町出側では花見小路沿

いにすでにfnJ棟もの 3階住て建築ができてお

り， :LI述にまちなみが乱れようとしている

早急、な湖1t('-1広が胞策が守1まれる

4.街道沿いのまちなみ

且 -ー

嵯峨.r~)，t}本地区は伝ill地I~.に指定されてい

る 鞍.l1-.;地区は保イ子対気品介が実施されて久

しいか.いまだ具体的な保仔胞東が~られて

いないn ただ，これまで胤致地区としての指

導の中で.周辺の伝統的住物デザインに1111じ

た外観となるよう誘導しており，かなりの効

果をあけているの

5.洞威のまちなみ

伏比の市浜の酒威とみ家の町家群について

もすでにまちなみ保イ/対策調査を始め，件Ht

の;え制調査が実施されているが，いまだ施策

化されていない すでにかなりの酒厳や町家

が資を消したが，月特lcl柄)iiゃ寺田恒を中心

丘131 京都の主な}快史的まちなみ

とした涼川沿jFの地域は今も仏統的景観を保

持しており.これらの保ι対策が必要である ，

6. J:lH県議

l~jllh':たから修学院.世妹院ttfの名所IH跡を

取り問むように践を持つ脱衣の!L鵡が点イピし

ている 山胞のなだらかな傾斜地に広がる111

闘越しにdi仇を眺望することができる 忠一都

においてはすでに賀市となった毘村集治のJi

lll.である 松ケ崎の川県糸は股家や和j副 1:'む

の家々のliiJに川が流れ.独特のJil観を持って

いるか. 11止.ìli' I~.身者j日賃貸マンション写の ill

築が続いており鼠観が乱れつつある

まちなみの種類 | 名 称 地区の特色 | 摘 要

1.栴中の町家等 ・鉾町(だ持;J) i杉本家等伝統的町家が成る街区

のまちなみ ・鉾町(好明週) ~家等伝統的町家が成る街区

-ゐ之内 -&T家，哀千家， ~長 i且!!I.'iのまちなみ
i・小)11.iillり 織};~ ，住宅のまちなみ

j・壬'1.州望-.1八本家等の郷 J:乞型!l
2.社守門前のま .・昨可f駄 -*山の散策路沿いのIBf家.茶広写 I fぷ挫地~

ちなみ ・ト賀茂社家町 I~J tl(l側沿いの上位戊 ~III ~I 社家のまち |伝控地j;i<

・銀閣寺門前 |参迫沿いの応舗，股家俳

・』:iknq-門前 :占UJ11Iとの|習の附仰な低同住宅群

中11':守道 |平宜伸 I，ti{からr'i"ffi[li;:へのまちなみ
.*み;出1与寺内町|法A'仏只J古.諸liiIJ.'i所のまちなみ

・両本願年与内IBJil./x. .仏具庖等のまちなみ

.{咽平11守門前 |門 UIjの低周住宅街

-大覚寺門前 l参道沿いの低肘iI・℃街

3.お糸j長のまちi・祇同新橋 |おJ匹以のまもなみと1'1川沿いのJit制 |仏建地IX

なみ 卜祇|刈町南側 |花見小路の両側に1ムがるお茶催術

l・日)11町 扶い.iillり沿いにやぶおみ民のまちなみ

・先ごIIIII 扶い泊り沿いに、，l~ ぷお茶昆と飲食九九

• 1-ヒ事f IJヒ野人満宮に隣接するお茶屋ttJ
-品JJ;i ~ 11) W ，輪違屋などのお糸悼のまちなみ

4. 術迫沿いのま! ・鋭峨鳥居京一---r~:{~'街道沿いの州と ISI家百ちなみ {ム建地[メ

ちなみ |・鞍馬 | 鞍比街道沿いの川蝉r炭rm~ 等のまちなみ l まら川船

|・時以 山陰街道樫原mのまちなみ | 

5.消雌のまちなみ ・伏見ItJ浜 伏見の柄厳とみ家の町家のまちなみ 115UZまれ
6.股村立落 ・修?院 1Ì.~flh 吃.修学院，従妹院周辺の股家(lf. :

・松ケ崎前川 !日松ケ崎村の股家併と liif川の員制 且

7.近札のまちな ・4 条.i!!iり l則的・大，[の近ftrrJ団地築と和胤注築 I rj:t1罪わい叫
み ・ィ;尉小路 大"時代の和j瓜11'1:: MとイI塀の;北側 gtiみ前中

・新jlllUIJ.iill 知思院I"Juijの，1，'X術/1
'
1のまちなみ

. /， llJ 山 tl~~~ 大1I後期に開発された内級借家計
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7.近代のまちなみ

i条.iJflりは反都の近代のメインストリート

であった辿りで， レンガ巡や石造の近代洋風

住築や和J!Us物が、並んでいる 歴史的界わい

;止観地μに指定され.近代洋風建築等景観壬

安住築物の修理等への補助金制度と新築建物

に対してのデザイン指導が行われている 石

塀小路地区は大正時代に和風住宅街として民

間開発が行われたところで，石42とイi塀，塀

越しの樹木が ー体となって親しみやすい落ち

ついたら手凶丸を持っている。地JCの人々の要

望を受けて，現在このまちなみの保存対策調

査が実施されており，条件が整い次第， iぷ越

地lメに指定されるAびとなっている。吉田山

の*箆の住吉群は大正木j明に尚級借家として

民11日開発で.ill築されたものである。 r銅御殿 |

と体されるように，整然、と石19が積まれた広

い敷地に緑青がふいた銅屋恨の住宅群が吉田

山の紋を1'rJ式に並んでおり，見事な景観を羊

しているぞここも地 tげが進んでいるといい，

早急な対策が必要とされる。

1 4 歴史的まちなみの保存修民

このように京都には多くの貴重な歴史的ま

ちなみがあるが.それぞれこのままでは消滅

第 2節 略史的まちなみの調査と保存修民

2 1 格中のまちなみ

(1)栴中の町家とまちなみ・

~IJ.武天主による千安京は!去の首都長安を模

してその13の規模で造営された。現在の下本

通りをほぼ中心に東西4.6KM，南北5.3KMに及

ぶ方形の都域であった。この都城は約800年後

に衆楽第を中心に京都の近世城下町化をめざ
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の危機にさらされている。地元の人々，研究

者，行政が ・体となって綿密なまちなみ調査

を早急に行い，保仔修員計画を策定すること

が必要である。歴史的調査や建物等の実ifllJ調

脊により，各地域のまちなみの形成過程を把

握するとともに，現代におけるまちなみの再

評価を行い，保存のための総合的な計両づく

りが急がれる。もちろん，地域の社会経済的

な問題，建築基準法上の課題，防災上の課題，

税制，補助金，行政の指導体制その他様々な

困難が予想されるが，これらを一つ一つ乗り

越え，少しづっ成果を積み上げてゆくほかは

ない。歴史的まちなみの保存修最は地域の歴

史を生かした総合的なまちづくりであり，な

により地元の人々をはじめ関係者の粘り強い

努刀を必要としている。

以下の第2節では京都の歴史的地域の内，

洛中の全体的な景観保全方策の検討と鴨束の

産寧坂，祇園新橋地区，そして洛外の鞍馬，

嵯峨烏届本地区の歴史的まちなみの調査と保

存修長計聞について論述する。そして第3節

では直接の業務経験を踏まえて，保存修;去の

技法と展開，さらには今後の課題について分

析する。

す秀占によって大改造された。その一つは御

1-.屈の建造と寺町 ・寺の内の建設であり，も

うーつは市街地の新地割りであった。鉾町を

除く地域において，、F安京以来の正方形街区

の中央に南北通りを貫通させて短冊形の地割

りを実施し，土地利用の促進を図った。街l土

居に閉まれた市街を洛中と称し，外部を格外

--

として区分した

格中は明治末から大正にかけての 三火事業

の内の道路拡張と市屯敷設事業によるものと

第2次大戦の献開跡地の整備による)!幅H道

路，公園広場の挫設によるほかは)h本的にdj

街地の構造を変えていない。 IJq ~~1 においても，

凹の字形と呼ばれる都心幹線道路の内部市街

地においても，多くの街路は 4~6m程度の

幅員であり，その沿道に近々まで町家等の木

造低層建築物が軒を並べていた。

室町時代から江戸時代はじめに盛んに描か

れた洛中格外闘をいくつか比比べてみると，

京町家はこの時期大きく発展したことがわか

る。それまで蔀戸やのれんで構成されていた

町家の正面は，次第に格チを主としたものへ

と変わった。格子は当初は日の粗いものだけ

であったが，やがて細い竪桟を細かく組んだ

千本格子も現れた。格子は必要に応じて桟の

太さや長さ，その組み合わせJiを変化させ，

さまざまなデザインの格子窓がつくられるよ

うになったのである。出格子窓もそのひとつ

である。当時の町家の開口部にはこれらの格

子窓のほか，むしこ窓や半円形の窓，花頑窓

も使われ，また 2階の縁を張り出したものも

みられるなど，さまざまな手法が用いられて

おり，これらの中には現在の町家を構成する

意匠要素の多くを見出すことができる。この

時期，京町家は独自の立匠要ぷを生み出すと

同時に，当時めざましい発展を遂げた数寄屋

造りなどの意匠も自由に取り入れて，変化に

寓む外観デザインを作り kげたのである。

近世も中期になり，社会が安定してくると，

まちなみ足'観も次第に統一のとれたものへと

変わっていく。当時の風長画などをみると，

隣りあう町家の庇がほぼ閉じ高さで述なり.
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11崎々 のIHf家の正副も且いによく似たデザイン

となっており，まちなみほ観に繕ちついた秩

序が感じられる 町家のこれまでの多棋な意

肝要木も整理され.洗練されていったn この

時期に伎瓦n-きが背及したことも見逃せない。

，'，t[fや仮説き.また弔々しいみ瓦丘きが拠存

していた京の町は，色や形のそろった践瓦の

民恨が軽快なリズムを刻む町へと笹を変えて

いったのである

近世中頃から4草木にかけて次々とIU版され

た京都の案内舟で:はいっそう整った安の京の

町をみることがで'きる たとえば 郎名所附

会 では，町家はすべて瓦uで ・階は平絹子

か出絡手にばったり床凡， 2階は祇凶などは

別としてほとんどむしこ窓に統一されているo

そして 4 附の軒先は各戸をつないで・出線に

拙かれている。 じっさい幕木WJの f守点浪稿」

によれば 「居宅尚低無く，望flら千葉然たり。

という整ったぷ観をぷしていた。

よく知られているように，このような鱈然

としたまちなみは近世の封建制 Fにおける様

々な禁制，建築生産技術の均質化や建築材料

の規格化などを背景としつつら ー方では各

町内が独自の町規で職種や 「町並lのあり方

を定めていたこともその成立に大きく関係し

ている。町規では共同体としての均一性と排

他性という性柿によって，競合をさけるため

職種を制限したり，また同業省町的性格を持

つ町内では他業純を拒むことがあった。これ

が町家の前面政匠の中心である絡子の形態を

慨ね統 4 することにもなった本2。また， jillり

にそって建物を凹凸無く揃えること，格チや

見世棚，のれんや者板のありょうまで規定し

ている町規もある。の

このように泣世初期には多くの意匠要素で



構成されていた町家は.社会の安定と成熟と

ともにf.I5ili1 t I七としての仇触を加えて完}JJ之さ

れ.町胤写の均軽なまちなみづくりをめざす

臼主的取り決めもあって J;tのまちなみは都

市以観としての統 a と調和のえを実現してい

たのである*3。

ところで t J;i町家を都rli{}:'主としてよF価す

る場合.均 化され単純化された意匠~.Riと

そのゆかな組み合わせによる外観の美しさや

対1附形の激地を余すことなく話用するヂIIU

しかもしもたゃから品々な商先や手工業など

あらゆるjf1途を包含しうる融辿性をもっ平副

が日J能であること だけでなく，これらの個

々の町家がいかに密接して住てられようと互

いに干渉することも他に迷惑をかけることも

ないというtI己完結性を持つことである料

町家は格'1'という密度高いItJ街地にあってあ

らゆる職組.あらゆる年齢階肘の人々を破綻

無く収容し.活公ある産業やこれに哀打ちさ

れた豊かな文化を宵ててきた.点都の誇るべ

き資産であるといえよう。

参考町の 定 !の例 挫物， IIIJなみに関する条項

[J，J;nx:常町下御原陶半冒I文8 寛政8年IFl 1196J 資料~ßの歴史7 p.111 

:町中普l"~写之儀. ー鋭利ぷ之上致ol!fl鋲 '1九ム..粉之義ハ年寄1I "Jν~J 事~.

I上京駅中U?;;町 ;t.tb京文@ 明1ff2年 1656以前] 資料~舗の歴史7 p. 229 

+干之~ヲ R併よれ分御{主底候専S:. ~，御無J1I t且。

・ i哀を賃制.官ツーもitk主事。 -:.t干盗ハ壱ツニ彼νht事. ~jより:(f‘之儀ニ候。 宿 三事干之外.

;むニつぶしψiit.~(J、&之事。

( l.h!tiCr両手口銭町文書 h tti2if-16591 資料京舗の歴史7 仏231

.家作事J{土候ハパ.地形っき申節町中籾ぷ仕.上下むかふを見合.町並能tI

ニ仕へく 鉄事

[ I~ }j{ ()(清和民町文. ~文 13年 1673 ) 資料京総のIff史 7 p.232 

¥tfより. "i・HI.何も商見せニて.11';住民，しニて表たいへい之宮Z壱併も無 ，之

骨量 。 今度火事二 付.かり昆之~iH}. かりのたいへいは 絡別之義也。いつま
ても水々敏たいへいニして， tfよ句の町なミちかへ鉄事.ft1l3・4長。{旦.J止を

4昔 :京ニたて.奥住民はくるしからす.~ o 然関.表かりへいをそそうニ仕立 øJ

w申候. 町中務会ωνJt絞
[ 1:京区西亀A固I文" 7府13年 1803 資料 ~Kß の!民.11! 7 p.504 

¥普J商}主外{回]によらす斗寄方え純絹ケ oJレfll候事

[ [1'ポt{冷京町 寛政9年 17971 資料京mの1!t.l1!9 p.95 

. .t肩透家住之儀ハ圃f分え前以絵図初見せ.Jt上ニ而普 ~II"J 彼 ν殺事

[ 中~Þ{衣伺町 慶長 10年 1605] 資料収舗の>>t史 9 p.335 

. うらの民主他-rヘ うる 事S:. ー 切仰止すへしo (.:j然町内へtf.，まかり売事者支，、，、

貫主より十分 .nJ砂:il候 肴又"i-rに京1:n. J主家を fG依然.むかしよ りの

~).:， ~の滅 型k を \11 て.他町へ付へからさる事

l.京町家1の分。3

江)i q.期以降の#い，.には約1670の町があり.

町家が約4JJ} Jあったというか.現イ五ではillて

伴えて与により急、述に減少している。そこでJQ

0の似令状況をボ都IIIのふ1合資料をもとにみ
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てみよう。調査は、F成ti11:1.主に格中の上必l差.

中点!芯 ド点[)( ただし. J R!紅海道線以南

山陰線以内を除く)及び伏見i災市浜学区，肱

矯";!:l)(の-却についてれわれた (京都dJftii

ItJ JI伸1}，J f.I5 dij)観諜歴史的民主l!資源、に係る

....... ー

選2I I 京町家守の分市と積類別構成比

「、\、レI!低 二町妥~'l]

lt)iiT<L 7li_ 
:1] ;;d?' 27 L 
i 下京阪 305 
跡見IX _ IIL 
『合 .;1 1. H3 

.陪町C持活:階町家高島再考l

!~L.-- . L.250 .... _~1 
3.7_1 ~ _ .1. 2:1 5 L .18 
393 1.073 63 
3~ 119 3 

1.261 3.687 165 

闘21， I点町家の栂頬別構成比

1∞ .ヰLOi.:町家

-~.. rt' .階町I'I匝
~a:陽町家
二 a~困層ー

回

印

40 

20 

。

阿2I 2 J江町家の柑1Ji別flJ!数

.単低:町家

~~ l' 階町家

~，IL陽町寂 3α)() 
コa耳切F胆

2α)() 

lα氾

。
J:京阪 中五fT(

強烈

76 
21 
20 

121 

ド京区

ド五nx:

伏QI疋

小，ftiJl、計 2 JIげ十 :!Jl，と史的~~
3. 032 ... 1. 6~0_:__ ~06 i 386__ J 

2~ 101 2. ~1~ 色 ]9j 113.1 

2. 091 3.790・ 39: 170 I 
29 1 282 17 : 12 I 

7:518-11.3983Ii: 6811 

合計

伏}，~þ(

このJ'J.のよ及ひ凶はいずれも五{1mrb都dit.1・[IIIJ同 月五史的壮観資源に係る説先報告書

のデータから筆おか作成
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制作報公i'})

1;;'2 I I はその総!fi1~であるが.ここでは町

家を、ド民 十 むしこ~りの11\.2 陪ill町家. 1氏い

カラス窓等のある'1'2附ill町家，向いガラス

:f1 ~iのある，:'~2断illUlJ;まに分会長するとともに.

尚塀がli司っている町家々!和胤ill物.及ひ街路

にI(Jiしている政.待合いて宇のその他の町家に

ついても集計している いずれも原型をほぼ

f!f.っているもの.改淀川l主のものをとりあげ

て，小叶 lとしてまとめている 小，;j'2は，(j

似住築明町家や改.iii'町家の合凡小計3はJ.ol

敷刑の和風建物や3隣住町家の合計で.歴史

的胞々とは耐や丸山.地蔵立などを取り 1:げ

たものである。

l肉司21 1から5までのクラフは小計lの町家

と成について榊j此点比を」ム〈したものでで.ある |似凶χ刈l 

2 1 1 で守全~J凋H合r 対認象l範lJ州JI刷Hの '"'J汁r

51は8tJ掛棋i長{が広原lリ}形巴または改3笈主r似tt!リj位立-てで一技勺ており. そ

の内の56¥が比較的住築11代が新しい尚 2階町

家である a 、ドMやむしこiiiり町家は1.473fiAt. 

22，判にすぎない 4つの行政IKで見ると J.J~i 

|メ と伏見rx.です凶やむしこ~より 町家の割合が

多く. '1'点似ては，:'~- 2 11f.~IIIJ家が2/3近くを IJi 

める。同212は持制別の実際の棟数を視覚化

したものである 1'.. '1人 ドの格中の 3[ぎが

多く.伏見[xは訓任地域が2"'f・Ixだけという

こともあるが， Jr'，:ï~に少ない 3区の内では

1::以帆が保全されている町家が多く.より 8

い鵠式である、YWやむしこ込り町家が他の 2

Iメの 2倍以上ある 凶PI(':fj;でマンションなと

への控て替えが進んて'いるとはいえ，またま

た{ム統的町家が多く分市していることがわか

る

2， J;~町家の・J~例調子t

扇町家については多くの品合がなされてい
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るが.ここではm.nが実測した地中の京町家

のうち. 4例をが例的にとりあげる

八， L点臥小川jJ!íり|二 、'f.:/~ 卜.ル 11山家

U，lll家は小川通りにl(iiするIIU11約 7m. 奥行

き14.4mの敷地をもっ小胤肢のむしこ造り町家

である。明治初期の建築と想定される 1陪

は泊り陸を介してみせのま.なかのま.おく

のまがー列に性ぷ .illiり}丘のし却は吹き抜け

止なっているのよは、H科{-と/1¥枯!-.戸袋で

構成され. 2階は低いむしこまど(・部ガラ

ス戸)の典型的な町家の外観である 2階は

ぷのむしこ窓の単が納戸で.その奥は屋根を

I~'S <改造して， 十分な入)II:'~ さのw敷等 2 官

が没けられている

ところで，この小脱悦ではあるが典型的な

必町家は所有者の好.むと J;tXs dj咋の努)]によ

り1980年にボストンの rr供博物館 に移築.

民不されている 子供博物館はウオータフロ

ントの再整備が進む地|メにあか既存のレン

ガ.ilI6階建ての倉伸の内部を改造し，運輸博

物館とともに設置したものである。京町家は

この 3，4階によ:;-(人1.の Tで路築され，ぷの

泊りの両側，向かい側にも町家等のファサー

ドが本格的に再現された dれた f供たちは

ここで本物の点都の町なみを体験できるとM

Jである本5" ~Ifi論釦 2 市写332 子供

博物館の中に再現されたふs1I家 参照

日. 下京戸油小路辿仏光、子下ル 楽家

奈:家のシンボルは何といってもまず. 目奇

1.e"丸 とdかれた大きなJ.iHH付・石-仮である

II1Jじようにりっぱな石歓を仰げていた油小路

御池ト.ルの森島法.Ahl;がマンションに変わっ

てしまった今となっては，楽家のこの若板は

且-ー

i't!長なものである 従来で次にtlにつくのは

1']地に黒で染めぬいたのれんである

さて，秦家は、~ tで卜ー11..11という，!;t、主:

舗で.初代が迅楽でつくった妙柔を近所の人

に分け与えたのがはじまりであったと伝える

ぷ間口は約 511Uて¥このうち 3問、1':は中央に

前述の軒看板を掲げるむしこ:階曾残り l問

、1;は下屋庇付きの、Y家控てとなっている 故

111]の地築が繰り返された勺京のう ち.このJ::

部分が・番 ~ï く ， J乙対;の大火tt't後にillてられ

たものという n たしかに村:， ~t 庇，のれん

かけなどすべての部材が什太く空々としてい

る むしこ窓もJ1ji売りの額縁がお金り回され，

"TtrJさを加えている WtH十j'，(Htx，を支える栄

は以内にまで述し，特妹な杭ノド摘造となって

軒の雫れドがるのを防いでいるのも古い商家

らしい c夫である。

:去の戸口を入るとみせの間であり，ここに

もりっぱな l合ル丸 a のik者般が据えられ.

~机のまわりに結界を説けて典型的な商家の

構えを守っている みせのnuの上問から奥に

進むと玄関前の胞にでる，ここからみせの問

と干行に.:=.1'[:と凹 ~tl:: '1';.のム聞の聞と坪陸が紙

き.みせ部分と付hl部分をUiぷ.つなぎの空

間となっている f:tJ.fは人，ロと八畳のざしき

などで構成され.*~を介して深い緑の庭に Ifli

している。さらにその奥には離れや上威がぶ

けられている。つまり楽家は，いわゆるオモ

テ造り町家のt型地的な千1(1I~!式をよく保って

いる町家ということができる

C. 中京区宮小路姉小路上ル 井山家

御池通りから 一条.illiりにかけての富小路.i!!i

り叶?はノトも伝統的な捕えの町家がよく残っ

ているところである
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その-つ.7b・小路姉小路の東北角の井山家

はtcμ時代に代ャ II~ I-.M内八の名で紅花をT

Ji:く倣ったPllh~ て" '1:¥'小路に1(1)してむしこ込
L

りの i:hlと雌か、.u，:ぷ牧勺た外側の町家である

AHU 1.1 811Uの内， I'~i端の 211U が玄関仁|出て\

この部分は搭ち棋にな勺ている ， 続く 311目、I~

がた;宅部分で外観は細かい、，q品j三と出佑 f-で

陥1&されている 干附子のliiiI(iiには名京の駒

市せがJ立けられている 1 2附は制維をいlした

むしこである 人以似の 1:にはかつて 火の

は，があり， 五山の.ibり火がよく見えたとい

う，この七屈はji:.itiのどんど焼きの11'1後にill

て(1'(されたという。 i:以の北には本瓦nきの

成が続いている 明治時代に辿築されたもの

で，泊りにむかて庇が戊けられ. /1¥絡 jこが取

り付けてあるなど，断はlL'仁風のデザイン

になっている 政のuij((liのこのような扱いは

他のいくつかの町家でも見られるn 終jt技法

の-っと l1えよう。

)1-.111家の、f-L師は丘、い泊り inu と:列のJ，~}奈

川からなるほぽ定式泊りのぷ町家であるが，

台所lulりなどに改jtiを}JIIえ.通J亜lや探光にも

1.人した快適な作まいとなっているr 外観や

陀敷恒lり.庭なとで伝統的な町家の良さを守

りながら，現代U'七としての機能件を満足さ

せるのに成功したすくれた例である

D.中点rxrlh小路辿錦ドル野11家

野11家は油小路に山するIIUしlが約15m，約4

5mの奥行きのある敷地奥ではさらに敷地恥か

約26刷こもなる大型の町家である ぷの内，約

r1lmがむしこ造りの外観て.その脇に長民門

j此の立医と I~G~~の部分が続き.全体としてイ、

忠、必な構成を持っている

むしこ造りの.jb!の部分は元治元年のどん
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且 -ー

ど焼きのIt~(後に tliillされたといわれ.その後

IIIJやJli.次に明治1¥iJ:.に¥!}院が移建され.続

いて茶笥や路地庇などが整備されたという

こうした経過を反映して、ド面は柱筋の食い

迎いがあったりしてやや抱雑ではあるが.上干

厄.絹地庭ーなどが適切に配罰され.奥行きが

ある敷地にも関わらず.明るく.掠やかな11:

まいとなっている なお.野11家文占によれ

ば門院の部分はもと伏見の小堀屋敷にあった

ものを購入したものといい.幅広の床，大胆

な.むほの欄HUなどに~YIEな rl'にも数寄屋の趣

かある 都心にあ勺てゆとりを感じさせる町

家ではある

3. まちなみ長観の変貌

治中においては，近年の地場産業の低迷や

生前環境の忠化等により急激な人口減少と高

齢化が起ζ り.地岐コミュニ.ティも弱体化す

るなe.職付近接のバランスの取れた都市居

件のシステムがjvi地を始めており，町家やこ

れの.i1!なるまちなみi止観が大きく変貌しつつ

ある。これに加えて近年の七地高騰とパフ.ル

経済は 'Il ，:"~Jr1マンションや地 u打こよる空地

を辺、増させ，格中景観をいっそう悪化させた。

ここでは近"1の格中における建築活動を槻観

し試制変貌の尖1~を抱擁する

まず. I~J2 1 7で務中の木造住宅戸数の推

移をはてみよう n データは昭和63年度までで

やや1!日、が.明和431f-からの20年間て戦前の

み~dl '七の 6'，'ilJsj~が安を消し，その分戦後の

ふ.it住宅とJI木造の住宅が噌えているのがわ

かる 特にJトホ冶の仕宅の附加本は大きく.

) 1数ではii民liij木造住吉を上阿る勢いである

J;t都は戦災をほとんど受けなかったことによ

り恥史的文化泣停を時日に受け継いできたが.
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iX-tJlのil::t;の人部分を山めていた町家につい

ては.戦後40if ~余でその多くを失ったわけで

ある

ところで. t;q2 1 8は昭和51年から平成2it:

までの20fl:.IIUの#いl'における住宅延床面積と

人IJの批移を心しているε 格中の人[Jは昭和1

30年明をピークに .t1して減少し続けている

が，この20~F. IIU にお L 、てもが:)20\の減少をみて

いる ヴfこ。のIIUのlふI(JI杭は753}Jm'から911

Jim'へと杓21(~ も .W/)JII している その粘米格中

の・人吋たりの11;:む休Irn杭は23.3mから35.6

ぱへとli，J1:している 実際には宅き家になっ

て前川されていない山宅がかなりあると忠わ

れる IW~. 山ー内の史き家事は昭和63年にお

いて日%を組えている。 これは ~慨には;九、

切れないとし・ても.控設する必要がない住宅

か格'1'で多く:也没されていることをぶすとも

けえる たとえば投fUHのや業m資庄として

のワンルームマンションなどがこれにあたる

その多くが;:1・1学科般本のぎりきりを使う高j同

住物である J;( t.s rbでは "l ，r~J刊の建築計l面lに

ついて・J~仰に川illに公開し，がtìíjの i活し合い

を促す中山Ji1itt築物Mitl¥制度を実施している

が，その状泌をI:i{J21 9で小した 3 全市でのfdi

11¥数は昭和5811み度には376件であったが，その

後地加を紘け.特に附和6111'.泣から急地し，

千1J民jeip立:1こは814件に.i.f!した このうち格中

31xで合:H-285件と35、を占めている 特に中

点iメのJdi11\は多い 。 また • hll出の内，共同住

宅 (!Ji舗やよJtl~/9rと併川も合む)は元年度は

53.2、と"Í'"体の過 T~を山めており，いかにマン

ションが多かったかかわかる J 中1克服の届出

はこのノじ1[1立をピークに減少に転じ，平成3

年度には今rhで495件と昭和59.60年度の水準

にlえっているc この内の共同住宅の比率も平
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畠--

b~2 年度は44.3\. 、1完成3年度は35.8市と下が

バブル経済の時代にJI'，;れこ多くの中 t:~Jr1ill~

っている このように博中はこの地価高騰. る。

物が控z設され.人きく民主IIが変わったのであ

凶21 10西帥におけるぷ観変容の例

向{;~t 託長I ;!rt星空域防i~H忌!1FJ何事者1.宅対日(刊2)

刷'i':63:<i1五皇室字会ft.U量告tp.562 より。

同21 11 洛中における上地利用形態の変化

の例 ー清水量|浦市の中的紘にあける工:j r，W，変化;:I~するLt~

・"r"63Ë.i~23 ~!Sêrtlf会it.iiRHt p-143 

"0で".tn ~LCI':渇・ ，，"_.'O むの

牛 翻

白

一回o 30m 

。〈に格中に.おける;;t制定存のH体例を片}j

L也氏らの研究本6でみてみよう 凶21 10は

内陣のある術1ぎでのB{f干U46年から昭和61年ま

での建て替え.による町なみの変容を描いたも

のである ここではマンション建設ではなく.

1 :として.地I~ 内のいくつかの織元がこれま

で業務，生産活動と'17，!'をIH[家等の低肘ill物

の'1'で併存させていたのを.業務空間の拡大

のために中高/(1のビ‘ルへとillて幹えることに

よって起こった変化を不している。織広によ

る必j同かつ大規悦t(!I般のピルへの建て持えを

'11心に街区全体の形態か大きく変化しており.

jiliり行い、の家並の辿紙nや件処築スケールの

つりあいを破壊していることがわかる

また.洛中における 1:1t!!A'JJIl 形態の変化に

ついて清水準氏が綿官な調作を行った例があ

る本70 この調貨はqり;m{の、子町iillりのやや丙.

条通りと六角iillりにはさまれた生祥学|メの

2fhfX:について. 1960{'~から 19881T の間の1.

地利)1J形態の変化をすべてあとづけたもので

あり，その成果の 部は凶21 11にボされて

いる 同ではこの1mIこill、取りがあった L地

について斜線等の岐路をつけているが.地域

内で耐住や小規模の't業に他われていた敷地

の多くが，敷地のr1t、jtし，拡大とともに業

務ヒ.ルや分譲マンションへと変わっていった

状況がぶされている これまでの担IIfr形のほ

ぼ均質な敷地割りが両側.さらには背割り線

を越える上地所有へと拡大し.その所有臥l曲j

の大小の規慎のえが町家から業務ビル，マン

ションへの建て伴えと他物胤慌の差に直結し，

栴中の"?'問秩序と以制の大きな変容を招いて

いるわけである
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( 2 )栴'11の保全Ilj!J:.Jt・l曲jの検，r-t

これまで述べてきたように.近'tf・-梅中の

眠史的市街地は大きく変わってきた句そして.

その勢L、はζのままでは今後もとどまりそう

になL、。栴中は :111のn然や山麓の文化財集

的地苛:と砂;んでjjl都の魅)Jの中心の←つであ

り.なにより.今も応部の社会経済を文える

1m心そのものである 栴中地域の保全と内生

は今後のが仰の以，fi要品題のーつである

さて.栴q1地域の保全と J(}/I~についてはこ

れまで品々に;命じられてきた。近年は 都心

の間性化 を合い I : ~"柴に.いくつかのビ y ク

・ブ"{']グェクトか進められている 地下鉄東

同級のill，没.御池辿地ド駐ilj);品 ・地下街のill

A.日辿I!I路の地下による都心乗り入れ.

条駅と川被11川辺税仙. I11陰線尚袈化事業な

どがあげられるーたしかにこれらの事業は格

"1の交通機能の強化を1!J心とした市街地整備

に幼民を光州すると巧えられるが，ここでの

城辺である掛けI地域の'1:.1，巧字IIUとしての魅力

の似持とJtl]1'.にはさほど氏献しない。むしろ，

山述.i.ll路や地ト高i・'IU持守は部心部へ自動車を

さらに呼ひ込むことにより，格中の環境魅よJ

を叫するばかりか.ィ、必要な建築投資等を議

づ|しかねない制IJIIIIを持っている

栴tjlのf~~. Jli'l ~には 11 みの大都市てこれ

まで行われてきた凶発指向の ・都市jll出IJ]で

はない J;(都にふさわしいまちづくり手法が

必要である すでにi'j'fl:i1ょ作家協会京都支部

ほか市民クループから I歴史都市点都保令・

JI}'I特別法案 l苛の従来本8があるが.ここで

は現~Jの法llti本系やh&i'il{を踏まえて.栴1(1の

似令. JI}'I ~取を検J してみたい【

1.栴1(1地域の保全再生のまちづくり

。1Jili.fIJ川悦制の強化

94 

対寺中のまちづくりを検Jする助合，幹線沿

道地|ベとその後背部の内部rtJ街地を区分して

考える必要があるe 幹線沿道地似ては慨して

人きな存純明指定で高度地iメ制限も緩い。内

部市街地は幹線沿道地区に比してやや容積率

も刈山地lメ制限も厳しL、。しかし，河原町通，

九九辿，堀川jib-御池辿，四条通.五条通で

閉まれる都心地域の内部Iri街地は，内部では

あってもJJ;.lVi.特約本400、，内皮地区31mの指定

であるつ道路恥iUが・般的に6muij後であるか

ら作積率は実際にはやや低く制限されるが，

それでもqq凶建築物は 1分nJ能であり，控蔽

与をトければ11附住て. 1~1iさ 31mのマンション

も“J能である この過大な~'f容容積率と品さ

か市中のこれまでの伝統的な空間情造と京観

を大きくmねている

もともと.都心部の)I;ì'全容積率400~o!ま単に

用途地域としての商業地域における故低容積

率を適川しているにすぎない s 洛中では犠々

な職柿の庇:tが僚史的に存在しており，昭和

4811"の科杭制にJJ;.づく新用途地域指定におい

て. JIJ.i企ィ、迎合を避けるため従米通りの商業

地域を指与にしたのである 京都では都市の特

判。から科的制になっても ì:~JJt地阪の指定によ

って環境と li制の維持を凶ったが.商業地域

に指定されている初心部では.その容積見合

いのIfjさ制限として尚さ31mまでとしたのであ

る

198111の地|メ..11叫制度の創設により商業地

域であってもfIt科般事の指定は司能であった

し.地(><..11州によらなくても今回の都市計両

訟の改11によってl砲業地域て300、の指定が日I

能となった これによりまず，格中の容積ili

指定と尚j立地1)(.指定を低い水敢に栴とすこと

ダウンゾーニング が必要である。両容積

畠liiio.....ー

ぷを{止って建築される建物の多くが投資1I的

のマンション等であり.人r1の増加や経済の

活性化.コミュニティの強化にほとんど日献

していないことは前述の通りである 基準容

椛や阜市高さを低く押さえて.公共的に特に

必;反なbat党及び都Ih'や地域のまちづくりに氏

献Jj[が，f:jl 、他築・glïぬ~~~については.恨主な審

1t.のJ-.. .定の緩和をうえるという手法の導

入か If~:'.;.1.Iこ検Jすされねばならなt 、。

アメリカにおいてはこのような開発と保全

の調和をめざす誘導手仏ユは，補論で論じてい

るように. 1980il iluirl"ヵ、らサンフランシス

コ等で始まり. I f.I) rliの成長管卑 政策とし

てポストンほか多くの都niで採用されている

(2)良好な，Hi輔の促進

次に. 1こ，氾とi官接に!悶述して.洛中地域に

おいて版史的文化的特性に調如し.手工業等

を合めた多tまな陀業の進j長や都心定住の促進

に効果のある此好な開発計肉や整備計l輔の行

政による民1mや1~1山本来の誘導を凶ることが

必!誌である -ki:脱悦以上の大きな開発利維

が比込まれる1m発，d"[lhlについては，環境や政

制}f~hx l ~.の配I担は吋然として，開発規模に応

じてその 1:に比較的低廉な家賃の住宅供給の

義務づけて?を行う柑とともに.逆に規桟は小

さいが地域社会に以献する 'J~業については補

助や融資写の文銀を行うなどの仕組みを作る

ことが急がれる

また.格中では多くの路地があり.それが

魅力の ・つとなっていること もあるが.それ

によって路地兜の名利化した建物の改築等が

できず.生活環境 l二防災上も問題が生じて

いる これらについて.たとえば表の街路に

IfUしている敷地との共InJ建て替えを促進する

などのJ.λも必要である
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:l)格1(1の伝統的空間秩序の継泳

すでに述べたように.務1(1にこれまで並ん

でいたぶ町家は.必J.化され恥純化された意

l!i:%'{>iとその段かな組み合わせによる外観の

美しさを持ち.昆LIIU形の激地を余すことなく

前川しつつ.これらの{[AI々 の町家がL、かに街

路して illてられようと !l~t、に 1:体することも

他に迷惑をかけることもないというn己完結

刊を持っている これによって格中という官

Ht{~い Ih街地にあっても， tkかな生活文化と

前九あるvj'J長を維持し紘けてきたのである

このような1111:家とこれが抜ぷ1111なみによる伝

統的'1:1l'd扶Jj-.，に学ひ¥その別代的継放を凶る

ことが必生である今 ・4・でにJ;~lro Ihでは 110 

P E ，ihlJj Jのなかで ;応部らしいすまいづく

りjの批進をおげ. r I、ウンングマナー jを

純明していくつかの取り組みを実施している

また ，幽 IIII~':;Wi ill築物に閲する指導要綱 a に

より. -Ii:別段以 l二のill梁，iI"，dljについてプラ

イパシーや11JI((跡保についての誘導Jl5唯の設

定.近隣へのが ùíf'l~1リjの義務づけなどにより

近隣への配1¥旦を促している これらの制度は

.J.eの幼以をえげているが，またまだ側別*

象のら同格にとどまっているといわざるを得ず.

今後栴中の魅刈を保持，発JJ長させるには.治

中の内部rIバJ1地全体について.より l任控的に

手wu扶仰をii'I保するための環境仁;式観 1:の

誘導制j支が必慌て'ある

J1体的には. たとえば.1.:.観地lベの指定に

よるi主張物句の以制話呼か・つのん法である

これまでの氏側の史観地lメは尚さの事実上の

制限と外制デザインの指呼を行ってきたが，

格中においては ハウジングマナー で提案

されている.r綿や勾配出恨，軒ドにあたる i

階部分のJ:，t1(1日後退守Iについて議導基準を設け



るなど.よりきめの細かい指針を設定すべき

であろう。而さについては.前述のようにこ

れまでより低い尚住地t(指定を前提として.

史観地収としての品さ制限は設けず. ー定ICi

さ以|二の.:11尚jについては第3者機関による審

作ぞ必要とするなど以観 lの梢査ができるシ

スァムがふさわしいのではないだろうか

また.栴小における住築，iI'u叫については，

L制j也|メq1u，'jにあたって，.iJ.Qり京観や近隣へ

の配慮中!uその他を盛り込んだ設計趣旨1'}の

従:1¥をよ務止するなど，事業-{'i'，設計者の臼

党を促すイUllみも{i)J*があろう。

いずれにしても.今後の格中における開発

や住集計Ilbjについては.これまで培ってきた

限史文化や宅11別式1fに十分な配慮とこれに伴

うfWl.も合めた!日本的山献を要請する制度が

不IIJ欠であろう。

なお.ill製法準法・による道路斜線制限は通

りの環境保持に ・定の効果を持っているが，

その斜線によって外観デザインが決まる例が

多いなどの不都合もある。また，最近の制限

級平11によって道路境界から挫築物を後退すれ

ばその分斜線制限が緩和されるという基唯が

でき，この過)lJにより敷地前面の建物壁画が

小拙いとなるとともに敷地奥では周辺の町家

を}lする品川、住物か可能となるなどの問題も

あるc さらに. fV~防火地lメにおいては延焼の

おそのある部分を防火構造にしなければなら

ないという縦定により.;止観上不都合な袖I笠

の"党inや軒誕・外Il，fに木材の使用が困難とな

るなど.伝統的デザイン要みを継承すること

が艇しい状悦もある 肋災については格小は

ill路が扶い， ，Ul齢行が多いことなどもあって.

il̂1々のill物だけでなく地域全体として十分な

対慌が必叫であるむこれらを市の条例等で'Ji
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現できるよう， r!~ においても自治体への権限

移読を進める必要がある

1)恥史的;主観資源の保全

今も栴tf'~ ， 1こ多くイr配する伝統的京町家

かlや地厳守;などは.草木の大火などによって

必ずしもJド?おに庁いというものではないが，

栴中の恥史や'1l'i文化の粋を伝えている♂近

代以降の作j乱ill築物や和風建物についても魅

)J的なものが数多くあり，これを合めて地域

の文化財とJえよう。特に地域の文化上， jd

観 1-.必要なものについては 4 般的なまちづく

りF法とは別に適切な保全手段が必要である

uijiAのように;;(郎Itiの 僚史的景観資源に

係る，調査J(、l'成5年 3J~) によれば.治中

には比較的保子rJ.立がよい町家が7.000棟以上弦

されているが.ゑ都市の文化財保護条例て保

仔tlii汗がとられているのはこのうちのごくわ

ずかであり.その他についての保全と継承が

大きなぷ題である

これらの町家等は老桁化による修理や生活

儲式の変化に対応した改装の必要性，固定資

}l"f..税や相続税の of(い負担!などに直面しており.

有統がfιぶまれている。)'j面，今後とも保存

していきたい町家等については，京都市の申l

j立:によって 「守録 し，その修理や改装の相

~~， r務"t，や，;Q:li't宥の紹介，補助金の交付や

融資の斡晶:なとを1rうことが必要であるd ま

た.町家や近代洋j重U!!築等が比較的高密度で

分布している地区については.地区の住民等

の合ぷをi!Jて後述の '慌史的界わい畏観地区

を指定し.よりきめの細かい保全のための土

岐を1.J.(閉すべきである

また.ィ、ずにしてやむなく住て替えをせさ

るを仰なくなった町家守について.その部材

やillH，訓j立などを他の町家所有者等も再活

......... ー

JJJできる 阪史的資材パンク の設置も検討

したt、ものだ。

さらに.現住の税制は 「資産価値d につい

て汀備し法税するシステムであるが，これで

は栴中の r~.~地価の敷地の町家所有者は大きな

説i1f1Jとなる その税に耐えられなくて先却

し，その後に投資目的のマンション等が建設

され栴中の秩)f:を乱している例は多い 税制

はやIより公、l'でなければならないが，治1'11の

町家守のイメするJ散地については，その利用価

僻見合いの I~干価を }部導入するなどにより，

実質的な公ずを尖現すべきであろう。もとよ

か地価は L地利用の実態に見合った合理的

なものでなければならず，投機の対象であっ

てはならない まちづくり計画と地価.税制

が述動.辿批する仕組みが必要である J

2，裕'11における地区レベルの保全再

4のまちづくり計画

(1)まちづくりの理念を求めて

1.では栴'1'地域全般にわたる保全再生の

まちづくりについて冶じたが.港中地域にお

いてもさらに地iメごとに個性があり，特有の

課題がある p 今後は，格中全般にわたる枠組

みを!日j錠としなから，地区ごとの個性や謀題

に対応した保令阿佐;汁両の設定が必要であろ

っd 近m京都においては町ごとに町の 定

tfrにより自主的なまちづくりを進めていたこ

とはすで'に述べたが.近代以降においても最

近までは'~!.I>(やお町内を単位とした密実なコ

ζ ュニティかあり，自治的なまちづくり活動

を1Jってきたョ

M:近の栴'1'における洪水のような中 ，~~i)(1マ

ノションのi!t，没とそれに伴う宅問秩序の破地

に対して. t、くつかの地|ベの住民たちはまち
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づくりの開念を求めて fまちづくり憲章lや

まちづくり立，U 守を提案してきた 表2

1 2のようにlIi内での*例は数多い。これらは

どちらかというとマンション等の建設計画へ

の反対illi動の .l!.1として取り組まれたもので.

その合む形成の手続きや合志のn体的や項.

範IJft I)<.払ttてかに問地無しとはしないが.ま

ちづくりをけ此の了に取り伏そうとする動き

n休は i分"判11ftすべきである むしろ，これ

までこうした従来を受けとめる まちづくり

条例 J'!，.;の制度化をためらってきた京都市の

ね政がむ悦であ勺たといわざるを得ない 3 す

でに ~IIIJ ijliやtlllll1'主似てtでは昭干1156-57年明

に Iまちづくり条例 を制定し，まちづくり

協議会のd定やまちづくり社両策定に対する

助成や立援制度を陀立し成果をあげている

ボ都においても.新しい土地所有者等の権利

にも|分配慮しながら，地[メごとの合理的，

建設的なまちづくりのルール確立に向けた制

度を11121に設問すべきである その中で，地

以什以も巾なる民対ではなく，自分たちの上

地建物守のMp~の将米的活川も踏まえた.権

利と義務にJ;:'づく的舶・なルールができてくる

と思われる

'h丈，すでによ2I 2のまちづくり憲立や古

川等でHlえか提案しているのは.建物商さに

ついては別とすれば，地域環境に留窓し.こ

れにふさわしい辿築デザインであること，風

俗'1;¥.;巴守を掛除すること.マンションについ

ては家肱別であること，人16者が地元自治会

やその~ J ・J~ に多加することて宇，格中のこれま

での定状やU'r問からすればいわば当然のこと

を求めているにすぎないr

2 J地1><，，11曲lと.i!t築協定

このような地l刈Jl(が丘任と自信を持って
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阪1118i1 .両]tl! ;事:!J} r 1民史 n ïb 点 mの i~ ~色 ・ ，'PI'. のために j に 基づさ flì lH乍IJ.

まちづくりのルールを決定した協中の灯例と

して '1 1 ボ肢の御所I'~J に位置する相尾町がある 3

ここは.弘民町.i1ftりに面するけj北2001'1ほど

のIIIJ内で.このほぼItJ端の敷地に1988114)]に

ワンノレームマンション;J十両カサ年ち tヵ、ったこ

とがlI'l接のきっかけとなってまちづくり志な

の策定骨地IX.，H"[d!jの決定.建築協定の締払な

どの川動が起こった。1.11-は>;t都市部i!J"ll耐i

ぷの職nとしてこの地IX.の地IK，d-u尚j案策定に

ついて吋初から関わ 2た。

この地|メでは.従:長からコミュニティ活動

が問先であり. {H~の紡朱は叩かったという

が. iL民の中のリ ーダー憾の 人に弁J性1:が

いたことから地|ズ"Illlij守への進以が比較的う

まくいったものである。地Jじて・はワンルーム

マンションのヒラ配んや行政への張中ち吋のJJi.

対辿動だけでは決ぷ的なH法ではないとして.

村I報を集めて地l凡，十両・建築協定によってm
止することを決めた。 そして，その lìíjに杭Jí~

町をどのような町にしたいのか.どのような

町にしなければならないのかという，願マ!・

11標を定めるこ とが先にあるはずである止し

て， まちづくり沼市 の作成にとりかかっ

たという判Oーその七で地iメ内での何度もの話

し合いと行政との協議を断まえて，地IX."Itd1j 

宋の検川を行い. rliにlis111 ，;十両決定の~'n~lf

を艇/1¥した しかし， 1m r!J ，;j (U1t決定には11.¥'11 

を要することから建築協定の締結にも取りtU

み， 'v h~冗iJ:8)jに協定は成主した 地Ix...II，bj

の決:.i:は、f-/JXA11:3Hである

克hiFI建築協定のfT子

.、vJJ.I<:;i; 11' 8 JJ 15 H JJx ，'1: 
ta.利省49人.O.5ha 

.協定内科
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島ー』

建物JIJ.i主の制限 劇場，映両釘i. 泊芸

場}くは観!弘樹，待合.料理J，l， • キャ

バレー.舞Z出場.倒宅付浴明::tに係

る公衆浴均.U事務所.駐車J;:，~.共

1，，)什'むは.ill築しではならなL、。(1'(

:J~務所.尉'I!以;‘ J~lflJ住吉の うち所
有i.r，.のf1主か付属するものは"J能)

階数，向さ宅 住物の地上階数は 3以

ド. 11止高山さ (暗記を合む)は13m以
ドとする

m1長町地I~ ，，~画の tj- 壬

・平成4)1:3月1211決定 O. 8ha 
.制限内容

1.建築してはならない建築物

( 1 )得出合Xは下宿のJIJ途に供する部

分を存する建築物で地階を除く階

数が3以上のもの

(2)床面積(休，堕Xは)iで lの住).J

としてT(t由iされた部分のl本山舗を

いう )が39断ふ渦であるHriの
数がりゴドの総数の 3分の l以上で

ある共川代官

(3)は別主第 2(12) m第 23Jーから第

tJ ~ナまでに規定するもの

2. 也築物の尚さ 15m以ド (商業地域に

あっては20m以f)

liFJ"lI町の建築協定では，地iメ廿民が丈際に

所イiしている t地， ill物についてはほぼ現状

の規艇や別途の建物はnJ能としながら，地上

げて?により外部の・W!l:.liがより大脱税な住物

やこれまでにない月j途の建物を建てようとす

る場合は，これをィ、"J能とするよう巧みにつ

くられている また，地区，， ~l自l ではこれに加

えてワンルームマンション (fl戸の規股が39

M以下)の排除，建物尚さは近隣商業地岐部

分にあっては15m(品位地位〈の脱定では20mが

uJ能).商業地域部分にあっては20m(尚度地

lメの脱定では31mまでIIJ能〉に制限しているの

であるc 地lメJ画は住築協定とは異なり.京

都市としての都市計l申lであり.都心部におい

てこのような制限の都市計画jが決定された意

誌はきわめて人きい。

次にー条J~ 丸の内.約300mの釜崎町ても相Uì!.

町と I"J怯の也斤の控築協定が" l~il民3年に締鮎

された。共I，'，Ji 1: ~むはすべてのft/.iが45所以し

あること.世物附数は6附以ト¥高さ20m以ド

とすることなどが盛り込まれている。笹川flllJ

はすべて商業地域であるからこの協定内科は

l画期的なものである

このように守まだや例としてはまだ少ない

が.対~'11においても地Ixfllえと行政が協)Jし

て仏統的な~II日秩序と町なみを法的制肢によ

りた'rる取り組lみがなされたのである。

じっさい，地I><.J十l曲iや住築協定は，その決

定内科に様々な!大をこらすことと他のお足

と{.j機的に組み合わせることにより，今後の

洛qlの地区特例:に線ざしたまちづくりを~fLiffi

するしできわめて有効である たとえば，以

ドに小すのはlZ似市の・jl例であるが，地I~. :ij-

画と都市計i曲jjt1路事業守を組み介わせて，伝

統的な町家J;H叫のlヰ現をlχ|ったものである。

彦似IIi本町地|メは俊民お年(1603)彦似城の

築城に併せて， ~~年より械下の町:1，1Jがこの町

から始められたという昨史的に山紡がある地

区である 中州にかかるぶ橋から地iメを縦断

するふ縞辿りは築城吋時の相.uを緋承して約

6mであったため， l¥'s rb引llltj道路本町線として

昭和601rより延.k350mを恥LUl8mに改良するこ

とになったか，阪史的に111緒あるまちなみを

道路持制iによって失わないように まちなみ

景観の内生 守山から民案し，地Jじの針I"Jを

得て現イ1・品業'1'てある

この作業の特色は都1!J..ll山IIill路の移侃JC-沿

道のill築物整仙を・体的に進めていること，

しかも地区DIldlJ制度を駆使して野史的まちな

み民制の再生告側っていることである。Jl体
的には.商業地岐でありながら低肘木造住築

と中心とした付・商槌合の町並みを形成する

ため，建築物の川途を胤俗営業及びこれに額

する)11途を祭IIするとともに， ill築物のザl向

{也前.I:bさ，形態または立匠について細かい

尊敬lこより伝統的な町家の外観を継承・ Jlj.lJl
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するように定めている そしてこれらの修以

下業のために地|メJ向の建築条例の中に特に

助成間前の焼zをぷけている 建物は道路縄

県から 10m以内は 2陪挫てて木造を原則とし

必さ 10mまでに制限してLる 道路から10mを
超える部分については3断建てまで.dさ12
mまでとしている また喰面は 1， 2階部分は

迫路から1m以上. 3階部分は5m以上後退する

ニと として町家の庇が紙く外観を再生すると

ともに.馬jiF均守をuiilrnに設躍する場合は水

型の桝や 1>>，>(を.1.J:;nして町並みの連続性を維

持するとしている このようなきめ細かな~
t~f によってこれまでに沿道の約半数の敷地て
住て持えが進んでおり. IIIJ家のまちなみが再

現されている

法制IIJ，，~ "J .;1 Idll.~ 夢 J;(橋キャッスルロ
ー ド J玄悦I!J..-t、IIIJ地lメまちなみ景観再生・J.
来l より

もっともこの内現されたまちなみは元来ほ

去んどむしこ窓の中 2階建て町家であったも

のが附山のIfω、2階建て町家となり， 2階部

分を栴{} .としているなど伝建地区ほど厳~+a:
な特;えがなされているわけではなく，多少の

i(H11感かある

lニ記のI菅仰の例はやや特殊例であるが.都

IIJ '1'心部において， H，民の合意により歴史的

町妙みの内'1.に取り組んでいること，また，

地|メ.illllll:I.'J肢の新しいuJ能性を具体的に切り

1mし、たという点で刈く J干価できる。

脚 11:

本I I川川本治 rHt史の息づく京都のまちなみ

(:むiI民合忠のまちづくり制度の確立

今後. i'ort，においては住民合立の上て二条

例等に純計づけられた r まちづくり協定 や

民主JL協定』などの作JJxを行政が支援すると

ともに.その内容を尊'Rし.公共事業の実施

にあたっては協定が結ぼれている地区を優先

するなどの怯過t首位をとることが必要である

また，その協定内容の熟度に応じて，法的問

似)Jを11.4めるための地区計画の決定，さらに

はまちづくりの|けH野校?票、に合致した帳々 な公共1

業のt批i作t足進Lを凶ることが望ましい。格中では特

に歴史文化的民側がよく保全されている一部

地域を除いては.住て替えが進んでいくのは

やむを得ない曲がある その建て替えをL、か

にこれまでの'~Im秩序と馴染ませるのか，そ

してその町の将米のストックとなるように誘

導できるかかポイントである。格中の町々は

それそれの側1't，か，肢史的都心という枠の中

で美しいモザイクのように締くまちづくりを

めざしたいものだ

『舵史の町なみ 点都編 P.5 

本2 1:lli.J進 『近 IltJit都町民の形成と展開の過紅に関する史的研究JP. 207~也 日向論文は近

Ilt J;t liIlの町家と町、世みを考察する上で/J、唆に'/;cむ

本3 この1ftは点都 di都市1ft・両局 ・点都の町なみ 祇l剖新橋仏統的建造物群保存地区編 に

itH'iか執下した内符に加草したものである

本4 -;.村作;史 .l;t都 栴'1'の魅ノりと将;長倣 ジュリスト榊刊総介特集~O.27 1982干IJ p. 
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本5 Jit都新UH D{{干115311:6月8日付，記事. 1.1粍アーキテクチュア 1980 4/14 p.90なと

本6 Ji' Hi.i'也.柴川厳 「西陣機業地域における1:地，fIJ川の日開像に関する研究 〈その 2) 

11本位築学会近畿支部研究報告集 (昭和631rl主・)7025 p. 562 

本7it'r 1.1< 1事 Jif都ilJの中心市街地における L地flJ川変化にl却する研究 ι 昭和63年度第23回

11本部t!i;:!・l曲j学会?術研究清文集

本8 飯11] 8百 ・ 1~1 部卒9J 1 I佳史都市京都の保全・ II~/Lのために， p.239 

刈住宅リンケージ 補論で述べているように.サンフラン:ンスコやボストンなど北米の多

くの都 IIJにおいて制度化され， 日本においても*-J;t "'1の f代IJI[x写において実施されて

いる

* 1 0 1~4 郎平~VJ 住吉地をはぐくむ(2) ホ剖l lO~)~.IlIJ "'5 I!J ，，1 1111' J no. 169 p. 63，.._" 
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2 2 鴨東のまちなみ

鴨川の点，*山にかけての鴨巣地域は格外

として位情づけられるか，、ド安時代以前から

の歴史を持つ， J~ Jffiでも占い地域の ーつであ

るr 鴨京地域は応部の時史において.文化，

思想.政治，生活などの l師て ti~な役割lを果

たしてきた こうした歴史を反映して.鴨京

地域にはmJ](， 六波羅，祇凶，岡崎， 占田等

々線々な特色を持つ地域が発展してきたのま

ず，その鴨*の歩みを簡切に{、rili:つ'けてみよ

つ

. ;~ . (1M 

(1川流域は京都の中でもっとも Irtくから人

がHみついた地域の 4 つで，北白)11から岡崎

にかけて縄文遺跡や弥lf.遺跡が点在している c

しかし，京都盆地の本絡的な開発は 5世紀

以降の大院からの渡米系の人々に待たねばな

らない。故初に京都に定住した秦氏は格西を

rj1心として開発を進め，太秦に広隆寺を建て

た。 .}j， 鴨京地域では高麗の 4 氏族である

八坂造が法制寺を建て，八坂社を営んだ。な

お81世紀本には法制キの南東にm水寺が建立

された

都が、jf.安点に移されると鴨*の白川流域は

暦史的に屯;要な{立町を出めるようになる。、手

安京の、ド分はj居間であったため，次第に左点

に人々が集中した，Jr:京の繁栄はやがて鴨川

をわたって鴨東に及び，多くの社寺や貴族の

別業が東山の麓に建設されていった。

白川の清流のほとりにも藤原良Ji， 頼通の

「リ11院が常まれたが， 11世紀本になると白河

天字の法勝寺をはじめ多数の寺院が盛を競い，

院政の政庁もおかれた今IJillJは政治の'-11心と

して強い位置を占め • "-. ~t . (1河">と並び祢

されるようになったのである。
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さて， 12世紀後半，鴨東白川の地に後鳥羽

1:.皐は七条大路を挟んで‘方四町の広大な法住

寺殿を営み，その丙に蓮華王院(三十三間堂)

を建立した 平Il'f盛が政権を提ると法住寺殿

の北lこ続く六被羅がその根拠地に選ばれた

次の鎌倉政権も六波羅に京都守護，ついで探

題をおいた。これらは京都の中心が全く鴨東

地域に移ったことを示すものと言えよう。

・聖と俗 庶民信仰の発展と門前町の形成

ところで，鴨京地域はまた，占代以来民衆

1，:;仰の中心地でもあった。10世紀末にはく市

の型>と呼ばれた空也が六波羅密寺を建立し

同じ頃近くに珍皇寺.念仏寺も建てられた《

ここは占くから人々のjjjf常観を誘う葬地，烏

辺野の入り口にあたり.年に一度精正を迎え

るλ道参りが千年この方今も続けられている

占代末の動乱の進行の中で没落した者も新

興の者も等しく精神的救済を必要としていた

が，鎌倉時代になるとこれに応えて法然や親

鷺，一遍，栄圏などが新しい信仰を起こし，

鴨東地域を舞台に宗教活動を展開した。やが

て東山一帯には知思院や建{て寺， 11寺宗寺院等

が並び立った伶-}j新仏教の浸透に触発され

て旧仏教諸派の寺院も庶民信仰をめざした現

世利佳の与へと変身していった。このような

新11:1仏教の発展につれて社寺は庶民の群参す

るところとなか次第に門前町が形成されて

し、っ t::.。

祇副社の西門前から鴨川にかけはすでに13

世紀の中頃には民家数百戸があった。また至

徳 2年 (1385)には茶屋，禍屋，アメ屋.番

匠，ヤネフキ等のl商人や職人がいたようだ本l

応仁の乱直前の長禄 4年 (1461)には西門前

から鴨川にかけての祇園大路の両側には地口

............._ 

1 -2丈のI荷人や職人の家が並んで・いた本2。

清水寺門前でも南北朝頃より応が並びはじめ，

応水頃にはかなりの数の酒屋があったという

時宗寺院は室町時代，阿弥りで知られる芸術

家やぷ能人の生まれた場所であった今この時

代，多くの社寺の境内では楠々の凡せ物小w
がかけられ，遊kが立つという同:L¥;の娯楽場

であった。

このように中世の鴨東地15{は多くの社、干の

本拠地であると同時に庶民の遊興の場でもあ

るという，まさに型と俗の雫間が重なり合い，

交わる場として特有の歴史的民観を生み出し

ていた

こうした歴史を背広ーに鴨京地域には今も多

くの歴史的まちなみが息つ'いている。関22 

1はその主なものをノ示したものである【八坂神

社 ・円山公園から産寧坂にかけて清水寺の参

治路として発展した産申坂地区，荷台寺と下

河原通りの聞が大正年間に借家街として開発

図22 1 鴨東地域の主な

歴史的まちなみ EDI¥ 
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され，石!Iiや和風の塀が続きしっとりとした

採開試をただよわせる石塀小路地区，鴨の河

}};tで生まれたかぷきとi密接な関係を保って糸

民町として発脱した祇同新借地[3(.挫{:寺の

門!日ijl日Iとして，また旧境内地を開発して建設

された官川町.祇同町It3側のまちなみ，そし

て什輩品のまちとして独特の倒併を持つ新門

前通 J このうち，産管坂地Iズ，祇凶新崎地区

については後述のように，すでに伝住地似に

指定され，まちなみ保存事業が進んでいる 0

{J塀小路地lベについては現作，ボ都diでまち

なみ保存対策品奇が行われており，近い将米，

伝越地区に指定される J~込みである ， 他の地

医についても綿情な調査と地Jじの人々の合立

により.それぞれの特性にふさわしい保存対

策を急ぐ必要がある。

ここでは，以下に産寧坂地Iメ，祇i剖新橋地

区の厩史的まちなみの調査と保存修設につい

て論述する。

_A・冷
~(._ rI:' 



( 1 )産tF坂地|瓦の必1iと保存修以

1 . はじめに

応可f坂地区 とは..*山似 l~f水三 fll の

陀吟f坂から，年以，八J)xの略を経て円山公凶

にヤる-*山山麓の酔史的みちすじを指す。

ふJ[1は.昭和4611 ~から lM1t'.にかけて保全

修j;L;:1"両研究会点山作業クループ本3Jが f*
山八坂地|ベの歴史的環境の保全修民社画 と

して実施した調介止保{f，d lillJ策定の内，ぞlf.者

が~fl 吋した部分をまとめたものである。

iJ1売は産寧坂地悦とその周辺地域について.

その陪史的環境の形成j曲目の調査，地区のぷ

制分析，まちなみを構成する建築の実態調子t.

illX;;の保存立;設A企守を行い.これらをもと

にlL体的な保全修.l.;l.，illlllJを提案した料。

京都市はこの掛金恥*を断まえて，当時喰

仙を進めていた か都Ihrh街地鼠観条例」に

よる独自のまちなみ保存制度である"特別保

ノト修;立地区"に指定することを地元自治会等

に民案した。その後の粘り強い話し合いと品

何により地~の笹川を1!} て，附和47年9月に地

|汽指定を行ったc >;t IIsで'はじめての具体的な

まちなみ保存施策がスタートしたのである

2. ~寧取地lメの Ji観分析

斤市街地の以観形成

この地区は京都盆地でももっとも早く聞け

た地域の-つであり.、l''(i J;t以前からの多く

の文化遺産が集積し.特色ある慌史的環境を

形成している rh街地の形成について陀地割IJ

川部杓成の明治20年の地凶. Jil都市土木l心部

rli ，~I・ i曲i記長作成の大 JI 2fl~初版で大正1I年及び昭

和28句改日Iのt3000地凶.さらに現在の地闘

を中ね合わせ什成したのが凶222 市街化進

行凶である これによればw水ゐ=参道.庇tF

坂トから .11散にかけて .旬以ドの内側.
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及ひ八以神社市門から八ぬの院にかけての下

M JJ;t.iInり沿い等は明治20年以前から聞けてい

たrli街地である。その後大11.はじめには 4 年

以トの点側，石塀小路の太郎分等が市街地化

されているu そして大d後期にはほとんどの

区域が市街化を終えていることがわかる 大

正則の市街化は，都心部からのスプロールと

して借家群，ついで邸宅胤住民の建設が進ん

だもので，都心部と IliJ様に町家その他の伝統

的建築がぎっしりと軒を並べる対観が形成さ

れた。

(③産寧坂地!メのJd復Jl特質と地域区分

この地域の長観の特色は次のようにまとめ

られる。すなわち，

1 .予安京以前からの怖を史が重畳している地

域として，八坂の陪， lfJ台寺をはじめ多

くの社寺やつつましやかではあるが点都

らしい密度濃いデザインの民家でまちな

みが構成され，美しい瓦尾根が並A、歴史

的長観を保持している。

2.点山を背ii-に，また-*山に包まれて緑な

す樹木に'畠・んでいる。

3. 山麓に位置し，地}~に合わせて町ができ

ていて，坂や屈曲が多いp

地形的に言えば南から北へ，東から西へ低

くなり.その向低差はどちらも約20mである

陀寧坂地区は;立制のまとまり.地形の変化

などから次のようにA.から11.の医域に分ける

ことができる。 凶223 .:;::観区域分凶

A. rx域 清水寺参道から席中身~ Fの興正寺参

JJ!まで

この区域の両側は(11ザ・入時尾の建物

に始まって，品 開寺町家のみやげ物防''!j

が坂に沿って並んでいる 肉22 5産市

以の鼠・観(立山凶)

a・--

坂下ではむしこ.i1i'り町家の建物が多い

この区域のた:制を興A与参道あたりから

見上げると t ;;(瓦のk{f.Iiがlf:を見せなが

ら!}i畳してうねりながら.卜.っていく )J強

い長観を比ることができる 坂のmにあ

る来迎院の人件民民棋は効果的なアイス

トップとなっている

s. r九域興正午参道から.if坂丙まで

西側のまちなみは Lにみやげ物防て立の

むしこ造・り IIIJ家と'，1).JTJ 1 J: 1:;の品 2階町家

が、並んでいる *の山側は邸宅胤の家、時

で，上塀やj:f..m小舵十1"き仮塀.数寄以門

などが道沿いに悦び.その内側に見越し

の松等の樹木があり.その奥に和風住宅

が見える。

C.区域 て年坂凶及び以下

この区域では|出LI 2 I出以下の町家が並

んでいる これはかつて大地割りてあっ

た土地に大正時代に借家併を建設したも

のであるが.これまでの町家様式をその

まま踏襲するのではなく，数寄屋のデザ

イン要素を取り人れ付加価値を尚めてい

る(変形町家仏式)。窓.手すり.J_1袋.

1占舗の飾り窓， ii日IIなどはいずれも細か

なデザインと細工が胞されており. 2階

は 1 階より ~~IIU ないしは l 問セットパッ

クし，寄せ株や人件J~. H.. ~R となっている

また，辿りに対して 2附の煉を451直ふっ

たもの f .. i1取の内のif物では勾配にあ

わせて 3戸ほどが・体的にデザインされ

ているものなとがあり，興味が尽きない

この地域は開発行とこれに悦わった大 L

のいわば 地域，没，11' の立九を感じとる

ことカ〈できる

D. fx域 護国神社参道7(礼、とその周辺
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議同神n宰.il!沿いには.やはり扶いnu

rJの借家として巡られた特色のある建物

か、怯んでいる ほとんどが咋m住宅とし

てつく'?れたもので. I I軒は 1'.牲に:H窓

柿子やド地窓j此の1m11 :'¥'11. 2階はガラス

窓の[i"!1りに制紙のようにiRをぞり [IIJして

いる これを変形町家11ル;紘式と呼んで

いる。

E. Iメ域向台午J七I"J.iJJiり

ここは山台、干の峠1I{Jl!rであったところ

であるか.現イcはJf，:lifl. 茶Jr!i.旅館.み

やげ物T~. i1:'むがHL{Cしている. しかし.

その多くは I:~J(をめぐらし}立に樹木を

揃え，部ちついた持IJfJxi.を伝えている

ド.1><:域 rr~介午Jt. pIJ から I'Y ~ J}ゐまで

この I)~域は0'む，旅舵，料l!Rhl. J島本

などがi1~Ú しているか，いずれもサ t ご

との敷地は比較的人きく.fU風邸宅，，:t
.i}き産品!の内行J/u;なとがあり. fll山公凶

を搾えて緑13.かな治ちついた邸主1!rを形

成している

G.Iメ域 てff以内から八取の時の西まで

二年取の Lのイlりのi邑を内にたどると

道はゆるやかにトりつつ布にうねって八

坂の塔に近づく 。向側の建物は純々の株

式のものかあり. f以イn立は必ずしも良く

ない 八!取の時のよeドは 10数メートル1(j

のィ742の11、脱がある 組しみやすい大き

さの広場であるか，ときおり買い物の i

財が通ったり.制光存が丘ち止まったり

するたけて必ずしも人必りは多くない

むしろ. 中やバイクの交llfJ11場となって

いる

1I.lx域 八坂JJt111サliiJより Jt.へi進国神社参i註

まて及ひ参退から*へ山台年北門通りまて



，i!ilq 神社参道までは V~t 、道路の，.IJj側に

山・2惜の町家， fll)致i邸宅， 数寄J.¥Uilli袋町{

などが砂んでいる。参j且からlfbft 午~t門

までは.品ft年の111参.ili:もfrめてややjム

い.ili:路空IIUの両側ド与院がならんでいる

3. 政吟f取地iえの保イメ特以，:1'11111

G似イf・修;ilの探題

ところで， I..J8.}にねった代以の保{i怠識"持

合によれば. 11!(の92'¥，が何らかの忠味でこの

地lベをJ;i都らしいと1).えており.その京都ら

しさについて.伐すべきと成したいとをあわ

せると9仇の人か賛成している また，建物の

保存ん法としては内部まで残すが10¥. 外側の

み伐すが旬、とはっている、イ~ ，d~で88\の{t比

か何らかの形で建物をはすことに質成 してい

るわけである また.什iえは、1'1地似の現境を

向くれ師し，その維持た!廷の込欲も|分持っ

ている さらに保{{J止の良い家ほど生活に対

する渦J.[_J立が山いこと.保有，Q、品がI:'~ ~ 、こと

などもlリlらかになっている*5

このようなれl(立品のもと • )t'[ '~i lJx地bくて

は風足あるtJlItが伝えられてきた その長制

1説家となっている I，')や培， 言}石4・::.(~'家の

たたずまい， 0.1も民悦. (~樹木. (!i;糸j占.G

みやげ物J占などが"ijt都らしい"ととらえら

れてきたのここでは.これらのひとつひとつ

かそこに続けられてきた京都の'E.tbf J・ t~から

'1まれたデザインを持ち.デザインの?創立が

11bいとI..J時に， 全体として山{にからわにく kい

市史的mみ唱ねを感しさせ. n然jJ(制とも，湖

和した日のIfbさを持っている

さらに.点都らしいものとしてつけ加えて

おかねばならないのは. '1' ItUの使いんのIHJ凶

である。この地似ては. UiJ.d!のように. {ム統
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的な建築に人々が誇りを持って{Iみ続けてお

り.ここをJれる人もl'Illlにまちなみの散廷

を来しんでいる すなわちここでは家惟みフ

アサートか接触Illiとも緩衝耐ともなって11:む

人.訪れる人か'1-'HUを i体的に共有している

ここにi1んでいる人と，JJれる人とが?仰を見

・Fに利川し， }t.る.nとはられる li'， {I:むこと

と来しむことの共有現象により・極の周想的

な夜間のありんを感じさせるのである

しかし.調査、1'1時すでに伝統的な住築物の

修郎.が↑分行われていないもの，J占舗せへの

改装にともなって伝統的な外観が失われつつ

あるもの.まちなみと必和しないRC~へ建

て併えられたもの，駐qi場の新設や却11.~l<によ

る;it観:11.'，化等が起こっており，適切な保存修

以計画か必要とされていたn

この地域の保イ/修ぷ"111l!jとして第 lにa重要

なのは，この地岐における長い惟史の悩み主

ねをイメージできるようにすることである

踊・かにこの地域は八駄仏観寺b!?や高台、ら等の

付JSやつつましやかではあるが点都らしい官

民濃いデザインの家々が残されているが，全

体としては近札以後の;jt観か中心となってお

り，それ以前の歴史を.i!l体験する場としての

佃dlQはまだト分発掬されていない。たとえは

法制，~:， f~'・6台守等の J~な寺院の境内は大乱

分が:人われ，また京観的なまとまりにも欠け

ている これらについて点細な品企とこれに

J.Lづく以制整備が必援であるつ

第之に家並みファサードの保全，守主舗が必

2.tである

第 3に地区今体のぷ観整備が必要である

日体的には道路や広場の泣観1.の盤偽.屯封

鎖の整111'や地'1 1化.~外広 it;物の規制・誘導

などである。

.............. 

第2の家並みの保{r特段については， 伝

統様式の指定jj式 a を!!l;来している J これは.

'!f:電等におけるまちなみの御JJ;iJi式.*楽)j

式とは央なる保ι修 J~ y-.法である 主屯では

街道に凶iしたむ:物の内.明治以降に改込され

ているものについては， 1 断はよの ・ m5~m5

分.二階は T~UUの縁側部分を品本期の療に&

1);(することをJJ;tWJとしている ぬ原部分は1¥

要文化財などの修理にも似たかなり雌怖な保

{r.子法をとっているわけである ζ れに対し

て京都では(則的以降，大Jf'昭和初期に挫

てられた建物でも.それが成町家の仏統をづ|

く外観仏式であれば，それをそのまま修用し，

すでに仏統的外観が崩れている建物，モルタ

ルゆりなどの令く新しい株式の控物は伝統的

外観様式モデルにしたがって外観を修;えする

という.やや柔軟な手仏を従来したc 主活を

ぬbR17式と呼ぶならボ都は修得L}iA，と.，えよ

う本6

外観位式モデルとしては())むしこ込り町家

保式凶22 6，ゆ平家建て町家様式.ゆ本 2

階i.ttて町家様式. 1変符)IDJ・家tk式 i刈22 7， 

5ノ数寄~，胤様式.JD平11 J!~邸宅~A の 6 つの基

本J~にそのバリエーションを加えて 12神のタ

イプを抽出し， fft奨株式としてまとめた本7

次に{試作修i止の進めんとして.ここでは議

4'/， )i式を提案している 再び Jt従と比較する

なら.安市では榊々の保ι整備 c:p:は Il~ やりiT!

の補助を受けて I~J本的町の r ;J~ ;t . として行

われている 町か保作I.:JLM魚家屋の選定に

ついてHlX:らと協議しながら決定し，ワ1・J主-ti

・専門家の指導・協}Jを得ながら， V;t JlIJとし

て全額公費によって肱[している したがっ

て所有高守への鮮貨の補助制度はない 3 京都

では妻~のような ・J~ ;t Ji式はとらず，i]!
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物のliJrイf什等がnら修.f，lJlや改造を希中する均

合をとらえて."iがその外観デザインについ

て. utr iAの伝統的外観保式モデルに基づいて

t行場・助，7し.粁岱の・却を補助するシステ

ムを世主したr，JJ.;m.がiH.t:Ji式によって計陣l

的にまちなみをro:JJ;iしていくのにお!し! J;t K1l 

は従米のまちづくりのテノボに介わせた議導

ん式を採ることにしたわけである

:!)地J或;止観の保{i.修:;t'r~f '向

-僚史的環境の似{rJ立

さて，第!とあ 3のぷ却は伽i々 のill物の保

ι修鼠ではなく. もう少し大きな地域J;lIIIの

整仙に|則わる 似 (f 修 J;~" 111句の¥'r;去にあたっ

ては現状の以制評価が必涯であるが.ここで

は，家起の似{[.JSt，こ対応して 舵史的思墳の

f~ {f度 手紙~u.tした。これはIt許史的反制か賄

保されている状記とその{両前か卜分'jニかされ

ているかとうかを総合的に判断し.設定する

ものである。以トにその慨要と布院を対象に

ll体伊iを小した

.H体的nl京

阪史的環境の保イ/度の検討にJJ，;づき.ji観

f許制il が必要な{問 19r. 民側幣備が特に対~*的な

白山を選ひ11体的な提案を行った。その第 l

は公共的?問の修J;t整備"I'IIIIJである m2は

地岐民観のヴィスタ(泊以)ポイントとなる

筒19rの修Jif主'備u!i1!ljである

公共的'，}:IIUの修氏整備irl'l曲jについては凶2

2 8で視要を'1'すP 凶て〆l'すように産ψ駄地iべ

には産市~から八駄の時. '. fJ=政ド地iメには

すでに，tJむの敷山てすrの内tli用によりイJ1'::道と

なっている これを尚介，'1'I日参i!1や高台、予北

門泊りにも延長し，地lメ今体としてlj_，きやす

い，味わい深い散策路?聞を整備したい 石

作の千警備にあわせて桜並木の4整備，既，没駐車



府史的環境の保存度

l保存度 会 状 皐 上 対 策 ↓ 明義主例
l 京観亦まく保苓されでお 現荻薙存主基本:とする 一同宿院一

1 Iりその価値がほぞ十分生か が.さらに新しい価値のJ

されているもの 発見に努め，それを生か 2

す9 一一一_j_E観が手や荒れてL、た可 品酪，既存而を芝f::I ;¥坂庚申立，
2 1保全されていてもその価値現状を修長し，その価値 l興正寺，月真院，

が十分にJt:_かされていない を生かす適切な手段を講 l荷台寺，春光院
iじる i 

市が司、なり破廓肝伴調査Iこょっ苛b庶民前 一
3 1し、たり，すでに失われてい価値を発掘し，再評価し

て，その価値が生かされて て，その閥復のための適

いないもの 」旦主手段笠主主主

場等の公国化なども提案している。

ヴィスタ・ポイン卜の修長整備については

次の 6カ所について検社を行った。

a.八坂の塔周辺 φ地点

b.八坂の略前通り ③地点

c. ，¥'Gfi寺北門通り ゅ地点

d. ，1'盛岡1-lt社参道 。〉地点

c・一年以下

f.産車坂

⑤地点

(⑤地点

a. 1.去観 N=は占い歴史を持つ寺院であるが，

今では八坂の塔といくつかの小堂を持つにす

ぎなし、。寺の陪史や規模，構成等の研究が急

がれるが，ここでは当面の修良計両を示した。

院は現住木柵で阻まれ，拝観客以外は近寄る

ことができない令また，培の両側の石住の広

場は却しみやすいlぶさを持っているにも関わ

らず.略を眺め味わう場としての価値が生か

されていない ここでは，木柵の撤去と緑化，

広場周りの家並の整備，日動中の乗り人れ禁

止などによって椛周辺の空間の活性化をめざ

しfこ3

c. tヌ.122 9. d. 同22 10 て。は石川:追

を 1年坂から円山公凶まで延長すること，護

i司神社参道を a 剖I{，~ .¥'::.illとして修氏すること.
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及びこれらに沿って桜を植え，かつての桜の名

所としての復活をめざした。

1. 小結今後の課題

前述のように昭和47年に産寧坂地区は特別

保全修景地区に指定されて町なみ保存事業が

始められ，昭和5l年には文化財保護法の改正

により創設された伝統的建造物群保存地区に

竜ねて指定され，以来数多くの修理修民事業

が進められ，歴史的まちなみの風趣は 4 届I旬

まってきた。 しかし，この間多くの課題も明

らかになってきた。町なみ保存のための建築

基準法の緩和の諜題，補助金・説制の課題と

いった伝建地区共通の課題のほか，産寧坂地

区では特に 1.周辺地区の封観保全の問題，

2. 公共空間の民観整備の諜題が大きいc

第 lの周辺地区の長観保全については，産

第坂{云建地区の指定範囲が街路に沿ってその

両側20mまでを原則としているため.その周辺

で中岡建物が建築されると直に望見されるこ

とがあることである。{ζ悠地区の東側は風致

地区.古都保存特別地区に指定され，他物I古

さはh立大でも 1勾さ 15mに制限されているが.f五

II地lベの-*側は美観地1::>(2樋地域で両さ20mま

での控物が持容されている 'J~実，伝控地区

.............__ 

の近傍地l.x:で過去に何度もマンション.;1副τ三

があり，地点の反対により中止になった例が

ある また，実際，最近円徳院の西側， -li塀

小路の北側で高さ20mのマンションができ.地

区内から望見される 幸い，美観地区による

最観指導により，和風感のある. n立たない

色彩の外観となっているが，今後.美観地区

の制限強化とともに伝建地区の拡大等が検，jt

される必要があろう。

第2の公共空間の泉観整備については，本

項でも修;設計画として提案しているが，これ
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までには -部のイ1位道の延長以外は進んでい

ない。屯線の地中化，道路舗装の改良や街路

樹.街路灯等の整備が必要である 向台寺北

門通り，議|国神社参道の ・部については現在.

行政で地元や学識-(i'を交えて整備，tll向を検討

中であり， その粘*に)~づいて't'.:J，、なおr--が

望まれる

いずれにしても，まちなみ保存下業が始ま

って以来初年余を経過しており，この聞の成

果と課題についての総合的な検川や見n'iしが

必要となっている
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( 2 ) 祇刷新橋地 lベの :Ji~ -ft と保存修;;{

J. はじめに

祇刷新情地lベにおいて， ofi 干II .~8 if: 7 J:l ，伝統

的なお~l:I~が軒を並べている新情通りの中心

古11で .1 附挫てのピル建設計IlIljが I~J らかになっ

たH これに対して地iメの人々から民対i!日bが

起こり， ζれはさらにまちなみ保存運動へと

発展した 1) J;(都，11はこれに制極的に対応し.

緊急にまちなみ保作対策調合:を11':1品jし J;l人

似(l修J;t，;1'11111 Mf究会にまちなみの綿密な調介

と保全修;;tJI'llbじ本の策定を妥止したー本論は

その調布のうち， )fモ-/'í-の 111• 吋部分をまとめた

ものである

Ji(都 diはこの，J'~食品占*をも とに l昭和49年7J 1. 

祇闘新崎地iメを l 特別保全修.;~地 1X: に指定

し.まちなみi民全施策を開始した その後昭

和51"1:には文化財保護法による仏統的建造物

m保イf地1)(に指定し， [1iJの補助も受けながら

務時悼むt;J~業やイ-d~の樫仙'1íを進めている

2.祇困地rx:の歴史的特性

(1) 祇凶町 lのj点、工と展開

• V4条例b;{のにぎわい

鎌iI時代から宅mJ，五:1.桃山時代にかけて

泉山沿いに多くの社布か例illされ.また彼興

されたn ニうした付与は現111，fIJ fr主などを願う

庶民のい仰の制であったが. しだいに境内で

柚々の興行がもよおされ， 1") uijに茶胞が軒を

並べるなど， J.I!，L¥;の娯来の場ともなっていっ

た。

同じtj{，鴨のかJJJ;iもW.Kの強い関心を止め

ていた。鴨川はt'I i可院か人ト.イ、州立のー"つ

に数えたように氾慌を繰り返し.M }，Ciはその

f![に大きく棋fnを変えた 州条純子の尚*に

控つめやみ地説は市くは ~IJ11'，み地蔵と Jわれ.

11 ~ 

J.f!.民がここで洪水をもたらす耐が止むことを

刷ったものである この洪水の危険に:なにさ

らされていた坑れ地にも山{にふより賎民の系

3を引くおや. JJt屯なる動乱の'11て没議しイく

却の地を求めて流れてきたおたちが住みおーい

たやがて彼らの中から iUJ JJ;t創IIr.丸や

山水iu日~;i1'i' J と呼ばれる J， L家や造閣の~'J.

門家なども 'I~まれた また，雑ぷて身を也て

る若も少なくなかった。彼らこそ111IL!:民衆ニ

能の主役であった今彼らは"附l日¥11聞i瑚日t向削帥|リ市liとして路刊

をめぐり.また社寺やiuJJ)Hでの勧進興行でrn

事"猿来をち~した， 河原での勧進興行は中世

を.i!!iじてしばしば行われたが，四条例原が興

業地としてはじめて名を山すのは良干n5 1f 

(1349)である この四条結集慌のための勧

進国来はi'i股男女が参集し.延べ249間の桟教

が河原に説けられたほどであった、

度長 8il:(1603)， 1 出:ム:の阿 Il~ Jとその

少巨はJi¥ik踊りに異風.:Rねiの かぶき1i

と当時次第におこってきた糸対逝ひの風俗を

取り入れて，民衆の入試をさらっていた。か

ぶき踊りのはじめである。庇.k13年 (1608)

になると六条 .筋町の美貌と能去の遊女達か

踊る遊文かぶきが四条河原で始まった かふ

きの出現によって開条例涼は)1;常ににぎわい

はじめ，かぶきJ之・討のほか人形浄瑚璃の小村

や犬のi曲L，料業.4技場.珍臥珍烏の見iけ

物が並んだ本8

全国的にij波乱が相次ぎ，殺伐たる社会柿勢

の中で従*与えられていた正、1'1な"'-.常設的

なものよりlJ新しいもの，突11をなものにより

強い価!のを見いだしていた、河時の庶民にとっ

て.かぶきやその他の見11~物は強いあこがれ

の対象であり，また十分H合心を満足させて

くれるものであったに違いなL、。こうして附

............__ 

条例}J;[は民衆のエネルギーが噴き出し.交流

しあう，まさに"広場"として機能するよう

になったのである I 州条河原凶 ， など ~Ií O.f 

の風俗l析はそのにぎわいぶりをよく伝えてい

る。

-祇国外/，IOJと祇園内六日IJ

ところで.祇同社門前は先に見たように応

仁の乱以前に鴨川べりまで人家が並んでいた

が.U，，(の乱によって焼亡し，以後は的坊や

社人のか}宅，良家が点々とするだけで，祇l剖

村と呼ばれていた。ところがJじ和頃(1615-

1624 )より四条通りに山.して水茶屋と呼ばれ

る糸j占がぽつぽつとでき始めていた。Jfr.此、tn
(1652-1655)には祇凶のほか八坂， h'f /j(. 

北野の水茶尿に茶立kをおくことが汗されて

L、fこ

四条河似のかぷきは逝ムかぶきから若来か

ぶき，そしてII<J，G;eJf(1652)には野郎かぶ

きへと}[~を変えた n これにつれて内容も次第

に舞踊から劇へと転化し，役有も容色よりも

技去が'R~制されるようになった刈。 }~文の

はじめ.かぶきはいったん興業禁止となった

がまもなく彼興し，元誌の以様期に向かつて

急速な発JJiの途をたどった。

かぶき，I}興とちょうとIIIJじ頃，鴨川の'1句作

の築挺[・J~の進行とともに大和大路に沿って

川端町，中之町.東イヲ包町. 一十一関町，1(k. 

盤町.弁財太町のいわゆる祇同外六町の開発

が始まり，ここに茶屋の I;:~.Xが持された。 こ

れらの糸何は再興されたかぶき芝居と堅く払

ばれ，名実ともに芝居町の以制を呈した 品

中格外側(寂光院蔵)や延:iUl年 (1676)の

f東山凶 lには四条通り，大和大路に 6つの

芝居が向く{f.lを kげ.その制りにびっしり糸

屋が集まっている様子が拙かれている
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やがて，E f.I~ 2年 (1712)になると祇同制で

あった人和人路氏側広小路の開発が許され.

'r;c II<町.本山町.tJt本町.JGJJ町.橋本町.

林ド回jの祇!吋内次回jがill，;立された判O。よしず

怯りのIj(茶

起がわずかにすL ひ，後は知魁院ùíJまで~IUがJl、

がるばかりであった人干[J人路の*側も.この

時から *h{m.rとしての~，みを始めたのである

こうして紙|輔の範域は弘人の ・途をたどり.

芝}~の党以と共に繁栄していった。 近 l" t[ 1則

と推定される 祇凶社制(1:家l材料 1Jによれば

祇園新地の道路はすで司にIJl(EとほぼIriJじであ

り，また1.地lが細分割lされていることからお

茶屋守の他物が建てi'fなっていた掠子がうか

がわれる

-祇闘の繁栄

ところで.以都において遊中.が発生したの

は宰mj" 戦II~19]で. ドポJi.条*制院付近にあ

ったという。jpEt，の時札には :条柳町におか

れていたが臨長年間に品的の命により六条 三

筋町に修され，さらに克，}く171f(1640)には

市中から辿く離れた朱昔、野へと追いやられた

丙新以敷進'ILいわゆるJ:1j仰のはじめである

島原は7rJ i時代のはじめ.上1(1町衆や公家ili

の社交サロンとなっていた jじ砧頃にはM:悦

朗を迎えたが"その後次第に災え， 18 1!t-糸~，.k

頃には比る影もない有り憾であった判2 これ

に対し，品附，;;t祇同などの新地の金延を触し

く規制し品川lを保護した ，すなわち181L!:紀'[1

頃から本にかけて営業祭11.と取り締まりを繰

り返し，すべ・ての新地を，1;:jJJ~の点配下におい

た判3-しかしこれらの抑制策も効無く.祇刷

新地はますます繁栄の度を加え，寛政切には

ぐ 凹牲は合欄鍛 fにて~l( り，体は42を止め入

鷲織にて包み.天井は)j(品を合せ天井にして，



Jj<をたたえ金魚を政し，障子は61Hこを以て阿

}jは弘えて内は見ぬように貯え.珍膳珍味持

14し・・・本14>とJうほどであったという

祇t:dの繁栄はその後も続き.天保11年 (18 

40)1こは祇凶・4i;・は 二階建ての糸民等がひっし

りと illち位ぷ盛泌をぶしていた また， Jじ治

Jじ11:(1864)に:BJ散された I化格名勝国会

には， (1川にI師して.断建ての茶屋が並んで

いる仏 fかM，かれている( Ixl2 1 14 

大似の改，1(1. による ti;~・:t祭止と元治 2 年 (18

65 )の人火によって祇闘は大きな打撃を受け

た。 しかし.当usIIt1u騒然とする中で勤王の

ぷ 1:-など多くの人々がり{に!kまり.祇闘に出

入りする人数か;品川したことなどによってす

く抱興することができた 2年後の慶応3年

にはぷllr.， I~ 肢が合計千人を超えるという，

Miまって以米の脱肢となったp そして同年.

11/1大した粁済}Jを1'fUに他の新地とともに語

的に揃い 11\ て.無1l~限.無制限の営業許可を

iリた。

(2)祇i材の近代

'!A紅場の成、z
l則的~Jr政的のもと，新たに成江した京都府

は比政に次々と改小を行っていった勺祇闘を

hhめとする進mに対する統制にも新機軸が打

ちtl¥された。まずl則的 3苛にはこれまで名Il

的に仏以が全准引を支配していた制度を改め.

町制lを111.枇に的が免Jをうえることにした

続t、て政府は明治 511 :，ヱ~tn妓解政令を公布

し.准久のfl'1ーが公前政と借金の無効を立ti

した。これはliiJ1ドのいわゆる脱民解放令とと

もに肘辿制ドにIF迫されていた人々の人権[11)

砲を法的に保附したもので大きな芯:義を持っ

ている e しかしこれは外Iqに対する対面が第

・とされ.実目的な幼*はほとんどなかった
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とも，?われる

さて IりJifi 6 11 ~，祇闘でも読み書き，裁縫

ほか型茶，養蚕，機械，染色等の技術を教え

る糾J，t:.r 'J 1 江会 ~l:が役立され，芸舞妓はみな

ここで城北を受けることになった t知令に

よってillf.:H:， 法采院守から府が没収した18，

500!'Y.の払い卜げを受け，ここに花見小路など

の道路を聞き.市い寺院の建物を歌舞練場，

製茶IL;，長女場などに転用し，また竹薮を切

り Im~ 、て糸|岨，桑闘， ~包凶にしたという 。 知i

k11也会社は溜 711'.に八政kH場と改称され，

以後iE舞肢の学校教斤機関として続き，現&

は 八n足立;車1.場っさ凶 !として歌舞奇曲はもと

より教/i:-般も教授されている

-点舞と都踊り

lリJrri 5年3JJ，祇闘で都踊りが始まった

J;C都の近代化の促進策の・っとして開催され

た j忠都博覧会 |の付博覧の-っとして，京

都府参*僻村J}lI'iが推進したもので，祇園新

地松の似のjあで公演されたヲ当時点争の舞踊界

は篠五抵抗が椛んであったが井上・流の舞も謀本

明から次第に勢)Jを広めていた。井上流は従

来の地別舞にr'l拍子の風栴を加え，人形浄瑠

璃や能の所作をも取り入れて完成されたもの

とパわれる 抑制りを始めるにあたってその

振り付けから蹴出までを ー世井上八千代が担

吋しこれを般に祇闘の舞踊は井上読が独占・

するようになった

さて人労のぷ舞肢が舞台で群舞する都踊り

は河初よりJI'，:止な人礼を博した これまでお

茶庄の昨敷など扶い均所で限られた人々だけ

に来しまれてきた祇l輔の芸能が新しい可能性

をはいだしたのである 以後都踊りは博覧会

の呼び物として11.1:1111続けられる 一方.博覧会

とは別例に1t，t{I桜花満開の11手節には必ず開催

畠~

されることとなった叫5。祇聞の芸能は厳絡な

修練によって，:':jl 、計{耐を f~ ち続け.都踊りは

点の#を彩る年中jr*となっている

1 J 祇I~の伝統と制緒

ところで.祇闘が進興の地として栄え始め

た近111初期には，む161に公詐の遊里がおかれ.

J:附のIBH設などが:1¥人りしていた そのころ，

山似にはかく州制値との交友で知られる占野ム

大をはじめとして川庄で多彩な主と教義を身

につけた逝 kがおり，彼kたちを(11't[.ちに白

山!は Uf(i町栄たちの山級文化サロンとしてlHJ

けていたn 立 'Ì< の凶の、，'f.~ì:.や茶 ・ 和歌 ・ 能な

どにみられるtJrしい動きは，これらのサロン

を 'つの基盤として起こったと Jわれる や

がて Jl:砧の引になると衣食住の全般的な向上

とともに.これらの文化は f芸事 として・

般町人の中にまで民透してくる 彼らにとっ

て心中はレヅャーであるとともに社交上必須

の教養であり， ~正午であった 。 町人の文化を

基軸に判化して洗練し，伝統的な貴族文化や.

さらに式家丈化をも l吸収し，それらを交流さ

せることによって}JX江した独自の京都文化で

あった。 そして遊'JlのQn~能，美を尽くした

凋}立や装飾.ぷ{広なd民法などは町人文化の・

つの凶点とされ，汗 111，'，'1. [-やゆi留璃.歌舞伎

といった件分野に多くの;.f~材を提供し.また

Irなかのk判j瓜怖の流行のI原ともなっていっ

たn こうしたq'で枠.いき，過などの日本的

価 f~，感党が犠 1JYc， されていったのである 地理

的条件がJ44いことや.絡式ばかりを重んしる

という 111弊などから品以はさひれるが.良い

な味での逝'Hの伝統はそのまま抵闘に引き継

がれた抗々が今 11 祇凶情緒 と呼ぶ独特

の拡11M九も，このようなとぎすまされた感党

が， しつけや !tI "間 jj ・J~などとなってここに
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fLむ人々の生前のあらゆる由.に染み渡り.行

き渡勺てできあがったものであろう。

3.世誌と武制の調査

ù ill築物の品~~

紙刷新情地|バの断史的建築物の実態を肥射

するために以トの羽市を行った

1¥. ill~HJoUJリ分。J ~J11正 i刈22 15 

B. ill製川途別分イIJ調介 似122 16 

C.1~{{J立別分市，凋1t

D. ill築物実jJl'JJ~ 介

以ドにその払民を'J'す。なお， .\~Cにつ

いては祇凶新橋地1><:だけでなく.祇嗣町市側

地rx:の i:安部分をも対象とした。

[).については住築様式別に代表的な建物 5

棟をAび実HlI.lしたι み:2僻illて町家茶H桜式

のill物か 3.rJ!， イミ 2附illてIUJ家I~~~ へいit1・ り保

;:t，和JiUUI'r; Ui .ttが件 1+.虫である Ixl2 2 17 

はみ 2附illてlsr家茶kI株式の実測が例を小す

2ιをちなみの特色

新橋.iillりの向側に，ifiぷお茶}t{はそのほとん

どが.附illての町家形式のill物で，通り令体

がすくれた統 !必を持っている J 新橋辿りの

まちなみについては開平n42年の両側の辿紙、工

I(Jil~1 かある判 IÔか. 1/(12 2 18はこれに昭和5611

までの変化を事布が陥
i

き加え，変更したもの

の .:mである 辿物の11:(tJIは l階かT本柿子

の:Hfi1f' ， 駒市せ ~僻は張り tll し縁に格 f

fすりなどで{持Txされ，その縮やかで引き締

まったァザインは， J;((8JWの伝統の上に祇凶

らしい鋭い尖的感覚を加えて完成されたもの

とJえよう

: ~}~にかけられた煤は.杭子やひさしの lt'l

線的な榊JJXの'11に，柔らかさを加えるすぐれ

た配地.である 部制りのtnの亦いぽんぼり.



JErJや八酬の 11の眼健.これらは季節をlベ切

り.行事Hを itJ け. る針やかな演tI\~ポである

お糸Mli.外制はまちなみへの配慮からJM11M 

と調布lのとれた鵠式を守勺ているが.内部は

そのJlJIこlιじて昨晩ごとに忌析をe疑らしてい

る勺jよのn日の構成やmH.欄nuなどのデザイ

ンは伝統的なが.)*'J~?-'.r りながらも新鮮で洗

練されたもので，祇|会!に仏えられてきたすく

れたデザイン感覚を強く感じさせる

11r 陥 jlli りの I~j の (1 川界わいも魅)J ある;止観

を梢Txしている 1'1川のIrJ制IJに沿って 1• 

2断とも除手かけ十おJ住民などが)11に迫り出

すようにして‘i(，:ひ. J III{IIに路を紘としている

こζ て'はJ1司教がlI'f姥川に[fliし.Uともなると

ノ'1<[il)をわたる胤やせせらぎの吾が簾をすかし

て古内に人勺てくる かつて g守井町勇は かに

かくに低|判は悲し.従るときも枕の下を水の

流るる と歌勺た。戦時qlの疎開跡に新たに

税制ijされた1'1川市泊りは脳や柳が並び.心地

よいィ;作のよ誌があ，'，~、ている 、

イIW・のよ品止まrr楠llDりが斜めに交わる位抗に

は.小さなお制術さんがまつられている こ

の貨制仰はも，心深いこの地域に人々のコミュ

ニテイの怯であるばかりか.ぷ観的にもすぐ

れた結節点となっている 丸田や王踊の鮮や

かな米色が新崎通りの撚ったまちなみと結の

多い(1川れい、のj式似を結びつけ.巧みに引き

締めているのである。さらに('.1川に架かる新

崎.，'ii陥.人和崎もニの地1><の;止観に趣を加

える，rc~長な JJlll'起点である

このように祇刷新崎地|ズは.統-と調干11を

i足ちながら. しかも変化に山むすぐれたまち

なみJi械をは 3ている それはこの地ゃくの人

々がII分たちの11む地域に愛J?と"寺りを持ち，

Ht.Y.!..の rj'で生み:1¥した仏統的な挫築横式をil

.Qj京く守ってきた結巣である じっさい祇闘

にはlTからj品開とィ、』干11な控物は建てないと

けう町黙の f前があった。また.毎日通りに

打ち水し.柿子を・本・本丹念に拭き倍くと

いう刊tf!が半年L、ている丹さらに内川の流れや

)lli:H、の桜と柳の砂本.イl仕の道，吉井兎の

歌碑'.. ji稲仰なども地1:>(の人々が常に気を配

り，_kしく保たれている こうした伝統や努

)Jがあってこそ，このすぐれた環境と景観が

'1まれ. '.)・られてきたのである。

t1. i~ {ム~:織て干の調査

祇刷新枯地(Xの{棋が修;式"十陣立案のため.

特別保{r特;止地(><指定の子広範囲の89戸に次

のような内容のアンケート調査を実施した

A.家HとIlt，:i:;構成の現状について

Ilt{詩情j占ilと職業.持ち家・借家，家

の脱税・ II~取り，建設年代，居住開始

11代

B.什まいに対するな，識について

ナ{ふとしての満足度，改造箇所，住み

たいと辺、うれ't;の引等

C.祇凶lらしさについて

D.今後の』色気について

住物の保介})i1. n動車通行禁止につ

いてて宇

である 川収は74例で. [uJij元本は83屯であった

分析にあたり，地[><の現状やj摂史的性格から

凶21 11のように 1.....， fVの 4地区に分けた。

調i停車内*によれば.地域特性を反映して新

借地1><は!t:VI:の， しかも比較的高齢者が多い

ことがわか司た(. ~1'I: は全人 11の 72丸を山めて

いる また. 11まいについて風絡があり結ち

ついている (4れ)，泊j凪・採光がL 、 L 、 (33'\，)~・

と渦 hl泣か，:'~t 、 また.保存度が高い家よ誌に
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島 -

H:む人ほど尚昆HtがIfJいことが明らかとなっ

た。 そして.希望住民~~としては現夜のまま

とする人か特にお茶民総釘百に多く.全体と

主Jlのみとする人を加えると保仔・に賛成する人

は H'，I~I~j!j にJlliする 。 特に，i;S町のお茶毘経常

行にf't!作品:品は向く.この町を守り抜こうと

して郊外・J.i illてを守!む人はわずかJI~にすぎ する .\'W;~が強く感じられる

ない。住物の保存jj法については.建物の外

却と内部全部及ひ外部と内部のー部を保存す

べきとした人が令体の45..にも達しているのは

ill物とともに現イiの化活保式をもそのまま保

ちたいとの芯よのムれであろうか。これに外

1';(12 2 11 新橋地 I~<:の院域医分

凶22 12 希守住民担

1.現在のまミ 2事45'

~l 
Q_ ~1 i 

I圃・ーーー--n 1 

E一一ー耳r)-i 
E ・ーーー~:}...L 1 

J-一一守py，L
h '~ • 

叫押曙 ・緑町

.. 泊

2.事典のIP1tてtl't

3. 7ハ。ート， 7ンシ苦ン

4. 1I.it崎県畑町宮

5.~簡を朝日にした附

6.その他

7.置き

凶22 13 m物の保訂方法

J.九億同則合目

2.畑t明。f

3. ~Itのみ

「
5.その告

6.f~ 

「
l

咽

5 _祇刷新情地1>(の保全修l;UI'[由j

nまちなみの保令鰐;;r'，:f i而l

辿策外側111焚株式として次の 9柿を従来し

た。これらは ¥'l[(1) t><:]と対i形似lを付し，枚H/'1. 

伐とのJf制もす)I-とした これらの，ijt~様式は

応部，!Jの似イ{-，;1111'1の中で位inっ・けられ， しっ

さいのや業の'1'で前月jされている 伝統的な

拡式を持つ他物を修!ll!する場合は，その{ム統

候式そのまま'1:.かして施1:する。また，すで

に伝統的な係式がjvjれたり，モルタル検りな

どのまちなみJi慨を乱している建物の改築守:

にあたっては， 卜.5Uの仏統f1<式のιt'からftu聞

との調和Iを勾えてもっともふさわしい峰式を

選択して li~此"する {ム統的外観の建物の建て

件えの地合，外観は従 lìíJ と全く r，~じ様式， 司

法とすることも多いコなお，推奨ill築様式の

内 変形町議占拠 r辿締式|は，祇園新借地|メ

の内却の純r泊りに1(11し，すでに建て持えが

進んでいた地Ixについて，新僑通りの伝統的

まちなみからすくれた特質を学びとか現代

的な構造とA;-材でlヰ構成し新しい犠式を生み

lilそうと従来されたものであるわこの変形町

家純手通りぬ式は 3僻建てまでを非容し， lJ 

-t>: li.の以悦.鋼板uきの庇にカラスや着色ア

ルミなどでJ1:[(11外観を情成している。縄手通

りは祇l必vr崎i也iメと・般地l文の緩衝地帯であ

り， ここを T始め什して祇凶走行借地区の繊細

て"t'!の向L、デザインが般地収まで広がって

ゆくことを別件して特別保全修民地区に組み

入れているものである
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み;2階建て町家住居犠式

本2階建て町家茶起様式

本2断建て町家川ばた茶屋犠式

み 2階挫て町家数寄結j孔線式

本2階建て町家へい.i1Iり線式

~2 階iP;て町家尚へいm り縫式

本 2階.illてIIIJ家飾:窓付l占舗掠式

和風邸宅保式

変形町家純子通線式

ゆ散策路"十lilll

j止後にこの祇闘新橋地|汽を ~II心にして，地

以内を抗れる下1川治i;~地域を結ぶ散歩道と沿

道泣観の保全修ぷ"llilWを提案した。

比叡山系の1LI JjJから流れ出た内)11はIlfd崎公

制て琵むiMJ6lt;j(に合流し，知恩院前を経て祇

刷新橋地収に述し，鴨川の手前で・再び疏水に

流れ込む 岡崎公尉よりド流のj'J川は浅く.

ゆ弓たりした流れで，川端の柳は歪く枝を垂

れ，川 l師に深い影を結としている ~ (J)II治L、

には以仰らしいまちなみも 4 郎伐っているc

たとえば条辿りの北の堀池町はM近住て

符えが進んたとは IJえ.今もしっとりとした

住吉街の雌を似っている。新門riiJ通りに並ぶ

1
1
I 美術商のまちなみは~Jt町家の伝統を受け継

ぎなカ〈らもショーウインドウなどに.~~慌を凝

らし，独特の謀関丸を感じさせる。祇嗣新橋

地1)(の1']川おい、は柳や桜の並木とイ】'ytの道が

紙き.対斤に、昨ぶお茶阿の州政へはJj(ihiをわ

たるihf嵐やせせらぎの;.K1'rが簾をすかして人

「てゆく |ヌ122 19は岡崎公開から祇l{(j新慌

を粁て疏水に付る (1川伯作のト 5Kmについて.

このHlJにある札与や市史的まちなみ， Ili t、{1

情などを結ぶ陪史の散策路を!:L'友したもので

ある また，凶22 20は，この1'1川氏側保令

経，点山八坂(産E'td:坂)等をも合む鴨京地域

全体の散策路ネットワークとして構想したも

のである

6. 小結 今後の課題

祇同新橋地区は昭和49年に特別保全修民地

区に指定された後，産事坂地区同様，昭和51

年に伝統的挫造物群保存地区に重ねて指定さ

れ， IIijの媛助も得てまちなみ保存事業が進め

られている。 これまで多くの修理修長事業が

進められてきたが，現在は大きな課題に直面

している。それは第 1に，鉄骨造やR.C.造建

物の増加である。祇関新橋地区では地区指定

以後今日まで建て替え事例が 9件あるがこの

うち，木造が 3件，残りの 6件は鉄骨造， R. 

C.造住物である心外観は寸法も含めてほほ完

全な伝統様式を踏襲しているが，内部は全く

伝統様式とは異なる内装となっている 鉄骨

造， R. C.遣となるのは内部をパーやクラフ，

料平等として使用することから米る建築基泳

法上の制限や， ー部二階や地下階を設けて床

面梢を町長保したいとの，な向によるものである

相続等により所有者が変わる度に改築が行わ

れ.その多くがR.C.造建物となる・Fとなると，

まちなみ保存の根幹が隠れることとなる 伝

統的建造物群保有地区制度では敷地や建物の

買い取りによる補償的措・従は取れなし、から，

iム統的建造物であっても特に若朽化等が激し

い場合などは事実上改築の持 liJをせざるを符

ず，その結果，外観の様式は保存されても内

部は全く別という，いわば蹴行的保存が進ん

でいるのである 、

第2に祇凶新縞地l亙も産事坂地区と IJij採.

地lベ指定の純問が伏すぎ， しかも周辺が11bさ

20mまで川J能な美観地rx_第 2持地域となってU

修J;t，nl，ajをさらに発l瓦させ.米山し条.Jt波 るため，白川市通りをrjl心として地収内どこ

120 

島』

からも中高j丙ビルが望見できるという状侃に

なっている しかもそれらのビルが白川に向

かつては背而を見せているため，無粋なら宅面

や屋上施設が日に入ってくるのである

現イ1:の伝怯制度の限界，上地高腿で象徴さ

れる厳しい経済条件のなかでー祇同新橋地Mの

保{iの}JI合}について真剣な検討が必要となっ

ている

凶22 14元治J己年 (1864)頃の祇樹新情の民観 花格名勝l刈会 開条橋 jl . 

凶22 J 5控築犠式別分布調査

~ー ァマ「

‘4で円オ「
ロA._.:r町..，.".." . r.吋川 印日目 史

思t .!t r ~ 'l ，....IItI". 閣 に削 r r.~.，C・ 3 る山氏

← .11 Il，. ""'''''''''-1 111 "''何回 .:: "A.~.，. ~ tt tt
_ . "lIt.，れ ，.引.，¥ ~ ~L川畑 e 川

硲.ue- I\ tt t ~$-lllf".r -ーーーー司幽白・崎.t付句圃...~. '1'包
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凶22 16建築HJ途別分市調査
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裕外のまちなみ3 2 文:柳川河17本 2隣住て町家茶Rt基式|渇22 

秋のたぎり流れる谷川や存の桜，また，て.( 1 )格jt， .鞍.U;J也|ズの調査と保(f. t't ;;t 

最1:艇など風止に必まれた地域として花11され.はじめに

など.!l!級 1:I，;LiL~(!~物 JI;-や枕，';i手義経伝説と火祭りで1. 1:'~ t 、鞍.t~は J;(仰の 1何

.~くの平安文学に取り上げられるようになっ鞍.(~llf のrli・中から約12kmの{也前にあり.jι 

義経伝説もこうした背!;tのもとでつくら

れていったのであろう

l刷工業者のhx.

iえとともに現11叫1Jf.在を刷う制約1'1，j'仰が悦んに

た谷あいを鞍馬州に沿って市北にのびる， i数17

*'-の八漸や大JJ;;ととも

UUìから千IOJ".~flにかけて.J川

， 1，*交;m flli ;t~mーとして先ii

01 i ほどの~品である

にが都から丹波，

道筋にあたり，

鞍1らゐ:の小:咋はJ;iffliでも特にJ))他のなった戦，l!，jゐの門前集落として先してきた。また.
立話回 1:'00

鞍.I!J，'i'への参:rrl'iが後あるm抄門人とされ.鞍.l!.jにはJJUEもこのような町史itlしてきた

こうして鞍.H.jは鞍J!.j

，'i:門liijの築紘としてますます発脱していった

t~) '1'縦民法としての発以

-ーー←・-_._~守L亭・

を絶たなかったというをe，hる江戸時代からのiじまが今も数多く残り.

J;t都市中や近郊!l躍の'11でも特に占い町なみ

;止観を保持している

ところで戦時は仰と川被や.('j扶地方をSL

t!fi長こニを多くの人や物資要衝の地にあり，

み;品はこのfl'fo;なまちなみをNJfな生活照

境や自然環境とともに保全摂備するためのJt;_

昭和56~I~ 肉22 18新情辿り辿抗立l師凶

?E 1'fや久多の木材. .('，:扶の!.(l.が行き来した世的検討である

ま制r炭などが鞍.l~jを泊勺て点へ越ばれ. 
..... 

"，，-， 鞍.l~j也 1><:0) 1tf史的特性2. 

た加でつくられた品々が拠地へ迎ばれていっ(1門uiJ佐治としての発展l刈22 20鴨点散策路ネットワーク白川 ii観保ノト修Jit十両l対22 19 

鞍.l~はこ，れらの物資の小継基地としても戦.l~にいつ頃から人がiI治北の山深き地，

すでに貞和 jじ 11 ~党以していったのである8 1" むようになったのかははっきりしない。

(1345)には商人i付的なものもあったようで，鞍馬川を弘おろす山1:に鞍馬寺が.oIJ紀のよ.

か時の|閉じl雌原師、ドーと鞍

について争ったといliu;十分

うa記録も残っている現拍:地の鞍馬山々 1mに移された大度 3年 (94

直文 wtll

且主町4

鞍.lc版本高i人牢18

.t~S 1Iの閃銭
.:. .. >.1 

鞍こうして鞍ゐは，11代から '111"にかけて，0)には社家20数)Jが戦.U:Iに移りitんだと I1う
l'Ift.lt 

.l!J ，)の IIIJ 出IJ 1ßf4ttとtJr 民などの'11継，~落という本17。藤原時代に人り.ゆ UiI仰が盛んになっ
-島

嵐

咽
臨
地
問

，B
・
噌
h‘d

 2 つの性格を合わせ持つ向~!.t結として党以

していったのである。

(事近tl!:の鞍.ttSと f鞍馬七組仲間

控された頃にはWmーらしきものがあったよう

山崎神社が御所よりまた{ム成によれば.だ

格北(f.

自肢をIHJわず多くのi，;-/'i-が

鞍馬寺を訪れるようになか門前は大いにに

てくると鞍馬は大似や八撤とともに

と志議され.

鞍1見守は8代-+.期より他のイj}J寺院II;J様.ぎわった、鞍.l~寺境内から発見された経時は

、¥
一

一畑一…

10
1…川
M

ふ

剖
回
一ぺ

Il 1.. 

..c.草書

o t'，;，4H< 

! "， ~ 。
t~， ~ 

彼らの前回は比叡多くの的兵を抱えていた藤原時代から宅町時代に十るまでのい仰の尖

尚北朝頃まで

この僧兵の組織

山の僧兵らと行動をともにし，

前売な動きを見せていた本19。
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これと Iril時に鞍

帯が深山の組を持った神硲的な地域とし

態をノFす貴章な資料である

ιら

..... ー
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はその後次第に解体していったが.中にはそ

のまま鞍IGに 1:訴し，彼らがその後の鞍馬の

中心とな勺て人々手指導したという

彼らは鞍.l~の人々を大的. ~討 tf(. 名主. i的

it. )，0::..大 1.bに脇というじつの仲間に組

織し. IIらはそのijt:凶として鞍馬寺や由岐神

社にI.{{I:した。この |戦凡し斜lNI聞 は1711t

紀ぶtriに成立したと，?われる 各仲間はそれ

ぞれ r1:[ ';;:: Jや |柏4;;; とtfった寄り合い所

(与)や日ち. {IIIIIU 1HII fLの融不11とj.tl紡を凶

り.指定に{中IIUUとしての教ffを胞した

じ机やjlllU は鞍.l~ N:のfr ;J} や由岐 tIIJ~I:の祭

礼.~.~ ' に竹{民会や火祭りを執り行うことを i :

tJ f r-妨としていたが. I"J時に村の経常にも人

きな í'，t :'.11を ~t，こしていた6 彼らは上位の 3 つ

のやIIIIUから人 ~I :(.fりを虚ひ.そのもとで協}J

して似 1:.N;1，院との交渉.都へ薪炭を運ぶ道

路の ，~仙. r ~、であげ ， と呼ばれる鞍馬Jl Iの

j出の補終日J~. また隣村との紛争の解決など

ドあた司た-，1 f~211 (1645) ，鞍馬午r'JIjiJ 

のj也ドから所けj代に抗11¥した党、号本20によれば.

叶 11 ，\の戦 .l~は家紋 198) 1、このうち 24}iは地

ドW'I.)'.231 iはt111i:.25/Iは宿l百であり.こ

れらは純料品への人民は:1¥さなかったが.伐

りの 126}.iは11iJJ家ごとに・人ずつ順次人i止を

11¥していたJ また， irlfMも入れて男は421人.

kは502人. {f，H923.人がfLんでいた

こうして近Iltの鞍.l!Jは日仰で結ぼれたじ指l

仲間の|片付のもと.外部との姥触を前彬的に

進めてい司 fこn こうした努}Jによって各地に

鞍尚治が組織され.いっそう多くの人々が鞍

，l!.j .tj:参J，Hに集まった..またJiftU 111 '11の人11M

)JII によ円て耕民の ;lu~ も J\{/ 人; した c !;;i立都

千r.，9rl'足I~ I には鞍.l!~ikを加にi!I!ぷ、別主の村人

.i11のt誌がよく仙lかれていて興味深い白これに

加えて鞍J"!."{.iやふ!f!.(などの特産品も都の人

々に珍!Eされるようになり.鞍馬の商業活動

はますます活丸を待ひ. 船のない都 とH

われるほどの繁栄をボしたー位盛期の鞍馬(;;

J-l数300余りと"われ，現イ，の倍近くもあった
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とL、う

;沿4の3近代の鞍l

lり明リ別Jrt治;以F降キも鞍l丸!"リの岩動rI;炭i足;版?先2は盛んに彰絞4μL、た

これにb加11えて鞍凡川の/水kを利1川日して水I車t主iを同

す{仰1時中1ドJJ制|同~ 1仁.場がいくつもi住lL日i没笠され. やがて線香

に以なども操業を始めた 明治初年の京都の

近代化1'.主化の，~øJ きは山深い鞍馬にも及ん

でいたのである。記録によれば.明治10年代

の杭J!~は総I ' 故 159で. b"'rt館6. 薪炭間記14.

{i仁12.i!.I!送業3. 小先民4. 山隊き63，lllH

千i!i20その他であった。

人1I{l:llUにはパスが入り，昭和はじめには

iU小4 がj!.Oうようになるなど.山中にありなが

ら戦時は常に京都と強い関係を持ち紙けた

しかし. !:f~ 2次大戦後はエネルギー革命とfJ

動小交通の先述により，耕民等の中継地とし

ての役'，';IJを火い.現イトでは;;~樹立i鉄鞍馬駅JlIJ

のみやげ物J，lj・駐車場経常等のほかは点都な

どへ通勤するサラリーマンがほとんどとなっ

ている

3. 鞍.l!.jのまちなみの調査

戦.U~のまちなみの::ktl'r を知るために昭和48

't 1 ~7 )jに現地協査をffった円この調査は鞍馬t

'11でも4.rに他物のi足がj立がよく.家並がまと

まっている集結北下部の'II{E地， 上イ上地の11

51・i146械手先J~ とした。 主な調査項日はけ;の

Gつである

辿社リ ~tJ. !舷 t~

デザインエレメントA古

住物保がl立J'i1t

~ー

il!物実7111J泊先 15}i27棟

'1=.活聞き取り調布

水準，JPljit 街迫沿い.河川等

鞍1もの民家はrfi'11のものに比べて建築時代

が凸く，また也築吋初の安を保っているもの

も比較的多い。昭和48年の調査では保存泣か

iの 伝統的外側をほとんどそのまま伝えて

いるもの が全体の約 4訓を占めていたれ鞍

.t~に IQ 介するもっとも古い民家は宝陪 10 1r=.

(1760)の検札を持つ滝沢家(重要文化財)

で，次がJIZ政 1011:(1798)の祈持札を持つ民

家である ，このほか，文化年間，天保年nuに

始まる民家も施dできた これらの民家の構

造や、ドl~l 形式. J.重lM!の度合いて事から判断する

と.鞍.O~には砕みまでさかのぼる民家がまた

かなり伐っていると推定されるの

鞍.u;の民家は構造的には平家，むしこ 2階，

'112階.本 2階建ての 4種に分けられるが，

このうち、]î.家が74~で過半数を占める 間[J

は・般に小さくて 2......3聞のものが41陳. 3 

--'I IlUのものが47株で，全体の 7割が4間以

ドのIlU[1である 民蝦は切り #k瓦蒜が大多数

で8"刊をl'1める 》杉皮Dきのものも 6棟残っ

ている またtlPllではほとんど見られなくな

っ九ウダツを Lげているものが7棟残ってい

る。

次に守山をはてみよう 凶232は七在地地

区の保{J.J立がよい家殺の辿続、Z面図の暗部で

ある これを比ると.、Y血iを構成するデザイ

ノエレメントは山崎子こそ無いか格子を中心

とした構成となっており.京都市中のそれと

余り変わらないが，構成材はいずれもかなり

竹ムてある 特に依J~~ と依戸で構成された納

Mはその傾向が強い t以や納民の出入IJの

脇のnにはかつて'1や烏をつないた鉄現が伐
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勺ている

鞍.1!Jの l~H~ 平副は r1jl 、ものではすべて Ji仰j

I:IIUの辿り陪形式であるが.これは図2・3・4

でぶすように .1タイプに分けられる 八は.@

り直に、!叶rしてk.から聞にオモテノマ.ダイ

ドコロ.ザシキの 3 宅が、ì(':ぶもので.鞍.U~ で

はこのタイプが ' ifH~ いコ B は納Jrlの後ろに

パモ敷を投けた変化li'J Cの 1~IJ 'I ~包~). [)の

2 &-IJ J¥jJは八の発出n;と，fえよう .iillり!庄は di

'11のIIIJ家に比べてかなり仏い これはここが

股家の!.IIUとIIIJfJiに作業や貯威のスペースと

して'E裂であったからにiZいない

，1 _鞍.1I~のまちづくりの伝統

鞍 .l~の !ß t存は l川は鞍.l!"'lIJ. 米は鞍馬川に扶

まれた伏小な場所にある このため，家々は

その激地をできるたけ広くとるように山や川

にI"'jかつてUmもの山さの心hを築いている

そしてィ;垣には隣段かぷけられ，それぞれ山

や川へ作品に.il.することができるようになっ

ている これらのイI!Ilや階段がいつ頃どのよ

うにしてぬられたかは明らかではないが，鞍

.l~の人々が山川i れやノ'1<'，1[-と闘し、ながら生活の

助を舵保するために大きな努ノJと知忠を傾け

てきたことを物"ftっている。

鞍1らの人々の佐川は川とも深いつながりを

持ってきた。 P{í和30年代まで鞍.l~の人々の多

くは洗tt.野菜洗いせに鞍品川の;J<をr活mし

てきた。1弘前中央部の家々ては鞍馬川から軒

先まて'抑制なノkを引き，家ことに洗い場を設

けている IJUIても川のノ}えはちょっとした洗

い物や洗'1'なとに 'F'j[されているし，魚取り

や水進ひ，タiJ;(みら;と身近なレクリエーショ

ンの ~lを υえてくれている n 先年の大火では

消火に人きな役;切手.w:たしたという 。また，

，jiJ辿のように.純比)11は鞍馬の近代化にも



役かつてきたのである

5. II然とまちなみの保全

これまで述べてきたように鞍品の人々は長

い断史を通じてn然と刺しみ. n然と共存し

て良好な生活令IIUを守り([ててきた-1渇23 

統的住造物群保存地lメ折~の候補地として曹

よりいっそう伝統的まちなみ民観の保全に留

ぶした泣観指導を進めている ー部の例外を

除き. 1J-4三瓦立で、ド人り.柿 fを主体とした

伝統的外観がほぼ守られてきたのは大きな成

3円 しかしが都てかへの通勤勤労l'iが噌え.鞍 県である。 先~r:.主要文化財の沌沢家かf~(i 

潟、子への観光存が多くなって人々の生活様式 格1'1¥され，往時の療によみがえって公開され

や広設が変化し.鞍，l!.，iは人きく変わりつつあ ている

る。鞍馬川のJj(の71)れや制九やitf1過交通のJifl

人l'よる交通公引か 11，1つなど，環境のJEE化

が.itLんでいる 伝統的なまちなみも建て特え

がAlんている ・主き家となって腐桁している

K;公抗生場建設によって除却された民家も

少なくないー '，1引念、な!:I然とまちなみの保全地

:五が必要になっている

11内 fIl 53 'tf-5411~にかけて J;{ 都 díの委託を

受けて点火保台修J;('f: I・111'I研究会(代表 阿川

草:治教授)が鞍馬地[xの除史的まちなみの調

合を克胞し.筆者も J~ 1ft)"rIi側の ~8 唱者ーとして

参加したc 昭和481rJ立のr:.fi'らの調査を法舵

に， さらにぷ絢l に鞍.U~の日正史的.文化的風上

の，JHf分析.まちなみと ;ii-制の現況調査，保

全侍.l;( J~1曲jの策定等を行った*21 この調企は

[1'，接的には伝統的住造物群保存地包の指定を

めさしてffわれたものであるが.筏念ながら

今日までうた現できていない

戦.l~J地þ(は昭和25 'tr よりか都市の風致地[x.

となっており. n然以在uの中での和風建築の

デザイン指導が行われてきたが.前iAのまち

なみ端企以後は住民の明解と協}jを得て. f瓦

今後，住民の合立をi!fて. 'f' 191に伝控地ド

桁liiなど適切な町なみ似イf胞策を実施すべき

であろう。

6. 小結

晩秋. LUの冷気が肌をさし始める頃.鞍馬

では盛大に火祭りが1Jわれる この日，夕方

から各家の前で寓火が焚かれ， じ組仲間の長

-sを rjl心にして老正月立-すべてが祭に参加す

る "1当てにさらしの服巻きを締めた若者述

が.Ii大なたいまつを持って鞍J~寺の山門前

に集まり. 二基の御輿が色、な石段を下り始め

るtfi. 祭はクライマックスを迎え.鞍馬は ー

1(1]火の海となる。

この説鞍馬の人々の頗は祭の興奮と喜び，

Aりに輝いている。人々はこの祭によって鞍

丸ゐや由岐神社への信仰を辿じて結ぼれてき

た地域共同体の粋を改めて肱dしあい，さら

にl明く結びあうのである 鞍馬川と緑の山々.

幣史をtiEるまちなみ.伝統の火祭り。鞍J~の

人々がその知忠と努hによって，これらを今

後のまちづくりに|分々かしていくことがヲ

まれる
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( 2 ) 栴内・ ~l峨 J~/Jt:本地lベのまちな

み調Nと'tf-uiJlllil!

1 .はじめに

嵯織 .CHij 本地!災は~峨野の凶.lt. 愛'iHhj[f 

~{H 、にあたり • J~家とともに n 除けの州!とし

て税しまれた愛ア;'tllリtへの参tl 容相手の~J，li

や旅福もはられた門前集結である 延長約60

Omほどの級い勾配のi.h.i針。いのまちなみの中

ほどに. 1!U~仏の }j灯会で名 I:':J t、化野念仏、T

がある これより上の愛{J'NI~I:寄りには巾 D

の民家I!lの1¥;;まか多く. ドの市街地寄りには

町家j乱の民家が佐んでいる。そして.この耽

史的まちなみの背後には綜設いIII、並みか迫り.

1'1熱と触介した魁)Jあるjd制を摘成している

日行干115011~ . この嵯峨ねた;本のまちなみ保有

をめざすボ都市の委託により.応大保(l修;il

研究会はまちなみの総介的な調介を実胞し，

日体的な1~(f.;I I血iを能楽した本22ιここでは以

都のまちなみ調査としてははじめて本絡的に

地 1-."';Ù" ~ìUIJ の手法を鉱JI1し.事者がi

としてflJ、河したので.その続仰や効果につい

て身務する

昭和30年代後'1"よりワ点iJ!IJ!I(の技術が仏倣

等の彫刻. ..'S' I!j遺跡.住築などの文化財調先

にもI.i:.¥川され，これまでに人きな成果をしげ

てきている門文例としては，バーミアンの l'

人なÜ~iH，仏の実iJllJ.奈良県~JJ;(iliの今井町の

まちなみ尖抑!などがあげられる ふ大建築学

教宅でも附和4011'代後、1'，から住接品企の・郎

に地 I"I.山jJ1IJ:Ii技術を導入し. L、くつかのd

みをfJってきた牢23

写311五iJlIJは Jえ々がものを見るとき • h:イtに

離れた 2つの 11で見ることによって江体感を

得ている1);(.[.11'を応用したもので，離れた村山

においたいJ-1'1状を持ったカメラで同-の対
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象物をIIIJH.yに 2枚の写良:に搬り.それを凶化

機の I~ 1 で、川本(I~ に観察しながら機械的，光学

的に. 'IJ心投mで写っている"J!'~を千行投彰

に変換し • Iリri位:の実測凶曲をf!}るものである

2.ねl品本のまちなみの写真実il!IJ

鳥居小地院のまちなみの文iHlJ，制作では. 6 

f).の民家をi並び.

あ.日常夫aPJ 厳密な1J1JJ:11をもとに a級凶化

機を使川してできる限り 11:冊:.ぷ細な1:

lJllHヌlをつくる

い.簡易実llllJ 簡便法の U~~Úを'tÅみ，手作業

でJ:咲.Jil、をlUll定し. fnJ弘同化機を{史111

して比較的簡単な実捌111'刈をつくる。

う.記録リ11保イF 現状の11己鉢として，江i，*，

撮影したネガを実測データとともに保{i

し.後11必要に応じていっても関化nJ能

としておく

とJう3つの作業を行司た勺そしてこれらの

作業の過r11でな点測量のまちなみ調査への応

用の有効ttと限界を明らかにしようとした

烏肘本のまちなみのV31実測は凶23 5で小

した手I1凶により. 3つの作業が、，if-:行して進め

られた。l刈の八 Dの現場作業は 8f1間.延

べ28人で1Jった このうち.しの柿密実iltJは

適当な|出附で"党けた標定点のW標を秒読みセ

オドライト守を使って材密に求めた。簡封'x

測ではコンペックス，鋼J¥.などで各建物の全

長.柱nu，IIHお-{-幅など主t.:.J 1去を手作業で

11'1:接測定し.様定点測!止に代えたーこれによ

って現上品での作業時間を_r，'しく短縮すること

ができた

Dの，'[体縦影は基線長120cmのステレオカメ

ラ (SMKI20)を使い. ~口 ~.+;実 iUIJ. 簡易実i~l

とも令く[lIjじように行った J liIj lflIの道路が扶

いため.引きが|分取れず，作業は容易ては

............._ 

なかった。 挫物のおkがI~ -~ くて地 lてからは[i'(接

搬彫できない場合.移動拠f?にカメラを松せ

て撮彬した。

ド 4・11の同化作業の内. 'Ui官凶化は航illlJ会

社に依頼し.級凶化機により 1/20の立iflIIχi 

2耐をできる限りJ細に|χl化するように努め

た。ニの*..'i*.瓦や絡 fの形状まで一つ 世つ

忠実に描くことができた。i，1iJ極限は水、l'奥

行き Jjf句の20cmごとのて仇:・6紘(守j皐綿)によ

って.その微妙な凹凸までlりiらかになった

しかし.この精管凶化作業は l棟あたり延べ

166時間もの長時間を1'(やし. 1刈化経費もかな

り大きなものとなった。lχ123 6.2 3 7はでき

あがった以1><1を1100に縮小したものである

簡易(';()化は京大の簡劫凶化膿 ステレオト

ープ を使って行った.この同化機は ・級凶

化機に比べて機構が簡'1'で，作易に凶化でき

る。じっさい. S Yl K 120のような高性能のス

テレオカメラを使ってil:.t!:深く蝿影すれば，

小縮尺の!詞化の場合は.ステレオトープの砕.

定作業は・h実 lニ相1[.際主むだけですみ，簡'1'.

迅述に作業が進められる 今1"1の似l化什来で

は1/30の {Li!iJ t4を2曲作成したが. 1 (fuあた

り，補摘も合めて30時間以内てすんでいる

1/50から 1/100では l棟あたり 10時間以内て1><)

化することも十分可能であろう

ところで.ステレオトープはもともと 5)J

分の 1f'f~住の地形図を作成するのを主眼とし

た凶化機てあるため. 1><1化初j立や凶化範Vtlに

大きな制約がある。粘l生について Jえば対隼

物J:の111)-点が同紙上で0.2.......0.3mm離れて小

されることがあり.時に0.5.......0. 6mmも決定が

出ることもある また例化機にかかる写真正

線長や奥行きん向の凶化範聞か限られている

ため. 'tjr~の拡大や凶化基本而の変更なとが
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必要である したがって水、VJjri1Jの同化範聞

も小さくなる

しかしステレオトープのこのような欠点

も.船協モヂル教の助加. T~作業による llU 抑止

!神化作業J:れI I ~.の1.人などによってほとんr

解決できる q 凶23 8. 2 3 9はこうしてでき

あがった似t4を1/100に紛小したものである

この凶は的常災測ほどぷ細ではないが.庇の

卜端のうねりl!合など. f~作業による式首llJ で

はつかみにく:t、部分も羽状にJよγkに拙くこと

ができた

;;d誌なJ~If~Hiのための作業は八から E まで.

府統尖jJlIJ.簡易実iJllJの什l'iと.ifi{Jしてりった

主要点の測定結果をネガとともに保がし.い

つでも同化"T能となっている

3，まちなみ調配とツ必illlJ1ii

ill~物の'.Á~測には手作業lによる尖 ißIJがJl: く

行われており，これまで長い粁験止技術が#

硝されているc 対象物が小さく簡単な場合.

この手法は劇場作業時HUが傾く.経費もかな

り少なくてすむ しかも比較(J!J，:'~ ~ 、枯j立tが期

待できる また対象物に(I'JJItTを触れて災訓11

するため.対象物を即解しやすい利点もある

しかし対象物が大規股でかつ非常に桜雑な

場介やlút~T，で触れることができない場介，

きわめて付税に実測する必咲かある場合など

は手作業による実測は過切てはない。

これに対し.写真測jztによる実iP.1Jはすでに

指摘されているように.般に:vきわめて符

観的. 2 l絞彬時の状況をいつでも、主体モデル

として IJ}現できる，ゆI:~ 1，、砧l主であり，かっ

精度にムラが無い.ω現場作業時間が短くて

すむ. 5)対象物に触れずに文711IJてP きる。など

の長所を持っている しかし.bi.而.rJJ人が

かりな弘前.か必要. I吾作業に ~'jjl iJH止の専門



知織と烈おkが必~!!t:. ;ii鮮J?がかさむ などの

欠点がある

ところで"I J'uf!llJii:を建築物の実測に利用す

る場合.これまでは向級附化機を使って原 ~J

から 1/20NJ!rまでの，:Y細な凶を作成する精密

実HIIJが多か勺た。このHr1..は前述の写点測id

のkf')rを卜分'1:.かすことができるが， ー方で

は粁:'l?がか lさむなどの欠点も非常に大きい。

まちなみ品介では品先対象が広域に広がり，

数か多いことから.これまでの写点実jslJの子

担、をそのまま~川するわけには行かない。 も

ちろん判に 1ft濯な他物については精密実測に

よりUiJ立:のr:':j~ 、実iJlIJr;4をつくる必要があるが，

他の多くの也物はもっと簡単な実測方法によ

るべきであろう そのため写真測量の利点を

午かしながら.これまでの手作業による実測

に見合うほど作業が簡悦.迅述にでき，経費

が少なくてすむ手法が必長となる

また.まちなみ品売てはノ干す ぐ実測図は必

要としないか.何らかの現状記録を残してお

きたい他物が少なくない内その場合，立体写

l'~はいつでも搬彫叫の状i~を立体的に再現で

きるから， Jt ~ 'I~;~. に自の r:'G ~、記録となる 。 搬彬

とI..J叫に I:.~ .J r1~を簡 tj1 に ißlJ り.将来実視IJ閃

の作成がuJ能なようにしておけばいっそう価

値の r':~ ~、制械となろう 。

今@の調子tでは.このような .精密実測

簡，M<K甘IIJJ r記録写点保存 の3つの手法

をぷみた。ぷ231は.この経験に基づき， 1J

U，lJl1J :.tの3つの f法を下作定による実視IJと簡

'11に比較してみたものである このぷでわか

るように.今1111の 簡易丈測 はこれまでの

t，'i¥宙実測 と比べてイ午業時間や経費の点で

かなり改良されており定の成果があった

ものと'-'えよう しかし， 子作業による尖
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iJ!1j Jの場合と比べるとまたまだ卜分ではない

作業})仏をさらに.工夫するとともに.それほ

ど尚L、脱出は{ぜられなくとも操作が簡単で価

絡の安いステレオカメラや同化機の開発を促

進する必要かある

このような1.よと開発によってまちなみ調

介判、句有かなf.i7Jl1J:.tの専門家に頼ることなく.

11'1按すべての{'I"%を進めることができるよう

になる そして鮮1?や時間が節約できるばか

りか，品合{'iがill築についての専門知識やこ

れまでの経験をリj'i訓1];止の中に十分生かすこ

とができるようになるだろう 。これによって

リ点測はがまちなみ調子tに非常に有効で便利

なものとして利川されるようになり，大きな

成果を'1み:Bすに違いない

なお， M，近. L-+-分野で高解像度のデジタ

ル"己主公ん式のカメラを用いてステレオ画像を

搬彫しこれらのl曲i像から写真測量技術を応

用して.次Jじ情報を抽出するシステムも開発

されている本24cこれはデジタルスチルカメラ

による '10:{'llrlJ 像をワークステーションにメモ

リーカードを介して入力し，ディスプレーに

ぷボした'ゾJ'.i1:のJ正敬点の地上席標を与える

ことにより.解析システムにより高精度の 三

次Jじ化を1rうものである ステレオカメラや

凶化機を必要としないため，作業が簡便であ

るばかりか，知時間に成果が得られるなどの

利点がある 今後.控援物の実測にも活用で

きるよう，システムのいっそうの発展を期待

したL、

4，小結

み肢ではV良夫詰llJについてのJき察のみ取り

卜げたが，叫峨，C~)，号本のまちなみ調査全体と

しては. j也1><の朕史的調企，民家やまちなみ

;;l制の現況調査.は民のな議調を，そ してま

.........__ 

ちなみの似全修民社両の提案を行っている

これらのJA::*にJ):;づき.鮎.峨鳥居本地l択は昭

和53Wに』支部での 3器il_:-jの伝建地民に指定さ

れ.以後.持J!fl修;止さ~，のまちなみ保存:j!;tが

進められている

、f}Jx5 il' (1993)秋には地区内に r嵯峨.13

1ぷ小まちなみ保存館』が閉館したn これは民

イiの仏統的ill物を敷地とともに京都市が借り

よ23 1 

受け.辿物の保存修J!flを行うとともに，京都

のまらなみf~(PH業を紹介するパネル等を挺

'1'し. rlH(や制光存の用解を深めることを日

的としたものである。また.現{E. 嵯峨応出

本地lべではト水心 仁.'Fに1'1，う道路の現状彼111

にあわせて，地IXの;jt観にふさわしい道路ぷ

制税制jの検Jが進められている

な J'i iJlリ jtt 1 r作業による

丈測

現場作業時 HUト

現地作;tの難易

凶化作業時間

l刈化作業の難易

現場記録の価11ft

凶の初度

経 t?

i司23 5 '1] J'.I， i111J :Jt 

のfJI凶

F 

M 1't，:実測簡易丈 tllリT t，dftV lX i記イf
一-r一

一斗

卜τ¥

(令 は評価がi苛L、'

A 

B 

+ 

は{氏L、)

t 

τ+  

訓~ [-…二司|
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1)(1 2 3 6 H1'~.キ，; 'Ij fI iJ!リJsiによる ιLM1刈 (松山家H古 )

.-.::..--_ - ~‘ 

ヤー"

iχ12 3 7 ~I'i 常V11訓IJ:Il_による立面図(平野kD
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|ヌ123 8 簡易写点7JlIJ:Ii:による江 l師以I(水Jt-家什宅)
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11柑{111
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第 3節 保f!修;止の技法・と民間

3 1保イF持Jiの.4C味

( I )終日のぷ味

f~ ;えというこ とばは， .iii I材や迫路JIゆiなど

の分野で占くから使われてきたu 造園の分野

では庇凶や建築物の外捕の，:h訴において.納

品やィ;組み ![iなどの過切な組み合わせ.配

inによって，いっそう工的価{仰を1苛めること

をいい，道路"Ildl;においても，たとえば制裁

によって分離帯や法山その他を視覚的に争え

ることを指している 現イiのわが国の歴史的

まちなみや集結の保({施京の中心となってい

る 伝統的住泣物n.保作地1:><: 制度における

特J;t も.これとほぼIri)じ極旨で，伝統的

也品物以外のilljjJ物を， }MI咽の伝統的建造物

とA利するよう改121または改築することをい

う"ただし，まちなみ保イf.は牛きた生活の土誌

を I~{rの対象としているのであるから，当然. 

.fJL代生活を?者む'-での，機能卜の要求と保イf

Lの要求との凋幣が必i!:となってくる。まち

なみ似がにおける修;えでは，~物の形を整え

ることそのものよりも.この両省をいかにバ

ランスよく共{f.させるかがf要な課題となる

なお 伝統的挫治物nf試作地|メ 制度では，

h、統的な建物をそのまま修給したり.原形に

ぬbilすることを !特別l といっている

( 2 )修-Jitとファサード保存

ところで. まちなみ保(f一地慌の保存事業で

は.修理.・修;れ、ずれの場合も. 主として外

観が*業の対象とされており.いわゆるファ

サー ド保仔の下止をと勺ている 伝統的な町

家などにおけるファサードは.個々人の私的

な生活宅1mと，泊りという公共空間との境非

加岐であり.向ftを分けると I，i)時に.公共?
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11日を構成する Lな咲ふとして，側々人のコ i

A ニティへの参))11.む I~~at ~ ム徴するものである

そのため町家のファサー ドは11司々人の全くの

n IJJにまかせられるものではなし敷地の条

件や作業の内容に介わせながらも，全体とし

ては周辺への深い配I~に品づいて，足・観上の

I~杯11 ・協調がはかられている 。 これが歴史的

まちなみの統一と変化の尖をつくっているの

であり，ファサード似かは， 111に歴史的なま

ちなみの姿を残すことだけではなく.外観の

修J.l_Rや修員を通じて，1IJX;か共同社会のルー

ルを確認しあう契機ともなっている。

じっさいファサード‘保存は，まちなみ保有・

地区の }般的な保イf.T--11として，これまで大

きな成果をあげてきた 他物の外観の修理や

傍;止によって，各地の歴史的まちなみがいっ

そう風趣を増し，魅}J的な雫11日として現代に

よみがえりつつある

( 3 )修足蹴念の拡大

このようにまちなみ保が地 I~における保存

担備のあり方，すなわち地区の特性を構成し

ているものを保存し.特例'にそぐわないもの

を修ij-してゆくという棺備のあり方は.文化

財周辺の既存市街地のI'J特備.さらには広く

・般市街地の暫備のありんに大きな示唆をう

える 3 それぞれの地区にはそれぞれの歴史が

あか地域特性がある これを地域の文脈と

呼ぶ人もいる それらを持直し，配慮しつつ

少しずつ子を加えて，より快適な環境を作っ

てゆく，そのJ主体的な F段として 修ぷ Iか

あらためて注Hされる 格以はまちなみ保が

における・つの下法というたけでなく.広く

これからのまちづくり令体に関わる思想、を守

島 -

いるのである

3 2 保イメ修Ufi.Lの荷額

修;止を，jij述のようには、くとらえると.その

具体的な手法はu的や条件などによっていろ

いろ考えられる ここでは主として建築物の

修;式について，院史的環境との関わりのなか

でが例をもとに分組 ・格問してみる

( 1 )外側組似

指定文化財ill.is:物などの修理では自立に

挫物を建設当初の慌に括lJh~することが行われ

る 建物が当初の療を取り民し，歴史的.;;:

観的価値を高めることができるという.E味て.

佐原もまた修ぷの-r-法ということができよ

つ。

復原が特に修ht的ぷ味を強く持つのは，そ

れが A つの地区やIUJ・村全体にわたって行わ

れた場合である 主総では.明治初年の市場

町の聾を取り反すことを日僚として，街道に

沿って並ぶ建物の去の・部民分， 2階は、1:問

写32 1 ドイツ ・ロ

ーテンブルグ r.ti 2 

次大戦によって破地

された町並みを彼似

し，中世都 rtJの(fll~ 

を取り戻した。
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の縁側部分までを品よ即jの療に復原する・JJm

が巡:められてきた。 綿~4:な調子正に基づいたぬ

bj{ではあるが.、'iMは幼)iであったものを.

19i (j /i-の希中をいれて場介によっては桃子JI 

とするなど，現実的な解決もはかられている

すべての建物の外側を細部にでるまで可初の

姿にもどすのではなく， m2MHtや条件に応じ

て復原の内容 ・f.'，'J主を決め，全体として町、住

み;jf観を復臥しているわけである

ポーランドのワルシャワでは.第，次大戦

中ナチスによって岐j虫された中心Ih街地か.

絶えることない民仏文化の柾として， rn民の

執念にも似た努}Jにより住民lされている 彼

似にあたっては， rlJl'(か持ちょった戦災，jijの

町の写真や凧)):1，11，などが参与にされたという。

ドイツのバイエルンj也んの小JI'IIrliローテンブ

ルグでも， ~:n .砂〈人'iikにより町の 13以上が:人

われたが，いちはやく他D;{され，町全体か.

かつての中l'tlrurhのおもかけを取り灰し，多

くの観光客を集めている



( 2 )外観様式保存

ぐり伝統的な住物の外観の-部修復

全体としては伝統的な外観を保っている建

物の ・部が，モルタルJ金り大唆となっていた

り.アルミサッン窓になっているものを修復

して，伝統的な外観に改めることである 外

観復肱に似ているが必ずしも当初の姿に民す

ことではなL、。住宅から山舗への改装などに

よって，外観様式が別の伝統的様式へと変わ

るこ ともある。

2ノ{ム統的な外観様式による改築 ・増築など

伝統的な外観を持っていない建物を改築す

る助介や，伝統的な建物の一部を榊築(たと

えば二階を哨築)する場合などに，その外観

を伝統的犠式に準じて笹えることである。全

1mの伝統的建造物群保存地区において，修;去

の・般的な手法としてしばしば行われている。

長篭の郵使局は，新しい機能を内に抱きな

がら，外観は妻篭の伝統様式に従って新築さ

れた例である。妻篭の 1:1]いまちなみに実によ

くとけこんでおり，軒下の者仮や明治風のポ

ストがなければ郵便局とは気づかない。

歴史的街区の保存と再生事業が，十数年に

わたって精力的に進められているパリのマレ

一地区でも，老朽などによって建物がすでに

失われていたり.修理に耐えない場合には，

外観を周囲の様式に合わせた建物を新築する

ことによって長観を整えている。

( 3 )外壁保存

φ外唱の全面保存

建物の外観が特に優れており，歴史的，ぷ

観的に価値が尚いが，構造耐力上の問題があ

る場合や， 機能の史新.用途の変更が必要な

場合，構造補強や内部改造を加えながら，外

峻のほぼ全体を保存するものし旧近衛師I昌司
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令部のレンガ造り建物(東京，重要文化財)

を鉄筋コンクリートで補強，改装し，国立近

代美術館分館〈工芸館)とした例，同じくレ

ンガ造り建物を鉄筋コンクリートで表打ちし，

補強した同，志社大学ハリス理化学館(京都，

重要文化財〉の例など，わが闘でも近代洋風

建築の保存において実践が重ねられている。

京都における参考事例 京都府立文化博物

館i日館(旧日本銀行京都支庖)，京都市

考古資料館(旧西陣織会館).同志社大

学彰栄館 ・礼拝堂 等

ロンドンのシティでは保護対象建築物の外

観を保存し，内部を再開発する"Envelope 

schme"手法が数多く採用されている。占い建

物の外壁周りに支柱と足場を組んで-外観をそ

のまま残し，内部は屋線，床もすべて改築し

てしまう手法で，外壁は"封筒"となる。

②外壁の一部保存

優れた外観の建物が社会的，経済的諸条件

の中で，やむなく建て替えることになった場

合，古い建物の外壁を一部保存しながら，新

しい構造体によって新築 ・増築を図るもの。

京都の中京郵便局は，明治35年完成のレン

ガ造り建築の外壁の通りに面する大部分を保

存したものである。 レンガ造り 2階建ての外

壁の内側に，鉄筋コンクリート造り 3階建て

の構造体をっくり，外壁を保存しながら機能

吏新とスペース増加をはかり，地築部分も意

匠や仕上げなどで既存部分との調和を配慮す

るという.すぐれた修景手腕をみせている。

また.同じ三条通りに面する日本銀行京都支

庖(大正3"芋竣工)は改築にあたり，隅角部

分の円錐形の屋根を含む石貼りの lスパンを

保存し.その他の部分を保存部分と同色のタ

イル貼りのR.C.造としている。保存部分はギ

且...._

凶32 1中京区郵便局のレンガ造外壁保存 写322 フィラデルフィアの生命保険会社

と内部のR.C.構造 の外壁の・部保存

図3-23三井銀行ビルー改築に

あたり旧建物のコーナ一部分や

玄関アーチを部分保存した。

ャラリーとして活用されている。

四条烏丸の三井銀行は建て替えにあたり，

建築学会や京都市，市民の要望を扱み入れ，

大正14年竣工のルネサンス様式の旧建物のコ

ーナ一部分や玄関アーチなどを部分的に保存

再生し，新しい建築デザインに織り込んでい

る(図32 3) 

ロンドンのペッパー ・ポット・ビルは， rll 

民に親しまれてきたナッシュによる外壁を残

しながら，内部に 5階建ての新しい銀行本応
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. 保存湾問

t. t 

をつくったものである。ただ，これは外壁を

すべて保存す'るのではなく， さ角形平面の各

辺の中央部にガラス告をを設け，新川を対比さ

せている。

写322はフィラデルフィアの生命保険会社

の例である。敷地は国立歴史公閣の中心に位

置するインヂィペンデンス・ホールのすぐ裏

側にあたり，かつてここにエジプシャン ・リ

パイパル様式による建物があった。その高層

ビルへの建て替えにあたって，占い建物のフ



ァサードを彫刻的に新しい建物にとりつけ.

新11"1の辿統刊をR.fJlしたのである

( ，1 )慌史的建築群の両生

以 1'.・つの悼J1干仏をいろいろ組み合わせ.

かつカラスや鉄などの新しい材料・工法を駆

使し. fli ~ 、 ill第やその群を共同住宅・ホテル

・事務所・仏舗守zに改造し，現代的な魅hあ

る'1!IIUとしてllJ11.するもの。わが国では合敷

のアイピー・スクエアがよく知られている。

レンガ込りのIIH)j制 L場を，大胆かつ撒密な

.;1向により.ホテルや展示施設などとして再

作をはかったもので，歴史的なふんいきと現

札的な前九をあわせ持つ，楽しい空間の創造

に成功している 同じように古いレンガ造り

1坊をIJ}JIした例としては.この他にサンフ

ランシスコのキャナリースクェアやギラデリ

スクェアなどがある 近くの P ピア 39 J は

披JL地のIIt 、本巡・合庫群をみやげもの底やカ

フェテリアなどに内部改造したものである。

フィラデルフィアのソサエティ ・ヒルは，

18111紀のレンガ造りタウンハウスの並ぶ歴史

地1)(で， 5011・代から f↑fと民間による保存と再

開発 'J~;tが泊先に行われてきたところである

その ・却のニューマーケットでは.通りに面

して伐勺ているタウンハウスを保存し，すで

に丸われている部分には. レンガタイル貼り

タウンハウスを新築.ブロック中心部にはク

ラス・ パ レスと呼ふカラス箱状デザインのシ

ョッピングセンターをつくっている 歴史地

似の 11}'.tの ・つの f法ではある

111)しくアメリカの時点史郎rh:i{ストンは. ビ

ー コンヒルやパックベイ地IX の 191~t紀のタウ

ンハウス併を似むしていることで知られてい

るが.ウォ ーターフロントでは，近年古いレ
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ンカmりfiW苛iの既紅建物を住宅・事務所・

1占舗などにi1f't . II}活用する事業が集中的に

行われてきた。特に 140年前に建設されたレン

ガ造りイiWiりのクインシーマーケットの修復

とショッピングセンターとしての再生事業は，

鍛街な::h由!と小抜なデザインにより大成功を

おさめ，ディズニーランドを上まわるほどの

数の人々が，山れている。

i此近ではわが|吋においても，横浜，神戸，

嗣fi1'i，小崎などレンガ造等の歴史的建物の保

がをウォ ーターフロント開発の中に組み入れ

，，11M地の魅)Jアップに活用している例は多い

( 5 )現代建築と修景

鉄やコンクリート，ガラスなどの新しい材

料 ・捕仏による現代建築で，外観デザインか

樫史的民観への配慮、をみせているもの。これ

も多くの例があるが.ここでは 同調 1 r融

合 対比の 三施類にわけて考察する

ω lu)J1 

.ill物の胤悦・外観デザインなどを周辺の景

観への路慢をなるべく小さくするよう配慮し

たもの。ボ都では fJ;都保存地区 ・風致地区・

英雄JL地似て宇において，多くの実践が重ねられ

てきた 点山の南禅寺ではレンガ造りの水路

凶との聞の敷地に1tC.造の収蔵庫を新築する

にあたり， is物の品さをできるだけ低くし，

M艇の形態.外阜の構成は南禅寺の建築にな

らっている 村守!・梁型は.天然木の木目を

そのままリしたM巧なプレキャス卜コンク リ

ートが使JIJされており.近くに寄ってもコ ン

クリ ー 卜とはほとんどわからない。

1..).よ，11久子大学の似I，It館は. レンガ造りの

既({校ft? と J;~"11御所に続く今出川imりとには

さまれた雌闘の地下に建設されたものである

地設の必'&f科と以観の保全とを両立させる(;f

'1]3・23 I..Jぶnk子大学の半地

ドパ I~ i~f 館

かりか，変化に日む魅力的な庭園をつくりだ

している。IIIJ棋の例に点都市美術館の地下収

威Joll，ハーバード大学の地下図書館などがあ

る なお，京都御所の周辺では，このほか 一

つの地下鉄出人口の修鼠が注目される。同志

社大学凶"llf館の前に設けられた今出川駅の出

入Uは，デザイン・仕上げを背景のレンガタ

イル則1りの肉、守館にあわせ， しかも両側のか

つての公家帰敷街のおもかげを仕える土塀と

調和するよう苫心されている。丸太町駅の出

入1Iの一つはボーリス設計の大丸ビラの既存

の桝の ・部を切り取って設けられた。既存の

レンガ併のデザイン ・仕上げをたくみに取り

人れ，調和!と変化を実現している。

(21融合

周辺のぷ量Jlの特件を卜分把握し，それを取

り入れながらも，独自のデザインを展開して

いるもの たとえば大江宏氏設計の秋田県角

飴町のむ，J!<館があげられる 伝統的建造物群

保{r地1)(に指定されている武家屋敷街にあり.

そのふ心き民棋と土成のi花屋根を主要なデザ

インモチーフとしてtfff史的景観との辿続性

をはかりなからも，その摘成・展開において

人iI氏独I'JのIl十以をつくりあけている。

J;~ IIs di内においても人m，仏具.和菓子，

旅館守て十持.i11， 脱悦は央なるものの京都らし
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い本~ill築の味わいや繊細さを感じさせる挫

物が数多く比られる

{高対比

Ht史的担制のrjlに規模・形態・材料が全く

異質な建築物や工作をつくることは梧)J避け

ねばならなし、。 しかし，その建設に点に社会

的必然利かあり， Ib 民的合意が得られるなら

ば.厳しいUf.llLの配慮のもとで認められる

こともあろう ‘その地合，新・旧の単純な調

平11はもとより守Jめなし、。むしろ両者の対比に

よって札いの価11(iが向まり，響きあうような

I~'b J.立なデザインが必要とされる。ボストンの

ジョン・ハンコック ・タワービノレは建設のJL

)1・をめぐって多くの論争をまきおこし，また

ill，&途中で何此も窓ガラスの落下事故が起こ

るなど，人さな話題を呼んた建物であるが，

いまその完成した獲をホストンの歴史的長観

の'11にみる時，そのきわめてまれな成功を実

感できる 他物は全IIIIを ミラーカラスておお

われているため， U同では大字と同化し.起

元ではトリニテ ィ教会などの歴史的建築を映

しLflして， n分のイfイLをほとんど消し去って

いる しかも Jプリィプラザやパックベイな

どの静史的仏場やまちなみに対して，平行間

以}~'1' I(U の ~IlJilを|付けて説紙1iiしをさらに小さ

くし，それによって切れ味のよい優雅な美し



";3・24 .~ ・ 1 トン fョy・l¥iJ1H?-tトリニ71君主

• 

さを出:Ilしている

3 3 まちなみ似作における修試のす

すめ}j

liiJ Jfiで比たように，修;えにはその日的，条

件に応じてさまざまな柑知・子法があり.

艦的なすすめ)iは無いと日って良い。ここで

は範聞を限定してまちなみ保(f地医における

修ぷについてJ5・えてみたし、。また.まちなみ

保ι地1><における修ぷは所有者自らが行い.山

町村かこれを媛助するものと.市町村がI，'j接
行うものとがあるが，ここではl持者の場介に

限定したい。

( I )傍去のきっかけ

伝統的ill造物群保{t:地lメでは， r i呆が，;1・l血l

をlどめることが義務づけられているが，それ

はふつう似{fの1f:.み的なん引を決めているだ

けで.どの住物をいつ.どのように修閉また

は修;えするかはその部位決~してゆかねばな

らない

;;(都市て守はH日和4711制定の dJ街地ぷ制条例

による特別i~令.修;え地悦以:長昭和51W
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に i伝統的住造物群保作地1>< を竜ねて1H'A

した後も.まちなみ保{作h:tは住民自身のま

ちづくりを後押しするものであるという 1'[場

から.修11H.修民の倣li;や内科は，所(j布側

からのqlし/1¥によることを/);!lIIJとしている

毎f勾fl什1) 川jAぷ〈ヒ叫:J~ にそ?税j詔担年j皮立の 1.し.JJ、f心.

ンケ一トhうとともに.住物の修理や修;公に

ついてのこまかL、相談からまちづくりのjj.IIJj

についての，;liし合いまで. rh・の 111 吋職uが~AI

々の位以や似イメ会と絶えず1:1'，:Î~ 的に話し合う

中で修以のきっかけをつかみ. 'i=活や営業の

実態にあわせて 修民時期 ・デザイン・ ca
などを品めてゆくのである

こうした活し合いを進める場合，地似の}世

史や保介のJ5・え}i. 修試伊L補助金額なとを

わかりやすく品明したパンフレットがあると

非常に灯都介である このようなパンフレッ

トは，ぶ却のほか妻篭 ・山111・弘前 ・合敷な

ど多くのけI町村で作成され，大きな効来をあ

げている ボストンのビーコンヒルや，パッ

クベイの保釘地区などでもIJi]棋のパンフレッ

トが活川されている。

( 2 )外観様式の選択

1)伝統的な外観様式の限解

まちなみ似イf地区では.修hfは原員IJとして

伝統的な外削除式に準じてhうことになって

いる 。 伝統的な拡式といっても.その~は場

所により.時代によりさまざまである たと

えば京都の亦事坂地区では.rr)i期に完成し

た むしこ込り町家が明治 ・大正期に.附

座敷を持つ 1本 4 陪控て町家 lへと発反し.

大正即jには、予院跡を細分化した敷地に.町家

に数寄W-J孔むl陀を取り入れた 変形町家が

並んだc ll({干11JgJに人ると. ゐ臥;跡の広い敷地

をそのまま.fIJ川した !干11胤l邸む Iが現れてト

............. ー

る これらは事用{士宮か.J.Ii舗併用か.また

I);~IÛ {J!'川の場合. 1: IIUJ，I市10か.飾窓1、Hli舗か

などの迫いによって. .1111部分の安が央な勺

ている

ポ都市ではこれらすべてを地域の党以の過

程を仏える仏統的株式ととらえ. f法令をはか

っている

ところで.修誌をすすめる場合.このよ う

な仏統的な外観様式について. I所軒イ有u身~~ . '1投党乞，J?

省 .人r.に l'分四解してもらう必要がある

少なくとも戦前までは.家をillてる人Lもiム

統を即断する心があり.大J:にも伝統の位ーが

生きていて，簡単な十I(ti1χlだけでほぼ期待ど

おりの他物ができていたのであるが，ノトやそ

のような伝統は途絶え，所有者・も設計若も大

工も伝統的な様式 ・手法を卜分知らないとい

ってよい。

そこで，J;(都市では. 1，1;門研究者による陪史

的調査や実視IJ調査に基づいて.各様式のれ1411

的な干・巾H;q.立面凶 ・短..11将・詳細凶 ・透視

闘などを集めた F 建築級式参J7凶集 を作成

し関係行に配布している 1fb山rllで‘は，各線

式やその構成要素のそれぞれに説明を加えた

詳細な参~'I・ヰ集を発行している この様式参

考凶~は，行政側と所有布 ・ 説。 l'省 ・ 大1.が

伝統ぬ式について共通dぷを持ち，修jdデザ

インを決めてゆく kで役に江つn

2)伝統的な外観様式の選択

前述のように.つのまちなみ保布地lメの

中でも多くの外観様式が有布する しかし.

4 つの地1><をさらに細かくはてみると.修民

対象の刷illでは.外観除式の陪煩はせいぜい

....... ~ ，H!~に限定される 術場町なら出場町

で.また J民家賠敷fおなら武家l長敷11iで.対

象敷地かその町のどのあたりに位置するかてー
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規開や怖がほぼ決まるからである ふ都の応

午坂地1><.では. UiJ述のように.開発の時期に

よって小さい地域ごとに外械の犠式はほぼ決

まっている 、昨呆の外観紙北は.この中から

もっ とふさわしいものを逝ぶことになる。

( 3. )特;ilテ.ザインの検I:.j

1新しt、機能と伝統的外観悼式との調報

しかし.こうして選ばれた外側拡式は. し

ばしば修法後の挫物の川途や必混とされる機

能とX'J訂する 伝統的検式を守る屯i品と羽代

的機能を渦起させるべき史J11. この"Ljfi'のは

点をいかにはつけだし.ji体的にどのように

解決してゆくか.ここに柊Jiデザインの・需

のむつかし iさがある 11体的修Jitデザインは

それこそケースパイケースで1.人するしかな

いが，ここでは基本的なことを吋 二指摘し

ておきたい

まず)1)途が変w:される場合である '定例と

しては. i 1:'とからJ占舗への改121や.広舗の新

築が多い内H宅から応舗への改造はもちろん.

庖舗の新築の場合でも • J品迫に1-1叫宅が並んで

いるところなら，外側は)J;tjIIJとして佐川株式

が選ばれる この場合，内部は応舗でも外制

は令く佐川政式で，軒先につけた伝統的デザ

インの石似たけがJ.li舗であることをぷすこと

もあれば，枠組は住か;棋式のままであるが，

出格子の怖 f.を取り外してガラスを入れ.シ

ョーウインドーとして.fIJJIJするといったこと

も考えられよう 時に桁 {J• の精子のあきを

ややlムげるなどして，内部の儲{-がある利j立

見えるようにせざるを仰ないこともあろう

周辺の;;{制からj苫舗掠式が綜Jllできる場合で

も，みのillH.商品陳列台， ノョーウイント

ーなどのデザインは. iム統を生かした 'f(J'}.な

ものになるよう留意すべきである



こうした山舗への修;;tも含めて.修長建物

は ・般に伝統的建物に比べて軒高が高いn '1・

活 i:.7;?業L.また建築基唱法の規定により.

どうしても天井高を向くせさるをえないこと

が多いからである。所有布との協議でなるべ

く刈さを押さえるようにしなければならない

が.此を;m'，:;~' より深くするとか. 三階を後退

させてはえ掛りを低くするとか.場合によっ

ては 附IliiI(nの人)1を斜めに貼るとかの工夫

も必咲である 3 なお.軒高を必くした場合，

道路斜線制限からis物全体を敷地境界から後

i品せざるを仰なくなり，まちなみ景観のふん

いきか変化してしまうことがある

次γ'hWなどの全く新しい用途の修最をど

うするかの，課題がある 通りに面する住宅の

内部に小J.liをe没ける場合には.玄関の格 [I i 

を Jl~ ~、引き:込み J Iとすることによって.車が

出入りできるようにする この場合，出格子

などム間以外の部分をやや狭くする必要がで

てくる 敷地rmnに余裕がある場合には，玄

関脇に'IIWスペースをとり.玄関等と建具と

I，i)じデザインの両引き，また聞き戸をつける

とよい事市仰を独、工してe没ける場合には，納

wなどの外観様式を応用することが考えられ

る この刷介も.:1¥人[1はシャッターではな

く.板J-Iや佑子戸とする必要がある。青空駐

小胤の場合は少なくとも泊りに面する部分は

II~け !II ・l.塀守て'修以する そのさい周辺謀

総tにあわせたデザインの門および門扉を設け

ることカし必要である

2)倍以の細部デザインの1[(要性

修l;tされた'X例をみると，外観の様式やプ

ロポーションが1M辺の他物とほぼ調和してい

ても.どこかそぐわない感じがすることがあ

る。それは， ，'[ rlIJを構成する各部材の、j-法や
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組みJiなどが伝統的手法と異なっている場合

が多L、むもちろん.修.:l;tされた控築といえと

も瓜 f~也壌であるから必ずしもすべての細部

に七るまで.伝統的手法による必要はないし

じっさいそれはィ、nJ能であるが，最低 f伝統

保式を ~t~かした l と 77い得る様式上のルール

は'，1'る必裂がある。それは一つの白在した建

誕としての緊快感が感じられるか.あるいは

いわゆる映l!lJjのセットのようなっくりものに

見えるかを決定する。その分岐点は必ずしも

明確ではない それは全体的なデザインの力

祉によ ってもんイfされるからである。ただ，

たとえば町家などの伝統的建物においては柱

は地盤由とほとんど同じ高さの葛石の上に直

接乗り.地桜がこれを結んでいるが，修長建

物において建築基準法の規定通り高い布基礎

の上に土台をiFtき，その上に柱を乗せる手法

をとるとかなり違和感を感じさせる。建築基

数法の緩和1惜inが噌まれるとともに，当面柱

位置の Lよ.化制住の取り付けなどの工夫が

必要である。また部材、t法，たとえば格子戸

の凡附や比込み，あき寸法などが，多少の幅

はあるにしても，ある範囲内に入つてないと

おかしくはえる 修京・においても細部の納め

Jj. 寸法はおろそかにできないのである

JJ材料・色彩について

修起においても.外観部分は周辺の伝統的

建物と [lil粍JJrの品質の伝統的材料を使うこと

が臥JIIJてある たたし.屋恨については，た

とえば槍皮.wきや敏斗きであったものを鋼板

liきなどとすることもやむを得ないこともあ

るし，アルミサッシュについても，格子の内

側やill物の側Ifli• 1T面等のめだたない部分て

位川するのは，多くの場合さしっかえない

またl攻誕て手では内部川途上の必要や耐久性 ・

」ー-

防災などの点から.情~体は鉄筋コンクリー

トやはlffとすることも吋能であるc じっさい

以都ではfk{'j造りの修封建物もいくつかある

し.補強コンクリートブロック造りの1:棋な

どもある。こうした場合.設計i司面の段階で.

新川の材料の取り合い部分の納めJjを充分検

Jしておかないと.地1:段階でうまくおさま

らないことがある

修J;till物の色彩，特l二本部の冷誌はどうし

たらよいだろうか~ J;i Ifflなどの町家の伝統的

建物は，多くの場合本部にベンガラを櫓って

いる ただ，地)iによってこれに加えるスス

のj止やその他の処周が児なり，その地点独特

の色合いを持っている このため修封建物の

噌誌にあたっては.柱や梁に使用した木切れ

に.実際にMH頚も色を塗ってみて.その中

から周辺の住物の色にもっとも近い色を選ぶ

などの1umさが必;要である

( t1 )修U1: 'JJのすすめ方

以上述べてきた修対デザイン・材料・色彩

写の決定は. 19rイi.fi-. ，;党，ij-省・大工と行政側

との iキ'，C:f~な協議のもとで.'hわれる。現場に関

係.fi'が集まって，文下どおりひざをつきあわ

せて話し合うこともある その結果をもとに

凶IfiJを抽きかえ.また協議する こうした協

議の小で.所イU'j-の生活1:.営業上の必要と.

まちなみ保イ{:.1-_の裂前との接府を見いだすべ

く制.w:J:去を吃ね.解決をはかるのである

じっさL、JU:終的にできあカtる凶凶jは.吋初と

大幅に児島な勺ていることも少なくない

11丸HIλ!ができし*がはじまっても，現場で

の品性が必安である r r呪イメi!!物の修泣の場合，

l況ιの十1:や議などの状況によって.J十i曲J.1lf1り

にはじ文誌できないことかあるし.新築の均介

でも細日1Iか[';(11(11と火なることがあるからであ
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る":iilMの)JIIJ:のf1:11r.でチェックするため，

8Hこ本にの{ド業所へ足を誕ぶこともある。修

jjtがうまく t、くかどうかは. じっさl"こう

した粘り強い努}Jを屯ねるかどうかにかかっ

ている

( ;; )修iitの実践 (点都の場合)

それでは!日本的な実践例を応部の場合て'み

てみよう o J;( IMIでは Hfi和47íl~以米，この20 fr ~ 

余りで 4つのまちなみ保什地r5(であわせて55

Oi'l余の修JIII・格J;t'J~ Xが~[われたn このうち，

修J;UHliは 120YI ~であり.その他は修理!・W~.

~)j W. iJ~ ;tて~~てtある 。 これらは凶係省がそれそ

れ伝統と現代の，;11，'慌に悩み明協議に協議を弔

ねて.ぎりきりの解決をみたものばかりであ

る伺こうしたケースごとの.手さぐりにも似

た恨みは虫い努力によってまちなみ保存地似の

風極はいっそう而まっている

以ト¥能者がたずさわった京都の伝住地l互

における特 J;t' ~J.Xのいくつかを叫す。 なお，

ここで，fう fOO峨式 f とは.ボ都市の1iill

地|メのイ試作1，IIIhlで広めている外観の棋式を桁

す。

1. 11'七の修Jil

J)本:断illて町家iU6略式による住吉の改築

山市坂地|メの八駄の椛の!有あたりは.石狩

の迫にjのって汁の低いよ階控て建物が並んで

L、る これはそのうち ・つのモルタル喰り~

朽住宅を.本 1院?住て町家11:肘犠式に冷して.

illて件え修j止したものである ぷ端にl耐火 i

どうしても必~な 'EWを設けてL るが.入り

11は玄関やIIH弘子と rriJじく細かい拍子[1とし

なるべくめだたないようにしている ただ，

ニこにi"Jtl'を没けたため，ム関拍子pが肘主

のあるイI)J IIIJヘリ|き込むこととなり.内部の

納まりに九『労したη なお軒を深く階もで



修;;t~Ji 秒lJ

1. {I ~'七の修j;l

(l)本 :断建て町家fJ:11lU式によるft'i三の改築

修;;toil

修以後

ゼむしこ造り町家{主肘株式による住宅の改築

修;;tliij 

修;式後

2. )，1;舗の修;;t

①ノド:断建て町家茶回線式などによる新築山

舗の修長

修;えIIij

IIBI 
~ 

瞳「
間!!I:IiiiiI

修;;l後

@変形町家飾り窓底舗線式による新築!ム舗の

修以

修j;:'ljij

e
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島 -

きるだけ低くし， [11J側Ilnは焼桜飯振りとして

周辺のまちなみと調和をはかつている

2}むしこ造り町家佐川棋式による住'むの改3鹿

島X;峨.13肘本地区においてむしこ造り IOJ家拡

式の~阿佐官をほぼ rllJ慌の様式で改築したも

のである a 迫-路の反対側では向 2階の外側と

して峨fiEを品起させているが.街路側では軒

尚を{氏くして.むしこ， H'I [-J 1， 傾:1¥しちを

佐原して様式をあわせている

2. 111;舗の修;止

ω~ -:階建て町家茶同様式などによる新築山

舗の修J;:

祇l剥新橋地 Ix て忌制を乱していた欽竹~' り

ガレージの修;;(・でーある 敷地はおJ匹以が佐ぷ

新情.iJ!jりと，明るいよifJ-の過のf'i川市;mりの

両んに1f1iしていたため.新情.iJ!jり側は本.階

建て町家茶民様式。 1~1 川市)J!jり側は和胤邸宅

犠式と，それそれの.illiりの特t'l:にあった外観

て'修Jiしたものである 内部は飲食J~l である

新橋泊りに卦・ぷお茶阿に比べて，間[Iが.倍

ほどあり，立1mの構成のバランスをどうとる

か， IIi Jo事をどうめだたなくするか，鉄竹の構

造と木造の外観をどううまく A轄するかなど，

難しい問題を解決し，新しい他物とは思われ

ないほど周辺ぷ観にとけこんでいる なお，

祇刷新崎地阪では，外側が従uijの建物と1:く

向.Hi.で再現し.内部をR.C..ii1で地下附があ

る構造物とする挫物とした修ぷ例が 4例ある

@変形町家飾り窓広舗拡式による新築山舗の

修ぷ

産申坂地[xの二年数トあたりは大JJ時札に

借家~Fとして開発されたところで，問 uの小

さな変形町家飾り窓付きJ占舗様式の建物が並

んでいるn ブロック塀で問われた駐小品;での

やや大規模な飲食応の新築にあたって，外観

は周辺の町家のスケールに合わせ.間IJを分

割， HI[行させ 5軒の独、工的な江I面やhl般を

説けたもの。鉄骨惜ji(に去 1IIU分ほどをふ造

で修以している

:{， .1f坂 J:の特;i:

s:i1時u抵地[)(の :il~坂のすぐ J '.のほ釘の故'df

hU瓜茶"Ii);えびド~J{提出輔の.ìÞ.ぷ . f{)の修j;tであ

る A.は特別保全特JH地|メにm:.とされた日日干11

4711:' tfiで.:技官:fW. Jtt 1ft 11';とl¥;j';-J乱の外制の陶

滞日;があり.その向こうにj度版以似の掛が続

いていたt) B.はB{{干114911tj'{て. 1~ 2~~風の 1~'tJ ~ 

!万とi1..-tf.l{塀の日IS分のいずれもが.本 2附也て

町家飾り窓Hき 1，1;品H~パで新築倍以された

C. は ÐtffIl 54il~ ， FuiJの茶).1;が 2~-VM築したも

のである 。 氏側 t特に m:~な~物であること

から.従-*のふんいきを傾)J維持するため故

小限の榊築にとどめ.かつ， !i'1東部分はでき

る限り迅路から後退させたc. 1).は昭干1155{1=-.

数寄J~J.見茶Illiが 1階の fl日j部分を数寄MJ.tt保

式で特以増築し.あわせて佐凶部分の払柵を

除却して生hiをぷけたものである

3. 射事場・ 111JiUの修;ぇ

l既イlill物の内部にiHN'を新設

祇i材新崎地Ilメの新橋.iJ!jりに111iする既イfのお

茶民の住物の・附に， IIUI.H、っぱいの鋼担シ

ャッターを取り付け，カレークにしたいとい

う所イf".の叶 IUIIを変!とし.出佑子の帖を少し

縮めて:l¥人L1をJよくし，そのニ枚の絡()1を

出始子の逗へ引き込むように[大して，ガレ

ージの機能を(1市起させなからお糸Ji.様式の外

観をうまく守った例である

2)石JIiの中に 'IiJOlIを新設

itr"'Jf取地IXの向台守総門の!有にあたる与院

で，参H客なとのためにどうしても車沖をつ
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修民すl{9IJ 11 

:3) --勾-11)(.1_の修;;:

2 イiJr~の "J に a判事を新設

修bfljil

白
H
M

修;辻後

C 

D. 

4. 塀の修;式

修泣前

3. Ulド地・判事の修氏

、l既存住物の内部に市防を新品 修足後

修;;t 、I~I(日凶

5.道路の修法

修以後
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くりたいという希望があり，検討の結果.既

存の石買をくり抜いた形で.石!fiの中に新設

することにした。鉄筋コンクリートで本体を

つくり，外側に既存の石を貼り，出入口は観

音聞きの格子戸とし，その上に既存の塀にあ

わせて板塀を設けたのこ れまでの長観をほと

んど乱すことなく車庫が新設で・きた例である n

4. 塀の修呆

-土塀の新設

産寧坂地区にある高台寺の塔頭，円徳院の

庭園は桃山城から移されたといわれ，名勝に

指定されている内その整備・復旧にあわせて，

庭園の保護と修景のため，通りに沿って土塀

を設けた。軒を低くし，足JGは野面石積，壁

は中塗り仕上げの土塀とすることなど，この

あたりのふんいきを乱さないよう細かく配慮

してあり，コンクリートブロック構造とはだ

れも気づかない。

5. 道路の修畏

産寧坂地区と祇園新橋地区では，従来から

通りのかなりの部分が石畳道となっていたが，

修景事業としてさらにこれを延長している。

写真は建物の修理・修去と石畳の新設によっ

て，いっそう畏観がよくなった祇園新橋地区

の切り通し付近。なお嵯峨鳥居本地区では，

コンクリート側溝を小叩き仕上げの石ぷたで

修長し，心地よい歩道としている。

3 -5 修長の課題と展望

修設とは，これまでみてきたように，地域

の環境や長観の評価すべき特性を，新しい建

築行為，開発行為の中で生かしてゆくことで

ある。とはいえ，これは決して簡単ではないF

その理由の第 1は，修長そのものに内在す

る難しさである。地域の個性といい，特性あ

といってもそれは具体的には何か，それをど

う評価しその中から何を受け継ぎ何を加え

るか.これを!L体的な建築や都市として実現

するのは. じっさいきわめて困難である。し

かし，このような真剣な問L、かけや創造への

強い意欲がなければ，修最はかえって混乱を

もたらしたり.似て非なるまがL、ものをつく

る退廃的な行為となってしまう 第 2の叫由

は， 日本の近代百年の土地所有柿の絶対制と，

スクラップ 1・アンド・ビルド思想のもとで，

修最の考え方はほとんど社会的に認知されず，

したがって修景を促す社会的・経済的システ

ムがほとんど求整理のまま，最近まできてし

まったことである。

昭和40年代初めから盛んになった地域住民

による庭史的環境や占いまちなみの保存運動

は，こうした困難を打ち破る大きな)Jとなっ

た。占都法の制定をはじめ，歴史的 ・自然的

環境の保全をめざす条例の制定が全国の白治

体であいつぎ，伝統的建造物群保存地区制度

も生まれた。これらはL、ずれも.まず，具体

的な実践によって状況を切り聞き.その成功

によって周辺をまきこみ，制度として定着さ

せ，さらにもう・歩進むという粘り強い努力

を重ねてきたものばかりである。こうした中

で修景の思想!も技術も少しずつ深まり，鍛え

られてきた。

しかし，わが国における修景は，そのデザ

インの面に限っても，まだまだ求熱といわざ

るを得なL、。ある程度の制度はできたという

ものの，個々の建物デザインのよしあしを公

共的観点から本位に話し合い，より良いもの

にしていこうというルールは，わが国では充

分定着していなL、。施主・設計者・官庁など

関係者の感情的対立に陥ったり，逆に単にお
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となしいだけのデザインになったりする以合

も多いのである

.fJJ.イL 生活J.k i~1tの I:'J 1:と社会的安定の'1'で，

快適な環境，文化的環境への~求がますます

大きくなっているc ijL~党 ，(i ・ 111 l:Ii' .環境Ij 

などでも.これまでのまちづくりの反省にた

ら舵史と現代を粘ぷ新しい胞策を検川して

脚11:

tる すでにある控誕協定や地r5(，i~画制j瓦写

は.都市と建築を結び.身近なまちづくりを

fI民の合立のもとに進めるという点で，こう

した胞策の・つであるといえよう J I修;式

の思:思や技術は都市デザイン・H業とも閲辿を

持ち.こうした新しいまちづくりにおいて.

ますます笹要な位i~，~を山めるにちがt 、ない

ヰ1J1: iE 2 ff: 地子銭納中~~ ( 八坂神社，;eiJ， j..{&) 

本2lHJ.1 if 祇|剥H:境内分地1.1JII1: ~ 八.IJ;dll'n文併 lド巻〉

本3I吋)11宇治 i也川{f隣I.Lj先生を小心に応部人;!.， J;t lis 1: ~繊維大?-の大?院生らが参加した

、1'1川市街地足並JJ.の似全対策として 必都rbdH1r 1也氏観条例 の制定を検討していた京都rb

は，その条例にJよづく l特別保全修民地1><: 指定の候補として吋地ドを.ittび，その調

tiと，:1LlbJ* }Ëを似今修.:;~，; Illllj研究会に歪:Iょしたものである 内

本4J;(Ii!Ilh都I[J[泊先I，Jr *山八坂地区における附史的環境の保全修氏計l向i械 ~IJ I'F J昭和47年

率5* 2及び *山八取地IX:の歴史的環境の保全傍JdJf幽ーその 4. fI 民の保{FfE-識調子E

阿川和治・ r~.~僑成人 ・ 益川 Jft JJ} • 0 LH: 以犬 ・苅谷見雅 ・岡田{忠良 H~控築学会大会

"?~ip~演梗概!t D{{平u47irP.1351......1352 

本6メiJ谷!見雅 :l[mJ 内川幸治ら編 暦史の町なみ 関東・中部・北険制 JP.92......93 

本7* 2及び *山八.IJx地Ix.のftf史的環境の保令修J;t11 t.画 その 6. 町並の似全修;支計画」

l拘川幸治・山崎j主人・ O佐旧来房・土民 投入・メij谷男雅 ・岡HJ1足i追 Ll本建築学会大会

学術講演使厩!t BN和47年 P. 1355......1356 

本刈8 I附条j河呼b原耳凶 静t記tt中;

本刈9 林h雌{辰 -七a 郎 歌舞1伎支以d前H 

本l印o J必j江{制御役!州所q肝rlド向f心句tリjλ慨1党、工よ;内l作F 

本11 八坂糾神1社文 I'} トf岳b 

本12滝沢馬琴 掛旅j世鉱」

本13 I 京都府下遊郭rll緒」

判 4高野常道 fn、l'似品 j

本15J;(都 IP1N J;C都の静史第 S巻 占都の近代 P.278 

判6 点都市先行り;~/mのデザインサーベイ *J;t工、大戊本研究室 H{{和4211より

本17鞍馬の集品のqlほどに鞍品川からJ.kが引かれているところがあるが.これは.みそぎ・の

水として.移H:してきた社家の前を抗したものという ，

150 

............ ー

本18鞍馬坂本とは.人Iltifìの坂本が*坂本とぺわれたように.鞍.U~ 山加の門前集落を指すもの

と与えられる

本19I材北朝時代には名拘I.u:iy，新田義uなどの11¥!~依頼状が鞍 .l~j 、干に伐勺ている 。

本20 鞍馬門前党内"i.IF.i!t1. 2年 9Jj 鞍馬、'j:史P.171 ...... 

本21J京主大保イ有j修;以式':1.十'1州1巾刈h吋juJ制I庁f究会 l鞍馬 悶町町J巾 なみ;訓訓 f任d柑U~竹iti J点j江L都 I市1:打:i日f

牢22J点;江i都市都I市li，;什:刊汁|十iド州1I山刈h川Ij1，川，J "叫?:峨野烏肘4本、 まちなみJ'H夜?主正椴告 附和5引1f年iド~3幻J J 

本23J;i大東南アジア研究センタ一本館 (111J;tlíß織物本~.l: ) . 'f' J;~ 郵 N!J;Jの尖 lJ1lJ など。'1'J;(郵{史

1，~の斤合の尖測は Hfi 和48 ir~秋に問、I奈良文化財研究所，1l' ìJllJ修;式研究市と \;t 人住築学科の J~

IriJで行われ，蹄fi'も参加lした ;iJ谷虫卵 '1' J;dx 郵便局 Jj~~のVょ'i'，.M iJIIJ I~ついて J 11本

建築学会近畿土;加 わ;~ ml・中京郵他人dlrfth判ずれI}.JJ所収 P.38......39 

本24桜井出・人;林IJX行 |デタタルスチルカメラによる.次JじJf::状，;l'iJIIJシステム i二本学会tL

1993 lon~; P.12 
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第 E 編

京都の景観保全に関する歴史的研究



畠~

梗概

第2制はJ;i都の;止観の保全構想の党民につ

いてl則的時代から昭和40年代はじめまで 313

に分けてE命じている

わがIqの代点的な歴史都市である京都では，

1Nl，IJ " l'IIIJjの 'R~な課題の aっとして呆観の似

全が1，'，くから取り組まれてきた。第 lなでは

そのIUJjfJgjとベえる明治時代について，街路

j;alH完備. 111林の保護や公|剖整備，琵琶湖疏

水と}!¥致保全.洋j乱建築デザインの受容過将，

以外Jl、:ヘ物脱制の始まり等について.京都近

代のまちづくりb色策の発展の中で明らかにす

る

第2JFでは大IFから昭和戦前期における京

観保今の努}Jと保全制j主=の確世について論ず

る まず，大II二時代において高瀬川や堀川，

鴨川咋のj怯史的判J川|の保全の努力について街

路税制iiや納掠jふとの閲わりの中で検討する J

次に. f'flldilllllhjr.よの1!i1]i.Eを受けての昭和初期

の点都における胤致地区指定と拡大，制度の

ilif川の'j，S!，出ていごついて明らかにするω また戦

前JUJにおける都市長のとえ Hと史観地区構担、

についてt命ずる ) rti3中;では， lj没後から O(~

l干114011代初JU.Iまでのji制思潮と保令施策の検

Jについて分析する まず.昭和20年代のJ支

部の戦後彼001と文化制克都diill，没榊想、につい

て述べ，その中で文化制光保存地Ix..美観地

1)(ちの指定の検.j.fが{fわれたことを心す ま

た. B(~ 干1130 1 1 ltの点都，hの風致行政の充実.

30 1 1 代後、I'~に10 力的に取り *-ILまれた美観地l文

指定の検J粁jaとその搾折について明らかに

する さらにB{{fll30年代後、I'~から 40年代の品

位経済成長時札に発会された.いくつかの京

都の都，11佳品情処を;止観保全の側面から比較

検けするとともに，五{都タワー建設をめぐる

ぷ制品争について分析する そして，箆ケ岡

山光IH]:植を犯機として起こった惟史的胤上保

有・の。命ぷとq.¥})Ij仏による地|ズ指定について論

述する

第 1章 明治期における景観思潮と保全施策の模索

第 i節概要

本論はlリl治則のh~都における長観の保全拶

備の%}Jについて. 主として行政面からあと

づけようとするものである み;論では明治則

を3則に分け，それぞれの時期における氏側

の保今秒仙の動きを町っ・くり施策の発反のな

かでlリjらかにする 第 l則は明治初年から明

治181J:のf.H.!.ilVJ J(hν'}()'i J.まで.第 2期は明治
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281ドの、l'変造船110011:記念祭まて，第3期は

Iリj治.，f.:iれまでとする

第 1WJでは t !kJ;i逃都により抜弊・荒廃し

たJ;(都が彼興と近代化に努めるrJlで，府 ・市

が住宅在物の街路境界からの後退規制lや道路市

制の究助，砂イ、の似ノト，カス士jの設置を進め，

街路jjt制の格制ldχ!ったことを心すr また，御

J9rの保ノト移仙ゃ~I .，If 境内地の公闘としての整



備. 111林のiz.;霊.(1 JN.tJ どに ~(ì' Tしたことを

lリjらかにするd 第2JVJでは.まず J;(仰の小:

柿的は近代化のe!とな っ た琵琶湖lÍ/~*の也，設

に吋た勺て， 水路の線Jf~やデザインにおいて

1'1然a制. I佐史民間の保全のため細やかな配

胞がなされたこと，そして縦しみ深い水辺・ヤ

flU を dil~に民供することとなったことを心す

次にfl1111合同の暫備や鼠111.*山， ，fS ttt :~~ j;t 

ft11をめぐる ". 111 の風致{比;告などに本術的に11~

り ~llむととも街路の j，'iM' 先制維持や街路樹

担備投ぴ街路灯の??及などの道路の;正証提携怖

のl1L 1)~について述べる。

節 3JIJIでは点都からの強い働きかけで I'i・~I

，'rf~({:法が公命され， ~I・ ，'dl造物の保存地策

が進んだ、ニと.また御所や献?との周辺や*山

などをばい何. t)l限てかから守るため L場苛;の

挫..支払IJn~を始めたことを 1)¥す さらにl則的ふ

11の 人・H_l;等に見る開発と保全の相克， jjt 

都djl(の作l弘法築デザインの受容過程.以外

Il~ 作物胤伽lの始まりで与について論ずる

今11. ~1t4的に託証Jl.の保今 ・笹備について

の|地心が深まり.各地でいわゆる足並Jl.行政が

活発に進められている わが[~の代主的な限

史都diであるふ却では. lìIl ， lj~h面行政の of~ '~ 

部門の っとして l，tくから以観保全胞箆に取

り組んできた。本論はそののj_!.f:期と tjえる明

治則jの点都の風致J~lIL行政について.街路氏

側格侃j，tlt林の保Aや公iお1鞍備.品位j制的luJ<

~..貨と j孔致 l記-1-.作風住宅デザインの受容過

料.以外jム合物脱制のhfiまりて宇について J;1.

都心{にの町づくり胞取の党以のなかでlリjらか

にしようとするものである もとより，この

時代は.いまだまちづくりについての札本的

なildltさえ永整備の時則であり.ここで取り
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上げる jjt住Jl.に係わる拡々な施~ .事業も統

的，組織的とは，J~、到H 、 しかし個々に風

致保全のための議Pや努)Jを長ねており‘そ

れは，大IEから昭和初期にかけての都t!iJII判

rx:域の決~， J見致地1)(のjたi.Eせの法律にJLづ

く本格的なまちづくりやJ!l!l)~以制行政の点地

となっているのである。

第2節 lりj治初期の1;);?iJl1則.i1i胞策について

l則的初1f.._.明治 18 {I峨まで

明治維新の嵐は， T-"I:の1m.宗教の都たる

点都にきわめて激しく襲し、かかった。_E政OI.

古により II}ひ政治都市としての木米を砂見た

京都rb比にとって現実はまことに厳しかった

のである

'!flifi 2 年(1869 )，京点への.i!都が事実 I.IJ~

定的になると忠都の材料11~~J. 経済的基盤は ・

挙にj.v)rj{した 説本のどんどん焼け(蛤街II"J

の変)の彼興が卜分進まぬまま.遷都によっ

て公家や諸公， '志士や'if僚ばかりでなく.多

くのイJ}J尚人が京都を拾て. di内中心部は主

洞化した、たとえば御所付近でも移転した公

家邸跡か雑市の生い茂るまま肱抗されたり.

開墾されて果樹や読来が航え付けられるとt、

ったの.り憾であった J 本i

社、干のは制も大きく変わった 明治 2. 3 

年から始まった上知は明治411:(1871)と 8fl 

の 2次にわたる i二知令へと続き，大寺，人材

はそのほとんどの領地を火い.大きな経済的

打撃を受けた 特に今院はl則的初年のNI(1..分

離令に誘発された廃仏史釈の嵐をも受け• J.定

合整理を強制lされて多くの守院では，掌踏の

みならず~.U唱や仏具，はては仏保まで破却さ

れ. ill泊されたh これらの'1.には四条鉄拡ill

設の材料とされたものもあるという。五条};.

橋では，:・6欄のkしいiV射の従iU，本さえl，-i仏の

名のもとにすべて先J41され. 1状j見のふ.lU:ペン

キ喰りの品'問に変えられたという。本2

こうして維新直後のJ;(t.llは比滞と荒廃の'11

で011'吟していた~ J;r Jmは *~;tにたいして両 );i

と吋ばれはじめ， rtiKの中にも次第にそれを

受け入れる~丸もlE.まれていたι しかし IIIJ

時にその中で近代都t1Jへの脱皮の努力も始ま

っていたのである まず.小学校のill，没があ

る，!笹山，1't!'-Cl868) 9 JJ， J;dffi}(fはその"1:，) 

Hに組織されたばかりの町制iの改正とともに

各町組ごとに小学校創設の勧突を行ったn こ

れを受けてj説明治2年5):J には 11 本でJ~初の

小?-校として柳池校が開校し. r~il年ぶには()

4校にiliした また集計院や博物館等の文化

施設もいちはやく開設された。さらに院主胞

設として合情応や伏見製作所，織殿.~股な

どが九緋ぎ'，，-，こ整備されていった

そして汁都としての地位を火・って説失を側

めるJ;tlißの;;(況の回~と持説，勧業をねらい

として問民会が企両された。1リlifi4年に1:1本

でi止みjの博覧会が岡本刷、1で1m継され，切 5

年からはJ;(都博覧会として本絡的なhk/J':かfJ 

われるようになったー7.1=11されるのはこうし

た産業，教fr.文化施設や惜しのほとんどが

社."Ir境内地や上知によって公有地.共有地と

なったIIHI:寺地などを敷地として開設， UiJ似

された:Hである 明治初Jtll.点部はrh内中心

部に近代化促進のための公共的な空地を数多

く持っていたわけである それ放また. ;;I.lill 

の以制はこの時期に大き弘変化をしたのであ

る

第3郎 氏観の保全 ・税制uh包策のはしまり

この時期，まだまた体系的な;式観の保全・
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整備の施:むがとられたわけではないが. I則.i1i

するものを単:げると次の 3つになる。第 lは

街路民主Jlに I~Iするもの.第 2 は公同や御所の

桔備に!則するもの.第3は山林{引をに附する

ものである

3 I fjj路以証IIの蛇悩i

ili.f lft1川iの~nの ・っとして織能的で格然

としたf1J路の({イ1:が!f;け'られようが I則的取j

JVlのJ;t1mにそのような余怖があるはずはなか

った、そのため.この0，1仰jの街路摂備は街路

1:の邪魔物の除却と突:11~IIJ~JUえびii't'Mなどに

力点がiitかれていた。

~'1I1S . );( Xli，のIIIJにはまだ水J-II"Jが伐ってい

たr ノトIi )'11は京都の町々の治安維持のため小

|廿本則から，;生けられていたものである 庇応

tI 'rf~( 1868) 1 JJ.京都参tj.役所は紺新のiu.n
の非常)11心のため. ，h '11の本)1の&111を命じ

た叫が，維新が成り近代都，bill設が始まる

と無JI)の l1:物となった。 このため明治 5fド~~.

点都J“はW111の木)1門を取り除きj持基を特.f.1p

するよう命じている この払*.古j
今 6"1 ( 187 

3 ， には dî中の f .ii1路之jh毘従 IÌÎJ之t貞二)1弓~t~1 

観可汗;J~ ;料となったが.さらに本}-1I11Jの敷

石がし、またFえっているところがあるとしてそ

の取りのぞきを促している こうして京都di

街特有の街路内施設の 一つが除却された

次に街路や川への挫築物の突出制限につい

て比てみよう 以都附はl則的 3年(1870)，ま

ずがI卜'{![l.!'見ハ }l lr~エ家~.illll¥イf之分漸次

取除nJql ~F Jとして道路や川の扶隙化を肋く

J昔前をJー勺た )*，'~いて}f1は lリ1ifi tI 1j:" 家出の

新築や修.[.11'の際退路境界に櫛から道路側はも

ちろん i悼の中へも依聞いを北けではならな

いと命じている この制限はさらに強化され



て覗5年，1J J ， 家f~ :j立ス f'í l 、町並 -1出ヲ引

退キロJill構;{正J.と{tjJ.主してlる これは町

恥jj持筋等昨今ノ ~II ク扶陥&r'J 竺テハ都ノ休lJ.

ニコ レナク11長ニ什 J，米wを新築する際には

l:.tlliiを道路境界から・11日後返させ.軒のtHも

合めて建物を民地内に納めることによって街

路以観の摂即.と迫路幅nの町保を狙ったもの

である 本5 li，Jじt(i， tlll奈川県や大阪府でも

I"J憾の脱制が始まっている しかし，このよ

うな、明寺としてもいささか強引な施策はなか

なか受け入れられなかった。 そのためlJ.~I(Uの

迅路後退についてはl則的11年(1878)に再びそ

の徹底を街述せねばならなかったし明治15

~I ~ ( 1882)には私仰の制限が厳しすぎるとして

のf辻そのものをhi11'せJるを仰なかった 柿

)J，家);{のttt;島について附は明治tl'tf 

(1871)1211. I 家九~ ~rr築1，1111\ニ放パザルノ・j}

を布令した これは. IdJ11・5J1に市中大辿り

筋の凶jでの建築行為はJitiけIHて指凶を受ける

よう布達していたが.力引を変更し今後はI，11

け/1¥は不要であるとしたものである。ただし

'，1111 ¥はしなくても 泊り筋場所柄ニシテ弘，'.1，

敷住家等ィ、致呼心掛・・ と町，i{;み京'観への

配l~は求めている

l則的も維新から数 fl すきると並木のf~..~や

街路ifrMへの関心も日まっている 明治6tl . 

政府は道路並木をみたりに伐取らないよう命

じ. I"J 7 il-には l.ill路似イf取締)j を定めて

いる この取締んJでは道路の並木は jill

j瓜.}t. 持ノ節 ~J 符ヲ I~:漣l~ シ候 ! と実用的機能

を強調しているが.街路のk械向上の機能に

ついては触れられていない，政府のこの佐木

似品のh主|がか都て'とのように受け1l:められ

たかは桟念ながらlリlらかでなL、。

政府は道路泊.MIこもuをIIIJけ，明治，)"I ~ 1 0 
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J].道路tJi婦の条IJを定めてtる ボ都府は

lリJrri 5 "1 2月.第 1I!IJ博覧会開催にあたって

外何人博覧会人覧，.ill路ヲ削Mシil'h紫修整

ナラシム.以テ附j瓜ノ外此ヲ肋ガシム J とf!l

11tを先しその費mとしてj;tiisに i千両.伏

見に内両両支給した白その成果があったのか.

'Ii]年11月の新聞には :応帥dJ街ノ rft鹿タルハ

'たニニ附五港ニ冠タリト..I'Jツベキニ郎邑ノ迅

路ニ到ッテハ・・・ と心されている。灯

なお.後述の琵琶湖政J}(91.没11'1.liijtJ1の点都の

iーな;mりは何れも縦瓦を敷きJめてあって

それで雨天の口にもガ己申がなく，崎天の日に

は股芥が立たない~ &{桜丸の色なども黒く比

えて頗る心地よかった ようである 柑

次に街灯についてみてみよう 京都で、は J-.

心の第 1LIl]博覧会開似に介わせて，その開催

'1
'
， .li人の往来をU..iiするため， 之条，四条，

h条の〈大橋の点内の佑dめや知事.参事等

の肖同の町に l 洋~J.武将光 のガス灯を設遣し

文明|羽化の時代にふさわしい京観整備に努め

ている。そしてIIiJiflOJJには市内に街灯(石

illl灯装置)の設備が完成し. 11 J Jより夜間無

縦士fの辿行が汗された。そして 9年(1876)に

は点、灯局が設けられ.!bl101r 3月より街灯点、

火が行われた 本9 なお，氷点では京橋から

到tHfにかけての ，:i?で明治 511:の大火後煉瓦

fI]の辿設が始まり I則的 7"1_には、並木とガス

灯が性ぷ新市街が完成している。

3 2 公闘の聞，改及び御所の整備

わがの公嗣制度は IりJifi6 '.1二(1873)1月15

t=Iのム政1::f.(li古に的まるとされている この

のf日は従;長から人々がM弘溢覧してきた名所

111跡地等を 公l剖 と定め，府県ごとに適地

をrpol'iするように求めたものである 当時の

......._ 

政府は西洋風の都市住設をめざし.この公l胡

品位の布告も両洋諸mの公凶に触発されたも

のではあるか，いたずらにそれにとらわれる

引なく，旧米のH，Ij:境内地や名勝地が公凶と

して機能してきたがをdめ.その継承と発IJ(

整備を表明したものである

さて.この布作では公i輔の適地として rJ;i 

mニ於イテハ八Jk~ll~ 1:. W水、予ノ境内，嵐山

の頬 Jを挙けているが，以加では 公凶の

"11は，まず仙制御所の公的lに|珂辿して 1則的

6年10月10日付けj削i文.'Fに l仙綱旧制公凶

ト定メ，建物博覧会村へn波ニ付坪数等取調

ノ :J~ として出てくる そして l仙洞御|日必

について公幽規JlIJか定められた内前年から始

まった京都博覧会は第21日lのこの年からは御

所，仙洞御所が会樹にH~'川され，御所では純

物.登記，盆法tfの}必ノ'1'，仙if，~御所では鶴や

ラクタ'やロパなとを!tめて禽獣会が催された

この博覧会は40JJ人余の見物客を集めて 6J1

10 日，成功裡に品を1~ll じた， 前述の 公凶ト

定メ・ ・・ は，この成功を受けて翌年から

も仙洞御所を博覧会に{Ji川するについて位tri.

づけをはっきりさせたもので，いわゆる公凶

としての整備を意凶したものではないようた

明治7年(1874)芥川県では来林荘が栗林公凶

となり，東京で:'(j:小イdll後楽尉が公開され，

'l? 9年には七野公闘が1m.没されたが，点都で

の本格的な公闘はIljJ治1911:(1886 )の円山公I~I

の開設まで待たねばならない

公園 ! とされたflhil.~御所をはしめ御所では

引き続き毎年博覧会がV~俄されたが.明治 10

年(1877)，京r.tIにli，y;した反乱が御所も}LI"J

内もかなり荒j先しているのを嘆き，I内に対し

て保存の措町を品ずるように命じ，毎ilVY l' 

円を給することとした。これに法づいて御所
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隣接地の買収.ィ、怯也築物の撤去.外周の土

~:{築造と摘樹などの"人内{拡が*業"が始ま

った内これは明治1311'(1880)に慨略できあが

り，明治16斗に五 fしている 判Oこれにと

もなって刷じ墳に昨民会は御所から宇~::H し，

現御苑坂出陥に-its-設舵を設けて絞iJされた。

しかし御苑内にはζのほかに測候所やl何?-

tえなど多くの，ぜ物があり.明治161J~ 7 JJ. Jt 

.hi 知・J~はJt lソ搾参議に御苑の;;(制の川彼と柏

樹を.JFえている こうしてl則的201f(1887 )tf~ 

から明治本にかけて御必内の住物は逐次撤L

され.けやきや松などの納樹が進められ.今

日比る民観の本位が担った。本11

3 3 山林の1~'I~

;;t剖1Mは山林の保Aについても維新吋初か

ら努)Jしてきた。l則的2't[の版符泰還， I則的

3 1[:の社寺の上地により. 11-1品{J&ひ社年イf

の111林はことごとく行{ilIJ林となった。 1式都

k:iはこの官林について平くもりj治31f-にη林

掛を設けて植林や維持??即に努める本12ととも

に，民間に対しても明治 IJ"1: I維松伏取禁止

をイ'hitしたのを始め，ザ 511には日.iillりのJ品

開3J~以上の樹木の仇抹及び山林 -bi.以上の

伐採を点nJ制としている さらに明治101.1"tl 

にはいると共イ"林の長成なと'の航林の焚励や

lt.伐禁止，火人取締などの山林似n盤，行成の

胞策を次々と打ちH¥している 判3これは維

新川時の戦乱と l則的IO'tr札には人ってからの

イノフレによる木材川裂の助大に付'う山林の

玩J~に対処しようとしたものである そして

これらの山林保設の胞策は1'1然以観保全の大

きな)Jとなったのである

第4節 琵也i制t61v}(ill ，;没とまちづくり



明治14il:(1881)1JJ京都府知・J.に就任した

北J'O'I迫は京都人の11:，'初期からの谷本14であ

ったfLH湖脱水の也設にA1手した，有能な 11

{I~l五自lì 川辺語~Jnrsを i!J て.政Jj( I:':J~は明治 18 íl・

に，，"'，"r..23~g(1890)に竣[した。この疏水は

Jj(.i!!. i'Uil慌の利他をもたらしただけでなく.

|ソ'k.iliの格仙. '，0:))による「場や，ti・1誌の整備

など仰rli'I=.i，fjや4713長.長.illiなどあらゆるLfiJで

以内11の近代化を，t(i命的にffLiffiした大下支てあ

「た

iffitJj( ill，l党と;;HfJlへの配慮

免れなかった。 とし.J1t史的民観に強い配

起をふしている ，I'hPìl 、.'}:境内のtú.山氏~~御陵

ÙÎjの Jj(~~1硝は l~ さ 307J~にわたって 14のア チ

を?$.iaし. '.tJRl五とAi品おとで外見を美なら

しめたr としている。本16幽濯なる境内に

illJaを，/1'IIJしたrH判jl"，'i'の失断もさることなが

ら.それに此、えた川辺朔郎ら耐υ'j(r 'Jl関係ii

の持)jも人いに，汗fdliされるべきだろう。

;.r~ 2に"II，hJ変!I!.に"'1たっての柔軟で機敏な

態!虻にil:11したL、。政水は叶初，*山山麓か

ら栴Jじヘト水路をめぐらし，その水車動jJに

よ勺て政Jj(i(}jjlに心代I.:tをi

lt也iMJffivj((がは山をうがち山を切り開い l由iされていた。 しかし.fI]辺朔郎らはアメリ

て illd~19. 3kmの水路を住投する人工 lJ~であっ カでのJj()j発むのIJXJJJを聞くやL((ちに実地調

た(;I，IJ i j・の自然 J;~lllを人きく金化させただけ 1iにAl:き.その見聞に基づいて蹴上に*h発

でなく. ，'， ?I' S'や御I~á:などの歴史的対観にも iu:p)rを儲け. iu:)jによる近代化を凶ることに

比大な彬智を与えた~ }ff. rli民のー部には反 した。もし吋初Jl'llhJlmり実現していたならば

対の』げもあ司たが.それは賦記長金の負tllの'li 1血ケ谷.オ'):1 rをはじめ*-山山麓から北白川.

さに，x.tしてだけでなく.こうした大規模な開 格北にかけてJj('Iiを i:動}Jとする小工場が群

発行為に対する反発も悦じっていた。後に悩 立し.ノト11!~るような良好な歴史的22観，

れ。治 lt1や袖;・;，;urX. ~bなども琵琶湖疏水の1m削な H'七地;式仰はイfり仰なかった。柔軟な計画思

f の泊、激な近代化がJ~mlの山水の美や占社寺 也が環境やJi制の坑J売を救ったのである。

の典羽f;を似つけたと論難している 判5 判7

しかし. (i年後のノト11. 吋時の建J交のありん め3にこの耐VM.l!，i貨は鴨川淀岸などのほか

を比ると現代の1m先にはほとんど見られない

柔軟さがあったことに以付かされる

第 iは水路の綜mやデザインにみられる民

制への配I~である。地形にすなおに従従-つた無

JlI則Hのない線}f形{巳2をj持与ちι.J.水k路のl'品耐L

健迫辺‘l山1¥人11てτt手hののデザインや{引竹1:1:1汁lけげf材料は近代

の.u、1吹次をh感長じさせながらも撒i官+街:さ古' 観しみや

すtぷFにh渦埼ちている 4特左に蹴1.からj治f名4北をめく

る怯料線t.i巡s単!1川11呼.Jて，は. 途中 -Í~' L子までは、，'HL名

J協のj也であるからI'l111の線路をとりがたく.

ために限iG;や水路間などをillm.するの凶難を

は必ずしもJj(JllセIIUに必まれていない京都に.

新たに組しみやすい水辺令nuを加えたものと

M える 政水沿いには'-*の進捗に合わせて

桜.松，柳.楓. 111糸化など15!J本もの柚樹

がj;Uis附によってなされ.付近の社寺や住宅

地. IIIl刈吋:の以制と共に建設、初から却しま

れてきた判8が，特に近11圃は示都1↑iによって山

科1><V4日付近は ，*山緑地 .1;王子から銀

mJ ，11'は 「刊'ア・のi邑 . Jt (-1川付近は 白川疏

水道 J• 1司自みから尖川は 六勝寺の小径 と

して，必νjくに治「てそれぞれ緑ill戟備が凶ら
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れ. ilil(や矧光存の人えを集めている

このように琵i!l湖疏水は点都近代化の礎と

なったばかりでなく，その開発における現境

やぷ耐への配慮と似~~におL 、てまことに校範

とすべきものといえよう

附41 1 t主也WJ政;j(1>4 琵琶湖政水凶JL: 点灯:文化社1978 P.242 

山--

4 -2 名lメ勝地の保護

f~包i期政水の"h函jがn体化し，竣工した19J

治1011fI::tI'ごろから20年代初めにかけては.

また. IfL*=からの名所や名勝.寺院境内，そ

の他;;;制の俊れたところの保護について関心

がII'Jけられた時代である

J;(都1ftはりJif;19i1~( 1886).神仏分離によっ

て取り地された祇l剥感t'lll坑の坊舎の跡地をITj

111公|刈とし. l，i]23年以都111にこれを移性・した

rliては公刷委112~を定めてす?即することに

したが，その白川はすべて公l組内の存院の L

地位川料，仙H1木材の先却'J'1守でまかなうこ

とにしたので.~A人維持がM一杯て'あった。

しかし. '則的~!511二 ( 1892)には :1:地収川仏の適

Jtjを受けてIKJ戎を鉱人し.般会計よりも文

/1¥して不巣地造物の除却.自然の起伏を生か

した~I札納倒乍の税制ijを始めたという 。 特

に桜の移納には町心し.次のような新聞広告

を/11して'h民に呼びかけた

川111公|点I---*:A移""(1ノ 11的. lU桜父ノ、技

引桜 j、L210-1>'， A 11 illl2 )て5-j以上，技

!ltHi~nノモノ. ，!J内5<.1、近在ニテ来10
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) J 20 J-I限収)jq 1 ~I\ツベシ

H n 1.111 ，;(都市参事会判9

diはこのように)!践の保存と花木の増員古に

努め. IIJ 111公同を*111蛙覧の伝統そのままに

附干の行事j地として市民に提供したのである。

また，H'Jは、円1:境内の;正副を保つため，明

治 18"rr ~I ，'J"境内ノ水竹伐採心得 を街述し

た，これによれば什与境内の本竹を4栂に分

対!し.1おl却の 11 iLO .JJ¥_ニイザリシテ境内J!tt

政一|則λルモノ此IIJ!虫 l止処!以上ノ樹木 は

JJ;! 1111 として代以を/r-111せず，その他は中.:，~，IF 

の内科によって判断することにしている

本201リJifi初旬のド11仏分離令， 上知令等によっ

てiiilfriしI..:n守;について.後述のように.伝

村知・J.がl則的 12 'J 1~ ( 1879)， 1I1計占利の保(J.の

必法tl:を訴え， )Y. 1311~ ， 111が f占社寺保存食

制度 lを泣けるなど出付与保存の動きが強ま

るなかで. この11'境内のノト竹の伐採まで制限

を}11!えることになったのである。

また 1則的2211(1889). 附は胤山や~t嵯峨，

松Fri. 1 f'iJ主.1;fT，tゐ制t制j邑，鹿必キな

c'を 名|メ)協j也lととらえ， 仁F両l亙界から

それらヘヤる道路を地ん税をもって修繕すべ

き心路として指定している さらに明治26年

には比淑111I 附明以において樹木が 4 部伐採

されたが.知;J~の tj I 11:命令を出してその拡大

を ~IL11:した。そして. W明治27年，府議会は

IiJ.III. !~ull. ，:'~!JL ~1:}J己の名lX.勝地のj武主主林

保協を也oa.これを受けて府知事はこれらの

お 1><:勝地の J!l.)ì林の)~;JlM fi'てある股商務省と

協議し.その自(I -f、を ;92811 ~ J(.f.a会に報作して

いる すなわち t '，'f林ではあるが必都附が胤

放の似品のため係nを陥II.~'臼林に tH人させ.

必怯lこ J.Î:.，じて村(林や{比r~をし.枯m本の公判l

その他ト小や'IPr物をj什で必};Uし， f足"盤沈に
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あてるこ となとを股l荷務行人阪大林区署に提

H したが.いずれも認められなかったとして

t、る 本21いずれにしても府が三山の風致保

必に本腰をいれようとしている健子がうかが

われる

1 3 街路:;l:i't.Jlの桔-<<i，
砂くに街路ji:制の格制iについて見てみよう，

明治1911ふ， I(.J は街路l(~日締規則を布達した

街路の宮市似イ{. l，IJ 7恕， iLOH}j法等について

今63条にわたりJ細に規定しであるが，その

うち街路l;t~.Jlに附するものを拾いだしてみる

と次のようになる まず釣石板について地面

より l え以 Lの~IJ離を保ち，尚さ 2 尺以下と

している これは1"1.接泉観の規制をねらった

ものではないが.初めて公的に右'板の位ift.

大きさを脱制したものとして凡目される 次

にl1r路にlfliして奥行 9Jて以トの空地が，市街

の体以をmずるような場所にある場合には，

境界に射を説けるよう定めている。この規定

がどの利低のχ効があったかは不明であるが，

今IJ，h 街中心分に?き地が多くあり，荒れた

，;t7rJ!をγしているのをはると，この規定の先

進性が oげできる

また，この街路i収締脱制で街路に臨む屈服.

物 1・し，窓予すりて守にボロその他見苫しく若

しくは危険な物品を i7.'~ 、てはならないとして

危険肋11:とともに美観維持を義務付けている

さらにまた件n.iまの街路を向かいの家と分

~I !してil'iMすることを求めている *22 

さて.街時樹は，b内では I~~瀬川，絹川膏疏

1.1<筋て~!にあり， .X:.?fJlを添えていたが，明治22

11 ~ dJl政hudJにfl'い(ただし明治3111ミ(1898)ま

で制別dJとして知事がはjJえを持ねるという生

IllJ的な形であった。)2311'より街路樹に I↑lfl

の支11¥が始まった。 しかし.この時は並木わ

ずかに30余本を航えたにすぎず.本格的なhft

樹はさらに後"1~*23に待たねばならなかった

街路は明治2511~fjtにおいて.公設fh~I1565t企

を合めて. 1. 200余の石油熔が点灯されていた

か.この:'11 より iG符 1~が計上され.まず 1条

儲. ご.条抗.駅前など市内日目の場所に設計

された l あ・'，~、て御所御必内にも近燈が点1をさ

れた3;u悼の!!HIりj}Jの伶大さはますますその

針及を'，'，めることとなり明治301f-には石油燈

とHuaの数が州、I~ばしたという 。 本24 このた

め街路t'iは急、激に地加し，i梓栄の凌諜や街路

改修を iとしていた吋時の土木貨中街燈tlJは

6 ~~'1Jを山めていたという 。 街燈は維持当時は

単に伐|出の交iLO安全.防犯等日標としていた

が次第に抑巾夫在Jl.風致 i二も欠くことができ

ない{r{l:となっていた。

第 5節節3則J;(都策と泉観整備

明治2811:(1895)，J支部の町は内国勧業博覧

会と、ド'to醤iru11 00年紀年祭でわきかえった。

2) Jに11本以初の市也が£り始め， 3 J]には

それまで野菜畑と雑木林であった岡崎の地に

平安神宵が自1]，没され. tj)]にはここで第4[!I] 

内Ilg勧業時覧会が始まった。 さらに10月には

T安造船干1"11f祭が本hされ，時代祭りも始

められた 点仰はこれら 4 述の事業の中で内

外に近代都diとしての彼興の心立討を示し

あ3即!の町づくりに取り組み始めた。 この明

治281rから人JJ初年に手る時期lには足観対策

においてもいくつかの進民が見られる

5 I i!I~ト占の保イメ

あ lは，liH.，'Jの保イf胞策の充実である 明

治祈政T(.tはl則的 tj"1'-， 'r1l掠1[1物保存ん と
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いうム政I:ilI~むを発し.神物分離令以来行き

i品き とはられる仏教文化遺産の破却の動きを

抑制に努めた♀ J~it.Tでは明治12年に伝村知事

が111社市村:の保仔を的Kに訴えた。明治13年

にはJK都府知1m.的議会等の強力な通勤もあ

って政的は r ，'i ~I : 、子1~{J. ~任期II立 を設け，由

紺ある.'1~ J、1の維持資金の 部を交付するな

ど文化財の保，i並に ・忘れt皮努)Jしてきた内明

治 13 iド---2 711までに 109の年院がこの

a~lJ主の制Jl)J~を受けたか，もとよりこれでは

|分とはし、えず. 2 0 "1代に入り仏教振興の

九illが尚まると1'1付与似{r.胞策の充尖を求め

るJi，がifbまった^J;l都'(.tは政府に対する働き

かけを強め. 11/J rri 2 8 "1:には府品会で E 市n

，'i保存資金IIH，j，補助}jJのl司会:，7願を口I決し.

現"1~には I片付>~li: 1~{{: 1 こ l到する建議をなし. 3 

o 11. 1 ).Jは ムサns保存iE の成、Zを期すた

め委iiの L..l;t会決ぶしている *25こうした

強ノJなill動が効を会し，政府はIliJ年6n凸社

、子保イnt.を公市した

1
1， ~I S:1足イfiAはわがI'~ M:初の文化財保作に

|則するilHtで. ~ 1 ，IJのi:物却は同1[.iR造物

は特別保，，!fillぬ物と刷、された 昭和4年092

9)IWi:似Ui.去ができるまで.全国で約 500

-Ni.の住込ー物がこのil，;fI~により補助金を受けて

修即され.n午;え在Jlの維持と向上に氏献した

5 2 J{ii業振興と風致保存

知 2は，;'(i.業iln!興とJi¥致保存の調和の努)Jて

ある たとえば1~)dì2 8if(1896)1 0月， 11J 

川知:J.の時. Hfは製品場取締規則lを布達した

が，ニの'1'で山本|則係地改及びJ;~都市域の風

致似イfの条JJ'!を説けているのすなわち各栂の

u品に対し危険肋11と待1'1..Lの配慮を求め，

特に蝶伸. .fj}月4. イJ，hカ冷スを発生する L場に



ついては日~. "II:~，離百1・.段以及びJXJm市域から

・定~nllllt内 iζ 、1地する・J~を祭じ.すでに \'r_地

しているものについては今後 20年Utlで移転

せよとパう厳しい内容であったn これは11J J 

に ・郎緩和されたが.ボ都尚[会議所はさら

に改11を求めて弔}3 0 '.1:' 2 } 1. l1J凶知事に対

して佳品を hっている 本26 ~~時の経常行jj]

の胤放1~ιについての認ぷがうかがわれるの

でやや，-:fしくみてみよう

まずJ;t仰の ，J此ì'Lノ什絶，下内 1n~双ノ fh;ア

リο|として dilf.llノ枠制ii風説ノ保存ヨリス

ルモ1)，製~'ijÇ;tJ' 1 然ノ趨 l句ニ政任セズシテ.

通1ノ伽JJl ¥fn粁ヲJJIIフベキハ勿論ノ事ナリト

量Itドモ・・・・・・ jと風致保存上からの工

場胤刷lを11.むをf!fないと受ILめ.その tで.

製造品;を胤伽lしすきると.}Jt都の発展を阻:与す

る止して I~~1..:-. 開t~I;， 1えひ御m邸，御料地，御

陵必からの勘離制限の緩和を求めている そ

して市内及ひ~dJ域から 180間以内の型造結

の於11'については rr.業衛生ノ点ヨリJg-へル

モ，マタ j乱J;~i試作ノ趣行ヨリ推スモ，事実上

強テdJ域ヲ駅ル 180l1Uノ制裁ヲ設クルノ必

嵯ナキガ知l シ。 JlIJ チ J;~都唯帽ノ名区勝地タル

*111 引トノI.J也ノ自IIキ，己ニ市部ニ属シ， jt. 

他特ニdJ域 18 0 JlUノ制裁ハ全然必要ヲ認メ

ザルガ知lシ」と述べている ここでは東山地

域がf，lx勝地であり.その保存の必要性をd

めながら.それはすべてdi内に合まれるので

あるから I!J域境界より 180間までの規制は

必裂ないと，.，うのてある ともあれ.この時

J~). ，;'.不関係地設や名Ix勝地の保存について

は， p'(業界といえども敢えて否定できない状

侃が'1まれていたことがわかる 明治維新11'(

後の比微の棒状からひたすら庫業と文化のII'J

iニに努めてきた J;~lI1lの抱興がほぼ成ったこの
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日切り). ようやくが託業化の行き過ぎによる風致

岐岐をlリj航な胤制によって阻止しようとし始

めたのである

;) 3 JAi邑敷設と*山の長観保全

l則的2811:tJ'i，大阪から八幡，淀，伏見を経

て鴨川|の*を辿り. I柑崎にでる鉄道J十両が明

らかになったE 判11.1"は近畿鉄道と祢されてい

たが，場イl の J;~ I~'，丘小にあたるようだ。 この

鉄沿，， 1'1111，について J;~1I1l}(.f ~会は l則的28ij二 12月

に内務大1:1泌に 近畿欽迅11i設ノ議ニ付建議

している この鉄道が-*山地区を横断し蝶

煙浪ク技!c!、ニモ此風光ヲ没セラシムルコトア

ランカ，東山ノ勝Jiハ忽チ浬i戚セラレ ・-

として，汁ド11Iの.a，IIJにあたっては慎lJi:に審議し

てほしいと盤中しているわけである この併

については前会での議泊の内容も含めて奥田

修.氏がJ下しく制介している本27。以下奥聞民

の論文に沿ってはてみよう。

ill.義|では.*山の京都における重要性

とその保令のためにJ;tr.Bx:tが名区j跡地の道路

の制修， J乱致林の{呆J盤にあってきたこと.円

山公凶を改(Ffし名Ixを，j(久に保全しようと努

めてきたことをえliべ，見い煙を吐く鉄道が辿

るようになると，*山のj乱致をtきすることも

っとも品だしいとJえている 府会でのこの

佳品実についてのぷ冷ではこの計画が京都府

が名lメ服地に対してとっている}j針を打ち壇

してしまいかねないこと.東山はもっとも大

切な場所てdあって子々孫々まで譲り渡したい

こと汚 点山のj見放似今についての熱意が孟明

されている。 しかし . jJでは少数ではあっ

たが.すでに米山近i如こは帝Ilq博物館， ~t水

1 'JL jlJ山公l対内のl州沖ホテルなど西洋的な

ものができている，凶作的なものが駄目とい

う J命議は与えが小さいといった反対芯;~}!もあ

ったという。この鉄道Hlaljは実現しなかった

が. J;n敬[iUtl!としてI則的43if~ (1910)年にfi

条までl泊ilDしたのと もあれ.ここでも，この

時期京都附が東山の風致保全にきわめて熱心

であったことが小されている

5 11 内i'ldiRのまちづくり構惣とj成

政似イf涼

l則的 31'.1(1898).応部はそれまでの府知|

怖がdJ.lx:を~~ねるという変則的な 特別Ili

の地似をJJ見して.独立のd1長と行政組織を持

つ1'1治体に'1まれ変わった 明治 211f以米

の??泊iIi制のj菌加. rli政特例撤廃の要求がよ

うやく尖を払んたのであった 自治体となっ

た成都市は初代I!J.kとして内貰甚乙郎を選ひ.

~絡的な点都のまちづくりを始めた 市役所

の組織は三部にわかれ，そのうち第 :部は

r t:仁、政ニ控築.公闘， rlilX:ノ境域.

・ fht~ ， 111側 lそして名1><:勝地ノ保存等

の・J~Xを111 汚した。 ここに 名区勝地ノ保存

が新'1:点都 diの・jト業の，っとして明艇に位jr~

づけられているのは興味深い。本28

さらに内l'{di長は明治 33年の市議会にお

いて，まちづくりの椛惣をぷし，この中で

*んはj瓜致似かの必要あり・・・ と米山

地域のj拡致の保存を強調し-*山の風致を

優美ならしめ， 日本の公園としたし、 lと述べ

ている本29

5 5 大'h~等にみる開発と保存

出レ1<ill，&以後点加のJit制を最も大きく変え

たのは第 2疏/.1<ill，設と水道敷設及び‘道路拡築.

iG丸軌i邑敷必の，いわゆる 三大事業である

これらの都市格制ij']~;tは明治 30 年から調介

が始まり.明治 32 "1に符qlを受け明治41 
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11:( 1908)から順次折 cし，人IfJC$.に竣にし

たれこのHU都rln;r似の人変動が起こり.開発

と í~がをめぐって多くの問題が起こった。

たとえば明治33作(1900)，梅ヶ畑からぬ

雄を終て.lt桑に í~る小i1(iÎjit!の開削について.

J;(都附は.地方の{史利のため名勝地を破壊

するとしてィ、，&IIJとしている。 明治，13 fr 

(1910)には川11)京li問泊が起こ っている 川

山公|判より村 "1' 以まてtの進弘~~.iU n IIITI)がr!Jに

/1¥糊され， 111会は事北の寺山!，R，公|刻のj叫致に

X:: し支えない~l{ ~) ，i'l: IIJに児誌ないことをふlis

附に 1:"Iしたが. }(t は作品に，r~:IIJしなかった

後にけi会て'もI!l放似{子の立掛から反対丸illが

I~~ ま り.キ討払tJA川41B

本刈30なお|い111)寸1) も怯Lの=オ;4-~余i心必宇i辿n~段党l問!u叫j刊j 足題fJ泊カがt大I止I上二J木kから B附討

和初却則jにカか、け 4てても11川l呼iひび.起こつている

lii)じtfL 鴨川*i;lのH条~丸ム町のOtt;.I<品:

防1:へのIbItL帆i呂敷J交をめく ってがJ，市の対

、'LI:JJ地か~こった。 Iリ jrfi 1 2年 12 Jj，巾

は.人事業の ・環として II条~丸太町にセる

おr ，&~W 1.への dJ~Ü帆迫の敷設を府に出願し

たが，的はj制捜似イfをJ.lj!山にこれをにぎりつ

ぶしてしまったの刈!このため巾は府の翻意

に努めたか作れられす.結1.&， ミ条~丸木町

IIUを削減するなど，汁l由lを縮小して111願，大lf

2 if ( 1913)になってよう やく持uJを得たので

ある

さて.迫路鉱恥iが証[む中でこれら新しい幹

線沿いには~üHが林、工することになった. こ

れに対し. rIJ勧業をH会は fiUt主を地下線化

し，liのえ在日を似つの刊 をdi長に建議してい

る 本32しかし，この控議は吋然実現しなかっ

た ちなみに氷点では，jij.!Aのように明治23 

"1に，bl><:改，I1tU会か'，llHの林立について改

小をill議している



5 “行:風ill .~とJ!H(

ところで.明治後期1. J;(都の近代化が進む

，'，でけ3・内では郵{~'，Jや銀行， 1:場， J¥."t， ，萄
1.li などがレンガ~.やィ;itiの作風建築として次

々とi!!てられていった。迫路拡帖やrti'Ji凶.illi

などの事~と J~I .~ ，これらの洋風建築の建設

は都市;;(制を人きく変えていった。洋風建築

のi!!設について，!J民は文明化，近代化のあら

われと拭えつつも )jてはこれに批判的で

あった たとえばl則的 28年(1895)，米山し

条に叫1時の?と低地築の部・入者である片山-*

f(誌のJ丸:1・によってフランス ・ルネサンス犠式

の市Il1tW物航が峻r.したが.点都の真水英夫

は f 凡也の地を1!~て，純粋の西洋建築を造ら

るる止は何とやらん物.hlりなL、lと批評して

いる 本33X，北山風雄は丙洋風に傾く点都

の住宅たを批判している すなわち，帝国大?

や帝11~ J~( mI問物航， IIIJ志社等の建物について

何れも此地の府民:を無視するのみならず，

山/1<.と'IIJ化とL、ふ点、にn立せず ， r何等の

x制も~之似 l などと附，;干し，さらに I ただ

ただ以仰がJUrるill.is:物によりて悪く装はれて，

人々に鰍九を)JIIふるのを遺憾と存候jとJい，

内作住誕てらはノトもなお ・般rh1誌にイミ向きであ

るl-.iiliべている *34 

ところで川山公i判奥にあった木造の也阿弥

ホテルは明治32 11~i.尭:人し.円山ホテルとし

てIljillを闘い/1¥たかィ、uIIIJとなった。 これに

|則辿して吋時の内白，hlx:は rTe-*京都市民は

作l~t控築を雌J巴寸るの傾向あれども之れ本た

作風ill誕の ~'HIIを知i らずして世に l呆~，)=的の ~Ft

o.rにl邸られつつあるものなり ， J-fし ・[1.

'jじえなるバ，J孔ill徒が*山に峠つことあらはふ

仰のj乱色に fQ:の )t;f.'~を減へん と述べたと

いう。この I!Jlx:の先"をjai-I的に紹介した
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illffi雑品d ;nI57~.; は.これに続けて.

11た九人の命中する所は斯のホテルの形式

が欧米の桝有!を杵むるものに帰せずして.

純斬新なる点作的，ij!味を先f.fiすべきものなら

んこと之れなり 」と払んでいる ここには西

洋地築の良さを・:.L，&めながらも，京都の東

山山麓にふさわしい建築デザイン上の配I替、を

求め，それは内作に対する米作的，あるいは

11本的感覚を感じさせるデザインであってほ

しいという H!<がaotみ取れる。と もあれ.明

治 3711;，( 1904)竣1.の京都鉄道 三条駅が一条

離日 (現 条減)守，付近のj孔致を書さぬよ

う.、ド11.Nに4fの煤式を取り入れた日本j乱デザ

インでill築された例はあるものの，公共建築，

銀行控築て~nh内のめぼしい建築物はほとんど

洋風でつくられ紙けたE ちなみに建築学会に

おいて 技Il~将来の建築棋式をいかにすべき

や lというd論会が慨されたのは明治 43年

であった

5 7 }~外広告物の規制

11.、作物は，m業の先述とともに成長し，すで

lこiLJ "時代には吸協やすだれ，釣り看板，民

悦ii'，'[j似て5品々に広Vi:を凝らした広告物が発

注していた。これらは報条，;記i号，告文占て手

と呼ばれていたが 1則的5年(1872)1 0 J1横

浜知II新聞紙 lで初めて 広告 という亘葉

が{史われたと， iう 京都ても同年 11月.

rn 2 lulJ{jト大同覧会ノ jぶ公ヲ各所に建札セ

シム lとJl:刊の訴が:Uてくる *35この時期，

li::守政体はJIHlt的に助大.成長する 広告媒

体として新たに11rUHや雑ふが'1ミまれたしボ都

ではlりJ1fiI 711 ~( 1884 )に広行財ぷ場の新Il耳元

が現れたし， 2 311・には;条、T町，凶条新M

~の 2 P;I/リfに1，IJIJ倒的な屯灯広告が設けられて

.......... ー

いる」また'IIJ11 ~ ， ミ条守町|何人に竣工したレ

ンガ遣の家.i.llO，y，:t"Jfiの以上にはりっぱなU~';1 

陪がそそりたち.人きなγf伝効果をあけてい

た。l.iJ~I ~* ~ilでは B，f ~J. lIr 報が!R};t Þt以I会社の

:ω主に初めてHitf.仏刊をとりつけている

l則的28 11:J文部で聞かれた第阿国内国勧業

博覧会の折， サンライス :ヒーロー 守

のたばこで名品L、村Jt兄弟商会が自u怠ヶ岳

(λ;文γ，11)山)胞にIi大な広告岐をillてた

f/，i文γと"われ，群集の11をづ|し、たが. J瓜致

を:りするとしてすぐに撤去を命ぜられた

本36

これら以外仏:作物の規制については前述の

ように 『街路取締規JlIIJなどで釣者仮の尚さ

や太きさについて規定があったが，広告物全

般についての包情的な規制は明治44年(191

1)1J]に制定された広告物取締法が最初

である この法律は，現行の昆外広告物法が

脱:1，11の11的をエ制風致の維持と危害防止の

点に限定しているのに対し， 美観又ハ風致

ヲ保存スル|ことを11的としつつ，安寧秩序

の維持， ~I~ .Q.風俗の保持など，広作物のぷ現

内容まで脱:"1]を及ぼすという思想統制的な内

容をもふくんでいた。そのため規制には知・j~

のほか公安委H会も関係していた ちなみに

この115) Jに特別1fU宇野察が設inされている

この丘、仏ー物取締法は第2次llt界大戦後の昭和

2 " 1t( 1949)まてイF私した

第6節 1リJifi後期の;j(観沿

さて.これまで明治後期1.ボ都ては第.期

~;t r.ll~ として.火事業か併進された時期の ;j:

制対誌を弘てきた JえがIqの応業基盤かよう

やく師・立し， li r，'j・H肖の:つの戦争に勝利

し.欧米州111とのイ〈、下等条約改正にも成功す
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るという， (I.'I}J充実の時期であった。諸産業

の党以とともに1'1然や.i1'!跡の破地. '-T.活現境

の:巴化がill;むという状況があり.これに対す

るJJi.有の以通[j)¥ '却に:Bてきたものの、 ー方

では(q作 i:説的な発:tHも強まってきた。こう

した'11で1'1然やj瓜訴に対するとらえ克も前代

とはiまった1I1Iがでてくる

lりJifiの胤;;し冶の{にみは 2711:にflJhされた

，L、 1'~ ，F HJの I 11 ~、 J瓜みし冶 止されている

本37この本は 11dt戦争の(I~ を挙げての戦時体制

の'11でJlHJされ， (1'粋 j'..fl:的な、'0品から，技

が，!~の JiU;t' .kか Itl W.にietたるものであると j

11<した。そして欧米の科学的な自然認識法を

踏まえなからj'[J・1時代以米の名所Ixl会的なH

みを美文』て AJJJ.し，行時の知識lY年の心を

とらえ.今でいうベストセラーであったとい

つ。

r 11 ~J重~l ;;~ ，;;首 l にあ~~l、てl則的38年小J白鳥

;1<.の 11本1'1ノ九命か111~)された これは山

17，のえ!こ l此入;の|則心を仏~'.その rJ?~や動4漬

物のえしさに興味をIIIJけ.それまでのも1仰上

の行為としての守山とは見なる近代登山を11))

Kした， このみのIlHJされたザifには日本山

UI会が机l止されている このほか厄撤やし山

地， 1干IJ111/胡て5についての紀行文がこの頃.m

次L、て先ムされ，新しい制点からの自然風ぷ

に対する関心を呼び起こした

このように明治後期. n然やj鉄泣の破境と

発見 か(IIJ時に起こるという湖北の中で，

l則的11.1 11.:， (q ，'{公凶(1Il，;~の控誌と史跡天然

心念物似{Iの辿議がほぼlujllJに提出された

IIJ ¥'(公l判1m，認のill..Aは熱心な検Jがなされた

もののふ fに終わった 史i/t入然叫念物保存

の ill~正は t'lh'A院て日1)"探択され• *J，~ 、て来品

院でも IIJ1.たされた。このillぷては.技がl且に



は ~正史的?術的!致;;:的市))IflI -渉リ テ紀念

トナリ行，':11:トナルヘキた然物 か)I: ~;i;;に多 い

が.Imt( iやj~迫佳品， ddぺ改11:・ 1:場のJ交iit

等により岐i毒されるものが近年非常に多くな

っており，政府はi生やかにf~作，:1-凶lをたて似

イfせねばならない.としている IciJ年 11 ) J 

には 「 史町天然記念物I~((.協会 l が発起し

機関誌の先行など保地JL1.惣の11・i設に努めた

しかし実際の[I~の保イf胞京の開始は大11 8 

ij"の 史品名勝天然心念物I~ (rrl~ の制itま

で待たねばならなかった

第7節 tJi び

本協では， *~{j単身ßにより政弊・氏出した

J;t仰が持LIJ4J と近代化に努める中で.ぷ制のi~

1:f-税制ilについて保々な勿)J を .li:ねてきた ~Jt

をAじたr *nfJrI任後は111ネ;の・H物を見片しい

もの，巡れたものととらえ.作風のj;t制を歓

迎する九胤があったものの.近代化の進l廷の

中てー次那に静史的長観やn然的22観の保今に

も|羽心が深まか御所や川山公同等の整備や

山林1出品の胞策等が進められた、京都のみ椛

的な近代化の舵となったtthl iNJ uAt * i!!設では.

近代技術による大規棋開発・JJ..%;の'1'に歴史的

思境との，淵干11の日神を見いだす~J与ができた

そして I則的の行政リーダーはまちづくりの

Jt:，みに常に胤致似全をおき，綿々な努力を'Ji:

ねた iりJtfiJUJ. J;t都では懸命の近代化とIIJ!t

2誌を1(1&しつつ， J悟史的j弘主主を1・り. その魅

力を次代に{ムえるべく様々なji(制桔備施策が

倹dされ， ，i.r¥みられたのである

そして，それは大正以降のまちづくりにも

継承されていった。たとえば，大IE中頃のl↑i

区改止街路の決定では.幾多のぷ冷の末， I~~ 

瀬川， J}.s川の肉暦史的河川の似令が凶られた

また，人JI 1 1 年の京都都dl，，1幽区域の決定

では仏く dl街地周辺の七山も!メ域に含め，昭

和;)irの.他都"fには例をはない仏大な風致

地|烹指i.Lを導いた

このように，明治則の棋々なぷ観保全の努

力は，必加のその後今日まで紙く， 保全を

基調としたまちづくり のJ~磁を形成したの

である

第 2章 大正 ・昭和戦前期における景観保全の努力と

保全制度の確立

あ 1i指慨~

明治から人l[矧にかけては 1I本の資本 i義

粁済か急激な克}止を道け.人 11の都d)~'1'が

進んだ川知jである !RJ;tをはじめ，大阪，名

~l-h~ などの大都市ではすで1ζ街路.水道など

の)A.~U~，;党移備は I，~，の }Jt*をあげていたと

はいえ.人11ft '11のH)Jに対処する抜本的な

都111改，i;iを必要としていた。政的は大JI7 fl ~ . 
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東京di[X改11条例の大阪. J;Uftl，名古屋.棋

i~. 神ドの 5 大都市への司1'JIJ をきめた

京都では.火事業等により大IE初年までに

大幅な都dJl次~を終えており.大 11:則はさら

こうした動きを受けて市[，)(改JI街路の計l曲lに

若手した" この過耗で I勾瀬川や細川の 81~11:

化による道路拡恥が計Ilhjされたか.時史的jイ

川の似全を，iJFえるIn1X; lu.~~かわき起こり.ど

ちらも，:li1bjが変史された

人11811.の者11dJ;J !iluj rl~の制定により 1;(lUlの

保全.形成の制度として風説地i凡人~~Jl地Ix

が'1:.まれた昭和;):1;， j;t r.tiではnY)'~U 7tJl， 

Jtf史11観を保全するため :111のほか市街地

の i'~な村守とそのJM辺地域のJム人な地域に

風致地IXが指定された。1!T.l.致地[x，は.その後

の拡大やきめ細かい汗flJJt. i棋の制定• Ibl(作

発の労)Jなどにより. lI{nll~íえ lìíJ期の J;titJl似令:

に大きな力を発拘iした。

L、っぽう，昭和初JgJ以降，大都市では"汀Ji

地の美観の形成についても関心が高まり..!R

点，大|仮で美観地1><:の指)Lがf丁われた J;t lfIi 

においても昭和 7ifミにmldl"I'lllJj地)i委u会で

美観地IX指定の控議がなされたが，成念なが

ら支をtJsぶことはなかった。この時期jの加di

のJ:.制冶ぷの高揚には*J;{からはじまった1m

!liXI品品会の通勤もあずかつて)Jがあった。

戦時体制が強まると都di尖もj武致保今も1H/i&.

発鋭と強く結びつけて議論されるようになっ

ていった。

!.fl2節大正面jJUJのまちづくり

大11.という時代を点都市民は明治X'Fの火

葬という形で迎えた、:I;W紀前，天';1の*す

をMながらに見送ったJ;tt.s rli氏は今.御陵か

伏比桃山の地に置かれることになったのを，

あたかも都が戻ったかのように感じ.リi内は

沸き返ったという 大作に引き続き，大11人

阜の即位の大典が京都でhわれることになっ

た内J;tlffl rliはこれを新たな発民の契俄とすべ

く大典"己念博覧会を位した。また.橋の匁け

持え.道路拡築等の1.**支をJ十l品iした、お

りしもJ;t都dfの人1Jは;)O)J人を超え.あ l

吹 111 伴大戦開戦による ~fi.兄も迫っていた

J;t都では.大事業本38て:~Iこより大 lI-初年まて
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に人恥lなIiIIdJl攻.iiiを終えており.大llJ切はま

ちづくりをさらに進め.允'よ;していく叫即!で

ある。 また全rl~ 的に見れば， 11本の資本 I:誌

がl則的から人11即jにかけて.2、激な発民を遂げ.

人11の1:1;"1 も1['が進んだlI，yJUJである !.R J;(を

室主)j・ J;i都の人r:11ft:移

山川也1.2_26.I似
lリJifi20fl 1887 26-1. 559人

lりJ7fi22fl 1889 I 297， 165人

大11~) 1ト 1916; 591. 323人

昭和;)11 ~ 1930 I 765. 142人(IIJIn域)

952. .10 I人新rh域)

はしめ.人抑止. 1.，!，Wなとの人都市ではすで

に街路，水辺などのJ.. ~~t~h~，&作備は-J.i:.、の}J文

京をあげていたとはいえ，人II~中のJi)Jに

対処する抜本的な都市改，i;iを必要としていた

そのため?宇都市は町づくりの仏的な恨拠と財

源の似υ11を政的に強くt:・ボしていたc政的は

これに比えて大江 711. とりあえず東山dJ1>< 

改JJ条例の人:Ik京都， 1. ，'n.t{.横浜， NI) i 

の 5大都dJへの準川をきめた

こうした動きを受けてJ;(JiI!て・はItiにdi[x改

正係がおかれた 型大Jl811には点都"11メ改

正委H会か組織され. 1 2} Jにはrlj'区改JJ，没

，:1カ'..{!.IIJされた p このdJIx改d，&.;~では 1 5 

の幹線伯尚が決定され*39，I則的後期の A 人・J).

;tによる.ill路拡築と併せて • 1JMIの京都の幹

線街路かほとんど廿柿づけられた。

3 f1iJ Itf史的河川のj;f観保令

3 1 1:"5瀬川の似全の努力

このlIil̂改1I街路の決定とill，没はJ1ijえの人

きな関心を呼んだ なかでも第 5~}線iUJJJ;t HJf 

線の路線決定をめくる向揃川|沿いの朴氏の動



きは歴史的川川の保(l運動の哨矢として7'1:11 

される

1 : 1 うまでもなく山瀬川|は庇~il:問に角合了

以が聞いたillMである ，:・6瀬川は近世を.iJDじ

て大取からの物資をJit'r.tl '11心部に辺ひ， 3jtfL

JII!など京都の付応を送り11¥す経済のよ動脈だ

ゥた"しかし IリJ7fi以降.鉄退の発&.昆也

I崎断tJ}(の開通なとによりその役割は少しずつ

柿小していった そして明治281fには本k{IlIJ

辿りを日本I止初のIll-Uかよることになり， t:-b

噸)11の川船は扶められたc その後，:百瀬川の尖

.iJD路としての機能はほとんとーなくなり，大11.

9W6月に舟j注目Iは'ぶ今:に}先11.されたn しかし

治ii'，{j・民のぬ瀬川にtl:ぐ11は暖かしかつ!'.t

貧IJだった これより3し大，1'6 1f..市がI~~瀬

川の.条高n制り.t!I'めぐfてを"rl'''iすると，沿Ji~ 

のH民は ，I~.~瀬川保イf 1，，1¥日l会 を組織し本40保

{{A動を始め， u I u自lを倣[111させるのに成功し

fこ。

さて. uiJ述のように人，1'8 WI2J.]， ;;~都， b

1メ改正委H会は15の，blメ改，1二街路を決定した

が，そのなかで以来の川JJ;tUI I.iillりの拡築案は

ふ以町通りの鋭、築に~~された 河原町通り

はn民の反対が強くて'i1収がむつかしく.か

わりに山瀬川の時め¥'，てによって木屋町.iJDり

を拡築しようとしたのである これを知った

山瀬川沿作のH 1.(は\~~ 9句 1)-j '，1，々から羽名

前動， ，lil~大会のUIHIr， r 1 
'，1; 

1 h . n動'IJ.によ

るデモ行進， 1m ，h，;h州安uへの辞職勧告なと

猛烈なk対i!I!動を以If/Jした本410 1，:道瀬川i足イf

l，iJ盟会 はみw町通りおよ誕の都市計向上のィ、

利を>fけるとともに尚桶川JiJJ.!l!の有効利を，命

じ，また歴史の川としての刈刷川を火う 'P大

さをみえた料2...むしろ川訓川沿いに担任樹して

ふ以町をIi¥致街路として進)L'.l色とすべきであ
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ると主張したのである料3" ・Jj， 河原町沿線

ilKは市屯本民町線維持を陳情する

tli議会は大正10年 9)J.内務大I~に尚瀬川

を史跡に指定して似イfするよう立比，'fを1]1:: L1 

したι またl1)j1811にも内ひ立比，Irを内務大

|;iに位H1し.そのなかてみw削J線の拡築は

投多ノ IH跡由緒7)レ当院ヲ破峻シ殊ニ慶長

以後1~~J6 ト不 nJ離ィ、吋別ノ'ft:大関係アル史跡

ニシテIruモ逆輸交通ノ保ノトヲ凶ルベキ高瀬川

ヲ繊減セムトス として， J);[~ (川原町線刻、

築)を修正する必要はいささかもないとして

いる 市民改正街路中起大の問題となった，:百

瀬川の時実化は市民の.ill動で肌止され.原案

辿り河原町線の拡張と大J[11年6月に正式に

決定された。実に 21ド'1;にわたる連動であっ

た料4

3 2 堀川の保令の努)J

Ihlx，改正計画は堀川でも1I 1~の反対運動を

巻き起こした 掛川辿りは火Jl， tl年，街!大典

に令わせて.丸太町.iJDりから :条離宮まで，

制川忠側の家反を取りはらってその跡-4;?に

松を揃え，道路の面1Iを・新するとともに，

胤践を添えていた け1駅改止，:1'1曲Jは堀川を暗

記としてさらに掘川1.iJDりを拡蚊しようとする

ものたったが，これに対し周辺85ケ町村代ぷ

は人:119年9JJ 11 H， r保存期成111)間会を

組織し本45.洪;}(u ，):の治水 1:の危険を強く指摘

するなどして堀川の保全を。訴えた そしてこ

こでも市民の逼動か実勺て静史の川の保全に

成功したのである なお.制)11は昭和111fに

も町、工が計画されたが. 11ト;命の民対もあって

・H荒は中11:となっている この時の計画は i

t1戊から点、'tllUのドlj(什線を川liCに開設して

掛川を熔ぷして121出心路を也，北しようと H つ

ものであったか.附渠化による溢水のおそれ

と史跡としての制川の保存の必要性を#える

戸が大きく 1:がったのである本46

3 3 叫川のj瓜放保全 納涼lふをめぐ

って

ところで鴫川のかIJbitは中世本期から歌舞伎

や浄摺璃，その他見Ilt物小k{が、lEひ. di1.(の

群集する広場であった-l71't紀はじめの元手11

年中に官詳の!，HHrJ也となり， ;;(洛きつての娯

楽地となった そして知11'6 J-j 7日から 1811

までの夜に夕涼みがれわれた。川端の料開hL

茶f.fが行婚をかかげ. /}(の!とに床をかけ.W

机を置いて河原 'IIIIにさまざまな見1ft物小以

が故んで，その提灯，行路，簿の光で向日の

ような↑fn云を不したという。

明治時代になっても 7-8JJの2カ片山.

毎食鴨の河原はざわめきが絶えなかったn し

かし，このようなにぎわいはー面では銀雑な

ぷ観を呈することにもなり.また防災上から

も好ましくはなかったr

そのため，すでに明治29年，府臨時市部会

は u鴨川沿岸掠u.ニ{、j， -li:ノ制限ヲ付セラ

レタキノ希望 を決議していた そして人:1f

時代に入ると鴨川の川休移均工事を機にタ

v;~みの床を公止した このような府のU1 i~l' に

対し，大正 6年 9)1.本)í~ IDJ.先 :I.BIJの旅航.

rt座敷業者は 此の納似体内こiN;j(を辿ずる

守のe没備されたし j とJUに臥↑fjしている JjL 

(1 :，丸太町橋から lì 条大橋まで鴨川の由il~沿

いを流れる みそそき)11 1 の原形はこの~守J

を府が受け入れてぷけたもののようた

しかし.このみそそき川の 1"の納涼床は阜

のほか常設のままのもの， 附を設け何十民を

lfいたものがあり.人小山低もまちまちで.
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鴨川怖緒を乱していた。このため府は大止12

ij:料7. 昭和-1Jl:料8の 21りiにわたって納涼合

の{川町規模，形態などについて制限を加え

ている このように判川のタ似みの伝統を守

りながら風投;正副の維持と税制jに明治時代か

らいろいろな努)Jカ勺EiJられている

rfi4節街路;メAAの杭侃j

t1 1 迅路!JL."1とHf路樹守許制ii

大正時代に.は街路Jd制にもIIIJ1 .:がはられた

.大・hl!によるi且路拡怖が竣 しし本49，rlilx改

11: ，ill曲IjI..Ifs rh ，d' l~hJ)による必路拡幅が進み

本50.これらの幹線追路には街路樹を説けるこ

とが吋然硯されるようになったのたとえば人

l仁川年に開通したι九.iJDりにはユリノキが村l

えられ本51.大正 911 ~には九ÀllIr.illiりにも街路

樹が舶えられた。また. 人，11印2-1口3i年ドには1

丸辿り 今出j川川1川I-J北ヒ人路 I ，γ，イチヨウが， B附H 

干利1121句Iド二には;点j紅4大路， ノトJ~IUIにも街路樹が納え

られた

t:I 2 倒件的な{jf*fの鞍備

街灯についても人きな進以か比られたn 街

灯は砂Jm291f.・に屯士1565*1がrti内に点灯されて

いた事52が，その後あまり)1;仙11しなかったーし

かし内条辿りのむよ恥なったl則的45年には412

Ij(辺境界に 31lUごとにカス幻が説けられた

本53，UJ灯は伝聞における必路交辿の安全.犯

;'Jfiの防止たけ・でなく， iihul荷I占の顧客吸引に

も役立てられることになった"

太ILt:I W(1)f]. 附条.Jillりの奈良物町では町

内R[i，Jて街l大典を心念して 5HT成式の新デ

ザインのi五九州lリj灯右没けた 大11.9 1f.には

欧米lilirbのlti新伊を参J)にして5H付きミッ



ションスタイルのi!HJ131)，1;が同条大怖からg

)LiJDりまでたち並んだ ζれはλ人都，hの小

で・*先んじにものという本54

その後j火1(，1"fふ、i行lカか、ら11附l附行T利|リlにカか、けて I市!打J内の1向l侮h 

1.'川1
れていつた- 1応;tlì伺郎iむ;命人i注~築つ乍f七:科の瓜氏.111日11 ， .教

i民迂のデサザ‘インにより、在干町i泊l凶9りにf鈴令釘[悩嗣のJ化七のよ

うな士幻j火のトンネルとなり.かつ祇凶祭の山

ji，~巡りにも点仰がない形の'1"アーチ式街灯が

品;んだn このデザインは~f.げをはくしたち

まち神戸.蝋浜. !kJ;-t， J.ム.むなどにも広まっ

た

このほか紙i点|イ l 段下， μ丸泊り，ノト)i~ 1111. 

fOI JJ;t町通りにもそれそれの特性にあわせたデ

ザインの!!({，リj灯が性んた その数は昭和l初期

で1300誌にもな勺たという。こうして.J;t/il11j I 

心部の町々はfl貯i的てはなやかなよ仙を1.1
1つ

ようになったのてある

第5節 以観保全制度の発足と進民

5 1 li15， h .1 !-IlUj制度の曲'¥1

Uijj& .i&のように，政的は大正71ド，氷点

， hlズ改正条例の 5 大都市へのi~f'm をきめた

とIli)時に本怖がjな都市 11lili!f ~，'JJJt. i!恐脱制出l

j立の佐江をめざして検.，-tにはいった すでに

住宅島学会常の、らも都市社l山l仏1胤制定の!!L11を

受けていた本55。

大11811' tJ J・j.都，1i.lI日lJfiL ， Ij街地ill~~物

71.;がIli]時に公{fi された。 この都市計向 11~はI I

li15 ili叶l面Ix岐制J必 (2)地域i也15<制度 (，Ii街地

住宅島物法によるもののほか胤放地lえ j瓜紀地

iベを合む). {;t; 1:地rX: f由j鰭~Il制j主 なとを.1']'

怖としていた。また，h街地ill寝物11、は1nfl' 1..:. 

ftlj来.工x:の川途地域と肋火j也|メ.え側地[x

の制度. (主iill築線市tJ股_. ~i)也蔽キ.担当ミ物の
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刈さや構造の~iIJn~ などを内作としている

このflT.ji.tがp_災イ本となってわがIJ1の近代的

な都rli.:1・凶j行政が本怖的に進めらること止な

ったn その'11で.今けの;ji

にな「ている 風説地lベ

';l，1Jlitが6tt，'，:した

美観地lパ-の

;) 2 J乱致地区制度の発足

(1)史跡保存のための風致地ゃく

)gU~地区は都 Ih.oj [1師法では j此致を維持す

るために特に指定する地区 とされている

本56 吋時.このj見放地区は 史制，名勝.X

熱心念物て宇ヲ似({スルH的ヲ以テ指定セラル

ルモノ ，とされており*57. ほぽ[IIJO与に制定さ

れた史蹟名勝大然紀念物保存法を補完するも

のととえられていたようである じっさい人

正 I5年に東ふの明治神宮外苑付近28 ha 

本58にわが国はしめての風致地Ixが指定された

が，これは 現境の風致を*ftt!yしNγ畠'崇敬の

志を光ふせんとするもの d と説明されている

本59-II~ 民崇敬の小心である明治t'll符の風致保

有・にi却しては史Z氏名勝天然紀念物保存法，森

林訟の風致保安林.広告物取締法ならひに許

悦Ij'令による取締規則などがあるが.なお不

允分なので風致地lズに指定し.山崎をlUJすこ

とにしたというのである*60n

'1'1然美保{Iのための風致地|メ

しかし，昭和初期になるとj乱放とは 山川

巾ノトのはないしはそれらが添以をうえる趣

本61 とするはんや 都市の内外におけるn部
民!のことで. f，J路地と体するほどでなく r

b. Jkim. ;也iH.樹木.原野. 丘陵 1采谷か

あればそれらに II然的風致は仙わっている

とする与えんが内務省の技sljJから};，Iりjされる

ようになった本62。風致地[xの対象か史跡やお

勝地だけでなく. 般的なI'l然尖にまでは:げ

られたのである司たとえば，班点のあ 2[111風

封地医指定(附和;)~f 10) J 27 f H・t. おし )ll ・"iY~:

NI\ ゐ・イît'II)I~ ・ì'I . lí)ll) の J.1I\ III ;'Iでは lリJifi 

NI古付近の指定とは多少佐を央にし.都rli.tI

Jllif [>(域内のJjt路地にも心をinき.J!:の川1!lIを

も保護院域として併せてj孔政地lベに指定した

もの本63Jとされているeまた.fi1:J. ili・'riは、a1

時 )~t致は恰も名勝地と助、すべき f~~1立のもの

たることを~せずt ~~J も水流.池7{L 樹木，

b員野，丘陵.lk谷あらは必ずや郎dHI.Kに!d

来を与ふる1'1然的風致は仙はっているのであ

る本64 と述べている

l 3 ) ~~f;公園としての風致地iメ

また，公[l:d11 1柄lをたてるにあたり.公|判HJ

地狼得は困難であるため，まず風致地|メを指

定して緑地を保留するというJ3えh-もでてき

た じ勺さい. 'Ij時の公|判関係:n・にと 4 て胤

致地区は 市公ぬ! とみなすべき主要なもの

と与えられていたという本65

ところで，明治から人:11にかけて会iJDの先

ii都市集中などにより，既成の風説とこと

なる新しいj量~t j;tへの関心か~[~的に向まった

附利J2年. !~U;t 1I日新聞と大阪毎日新IlH~I:が

必宥に呼びかけて !日本新八;止 の選定をこ

ころみた i&jI ~.~.湖沼. Ilf 1.1f.河川な ζ t:l然

夫を八禍に分け， ，JJe，x.の投烈故と'-'l門家のl'リ

断を合わせてそれぞれイウを選びだそうとい

うものである この企向は大きな反容を呼ひ;

わずか・ケJ.Jあまりで約9320万票もの投京が

あったという。n然夫に対寸る[TJ民の|則心は

いちじるしく必まってレたのである この投

引を受けて. 、町時の -imのi師家や文中家.学

.fi.登山家に内務省. i人心'ri. 文部行の'(:・{計

百を加えて総勢49人の審合委l.iが舷側地の尖
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地j川市の後. l~U.ÿ llむの激論を似わせて " H本

新八j;t を決定したという本66

IIIKのI'I~生えへの関心.公|刈の必~判. こ

の.っかあいま『て昭和 511:以降. 1:ILI件地

でj民放地[xの指定が相次いだコ λ: 1I~1511~の.!.k

J;tでの指定以後1f({fJJ.1 '.I~ まで新たな指定はな

か司たが. I!I({干115 '.1:には 5liB di22地|メ. (i-

10'.1;には35t.1i rli 127 j也区と急激にNlJJIlしている

のである牢67

第 6節 人11後期J-問手lIi減!日Jのまちづくり

と)it致地|汽

(; 1 >;t抑制rh.;1-lllJf 1メ城の決定

IIIJ，&のように， };(都市は人117 '.r~. .!~U;( rI， 

|メ改正条例 7)\:~ftJljされることとなり市役所

に，J'J合ぷWrlilx.改rI係を設けた 3 また覗1fには

rlilK改正委u会を組織し. '.I~~こにはその Ih 1><; 

改11.没.;]カ〈内閣の.i2."Jを受けている ところ

が:~，lAJ)二 8"1 I JJ 1 11. 都;rli.i I fdlj il~が胞h さ

れ. r!J[メ改tI:委n会は 都市:nllhj点姉地Ji:蚕

H会 に改組され.改めて剖IrI J tI I幽案の事政

かされることになった

大11:1 1 'af 8 J-J.都市立li1ltjJ;( li15地Ji委n会

はJ;tr.nの都rli..lllhf Ix域を決定した 内条九九

を小心に、1':1~~人 P'I'の範開に包合される I Ih36 

町村.合計約24.000halこ及ふlム人な地岐であ

った，これには多くの山地却が合まれていた

指定即山占によれば 15;tlmノ特色タルj瓜光ノ、

i: 1ノテ.hJtてt，"IIJ地ニ依リ先Hセラレ.名勝

IIlf介必、此ノ w一作イlスルモノ多キヲ以ァ，

1(lj向1.業発l.lltヲ即jスルト JI_.ニ，他ノ Itlf ・於

テ公l剖都巾タルtH~ヲ益々発抑センムルノ地

北ヲ t~ スノ穿;'e.;スルモノア/レヲdメ たから

だという本68"1'1然的;止制，陪!と的;式観の似全

を JJ(都の都 rt~Jh曲lの重要な 1' 1 肢として. (ま勺



のについてはその申訪と合わせて風致地Ixの5.、|ζj也却に於ては以 1:1こ剥げたものの外.きり打ち出しているわけである

たとえ許uPIIt，ljができることとな勺ていたこれて1尚相、可風致の秀てた川があるが，( 2 )風説地区の初指定

、可時ば建築物の~~i . J:t;? .改ちたてtiについては.はillて決定せんとする都市，;1向の公l札こうして， B({干114{ド11月に1mかれた第10匝lj瓜致地[;<:のfH定2 6 

市街地住築物法の主務~であ勺た!白需察 ~iSill滋覧迫路て干の..lll由1とl則iTして指定するよ

築 :1:脱却かh~t政 fji政凶l も関係していたのて'あ此fiは以も急を要すると認めととなし，

千Itlilχ1(配inl!{J111，;，ljには付近の現状|χ1.るられる部分のみを選定したのである

、'LI内l似1.断面|札ぷ肝配色位lて与が必を合). 

~;~ 1m l{i総合資料館に f~(i要とされていた*75このJ;~mの風致地|メ指定は什会的に人きな

されている、li時の申前市組本76をはると，いわ関心をp'yび，各新IHJにlf:日り1.げられたし

Xi農紙にていねいにゆる，Ij''-;'，uの|χiのほか，Of:!干If5 11 t1 J J ¥;ーでは特集を車Jlill挺と11:会

都市北l由j地方委l.i会に風致地1><'指定に関する( 1 )地1)(指定の調伐と"命議

守

、-しかし，内務大1:' の，;~W:j案が付議されたその!!体的似今施策として. di、l'tl.d..fiは1m

の指定案はその1(11舶を枇小限j立に11.どめてい1[1ロIid，jWて1hたに，没けられたj弘主主地rxのmi.E

るとしてI::J泊となり.修正することとなったをJZえていたに泣いなL、。j武技地Ix_は都市::1

、1':'安神宮.そして特別調査委H会が持たれ.実際.l白1[メ域内でしか指定できないのである

嵐山波丹精下流符積院，ド，~抑制，武徳殿.}it都都di，:I・両地JJ委μ会はもI人rI121rよりJ!t

周辺等の追加東がだされるなど3J立の修正を政地lメのれと地|メを投}Lし， ，~ftをはじめて

場入れし彩色した江1(11I ~記|やスケッチが合まí.!t築と j重U~J ・ ij~ lH.illi '(!15 んで.片岡安経て. IIIJl2) Jの第1)[1口]委μ会で修IU長がn1決そして人rI1511 ，地lぇ指定案を内務人いる

ちょJi;;iB'略.ri:作物についても.れている(都心の風致)及ひ松~ïJi~光 ( 風致夫主Jtと illそして.翌5if 1 )J2411.鴨川.された本72J;( 1m t!iを中心とし委u会はlhに内fいした

うちん.抑制りのアーチの彩色|χ11(ijて与も成ヲ築)苛の.Q、見を紹介している

なお. I則11勲によれば51r.2)Jかている*77この地区指定と同時にそのuトIJ中aiJの f松

ら5)-Jの 3ヶ)]において訂:"1 111出件数がfi0 等を定めた風致地区別川 (1什令第 6日511ニl

件であ「たという nこうして明治神況に絞2 )j)も公布された

1)挫築物風致地|メのA司のJiilとしては，/1、いて今]"14で2番目のj見放地|ポが誕生した

はなるべく 1J1.jf(:趣味をmし， )-I~似の J~ ， li.の大な1'1然的jjt制を '休(I:jに保イfしようとする

色.ilIの色およひその材料はイ1*のnみ趣味その立味では仏九本絡的なJ!ID.f5l地区であり.

2)111 ( J;(郎liD をt~m させるように努める.といってよいだろう

J""U II ，北山て~，を中心とする約3400haの風敢地て守!比IIJ能の樹林地fi?を地Ixの範VMに取り人

2) J 1 11から施1ilベ指定が内附にI&"Jされ，ことをこれに i虫なる、r.:..J:fl地を配するれ，

指定地区は13000の地[';(1に彩色をほされたんiilとし.約1.000万坪を予定していたという

どこして小し Jit都府庁で-般の供覧に付しこのような都市周辺部のn然ぷ観の大:m本69

たという本73もち分をj試技i也1><'に指定しよう(-いうのは，

風説地[x選定の}J針();~都府上木古1I参考内ろん，全I!，Iでも令く初めてのことであり.

日行手1191ドより)p. 16 風致地i廷に就いて務省、可};dとしても慎，11な本代をしたようであ

1.風致の似も破壊され易しとdめられる山る本70

林地の樹木1Jに採の場介は併はのIIU伐を井し，( 3 )持可制j立のill川地部y;い，内務省としても風放地院を史跡やr.

また宅地造成をする場合も人きな樹木.}武技1. IIJ消の範1I11例へ(1)、1-:地に近く且つ中央に近い場所勝の保有の補完的な位E川jけから，1ムくfI然

そこに建築するある樹林はできるだけ践すこれにともなって風致地区内での現さて.

.RTillを祭ずる.〉仁場合は也~ltlJ般を制限し.状変史行為は府知事の;'1"111を要することにな

とさなどj品IItlからはえないようにすること，その現状変史行為とは， 111林等の伏r~った

このうら lのJts慨を油川れていたという*78u也の制削，ゆ1.，|二石の採取，およびWJ~ .

たとえば祇T:d11段卜の八(iされた例として，修結て字を指し.L作物の新・ jl//改~，建築物.

){や弥栄'1"，;:~tえかあげられよう現イr:の風致地lスでJ~~ 日1を要する現状変史1i t~

またji::1;物.石般についてより範11Mがlよい

J!Ii.t政地lベの弘人と允'Jミ3 G 風致地Ix).JlIlIJもlii(13・物取締.k.R.則によるほか，

大J;t都市をめざrli域の説、人、‘，，l
 

，，‘、でも i;~ 111を必要としていた本74

して2. 申請の内科

Bs和(111'1 JJ，京都1]1は{人見1]1をはじめ隣j瓜致i也|ぷの持可qJ~lljの受け付けは， J.見放地

汁11干の 1]1の L

このrld或折、艇は

接の 1r!i 3 IUJ 23村を制人した

本I，Jk I:-~ 111;オ氏によれば本79.
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iメの発足吋11年は府の i木部位l'1!j.!てfJ・なわれ

しかし他法令て叶'1111を必要とするもた

1

1

1

1

1

ム

占田山，北1I1は~ull.-般の似イ(-混と拡大しようとしていた時であ

(2)尖辿機関の発展にfl~~ 、観光客が多く先り.J;(都の風致地[X指定案は内務省の f解を

111 ;).え別 ~'i 守zの新設時ならんとする筒J9rφた-s'' 
s
、
，，.， 

例へは比叡山の虫IJきものなお，内務行は、可初のj瓜放地iメ指定限1~f' と

2. J.瓜放 1MもJ5・胞を要するとdめられる‘l'して

岡崎公園.地部.例えば鴨川及其7(}ii~.1.強1立の".地干IJ川を則待せざる t:地

柚物i剖てt2.地)jil;ネ:よりの遊制服|メ

3.第 lに依り指定選都する 1J也に接擁する3. 1地の利川化が風致より州米さるる.4，)JI}r 

所で徳にj瓜技場長要な判所イ.別~'l:地 r~.~級11:古地

4.第2に依りmi.Lせんとする i地に接撮す公i刈ll:土品及ひJt付近o. 1{}/j:. 1.武主主迅路.

例る所で特にJ瓜投 l二軍~と;認むる箇所，地又は品目倒Hlの 1:地十J'ili.

町
u
r

えば鴨川.山野川合流点

川英陥ドikの両側樹林氏他の自11き
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4. l1f史的.0J説ある ut!!
の ，1... 1λを'1'していた本71



点都の特色たる風践を維持し逆R.:支
備を完成する t~ め，及びつ勺::美術;;:教

てç:の.nhι;究発J.J.止の t~に必要なる地域

将"*[~似興の北仙を要する地域

.現にJJt都，!Jのi1:屯i也たり又は将米11:'む

地たるに適する地域

円.都，1j的施設".必~なる地域

をすべて制人したものという

これにより，11域1(11的は288.65kぱに注し，ベ

ルリン，ニューヨ ク，ロンドンに次ぐ作品l

部内村のJ1、さをもつにヤり.人IJも約百万人

に.iiしようとしていた柑O そこで京都巾は

人以都 lのill設をめさ.し.新，Ii域を合めて，

都rb，ih剣道路の，北i.L.地弘;道路.1:百架鉄道，

さらには空港の}J!"貨なFの..1向を先」えした

このような，!J域の拡大と新しいまちづくり

に介わせて附干11(j 11. 7 11'のかlにわたって

風致地区が拡大された。 L1J地部として東山の

*-由及び稲<;nll.I¥!l糊.，対応など.平地部は

.x峨.H離下f. 相II~ ~Ij:. An間山，淀など1 ，:1 

約4500haが.新たに指定され. J武致地区は合

，01 7900ha. rb域1Mfl'iのが)27、に述した。Hfi和9

11 段階での*Jit，大阪の，b域1m般に対する J~.l

按地区の割合がそれそれ 0.3%.9.4 %であ

ることと比較すれば忠郎の風説地区の位前十l

けがL、かに大きいか.1.'11解できょう

J!s.致地|メの指定庁制;人 IH小L: ha 

1j: n ，山 I也、|ζ 地 rii，J川

る.

M 

~~ 1次 5. 1 2981' 356 177 3513 
司

部2次 6.7 I 3620 863 4483 

2 

合，iII 6601 221 

( 2 )風致-t:'U会の，没jri

さて.こうして胤致地1;>(が拡大するにつれ

て昨日JltJ or'i件数もT/IJJfIしてくる 下の前向の

ムのように1昭和 511-には494i'lーであっ たが，

H 11:には1407件にもなっているヲ

j量l致地l互の規制は現状jii制の維持保存を j

たる 1J棋とすることから. Jx対や不満も起こ

ってくるしまたj見放の判定は比る省それそ

れの主観的な判断も人りかちであるから，で

きるだけはっきりした取締法取がも必要とな

ってくる そのため府は附布18年4JJ.学識

経験お，議n.附rli~土1扮，x"，: 十 1 7名よりなる

風説委u会を組織し. lrC~案件の審議や

地lメ別の取締法唯の策定をすることになった

j瓜致委品会で昭和 8- 911にかけて審議し

，;~ IIJした案件としては，たとえば，左ボrx:ド

加戊の松竹トーキースタジオ改造とか点山M

[-11碍の米山タeンスホール羽fd，米山I?:<花山山

の天文台周開の宅地道成などがある

( 3 )賀茂川.*-山の取締)!;準の設J.L

また，賀茂)11沿i;~や*-111 イi?の風致地区に

ついて洋絢!な取締法市を定めているc

賀茂)11沿岸については11({.f118年7月22日付

け風致委員会答申として決定されたぢこの取

締法準は 賀茂別'f1;'神社寄進(賀茂提)松抜

本或ハ水尾町筋建築物守ノ如キ特ニ之ガ保存

Xハ維持ニ留芯;スベキ部分ヲ包合スルト共ニ

x.山人rI澗街繁信ナル都心部ヲモ包fTシル1

ル本81 から定めたものであったという その

は体的内容とすれば.たとえば11 1.支川沿jT~ に

ついては風致上の中:雲性iこJ，i:.，じて 1-3級ま

での 3地区にわけ，それそれ建物の外観の形

態や山主の限度を定めている(下凶参照)

}J!物の配色については. 1しは作.iJ!iの見瓦と

し J吹色はが fi当の~端なものは避ける と
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参考

件 tbのJi\致地[x 指定Itlí柿と [x 域面積との比~}~

都1有名

;;t 都

*-京
大阪

熊本

績須賀

J.K ) i 

，'，-a 松

堺

八王子

高山

J!li.l致j也|メ.

1(11制

7968. 94 ha 

2326.59 

1975.91 

1069.52 

597. 62 

312.59 

242. 03 

115.58 

31. 04 
14.0。

l汽域1(11Ht 

との比 f¥
25. 70、
0.32 

9.42 

20.40 

11.30 

8.41 

11.20 

5.42 

1. 30 

0.36 

ff6回京 点都"iの都市環境とその改i号策に

まkいて 第-11' .II 1: [f~都 rlï問題会議総会制充

報告昭和 91f~より

注2

注 1 ;i午IIJ1IJIlllj数の推移

H日干115 11' 494 件

6 1r:f 1062件

7 1f-11341件

付年 r1407件

qJ~I~内科の内，沢

|かJ川関係 62件

~~ H 49 ~ 
l. 1: ふ ー 36一

位築 668 

新I的改築 338 

自立也筆 154 

1J:右往築 161 

ゐ抗ill築 23 

修紙~~ 330 

iその他

1 Jx: tl~J1~ ~'， j品

その他雑件 159 

62 

住 1. 2共 都市計l何点都地)J委H会

京都府におけるJ!I.致地lズ取締に就いて J9(1 

干IJ811' 第 4[111令1t1 r.llrb lHJ:lil会議総会研究側

:L・p.274-275より

住 ill
物物

illill 
物物

，:'~ f1< は ilb

さ 式

()-( ) 

66 rn 

式 さ

(J~ ) 

111 66 

50 U 11 36 

36 11 11 36 

36 1 11 36 

50 [ 11 36 

66 II 11 66 

66即日[66 

様式

[ 1級

日 2級

m 3級

キ
C

、--
J
V

を

る

い
叫
す
ι

川
町
一
之
一

-

一

邸

側

一I
岡
山

条

VY条

!J~条

七条

it:ill物の依式

i級 ([ ). 2級(11 ) なるべく J;~lis胤

(イr-*1'1&川沿;;・にある平n胤il宅)のえII

築とすること l級は特に留意すること

3級様式は特に制服しないか.~端なる

ものをさける IHIBJ以北は適在建物の

後退と杭樹をさせる

:建物の品さ

l級 3 6 J(まで

2級 5 0 J(まで

3級 6 6 Jくまで
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している このほか4糧庁の打!Iiや尚氏.煙突

やlム作物，ネオンサイン$についても定めて

いる 広作物及びMI石i1JFついては. 1'1& 

川の沿iドや杭1.より比えるものは岱11:し. ネ

オンサインについては附条辿りに[flJしていて

~'~な物のみ持 IIJするニととしている

また， -* LIJ .'rt(の1!1放地1>(取締基準は自({fll 

911 7月111Iに決定された白銀問、子からdr/.1< 

，tj:まての山地却で!11mより民守Jできるところ

で'の住築の.lfr.11/1 ~. ~地の新Jo;'I".l.tは持IIJしな

いこと.そのほかの山地. 111麓部については

也築'flI梢は激地面的のl旬以ドとし高さは 2

附illて以トとすることなどを定めている さ

らに， 正~山地却の ill物外側は洋風としない

こ(-'tfも定めている これらの風致委H会の

芥111は).'Ii.l致規制fll、汚行の内腿として市川され

た

また附は昭和 91j:にはrJ民放地区に就いて

という美しいIi-J~f.t入りのパンフレットを先n

している

こうして)1¥致地1)(はII({和5句z以来2[1口lにわ

たって拡大され，きめこまかい取締基ffも，没

けられ. 111J.~J点先にも心が配られるなど• 1重l

主主地1)(におけるぬ策は允災していった

第7節 )!\放のi~今をめぐって

7 1 n然の保今と観光開発

!日IJ.iÆのように附和初期jは今I~的に口然ぷ制

に関心がuとまった時期たったE 混乱か1:1，'{.っ

てきた都市環境にたいして， IQl¥.の多くがfJ

然長にm神的思瓦や保健所生仁の機能を求め

るようになったわけである、その自然にたL

しては保(tの¥'0品と+1)川の江崎がある Offfll 

n 1)， l司丘公l対U、が制定されたが.この、工法

の過符でも|司¥'[公闘を名勝の胤肢の大きいも
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のととらえ.自然起観のf~仔そのものを宅捜

するな場. II~Kの{単位衛生の改良発注をはか

るものととらえる、工場.観光の対象として利

川 1)1]発をはかろうとする \'r.~ という. 3つの

弘以からの必冷があったという牢82

この時期.京都でも胤独地lメ制を中心とす

る保イj的施策の光尖とともに， Ifi民の慰安と

健Lkの保持のための公凶のがr. !1;IIJ.l.tや生産緑

地の，没i符などの緑地の例".党，及びこれらを利

川，活用するための遊覧辺.m網の整備計画か

構似された

HH和 6 年の 1↑1域大拡~kについて.判時の京

仰tli.仁木局長の両国民はけI域大拡娠の理由と

して.第 lに遊覧道路の完成をあげ，続いて

1';!.ffJ技芸宗教等の胞ぷ， I業地域の振興. 11: 

℃地域の拡振， lfti I ti的h~，&の光尖，統合的自

治トJ1体の控設をあげている ここで遊覧道路

のill，没が故初に挙けられているのは注目され

る しっさい.示都市は，iiJfl'.の昭和5年に観

光ぷを設置し観光地策の允実を同ると共に.

n it.11 J1には 4つの遊覧道路，itr1f1jを発表した

-*山遊覧道路 (10.9km)，大文字遊覧道路

(20.2km) .叡llJ進弘迫路 (18.3km)• ー二f~

逝!昆道路 (7.8km)の 4本， ，d57.2kmを事業

，{'1 415Ji円余て佳品しようというものである

本830

i:'~ IH J;rは，これらについて. fJlが京都は

， T-"ド|川県城の地として，その近郊ー帯に7:t

る引越せる山紫水lりjと，絢制たる名勝|口跡と

は..i1!鎖的存紅として行政[~IIIJJを超越し斉

しく遊覧都市ぷ都の名に1JH、て.内外に院1止

せられつつあるは顕おなる・J~尖であって.白

がJ;t加のみりとする I~rである 然るにそのけ1

には通覧"完備ィ、完全なるがぬに，或いは交通

で仰ならざるかt~に抗I~Iこ弘I}せんとするか如

............... 

きものあり.妹にll:写名勝IU践を述綴する

大遊覧道路網の施設に於L、て怯くるのrあるは

頗る遺憾とする 仇てU<~ の名勝山政のP}r(r

地として爪都dJと官接なるl瑚係をイ1・する杵IlfJ

付を併合し.統ある)jilのドに.逝町北側j

の完成を期せんとするJ9r以にして ・.*84・

と述べている

昭和 8$f7))に点都を'1'心とする観光道路

ならびに緑地1~{l'こ|則する応部J(.f. di.奈良

県.滋釘県の協ぷ会が1mかれた この陥品会

では京都市を中心とする下箆 50kmのIx峨

内にある名勝地. ヒとして語名な神社や仏|刷

所仕地，史跡名目~}.公i剖， !長C型地， flJ;U也~7r

を選定して，そのj重u誌を保，~するとともに人

いに観光道路を改修して，観光.!iJ:楽にたい

する施設に'点現を則することになった*85，

じっさい.忠まれたドi然15.と名所IFJ跡を7，r.

刑しようとする， ijlmの観光開発の熱志は'r'f

民ともに強かったr たとえば大正14年にはす

でに八瀬から比叡山の内明以までの鋼索鉄心

(ケープル)が Imjillしているし，昭和 3"1'に

は比叡山にわが同l止初のキq.がケーブノレが竣

L. 翌 4年にはi!'ti屯から愛宕山頂へのケーブ

ルが開通している また前述のように示liliは

昭和五年に令II~ に先駆けて 観光課 をu支配

し 昭 和 9itには-*山遊覧道路建設を発ム，

昭和12年にはさらに11、い範IJtlで都市計llhJ遊比

ill路について訓合を主胞している H併119"1 

に府が発行した胤致地1)(に就いて のパン

フレットでも. J瓜致地|メの制光資源としての

経済的広義 を強調している本86

しかしこうした 逝覧都r11 をめざす地投

苧備や社両にたいして批判がなかったわけで

はない たとえば先の比叡山のケーブル敷，没

と山上の遊凶地化について比叡山延肝4・は.

176 

人・1[15年9J1.いかに時代の進'展とはいえあ

まりの俗化は宗教|二の)~-fìllこも関係する.と

して附に保勝Ulir..を強く求めている牢87 ケー

ブルの佳品:そのものは多数の符(大.u15iT' 小

の呆降右:故約100)J 人、の hl~+IJのためやむを仰

ないとしても. 1I凶Hのill~や遊興的胞北はあ

まりにも必要を起えたる誕ふべき勝地破地の

ぬ北である.とするな比も強かったようであ

る

また大11-151( 5 ) 1.氷山将"I{塚を終点とす

る円山鋪京鉄道の，rl ' I~IJ に対し， Jlt都市議会は

IIJ紫水明のILI剖iとして.また ，Ilt界の勝地

として.遊覧都市としての総合的都市計1Mが

樹、工されるまで.このようなtll断はdめない

よう .J(f知・Jl，内務人1:"こ~1I1'j した，ところ

がJ(f知事はII{{和 2"1 tJ ) 1. )見3史上主文えな

き路線を選択して.&IIJありたし !と内務人1:'

にH申している牢880 この:llidl;は粘J.J実現する

ことはなかったが. *111の f~がと活用につい

て• J白と市てもふ凡がくいちがっていたので

ある

7 2 都，11の工制を求めて

( 1 }美制地|メ制j立のねらい

史観地じくは大，]H "1のけi街地建築物止によ

り定められたー この法fl~の第 15条ては ~.務

ノ-:I~~ハ美観地1)(. ヲfI1:.i.:ンJtノ地|メ内ニ於ケル

辿築物ノ梢治，北側JXハ敷地ー|則シ美制 L&.、

安ナル脱定ヲ投クルコトヲ1!J 本89 と記述さ

れている そして. li.Jrl~h~f r脱}tIJは第5- ::;:~延

長Jl地Iベ(第136条~第 142~長 J において，地[メ

内の規制を定めている そこでは地点長官の

柿阪で 1 イミ過切ill~物の除1;11. 改修. ~J.l.t ul 

変.¥.t!.. I ~ 建築物の山さ. +r ，:':)):(.は外壁材料此

ひ J:色の指定. I 1外ffiSrl)mの除去. 5排水管，



眼Jij$，先行. 1五期i竹及び伸d突の錨:uの祭止. 、li

ヂ地や仁iH'I'数地の版IJMl、の義務づけてfを焼

lとしている。夫副とは.おおまかにJえば風

致のn然主に付する人 IJ::であり..k観地lメ

とはill物を也領すること.都市醜の排除によ

って1m，In;t耐のkを1i'I.ill1させることを1.1怜と

している*90

とはいえ. ， 11 街地住染物il，~，IJ íË当事~Jはその

nliL対象j也iメ許して， I;~JI.; やお-名なる社、千.

γ; I':d脇IxがJ7えられていたr これをはると必

サ=しも}孔11J也|メ止はっきり臥分しれ}るもので

はなか勺たようである

じ司さい.人11"15 ~t=.わが|けではじめて指

定された明治Nl':号制辺の風致地区はそのJ主体

的な指定地lベとして参迅とその両側101mずつ

に限定しており. r“'1然夫の{保足{ι£と λ汗.うよりは

みや{げナものj九川J山λl行;， .般l尚向荷荷争1ι;/.1λi

票どが、技砂肱:ぷZ多よi迫色のi治{のh必且引;以;i:在制制!見tを整えることに目j摂

があ勺たようてでJ ある したがつて， このI場場品品.介.

むしゐ XエJ制j地也|似xのj指行1山iヒ:がふさわしいともJ存7え

られるのてある

( 2) IfIlrll 夫と都d1:k協会

ところで. :x. 7fJ!地阪は風致地区とInH基.大

11: 8 ~t~ に~，lJJJ['立てきたものの.すぐに指定さ

れることはなかった。 しかし.大11・J2年9J.j

の|地点人以災によりJti域的なH学を受けた見L

J;tの似興川 1Mにお fするにあたり.政的は111

m~;f~するのみならず，行部としてのItñll を

.1fiしようと合同した本91

ill染;まや必体1詳命家の'1'にも 復興帝都の

j孔;j(とJ.:-:'ふものを此の際樹、Iしたい唱とJ7え

る行があらわれた本92 彼らは大rl'141j".IOJJ. 

1m III X.u)f冗会をtiiめ. '~Hr 10JJには都市夫協

会を投~'r. した本93 以後. r.tIlll 1::協会は都I(Jた

に|則する断光会のImHiや機関紙 都diX の
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先行.f1ii樹24.住築??をなどのi:催.都市美に

|則わるill誌など活発な活動を民間した柑40

米ぷではじま 勺た都rhX.協会は名古屋，大

阪にもつくられ.自川1111117.からは全同協品会

を持つようにな勺た。都dj美協会の活動は明

治tlll'::iや多}苧御陵. ~，'jll~ trjl社等を中心とする

M砂.Jill到jや外法j瓜放保存ニ関スル控議な

どにみられるように，時代風潮を反映してIIJ

粋 i義的な傾向を持ち.また桜柑的にltlld1夫

を制iiiするというよりは 都df醜を排除す

ることをH怜としていたといわれる本95

ニのように制Ih エを総合的にとらえ.実現

していくという点では都rlj]:;協会は大きな限

界をもっていたが. II~~市民の聞に都市美に

対する関心をIfbめ，また都市;止観整備に関わ

る柿々の問題点を明らかにしたという点でそ

の役'，'，'Jを，['f.fdijできる

さて.この都Ih夫協会は民間有ぶの団体て

・ J~務 I， J は*J;t市役所内におかれt *;1(市は協

会のi1dlリjにイfJf~ 111~ Jf~の援助をうえていた。 つ

まり.l.Ju;tIIIとしてもfilldi XのrllJ七に大きな関

心を持ち. n~ III夫協会をそのr!j以YS発・H業の

liij的lにたてていたということができる

( 3) ，~U;t. 大|叡て干の史観地[>S.指定

附干118 11 3 J J. ~U;~は日}，ci}を中心とした丸

の内て:~ ，294h(lをx.~J!地iベに指定した わがII~は

じめての史観地|メ指定である ここは，指定

Dltrll jlfによれば"都dit!'心としての美観を維

持 ・ Þ//足tするの必~~めて切なるものある地

fi?"であり地Ix.内を日肘からの距離及ひ丸

の内・J~.f)5I')r ビ.ル役1. 中央ïiJHh. 公館.白紙

11 'i::fh~~ の特別の比じて柿別を設け.挫築物

の I'I~ さをr~~ト?自(J に :I，iJ~l~ している 附布]9 11' ，1 

JJ 121H'J舛悦)j~'.' Ij 、 氷点都111JI"I剖夫観地|メ

..ー

内ニ於ケルill~物ノ f"~ サ によれば，:・6さの

制限は15.20.25.26.28.31mlこわかれ.弘飾tA

H陣織略.水禍て~，のw 1.:交:ll物はそれぞれの

ifjさの1/5まで"J能で.そのIflifliは往来1M的の

，，'10以ドとするとなっている 建物全体のぬ

さだけでなく，略wについても低く.小さく

納めようとしている ただし.この夫側地|メ

は明治以米の近代都市としての都Ih美子手仙の

とえん・と ';s 川 ~;dl'という[司粋主義的考えんの

(，f~ Ifuの判桁を持っていたようだ なお. Iftl rli 

，:lld'j点以地)j委II会の 研究制作 |では，

都dJ夫の取締lこ1.j"t、ては，単には脱のみに

よって付'するのでは完全なる物とは羽へぬ

別JJt処にえのN~主と ζふ祢めて抽象的な 11:J.!lii

があるからである .と述べ.そのために都

ili ;ll"t，hj委H会の希中事項を受け.支観審査委

n会を次世して長の判定に過ち無からしめる

とともに.地似の性支計両をも審議すること

にしたという本96 これを受けて司昭和14年l

け・JI9111・J~4'f悦Jj ~j.~ノJ~ で 美観審査委u会胤広

が，没けられた

しかし，この夫制地|三はデザインについて

のH体的制払IJ).l.: ~~tを持たず.また設in された

:史観審査委u会も聞かれることなくおわり.

見るべき成果を本け仰なかった。

この氷点の丈制地P<，指定の.;えん・は次の人

阪と'jサf;山111~伊勢 ) riiの地IX.指定て.それ

ぞれより齢l引にされた

人阪の'先制地lメは昭和 9年12月. 111之仏.

人阪駅前，刊紙野，御堂筋.大阪府)"j:. L小

IHJ 6 J 11の..1125.62haが指定された 街路の

他校や IXlrtlj作1'1'の巡JJ にあわせて 1:地の f~:JJ立・

不IJ川と ~)j火機能のJilJ L. X観の哨進など，人

拙Ihλ|訟の似焼却にふさわしい柊怖をねらっ

たものである
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ニれに対して昭和lJ411~宇治山田市の尖観地

l計片山は.. JVl地伊勢神宮の尊厳保持のため指

定された。これより先，宇治山mrtiて'は明治

3-11J ~. 県令による r t'jJ ':守山城及t-tll苑地付近伝

子?制限 4こよりJ:!制維持のill築規制iをはじめ.

人1113 1 1 : 1:こは市長による ~ t-tll五都市JJllml樹

、・1.の "fi馴• IIN fll 8 ~l~tl<院の 大ド~都特別中地

，nïllri ~~h&!Ji.1 ':;¥"に|則する佳品 守. J~l地~.~貨を

進めていた え制地Ix指定はそのてだてとし

て，ドl'~I への i 叫街路，参i且と鉄道沿線の (.Itl

側にI小川ドIJV立の ill物 f~~ さ手指定する 10m. 20mの

f~.~J立:J也|メH1i.EとともにiJわれたものである

IH京総191Uil;が公布され. I司民徴m令が発令

されるなど戦時色が強まるなかで 担地 J ， 

ドl'li1i1のf!t!::ι 税制iIの ・環として.きわめ

て強い政治性，思想1'1:のもとで指定されたの

である*9'1

し1).l;f (11)における美観地|メ楠想と美化J.!I!動

1， i::必幹線沿いのえ在日地lメ指定の世議

1..)し則， j;tlIiUにおいても出rliX特備につい

ての101きがあった 附手11初めの点都市街は

近1I.~ ，俗J也氏棋なるJム公略，者板，装甜li吋f

現はれ. 1 ~街路は.r.~しく災観を投却される

にゼった X本，!Jの ~:I則 I ]たる点都駅前も1j1

に11、人なる地域を山めるのみであって，ふだ

地n交のはるべきものなき現状』であった本98と

いう

B{HlI iji~jjíjの京都は. 1.地区向格即・jt:;tの将

人により川市計Irllj街路制JI桝に基づく幹線迫

路. tlti!lh1h路.公凶の移併ijが進み，また鉄筋

コンクリート~・の大脱校 ill築物も背及し始め，

それ以IjiJのMIUJ家守のふ121・建築物の並ぶ町並

み(-と 勺てかわろうとしていた矛また，昭和1

3 "1 に r'~とされていた II{{和人日出J1改の大礼1~1'

仙のため，昭和 211秋より烏丸.imり，丸太町



辿り .i，iJJ);[町通りttiのメインストリートのア

ルフアルトやコンクリート舗装 r:事や 〈条.

h条. し条人慌の修J1R. I =.~佐治路の 1江西liやWl.

lリl 士r.&I~I' に大きな資(rそが投入された また.

l昭和t1"1 道路舗装10ヶ1[1I11lbj がたてられ

た、ちなみに昭和131J'.におけるふ都の迫路舗

装本は. ，q.iι的J.!l. 1 h'.i邑の介J延lx:225.6k

m. 1)-.11'1f1i舵 1061.9haのうち.舗装済みが延

.bと剖i隣で11.63、.舗法両町iで21.02%であった

本99

こうした状況を 円以に明和 7年6)Jのあ21

1"]都1111IIIIf1j.);i部地}J長以会において.MJJ;t町

泊り. V4条通りて5 の ì :.~街路と京都駅 Ijíj/1場

に夫制地1)(設定のill;草案が決定され，内務大

r~ にlJl/1lされた。 };t都てもこの時期に支観地

!ズ折J.eが!!体的に検lI.tされていたのである

そしてその史観地Ixは大阪とl'iH基，太郎111の

顔としての駅前と i要街路沿道の都市工的進

をねら っていたようである しかし，成念な

がらこの佳品案は‘よを結ぶことなく出えてし

まったの

2.都111え化運動方

この時期，観光・J..:tとのl瑚辿でも都111~化

への動 きがあった II{{和 5"1に発足した点制

IIJの制光ぷは観光存の議致・J~ :tfとともに f~勝

・H業にも}Jをいれていた、そこで昭和 811• 

J{Jや尚1.会議19rその他のl~lIurH休と協)J して

示即夫化~!J)Jl1!合会を組織した旬"1_ 文

化デーを定めて "バ}rの R化、，ì~ びに美化忠也の

持及に努めたと，l-うゆ 日体的には河川1. ì :~ 

街路.公|判，広場てかの~化7I'， .M. ポ スタ・ ・

ピラの配布.PJ1;などをねった判。。

このようなふ'1Mik化ill動l!t介会の前助はIIIi

述の!fr，t;[などの制r!JX化協公の訊動と .W'，;;~'に

よく似ている
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こうした注.動もひとつのきっかけとなったの

であろうか，昭和15115月3111-6月 111. 

京都で 1第3luJ全IllliI5I!J美協ぷ会が闘{げさ

れた 凶722はそのliii1Iの 5) j 30 LIに川山公

同の点都Ihの公凶・J.務所に集ま った会議参加i

ti-の寄せ内きである (liij京都Ih1::観風致事品

会委以 加雌 li郎氏所説。 氏は、~ILJ. .)支部，"

仁木局都Ih，;ト画課勤務)

さて，この寄せl'fきに名を辿ねているのは

ul28名で，加藤氏の心録によれば都市計11111地

ん委員会所以職員14-f，.地Jjl'l治体職員12名.

大?・その他2名であ った判01。

この都rh1::協議会の会場となった岡崎の公

会堂では 都市における新旧文化を調和せfし

むる方策 や 「美観審査委員会次世並びに辿

絡統制に閲する方涼・ が.l1議されたとL、う 勺

じっさいどのようなぷ日命があ ったかはぷらか

ではないか.この協品会にあわせて日本挫築

協会の機関紙 I挫築と社会 111仰1115年 5)Jり

が都市美特集を組んでおり.その品文や，ι・Jj.

から吋時の品若等の都市美に対する考え}jを

!Ij問見ることができる それによれば都市兵

と自然夫，美観と風致の追いや郎I!J美の分1，1'1.

占1111i美を実現するための建築や道路のありか

たなど.従*からのぷ品と比較しでもそれほ

ど深い内科とは思われない。むしろ， 部IIJ

の風致やJ::1fJlと云ふ11日題が決して現下は凶人

のイI:~Jj. と Jjえられないのは王当然である判02

とか D.yJ，Jドなるが故に都市丈のIIlJ題は .If'; 

その重要tlが加へられたと考ふべきである

判03 とかのJ民の中に，かえ って都rllエ.illi

~~Jの件泌と ììí~時化におけるためらいやとまど

いを感じ取ることかできる じ勺さい. B{{:fU 

141r 6 n 1011. . 11本Irld有文化の保持lお抑止

日ll~新 111 文化の調布lに努め， も勺て大いにdi

且........... ー

き?の払刊をl刈る 11的.をも勺て. 人:J;(都~

興事成会 が (1:'';f).各部会20--27ちのつ:・品経

験行というツ}i，IIiの防成でJ2iiflされた，そのあ

l部会は[IH}え化や文教.史Z荷量!Jt1M :~~に|叫す

る・j川lを審議サるもので. l ， íPI~ 7 J J 3 11のめ

1 t.il会では，

1. I'H~' 文化の妨l似の }j;þ_UIIやj

2. 史~I't名勝の{足(iVM誌の HU;1m fUJ 

3. 本r!iに適応する文教振興jfi主主11M

-1. 制)Uil>rliとしてのんー策Ullf"I

ち;が議治され，また， l ， iPI ~ 1 0) j 6 rIの!.U.);t(I 

H~11l1 会議では，近代ifl>rlJたる判2徴とI!f史的

観光都市たるt.~ 徴の調和lや川米地IJ(における

凶作ill築制限1)(域の決定匂のぷ論がされたと

いう判04 都IhXや風致I1lJ:(gが凶作 iAや観

光と強く!湖辿づけて議論ボれているようであ

る しかし，この事議会もIIfUII1511'o)J以降.

時I.Jの変動計しいとしてn?~休会のmとなっ
た

i~.;J II({ fll 1 6 11 ~ ~~には.J.lè. 1 t~ はム、J' 洋戦争に突

入し.さらに 1~PI~ 2 nには剖irh，;，!IllrfW. rli 

街地位染物i1~てがについて臨l時特例が公((Jされ.

その執行がf:;~t!.，された"これにより応部の風

説地|メm制やj瓜放委以会もf}11-_された まさ

に夫側も胤致もI1lJ也とならない時'lIjとなった

のである

第8節結び

大11;から附干lI ììí~ lìíJに いたるこのIl}!りlのJi制

施主は.都I!J，，'1' 1尚!の制j立=が(i{u:[し.それによ
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って Ilìr~.改正街路の決定. I~瓜説地l><守の決定.

XlIJV也|ズの検寸Iてtiが.i[められたことにt.r色づ

けられる

r!HX:改.1:街路の決定をめぐ勺ては刈瀬川.

幼Il川において県史的I"J川を守るため. I)~ 'AE:.本

を変史寄せたIhKill動があった l 新しい街路

にはi1Ji-告側や(11幻が快仙され.ili.代的m路が

/1¥ fJLした

!民放地1><については.史跡、似{rの袖〉己. 1:1 

然x似がの子段.公I~に JViずるbι;党せの1，'，.jjl; 

づけの小で.京加では故11にわたる仙'f.:な検

Jを料て， /仏iム、人なr山'1然;以jえ:制とN、ゐI境内を.イ{休本

的に i似拭全しようと寸す.る l風亜或u致立j地也 |収兵カがf匂iJた:~~定むされた

t 

k4#1vftktを千秒存制侃仙iilし. 1'1然樹木の f~イメと共に .)X JíßJ!Rlの

ill築J;L~Jlの保持μ )Jをはくした ， これが呪{l:

の.);tlrliにおいてもhftl放fJ ，改の )，~本的な~ぇ }j

となっている

え制J也|ベについては，「十f))のIりJ1fi以米の近

fU部tl，の加rli呆税制iIの F段としてのL制j也1--<

のJZえんにsN:f1l初191以降， .I;~'.I;: につなかる Jrt

地のぷ制税制jというIq枠 i.:.i邸内なJZえんが)111

わったことをみた ボ郎て'は DNfll 初期jに ì : .'~

街路吋にλ制地lメlHJ.eの動きがあったが克.EJJ.

までにはう:らなカ、った

昭和1011札のムサ((:ijiX"{t 11'; ，iilになるt-'!IIi I!J 

のJ::制や胤致がますますりl枠 i:.1i;や制九・H.主

との，~jfの中で試品点れるふうになったが.

iìí~óèの忠化と Jtに J!lll投地|メ :'.IJJQの件 J l.:てが. エ
酬も風見も1:lJ:Hiとならない状記となった
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第 3章 昭和戦後--40年代初期の泉観思潮と

保全施策の検討

概安

J;i仰はii¥え災lよる被'.'}をほとんど免れ. 1;か

史的m) ，W~1尚を戦後に引き締ぐことができた

戦後の{u興は臥 u;~跡地の必路等としての摂怖

からはじまったF やがて J~t都国際ぷ化観光都

市ill没wが制定され，文化制光保イ(j也|メ，美

観地1><指定の検，!Jがされたが. 1-fJjLにセらな

かった

U{{干1131年に風説iJ政がJ{fからけjに移竹され.

ht剖i，l1"ではj乱致地1)(規IlIJによりillJHそい!った

-j)，美観地iベについても IIJび検t小出題とさ

れ. 30'rr代uIi'r.&び35年から39年までの 2[uJ 

にわたってJ紛|な調査と.iÀ~~を長ねている

そして，美観地Ix条例案手作成し.住，&l'iと

協議したが，建築Jt;. i~f;ll、の枠内での限界や rlî

議会%での悦，F，;命により IIJび頓持した

昭和30年代後、1':から-lOil二ftはしめにかけて

は何時的に経済成長が北しく，開発フームに

わいた時代であったu jjt Iif)では開発と似ιの

問題が以前よりも激しく現れ.京都の都I↑1情

想がrhも1'1J.dのみならず人;γ'6Jf冗!i'ちからも提

案され.関心を呼んだ

ところで. 1I{{，f1l39年初めにill，没“111111がlリjら

かになったふlftjタワーはその向さ.デサJ ン.

;;if.1)における制九のありんちをめくって学??

・文化人とマスコミ .mlrhKを巻き込んで

大ρ下ををき起こしたものの.結'，Jill投され

てしまった しかし.1Eケ1;f.Jの|泊先I:lJUSJは，

被維な粁過を七どりながらむ，!J'民広見の強い

後111'しを受けて似{(.，こ J~文J.})した内 そして. こ

れか大きなき勺かけとなって 11，都f!t!.{(.tl~が制
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，じされた 1'1 "Iif~ (f rJd;ょ1m光の絶対的民lI:m
，i1と I:j也め'i1t、LげallJl交を持つIlhj知的な仏w
ではあるが.地l刈行定のありんーも合めて問題

点も1111市されている

~~ l.itii q没後の荒廃とt証明!

第 2i欠IttW入。liXは本fot-(jの災制を内外にも

たらして終結した。 11本川内でもキ:却による

死.fiI'i )j人. 1.H ".と化したrh"1II地は50hh<tに

及んだ，ゃいり(都は千費による被布は他list1i 

と比べるt-杭段に少なく， )1 iii_¥，災f，'J1t11と，?え

ようむ町史的都t1i官uuを戦後に引き締L、で発

泌させる・J~ができるという十:，i!J!に忠まれ九の

である

戦後の京都のまちづくりは終戦ll'i後のu日干11

20 11.IOJJ に ~ J;t r.s似興対浪協品会 が;貸出!さ

れた.'J~より始まる rhbと弘前. rh可産業， t1iK 

構成. rbK文化. "11 Ih ..1(111)の 5r';ilの変u会が

帯ぷを'Eねたか.ぬ興という.むw.:もト分わき

起こらないまま休会4人態になってしま勺た

ところで"戦争本10Jに 防空法 』により辿

物株閲された跡地は主るで戦災にあったかの

ような状出て.都t11のJJJlの lからも，また

交辿や待i'1: の凶l からもkJ:も緊:~I.lζ解決を心ら

れていたI::)!越であった判050 臥1m，'故12.000

い. 41)J 1 f-.t.')'. (135. 6ha)の融開跡地の内.

21}J 5 T'!I( (70.9ha)を都市，nllhj川地として

決定， unとnqえによって li.条，御池.幼ii川

て干の11:幅uの邸r!jjll両道路や街路広場，公i判

ttのf完備を進めた， JI~;).S!難にあって日付手1126年

度においてら司113長敷地の約半分は賃貸という



状況であ司たが. II~の JH iJ.~( l /¥ i~i も投f!} しねば

り強く・H，'tを進めたF 雌1m以前のこれらの泊

りのほとんどが5-7mの迫制であったが.疎開

と跡地のf完備oJ.来で50-60幅の街路とな勺た

わけである b この雌1m跡地のfF悩1・wtは現代

以仰の自li心部の交.i!fl. r辺境.;;:制のすJ'怖をん

(i'J i・jけたものとパえよう.特に御池泊りは

fIjの中で将来は会計"飢iiihになるたろう

から， ;;t ?t.ll.を i 二において all.j:~:ÎJÎj スタイ jレ l と

したという判06

あ2蹄l文化観光都dl柿:tJ.l.と ;if槻{~令

2 1 ~;t /lll l t4隙丸化制 ì\:; f.!í dfillぷ11、の

:I，IIJi: 

qixi老t~q ~ して社会が，咋しいながらも -ki:の

説ち ~'(í-きをみせると.ボ都の文化資源，観光

?iiJ!，!のi以イ"と7，r..JIJの"命ふかdf議会ち=で起こ 「

てきた。すでにII({干11241(2) Jの111会で-ぷuが

di内のH:，'f:がいずれも!I)Jによる白Aな文化

財の{~泌ができない4入品にあり，これらの f~

ιがゐ坊である Ih政かこれらの保むを合め

て間九郎dlのill，設に払Ij'すべきである行を.iili

べているF また. l，iJiI:3) Jの，Il会では ・・・

これらの文化財の，1，典史を祈かすj品開の;;:制

をはるに.山紫水明の1I1はiE山と化し， illJ JJ;f 

は iTr.t1.. 臥 l;rJ~:介地は今なお椛，(11'の徹!記を欠さ.

迅路のJtJ辺には{，ころとし以とかfliJht}してい

る現状である ・・.，!¥j'll. H川両堤防に桜.

ff1t，車I..'t::'1'のM樹による見化，結地，11'11111.ill 

塗曹 ji;(1. 行tocの指導てがによるけi街のえ化.

合わせて川際的文化都市民の1:的数量のII'J1 

似明~. ・・・・ ・ :~ ，の，Q:はがiliへられている

判07n )江川tliはすでにUNfll23q ~ 1 OHに文化'，J

を制九'，Jと改体し.制止bhl.取を強めようとし

ていたが.議会でのこうした議"命も跨まえτ

新しL 、t~lìÆがJ欠 :tiにかもし 11\されてきた

そして. II{{ fll25 il去に'oJ¥dl弘法で r)託行1;

1 '4際文化観光目1;di ill投i.L判08 が成、工し， {I 

1¥.1支出を持て.9nに公布hmfiされた.1 [1~際文

化観光都市也，;'irLの光弘.tは、'i1I.'fIi: ，(j， 長崎l，l'J

ij弘災都t[1がそれそれ特別仏lこより 11，1家のJ変肋

によりI証明Jに呆り/1¥したのにならい，窮之し

たt[j財政のためまた本，Iiの特殊刊を生かして

いくため.制ìl. it，;~'J. Jkに111';ぷtlU11))を求めよ

うとしたのである判09('ともあれ，特別ij_の

他行を受けて11JJには 11.1隙え化観光都"1ill 

"定事4会 i が.~!i: ii~i4 された心 部，Ii，: IiIJ，I. 文化.

観光の 3:";11会の事ぷはザ1I'(5)JよりB仙台された

カ久このなかでは郷市JI~ltn~11 会がもっともよ

く活動したという《審議会で，Ilが品明した住

.;2:，ih由lは13J(t11に及ぶか.文化財保イFI.:tも

その11fi11にあけられ.

1)llt Mと I~)J してい I'.i~， 'fo文，史跡名目it

k然心念物の維持修J!J1r. ・J~におI して補助

金を交1・J.
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2)ILI， Jj.tの補助金を則刊できない無形文化

JI.f. ，!， J.. i~I品 ~Il より判に (rlh{If，のある物に

ついては仙助金を交付する

;{l _条城の格í'liその他，h~í'l~の文化財保U

胞戊を枚として文化JI.f{~ { ，，11 ìIJ;!の {~u並を

lχ|る.

とされていた*110。風致.;;(械についてはiE

路，公i札広場の緑化・椴仙のなかでも取り

1:げられたが，とりわけ L文化制光保{{地lメ

のg没i.Lに|則わって議論された

2 2 文化観光1ほか地lぺの段Jt

え化制j\:;{~{O也|メは以Iilíllll;r，~:文化観光目1;，11 

也lI'i:il、民3条にmJi:されており.高1idi.i1111t1の

b伝説として"文化観光資i!!"，)(は文化制)UI!i'/Z

............_ 

の維持似仔のために指注することができる"

このJ日記1><域内における1'.作物の新築， l攻守5.

噌~~.~.，・ しくは除l;fJ. U也!日目の変低竹ノト l

(jの却の採lUその他文化制光資lIC!又は文化制

jl.hm，;止の維持保{子に片しい民王将を及』ますIltの

ある111..~を !lt 11.し.又は :1， 1印:l~することができ

る とされており.文化財や制光資i/f，(の似ば

に広範な幼)Jを持つ~mえてめる

nrHn26if 11)]の都tli，; (ilhj:部会のあ 2[11]会議

では(1 )緊急、諜~ として ~;tJi'I)駅Ijijll:以，:1

Irbjや掛川.御池， 1，条の50m迫路のは化，?l'lllil 

とともに.文化観光保{{地|バについても 対

象地点及び文化観光都市としてふさわしいh&L

dについて文化，観光郎会に品IBJする1'1につ

いて a として議題に挙け.られている また.

この時の部会では地域制の再検Jも議題とさ

れ，川途地域.防火 ・l，Vi肋火地域のほか斜地

地域. J.此致地|凡さらには.エjiJL地|バ I~.:jJ立

地|ゐ文化観光保{r地1><がとりげられている

料!ししかしこの時はつっこんだよ正論がさ

れずに終わったようである 文化観光似(1地

lベ指定は懸・東となっていたものの日体的な検

JはuいH日行われなかη たE 昭和3011'i 1.;後、r，

の兵制地|え調査の '1 1 て X2 Ml地1)(指定候補地I~

の検，:-Jと合わせて. I~({.対象物{![:の訊別と ill

ii:が氾められ. ß{{ 干1l 37il ~に令 tlí85地I.><_につい

て指定紋怖とされた判 12が. 夫花見地lベそのも

のの指定の頓伐と巡命をjCにしてしま勺た

2 3 ~矧j也|ベの倹 ，;，J

DtHII28il'4)]にImm;された郎t!i.Hiull部会のお

る 1"] 会訟ではJJ.観地]~の指定が議題となり.

'J~妨 J， J の rli占1; I1dll曲I ，'~は ; X5矧I也|バに|泊係す

るlli弘法相法， l~iJ ， Ii・ {jjj也 ill果物訟の1)，d\~ を

資料としてt足:11している また， l'iJ il~ X!li，.ll 
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1:'~Jij也 IX:，&定:~Jn案 ~' 0欠 l'i.~Jl(t) を作成し

ている、こ の会議での試論の，~l.Ucが伐ってい

ず.また ?!.:l!!支 の{弘前づけはは「きりし

ないが.この時期jにx制地l;{の指定について

liiのは体的奈か検Jがされたのは11:11され

る 3 ただし，!起Ij't.tの内科をはるとill~ J}:; l~lt 

j去てI恥どされている定員Qj也lえそのものを.也1hi:

したもので!まなさそうだ

2 11 J瓜主主地|メ:I，IJJ立のru.7，r.と光'よ

り{お1;をめくる '.LiJ の j民放は~\~"{t'1''&ひ'i!，¥."ft

l任後の拡11e:等により1雨ましいまでに破地され

た。 ~ix"ftの j蚊化とともに II{HII18{1~に j見放地1><

刷JIIJは件11:され戦争送1JのためIrq家を本けて

山林伐訴を強行する・J~態となった。ちなみに

昭和120{I ~~)) ，こは点都府は虫山の社、子イi林の防

令域資材としての伐採を..r川jした勺このほか，

q~"fql'l f去にはill~資材. tJr J以材料ち:としての

{ldÆ-があUさ.知[憾な~)\i兄となったt. そこでふ

都加は Hfi干1122{1~1 JJにな勺て)it主主地lメ脱UlJをAi

~;ri .改11し.改めて風致;;tMlの保全に呆り 11¥

した

IriJじtl'i.)に文j.'IIJ麓の此']1.. !i':の11:職が災山

の山林 5r.Jot'，を勝子に{えげよしたため.隣地に

1住l主:む足泣l 島肪iド: '!I'ド，.~下4将L午引'H校立がI(は，11川:J小jれトに~:札航;2r弘仕Lf品広;I汁'，: 1付予イ不〈 卜分を談1川'リ

する'Jド}けf!判件q午1:がμこつた [，川，;Jリj1年|ド~. S引J.Jには総 t口1J 令託剖部11カか、

ら林P貯flけげr士を湖じて3点;江〈都}{的{什'tに}ぷj江〈都l版胤重孔lf放立にj力J令を

則せられたいとの辿股があった判 13。その後

は点ImHlに批IW'I( も )JIIわって山林のJ~放射t，l.'j

にうfめたという判 14。 風説地1~)Q JlIJ は戦後の

彼抗にあたうて文体を十弘化すると共に11¥制

Aの内容!こ「いてぷ掘に胤定し， 23iJ:の改JI

ではfr t.~の点目指の開心の北幼を加え， 2S{1 

には胤地地[• .{令.t~についての，/r11/ J)..IV'をWfi，'r. 

した



て，..y. 
争P‘J )~ dJl，:':J IJt地rx:J~'.i_:叫If{ :t~ 昭和28'1' i'1'製

同別 地1;<のruお
~l Hi 令公向li. II~j).I d，b ).えびこれらの

I' :'.1.'.されるili.札的ill築後j1メ

路料~~t 又は f.l l吋式 )

).Jl :1，1)1えぴ指導の内w
II.:J )主 ;I，I)n~

也築物の1fJさのl止低限を広める(2 Hiに分け

て

2 その他の組制l指導

1，也築物 t要墜l耐のH.1.げ材料と色~~
2路上I:('r物. I.l除. 14~ 除

:i以外広作物

1 JじいJill誕の勧交

筋 2同 1'1然{ド:J. Hf史的I沼I克にふ1干11 1 ，'::; Ji ;I ，IHJ~ 

する ;;tftlH瓜の仇|メ ili築物の lfb さの故，:'~ H{ を~める( 2柿に分け

(路線A又は仏1，11式) て)

2 その他の胤制指導

1， ill築物の様式.事rr~~ 

21路 I:.T.什物. 11除，雨除

:t，].f.外広告物

rfl 3柑 レクリエ ションセンター 11-，:':;1.立:1，1)限

又はj孔放地|メにおける風設 住染物の 11.bさの故刈限M低限を広める (1ベ域

xの t~ ~ 似似ノトを必要とする を分けて)

(!1Ix 2 その他の別制指導

(路線八 iえはfJJI-tl式) (1)住宅島物の保式 ì二世~1:.1

て1Mのイ1.1:け材料と色

第 1柑 失.iill幹線及び i混在日光ルー

ト沿線の011メ L路線式)

~'~ "ズ域を分けて〉

2i路 l'r 1'1物
;めJ;!外11、:t，物

般的脱~，iJ指導

t路 1， 1.作物

2、};l外lム;i;物

2 地域的脱制指導

その竹 fは.

1・ 建物は外削除A~J!~V克に調和せしめる

こと"111 Jt!μ:~IIにおいては般地内に+11 吋の

樹竹林を(rii'tせしめる』と

21 山林の {!tr;::は~，~伐を .，þ:行とし.波状fi?

特伐を{井川する

:~) iht台 Ir~ ，よは 'S.H!)のものとして息子

のみ

1) 11、作物は鴨川沿jitにおいては小尽Jの，，1;

JiJl石、阪のみを認める

1， l:，~ [(11線の指定 (ji}迫1:作物の脱:I;IJ)
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5) 市民，線とも波JJ橋付近は地仁設計を

然ずる

と広めていたn この'1';'rをもとに御所.鴨川

咋T7fi"iも合めた19のj民主主地|メのそれそれに

ついてきめ細かな汗nJJ炉供を定めた，また.

特に風致 1: 司i.~な地岐について I 特別j地[X:

の似JHlを，Aけ允%を則したι これは白史的な

j凪放地l天の槻~~Iのほか.

l樹竹地の12以 1 '，にわたる伐t~，

2)i江絹L Jj(i邑竹またはカス竹の地卜i生;ili.

を以則的に会11:する地lズである

迫bUIi・にあjする現状1")従命令の崎町も制定

し，全倒的も幼似lの 11!日、 l止，~~レベルの胤放地

|メ上見nリとなった*115

また，脱伽iだけでなくこれにともなう所(j 

ι'等の負f[!を科滅するため.昭和261れよりJil

~地iベの山地却について伐持制限にともな う

9，t24haを指定したJ 指定地岐のほとんどは風

民地|ベと 1ft.~~し ， 脱しい ill政事制限によ勺て

!此吐J也1)(の1'1然以制!以全のぬ策を;Iti完した

判17白 しかし，やがて指定1><域内の平胆地は

T{I，hJ税.f.1R'j~:tの胞h:;iを条件に Bf{和3711 :から

・剖l指定解除となり.人日分はB{Hn46if二に新

都 dj ，;t' l両訟による，IH!r化川悦I~域に吸収され

'i:i'Hm火保誕のため. J;t ffli dj内の詐辺地IX:に ていった

ついて 3訓，件目IJ.It!!Ix.について 7;'，~Jの|川定資 又.ili:畿闘の保令IxJ或の作部dこ閲するil、fltの

応悦の減賦を文地した。 ~川を受けて. lillll.松JG. 入山里f.~醐の

風致地肢はHfi利24.25の 21")にわたって.深 などの各.~15は U{HII ・14 ~I : にili:企11緑地保今lメ城

市.挑LlI. f龍ヶ崎.鞍ぬなど約1500haのlぇ域 に指定された

を綿入し.合31'11.208haとなった。このうち

東山と嵐山の1070haがliIJ.iiliの特別地|メに指定 第 3 節昭和30~1 札の風放J1制行政

された判 16 3 1 胤投以前HJ 政の ;;dl'lldiへの移~(

戦前からの胤致委H会胤五eも戦後佐川され Il{{平1131年，地ん r1 rfi位、の改rIにより政令指

たが，昭和24il'-に J.tl放審品会 に改組され. 定都，bの制肢が生まれ.これにJ止っ・き. I.i) 11 

風致地区及びH外jム;it物について審議するが 10JJ街生.民'1. 1本関係*務等. ，;1-16のお

になった。 務が京都府から点都，!Jに移作された。これに

2 5 緑地地域の指定

J1l致地[x;liljJ.立ほ fではないが戦後);~lfIlのJ'J

然泣観の保全に・2i:の役'，'，1)を*たしたのが松

地地域制度である 附干1121年の戦災彼民lを11

的とする 特別都市宮!ilhjIII ，によって生まれ

たもので.その[，'，接の11的は*Jii等における

過大都市の1f1J ;I~J ， 1 '):，鮮食料品の供給の坊

の雌保 にあったとされ.地域内では山;たち;

を営む省の業務と J，~;fI: JI]のill物以外のill物守

は控蔽J名10、以ドにあIHUされるものであった

点都は戦災都dJを対象とする特別指，ti，:II，hjl1、

は適用されなかったが.京都[q際文化制光部

dì控投法により紋地地域Jlí'Ji:の規定が;~f\川し

i!Jたので. H{~和30 1 1 " rli内の北米及ひ内んの

IIJ地. Jt. 市部の!足跡地fi;・3.今，hの15，40o， 
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よりJ!¥致;zt街Hn政もJ;t郡山ーの1'"按氏任で進め

られる 'JSになり. fLJ、1'1としてill，没川部rli"II，hl 

ぷに風致係がli'tかれた，11，1叫にJ!l，致地lx'脱jド1).

以外仏作物条例. 1.弘政審議会条例守の塑仙か

行われた

3 2 J.瓜致地 Ix'の )J.，. !~I\ と辿OfJ

IIN和31年に"itけられた;;tffll rlJ J~l致地|メ)JlJlII 

は.それまでのJJ~liII J(jの胤主主111政をほぼ断鈍

したもので.概ねド心の内作であった

1. ~会 IU J~ 'l~ 

-般地iベ

・樹竹地の持伐

. r)i街地から守!凡され，傾斜15J主を越

える i地の1m明

・外観がお!しく j品Iltjと不調和な建築物



その他の工作物の，，~i7，\

特別地lバ

-樹竹地の12以 J'.にわたる伐採

• i江斜L /1<迫11・またはガス竹のJ也l..l支出

2. ，;'1" IIJIIJ5，'j 必':~ ~ j l.~ 

-竹本 1:イiのfJiのほlU

-住築物そのl也の Cf'l・物の新築，改染.

NI~. 作札， r至iι 変1!:または除111

u也のI;;PH，I.J) 1 ， 雌 1:./1<UIIの111¥\'(~ 

て.~. 1:地のj見状の変山

・その他風説~H持に彬VTを及ぼすおそれ

のある~J X与 本118

このような脱l!IJで辺川していたが， ;;t I1JI]1品

1'1 放のNlJJI I もあり判 19，より !l体的な，;~，IIJ )J:; 

中手作つ必裂がでてきたため，その後何!えか

のJ!!t主主事議会の議論を粁.て， O{{和37年には脱

制jの内脱を定めたn それによれば森林伐拡と

その他の脱制に分けてそれぞれ・1 栂の脱a~J段

III.~を北けた

み林伐採以外の 1foJ;の地域は以ドの泊り

1 )那 1H!地域 胤主主の村にすぐれた地域此び

朕史的に I:~ ~、ふ1iを持つ名!跡地または川制

地で.現行のj駄放をwめて厳絡に維持し

IQ~人変史はJJ;i11リとしてた11.する地域

2~第 2fofi地域 1'1然状f訟を保持している地岐

及び村、与境内地.その他付色ある;;:械を{J

する地域でI比((の j孔放を I~..i.~する地域

:のすて'にfL七地として1m発され.又は開発さ

れつつあるが ~Jt都的なw怖を持ち， I，'，j 1'11 

のJi:鋭部調和iする I~Þ l~i，な地域で .aむのj瓜

主主の維持に配砲する地域

51すでに市街地としてIJII発され.又はIIIJJeさ

れつつある地域てI，'J1111のぷ制と訓和するi!1

はの維持をはかる地域

しかしこのように.ir吋脱却:をー定J細に

Aめても風致地いにおけるq人:Ji内存は多Ht

f.~であり， qlJ，'jJ品川ごとの 1:地ゃ;it械の状祝

を路まえて，ntfJ立や引妹条件も}JII味した判断

が必~であることから. l!I¥t放の，，1'IIJ行政はJI・

7iyに慨しいものがある。 そこで刊に 'R~なも

の. 人脱伎なもの守については. より1通盛l止仁に

公

e司本dが4吋~\会に 1児L羽{体4本正的京i判'1 について"科削|ド問!日吋~Jしし. 答1]1を

仰ることとなる J;~ 1m di 1m dJ 1泊先I，J先行の

r.lidJ夫観の保全にl則する品先制作占 ，(昭

和14511:3);])には昭和3211ーから附手1145fドに令る

351"1の風致審議会での!日本的本1'1についての

I'IJ断が"&'JJ録に JJ，づいて~克明されていて参~

になる これによれば， 351111の審議会では延

べ222i'1.の申請京fl・が事ぷされ， このうち無条

1'1・ ~l 日Jとなったもの25. 条件付き，;t uJとなっ

たもの108. ，fl'l!lJj'l'l1:22. jlj倹汀31.その他3

6であった。 時対lでみると J1~作物の30f'lを除く

と.建築物・工作物では往来物がj正倒的に多

く1271'1こで.ill築物を合む .1・JJの胞設を加える

と140件となる 次に焔，心・路が，;]'19件，込J&

が8n.その他が251'1・であ勺たc'r九度経済hX.k

と観光開発時代を以映して姶.迫路は西1J 1. 

*山t与のドライブウェイーl地辿か多く，その

他の中にもロープウェイ.民守'/fiか，n8件合ま

れている向，;11曲j内科によ司てはrh街地からの

迫叩をも変化させかねないような大きなIHlJt

f j' l'}がこの時!日j幾つも羽れたのである この

ため. J.民放審議会ではこれらの;定例ユは審議会

としての現地調先も合めてMJ主も検Jを，[.ね

ている

なお， ~}t都府からの・Jff)]路竹のあったII:HII

31Wには風致~J政はIflldi ，11・ド1111，却の -係で111、'i

えれていたが昭和137 1r(こは j瓜放出が投ìì'i~ され.

187 

... 

風致i也 1えにおける住築物 (1・J'~施，Jtを ftむ } の点 uJ)f>堵

地域後退- tLzt 快向 + RRMllの処珂! φ I:I~ m IJ日 ~_:;;_.その他 i備 宅

fll J!T.t 地似IjJ~ りえは勾配J;~ 似て

!;nl 冊目3m (点目1;1孔)，H m 1'1. じゅらく fllJ!I!l ~.n色 Jし

以 J 1以ド. J1Z色の11IFJi--f，Iii， l竹JII.'1=.Jli 

干11胤 [ i 等を{史川する愉 J~~広こえは什刷
第2隠12 (川1)風)1 1 () JX 1m風の処111lけら心ち

以ヒ |以下 }j法

↑

境

退

問

U
H

地

後

閉

山
川
敷
初

t
d

H
H
U

r
l

ム
ぷ
ヨ
ヲ
民

鴨

川

凶

凶

介

J

.1
う

も

る

物

も

い

す

に

は

な

と

似

合

け

の

第3純I1 fll風

以 1'.

1}以JIIJとし

勾配h! 悦で l 竹JI~ ， LI:)li 

1 2 fll J1R ~H 色九又は台~J( ， 

以下みくるしく怜i.0. 千11胤illたたし i'ぜ

端な色彩は他物にあって迫路に1(11す

月j しないことは勾門~11什:>>るものはこ

を除(

Ili] 1: 

第4種 l て干IIJ孔 11 5 で干IIJ瓜!，U色の限りでな

以 1: I以下 瓦u い

京都rlfr.s ili開発川 「都市美観の保全に!則する調査報公{I;，Fl~4511~3} J p. 155より

j員致係.以外}ム作物係. I.I!.務係の3係で十持/JX;さ

れ，課長を合めて7人の阿'作であった また，

|市!ミ風致諜の中に 風致相談u をii'J'き，以前

年京都市においてr.srll i;]ir!!1行政， J氏主主1J政に

たすさわってきた加藤h郎氏 Jt:京都"J食Il!il

ì~幹)らが委射された判 20。 なお，昭和14111 ~

において全Iljで胤独行政に挽わっているのは

合計154人でこのうちウ任はわずか23人であっ

た このうち;;~mllhのみが特別のぷ制を倣き.

7人の与作行を抗していたのである *1210ち

なみに、可時の全IfJのj瓜致地!メは介，，1で12)J・lf

hel. J;(都rljは1Jil f-haで全(11の約 i剖を山めて

いた

3 3 以外/1、;i，物の脱制の先'よ

以外Jl~ ~作物は iì!~lìij と iìík/ftl"1 後までは li:(18 

物取締法- により、lJ足並II風見の維持.小宮市

扶昨の特f.l. :i牛許J'!J重u討のf~ t!i. ‘ 1 1iι'，IH)jll 
という比較的!ム胞な制点からの規制がhわれ

ていたが， P({干1124~I ~に Ji! 外lム作物i1~ ~ が ;1，lj

〉どされ. Xi在日j瓜践の制tl.'iと公衆に対するfι:lF

の ~jj 11:の制点に限定して脱ailJをするように定

められている九しかし，以外丘、;si物の脱制は

叫liiJはぷ現のlI111に|則わって政治的にill川さ

オ1たこともしlよしばあったことヵ、ら.この仏

nにJLづいて IIIJ2411 ~に J;f XUMが条例の;I~JÆを

11 おうとしたときは針先試Hから大衆迂動~i!

JEの手段に干IJ川されるおそれがあると，?う.Q:

はがたされ，紛糾したと Jう判22"

;;(都rh屋外11、(i，物条例は， J;~倒的からJ!1í.tft

Jd制~Jl改の移11・を党けた II{{干1131 1 1 . 11JHこ払IJ山

され.以後峨政事説会てがて'JL休(I~.;1・IIJ)~;~f!の

倹，I'Jが進められたη111 ~後の PU fu3211~秋には

111内を 1舶に分け. J!U立地j巧守の民主Jl脱引iの

厳しい地域から何h;UllJ辿りて~，の I均業活動がi，Tj

光な地域等それそれについてのきめこまかな

Jレ11Jを先ぶした

;fi 1純 Ja.l:泣地1>(.i u.': '，11川地似て:r
r.f~2 純 文教地lベ及び風説地lベに準ずる地岐

'i1i 3 H! JJ叫を維持するためにHに必要とed

める地域

第，)柿その他1fl:泊地域

1I{{f1l30年代となって経治の発!廷をbi映して

It~来日動がil~ 発となり，迫路沿線や鉄迫沿線
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におしく広iU拘がJi{/加したため. J見制強化を

迫t;れたのである これより先.京都市はHH

11131"14JJに必路 上の11.~I; t答の折u交は ';~:IIJ しな

いことやネオンサインの色彩の指導等をは じ

めている さらにsNf1l331j:'6JJには市屯屯nの

中仏仏;りを t，~IL した" B{{利34 ~ドにはネオンの

叫i也'犯行のftH公認:1，1))支を.北けた，H{{和35'.1

にしUI ，;~í付の 以外}l、作物の脱制の強化につ

いてlのjilijj)1-受けた形で祭1l.J1.~I，:物のJ!;iV'

や渋1I地域， ~，~ 11物{'I:の追加ちを盛り込んだ

以外li:;t，物条例改11をffうと共に，以後迎位

μ:;t;物の1'11 j故 J、の制作や強;I~H故Lの実施て5.

~.iWめた 11;111-8 J Jには今[11でJ.rl外Jk公物保全

工化必~仰jが始まり. di内でもl司鉄私鉄沿線の

以外li::t物f'J2000i'J:の除却を，bは勧告してい

る。点制，11-ではさらにUrHII3711:.li~外仏 ;t，物

のた 11 :物件の)~jV;を iJ，とめる胤1111を公命してい

る そして. IIIJ11:本， iEA有は「時建設中で

あったr， ~'II 刈辿i革路の沿道50mの範聞は広作物

公IUX:城とする行のiilli.tを出している この

ようなJil外仏(18物の脱;1;11強化に対して点都附

}j、 ~ 'I .:t i~I1級事1l1;は 1I{{平1138年9)J. 厳しい規制

は近代初dJの党以をm'，I;'する と決起大会を

1;11 ~、た と J う判 230 そして 111]10)]の点都市会

の愛n会に業界tiから胤制緩和!のJ願が!JltB 

された。このIIU.ur{t1l371j:，に都市計両球から

JiI.位以が分般したとき. Jfl致係. }.な務係と共

に以外広町物係が，，;!!'1・している こうしてボ

加の以外広作物行政はJi致fJ政と街接な述悦

を!記ちながら.中，1'1 的にみても，:'~l、1，1(it"の施

演を以I!IJしたのである

杭，1i1ii 11日干1130q代における先制地[xの検

i 他都，Iiのk側地|メ
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1::制j也lベはUfi卯25~I:制定の包括)!;干法第68

3tて 先制地iズ内における也築物の数地.構

造えは住者TA悩にI~Iする制限で主観の保持に

必要な もの !~.公共Ul体の条例で定める と

脱3とされているr. IjiJ jillの泊り.戦!IIjのrli街地

也桜物rLB ，ÿ f\:にえ;制地I~ が指定されたのは*

J~t ，人I~JI..下if; 山 1I1 (伊勢)の各I!jてあるが.

L、すれも日体的な条例は広めていない

1:.制J也 |メの胤;j;11についてはiW~t')Jの 美観

地1)(条例 がM.初の条例であるのilWtdiは駅

Ijíjの本辿り防火 ill築fi;. ・j'.~地 lメ (延長約200m.

M約34.5mの地域) に~，出を整備するにあたり.

その)j"JI1sの大)1・1:hや帖iJ.を佐保するため n

体的故II{l)~.ttをこの条例で定め.あわせて関

係地物のIIU1:1や品供尚さちの基準を設けたも

のである。11'it喜的な 11的は限定されているが.

英ltllJ也lメ条例で定められ得る耳Hlの'長例を小

した点でQ:'-itは人きいn ます.建築物の新来

や修t~. 校十品科えについて市長の承認が必要

であること手刷忘している 辿物の規悦 ・形

態についてはII'J1I15m以上で'JlllI]ill築て・あるこ

と.附数3以l.でJ:，tI[II，:':Jは11m以 1-:..喧面は l

mは3.75m以 iその他の郎分はO.2m以上後退す

ること， !J"蜘古11分の人nは3.5m以上とするこ

とて宇を定めている また緋水位，暖肘鉄骨，

押究苛をぷ;れさせないこと.ill築物が若しく

めm した場合て~;はJ9dj1'1に改修又は除却の勧

;与することができること.~..邸内には広??物

等をとりつけないこと咋も:どめられている

ここでは極めてJ~体的に数{向がÆめられてい

るとjbに. ììi~ljíjの市街地住築物止による美樹

地|メの刷'，_L手忠わサる部分もある

*J;tの'jJ制j也1)(は. iWlt，11の;史観条例が制

定されたIU後に!日本的な条例案を検，i-tしてい

る判24.、川rltdiの条例とやや似た情}Jxをとり

~ー

ながら. よりj先制そのものの維持.向 lを11

的とする円千五にな司ている戸支ず. 丈制地I~

を~1 1 陣地 IKと !，t~~ 2崎地lズに分ける こと. 住

築物や宅地の史観維持の義務づけとお:しく i'J

m等がある場介の勧告制肢を国定 している

也物については迫路に1I証するIiMI Iを6m以 上と

るこ と.6m"f.と渦'の以介は共IIIJill築笥:により+r.

窓の，:・4さ及ひJ:，tllllを隣わRと 放させるて~;.Q:!' í:

の統 をi文|ること.川1mとのe凋和のための形

態及び色彩の指定. M~恨 ・ 外噌材料，外収f1 

1:げ， )i{ 1: ffll分の件 i~i' ・ ぷ lií:. )長外附段 ・姉

突 ・配nょの枇ii'i.・立vf..公共川歩廊の禁11:てt，.;

を定めている ;邸見事議会の設置も規定して

いるヶこの条例案は支現しなかったが.東jJt

ではその後前都闘技備委u会が昭和35if. 11 J・1

141:1 r円相iの以制対策について の勧告を党

主している これは .片都;止観訟を制定し

知事の昨IIJ制度により '対観地12( の特怖を

|刈ろうとしたものである これも実現にはギ

らなかったn なお，大阪rliでiまi昭和34より36

11 9) Jにかけて住築事企会が専門調子flJ.をおい

て 大|阪のiill，"丈をいかにすべきかをテー

マにXlfJl地|メてすの品合をしている本125

t1 2 Urnll33作の美観地区条例 (京

さて，JXJro iliにおいても戦前及び昭和20il

itにk問地[xについて検什が行われたことが

あることは前辿したが. a{{和30年代も調子f.

検I~Jが引き続けられた

まず. 8{{和3311:にill築課により 美観地lメ

条例 c本)1が作成された本126ヲこれはl切ら

かに先の*~;uruの1::問地 Ix:条例案をド数きに

したもので.* );~ Jro f: 111)拡.近代的大j;J.I.校ill

裂によるIm，IJ'えの形成を.QJ;(Jした内科にな「

ている あH条の
r
史観地|メ内の制限以外
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lえ呼!J;l仰の条例県とあまり迎lいはない， 第8

条ではw築物の道路に凶lするIIUIJは11m以 i二と

制定し. 点J;Cの条例案よりさらにおおきなIlU

I J を必;~している その他をまとめると下a記

のようになる

丈制j也(.xHl別 ) fH也Ix 2陣地lメ. . 
II'J 11 m J 1m以 1:
j也 U:.~ ，，~ 5断以 上 13除以 し

1・・J e't m 20m以 1: 11m以 1'.
守

紐 Mil\I~'T数 3附 2 1lt.~ 

干111NI誕f'i.i: 5附以 1: 31ll'r以l.

まず. X;制j由民を l同地lxと2陣地|メに分

け. 1 H地lべでは迫路にItllするIIU11は11m以上

地 1: 1ll'~1ä 51軒以上.I九さ20m以 1:とすることと

している ただし.地上階数3階以 1:で5借

住て以上までのl';n~iが "I能な摘心を持ってい

るものはこの限りでないとしている 2 HJ也

1><では 1--ぷのとおりであるc H:.念ながら史観

j也 Ix の:tl.[j.ËjH1Æ地|メの名助、:~;か伝わっていな

いが• V4条j岨りやn}.Lilliり. ;;t r.u駅前など初

心のごく以られた~~JlJrを想定したものと思わ

れる

<1 3 JHtJU也lメ指ii.:調介の分析

( 1 ) 総合，flïlbj~Æ と都，"美調査

次にu(tfll a511 ~より Ifiの総合計画策定作業の

中で組織的.総合的に夫制地1..<の晶子kと検討

がafiま勺た

BNfll351H 1960)7JJの機構改市において. f~~:j 

111 rli以ーは合Ilhl宅をJMTし，総介JI向の策定に

お下した ， 作業はíÎ~II!!I本を'1'心lこ外部の?ぷ

粁験!iてがそ加えてWI"J:iiI会ん.Aで進められた

すなわら. r.x，) 1I Jj(j_且，ll'llhJ. 都diX， トソ'j(ill，

中央!IトJじ Ilì~~~ 11S仙，d ' llhl ，え辿の各調査部会.

後に地域;)Jlj:m公布を品川し検Jを)JlIえ， IIfHlI 



38il~3JJ に I 京都市総イ'ì，，'11由j試案 をセ去

判27し， 的 I.e、の役割を終えたE この総合.JI・Ilbj

u式奈はその後も|則係mli.Jでの検Jを続け，附

f1l391r81]に f総介.;Illbj JA:本構f11検J資料 !が

作JJxされたが. "iの1;11光.fl"lllll)jjlの変!とを.f1j1

111に公ぶされなかったと， fう判28

史観地(x_についても.部"iX湖tt部会で活

発に議治され. ß{{干113911~71J に 「 美観地料品世

刊行内 かまとめられたが. ~，'i I"j後iAのとお

り1:.制地臥のni'i.i:はできなかった 本町Jでは

都 rh 長調先制会の行事件129~~ーにより昭和301 1 .

代後、rの美制地iメの検17J過42についてJE若手す

ることにする

さて.昭和]351f7)Jに1i'Ilt!)本が投inされると

さっそく夫制地似て5の指定に向けて多くの，凋

i与がhtiまった ，

L 主要街路悼のI'Jf~11位 ~I~ L 'l!f街路. i虫

i"J) 11，文化財j品ill地域. J;t r.!iJ且民家甘1

2_ rli内'11心街のjI}1泊党案 也物尚さのl止{氏

制限を持つ.x!制j也()(のJ支定の検討

3. 文化財Ndill(メ域の京};~その他の t羽先<.*

山地iベ) I日境保lliin~:!，IJ限を持つx制地

(x_のdli:の検J

4- I~ *Uc..t¥.を持つ住宅長物とこれに近接する

近代住築とを調和させるための十dl説法

5.海外資料翻;此 抑rli，:I'llb) 般及ひ文化財

周辺地域の ll~l臥、)j訟の法制l化の倹'i-t

ロンドン， '" 1) ，ローマ，フランクフル

ト.ベルン{也

咋の4組合かhf;められ.つづいてn然環境に

剥fllする色彩， iuJ川xi化対策， iU: t t・アーケ

ードの調査なども.lIllhlされた判30

、I~ U.1の松.n助役は ilf~~で l ・・なお. 丈制

地Ix， I:-~J主地|メの，改定を怜II~I し.析しい郡山

形成をJj'f，喧いたしております叶31 とた。:し
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却)，!f ，ihぬ~I心部Hi，ì lï札却も );tfill ilfの都市Ji1Mの

，&1りiのなかで史観地1..<"，I:':j 1.立'地似指定を.di曲1

'11であると記述する判32など.行政として吋

初から熱心に取り組んでいたE このe記述のけI

で. 剖irlî:kを構成する也~lf~1L&については

IIJ .i.主地域のみでは胤;I':IJがなく .1:.6さについて

も包J目的な故r:~mが制定されているたωけであ

るので ì:~幹線沿いはボ"11の特殊判ーを考砲し

た近代建築美を構成するためl止低限を規定す

る品位地|ベ.史観地|えのm)i:を，，1-lllIj'llで、ある

111街地却で唯ーのJ;t都らしい家、if-:や持聞丸

を比較的多く践している帆川以*地区におい

ては・ ・・J;i都らしい活問λの家並が失われ

つつあるので保存地|メ的な丈制地|メおよび品

j立地|メーの指定を，;fldlj'1 Jである判33 とし

近代建築美を構成するための兵制地区，伝統

;i:在日を保存するためのXMl地Ixの2極を怨定

していた。そして， ili:ll:.it築えを構成するた

めにはI止低限品位地1>\. 伝統的;止観f~{rのた

めには似品限品j主地iメをと1.~ していたようで

ある なお. rlIJ ~命文では 文教胞設を中心と

する文教地区 111文化)11守中心とする文化側

先似{r地区の指定を11ド検，;'f'1 1である とも

心iAしている

( 2 美観地lメ制定i'r:本

r.ti rli '丈=調子t部会はill築デザイン，建築史.

抑rh，H-Ilhf. .itl~. 美学の大γ教授等の学識鮮

験-('j'と J;t剖)rli 11))役. iI'ldl) I <，~. I則係 I，~1えて宇て

桃1&され.昭和J361151 Jかり37114JJまでLに6111J

Imflriされた 第1[IIJの会誌では(1 )夫観地(Xの

設定について. t2)J;(fili胤の住物およひ'[作物

の似{(.について が試冷されたリこの1，'(;で松

川助役は ノトq:.'I1にx制条例の案をまとめ.

lリ]:1-3IJのバi会にかけたL、と思っている と

R.Iリjしている 以後. 1"1を心って先制地lメ内

.........___ 

の1:.5さ制限の:.')えん，組制の内容と!;Utll迂ilV<: 

について，地lベ指定のJJ:;.本}j針と議論をj[め.

81i和37年41] 7 111m 1l~の lは終1!11 には夫側j也|ぇ~Q

A: i1}の'F務I，J五;について次以の 美制j也|メの

;I~I限引項ぷ京とともに胤li;古来を '1' し，Ú:

条的に委uの，Q:~を求めている

全36条と十1JlIIからなるこの制定力主のH色

は.

第 1にill築));i~f'rl、あ68条の美観地lメの

脱kiiに基本的なflH旭をおきながらも，これに

とらわれることなく .ill築物のほか工作物，

hl外広告物にも脱li:を適川しようとしている

ことである

第 2に美観地|メを..f拡がすべき自然現境 ・

}悟史的建造物に協訓してゆく民域"と"新rfi

街地の整然]!;をつく勺てゆく(><:域"の 2純に

設定し，それそれの 11的にあった制限内容を

盛り込んだことである

第3に地Ix_内の;jt制 I:.f!.症な道路，地，'.1.. ，を

史観基準j[f路 • .krulJ~ i~f! .'.'!. とし，これからの

民望域を設定しJ;::7rJl1の制限を設けること.

第 4 に地[x. 内の日~イfの辿築物， r.1'1:物の所

有~-等は美観の維持保令を1).(1 らねばならない

こと若しくJ王制をmねている場合はrh1えは

その改善について勧?，することができること.

第5に美観).[;i~f!迫路内又はこれに印する激

地における街灯. '，u:H. ili路娯識，公衆iμ';I~'. 

橋梁，公殺{史J1JT~~は協ぷが必~であるとした

こと，

第 G に地lベ内に Il~ 'i'!*. Jl:~I;t* ， 独‘'{.):手.究.

11_大な柱のぜi. 向~ili尚等の L作物のきた巡ーを

た11:したこと

である判34。いずれもIh伯地以制の保全.形

成にとって 'E~なことであるが，現行の ~;t1m 

di rli街地以制条例 (uNfll47~r:制定〉 では部分
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的な則定しかないlJillであり.現f検.;tlflの

析しいj主観条例の中であらためて総合的に盛

り込もうとしている

この :Jj務J.J~本に対して.学識経験身と助役

てかrfiのトップも合めたをuは.11体的な脱似l

のあり jjや ，先制本:1t会の役;1.，].行政の窓

口の ーや;化の必~tt:~ についての沿:比はあっ

たものの慨ねこの'本に位Mi:し.開会となった

その後は介|曲l宇を中心とする ~JI政内部での

さらなる検川とill北村吋;との調整の段階とな

った，企由主幹としてこのえ矧地[.i{調査と都

rli X調官部会i単位の中心となってきたイ)i袋J'i

平氏はこの時期.近畿都rli・{'会や第141"]全|司

r.ti rll " 1I同協議会などでj;t仰の ，Hr.ll地iメのa改定

について活発に光ムしている 昭和13711:61Jの

近畿剖~IIJ学会で・は. )神拠地Ixのa没hiiについて

都r!í~定調査部会での・J~務I，J楽の与え)jについ

て品明し.ハ地lx<1!t! {{. O~J X制地|え)は 9地

iメを!付地4λ ブロ yク払〉に指定し r[u砧は

が-J440ha. 13地[x.<新しいfJIIメの美観地Ix)は

17地似を情状(路線沿)に指定しt ，Tn前約96

Oha.合日|で1.400haとしている また. IriJ1f 1 

0) Jの全1!iJ都rlf，lI'(lhj協品会では ボ都rbのJ;trol

対策 史観地|ろ設定のとえ)jJと題して， J弘

政地lベ焼則の IJj検 I~.t，先制地区役記の考え)j・

史的l地!ベ条例の内特について$史観地料紙~，b

j也 lベの地Ix(. 現状.J~H'&などの資料を断まえ

て，1'(しく，冶している そして以 LJLhべた巧

えんは， ・・・都rlf克;J'4:i年郎会てt おおよその

Ji針が決定し.現{I:tliはIJ~務的に詳細な資料

収犯と法制1I二(地Hfl ifìW. 住築基i~~ i.去.hi

外広;tf物法)の検，;;fを..U'司ている。この夫制

j也|パ条例とj到.致lベ脱JIIIのJJ;Wt作成のf.tj作業は

千後dnに光 fし， 1リJ11:'1主より実地したい.;え

であるι とよりiしている



昭和137tl~ 2J :J :~日

新市街地の:m然:sをつく勺てゆ

く|ズ j~x

10特学院北J'1)11 1 1松ケ崎I J11J茂

121湖崎 13祇凶 14鴨川

15.¥:;' JL 16御所 17JUlf uij 
18*本剛，tf円以都駅 20制川

21 -_条峨 22阿み原1ftふ 23御池

24 !J~条 25怯ケ附妙心，1) 26点、T
眺守lJJ~' fV:道路に IflIする数j也Jこ柏 dJ術j也における家故の喰然史をf!}

明 Ifu 樹する守i也を求めかっ明1(11 をそ 』 るため付!隣の ll.~ Ifnをそろえる H的

ろ〆，るためill物のIjijIfli は後退す | でぶ|後退して前 IIIÎJ:.~ を北ける jt

る !準線をつくる

1'1然 j見 jii と Ht 史 (I~ ill~ 物を).~H!， !-Ili f}J J也における家品の ~f!.然来を f!}.
械tfJのiti，:'~ ， .i.色路より辿望するIL;介イ、快感を るため眺型基準iú路に沿う~物の
またはItl低 !ぉニさないよう IjijI(!i 1メ域の家w-. ~ 刊のIは，'.;.)(またはItl.低 をおさ

与のl止tfJをおさえる iえる
一一・令 ー・ーー一一

環境の前ち品、、た色訓にとけ込 Ih街における家拾の秒然史を得る

外llfの色調 ませるよう lベ域内他物の色彩を ためIx域の控物の色彩を・部制限

. :m:hIJ ~l~する する

Ji{ 1-， f荷造物 他物機能の 1:から必泣・11，むをf!J.ないJ"リJι没(附段'-it.f1.降機宅.

冷1.11t:与のfIi を~めかつ似品をおさえ眺守!の不快感を除く
1:記の内限られたIx.域では文化

k?仰の形式 JH也ili物の匝恨の叫んlこ協調さ

せるため勾配付lLJi~似を指定する

1 1メ域内の rJ 然胤jii や米l~ とはな l
外部イ11:げ はたしく小調和であると忠われ ;hlJ似しない

材料 る住築物の毘恨.外吃のf1. 1，材
料を・部制限する

ill築設備 也物の外峻に接する限冷I)~ D-. ，j(迫11-・排水管 -U話料t・煙突の頒

をh正午Ihiに取り付けることを制限する

石板 11'1然j瓜Jjtと陛史的ill.is.物を眺望 Ix域内の家、It全体の特然とした以

~I; 1M し するとき 11障りになるので祭止 IJtI~~をこわさぬよう以内をきめる

史観I也 lメの制限・J~Ifi }丈 夫11 IB 

1半{がすべきn然I現地・町史的

也iii物に協調してゆく lズ域

11UI制、，Ij: 2知思院.it'i Jj( 

地い 3 ~， f - ゴm-:~: 4間側

5.HtIIJ 6U' W. ，1) 
7~モ附，Ij: 8似時松l己

9 tl・

-・ピ、--Eg，
 

劃

i
f

--

，
 

l
 
，.，
 

ill 

~ 

制限しない

物

け

μ

物 広:tf略する

*~)\物 + 1二欄と li，Jじ日的のため以守1俗・J1HJ t{\: ・ 袋飾培に定員するものの~，~11--
冒 一 一ー

す!日lじ-く;;;教的像 7 記念限に頒すー -迅路や~飾広場に控てる五百百~保
るものも|分吟味して IIJのを決 のほかはlr.JI己に准ずる

らL4る
fi，Jしく j虫、Z煙突 .'11Hi :の内 r~大なもの，制光}日会~.降機 ・ コースター
のl.illきi制定施設.1:.6弘!:迫路に封iするものは十分吟味してuI合を決定する

iu路.公共Jf]丘、1!J.馬i:'liー易;その他公Jl川地のー部を前JlJして樹林地

fEI刈. .ft泉笥の小;;t制を添加してうるおいをつけてゆく

その他の)j法 住宅島J.('ì~" 7l~の住築協定や防火建築mlメ.IÍi成仏などをJlll 、街[メを整備

してゆく

(/1 i担

I:.4当日. 持.

線. J也状物

i長以

( 3 )美観地lメと ill?たJ~;'t(:?去

そして. l，iP112Jlにはた注目地収制定につい

てのi!L~!，t:tìに対する白 IllJiJCJ!'l 5 .~，~もまとめて

し、る 〉 これは住製品格ì1~.がXlIJ!地lズについて

は第68条で r 先制地!メ内における住築物の激

地， .持.i11. 'x.は住築a没備に|則する制限でえ:制

の保持のため必要なものは.地)j公共凶体の

条例でIとめる と規定しているのみでこれに

ついての政令もないので.条例化しようとす
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島--

る場介J!体的な制服については判断できない

からである

この H時年の質問J引J~玉項の f抗rおï 1 .1:点1.'，江'

q堕そによる速蔽のj義安妨化や蝿，突交. 自主冷}jj川の管

制の ì~ 世:な眺望lùiでのU~ り付け祭 11 ' ができる

か，である これは辿築物の部分以び技術に

あIし.制限し.祭11:することができるかどう

かをl:lJうている。第2点はill築物及ひ 1:(午物

の I!~ さのi止 If6限.M低限を制限できるか，で

ある これは 1角度地|メの脱lどによらずして I~'~

さの制限ができるかをIIlJうている 第3点は

挫築物の略伝や~.I二I:作物のω さ制限ができ

るか.である これは Jどの時足守Eは )~i~(!W

純行令で向さ12mまで(第If.p'住民今川地域に

おいては尚さ5mまでJはill築物の尚さに骨d人

しないことになっているが. 1答恒等について

これと列なる制限が設定できるかを111Jうてい

る 第'1.'.I!:は挫築物. 1作物の外出の色彩制

限ができるか，である これは色彩が壮烈法

第68条でいう 控築物の拙iJij の範時にはL、

るかどうかを問うている-1"~ 5点は独立J:何

物及び.iú路内の ill築物の~，tJl，やそれらの.0;阿.

色43.胤偵を規制できるかをI:J]うている判35

以上の 5点は.要するに:た70l地[xを脱2iZして

いる )ti~l"，l第68条をもって，十J ~ø)t備を ftめ

た向。さや色彩について公11:ゃ:ljlJ限ができるか

どうかということである また，第68条はill

築物のみについて記述しているが.これが1:

作物にも相川できるかどうかである この世

間jはill，&行ft古川及びXlirliJ，Jに対して附干1137

"1: 12J j 19 Hになされ. l，iJUI.1叫による11111写を

得たようであるが.残念ながらその資料が伐

されていなL、f' しかしこの時の(O]1ヰは斤定

も113ιもない，あいまいなものではなか勺た

かと批禦されるつ建設作としても美観地lベ条

例は特殊:な定制地[xであるHmtrfj以外はが例

がないことであり.日p~ヰできるほどの検，iH，';

忠を持ち合わせていなか吋たι也われるη 事

実.叫iB.¥の11!吋占の ・人であった人;内問太郎

氏は l ・・・也設計へfJ勺ても:先制地IX:の解

釈は111てニないっ11:宅/IJへnっても.ここが

也事Jt;~I!訟の 111 吋 I，Jであ「たけれども. IIIJ払

68条 (kMl地Ix)の解釈について多くの淀川

に何 ・つ詐えてもらえなかった lと発 Iiして

いる判36c J;( lis IIiは '~III{{ 干1138 11 ;5 );] にあらため

て桂成行に ‘史観地Ix条例(，'，t悩) Iを持会

し. t品試しているが.その~~は昭和137i l : 4nの

抑di x2訓両日I!会の最終合ぷで合ふを得たlH!~

KJ案とほとんど!日jじであ吋たことからする C.

実際liiJ11・12JJには建設行からの美観地|メ条例

案についての実質的な指導はされなかったよ

うである判:370

( I! )美観地|ズ指定の抑折

しかしその後建設計などから「作物に対

する脱制や形態 ・色調に|則する脱制は建築JJ;

準法に似惚を持たす・t í~~rl~迎hdこなる III能性

がある汁のi附摘がなされ. ~) J改側は早急与条

例化は凶fftであると47え始めていたという

判38c このような1'fJ;tがあってか. 8{1有13811

9J1には1iとII)i!I主幹空で 「夫側地lバ脱制を定地す

るための.fJHrill築基砂仏の改めん がまとめ

られてLる これまでの見制地lベ条例案はi.ll

築jL準法がそのままでは成なしないと刊断し

ての従来であろう向この f改めん では， tf~ 

l 条の )hi~I! i:tの r 1(10に rlrs ，!Jにおけるi!!築物

の Jf~!~ ・配i;~{ .民主II を加えること.第68条

の r先制地山内におけるill築物の敷地 ・構必.

又はill築設備に関する制限で弘制の保持のた

めに必裂なものは ・・・ lに 形態・なl'で

及び制nL のほか ~ 1，~ 11: Iを加えること.
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さらに第88条を 1:{'r物について史観地lベの制

定が市川できるように改めること， . ii:日さ

以ドの 1:作物についてはホJIlしないとしてい

る胞ii {，第138条をすべての工作物についてiq

川できるよう改めることτを提案している

ニれについて向山市長は.昭和391(:3)]711 

の市議会本会議で l風説地|凡夫観地収の，没

むについてでありますが.これはぜひ京都と

してやらなきゃならぬことです ・・ ・そこ

で私は住宅島Jレザ仏の改l卜をいま政附に向かつ

て.l1L， ，しております いま現に法制局で検，;.t

してくれているのでありますが，今の建築基

;~f:itでは.たとえばJI ~:;~'に不調和な色彩の家

が住ちましでも.とうも私どもは色までにつ

いてあれこれパえない ・・ ・そういうこと

を巧えれば.今のJ$;.;~I~法だけでは取り締まれ

ないので.これをもっと強めて.私どもに強

い柿阪を与えられたいという巾品をいたして

おります。 lと各弁している

しかし.こうしたdJ長の熱立と数年にわた

る各州の，制作 ・倹".Jの杭み市ね，都市長調官

日11会匂ての.，!，;(，1rも踏まえた先制地区指定作業

は伐念ながらまたも完成できずに終わった

Ijij .iiliの条例化にあたっての辿築基準法との整

合~I:の!日l地もさることながら， 11¥接的にはM

終胤lliiで議会や'11・政内部て'のコンセンサスを

仰られなか勺たことによる uij述のようにこ

の L制地li;ïJ~1f，は吋初から必都Ihの総合社i曲i

の・母として:1¥発したが.総合，:1神l全体の京

:iJ作業;1J{'1・分にはilliまないまま， 'ii独に先制

地Ix.JHi.が先行した抑dlのマスタープラン

のJiI，'IJが定まらないまま.J)L・k的tf;;，';のみか

ら地|メA・J.i:;本が{'I}J.¥i.され. その主人見~. .k側i也

1><の改定が将米の，;t/lliの党IJ(をm'，りするやの

懸念を抱かせたという
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、'jU，}のdJ説会での日IBJにも夫制地[)く条例の

制定や胤技i也!ベのtll:L')強化をめぐって }ii

mらしいHlfを作るため. J)L (ピ怯物のtfGさ.色

ぷなどについて制限するた観地!メ条例を作る

ことを，i}1ヌlされておるということであります

が， ・・・現ι山主党民をIJ的とした近代都

市づくりを込めていくかぎりは.従;.Kの u也

胤;(11)について .JSする時期にでっているので

はなし、かと思いますので ・・・ (昭和38il"-

2) J 20 11本会ぷ)とか. 夫程JJ.地1><:条例制定に

ついては (1(1略) ffi~距J炉供法あるいはまた

IIJ際文化制光都dJill.&itの関述において困難

に注おし，噸仲していますlll.なお風致地区

についてもuiHtn改t1:を余儀なくされる段階に

江ちモっているのではないでしょうかu (中

略)しかし ，;Um百1rの大，，1をー年遅らせば.

純1'1は的判?ところか刊;}J!;llになり.いよいよ

とし先泌を肌守すること供六なものがあるわ

けでございます_ 1 (昭和r39if3)n日本会議)

て4のdl叫'l).Jの丈制j也|ベ条例制定のな凶を牢制

する'白IBJがなされているのであるu

I~':j )，立料消h文kの山久'11であった 勺時は，

ふだ仰dJえとかIHllh;;(在日というものに対する

礼会 ・般のd.識が低く. 111などの関係行政機

関の111'解も之しかったc 加えて調査完 f時に

応部タワーのIIlJ題かもちあかり.市組織とし

ての立ぷ統 aができなかった。判39Jという

状況であった。来最JJ.地!メ訓告報先J?の印刷jも

7)U~途中に .O'ff~f:tとなったこともあるとい

う本140

め5im I:':j位制済成長時代の京都の者sdi榊

位1と;;l制l以全

1I:{f1l 30~1 ~ I ¥:後、1'.から4011・代初めにかけては

令1Jj (J!Jに経済成長がおしく， 1泊先ブームにわ

............_ 

いた時代であったL 京高sdiとその周辺でも川

辺でも名付J~.:j巡.ill路の凶辿，東海道新幹線の

凶;l;. 111 包京都IH際会館の建設.人間三Jir.~の

j;~limなど114家的;JrXfが次々と近・められた， こ

うした中でふ都市n身も他の大都市とIIIHJ.

人11のドーナツ化減少や1.'4辺dJ街地の混乱.

小心部での;交辿マヒや公主の先'1:.さらには

IJII売にともなう陪史的胤 Lや文化財の岐地な

どの深刻な"nll:j~砲を抱えるようになった 柑

めて強い|泊先エネルギーをIjijにして|泊先と保

{tのIIIJ泌が以前よりも激しく現れてきたので

あるコこのため，この時期京都の都市構想、が

dl ~}.Jのみならず大?-の研究グループ，建築

家グループからも提案され，関心を呼んだ

ここでは

( 1) J;t人内山知1研究室による 京都計!曲j

(1964 O{H1l391jミ4J'D 本141.

(2)ill築家i'l'柑郎氏らによる 史都計l画く点

都>J (1965昭和40if7IJ)判42.

(3)点都dJ.LUOJ開発，j1'lllIj案 (1966IIs和4111.4

):J )本143.

(4)点火)'1ド他 ミ研究引による ，;;( dll X'!1，li ~1h 

，，11!hr J ( 1 967 O{{干114211'-12)1)*144 

の4つについて. I:に以観問題のとらえんーを

小心にf1lJ'nに凡てみたL、。

。 1 凶山研究室永都JI-画

(1 )のi荷山研による 京都計画は 1111紫11<

l引のnf.~と. 過去のぷ化財を保存しつつ. い

かによ米の，:・SI立:な都Ih'1 i目ーをいとなむ問符;な

}.';iU也をそこにっくりだしていくかlをテー

マに研冗前の411:11日にわたる研冗をま とめたも

ので.八， :~il 分，thlhj 現実汁(111i， B_地|メ，，1

1¥1.11 m碍.[(i1hi， C，全体，11'1111; 構想、計Idl(の 3

:~I!から IJx勺ている ， Bてはまず.、'1時，XffliIh 
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で検川していた 史観条令 iに触れ. r制限

の Ii)~で本吋に地械の丈しさが似通されるだ

ろうかとして. lr~ 'J...:文化財をとりまく地域

や. i:J2なj;t叫については. しかるべき;;1'刷

;K.也築家. iul崎詰ごなどに依頼して創造的な

術専，:lilb( ..!をつくり.ニれをdi此の討議に

かけて公的に&1'1;;2し.それを)A-にして環境を

柿JJX;する怯 々のill，;止やJtJJX;をHT導していく

という んは、が弔えられねばならない 脱制

ではなく， I~'~Jえの~1伝的ill~的指導である 内 !

と.iiliべている そして.この指導"h山jを必~

とする文化財}.'J辺地1><として11ヶ所をあけ.

このうち*111. ~峨野の2地iメについて指導計

l由(1';(1を提示している これらの凶を見ると文

化財地域の ごく近接地にモノレ ルが£り，

馬i;lh場が数多く配附されている また.幹線

道路には部分的な品集退路や書道矯などが，没

ir，~されている これらは大JA観光時代に即し

てJi似の似，!並と制)¥:;資源としての活川の向也

をふI;:{Iしたもののようであるが.現時点でみ

ると余りにも観光開発に11寄り，文化財川辺

Jd制の似令をなおざりにした楽に思われる ，

l'}r.(~ " IIIII( についてもJ1j1念たけでなく.現

%のW:IIIJJ立や社会経済条件に即した実現ん気

を小さなければ説仰}Jに欠けると忠われる

次にじ. H~恕;H'II!I( を比てみよう a この構士u

，;(i1ojは『市民tの'1:71吊11<iVを持つNil.fi'を鞠訟に

i1:まわせる大都市をつくること. しかも占文

化財をふくむ地域をより多くの人々に近づけ

持しやすくさせるため.その環境を保護し拡

大する二とをめさし，ニのため，11'r向の付組み

は

1，'0セ11Uのコン|フストIJIJJt 1:'6:j密度地|メ.

1氏怜'.:JiJt!!IJ<..斜地地域の|メ分

2 ， 1~{f地 1;くとIJ1J発地 lバの lベ分.



:li'lJ央省I1

1)杭Jr1il~缶

5イエポリス

て:~;で構成されている 総じてs?えば，メ 1)ノ、

リのある "lllbl 的な都市構成をめざしてお

り.例えば 2てはn)LJlliりを境界にして点は

保イr・内はVIJ党 (i"し，北1]1. 州山の山沿い

は保ιj也|メ )c-[メ分することとし. t:ilでは劫t~

川辿りとX~)L)illりのHHに，'jU立から伏見まで

のI'tdtl3kmにわたって日i車道路. コンベアロ

ー ド.モノレール等の交itíJ~長ikとその rtLj側に

ill ち、wぷI~~さ 100mを組す組I印刷オフィス等を

制h状に配i托し，ここに就業人1180h人を集め，

その他の地域は低附ビルや宅地としている

もとよりこの梢惣はrili1hj立凶をはっきりさ

せるための¥1引 onであり，そのままの実現を

予定していないものであったが.それにして

も朕史郎dJJ;i部の市街地の'11央に 人11の山

脈をつくったようなもの料45 で，伝統的な

柿dJ榊成を制庇からくつがえすほどのインパ

クトを持っている とても その整然とした

スカイラインは:ん・の山並みの夫しさを際だ

たせる料品 とは 11えない

この falldJ '納は ~;Uftlllll珂の311二 lìíjIこ発

表された京大}'Jト研究宅の 束;;UIi白j1960 

判47の *J~都市制b と概ねJZえんがー致し

ている .!~!J;~ ，Hi1hlの場合は*示の求心刑のm

d1 形態，道路形態を線m構造への転換，部di

-交通._a築の有機的統・の実現て42により.

さらなる人11 (惣l-eM大4000万人)や都市機

能の~"，に|耐え狩る.モビリテイのある都r!i 

を建次することをめざしていた 点都，il-!Ihlで

も都市有1I1"，とその川辺に交泊施設や1商業業務

施。没，積附H古1ì~を集中させ.超高官度な都

11J構造を実現しようとしていた いずれにし

197 

ても，刈!立経済成長の ù;;~q' で-*海道メガロ

ポリスを'11心lこ.都di人11やImlh機能が;爆発

(I(Jに膨版しようとしていた時代の，ihlhlであり，

ノト11からみればアウト・スケールと，fわざる

を仰ない

;) 2 れ11純郎氏史1m討がIj

rl' 1疋らの ( 2 )史 m)"I' I~liは点 I'm SI'llhj と児なり，

~ I・よな情処はuれ、ていない 必1mの地域ごと

の歴史的1同性や文化をけ念に解析する'[1で.

歴史的制J!i物IJの変i涯をぬみ取り.将米)jlr，]を

比附えた|二で:'1~存と開発の領域区分をきめ刻11

かく提案している。ローマの29栂にも及ぶ性

枯別.段階別地域性を紹介しながら京都にお

いては. 19柿の地域性を提案しているっそし

て保存領域については特に辿築の高度制限や

形態規制について只体的提案を行っている

また.地域の活動:I(にあわせた新しい道路パ

ターンやヒエラルキーについてもJ及してい

る そして 点都計U!lj について，いくつか

の点で賛同しながらも，文化財のf1l1i11((をたと

えば観光資源といった効川価値でのみ抑制Ijす

るrflIが強すぎる.保存領域と開発領域の区分

が実状に対応していない.都市制IJの起尚lIT;の

ill築併は盆地のスカイラインを中断するとい

ったか;では反対している

この史剖L汁|曲iはお実にかつ漸進的に、細や

かな地域:I~J と現制誘導，道路の再編成によっ

て点都のまちづくりと文化財や対観の保ιを

|χlろうとするもので. ノ今子iけ111時年玩われ.'.点，I}，江』

できよう

;) 3 点抑diN:l明i泊先社Ilbj

(3)の長j切開発，H(dll は先の総令.nllhj，試

案 が陥のりを見ずに終わった後.あらため

........._ 

て長期的なIj是守1に伝つ都r!iづくりのためにマ

スタープランを作成しようとしたものである

昭和40年2J]にr['彬機能として，:hthll.Jを ~fr々し.

第 2の、F安点 づくりをキャッチフレーズ

に，j十両案策定に;fffした 、そしてその作業を

受け継いだJI:'-，新I↑i政の応で昭和制作8JJに新

長期開発社向案が発よされた。lム域加dil到の

'1'心都r[Iとしての機能対応. Ili令体人11の明

大と都心部の人f1減少という典明的な大都Ih

明人11分イIJパターンをとりはじめた点都の過

常防止，産業構造の転換，住宅改FEや公主防

止，文化及び観光の不振.うと通渋滞等の課題

を克服するために 7大事業が計l出iされたのそ

れはψ道路網整備， 2" 1~~述鉄道制柊備， 3ニ

ュータウン造成， わc:tr'J]地造成 ¥;)_流通セ

ンタ一造成，ゆ文化中被胞設建設，も軸状都

心形成の 7つである。JIー凶京本文では L地利

用の将来像としては. t!r域を保存的地域.開

発地域，調整的地域の 3区分することとし，

概ね東海道線以北を保イメ(I~. ;調整的に，以市

を開発的方向におく 。 :，(JJの山地却を緑地と

して，また歴史的な遺産を構成する風上とし

て保全する としている jj-観の保-'F.創造・

に関わる内特としてはこれだけであり.H体

性に欠く n 昭和41年4月に検討資料として刊行

された副報告京都民観について も提案

却では槻念的な[X:域の細分化と簡!:}1なノぞター

ン凶のみが掲載されているだけであり.脱制

)j法にしても美観地区の指定といった11体的

な記述はない さすがにH併IJ41年 11)-}に発み

された点都経済[，iJム会の 点都市長期間発，，r

11町支に対する見解 の中でも 保存地区につ

いてはJJ針及び対策についてやJ等明らかにさ

れていないハ と批判されている 昭和3011・

代後半の美観地区調売の熱九は 開発
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i込俺先のん，'Hの'1'で令く消え失せてしまった

ようだ

5 ，1 }すトlilf 究~そ ! J;~ lfs Jffl r b軸J凶i

(4 )の r点都都市+tb.;hlUj ，は(3)のkJtJJ開発

，ni1hjの検Jの-環としてJ;t都市が米大月下位

二教段のグループに研究をf'，，[したものであ

る よ;t 都 ib におけるけi街地の膨~r.( と刷4の[;日

発の活発化を受けて'11林~i' J.'r機能や'1'心l荷業

機能の強化が.y~~であるが，これらの仰心的

機能の配iillと組織つ'けを'[.心としてフィジカ

ルな補佐!をWrく必要があるとのl:Jj:li.i.立誕のも

とにt J;i郁をI'N北にはく抑r!i柄hを設定し，こ

こに都di.(:j述道路， Il'II心，il扶i直路 (他物にア

プローチがIIJ能でドに駐'ltJ党側1をイj・する低迷

道路)を，&i陀し.者11rh'機能を!t梢する 1 この

抑 rh 側lへの~;，h"機能の集約によって他}jでは

他の場所を伝統的Ih民生活の場として.また.

凶際的な史都を保がすべき場として守ってい

く余地をうえよう としている。この抑Iti軸

を構成する道路は幅H50m-84mとかなり大き

いが1Mill.のill物は品さ30m限度であり必ずしも

;:'SlfiJ ill築はイメージされていない ，Jit観にi刻

しては文化財~結社ドIIjとして山麓却の社寺や

都心部の :条域や米両本願~t. *N等を結ふ

/レートを提案しているのみである

第 G節 }以j江4都の観光1;開;泊H発と}点;江Uj's夕ワ一|ド問!日吋:J足題s 
fi 1 制光n開;泊目光と;ぷえ

H附f討{干和11凶3ω01作ド川il札1にしは尚瓜経済I成点長の小でイ全長l同司各地

でIJ附;泊H発が進みみtマ' これにともなつて[臼j然' 文化

H.f.生活環境の大規伎な破岐をもたらした

ボ都でも特にi観光開発に i刻~して様々な対義Jl

IllJ題が起こった ノT.そのいくつかをぷとし

てまとめてみると下心のようになるC



08{{干1133)1

-比叡山ドライブウェイIm.iill

。11日干11341r
・ 1(:j瀬川の.1:'1' め，'(.て.島IA~場 11!J)ffi 尚r.会

議所.公言~:'Í5H 公ち:はlU，証t立見.1:・4嗣川

保勝会は以来}。市議会は事ぷ本 fとなる

・ 比叡山瓜に近I~地HIJ場。 1日|私恒常台てーき

る

・*山ドライブウJ イImillJ

• l14illl り線-*山 ノ tイノ fス ~(í L (U白羽]4211

竣 o

.~民町三条 Lかるのj瓜致地|次に凪際タワ

ービjレ~~ T 

08({和35i下

(池川内閣， II~bしl~d!H'~NI ，d1山j決定)

・J;t都M，鴨川1"1});t ( ，条~附条)に駐'IL

I品住~~nt-向先 /.<. 0 判例{単勝会，的の ..Iïllll

に 美観j弘主主か破j婁される と絶対反対

をよりJ }(.f dd品ぷの I~" ，:11面j推進を決定

..¥U山山頂公|材開設

OU({干[136年

・企附;):と{干11与をaJ，ぷ制九道路元 lし也

'it..，' 午の名 1協 ;ii 在IIの似 4せのため J時[・J~を

'1 '11: していた。 i，'/.限定~を{Jって完成

Os{{和38if.

. ~vJ<lt 'I!場完成ョ鴨川JJ;tの馬i・lH場，;I-trりjに

持わるものであるか， J.乱致{民全か駐Lli.均

の必要性かで.~Jiを呼んた

. ~1ケ問、t体うど jf: し・JL{t Lc， 名勝i史ケ|制

の・却を削り1I~る ζ とについて現状変!li

，;t"rがドりず. 8:Hn.11 I1二・時中断子その

後it而緑化の品川を州市をするなどして

以制に配慮しlI(nIl 4411 ~均 l工、)

このほか.伏見峨 .条J成Ijijの114際ホテル.

本fj~ ゐ会舵の也..:l:， ，;( r.~ホテルのNI~なども
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!;t制 lこのお也となった

しかしこれらは必ずしもIl~ぬな Ilt ，l命を喚

起したわけではないーl あくまでも側別の地域

的なII:J抱としてとらえられていたようである

しかし II{{干1139年に起こ勺たボ都タワー挫，没

問題と世ケ|制泊先11!J!Wは. ・んは京都の顔と

， ，える~;(都駅前の ;i: 制のI1!J !ffiでーあり.その 1 ! 

人さからふ却のイメークそのものをも変化さ

せかねないこと.もう・んはは然爪で多くの

人々に制しまれてきた名勝の1m先であること

から市民だけでなく全II~的な関心を呼んだ

J;( lisタワー問題は結*的にはill，&が強行され

たが，京都の;式観はどうあるべきかがはじめ

てがIJlI切って議論されたこと.ボ都での[土大

な梢jJi物の建設はより↑u;roにすべきであるこ

とをけi以.専門家， 1 n政それぞれが理解した

ニと，後のi'¥TT山被路，d・11111の激地移転，さ

らにはdl街地封筒t条例の制定，とりわけ.

1'，大 L作物規制[x域，制民創設のきっかけ

との・つとなったことに，Q、義がある 箆ケ附

II:J組は Ilt論の盛り 1'，かりとれ政のリ郎、取り組

みにより開発を阻止したこと， 鍬合の鶴ケ附

八輸?と岩山の開発I~!j泊とともに占部保存法制

i.i::のD;{動力になったことに広義かある ここ

では以都タワー問題を取り lニげ.些ケ問|泊先

mJ組は次節としたい

O 2 ;;(制タワーII:J氾j

J;l r.~タワーは J;l ;m~~ IjiJの応部タワービルに

f.J'..2:された院である 品さ31mのビルの 1:1こ

11.4さ100mの時が松り.総113さ131mである J-， 

:mの民守合は地 1:100mの位ii'!'にある。建設後

約30 't 1~を経過し.辿投USのj記長Jill1iリJや注，改Ll'j

i去の Ji-制 Lの~JI ，;命令は '1:ば胤化していたか.

近年点都駅ヒル改弔と絡めてII}ひ¥話題となっ

必』

ているc，京都タワーのi.ll..安時における反対運

動を合めたぷ側諸争については， fJ~*平l\:が

Jしく冷究している刈刊日また.M近て1よ711

J1<式彦氏らがJ;lftllタワーの3011::の総1&をdみ

ている判49 ここではこの 2，冶文を参与にし

ながら点都タワーIHJ泌を簡単にあとづけてみ

たい

( 1) J::な経過

ぷ都タワーが"点っている点都タワーピルは

J;i都財界の出資によってs没、Iされた株式会利

点都産業観光センターか応部駅前の郵政行払

い下げ用地に控s没されている 昭和34it-， 11I 

田守氏により設けが胎まか昭和371f~にビ

ルの上にタワーを似せるため，京大教授棚情

泌氏が構造投..1をilJ'~することになった ビ

ル自体の住設はIINfll3811庇より始まったが，

タワ一部分はようやくIl{{和39fl::リ1に挫築{III'，&

を得， 2JJより佳品が始まった そして， I"J il ~ 

12月には竣工した。

タワ一部分のill築印;認がなされた直後の39

年1)]本にはじめて尚さ地 1:131mのTY時のill

Aが発点されたコこの..11'111に対してM.初の以

来!な見は高地純氏のlu]il:3 }]りの 近代ill染

hiJ 4月守の 新ill築 更に光よされた;， .1) Jに

なると京都外大品帥のオシコルヌ氏が"11<:あ

てに抗議占を送る止ともに新聞に投J?をした

そして 5)-J811には辿築家八. レイモント

氏が日本住築家協会に行動民起を行った。I"J

2611には市品会文教側光妥H会でとり l二がら

れ.llR'JJ告側はd，令 1:やむを仰ないとみiリj

liil31 flにはつ毛布.文化人による 点れを愛す

る会 が粘b文され， o J Jから 9)Jにかけてタ

ワ-í.ll，&rj'II，をぷめる励行文を・J~業.fí'，こ送付

するとともに.品泌会，1..r.sの破地 J;(仰

タワー反対の論点 lと題する Jfンフの発ii写
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の品先な反対運動を進めた。この1m.，:吉山iti

l~はι行会見や，1i説会てJ見j 1'11.では規制て'き

ない行を長lリ1.また新11Uの投i片側に多くのJ>i.

対論か掠り lてげられ.州11， ，h~./~ [，Io紙は反対

の村品を掲示1，した， r f/d.ll染 J， r近代ill築

ひろば J 15の也軍司門~{LWでも反対論がた

ひたひru載された。このように永都タワーill

Aをめぐって令111的な論争が起こったが，i.ll

，&1・J.は若々と4められ，1I{{fIl39in2JJ2511

峻1.しfこ

( 2 ) 也 J財fU1!:側の ì ::~J<

j~t Ifflタワー， i.ß J交をめぐる~~"ftについて建設

m~進側からは杭~的な発，:は少ない内 これは.

ill ，;1に法的な:1問題はない~ Jit 1mの近代化に寄

与するものであるという伝助をとり，論争の

L依にのることをさけたからと，目、われる。情

iiia，党..1布-棚橋;誠氏は GJJに1rわれたJ;-(都新IlH

の政談会で タワ一本体のデザインそのもの

は良いものであり，氷山からはた場合.今後

の発JJk:の中心となるJ;tIffi駅のi'LInぷ徴となる

パリのエッフェルiiSは吋初は"11止の猛JxMを

受けたが，後に/~リのシンホルとなった。応

部タワーもやJ1[:.か後にはそういう時期が米る

といじている !と述べている また，タワ

ーがill.;Q:されるのは京都駅前て'あり，同J/1を

え化することはあっても Ili/mのI{n彫を地すも

のたという議論はおかしいとするぷ論家，学

子?の，色、はもあった

タワーヒルのs没，i!'.fiの1II111守氏は竣 L以前

にはこの問題についてはfc.rせず.昭和4411

の ひろば ~))p; で .!;(部発反のシンボルと

して.また新時代のシンボルともいうべき新

幹線とも呼比、 lしたおtd~)Jiをかもし:1¥す・. . 

L、ずれ新し(，、JXt'lliの仰111先に1'11没して;;t剖;

の段徴ではなく fふるt:ろう と述べている



( 3 )也，:2:J:.l.H側の Hl<

これに対し也北Ji.H側(;t文化人.住築家.

lilldi，;!・1111ド家.っそ'1:.i:払11.そしてが都粁済1.;)

k会など~;t/fflのみならず全111の拡々な江崎の

人々からのむ比があ 勺 た 、 したかって HI~ も

広々であるか.あえて民約すると(t'IJ江部にタ

ワ ーは必要ない JJ~守!ftの機能は-*山や比淑

山で|・分である ゆ タワーが必:症であるとし

ても応部駅北fIはふさわしくない か仰のま;

|則子地すことになる ( :~\ f~':; さが品すぎ • Ji~ "11 

の;;~7tlJ.1'1みに大きな彬判手，}-える けエッフ

工ルH?とは Î[地条件が全く迎う 。 ;5"'ííの I:'~ ~、

制光li日発とはならなt、町 ・合業の利益追求の

ための凶守l-{iにすぎなL、。州111lillの近11:.化そ

のものを百五:するのではないが，配慮のない

安勺(~い近代化は!I' r~する ということにな

ろう ここでit1.1されるのはこうした反対必:

比か文化人 ・ 学 fí.やi;'t~~家がIP心てあったこ

とで.住築!則i.f:;;.でもill築史..~、匠論の";!;• .fi . 

ill~:; ャーナリスト.出 dí:HIぬj家などであっ

て. 11¥接込-る，'，J.:riのill境"世，;1家て5・の発Jか少

なかったことである

( .1 ) 1 J政の、:0品

行政の江上誌としては第 lに法的適合件があ

るか.第 2に行政政弘i1:のI::J:H!はなt、か と

いうことに絞られる

tfi 1の法的.i&介刊については，吋U.yのill築

J，~;'~f:.，法では・ ill染物.は lfJJ さ 31m以卜lこ品Im~ さ

れており.これを起える，~! 1~lìは ill築審合会の

1111ふを必要としていた" しかし. [， (~物.

については品さ制限がなく.『:石製1:作物内の

住宅物についても判定行政庁が認めれば刈さ

級和がIlJ能であったむiJC定行側からHI・i売を受

けた J;~/fs dJは. J;f Iíß タワーは I'I~ さ 31mの住築物

の 1:1こ也投する1.作物であり.その民守!宅は

向守:工作物内の也事物としておさ絞f1fの対象

となりうるという解l釈について也J省にfJHI

wunを求め. U{{f1l39 ~I' 1 J J 141:1にその合忠、の[111

1与を得てタワ一部分のJ炉供it['，の(i{f，~をおこ

な司た、もとより I ~;i "1>駅liijは吋然風致地[x

の地区指定はされておらず.また、可時検討ql

であったx制地!メに指定されていたとしても

~itJlj也 lえの規定ではi'，作物の，":J さを制限する

ニとはできず.法令|・.はJ;rlillタワーを!1]1fす

ることはできなかったc したがって行政はは』

的問題はないとしたわけである しかし
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ん、では向山lti!えはI.;Jil ~9 J J 30 11のili会本会議に

おいて. ヘ1現行の住挺)J;j\'~ il~ではタワーが

I ('1物と認定されれば法的胤制がて'きない

とよ!則するとともに， 2タワーの外側につ

いてJ.'cllJtlの;jf観を;りさないようJjUl1J i:に2!riψ

はしている 3)こうしたf~1'と|泊先の問題を

解決するためにはrliに I克側地[)( などの地

|メ指どを行い試制に|則して胤;t"llできるような

杭限が与えられるべきであり.以前からその

他行の法改正をIIiIに働きかけてきたー iタワ

ーについてはそれが以仰の以制を破地すると

t、ぅ人の戸が大きいが.その幼HJを評価する

人もいる 判断は難しL、。 したがってその規

制l?f限の行使に際しては委.il会とか諮問機関

を北川してそれにその内IIJィ、，i1nJの是非を凶

るべきであって. "ì1~などが伽l 人的に処.f.11lす

べきものではない 判50 と.i&べ.夫在日地似

て~.;の適切な子段によって今後の 11Í]棋の問題は

胤制することもあり似ることをぶ唆した

第2に行政政京 iタワ をとうとらえるか

についてであるが.先.tAのよ教側光委u会で

制止J，J1ミは iliにもみ11:.的なものが必要な

ことは 11本観光学会の先生んによる観光d断

;~fでも指摘されている その点から.このタ

ワーなどは近代的なものと してプラスになり

うるとは思うが. II'Uírn~JIこは rliの観光行政と

は関係のないことである i いつまでもれ;ゐ

仏附だけに頼る制止では駄I1て!;(都dJl¥;が

'1:きていくためには近代的な制光胞J党も必1.t

であり，そのひとつとしてタワーも大いにフ

ラスになると思われる円 E iijのnさを守り

続けることも人・J~だが. hiJ叫に今後の矧光1m

先， r.ll r打開発も人事なことだ吉本151 :~;とた

Jし，やむを得ないというよりはやや航船内

定的態度をボしている。そこには.北海iG.

九州等の観光客が前川しているのに J;i都の

11ドびはわずか数%で. ~I 、ら以外の新しい尚光

施設を必要とするというd城がうかがわれる

タワー反対品名はそこをとらえて. fij〈存1Iを

iKA51t{frと同ぬに1'1らを比卜げてしまった判52

と批判したのである

( ;) ) 小品

結史的には点r.tlタワーは住，没された 新幹

線で点都に近づくとたしかに点都タワーはJ;i

lfliの表徴となっている。 しかし，Iff.史都di，

文化財都市としての以仰のシンボルとはなり

í!~ ていなL 、。 非常に，f:J' t. 、制民料ということも

あるが.観光存の人丸を集めているとも思え

ないn いずれ.除却される時がくるたろうし.

その11かy，く米ることを則持したい勺ともあ

れ， ht都タワーI::J泊は1 ，l;!.X-.文化人とマス

コミ. ・部ddJ止をどさき込んで. fが史郎tlu;UfIl

の以制をどうするのかを1:(突1)1こぷ請するき 勺

かけとなった

第7節肢史的j瓜1:の保{fの検討と民ua

7 1 挫ケI;(dlm党問題

tEヶ|凋は協内の-t利f:干fI，'j'のr1iに11なる 3

つの丘である この lí は1帥fil~師が徒然巾を
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IIH、fこ場所として知られ.亦松.m松に現わ

れた外酬とともに民引地点としてが屈してい

ることにより， srifll16fl:文化lltl忠誠wによる

抗 JJ~}に指定されている。 また， J凪放地1><:にも

指定されている、このうち .の庇のli

がう'~1.11 され.ホテル咋の也投iilï由iがりj るみに

mると唆ケ闘を守れとする diK I".t告が沸践し.

liiJじ叫鶴ケ岡八幡'J:'J挺山のllllnの1泊先!日J:ffiに

1I~り ~Ilんて'いた鎌ndil\; とともに似{f.jili動が

時り"，がり. II({和11flの111/ili似がWJ&"[の人

きな)jとなった

( 1 )経ケ附liil発I::J:ffiの先端

15ケ|喝は名勝指定後は.ふ;、|ι作戦争中及び

~U(後の燃料としての、't.*の{えは.畑地!}日常に

よ勺て記長地状の部分もみられるなど急、速に涜

泌が進んだ。その後徐々に林j刊がIII]Wしたか，

今度は19501t代の燃料革命によって燃料とし

ての緋がふ要となった林は純計されるにまか

されていたL マックイムシによる被害が松林

の長退に追い打ちをかける形となっていた

キ153

この艶ケ岡の|泊先!lIJ泊はJ;(Ji'sタワ-i!Li如 4

かかる冷争か続いていたIIfUu39il:9JJに.突然

( :和与がその所{J，こなる ;のrr.. --:の行.の先

1，11を決定，買収 F定者が観光会社を作り，ホ

テル構想を持ちだしたことから.戦後政官;さ

れてきたこれまで1些ケ|叫のj古川本引を続けて

いたj也 ;i";{!.民から必LIIJ.~長!と似イ(-辿.動が起こ

ったものである

ニれを受けて尚11Idi!ミも必却反対をよ明し

た，同の文化財保護委n会と京都的もすぐさ

ま保イrに[ilJけて協ぷ巷間的したc 京都タワー

I::J題で結成された rJ;t /ili手愛する会!が反対

11'し人れをし. FI本史研先会({にみ 林J~IIX 

nruuも11)]221 J. 文化財保;，i{の抜ふ的な



対策を ¥1てるよう政If.i， II~~~に要求する lリl

をだした

が1mrliもすばやく対応し. 9} J2611 Hで日以

下J.i::-fiに対して助役%で，r111111を取りやめられ

たい行の持拡を必{・J'している「そして11J:Jぶ

にはが都市とともに文M'tiに対して控ケ聞の

f~全及びlï~'I'l'i1い Lげを融制した，)( ffil1'i. 

文化財保A委i.l.会は. ' l )j.lLU~ti~と，íTIIJはしな

い 2 日い 1 '，げは50oo~IU1J)jか限j立てある 守!と

11111ちした，イ fll，l，は公1.11の}J$Iを変えなかっ

たか'i1い i::側が資金のiJti.tができず，昭和

，~O~16)J には父件は打ち切られた判54 こうし

てひとまず開発の危険は1111避された

ところで.些ケ附は明治維新以前は十和、?

の，IJf~lであったが IリJtfìfJJ11'のし地と地III改

11'により.他の打、1境内j也とIIIJfJ;凶に帰以さ

せ，その後Lq 白 JHvì~ として(前1 ，11'に無償で貸

し付けていたものである これを昭和224'の

社，tj:等に無償で貸し付けである111有財産の処

分に|則する仏印により. ON和23~1'に十和寺か

ら清うの111"iJを受け. 1昭和2711に111f伯で請う

したものという 、そのJlt(f日瓜'j.1I手に仁和、うーは

LI~へ : ;iJ教活動以外の川注にiJ~ した場・介t f'~ 

1Lの処分を取りげjされても，CJ:義はIPし¥'J.てま

せん !という誓A手提出しながら.そのl:地

をホテルをillなするというあ 3fj・に先却しよ

うとしたわけで. di1(の反発はもちろん.後

j生のように'，¥:.1川tU組がII}燃したIINfll.t1 年には

いJ会決切:f'i~会でも.その !'i ti;の法的J旬以}J

についてi斗{i財昨を11・f11tすr人政行が航しく

.i!lポされた 吋叫の大必ずIはこの:?占は境tL

の ;J~ '.Lにあた 司ての議f'lーではな t 、ので， { fll 

午にこの内存を辺守するAEJ史的a任はあ「て

も辺、的 l'i'任はないと拝1rしていた川55

なお.今1111の{.fllケによる怯ケI;i，jの必1.11は

203 

J-がt子治的に凶出したニ とが ・つの似i刈にな

司ており.この嵯:ケ阿1m党問題をきっかけと

して. J;Oft;Jij はえ化JI1i~ イFのためにn寺等へ

flHIJ融資することを i11 (I() ~ーする 以倒的文

化財似説法全を昭和39~I ~ (1964) 12月に，没

Ili~ した。 j;l都k'.fの 11\資金のほかKHUからの~

i・1・ も~~め.融資や伴先・J. 1:を.dtめている

1χ13 7 I !史ケ附川辺|χl

( 2 )箆ケ同開発IUJ組の混迷

L、ったん収点したと忠われた!史ケ|湖開発川

U!Jが.後.iAの山部保イfl1.:のh¥e:也11''-後に再び息

を吹き返した 昭和14111~ (1966) 1).].新たな

'i1い;f:か史約をけlし入れ事仁平11，'f~;~議会は2JJ 

に契約をuJiたした 'iH、lは1.科大学を設な

し.その敷地のー却にあてるとよ明した Ili 

会では市部保打法の4)J 施~Jを比組した抜け駆

け六i、11ではないかと強く以先した

J;t t.'li rhは当初. li・の11日分を似イf圃し山麓rmを

1.科大っそにするとの:j.X= fi側の説明を f承し

ていたが. 実際のffi所{f fíが~ï 3 fiであった

ことなどから.現状変!とはdめないと立場を

変えた 、Ih会は2J12211. ~.2ケ!湖はし科人γ

也Aという美名のもとになしくすし的に破地

される恐れか多分にある.世ケI;{，jの保全のた

め珂l.iJf .fi'に対しその監視，監行を行励する と

ともに. dil(と・体となって控ケ間保全に令

)Jを傾仕するものである i との決.Jtを採択し

た判56

ゾjこの問題は|司会でもしばしば取り 1:け

られた内たとえば. 2JJ2511 の衆院建北長~H会

では政府側は仁和、?の I:j也~，'~l11について縦制

はできないかィ、過吋てある.強い態fitで似(i

していきたい.背後|則係について~擦で・j汁fi

聴i収をしている.できるだけ市部保存法の他

行を急ぎたい， !見ケ|崎は，11都特別保台地iメに

なる可能性がJ1.7irに強い地域と考えている%

と答弁している判570 28日には文部大L:'が大

学建設であっても現状変史はdめられないと

よりjした 3 また， 3) Jには現地悦擦や関係有の

同会召還を行い，長選惑を追及したc その中で

京都市が箆ケ|凋を'.j'るiA動をする'んで li:

を削り道路.学校をつくっているなどがI市n
政の文化財行政が -fUJを;人っているようで

ある との指摘もあ勺た

道路建設というのはふ都市が必貯中.iillりを

幣備し，悩 E子つなぎ，途tjlrq鉄111険料tと

丸太町iill りを f~ ~告とで円またくもので. その，:通知

怖の北品において盟ケ附の闘すその・却を削

り取る必要があった、HH干1I381J=:llj]にお 1:し.

昭和J40年4JjIこ也ケ附の・却をy1収し，その現

状変史詩日Jを的教委をJlfJじて文化庁に求めた

が.J(f教委は但ケ附|泊先IIlJ地との絡みで迫路

への現状変!とを、11初はdめす. II{{和4111:に 1

:Fは・時中断したε その後. B{i干1J4311:に全っ

て削った1法的jは純 子吹き付けr.訟で結化する

ことを条件に.公共的11的のためにやむを仰

ないとして許IIJされたものである利回、12ケ

|湖、川本交庄は II{{干114411 ~")J に域 l をみた

この迫・路・J.Jkは 1:地n似においても. .fJU)~ 
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変!l!:1 t1 訟に ~~5いても l泊先i:! ' U珂と tu維に絡み.

かつ後述のように時ケ|凋がI'jliIl保存j去による

判別保イi地1><に制定の見込みがなくなったこ

とからも.現状変!J.!.q 1 J，ljををィ、Jt吋にしてpJr

{fr.から買い l二It.，11ボされても財i'-tiiが見込め

なわことから. ，l'r uJ もイ~~rIIJもしない保問状

態となった うその後も保々なJ:I!1"1があったカ〈

ようやく昭和54fl:Wめに:名勝1rri.i.:1メ域8，4helを

11・I'{no、を得て23位5rJJ川でJ;i剖)111が11収し，

その後Hfi和611jI立にかけて史跡公凶として椛

仙し，今lJに生っている

7 ~~ ，1，-抑似{iWのl点、，'/.過粍

( 1 )特別仏の必要竹

さて，点仰の鼎史的1'1然的以制を守る制j主

としては，すでに胤j~j也|メや緑地地lメの :I，1J1jL

かあり前泌のように -li:のJJX*を挙けてい

たか.これらの制度は 1:地平IJ川を・定の条例.

-f付けて制限するものの. J 地利用そのもの

を規制するとか，川i主をJ.Jl制することはでき

ない また，胤制を厳しくてきたとしても.

， h 民の財産彬の削火に対する配地も必~にな

ってくる したかって実効あるぷ観保令を凶

るためには財湖JiHIs-iを合めた新たな制l主:が必

嘗てある

このため，高山市長は強)Jt.;. ni) JlIJと114の'i1

い 1:け制度を-:-iむ特別々d、の必要性を件ん1(11

に，訴えていた また1¥ 3 (1¥)美義JU也

lベ指定の搾折 のJjiで心jillしたように来住民地

1><について. 工作物もfrめ而さ，形態.色調

などについて必要なi見山lをiIt、Nるようにill

扱JLevi訟の改JfをII~ に・長引していた

特別法につ
l

いては.たとえば，近畿樹格仙

11:に JJ~つ'いて指定した似全|ぺ域について実効

ある保全を則するために 1:地匂のIIHJ化を i



体としたがdl~の制定を111 に ・JI}引していた 吋

時，向山市民は雑a:Iこ古川市 した"命文には 保

全|心安全般について.1:)也の1f;状変史，住地

物の新J白"を'1tを胤制する とと もに. t地，i)f(j

行の'Ul、取りがJ;.I<Hir. 111の先'iH、制!立をぷけ，

さらに料に，r~:症な地lメについては令山口収の

ん 11 そ制 ~'{し.必要ある場合は. L地方を似

川し う る二 ととしなおこの :J~fhがl埼京的見

地からirわれるべきものである ことにかんか

み，その'iH、しけは令制Ij1 JOH i'UIIとし.紺叫

~J.1I~手についても品中の 111 JoF ftM制度をとる

ことなどをそのねらいとしている lとJ己し

ている料59 ここには l年後に山部保存法と

して~.';'.tしん新:1m立の概説(完際はもう少し

後退したが)かかなり1リj百五にムされている

( 2 ) I片都 !~{iWの成、・1

IlNfll~Oq・(1965) 1 J J. l;Uiti IIJは独IIの特別

、工法品奈の浪1i:にとりかかった ちょうどそ

の時. (i.C1凋八幡宮真山開発IHJ泊でIriJ慌のよ地'

を抱えていた鎌合市kがボ郷市.崇良111を，JJ

rlljし r IIJを'[1心lこ文化財と風致を守るた

めに強)Jな組織をつくり， Ijl ~~!の法仲をつく

るJlliJ)J手進めたいlと協)Jを求めた判60

こうして よrliの協力体制lのもと ，'ut.化の動き

は7，r.党止なった<' l~'都を1・れとする [14比 1 11 ，;識

も借り 1:がり， 21 jには出品て文化財， J瓜放J出

1><などを似令する，'01.を検けするプJ向が11¥さ

れ. 3J Jには r.j・都における慌史的風 Lの保({

に|則するd、fI~案要綱 l の IÏ l( '}'tJJ;r来がまとま

った。そして81Jには Ij~f'}'l. :.党jしいiJ.aU従本

Ji~tて' 、工法化することが雌，LE され. r日PI~Wぶ

にはuJ決IJI(:¥'f.した。 l:.I1!!の.'i1t 、 lニげ祥 t~の II~

w臼lll_おも4.'5(現(rIよ710)というきわめて

“本が実現されたn また. :i'll JIIJも懲役j刊を合

むという厳しい内容とな ったq こうしてた際
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の作業U1Hれから 1~1 以内というきわめて知JVJII\J

にIthj則的な内作の 山部における断史的j此".

の保{lに!則する特別拾置は がhli:屯した 二こ

れは京都においては ~ IIJ の断史的風土の水久

的保(lを求めるけibこの強し、J90t、と rli，建設省

その他の'[.央行J-j-.政党の ・放した努)Jが~

ったものである

7 3 .11 Iftl I単作法による地1><指定

lll:論の I:-h まりにより.JtH 、工法て' UN和40~1

(1965)ぶに成、工した[1.Iiti I米作法は吋初より

'，1.期胞行をめざし政JHは日付干1141~1 : 4月をめど

に準備を進めていた 特に!見ケ悶|泊先問題の

再発もあって辺、いでいたが.位。i党執?と該吋1'1

1合体とて現状変史行為のIIl"1や1.地の'fi人れ

のJ正司，'1，IX域 ・地lメ指定の範11M句ーについてな

かなかイ10:が仰られなかったため胞行令の公

(Ij ，ct 1日J~I 12) Jまでずれこんだ。

( J )慌史的胤 L!足(f:lx域の指定

出・都1ほ{子11;では保存の対象とする地域を球

即ー大 1~1 が>>f 史的j武1:.審議会の，色、はを聞いて

歴史的胤|保存区域 を:Hii.Eし，またその

中で制~~な部分を構成している地域 を都

rli .. ll刈で .I!t史的風1:特別!!t({地区 lに指定

することになっている 静史的j瓜 i保がlx域

は日~l\:I;IJて脱;[iIJはJ!lit致地Ix.なみで，実質的に

厳しい制限となるのは特別l似({.地|ズで-ある

特別保仔地|ベにおける frt~の庁 "1基準につ

いてはill占有は吋初特別地|メ内においては令

I(目的にぬ払し， 11:'主については改来以外には

dめないとしていたが.真正織地lベ等 ・般11'む

をも f!tが r'~I><J，或内に抱えている J;~都市など

からの反対忠はをいれて.地域i1bこの'1:'7吊し

故低限必')!:・なものについては緩和することと

なった本161

Iit史的j瓜 tf~(f~lx 域の指定については IIJ 吋

I，JはU1の rlJ会で rI棋がlメ城の候補として.x'剛

野.点I1Iイむをまず挙け¥ 持学院.*1艇日.

挑111，限醐についても'.'・，'.)，1こ検Jtするu また

市街地内の尚瀬川uttJ或. 二1-:. IIU .:;t 1111 ulJ ぬ

附i!1.*山地域をどうするかはまだ作来iが進

んでいない判62.と?存えてわるe この時点で

はil:i・街地内での保{lIX域指定もありj!lると JS'

えていたようである 指定の品主要地域であ

る脱峨地Ix では地.n:J~l\;悼のj記長Iが強く.対

応が雌しかった

こうしてまとめたふ.t~llíの保む(x域主では

71x域6.549haであった川63が. (昭和41~1~5 JJ 

に歴史的風 t審議会に出11¥した佳品行来では.

怯離?とを中心とした什lメ域を除外して， f也lメ

域の縮小もあって合，，1fi I~ 域5. 654haとな 勺て

いた 札Ix.域は桂離?与を'1.心として胤i!1の川

畑を加えて 12haを Fliiしその令部を特別保

存地lメに指定するJZえであったが. it.;~tìてf

は. .!i Iru保存法による時点史的風 1-.とは ，史'JJ

にJ/.;つeいた文化的資応か!長約していること ，• 

Jl、範1mにわたって自然的成境と-休をた正し

ていること が要件であり判64.nL水域はニ

の.2HI~H備していないとして候補からはず

したのである これに対して点都市は兇4誌を

P11えたためI'IJ年7JJ611の断史的j武士事品会?ヰ・

1ドはJJ;ctに盛り込まれていなかった I.fV支.

円辿ゐ・1・の任史的資応と ・体となる北1II.I1!!域

の迫))IIJ肯定を考慮する必強かある と.iAべた

あとで. 什離宮は修学院眼目と "iH~の ~H~

を持つ断史的選産であるから.その保(Oiil;

について検Jを加える必裂がある と，;-~して

いる これを受けて必都市は 111に対して ~ H

離1h;及ひ・その周辺似域については，改めて似

{r:のhrLを検dされ必要に'.i:.;して保イf.l!<..域
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として指定されるよう希明します とな凡を

述べている判65，) lqの合.67が{げられないとみ

てみてひとまず譲歩したJ!;となっているn と

もあれ. 111' !Jtil~(iはにかかる地1><一指定につい

てボ剖irliは附倒的で・あ「たことがうかがわれ

る。J;t仰r!iえバjJJl'J起をまとめるにあたって必:μ

を慣した第::~ 01叶風放事副会では委Hから

1 -_ lV支NI~ 1.. ド鴨神社.御I'Jr，条械. MI 

3込必て与をなぜ|メ域にいれないのか !といった

立はも11¥ている判66 こうして.恥史的風 L

f~{{: I><岐は HH干U41 ~f : 12 J j 14 11にill，没行以来と

おり5.65.thaが指定され. B({fU .1~ fl;.に 1--位/i.

松ケ崎j也いが追加され，介，~1'5. 995haとなって

いる

なお.n航'::';J品 i!1の断史的j瓜 1 --1~{t- 1メ岐1}t

定についてはその後も何l立lか~正史的j且 u在誠

会て議論された たとえば昭和43{l:8JJ61:1の

第81uj車修正会では.U地Ixについて会長は |忘

れているわけではなも、。 まだ.ここで報仇す・

るほど・Jj.fhO:Jに進捗していなし、。』 と述べて

いる また，昭和45~ド3 )J 9111;11俳の第 12EJI~

史的胤 1:.寝泊i会では.n嗣iUについて 抑111

d十両埠による特段の保存Jii位を講ずる必世か

ある との守門委員会の械ベを f承している

これは舵史的経u-保有lx峨「指定するのでは

なく.他の剖1di日|両制似てがにより対処すべき

であると結論づ'ナているわけである。 こうし

て社地い については既史的風 1:保作{メ域に指

定されず.その*~í*''i然特別保存地以に指定

されず.今uも周辺地域はほどLんど無肋仙の

状胤にある

J;t都御所はt1:離?ととならんで好正史的風上保

存1)(域桁J.Lの f懸案 とされていたが，第91111.

第IlIlIlの肢史的胤 1:幕議会でとりあけられ，

第II川の事試合ては専門委u会の ，J主都御所



は8IisJ;t都の中心であるから. f~ι|メ域に指

定すべきでめると思われる との報公を受

けている。これに対してtl，怖を求められた御

ぬを符JlI' している)Il/1 '. tìの II~ 屯公阿部の管理，

ぷkが. Llll(公l刈として杭;JlI!しているのであ

らためて似イr!メj去に指定する必要がない. 手

続き的にuunとなる.という他行の発， jをし

ている 幕議会会KはPPI:.. tiでも特に:主主は

ないはずだ，制~J'( り /fパ、は凶ると指摘したが

判57，*i，'，Jそのまま1QイJ'に笠るまで指定され

ていない。なお.日{{干U47年のl↑J街地鼠観条例

に JI~づき御川とその川辺市街地は美観地l刈こ

指定され. -liiの以住民保全策がとられている

( 2 )断史的 I!~ 1:特別保存地[><の指定

限史的j瓜 1--特別保{t:地T<.は占都保存法の恨

併をなすもので.厳しい現1状丈変5更Eの規制によ

るtぬ必寺私U払eJA川t1'

い人れと刺紺鰍H持与t杭令1守:引到1'1Iて苛祢5宇;はすベて特別1保足存地区内

に目限4られる そのため'特別i保単f什(-地区の指l正主

は付に雌i怖街さを2張g求される }必;江i都f市有では先の

}附f告伶i作"1世叱Aι:的j版胤止瓜，l!け{似足{むrlμメ域のD民似;丸t:来梨刊 h成正にあたつて11川liJ d 

u吋Iに判)JIJ似イr!也|メについても案を作成してい

る 附干1l40il，7}Jの，北京では!笠ケ|司，大以地区

も合めて10J也1><.2. 044haがあげられていたが.

O{{f1l41年2}:Jには川地|メを加えるとともにそれ

ぞれIlIifl'{を榊加させて11地t(. 2.581haの案

とな勺ている川58，)また.特別保(i地Lx.r.定

1完成のKffJ也でi1l、iニげが必要とみられるIfu

f.'i をH.lha. 必.1t;純'i~を 119m.川と也13i: している

地J世1企ftt;との折衝などを粁て品終的な点都

，b訟がまとめられたのは1It{和411f.9JJド{JJとい

うのこの'本では. t 1:.人JJ;t. l~!f~地[>(がはず

され.、竹初.~，-はなかったI'\!l側J也 rx'が加えら

れ.{i-，: 1'2. 000余Iwに*j(j小され.さらに附干114

211 ~ ! J:J 131:1にI)/lHドIされた以都市風致事ぷ会第
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2 !ilJ .'i出{以{rH)JIJ会議で唱はより縮小された1.

454haがjZ架されている これは特別保存地lメ

にかかる脱刷j内存が勺初京都IIi・が考えていた

ものより椛しくな勺ているため縮小せざるを

i!Jなくな勺たとJ詰1リjされている

この公認ではtI:川辺が特別地iメ.からはずさ

れたことについて厳しい追及かなされたが. 

.'j~崎、tHJは tiL:立すiと1JI衝しているが. li!J1 

行はれはljlなる点で・あか指定要件のlfii的}よ

がりを渦).Lしていないといっている。位は第

2次!n'J.i.:をJSえたし、 lと4長l則しているしその

他の付別似{r地|メの指定案については特に異

命は11¥なかった。

( 3 )蛇ケ聞の特別保存地区指定をめ

ぐって

ところが. このj弘主主審議会の後の，特別保

む地1><を都市叶Iml決定するために開催された

点抑制IIi，i!'j州地h事ぷ会に対する建設大臣の

吊P:J:本では1史ケ問地!メのIJlI舵17haが削られ.1

iJ也|メ.1.437haとなっていた これに対して委

はから怯ケ|刊を指定しなければ眠史的風上を

な:るという J;dflldl比の馴引からして雫大な決

定となるので.決定はしばらく待つべきだと

いう必見がIl¥た 応部111側は隻ケ聞がはずさ

れたのは非常に伐念てある. しかし特別地包

は'，1，く決定する必裂かあるので.今回の案は

あ l次従として決定し.使ケ聞は今後とも也

北tiと折衝していく.としている 京都附は

ill北行のJ7えJiとして. IE式に聞いたわけで

はないがとしつつ. ¥.1)(.: tll .'j:と笠ケ附は b街

地でそのH¥Jを断てられて ・体となっていなL

2)子悦.(1切にすぐはい 1:げるのは凶難である

Nネ:1'1然をいかした公|お!として柊官泊するとい

うJfえんでいくべきである 、3文化財保必法

て守られるのではないか. ':rるべきたF の 3

島 』

I.I.~をjÆべている ♂ また. r;dffi Jj.j教変はこの'，'i~

で，文化財保"霊法だけでは控ケ聞はγりきれ

ない. ....I/I)f~ (r:itの立法の経過もあり .ilケ

|却を特別似(0也lべからはずすのはおかしい.

次[IIJの指定があり仰るとしても.そうである

なら峠初から人れておくべきだと.む比を述べ

た，J:i.対の委Hからは怯ケl凋の11収予算が取

れないことをllLi党首がJ.l1H!Jにしているのであ

れば，山部は守れない、この.Jili!i保存訟の1，'j

~IIIは .1. 自11を守るために経済的説付けをして似

{r.しようということでなかったかと鋭い品、は

もHlた判59

!品:ぷ会は11Jケ1凋|問題に納得がいかない以上

他地1><の指定も合めてふ案全体を継続審議と

すべきか.EEケ附を合む御室!i.笠地l廷のみを

継続事誕とし.他地rx.は認めるとするかで4

Aが，[0:ねられたが，払*として後省をとるこ

とに料70し.ここに11地iズ. 1，437haの特別1記

作地|メの指定が決定した

この盟:ケ附の特別保有地以指定が都rb;lI'l.hj

帯品会で紺;紙事ぷになったことについて， ItiJ 

"1.5JJ2911にIHHltされた第 5[!IJ断史的胤 u年ぷ

会て取りI.!tられた

ill，i1tiは特別l似イ子地1>(としなかった.[IJ1，111に

ついて. ( I) Lfll 、?と位。ケ|喝の問は点制 1以~.

Iq迫がAより人家が辿則しているため完全に分

間iされている l ゆ嬰ケ問自体を独立した特別

保 {1地 i本として ij~えると.肢史的に主要な ill

.iii物やjjlS:ltがあり.それを取りまいて・体の

町史的風.1--を椛成している必裂があるが.そ

つしたものがι((しない ， :~ ，現イ1'.，文化財保

.FH1，により以明地域として名勝に指定されて

いる.， そのVI杭を'tかしたrt然公民tl的な前川

を今後行えていくべきではないか と柑仏、し

ている判71、これに対し.委HからJ;t1i11 ，hで
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日以できないかとの.Q:はがあり.委Hとして

/HI，Wした日JI ~ Jit都市長は .Ii都fJf;(手法がで

きてII~の ~IUll，lJ IこよってiH、lこげようというこ

とになったので・寸・から.それをもらわずに!'i.

うということは. ちょっとできんですね

われわれは.吋熱入れるべきだという観点

に侃勺ているわけで.除外されたのがむしろ

ぷ外に思「て L 、るのです J ~ と強L 、ィ、渦をふ

りjしている判72

"附|げ附fH{干拘和|日l川4叩2引211句|の:杭rれ'，10似41.川11叶lリlυJ以j九tlil仰l有剖抑i臼Ir巾h，:リ1'1向d刈自地Jf鴇審高寄:議会

て

l似xの特別{似以f仔jがf地l似メ刈J折H恥l定ιについて' あ1051l~審議

会てはいJの11;;.¥:の見解かふた'11]いていないと

して審議保仰となった。 しかし昭和4411::3JJ

3111の第112111J事説会において.建設省が艶ケ

!渇の地lえ桁孔:をするJSえがないことがはっき

りしたので，仰千A7i地1><:を蜂ケ闘を除いて

i也lメ指定することか従来され.l{j教委て字文化

財似准|則係汗はなおィ、満であったか，そのま

ま試r).とされ本1173，ついに蛇ケ|聞の山部保(ii1.. 

にかかる，./(，;~lは決ぶした

怯ケ|刊はII:fひ 1;として文化財保進h政の対

象となり. lii.f ，fi!.したようにII({tll54 "1初めに名

勝指定|メ城を文化Jj'の州助を受けて点都"1が

'i1収し，その後Hf{干1151il:JJtIこかけて史跡公凶

として税仙し.今11に全っている

7 " 小手，Ij' .'，1/1)保存訟の:J!題

.1.líf;1~(r'lLIま J;~仰. 域合， G良て宇の，[Jl:(を

初め:tくの1111.1:;のんを交けて制定された こ

の法fl~は舵史都市について従水の各純の自然

や文化財の保存胞~を起え.制御lのみでなく，

a般1!Il¥:の1HII.において保イf.に必要なし地を

'iH 、人れ.j白切1_~fl1tt )'i; l1pすることにより.

1'."仰の県史的illJiiを後代に{ムえようとするも



のである判7.1 したが勺てf~Hf(x 域やf~ (i'I;1

l'hJの決定をm~5.t iJ 政.文化財行政の枠を組え

て総即!}~I:~のm，限としていること.またその

必IlIJ機関として総即ュ附に~Iと的風 i二審議会を

おいていることなど.従来の制!立とは大きく

火なる枠制lみを作勺ている しかし 1111¥:の

jりmが大きいほど.沈組も大きい ここでは

，'， IíIlf~ イd1、の I('!.t!泊について . . tJ5察したい

その ~n 1 (~Hf:イfーの対訟をほぼ1'1 然的 ;jl在日に

限定していることである ，'. r.U保(fi1ミカ'lI'{拡z

的には1mdî.ll'l，h川、の j民:llì.l也 |メ :I，IJJ.立や文化nfi~

，:1.fi1:のf， M;指定のÇl~Wから'1とまれたものであ

る二とはiりjらかてF あるが， 1":'命はそれを超え

て恥史的r.lllll令体.あるいは.I!t史的地域令.休

の f~((>をどうするのかに応えるものとの期待

もあ「た ，じ司さいj;(仰においても.保{fl沃

i去の検，allt附の初期jには I{I対16として嵯峨野.

J.I[t11 -.:，:.をまず挙げ.持つ2院 . 1 1: 離'[~;，挑111.

n!lnNJについても 111，必1，(こ検，iJする向また市街地

内のtfJj槻川流域， : I ~IIU .:;::， ~II I {I"~~同辺.

米山地域手どうするかはまだ(~.業が進んでい

ない判75)としており. dJ 街地古I~分も恥史的

j以上保存lズ城にHi'iLてをるとJSえていたc し

かしいJとの折衝の中で任史的J!tI:f足存t(域.

'n別 f~{{.l也lベの指定案の範IJHが縮小されてい

勺たのは先に.はたとおりである

これは. ， 'ilmf~ (l訟による r L~I' r.t; 1 ， 県

史的風 li :干の慨念が限定されていることに

よる ーまた.後述のように脱制!こf'Iそう 'i1l、人

れでさる骨1!:1/1Iが限定されていることも大きい

，'，' r.u 1と(;t. ， 'i 部f~{{・11;においてはわ

がIQn.n，}の政治.文化の中心て~，としてJt.I:'k 1. 

f棋な地{¥'fを{f-q・る ¥;tr.liバi. 奈良di，鎌 (idi 

此ひ政令で1i:めるそのi也のdi町村をいう と

している ，政令で1とめる di町村としては人1'j1
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.h. t:υ;! dl. t~ JI' di. HIIl.G dJ. 'リJU丹付が指

定されている IBJWはこのほかの地Jiの町史

郎 Ih が，lí IíßI~~ {i iLの適m対象となるかどうか

であ勺た 山部{栄作訟の成¥'[.、可初.平泉や日

光. ).太¥')0Jf

j揃H'~定主 j止Lνi司柏1V快11にある 全|い川iリi的 . 1時代を代Aとす

る .あるいは 1 HJVJにわたる lこJ主勺する

かどうかの険，N.};えひ司地Jじ・jけftのなかてヘ

古川叩I~ Jtt王ぞや1叱と的 j風瓜 1:二.府;抗花会Lウリ門委iはi会のI現見弘叫;'謝凋7先をて苛咋~i宇(: ; 

をしながらも品針lJ川t

る J江'01法2、l叱iト"中.

と宅えるべきという J宅37.えカが〈あつたようである

が本判lげ7花6.現状ではきわめて限られた市町村た

けカ〈対象となっている

次に It正史的風 L についてであるが.山

部f~{i訟は 「 わが1i4の肢史 1-.忠義を有する也

造物，泣跡12がj川|井|のII然的環境とー体をな

して巾r.sにおける{1:統と文化を!"v見し及び

形成している u也の4ん兄をいう n としてい

る‘ したが勺てまず.f!t.史 i二心ぷを(iするill

造物.泣跡てらがあるこ什があ 1:条件で.第2

にそれがJ，'iJlnlの 1'1然城崎と・体となしている

必泌がある a このため，たとえ陪史都rhの

日I~であり1ft史|二 (J .Q~義な也.iri物等があって

も，Ii・l.m也は恥史的J!T.l1:.とはなり1!1なt円なお

借;;~!J. そのものf1体は m造物.遺跡等

でないため時五史的風 1:ではないということに

なるE また.tI:般~f:~'・もそのものとしては価値

があっても. J品川のfI然環境と 休をなして

いるほどの地峡的Jよがりを有していないため.

m史的風!ーではなく. したがって限史的風1.

f~{iI)d!xに指定され向なかったのである

さらに. ，Ii IiUf米{{i去はl1tU-iJ也[メ:J，iJJ.[をほ体と

してそのた以II~として情也されたため. dmr 

j也市i分は初めから除外しており， }]IJ途美観地

!ズその他の f訟での似令にゆだねているので

ある

このような什都f~仔法による 阪史的風 i

の定義についてはJ議行から批判があった、た

とえば阪史的風 i三審議会咋門委Hであ勺たよ

lHltY太郎氏は Ifti diはもちろん人間が.iil勺た

ものである。/.'dI!tlのfI然も.全くのr'l然では

ないp は布市林されたものであり. 111 ~1lIは制

されたものである これらは人間の断史的JiJi

Wてあり， 付先史的j孔1'.と呼んでさしっかえな

L、ものである そして.それらの全体が，

体とな勺て，側々の 1:地の{[Al11を形i;主ってい

るも人がふるさとと呼ぶものがこの阪史的Ji!.

1:なのたじ!として， Ji部保存法による地1><

指定が rIIJ林.段地はftめても.集結を除外

しているため. 人文;;t量Jlて'ある・般の住築物

のあるところは地域外にされ.集議や都1tf J;t 

観の{~(lに役ιたないどころか. 送効果さえ

引き:起こしかねなL、ι 料77 と批判している

また. Ili)じくウJI'Jを11であった阿111タfl 氏も

111)偽に この仏作は I伊史的風上 といって

いながら ;1'1然環境と・体』という則正に

)J;づいて自然環境，つまり山林， JJ;!野.1II知!

などたけぞ対象地域として.市街地をJJ;WIJと

して対象地域に人れていないということであ

るn ということは山街化したZR聞の中にある

文化財や遺跡の環境は保全 ・{足J盤の対象とな

らず.なにも守ることはできなL、。とすれば

それは 『it都』といっても都市化地域はノ亡く

掠り 1:げないということで.郎市環境を事仙l

し保存していくといった点ではまったく忍:味

がないのである 判78!と厳しく指摘してい

る

これについては慌史的J!l1:事議会咋門会は

会でも議論され府史的j瓜uこは人丈的環

210 

f克も合まれるのであって.庇史的j重，ttf足{t:[メ

域の指定にあた勺ては.Ij!に歴史 1:主要な佳

品物.追跡イ~;と・i4、となる n然的環境に止ま

ることなく. 今後さらに. l'i 1m並ひ匂にぽ史的

風t-.の慣念について険社をIJIIえる必要がある

刺 79 との訂;Aをだしている しかし.これ

は，'IjIiU f~i!イf.訟の体系をくすすことになりかね

ないことから.仰木がjな検正Iはされていない

ようど。にだ. lI{{tIl 4~W， 10JJ211 のかnll"JJl;七史

的風 iγ~;議会・では. ・似μ[x域の指定につい

ては件安Hから人文J;(制を合めるよう強い説

明があり.少なくとも文化的資産とともに1，'d

IJH のt'l然的 J;~_'ìJl と ・体をなしている人文;;:制

は，慌史的j武仁I~仔|ズ域の指定J止検第 ー ・の l に

ftまれるものと忠われるので現行の法相はそ

のままとする" ，とのw門委n会の報公を f

!/f.した判 80 .. これは.人文民側がtf(~要である

ことは認める.その指定は現行Jf:.ì~'~でもでき

る止いうように解釈できるが.・J，掛川が 人

文Jj(仰を指定したiA合(人かその'11で生活し

ているので)に，いろいろ難しい問題が起こ

りますので.指定そのものには，いろいろA

Aがあるかと思いますが.少なくともJP~liと

いたしましては ・・ と述べているように，

けっして人文;;(制の地lえ指定に的拘的になっ

た二とをぷすものではなt、の もちろん，その

人文l;(制も1，'，JIftlのn存在;;:語見とイ本となってい

るζ とが指定の張f'l:であり. ih街地は想定し

ていない

第21こ特別ll!i!が地|バの指定がごく限られて

いるζ とであるr，特別似作地lベは指定法11kが

定められているが.それには.(1)慌史 1-A~~

な文化白"がi~ とそのJ.'JI明の1' 1 然的環境が・体と

な勺て 戸町史的胤 1:. の似~な部分を構成し

ている地域であること"121・・ %。生地域にお



ける也誕物の新型 '.む地の JiJ. /~x~;の行為のm

制その他的判i的に 朕史的J!El1 : の維持f~ イ;.

の対策を講ずる必1!fのある地域てある'と

:t li剖都1む)I巾liバIl'I川|

ニのうち判に lか，[0j，公l2!jιてで，あるが. この jよi~l !に

よれば， ，;t liU御所や十1:川辺地域が必吋しない

ことはもちろん.先に~!たように些ケ I;(，J さえ

，:~. "iしなくなってしまうのである やjのため

の保イdtか止いう戸があ円ても、可然てあろう

あ3にi則，11r法の必見!lである

，Ii lí6i~ イ{f1ては保有 lメ域(--特日1]1呆イ{-1也lメを

liiめ現状変反行為を胤制している このうち，

似イrlメ域はJil¥/l¥制度をとり，その対象範VHも

特別似(rJt!.¥1メ内の J~ "1の来J~~ ~ r t};よりやや扶

くしてある これはi~イr1メ域内では古都保イF

法により特別の制限をJ)IIえようとするもので

はないこ止を窓qみするとともに， このl似メJ域或内

の i胤見(制制I~附目川lは j胤乱3銭主地 l以ベ凡. i他l!;築長jル止μi平v炉杓tサj法Lι.文化)川lはt村{似I"

y法i止=よて~~'-r小引rイi他山t法lよ:令にまかせておこうとする 1態8創l住主であ

る ‘:J下jド~(賓実J足ミι. i保足イι長tいメ域のt術H主孔記i己:にあたつてはその

以ド地として}胤瓜致地 l凶忍の J指rr~山i己:が 2虫安tz.JJ清荷される {似

イr1メ域内での行為の/，1¥11 ¥1こ対しては助 L1. 制

作制lえかもうけられているが，点都dJでは保

存1><域のほとんどすべてか風政地lメの指定さ

れており，実際は胤放地|メのu'fIIJ IIJ u，'iをもっ

て似((1メ域におけるJ，I¥/I¥かあったものと取り

J止っている。したがって，似(fl5<_域の'，，¥/1'，:1.11

l立はほとんどなよを火'司ている

・ん¥特別保(r地1)(は凍結的保有をめざし

，;~. "1:1，1)}主によりm状変史(r l.~は引lを除いて

は献しく制限される ニのため.指定JLiqiに

よるまでもなく.県th-tfの人まのある地域は

指定がきわめて州艇である .もちろん. 1;11売

やlQ状主~行為をほとん止ィ、 IIJ能とする地域

制はは人きな硝a(的ぷ味を!.'f勺ている しか

し.地域粘 ~I:にあわせて i!.l.!f，'j的な胤ねlを !';(J る

地 lべから Jf~!ill，広析が1M辺ii制に調和してい

れば新来も品川jするといった地r><までを，北定

するという.，;UftS Ihが、11初考えていたような

拍別).1.:棋による段階的胤制;1.111立をとっていれ

ば.地点の111'f!JI(をf!)-て， f心ill地I><:I;IJ肢を(.}た

ずして~治;;:制の保がも"Jfìtであったかもし

れない
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第 l に u也の n人れと鮒 ~.'f~'.f.1 I!の課題であ

る ，1， 抑制別似存地l廷では行為のイミJ't二IIJによ

って辿'，:i;;/_l ~ずべき 111'，臨むを補償する制度と.ィ、

11干日Jにより1:地平IJmにおしいえ怖を来すとし

て口入れの111し出のあった L地の口入れ制}立

が働く 削失補償の規定は油川にあたって柿

々の条例や凶難があってほとんど事例がない

が， 1.地のi1t、入れは厳しい J'.地利用規制に

伴う IJ也山 (n~;の救済という形て. -liiの要

件のもとで!内山(点lfIlの砧介は応部r!i)がそ

の iJ也を'iJ，~、人れ，公的 ~;Jll\のもとで{則子の

7)J*を学げようというもので.厳しい財政事

情の中で.これまで現状変!と~J為の詐"n年従
業務とともに，1，都{ほイ炉事業の'1'核的業務とし

て多数bわれてきたものである ボ都Ihにお

いても、V.u.le， 11f・度までに，lI')80haを総額1301!I

円を投して'i1し、人れてきた

これらのし地のJ]t、人れについては. L11の

補助がiぜられるが， I[~の}二引のt少ないこと.

補助率が切りドげられたこと(吋初は 5分の

，1 .その後IJ~の財政雌により臨時的に 10分の

6.25. 6.5となり，、ド}Jx5 11.Jえからは10分の7)

~~:.(こより'ï1 l 、人れ 11 1 し 11\ に対して数1111'Jの

待機を1:<;i'l'することが通常となって、る F こ

れに対しては'i1い人れ f't)の時保に努めるニ

とも 'F. ~~であるが. ' )iでは叫a~J 制度の.illi川

UJIてd の料千11とそれによる1:地tlJ川の ，'.iiの範

..........._ 

mHIi:人・特によりi1t、人れ説明を少なく寸るこ

ともt~ ，;.tする必些ーがあるとされている刈 81

ただ.この緩和については特に怯rEであるべ

きであろう

次に ï'1t、入れ地の~fI:!.'J ~\; 1'11と前川の11~ J凶か

ある 'i'1t、人れ地は;i:制似全の日的のために

'j1l、人れているため 11い人れ時の状況をそ

のまま紙付与することが似IIIJである J 出j也は民

地として民民に貸し /1\すて~;により耕作し続け

る必要があり，山林は樹木の T人れてEにより

(11J.x f:' 1'1'する必要がある 肋災 J_:]~. 侃ち人

り'Jj11:対京も欠かせなt、。 しかし ・)iでは

買い入れ地は国民すべてのJI.tpEてあり，11:く

利前川が|χiられるべきである このような.tIJ

1古川が凶られ.国民rhL~に税しまれてこそ，1.

都保ι*;長もより発j正していくことたろう

ここにも保イ子と活用の，JH1fが必要な分野があ

る

第8節 S，tび

~ ，l;í'~では戦後から II{{干1140 11 代初期までの Ji

副思潮と保全施策の倹，Nをおこなった

Bfi干11251t~に J;(都1!1際文化観光都，1ìi!! ，;~，W，が

制定されたことはよく知られているが.その

広義や内科についてはほとんど知られていな

いp 本市第 2節， 3 節ではこの特別仏に).~づ

く .x.化観光保存地区 j指定が検dされたニ

と.そしてこの過程でIJiび史観地rx:指定がη

1 : し~制I:・~JJ[、地|ぇdlii!官邸五;かf'I ' I& さ

れたことを小した J しかし.どちらもf.，'J}，Jは

[Jの11を凡なかった

.tAJl.地!ぺの指定については 第'1節でさら

に HH干113311~に ， 芙制地lベ条例案 が作成

され. II{{和30年代後'1'-には数年にわたって工

観地lベの地|ズ指定案と条例案の作成などがfr
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われたことをむl料によ司てI!Y.剣1)にlリjらかにし

た i創立の XJJl.J也l~の険 f:~tでは.第 l に住築

jν111訟の |史観地1>( にJU!!をinきながらも.

也獲物のみならず. 工作物.以外広告物をも

出制み将のM敏としようとしたこと.あ2に

. I米作的m叫J也[)('と.. ~Ii しい{!rIメの λ制J也

lえ"の 2怖を，改定したこと. :r~ 3にii制|二i

裂な道路， J也 I.I.~からの以明j~の~;~ltJl向 1:の|刈

ろうとしたこと.第 iに街灯"江れ.公来;u

d百，橋ゴ31のデザインの|品。義.地[>(内におけ

る Jj正常時.ω促進路守の~，~ILなどを規定し司

五(都のtlii1r地Jjt観を総合的に保全.形成しよ

うとしたことを抗摘したc そして，この条例

案がill弛)J;i\~I' il， l成、・fしがたいことをill北村

等から指摘されると. )J; ;~I!iLの改 11 :京を政}fJ

に提案するなど，史観地I~実現への強い，G，L

をぶしていた しかし.このような法制 lの

問題と料消J&kの足伽と与るのではとのrlJ成

会のiì~ W.的な態度によりまたも実現できなか

ったのである この検汀従は今"見ても非常

に先進的な内科を合んでおり，これがもし'k

到していた"':'.このIr'l後の以仰タワ-llL北川

:lilも.また迫った!丘U/lをはせていたであろう

し， J;i r.uの都市民主IIは今I.Jほど混乱をしなか

ったのはIIU迎L、なかろう

!A¥o. 7 節では i昭和3911~に起こった J;t !ní タ

ワー ill ，{i I:~1却と世・ケ|瑚開発問題をとりあげた

点都におけるよ脱挽な開発とj;:械の保令IBJ::1j

がdJ1止のみならす今111的に人きなi地心手P'fん

た がXliタワーは~h*的には ill，;~が強~r され

たが J;t都の~;a.llはとうあるべきかかはじめ

て正I{U切って議論されたこと.ぷ都て'のI:'，}(

な構造物のilL1立はより仙ねこすべきであるニ

とをrli以. ~'ll"J ~C t JJ改それぞれか即筋'した

こと.後の:-¥T T'lW波路.:II，ltjの敷地移転.さ



らには市街地;jf観条例のiI~IÆ. とりわけ.

1 i人 1.作物脱伽J[x，域 ~，IJfjt創設のきっかけ

との やっとなったことに，G;義があると， iえる

i史ケ附IBJ泊はIIU命の盛り卜.かりと1TJf:lの強

L、lfxり*Ilみにより|泊先をmll'.したこと T 鎌合

脚 n

の在日ケ附八幡山梨山の開発問題とともに，Jj1m 

似作法;I，IJAの似動)Jになったことに広義があ

る 第7節ではその経過と山都似有誌をめぐ

る1I1WIJ組について論じた

本1 JI'i'r 'IIn ~;um御ぬと ~;'..ml御所 かんきょう .1 1980 (UrnIl55"1二). 9 .ぎょうせい FIJ.

p.79 

本2~;dm di制点都の断史第 7 巻.学~ ，g.f，f\ ， p.537. 1974 (UN和49年).4 

本3 ;;t lftl k'.j (1 'tl二の資料 部4巻礼会制. ~;t Im)f子FlJ. p. 15. 1972 (lI{i干1147W)，9なお，京

都参与・j~務所は . ~J，i:.; 3 'tl二12)JI2fl. L政復，11を古Jした新政}(fによって;;tlfIl 1 f政の機

関として，没けられ.新政府の)i針をl立按dil¥!;に伝達したものである内lu]時期lにrlI'l'

の治安維持のため. J;t lfIl J!i '1'取締役所がs没けられが.これは翠 4年2JJ に J;~ 制裁判所と

t攻防、され. l'iJ年間1¥}-jに京都府となった

本4IIIJ 1.あ 7在 住北うと辿辿{パ制p.27. 1972 (II({和47iy.).3 

本5l，iJ 1"， p. 23 

刈この U1J ~þ. 'B甘づ|ドげ問題 については石川刺uJ 11本近代都1ti ，11'IIfij史研究 .刷、与ω
flJ. p.138-149. 1987 (IIWf1l62年)， 12で，n釧に分析している ぶ111は，このイIJ述は道

路鋭、帽を~I的としたものであるが，吋時のやや波弊した点都にあって道路拡似の 必

暖'~I も・般認識になり 1!fず，無償で以有地を - tt~'ìl 退かせる指定建築線的手法は合.f.1M性

を持ち1!Tなかったと命じている。

本7Ijij LI¥ ボlft;}j.f斤年の資料 第 4巻社会制. p.27 

*8 11l.ill朔郎琵也i胡疏).I<.，t . 1920 (大119 ~I . ) 

本9 J;t X11'，以J株式会社 h十年史 J;{剖litI'IJ株式会社 flJ. p. 164， 1939 (II{{和 14'.y.)

本10Jd_1事 II({ liii1W /f p. 80 

判 l御苑はlリJifi 3 "1:からが都J{fが1¥'.iJRしていたが，大内{栄作'H業が光 fしたl明治 16 "1;以

降町内行に移り.宮内tiがその後の整備を進めた 3

判2'('{・林としては卜'.ff)丸ト111111. 比叡山守阿尚、陀ヶネ.将軍塚.Q-船など ボ都府内-Tド

の資料第 2~I荷l.~ p.603-604， 1972 (II{{干114711:). 3 参!!日

本13liiJ /1¥ 5;t r.~附 1']11'の資料第 7 巻 佳品文辿辿日編. p.69 

判4f是也j胡と};(都を水路で1181tJiするl止初の"Illblはf{JAi r以が桜長 19.1.f(1614).$i'~附に L9.Jit、

/1¥たものとーわれている '立政木作 (1799tf{)には.¥'[案.(1'は不明であるが.大巾の

琵也湖jiiからか都の鴨川に[1"針iする脱水が1I1'I，hJされた また.A保 12W(1841)には以
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部 í~ せ村の白姓 3 名 がtff，tJ.I< ，;1 Idlj を/1¥原!ftしているι さらに 叫よ・文久"1二|聞には収後間滞

I: '11J11久11討が詑琶湖・ J;J..都i凪船，;1'1ぬiを佳品 している o );i都rli制 IJ;t都の悟史 第 6巻.

学 ~II}林 fリ. p.21. 1973 (II{{和4811こ)3 

本15守:!己注W1f*し・H'と f長也ilJJめlt).I<1';.(1品..!*fi'文化11:1リ. p.247. 1978(BN和53lf-) 

本16川辺朔郎 長Mi刷出[J.I<"'~: J . p. 59 -60 1920 (大tI9 ~IIミ )

判7西川宇治 琵琶湖疏水と川辺朔郎 『佐世ililJJfA J.I< 1ヌ:].~& J . *作文化村 IIJ. p.269-270. 

1978 (1昭和53年).5 

本18t長谷姑久 山川光 :， IJ;〈の川J，向)11jIH';. p. 176. 1955 (II({干115511'). 12 

本19 卜l出新1m 1892 (明治2511'.)9. 18 

本20 h~都附 I~î年の資料 ~13 岳山林 ・ ).1< ~t tJJ p. 6 1 5. 1972 (s({和4711:'). 3 

本21京都附，i，M. 示剖i}f子会'，/!'， p.209. 1913 (大J1'2)

本22街路取締主l.l.J!lJ 明治1911二12}.j911 ~iIJÆ . I J;t!fl;IH 1'111:の資料 :節7在 住"党公Jill.illi1，1 

制 p. 378-381， 1972 (昭和47年).3 第 5条 釣石肱ノ、地権ヲ ~I!ル ' J..以 l ニ

限りニ尺以内 第 9条 街 路ニ沿フタル宅地ニシテ奥行九jて以上ニ'44地アリ dd!Jノ

体裁ヲ mスル場所ハ J~境界ニ峨桝ヲ，没クへシ 第28条街路ノ MI徐ノ、)JノIx別ニ従フへ

シ a人家 r，l~側ニ紅ル トキノ、 JtJ 1 riiJ地先ノ'1'央ヨリ lス分シ各)，I}イ1:{'i' ):(ノ、所イj1之ヲ分十11

シ片側ニイiソレトキハJt令部ヲ 11~[Iスヘシ中地ノ地先亦之ニキ:スへシ ;f339条街路ニ臨

ミタル垣根 ， 物[二又ノ、窓 T持1 て字ニ 1引鹿児他見 Jむ敷n クハ危険ナル物品ヲ i~，'クヘカラズ

*23大11.:4年，現f}川通り拡幅の際に沿道に松佐木.人:11-_ 9 if. 丸木IIIJ.iIliりに街路樹を枠制ii

など

本24前/Hr ~;t lftl Ui灯株式会社1i卜"1'史Jp.164 

本25点都市会・F務局， Jii剖)"j会史 -p. 504， 1959 ( 1昭和r:34年)

牢2却6 製造場取締規j川l川リ改Jl正l巨L二 文来対、'.jスルi控1!議 -}μjぷ{都粁杭の l'['I年f

本27~，ボ友都民報 l円99引l年8幻}凡lη25引I日11十付、.j 拠川修 1砂明り別ji治fi'小|ドIリj則切 1 J;点;!江l( 都H的L什:t会のぷ観 lド似問!日勾~J;題i也息J論命sぷs必義

本28京都J!i，f，fflj， 

本29 京都市~，

;;i都市政史 l: p.322-323. 1940 (UNifIl151j':> 

点都市政資料 2 p. 8， luJ 3 p. 13 

本30liiJ山点都rlj政史 1，. p. 159 

本31rriJ _上

本32 H出新IlH 1911 (明治44年 )4. 22 

本33 建築雑誌i第 13 1り， ill築学会. p.50. 1896 (1リj治29勾・)

本34I，J] 1:第 15 O ¥) • p. 42~43. 1900 (明治3311'.) 

本35ht都府制 .i; t {f~}f.f (j::ドの資料 !.f~2 巻 Ifij [制 p.71. 1972 (1I{1和471f).3 

本36J;(都 tiJ制 点仰の?f'):_ 第 8どを，学工U}林 11]. p. 552. 1975〆昭和50::1・). 3 

本37渡部式 [1本風対論の系1hJ伝統と現代
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本38 大事業は1リ1iti ，1 () '.1から人lF2 11:にかけて胞 Lされた勺その引犯行は

1.第 2tff，U.K j1[ iuJ 1m さく、ì~: 発 ';u 'J~ ~ 

2. *迫・'F:t

3.道路拡築及軌道内id

.1. 1 89.2521リ

2.669.934111 

10.223.538111 

lfb 川 l;~- r大J;("1)のlili"dli山!に札て ，p.5 昭和 611~ 1 1 ) J 

本39 I~Jj生が瓜人 11 ~ '.1' 7 ) J IiII "1，11・1"11委n会"出i'.

人11:1 0 11 ~ H ) J 都副社l由i路線技都Ih.:lilhf'F定年度;切りの決定

大 11I 1 :I ~ H ) J lis rli.:1・llhjIメ域設定. )IJ;主地域. ~)j 火地|メ fll広

大tI1311 2 JJ 市街地ill築物訟を rlJ域外の"1>IIi ，H-lillj rx.域今城に適川

人1113 '.1: 3 ) J 受椛.fiU 111 の脱定~lillÆ

本tOJ;(抑 11:H新聞大11~年 3 J] 141:1十jけ，心事

本41J;[剖iIh制 rJ;t liIiの市史第 9巻P.25 

本 ~2 J;~ liIí 11 :1¥新聞大" H 11 2) 1 3 日付け，\l.:J~ r 1:可制川 IJ条以北を暗犯として閑却し去るは

誠に京都"i尚 1，業発泌を地6~Jすることの多きと jb に名勝 j乱致地仰を白けf(J fi (以翁イネ

:足手して開没せしむるのみならず政的が史館名勝似{{・の大Ji針にヂmするの施策と 13.

村HH長

本43J;( lill "1史加さんlリiJ;( IíII 山政史料25 ‘ ~Jt 都市政小史 大 11*HP. 26 

本44これに」巨る粁過については. 111本円杭 刈瀬川をめぐる ~Ií 111 ，il-Ilhj ，;i首下の検川 ( II({ fll 

5 7 :I ~ J立第 171りI11 本都"1，; 1-1利子:会 7:i~，i制究発表会A文 1，!_ )に"下しい

本45J江川"i~細.さん ，')i r J;i都の歴史 l第 9巻 p.26 

本46 J;~ liIi 11 H ¥ ~fr 1m II({干1111117) J 10 111.J 

本47人"12年 6J 1 1411以抑IHH:議決定 『判)11川川J敬 .0.1W JH故 L作物胞必のi'l

本48U{{干1I.111:10)J2511J;~ 都府庁議決定 . 鴨川 ?UI 川敷に'r.水久的 I~:; Lふ北町制限に|到するf'I:

本19t; 1; 

大・J ~業により Ðl~'i，
t

，された 7路線

路線科恥iiHIIU)延長(PIH) 起終点

*山総 9.8 1. 2 引越院~じ条

2 .I:~){.総

3 r.本人目線

4今:1¥川線

5 )L 1，町線

6 V4条線

7 じ条総

10. 15 2， 9 

9 2， 9 

9 1.0 

10. 12 2.0 

12 1.6 

10 1， ~ 

合，iJ- 8-15 13，1 

今:1¥)11-出小路辿

今:1¥川~じ条

r本人1;(~.lU丸線起点

丸太fIIJ.i1ur・ 4、大目線~*山総起点

V4条辿 T・本大1・f駅-*111線

f本人l;(線終点~氷山総終点

人112 ~r 完成.、 ただし.舗装はされていなかった
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本50JI刊条.ilflりには住宅線も"立i.i::されたn 大11:1 2 q~ ~ ) J 15 II J;t都}{j~Ii~ 'J ¥都426~;.開条イl 段ド

より内条大 ~';f .ii1路より 2J~ なお.人JI1 1 11: ft'I; IIf.; lïl~li点都地H安H 会に肋火地料品k

のfl:が十j議されたが.常務委.d会は次の 2条件をHして以来にft成した

1.防火地 IX ，l安定の hi!i. U に叶りては fl~判資金の融.ilflを i!} て完成さるべき ζ と

2.1'4条.ilflりには住恐械を問条.ilflりより 1J~ !J .J iを辺して指定さるべきこと

本51篠b;{修 ぷ在UI学の1&1とか必:叫ょするもの トノトγ会品.;1986if.l)J ~; p. 54によれば 『この

ようなf.I)I!Jの助となる IJ抜きIl.!Iりの e改1ft'のJJiiUリは 1111バ改 11:司，I~川 iÌJ針?として冠成し人人

阪の御堂筋 !;f占1;の心丸Il.!Iにおいても忠').fに守られた u 複数列のぜいたくなM紘fi;・か

侃:似され.歩道恥iHは 11[道制Hとのプロポーションによって定められた。 九時の"ι，1

にかかる街路の~~迫・に余絡があるのはひとえにこのためである という 。

本52J;t 都:以萱株式会 ~J h I・年史.Of{干111411:fll p， 164 

本53l，iJ 1: 

本54j，iJ J:p， 166 

本55"1時点大助教授の内川作〈は大 JI7 il_ ~主築雑誌378 ~;の '1 1 で建築条令の必1ii性を待1 1 1 • 

防火，保安， 情込¥都市のJ;;制体裁のulIから論じている 都市のxi7rJl体Aについては

"Jl~の幸福とr.6 r!J'の発注に大きな l刻係を有すること 』 としている

本56Illlis "j，汁両仏第10条 都市計lllljIx域内ニ於テハ ・・・ 必要ト認ムルトキハ胤致XハJ!l

~J 維持ノ為メ特_}由民ヲ指定スルコトヲ仰

本5711本緑化センタ一 大阪附における胤説地IxJ1 1年制作;'~ ! p. 6 B{{卯56'.13)J なお.こ

れに紙けて ・・・ モノデアッテ之ヲ肱任スルトキノ、 1:Lヲ加へXノ、Jt:1:地ニ羽11.心:セ

ザルill築物ヲ ill築シテ1.0ニj致投ヲmシ悟史的仙11('ヲ州政スルニヤルコトヲ成レタル

車山県此ノ制度ガ11マレタノデアル。此ノコトハ必スシモ伺1"i ，; 1 11"1 rj，ー依ラズ史Z氏名勝

人然紀念物保釘法 大 IF八年iJ， fl~ ~~.1 ，1 ~;-)ニ依ッテ Jl ノ日的ヲ辻スルコトヵ tll 米ル
とある

本58IリJrfi 1-111 日の.R.品~.州各参道及ひJtのfllJ側境界線より拠行]OIIUの|バ域と外必 l'jiJl11 

の付近

本59特別都IDJtu何委H会への従来説明 、fJf'J'i -: r本J1S1，止初の風致地l些指定 ; (都rti/::1地

第 3どさt1~;・ p. 169 大 1115ij:)

本60抑IIi.;十両束庇地)j委H会 *点に於ける都 rlf';lid1jのj也!ペ統制 1( rfl " 1111 全 IJ~ 都 r !J I/:l泊
会議総会研究報 ~t ， p. 418 1昭和~ '.1ニ〉

本61北村徳ム郎iJ.tt致.It1!I?(~ について 8({ fll 2 年都市公品 10~4.7.8
本62IIIJ l: 

本63都市.;rf・Itll;点 J;t地点差'H会 p"*~;(に，，~ける 1m IIi "lllh;のj也1";統;1，11 p. t 19 

本64IIU(H .行部111，n 1 1111 の.f.1I'，;~と iL ;f，IJ II{{平112 1r 

本65 仏:~n -. H本公l材対地発注史 上巻
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本66111'1，，1:火 n本のn然公凶 p. 12~--131 P:{fll 5 (i W 

牢670.坂 Pillリlら Il~fi地 [x 制度のぼ史に!則するúJf花 n:{ fll 5 5 ~I・ ~ n I1木建築学会大会

乍Hl日前九4会制限出 p. 1419 

なお . この O .~ 却j 文化財似通についても.おりからのイサ;:辺で H 本のよ化財.特に俗l 人

li)r (fの物がどんfん海外に流出したことから.その防止のため[!~I，:保存法か改[rごされ

ている )11. "J~ しか対象にしていなかったIqTを側人の li)r {i物まで対象に広げたのであ

る

*68 J;i XU di役p)r' J;~ ftIi lfIi rli ，:1 ~bí概要 HH和 1H ~r -1 J:J p. 32 

本69 r J;( XIIの!孔政 f~ イf 問題 都rli問題第 5{h '1 ¥;. p. 137 1I({f1l2 ~I 1 0 Jl Flj その予定地

何台しては，桶向山以北京I11 .}，停の地域.比淑I11， .'f 1111I1 ，松ケ附十1ili:， J'. fV~. 鴨

川及びI九剥川の.:m. vli f~ J又，船|湖 1I1・{>(7iIJI. (干11-'1 i・1j[， 1笠ケ|瑚)':多野.脱峨

Jj~lll 0':':'， k附x神，大 ElJI.桃山御陵十Iili.が挙げられていた

本701則11勲 rJ;t r.U都Ib，:hd}l J孔致地[ベに払いて Jr.U di公論 13巻7¥;'p. 111 -112昭和 5"1' 

本71北村徳ム郎 (風致地Ixに説いて 1<Lq上l曲jと緑地1m題 所収 p. 130 -131 

本72なお.都Ihjli由jJ;~ 部地 }J委員会は昭和 4 年 1 2) Jの修正案"J決にあたって f右に追加

せられなか可た部分Jt-の他ギ地部に於いてfll、liJ品主主制1.持の必要ありと認むる地域に付

いては述やかに湖合の L:地区に指定するよう党案せられたLリ との希望条件を付すな

ど非常に脱抑的であ った

灯3I則1，1勲 rJ;um r.U di 計画j瓜致地区に就て 1r.U dJ公A第 13どきめ 7¥} p.113昭和 5tr 

本74 ，l~J 場降. r ;;t都と j瓜致に就いて ボ都刷工、第 1G制 p. [8-24 

本75U{{干115 "1: J;~ XlI JH令第 6り風致地区別JliJ第 4条

本76J;tlm J{H J政文，ti1風致地区 昭和 6"1ミ監Jlll，，* 守

本77qq.f..机 1930年代における対観 ・都diAについての..IllbjJ.l1!念 (附和 57年度第 17 

111111本部dJ，:I'llbj学会学術研究発点会品文!l p.436-437にも可1Ij'の‘;午IIJ[11 Jo ，I}の内詐

についての分析が記されている

本78.l弘樹附 .r J;t都と風致に就いて j;i都i対:;_，: if~ 1 o制 p.18-24 

本79ω111]ぇ rJ;t I:!i rh の都市環境とその改奇策に此L 、て ， 第~ (111全111都市問題総会〈東京 }

研究械~~，' D{{和 91ド

本80O({干115 if (14勢J1ft rli人口952，404人.内1I111iJ或人11 765， 142人

本81 1m di ，: Ii!bj J;(部地h差以会 以都府における!瓜放地|メ取締に机L、て h 昭和 9年 第<1(u1 

全rqXs di(::l油会ぷ総会 研究報:'，' p.278 

ヰ82111'1' ，1人 11本の 1'1然公l剖 附和 56~1 ~ p.222-223 

本83，'， ~ 111 l;~ 人以仰の抑diu 1I耐に就いて p. 58-p. 59 II({ fll o "¥ 

本84 1" ・b 川 ~;t' J;t r.s I bのr.1ldJJ殻境とその改丹浪に札いて 品川111令1'.1XIl dil::l組総会 (.!4u;t)

6Jf i'e刊行 Hf{干119 il. p.24 
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本85，:':j 111 J;~' ，iiHtHtF p. 3~ 

本86j;(都府1.+::m 風致地t(にまμ、て EH初日 1，:.p. 13 

kJlìt品iJtは多般に ':L るのでありますが.それと 共に 1~ :~ñl!!.没の早世をなすものは実に

IÏ 然の風践でありまして.;止を{~(子するニ とは特にわが ，;(r.uの抵抗作1)411'.肢も緊要なる

・J~ であります門 p. 32 

1瓜放維持は '11.に・部j致il.t人の|史.'i的， {H判的制)r.のための現状問怖とは令然反対であ

りまして.令公共の現実生活の11.I+11 NI進こそ I~I' ・ の tU~i.. 11 的なのであります口 特に京都

の制光・wtの .:mとして岐も深刻に;:"}，舷さるべさ IBl!Lf!でありまして・

本87r J;tft'lil!Jの胤致保イflm題 都 dilBj地 1I{1fIl2q:1 ())J p.139 

本88J;tXIIIIII tJTUa 1I{1干U2 11二6)JI1I1 

本89dj街地住築物iiのx観地[ズにi則する{也の条文は以ドの泊りである

第136条 地Ji_k'lν、美観地Iベニu:ルill築物ニシ テf:JJ;~ ノ j孔放ヲソi シ i.h筒ノ体1lヲ似ス

ト認メルトキノ、Jtノ除卸，改修. Jl:ノ他必'e:ナル/1'， i?iヲ命スルコトヲf!}

第137条 地庁長'白ハ美観地Iベ内ニlli築スル也築物ノ必;阿ニi則スル投;:1・ニシテ環境ノ風

致ヲ :IJシx，、{封筒ノ体裁ヲぢiスルト認メルトキノ、 JI_.ノ，改訂・ノ変史ヲ命スルコトヲ得

第138条 地h長引ハ美観上必要アルト認メルトキハ先制地|ベ内ニ "Aノiえ域ヲ指定シ

J t.ノ lベ域内ノ建築物ノ I~~ サ.軒r~:JXハ外明ノ材料及 i:色ヲ指定スルコトヲ符

第139条 地 }i長行ハ HU-=.条ノ J丹市Xハ指定ニシテ ft，~~ナリト i辺ムル*rJiニ|則ンテハ γ

務火山の，:;lfnJヲ受クベシ

本90.lt村徳Aal5r J瓜致地区に就t、て II~ j'，.;li1111と斜地I:U:&Jp. 129 

本91越iWリj 点以の剖)Ili ，; I 1111J !1~ 1 I';i: 、f'JJX; 1 11 

本92 ~l~川鵬心 岐i毒されたる市・都と H.の復興 住築と ~I 会 大IFI2"1=10Jj¥;，佐藤功

加，[Jの史観に就て ill築と社会 大1112"1 12)-1り

本93()ト*-子ll'11rli及ひ地域足観保全事IJJJtの}正 I;~ 過仏!と l;t Ml思 i~J に i則する研究 J p. 29 1978 

会1<: 1坂 ~j~:郎，副会長 本多静 六他ず;， JllliJ ~ 1 () r;， '，:i~'訪問中 ・1 名

本94Jl.i.t:q;¥司1:k ，J也岐;え観のid'u叫に|刻する研究 p，85他 1970 

本95足.ii'，;c 1人 uiJ掲 l't p.88 

牢刈96都f市1打f，J:川|十iド向Ifl由刈fI何l時， !胤4以L 3以J~ 地/んJ 委 iμi 会 3点反dぷ{に舵ける郁1市ff"tバ川'Jバ山，'1

抑 I市lì川川f川印|ド問!日川lJ~組a 会:議義総会 研究報告p.427 

牢97~c;~.脇柿他紙 ・現代建業用 JE録 p. 203 昭和53"g

本98 I~・5111 J;::・r~;(XIl ltiの都 dJ 環境とその改丹策に就いて i 第 ・1 1111全It1l/sdi問題総会(東京J

研究報公 RN 干119~1: p.28 

本99J;t仰di役川 ，J;UiIl r!J I政史 Jp.723--724 II(H1I1611 

川00J;rXI! 11)役所 liij船内 p. 669 

判o1 fts d ji;J-llhf地 )j安H会職U * JJt . NI 1，.~川 ， r拡. I~P 1凶12，愛知， :: ir~. 自主日1.，J;{都 2，
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大阪 3. r( N~ 1也ん n ifì体肱 l~ 点 !~ i t 摘 7!~ . ，;t lili !(.J ' ，;t r.li ，1. r'll J I， 側鮮総HJ白.

大辿 大学そのi也 .!~u.~， kJfrh長.Il光協会

判02 H 本U! ml品公立mと社会開干1115~1' 5JJI;. &1I!l， ~ 

判03f.Ji 1， Hよ (火阪市/iI)1 fj部建設課長) 削 ， h 丈~悠 ill君主と H会 u:nIl151t: o H ~; 

p.27 

本 10・~ J;t!Jj; di史悩さん1fTr ，11政史料 1，1 ボ都，b総介.:I'llbjの変選史 " .制 ~ p. 39~50 

川05J;( lili di ~~ ~H妨 J.J r J;i都市会史 p. 250， J;Um~fi 11B u{{和5711 ~ 8 n 1711 i・J'r 雌|刑事業のこ

ろ

川06，;t r.l1 rldl!.& I，J小史 旭次行政のあゆみ p. 255 

川07 J;~ lfIi ，11会・J.務)，J ，;t Jm rli会史 p.235-238 

判08参Jj 第 l条 この 1111t は ~;t 都 rlJ が 11ト叫 において. Iリlびなj品先と僚史的，文化('(J.

x. I'f.J (I(Jに，[.裂な地仰をイiーすることにかんかみて. 111際文化の向上を凶り Ilt界恒久平手11

のJ111:tl.lの法成に資するとともに.文化観光資i/，S!の維持IJIJ先此ひ文化観光施設の整

部jiによってわかI~ の経済復興に寄与するため， l'iJ 111 をIq際文化観光都市として建設す

ることを "1的とする

川09このU1則. ，日i述のJム品.長崎のほか別府.伊東.熱j(，}，械HE. ドI1J '・松i[. ;'i Ji. 松

111，村)1・iJ{でも特別法が施行された

判 10J;UiIi m~制さんJ~f ， J;t都 di総合一II，bjの変造史 JI二制p.65 

判 11J;( liIi 11.1際文化観光m>dí住戊審議会ill~支部会資料 H 対 ( 1IIHII261r)

判 12，;t r.J1 rlJ 介 11111L幹 夫副地以調査報告l't p.154，p.169 1I({fu3911:7)j 

本113J;dHl 的lili，11 ，，1・11111ぷ 資 料 風 致 の維持附平1128117)J より

本1141I({fIl2511 3)J 1811開催の都，H，it ~llj 点部地ん委 .d 会ぷ・J.鉱によれば.戦争中の山林伐訴

IllImト100lllf~" ij没後は年に 150IDr~:;の伐採か銑 L 、ているとパう

判 15以倒的都市:ili1klぷ資料 j且致の維持 IIN平1128il'.7JJ より

判 16 この特別l 地 Ix は附干1I ~511' の示都，11 風主主地Ix 条例の制定まで作絞した

判 17J;t lili di liIi ，11 ，; I'I[TII J，J ，; 1・向誕地域係i三 (i取松樹 IJ~i 都 rliの抑，1i.:1'Ilhj J;t都dJ統J情報

1961 1) Jりp.8 

本118京都市風説地1>0見JlIJ(昭和3111: 1 1 J J 1 11 胤lIiJ第66り〉

本119D{{f1l32 W 761 fト昭和371ド 1 153 {'I:， O{{ 和 4311 ~ 178・1件以都市資料

判20 r '，':i世的な行政ではますいのでj民放相談宇というものをj民投球の'11にこしらえて迎に

2 )正. 2 人の先生にお膨れ、し.ぬ L される人の +I1 i;~にの勺ているわけである 日{1

fll38 q・あ61"II!1i.t放帯品会における今川"Ii，h .;1"111，川氏のた.，

判21 '1 1 山 ì'~ )瓜主主地|メの現状 公|剖緑地~ 1966 vo127 no. 3.4 p.78 

川22J;t liIi )(J Ji合 以倒的品会史 (Br{f112011-3011:) p.176-180 

判23J;t拙rlJillぷ).J小史 ill，&行政のあゆみ p. 101， p. 1.12 
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*124 点J;tli1l史観地Ix.:条例 (案) 指呼~it 'Ihj JJr. U{{ f112 8 11: 12 J:J 1 4 11 

川25大阪rh総合.;1・l出j'，J • ill ~ /;J 大阪，hにおける X:ML地[;札制のあり jjについて 1974. 10 

はじめにより

判26 J;(都('1際え化観光都市住~!ì，;Ii判定制地lく条例 Ci:)}抗 I;欠本 昭和33年2H151l 

H 

判27J;t1I1I，h-史制さん所 ，点都市総介，;1・両の変造史 lド制 p.l ..... 

本128J;um di史tJ，iさん所 点都di総合1ftLlhJーの変i謡史 lド制 p. 13 

本129J;( r.J1 ddHl ，11 ，;1 IIJlj '，d都 di泣観部都市;;:制ぷ似{長資料

判30JfI1 dJ及品先行1I会資料 美資 10 II{{和36"1 7 J:J 1 11 JjLイl

料31;;Ufs，1I会議'11-録 上 p.825ド段 ( II{{和351ト)

判32);(抑，11都，b，[ 1-llhj J.ij ，; l' 1剖よ東 京都市の"IidJ;;卜Ilh;1 -J;t Jis 'b統計的報 II{{和36年 1) Jリ

判33 ill染史家の|則野克氏はすでに昭和 3311二に文化 llf とその~岐を守るための美観地|メの 15

えんを従来している すなわち， 文化財の・1((;I':~伎の環境保令のためには美観地{x

の指定が文化財を核として適用されることがもっとも適切であると思われる そ

れは文化財とその周辺環境を合めて.それらにふさわしい夫的環境の造・成ということ

である たとえば京都の点111 -{iiや応部御所の付近{ま.文化財からみた美観地lスであ

る lと心している 建築雑除去、 昭如33il ~ 1 J Jり

判34この時JtlJ. luJ依の JZえ方が昭和3611:12 J Jに点抑 r!J 合 I'''I~が先行した r IIJ際文化観光都

rhの命題の，GE味 という小 II~ (-の rflてもみ切されている p.40-(3)点都らしさの保

有j)法 デザイン ・ポリシー

判35抑，11夫調合部会資料 :s資28 D{i和37W12)J1911十j

判36 (JI.Htl法人)現境文化研究所 l環境文化釦50:; 附史的IIIJ、IPみの総点検 ( IIf{不n5611'

3)J党h)I~r収の座談会 地方行政と町、ifiみ・ IIIJづくり における大同闘太郎氏(判

時以抑，11::lirf11 /，J風致課長)の発(.}' p. 198 

判37なお. [I，J U . .， JgJに点都で開催された f第10 [111 U "" t.'s dJ・学会大会 (B{{和381rc_5JJ18~ 19 

11 )でぶ都rli合両主幹布袋点、ド氏は I);C都 diのI.t.l境保{r.と新しい建造物との調和につ

いて a と題して発表を行っている この'11で氏は"環境保ιiメ域と美観造成区域を

lリj町にする"とし.美観地Iベ設定を惣定したJ命を /.1~VijしてLる 環境保存{ベ岐につい

ては"保(lを i:とするlベ域はイ凶の脱制をつよめ.このい域については同家的見地か

勺，これまでィ、 uJ能制された補償または 11 い取り~，IJ山手も取り入れるべきた"と辿べ.

後の l'i!Jil rl、を思わせる提案をhっている

判38J;t郁 dl会 事務}IJ J;f都市議会!と p.460 

判39川!日対!}人 工;制地IX:をめぐる"白問題 J;i仰の均介 (111:(.制地似品介とまちづくり構;tlO

ill宅島矧 J Bf{干11451f10Jlリ p. 704 

判40J;t 都，!J役ド~r J;( 都都市日I-u由i慨~ 1I{{fU) ~ 11 ~ tI J j p. :32 
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叫 41 fJrH!~ 196.1 4JJ ~J なお.応大阿山研究本は 奈良，;firhj (-~fT ill築 1965 10 

)}け }も1t.ムしてレる

判 42 fJr 也容~ 1967 7)Pj 

川43 J;~ f.li.11 r ';l都市長則問先，.1'1曲i主

川.)4 J;l r.ti ，Ii ，;I-llhj J"j ，;t m> ，b r.ti ，Ij軸，jl-u曲j研究秘仏内

功:1 ，15制 1Ufr UH 1991 5 J j 16111・Jけ

:j: 146 IIIJ 1 

川 ，171 fli 佳境 1961 3Jj~; 

ホ1，18f)ト*干 flili rli J::えび地域 lj:在ll.1足令;"IJ伎のJJ(1;;] j品f'，'と;;:I制。''!!.i*JJに|則する研究 197811'2)J 

;;t ' ~JJ.，~i首下 その 1: ~;~ liBタワー論争 p. 63--85 

本1，19h'j Jj( .11¥.1'1. 3 0 1[:のIlJを経たノト. ~;t miタワーはエッフ ιル併になり似たか!? ねっ

とわーく )Iir.ti1993 IJj~} p.17--34 

判 50 ~;t lili出会・j付加I，J ，-j(都rh議会史 Jp. 466 --467 

什51Jit r.li ，lj~': 'J.th 1，-J ' ，j(都 rti.!会史 Jp.464-466 

判52I向山タ1I'. Y.í~，と的と rliのは存と開発 点加を'11心として

が.illi動 1971p.61 

叶 53点目1;rlr文化似克J，J 名勝些ケ問 現地税仙・J.'%:; W ~';- i'i p.3 

判5，1点都市会:J正妨J.J J~l 都 rlJ;薬会史 p.469--470 

叶55 lI {ffll ， 1111 ~ 3 )j 8 I J ll~ 会決算委u 会ふ鉱第 7 ¥; p. 9 --15 

判 56，;t XU rlJ ~~:J t 妨 I，J ，示都，tJ議会史 p.474 

本157 IIrHlll l 11 ~ 2)"] 25 11 1司会挫戊委H会.J(s-Hfi(j ¥; p. 1 1 --14 

判58J;t Xl1 rld.!!.&J，J ill.&行政のあ ゆみ II{{平115811 P. 115 

川59I'::J山北 二I1 Lf際文化観 光都rliJ;t Xli における ill.& と 1~ イf の 刈作

(1965) IJP;→ P.81 

判60，;i r.tI rli 公小 f~J，J I Ji都市議会史 p.491 

文化遺産の危機と j~

高1Ir!Ji1lJ題 II:{和4011=

*161断史的J!tL審議 会容IP第 2¥;- O{{和4111・，7Jj611) r.・特別保存地|メ内における行為

については.原則的に品川のとおり厳しく胤;I，1Jすることが中ましく.おおむね以来は

11・叫1であると認められるが.地iぇ内'r'HH:i'にとって必要やむを{!Jないと認められ

るlil小限の(i't.) については~~: 111すべきである("-)5えられる 往々省都市J，J先

i J J!f史的風 1'.事議会 昭和45fド3)J 

本162，;tr.Urlj公*妨I，J ，jt liIi rli議会史 p.499--500 

判63 H{{ 干II.l I11 ~2 n ，;t m> rli IiU ，tUlilblぷ作成 ff正史的胤 1'.は作lメ域 指定泌lり1，件 、この五:ては

-x峨!礼111. 仰 .，Ux"fj.申立l!.". 人以. *111. ~側. t I の 71メ J!~ となっていた tEケ聞は

合まれていな L、c li'J 11の附干1140 -I ~ 7 J-jのr本(村正史的j此 1:I~ {{ 1バJ'Ht-rJE，北京)では怯ケ

|湖|メ 域を合んでいるが. fI.:Iメ 域は{IA+IU止な 4 ていない
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:1:164也B茂首都rhω総務n1:L 'f崎147敏 ，11 liIi i京{rに!りする，;(iI:lJ !u! 公l剖結地昭和14

1(1966) roI27.no.3.4 p.9 

判65 ~i~ 史的風 u足 {rlx_ J去の指定京にl則する忠;見について t(111誌 nttfll41 il:I)J 81J 

判66iti 2 0 liJI点都市風致審議会議事録 p.2 

牢 167 第 IIIIJI~ 史的風 1.審議会誌が鉱 (町向44il'， 1 0 JJ 2 U UlHIO p. 33--3~ 

判68料23:t;.!!(!. 

制69しかし.、'iuJ也必ずiの本 ffとしては .J ').:1 rJから、Y院にJm:fit ，:真tLした 1'.地を I'fびI'H1で

nい J'.けることに対する反発もあ勺たようである 正た I tU1;ケ I;{，!が ~J・必に包まれた

人に，~~ï度され.それに|刊行がI弘行されるとしたら，1 ，打Ijf~~ {nl:とはねI，Jのところ

L'~ l~のまじめな文化財布.yiの刷 L 、に悦#してい 11止をいli: 1こ u前打する道!!だと非難され

るかもしれない と論ずる学，識rrもいた 1向山守11 ，'1 liIi I~ {i .rli，lij (1966 if，冷文)

地域担IIU~命 J Iリi収p.529 --530 

判70 昭和 4211~ 2 )j 111 第 1041nJ JIi抑制rli.ill1hij也H軍説会以下n

判71第51111Ht史的Ji¥1'.寄議会議・IC録 (D:i和42il:5JJ 2911 VI11llD p. G --7. なお.この弘前につ

いては往々rumdd，J総務課長 野崎i，'j敏 11， liIi f~ 釘に|泊する，:nIHJ lli.i 公同u地

n({干11.11( 1966) ¥'0127.00.3.4 p.12--13に，;1:述されている

判 72 第 51L'I断史的風上審議会議 ，'J~録 ( 8{{ fll~2il~5 ) J 29111J1l flU p. 9 --1 0 

判73UNt1l4411:.3JJ311J 第 112同点都郎 rlï:汁 IllJj地ん・審議会ぷ~jfH

判 74 人)Il~ b.lt 殺吋it~jUl~如J I，J第 ，1剖!11 ) r ，1， lI1i f~~ (d1~JrJ!I~ 品 ， I制j¥:;第 O¥;- p.50 

料75，;t都府4会 JJl都 市 品 会 史 (U{{干112011:--3011:) p.I7'6--180 

判76ill投riliU dJ J，J総務ぷk 野崎jfj敏 ，'i lill似作に|則する市IIlJ:ffi 

1(1966) vo127. no. 3.4 p.9 

公|点|緑地 II{{干114

判i7).¥ 111 h9 A郎 防そ史的Jit".のi米ι 都 rfiに官Î-P!を lli 築~f[，WIIrnll48年 1)]¥; p.47 

北ひp.46

判78内山タ1I~. f ~王史都 rli・の保存・と!泊先 )ji r.liを'1'心として

{i辺助 :1971 19i収 p. 65 

判79也J2行部rliI，J総務認長 野崎山敏 ，Ij lill保釘に|叫するJr.IHJ:W 

(1966> ¥'0127. no. 3. 4 p. 10 

文化泣応;の危機と 1~

公同紋i也 HH 干1I ~1

判 80 第 111 1111伍史的風1.:審議会議・J~U ( D{HII~4~1二 10J j 2111)IJ HK> p. 3J.えびp.6 

叫81J;t lis ，h ，:1 Ilhj J.J 11 ホト防人 J;t却，hにおける.-'， r.1i1~ {i lJi業の現状と~題 都 rli，ili，hj 
1副 会 幻ir.1;rli 1986.4 p.17 
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第1章 中間における歴史都市の保イ字

概要 査を行った。

アジアの大国中国は約13億人の人[J:を抱え.

現代化と経済発展に懸命である。その中で何

千年にもわたる文化的蓄積に基づく都市の倒

性が失われがちとなっている。特に同家や省

の文化財に指定された文物以外の市，県級の

指定文化財，また文化財に指定されていない

民居や歴史的まちなみについては保全施策は

十分でない。かつてわが国は急激な近代化に

よって多くの文化遺産や都市の歴史的個性を

失い.今あらためてこれらの保全.再生に努

力しているが，隣国中国においては他のアジ

ア諸国と同様，近代化・経済発展と歴史的個

性の保全，再生を同時に実現しなければなら

ない課題に直面している。

筆者は1988年秋に「京都・西安都市計画交

流団」の一員として京都市より西安に派遣さ

れ.西安と京都の都市計阿の経験交流と西安

市の都市景観の現況調査にあたるとともに，

北京市.上海市における歴史都市の保全の努

力についてヒヤリングや実態調査を試みた。

また，同時に京都芸術短大の大西国太郎教授

を代表とする「都市景観計画研究会Jに参加

し.西安市の都市景観の保全について，西安

市都市計画局のスタッフや西安治金建築学院

等西安にある大学の研究者との共同研究に加

わってきた。

この日中共同研究は何次にもわたる相互訪

問と実地調査を車ねてきた叫が.事者は再び

1992年末から1993年初にかけて西安での現地

調査に加わると共に，単独で格陽.開封，鄭

外|の歴史都市についてもヒヤリングや実態調
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本車は 1:認の中国における都市景観の保全

と整備についてその現状と課題を検討したも

のであるが.第1節では中同全体の動向につ

いてまとめ，第2節以降で西安等個別の都市

について記述している。

第 1節 中同の歴史文化名城都市の保全

1 -1都市計画制度の発展と景観施策

中国の都市建設のあゆみは大きく Sって次

の3期に分けられよう。

①新中国の成立から文化革命前まで

1949'"'-'1966 

②文化革命中 1966'"'-'1976 

③文化革命以後今日まで 1976'"'-' 

まず①についてみてみよう。

中国では]930年に梁思成氏らにより「中国

営造学社」が組織されて以来，近代的な手法

により活発に建築史関係の調査.研究が進め

られ.歴史的建物の保存が議論され始めた。

そして， 1949年はじめの解放直前，人民解般

軍司令部は梁氏を招き，保存すべき建物の全

国的なリストの作成を要請した。戦火により

喧箆な文化財が失われるのを防ぐため.前も

って部隊に注意を促すためである本2。

建同後 I中凶政府はすぐさま都市の計画・

管理機摘を設置し，都市建設を強βに進めた。

とりわけ， Jl953年から始まる第 皐次5カ年計

両中，各地で じ業地区の建設を進め.これと

都市建設を結び付け.大規模に展開した。

このような急激な建設期にあっては.社会

主義建設にふさわしい建築微式が模索された。



その第・は角事政以前からの歴史的建築のデザ

インを取り入れた役山陣式であった本3。基均:t

A立身.勾配hHUの伝統的な陣式をまとったil¥

~が多く ill設された。 北京については.後述

のように t a:I史的文化遺産を保存する立場か

ら新げ仰の行政qJ心は郊外に建設すべしと J

う強いぷ見もあ吋た。

しかし，第・政5 カ年;11・ ~TJj の始まった巧 11与.

J~j)'(党中央は「火川1f1:. 経済性，そしてロI能

な条例・のもとで:史観にrt:.広する料。 Jという.

相Srbill，没のJよ ~1J;(l!IJを示していた。急速にか

っ強1'，1な社会);.溢l刊を建設するにあたっては.

節約が節 t ・であることを明確にしたわけであ

る

1!)56{Fに公布された f都市計画編制の臨時

脱lJIJIでli. ..都市建設に工業と交通運輸業

との組み合わせを惜接させるものとする。"

としており.都市の歴史性や京観への配慮は

まだ見られな L、。こうした中で.復古様式は

~t~にl瓜する. N.IJ}f形式の曲解であるとし.

また， III~Sdj の保存は実際的ではないとの批

判が刈まった。

• )]. 195:l{F以降'11同はソ述技術陣の全面

的暖助を受けたため.ソ連織式の建築が各地

でillてられ. 1 960t.1・代前半までその影響が強

く残ったが.やがてその平面や立面の単調さ

や公式件への疑問が批判となって現れた。そ

して1950{1代末にli. ~大蹴進j のスローガ

ンのもと. " '11 f!ilの社会主義の建築の新しい

風怖を創造すべし寧5" とする主張が強くなっ

た。こうして復古院議.形式主義が批判され

る"1で.阪史的以観にがjする関心も薄れてい

ったようだ。

次に.②の文化都命即lは新中同で紘も l府JA~

の時代と ifわれ.都tlJil!設は激しい破壊とや;，
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滞を経験した。この時期.都市と段村の絡~

を急速になくすため小都tliの発展にかをいれ.

小工場を全1Mいたる，;rに建設した。大都有で

はill設が停滞し.多くの都市民が鹿山村に F

放され.話;)Jがそがれた。文革中.文化財は

"凶 111"の・つとされ.多くの寺院や良市な

文化財が破掛や副首Jを受けた牢6。北京の旧都

城も文市"1にほとんど破壊され.道路と地ド

鉄がその跡地に辿設された。

③は文，1tによって受けた破岐を回復し，新

たな発rJl<をめざしてf.sdJ，1I-11州法制を整備し，

都tl1対観対箆も合めた新しい都市計画を進め

ている時期である。

1978{1~. 中 I~共産党は 4 つの現代化建設方

針を打ち出し.都市建設についても同年.全

(Jil第3次都市r:作有会議， 1980年には全国都

市企両 1:什会議などを開催して都市建設の基

本ん針を|吋めた。可時の同家基本建設委員会

減rH建設)，，)H引ι都市JI両の点針・原則と

して.大都rfiの脱肢の抑制と小都市の積極的

ill，没.~境の保護.戦争と災宮への備え，勤

勉と節約. 1'1))挺IEなどを挙げている判。勤

勉と節約の瓜では「尖用性，経済性，できる

範聞での史観への注怠Jと. 1953年の共産党

のん針を繰り返すとともに，再開発にあたっ

ては大規段な取り域し.早すぎる取り掛しを

避け.笹j(メーの維持と改善に注志を払うよう述

べている牢8。ここでも節約と資源の有効利用

をm制しているわけである。都市長観につい

ては.併線道路沿いの公共建築は建築線によ

り後退し.bf観を保持すべしとしているのみ

である。

1同務院は1!J8011~ r都市計画の編制，認可の

臨時脱WJJを公令するとともに1984年には

「仰 r!J規制条例jを公布した。これらと前後

........ ー

して rJhl境保纏法J.r 1:地収用条例j害関

係法令を制定するとともに.都市規副投J十研

究院をi没tnするなど.調ft.研究体制の確立

lこ努めている 。 また全I~で 「 都市焼却j柑J の

策定が進められ. 1984{P!tに全国の226の剖I，H.

sα)の県が光 fしている。これは全I討のrfjの総

数の78%. り，~の:~8%にあたるという。

このような新たな都市計両法制の幣耐f.総

合:n[rlrjの集定の'1'で注目されるのは.これま

での11:宅.泊路， 1:業地区の鞍備などの開発

をm制するだけでなく.照史文化遺産のi巣過

や都市民般の保全・創造にも関心が向けられ

るようになったことである。

1982{F， [~務院は歴史文化名城郡市の保護

を決定し. 1983{f~から丙安.裕陽.厳州.量{~

興， U，I問符j後史都，Iiの指定を始めた。同年10

)Jには"'1.Nill築学会の都市計l命a.建築史.is

築論等5学術委11会が合同して「中小j歴史文

化名城保護Jを主題に歴史都市のーつである

掛州で学術研究会を開催し，政府への建議1~

を発点している。また， 1984年に制定された

都rli脱却条例のrflで雌史文化名域都市や熊史

的桂1(.>(の保設を{屯hVtづけた。すなわち. [tiJ条

例第 16条では..限史的.文化的な名都市

のjf・Fhiは，相S，11の優秀な歴史文化の特徴と伝

統的な風絡を続けて発抑する。かっ.確定さ

れた保護地域の肢史広義.文化芸術と科学的

な価(t(iに従って.保護院とかなりの範聞の他

殺の支配地仰を確定し.保護する計画と姑沼

を ajlJ~する。それを都市総体計画の重要な内

科とする。"と述べている。これを受けて各

都市の総合iIl' Iflljの'11に惟史的文化遺産と公観

の保護が慌り込まれ.保イ{と開発の調和が泊

求されている。そして.後述のように北ぷ.

1:海.凶1(，消防など多くの都市で実際の努
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)Jがあ2けらt1.ている。

1 -2 fJ匝史文化名城」の指定と展開

阪史文化名城jは.前述のように.開発

中心の都市社削の反省から. t認な歴史都市

について，その1tF.史的文物や街臥の保存を図

るためLriI拘院が指定するものである。 1983"1・.

州安符から指定が船主り.第 lf司は24都fli.

m 2[111は消却Sdiが指定され，尉千Eでは62却Idi 

iこσ)1:1"..).r~、る。

1< 1-1 -1 " '1~ Itf史文化名城都rh-覧

62却S，ti 

Jt ;;( Jß:~~ 大[u1

ivi J;{ .il:州 掛州

fjL州 品目興 泉州

;;t徳島I rJlI ，;!. 洛陽

U1!H r[陵 長沙

広州 fH林 成都

道義 品l列 大珂1

ラサ 内'li. 延安

Ufu ぷ~I! 滞陽

式決 l?llJ 屯鹿

保ki: 、!ι温 呼和浩特(7片付オトオ)

ftltI: 常熱 徐州

Xt:t< ， ~，披 aML 

).;県 宅州 オ負州

inm 1近隣 南陽

尚印 lJ(焚 潮州

l均'f' 't'(資 白日

3点迫 鹿j'[ 韓域

倫林 武威 張披

su川 時什(カシ1カ'ル) 福州

111取J!IJ 成防



この歴史文化名城郡山について丙安市部，ti

rrl ' ~!Jjf"Jでのヒヤリング等をもとに次にまとめ

てみる。

}候史文化名城都，hの指定の具体的日開とし

ては以下のことが本げられる。

まず第 1は占部の保有+そのものである。そ

れは，

① ifi~な文化財の保存

②古い筏の保イ('，民附の保存

③ r'_i~Sの j候史的防治の保ι

④古い述築隊式の保存

これらを通じて市部のls築の風貌.都市民

観の風貌，風民の風貌たる「古都風貌jを守

るのである。

第2は民族的な胤貌.地点の特色. I時代の

制神などで構成される「地ノjの風格Jを守る

ことである。

第3は占都風貌の保存と占都新貌の創造を

凶り.相互の調和を進めることである。

歴史文化名域都，11の指定条件としては.お

よそ以下のとおりである。

①1840年(削J¥'戦争)以前の都市であるこ

と-1:泌は・部指定(川沿L、)

@文化財の質とはが引越していること

@革命歴史上の ifi~地であること

例延安.南日.遊説

長征中に毛沢*のlbi(.'~ {改が決定されたPlr

@[吋における政治.続済.文化の歴史上の

{空間と知名肢があること

これまでは草案により指定してきたが.m
イf.，指定の桜拠となる法fItを作成中であると

Jう。また. このj併以:立化:fl城都市に指定さ

れると総体計仰iをIIijに挺111し，}f<認を受ける

ことになるが. 1刊はJザ史文化名域都市のctげが
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のため，以下のことについて錠案している。

すなわち，

-汚染ユ;業の祭11:.

.観光事業の発JJJJ:， 

.道路-Ji}途の変民1

.建物高さの制限.

.建築様式の分iメ.

.古い道の保存

・文物のctげが など

そして.凶から歴史文化名城都市の整備に

ついて種々の補助がある。たとえば.

・工場等の移転に代持地

-絶対保存.atAには凶から補助

例一博物館，兵I則的.暢貨妃関述追

防等の保存，修Ell等には[卦から大部分

の補助がある。たとえばー西安城壁の

修復には同補助1.5悩元，省補助 0，5儲

元があったo

-古都の風俗.風料などの保存.復活

・都市基盤施設 一同から多くの補助

例-I(~速道路.飛行場.上 ・ 下水道.

ガス等

-観光客用尚山地投

ショ y ピング，娯楽施設

西安の例一飛行場跡地 西市山時

代の同際マーケット復元計画がある。

}悟史文化名城都l↑iの指定以米各都市で復元

・整備に取り組まれているが.特に積極的な

j歴史文化名城都市は.内安.北京. 上海.格

隙などである。これらについては第2節以下

でぶ述する。

成陽は.埋蔵文化財が多く.その調査，保

存と新成陽建設を進めている。また.岡林郁

rfi抗州では丙湖を中心に風j止と岡林の保存に

取り組んでいる。

これら歴史文化名城部rljでは， fM史地lメ.

の保護のノi策などについて正いに研究するた

め，市長らが1ij{j: 1 I!'I研究会を聞いている。

1983年に内安rliから始ま ったこの会合は これ

までに擁州.曲!;!.. i t:隙などで開催されてい

る。また，建築学会などでも関心が臼まり.

前述のとおり 1983{I:に"，小の歴史文化名域都

市の保護について辿議をしたのを始め， 1986 

11:にはラサにおいて断史文化名城保護をド題

とする学術検討会が閲俄されている牢10。

rlJ ill投史や歴史文化名城都市の保全理論及び

保全技術について数週IIIJにわたって講義と:J!

1仰を市ねるもので. このコースを修 fしない

と伺S，Ii ri 1-phj J.3長叩の I~U級幹部には封絡できな

い )J~ にな っ ている 。 このコ ー スについて同際

辿合地域開発センタ ー (名山iM)に協)J依頼

あり， 1992~こ より抑帥派.iI1が始まっている 。

また. 1993~F よりこのコース参加去のlI :本で

の研修も始ま った判l。

また.中凶~設部(雄投行)は上海の101済

大学に歴史文化名域部，Iiの，Ij政府幹部の研修

を委託している。この研修コースは中凶の都

このように， I川崎では政府.都市.学会そ

れぞれの立場でj読史文化遺政や歴史的民観に

対する関心が急速にIfaまり.これに関する施

最も拡大.発展しつつある。

凶ト2-1rt同のj高史文化名域都市の分布(l: ~都市)

*i1! i J~j I.~ t~ 
奴妓 ・..lt京 . / 

諮問
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・武級銀Jtl J〈lql・・.p v 

. -・4食品 t:.:定 、ノヘマ
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第 2節」じ J;i

北ぷは80()~Fにわた っ て 5 つの王朝の片都と

な勺た舵史都市である。 と同時に約13億人の

" '情人民共和INの廿都であり， 1000万人市民

の'1:訴する大都市である。 ここでは行部とし

て， J児代の大都市としての機能を果たしなが

ら雌史都市の胤絡を緋11<.発民させねばなら

たいと tT うiIt~、，組組がある 。

北J;(における以観保全の努力については.

北山，Ii城市脱創設計研究院において同分K詳

細l脱副市1:任 !'((光旅氏(尚級住築師)らの

にヤリングと文献及び別地調告により以ドの

とおりまとめた。

2 -1 解政後のまちづくりと文物保護

~史剖Sdi北J;fの文物市跡の保護については.

前政以前から間立与れ， "I(は北京の重要市i1!

換の{、'!.lrl等をあらかじめ調査し.戦火による

破h提唱(~Jj ぐ t:~i目をと「た。解放後はさっそく

文化.ì1't ltnの修川や避'，1:針投位などの~Jj災設備

の体制I1に.nrしf・0 と日う本12。

ls 1]1 II，} ，北山の似Jrtづけや都市建設につい

て指導附の"，で激しい論滋があった。 ・つは

11:1城内に円，.f，lSの行政"，心を設けるべしと百う

立凡であり，つめは著名な建築史家.梁J忠

成氏に代ぷされる，北京の内郊に新行政セン

ターを辿放し， 111域内は悶物館.記念文物iメa

として似(r:すべしと Jう;む見であった本13。し

かし.、当時の乏しい財政)J，生産J)とJう条

件ドでは後おのな見は'ンヒ.際的でないとして.

195:i"':に111域の改造をする引に決定した。

だが， ~tJ;{の仏統的な空間構成と隊式( ~ 

柿式.. )を条件の杵す純聞で守っていこうと

する弘織は作航した。総合計 Itujでは.仏'統的

な伺1，Ii紬.井船11状道路網の保ιが凶られて

-228 

l: た。たとえば1!~58"f~ . 天安門広場 (40ha)

を改造するにあたって.伝統的な卓越紬と厳

棉な対称性を維持することが計酬の前提とさ

れた。般討， iE防I"J，天安門広場の中心を通

り.北京川城を IH~tに n く '~l 軸線を保持し，

仏・場の111.j側に人民大会常と革命史博物館を対

称的に配rn.している本14。また， この時1t，準門

を除.41しliiJIlfj減楼と術機が残される事になっ

た。これに， 1 !)64t，，~ から長女街が天安門前を

通る点凶~，h として恥i80mで整備された。ただ，

このU~・桂jの拡恥i験制1íは， ~j:厳，淀鹿.現代

化をも 1]保としており.治道の建物尚さを30

........40mまで併すなど.歴史的空間に対する配

l0.に欠けていると Jう立見もある。

北山のj伍史的di街地を閥むIU城の存廃につ

いては広範な議論が起こ 3た。全面保存.部

分tf-{{. 全l削除却等について.利用 nJ能性も

合めて検討が加えられた。たとえば，保存す

べしと g?うな場からは.その庶史的文化的価

{1ftのほか，岐川が新IrJ，"街地の隔離借となる

こと.減I"Jがdi内外の交通のコントロールポ

イントとなること， I日城が環濠とともに環状

立体公凶として牧師!できることなどが主張さ

れた判5。

しかし，文化大革命の初期. 60年代の'11期

に原状地ド鉄と原状道路の建設により内城延

長20.1km. 外減延長11.3km，16の城門のほと

んどすべてが除却された。残されたのは正陽

門域機.前IIfJ，*1お城f今戸j機.徳勝門前接の

4つだけである。 このIfl城の除却については

今でも雌史抑，Ii北点の棉j，.J，風貌を大きく破

縦したとしてlx.tt'するJlJは大きい。文化大革

命時には.そのほか多くの遺跡や寺院が似つ

必........_

けられた。たとえば， (1 峰 、子山門が境され，

新しい姐物がlsてられた。また.天1宗寺の.t)，$

のそばに180mの高さの煙突が建てられた。 ，ij

出築の!敵地の'1.1にさえ工場その他多くの新建

築が建てられた牢160

間2・1-1葉忠成氏提案による新行政中心と 111

城 19.1!J!) (北京，ill;没史¥'f制集委員会話1f，illl同

2-2伺Idi総合，;1'lllJjと歴史名城保護劇団j

さて.破桜と混乱の文晴朗iはすぎても肢史

的文物の川辺環境や都巾泉観を保全するため

のill築脱制がなかったため.北京では山肘ピ

ルが次第に多くなり .J帳史剖I"iの宅間的特色

をU11fしていった。立市を乗り越えた政府は

1979{1 ~ ， ri~~~，改革.戦頓J の新しい指導

)i針を打ち111し.打都建設についても 4つの

新しい指針を示した。これに基づいて， ~tJ;( 

で11新しい総合計ゆi策定に若手し.その案は

198~-!{P)J， llil務院の批准を得た。この間198

2{1~には r J悦史名減保讃規副 j の作成に右手し.

何年IN務院より rJ悟史文化名域都市jの指定

を受けている本17。

この総介i~lïllrj では， ~t ;icの斤都機能の光尖.

m境tlXi'l'y，郊外市街地の調和的発展等の誕地

とともに，}1f.史文化名城伺I，liとしての文化財

-22!j-

の{民ιとむ'.統風説の保全の必要性も強調して

いる 。 ここでは，

a. ，'iill換の保謎ぬ附の決定一服史遺跡の

4 つの~(t:リスト ( 白域.天地等 )

b.新肥築の向さ脱制ー既成，H街地での新

出築の叫人祭11:，I匂府住宅建設の般し

い規制 r 粁j舟性と保護の必要性の調幣

C. 新札!~・のデザイン誘碍 ・ 民族性の体J:Jl

と別代化の説的の調幣

tFのi球泌を挙げている判8。

'必隙，111誠内(G2krrf ，人仁1l70JJ人)のこれ

までの変化は若し L、。解)1J.後の30年の建設の

'1'で111城内の他物延べ床1向i制は1700}jrrfから

32(0); rrfと約2i自に.1f?).n1し.そのうち新建築

が213を [.'jめるようにな っ た 。 解政後40{1~では

2200}j rrfの新辿;没がなされたが.M:近では"1:

に1OOOjj rrfのiE，没が進められている。従米の

ill投は11:1域内においても宅関地の開発が 1::で

あ勺たが.以近はそのや閑地の払底により.

スクラ 1/アンドピルドの Ilj開発が多くなっ

てきた。IIU域内は人[1過惰(111城内ではlhaあ

たり500.......fj()O人の過栴{I:似.が存在する。また

JtJX ，Ii内の{1:宅附~I!t':lí数は胤在もなお全 Ilt

tiF数の1/4を[，iめ.その手数が川域内の破!日間

合院I:MtI:している )で.その解決をめざ

して間作院(J:!ちゃ断史的向山街等をどんどん

破興して多〈の，，':jW1アパー トを建設してきた

( '11低肝による，I}開発では住民の40%以上

が移住せねばならないと Jう)。また.合弁

ホテルやオフィスも続々とli!てられた。

故?;fやメ:刷2Fの抗裂なj悟史的社t物の保護は

なされてきたが川辺1M境は守られなかった。

1 !)501， 1 ~代に ~Iじ泌州};‘に何掠もの尚肘建築がij!

てられ， 7()l，ll代にI.tその北に尚肘住宅が述て

られた。その鮎~“ 11.削#~tが"往_t;t"となって



しまった。以)年代に利泌の州lVに少年文化'I':~

がi1!てられ。その11Vさ.脱政.形態がもとの

環境を舷域した。また.紫祭城から点へあま

り離れていない金魚胡IriJに2つの60m級の合弁

のホテルが.ill，没された。この結果.直到な舵

史的ij!築が Ifいに倒立させられてしまった

本19。

こうして数年で200-bR以上の，:':j)¥'1建築が'1'心

地iメ，1-illち.Jtt史的文物やその周辺の政相U:

iu援な地域にもI:・4肘ビルが接近し.あるいは

取り附むという状況が生まれていたわけであ

る。(1刈22-1参照)

凶221伝統内合院. ，̂J IliJと尚肘ピルのスケール比較-il!築学報198812P，:39 ~H誌 r ~t庇

川城分 lメ保護鞍治脱剖 -M.ill築尚度蔚!特有'p終的探 ~f

0，0 
0 口。。
o 0 
o 0 
o 0 
G ロ
o 0 
o 0 

ロ

伐後四会院 2室主流弓iWi尽 i室主流対t:t困

2 3 姥築物のlfbさ脱制

そこで， 汁部規制.tl!，没委u会は198511:6)Jに

ついに川城内の建物尚さの制限集 (~b;(dj Iメ.

建築 I~~ J.皇内郡IJJj案)を決定し.実施した(闘

2-3 1参附)。この尚さ制限は概略. 故%と

その内に隣接する中市泌付近は6"'9m以ド，そ

の川辺は18m. さらにその外縁部は35"'45固と

したもので. これまでの無制限の状態と比べ

ると山部の以観保漣のために市裂な作川をし

た。これは~t点市がぶした主化財保識を 11 的

とする初めてのH体的伽IJJJtである牢20。

しかし.この規制を火-施する'11で

ア ， ，¥':i X1.ill換がIIJ能な地域の範聞が人;きす

Jfる。 -111城のが'j1 /:~が45m地!X，. :mmと

45m地収で約2(3)

イ .tfb さ制限を越える ill~;iI剛を認めるよ

う説明する が業.nが多く，徹底しない

1Mもあった。

ウ.11.bさ制限だけでは民観保全の述成はむ

45米建筑均衡i草 f綱同〉尖来

ずかしい。

ζ となどが切らかになってきた*210

図2-31 1985年の高度規制凶

首光:r~ r紬i制北京旧城臥脱訓幾点体会」

(北}~脱却IJm築1988 2)J lJ'p，16.7} 

く35米一 15米 <18米
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2-4 泉観保令施策の充火

このため北点市、男川はさらに検討を進め.

~観保全施策の充'J起を l渇勺ている。この検討

では，'jt.uの風貌の新本として.都市の椛1&.と

隊式. '11制l線.都Ih~IIIJ.出築の風棉. I剖林

;)<系.文物，~ï建築.伝統的な州合院民家.伝

統尚Ir'ifu. 文化街の 9;:a11を挙げ. 1 ~)87{1ムに

新しい 1，地利用計刷， .njJ直規制計同jを立案し

た。 J:地利用，公共施設，公共緑地.必さ制

限，特訓本のJ~酬を 112000地図で示した本22。

この計pf'jは保存に対する包括的整体保護(

lntegratcd Conservation)と既存位染迫慌

のjJj.rTiJl).都市再開発のコントロールのIII，})J 

を合む。

具体的施策本23としては.第-に尚さ脱制の

強化が挙げられる。 rn点保護Iえでは従米の!加

の制限が6mへと厳しくなった。その周辺地似

の18m地区の大部分も12mへと制限を強化した。

これらの地臥では庭の樹木の冠が低肘住宅の

匝恨の 1:に延び.四合院の民観を守るがにな

るだろう。 1~:5肘ビル IIJ能地域(尚さ 35........45m)

は長交桂IlllJ側と第2環状路の市北治道に脱出

した。

第2にht観軸の設定である。車要な文物相

互や1'fJ;tとなる山などを結ぶ拭観軸(ぷ限定

臨または悦線通道)を，没liZし. このあいだの

建物向さや形態等を厳絡に規制し民観視線

の確保を凶る。旧城の '11心を IÝi~t8kmにわたっ

て民く q'.~h線.祈年殿と蚊楼，鐘楼，徳勝門

等の，内IlJ及び三泌からの眺唱を確保するjJl

観軸などが設定されている

第3はいわゆるまちなみ保存地区の設定で

ある。伝統風貌保護街lメや版史文化街民と，t

われ， 1時務院の歴史文化名城郡市の脱定によ

り指定される。 24カ所がリストア〆プされ.

このうちfLr-期や川I.!lrr-拡などの古跡とJ，;U'i

の内合院(I~宅が雌んでいる ~1賢街，近年泊朝!

陣式などでまちなみを復ji:，税制した.古くか

らの竹.，'[(，1山の町である周R尊厳.大棚欄 • II~笹j

( IIIJ肢のまち)などu1'11カJ肝が指定されてい

る (凶24・・3 参照)。

これらのまちなみ保存地区では道路拡制の

禁止.内合院{l:宅や良好な尚1.';.そして樹木

の保令が|対られ..ill物の新築はその用途I rf:J 

さ.存在iが厳しく制限される。たとえば.ホ

テルやが務所など!uの別加を捌き.結来的に

道路拡制の嵯閃となるJ1J途の新築は厳しく制

限される。また.東門l1!i条 "'1四条までの1

4の街iメ(削ftij}.約150haに及ぶ凹合院{l:宅

地臥についても保全する併としている本24。こ

れらの地収では，文物}"jが保作 ・修郎.にあt.

っている。個人が白己負判で修理する制作も

.tl'，lllj).J .文物品のI}'fuIが必涯とされるが.補

助金の制度はない。

凶24・1 1 !J881r.::の，:'61J!.規制j

市光 ~i r~" 制北京|日減収脱創幾点体会」

(北;;t規制姥築1988 2JJ IJ・p.16.7)

一一 一一~

く35米一 15米く18米・・ i童謡 ~ 
ω
口231-



1，<12・.1-2 IIIMI.>{!;t制止随分ん

";2 4-) (，IJ朝砿式で修;えされ

た用摘廠の町なみ

I司2・.1-:3 111城l'く{ム統風貌似推iJ-rlメ.の分布
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第4は. J IJ途地域制を鞍備し.これに容税

制限と i~ さあIJ~N を組み合わせたことである。

!日途地域は11稲，刊さ制限:16.9.12.18.30.

45.の 6穂，科副本はO.6......，:~ 6までとな「てい

る。これらを適切に巡川し地域特性に合わ

せてil!物 r~.~ さ.脱政.形態.色彩とを的市に

検討し • J，可聞及び古都全般とi澗和を!司ること

をめざしている。

なお.新しい建築物のデザインについて北

j;( ，h減市創剖設計研究院院長 刺般市氏は

「民俗伝統 Ir地)j特色JI [I，J代紛糾リの 3

つの統ーが明要であるが.特に北京の川域地

区では新日!築が古都の整った風貌に協調する

ことが必製であるとしている。紫禁城や四合

院保護地iえの周辺では新建築も伝統.U!3駐機式

に厳格に忠火.でなければならない。その他の

場所では尚さ.容制.形態.色彩をiLな深く

検出Iしながら防造形態は変化させることがで

きると指摘している牢25。

2-5 四合院の保令と住宅地!メの整的

なお.内合院住宅の保全と良好なil二宅地区

の幣備について付Jしておきたい。剥イc床

面闘が~5α))j "ι)j ~;.に及ぶ内合院住宅があるが.

このうちuι倒的があるのは100)jrrf分とばわ

れている。これらの凶合院には多家朕が問問

し "λ;雑院"となり.特に 197611~の山111地位

後は中庭(院子)に"抗，.ll棚"といわれる仮

設小脱が総てられ~雑而1It~院" (雑肘状態

で'1'庇が9.::われている)となっているものが

多数である本260 このため民住民境改丹が急務

となっている。

しかし.これまでの大規棋な再開発は門合

院(t;宅街の特性を生かした進捗的な保存修民

ではなく.人規模な舷桜であった。しかも，

経済的理由もあって.再開発後の住宅は必ず

-2:33-

しもnの向いものではなかった。また.保準

i没，;j'による 6階建てアパートは尚すぎるし.

tl¥測であり.成功していない. もはやこのよ

うな辿集計削はしないと北京市川崎.fi'は記し

ている本270

過怖にな 勺 ている {L1~の一部を移住させ.

保全すべき内合院以外については.ltti.史都tlj

北山の地域'Yl~にかなうとともに{l:民の生活や

経済条件に泊し.近代的な設備や持ち.主た

・定~統的;な材料を使吋た 111低肘の新しい住

宅撤式をつくるべきである，これらのオープ

ンスペースと静けさはヨーロッパ都市の保存

建築物より慣が向いとつった;通論が城市規制

管即¥)"jでなされているという 。

')j. 制 1棋大学の見良調教俊は. 1: ，1t!の議

論を断まえつつも. r r'íい剖~，hの修復ドおけ

る嶋本的ルールは基本的なコミュニティ fmi誌

を保護するために.tl.民が従前の地域に IJj.定

住できることである。.定の人11の+tj.配l月が

・1i;条件ドでは必躍であるがは再定しないが.

北点 di総体~lpl，jJj案のように， 60万人もの人

々を阪史的地域から移動させるといった，汁pl!j

は議論があ拍車であり.賢い*とは忠われな

い。 Jという立場から. 1!l78{1~から北京jfj総

体.nphj)n告やL~ J. Fi 地!~にの，JH略的のあり )jにつ

いて研究してきた。そして19871，1'.から北ぷ市

住宅改良屯の立按を受け. r ~副児r\1J1司」を住

宅淵先と{l:民参加研究の対象に選び.心こで

「新内合院j{]:宅の尖胤に取り創iんできた。

鋪児削IdJは1Ft城地域の北部.時J雛鼓J..B(pq合

院{I:宅の保イj'=地Kに指定されている。)に援

し.北京のq'4ijJ線の・部を措成している地安

門大街から・プロ yクの{世間にある。

幼児胡同の第 l期 IJ$;Rは;;I phj r国積2.090rn'. 

住宅Jj数44Jliを対象としたものであり.街区



内部の良好な阿合院の補修維品をJ十りながら

部分的な0::主改 Pfを進めているものである

牢280

4両児削!日jの{i:宅改 ;:(i:でI，t，.lb;iのー般V河合

院織式は多Ilt':liのJ.1H!:に適吋でないため.が

州や拘;a.s.JA.*の撤式を参宅にし.さまざま

なタイプの新開合院が倹討され. 日間のß'~{民

各J- i のプライパシーの{if~U. q，躍の適切な??i

1:;]づくりて予を総合的に減起させる 2......，3肘の

品本川合院をJ7案している。住民参加により

0;宅組合を組織して住民から資金を集め. IN 

からの支媛と fl1:竹J1Hの)j式をとって完成さ

せたという本初。

このように.北京の本柿的な以観対策はご

くM近始められたばかりであるが，急速に制

度 l而でも戦備されつつあり.保全と開発の J~:~

和をめざす熱，立はひしひしと感じられる。特

に古都においてこのような厳しい白さ制限や

容fl'!allj限. さらにはまちなみ似・存や"新聞合

院"による0:宅開発などが成功するかどうか

極めて興味深い。

阿2.5 ・ 1 幼児相同における"新四合院~ {l;宅の試み 矢良部「北京!日城}rl}t i:民的整治途経j

p.6 (附史城市的保投 与現代化発展北ぷl付際学術討論会会議論文 '90 ) 

酔司~司
写25・1伯児相同の

"新VYイY院"住宅

(両}?;t， r泌氏出影)

!I =1 1" 

理盟島f融畳立1
1mmhbm而 k l 
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第3節阿安

3-1 はじめに

阿安市は中国同北の映"li~のぞ?加で関 '1' 宇

野にあり. Jt は削ノ~. IYJは楽昔i山脈に臨む如

，Iiである。総rflifl'!は9，桁:-!krrf(京都djはli!Ok

nf)と仏・く， 7T(6県の，:Ila行政mi.立から成り

flっている。州安，Iiの総人11は約550}j人. こ

のうち都市部人L1 はが~2:-!OJj 人である。

内i:t("1は1982年. 1財務院より賠史文化れ域

部rliに指定され.現住そのj悟史遺跡やお観の

保全と都iIi改造の調和に努めている。

]974{1~に点都市とムHflU ，Ij盟約を結び.れ

羽iの交流を続けてきたが.特に1988よ旬以都

"iと内:t("jは交圧に fJ;UiU '州安部rfj，11'1111; ~ど

流問Jを派.iiiしあい.五(伺I;fj lill rti.n phj);，)と阿

安，hfrfl ， li脱剖竹理J~j. I"J m築設計院7];の幹部

及び~'J.I"J峨uが都 ItUlï，lIjの経験交流を進めて

内安，1iは岐部6kmの、，r;技遺跡(初期段跳村滋・

遺跡。仰附文化期の代J<遺跡)の成立から数

えて約5000{ll. BCll Ilt紀の山内の都城建投か

ら数えてもすでに31{)(){I!の}世史を持っている。

ここで指.がlirx!.府'1. JHなど 11の E<9Jが興亡

を繰り広げ.都峨としての阪砲も]180{1~に述

する。

rlf!;>(の州市)jにあたるj右ム:ytLの;昌利をはさ

んで内に'，lJの笥，京.jkに特に山代は大部長公

として人11100)j人を起える Ilt持第・の都rliで

あり.内域;をはじめ-*州各地から新しい文化

を求めてあくの人が集まる IN際部rliであ円た。

J.'fの滅亡とともに民支械は掛減しその他築

資材は持'1M;を通って治問に)illばれた。 Ii.代以

降日城部分が修築されて作航するもののその

規伎は}，lfJ~安城の 1/16にすぎなかった。 IYJ代

いる。また. ，lriJ {f~から「都，Ij J;(観計phj研究会J には，領I~の州北地ノiに似!とtする州安の軍事

(代ぷ 人・西岡太郎京都足術短期j太学教疫)

がトヨタ財トnの研究助成を'叉けて丙't(rJjの舵

史的jit観保全鞍備計1111jの収集に取り車11んでい

るo :jt.x'はI，f，j..fi'に加わり.これまで現地調先

に革づく別状分析やr1hllj案策定に参加してき

た。「都IliJ;t観計回lj研究会 j はすでに19!31{1~

に研究搬の沿「中同・内交111における抑，IiJ;t 

観の形成比び活導に関する 11ql共同研究J. 

続いて 1992{ドに研究経過椴~!;N r中国・州安

市における阪史的中心地域の保存と再生に閲

する 11"，共同研究」をまとめている。ふ梢は

これらの成*を踏まえつつ.特に1't.ffが分J11

した領岐についてまとめたものである。

3 2 照史的ilHJ:r地の形成

( 1 )市街地の形成~fJ
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的m裂性が山まり，戦時?J!地として大師な改

修が行われた。すなわち 1:374{1~ l3'iから城!ílS1 :t

;，1.[及び.ltに払人され.錦織，岐段. .*~'i rYi北

の人arが辿;没された牢30。今1.1の州安城はこの

明初の問え牝仏えているものである。消代に

は城内の;成北部に満民肢の'IJ(隊と家族のがi{l ~ 

kとして「満域Jがk.ll，没された。$真市命に

よってこの泌城は廃府.となり.内.安の人IIは

わずか11Jj人ほどとなった。 19341，1~ に臨海鉄

道が阿'ム:まで開通すると州安は 11j.び活気を取

り民し. このころより II:1i1品城地Kに約150ml!!!

陶で必路を，批けるなど IIH史的が行われた。

1949(.1'の解政時の人IJは約40};人でわずか

の工場しかなかったが.剥イEは犠械.化学.

1江主t. 紡紛などが~3000の l 掛があり.その従

業員は60Jj人を数える[業部，fjとなっている。



また大学は28.っ:'/1:.数は6.5h人を数え.多く

の研究機関も江地している

( 2 )府史的di街地と新"バJI地

現イfのdl街地の榊121・を比てみると.ます"liiJ 

.iAのりHによりの城吠で1ft!まれる111di街地をql

心に. そのJ北ヒじ;泊郎百加lにはt決足のJ.，止ど主

i泣立跡〈等宇が1広よがりι.1股段地としてi保足イ打/されている

J点-R剖印lはl悶95印01年lド1代にi控i主!"立された[l同I司4';悦主将車紡Jj結 u場場品品争とと

t紛求oカか、な従XJμH付札1:1::乞が4怯止ふ U紡i紋城 がある

l内均古訂叩Ilには l悶95叩01年|ド~1代に後、1下|ドtに4幣在備された of(;U機6~

咋を，t，I1"(ーする ~U L城 が11~がっている。西

I'~j :iilには文革後の19771ドザiから整備が始まっ

た¥Uf-仁業の ~ll [.城 . I哲郎には大学や研

究機関が集中している文教地区がある。なお，

11~ ff1l dl街地にはJ/dにからの大縦tA小川u答を
始めとする多くの文化財が分布している

111111街地と周辺市街地は I~弘、城唆と時点に

よって1リj椛にlベ分されており，尚宏駅付近を

除いては，域内へは必ず城門をくぐらなけれ

ば人れない 域内は桁(-状に幹線街路がλとっ

ているが，城主11のほぼ'1'心のI'Hよりの*大街，

I)~ 火砕1. l't4火砕i.北大街の大泊りが集まると

ころにシンボリックに鈍桜が江っている ま

たこれらの)illりと城峻の失点には米州市北そ

れぞれ城門がそびえている。鐘楼の東北部の

IH満城地1><:には峡西行政府や阿安"1政附その

他のrrJj:がJ肝イE し I判凶剖lは特に IIÎ~ 、市街地

が広がっている門

Ixl3 2 I防長女城の範附と現代の丙安 中IJij歴史文化名城双占 凶安 p.40 

減iJl flt Lj:( 

236 

三兆11¥
E忌

缶、

西安駅

凶322献のけJ州制 口

電工城

.--
， ヲセ
，ニE

電

写32 I 丙安J~の西

-・、

き:
・.

子城

を建設したため城門はなL

写32 3 丙安城西城楼

4
也、品.... ， .... "'"也官、‘帽w・，..'~叫‘叫地~'-'"‘1
h 、
h 、
き

h 
h 、
、
、 。

、、
、

鐘楼
、、
‘ 

‘ ‘ 、日・.，... ，""・閣除、河・崎掴ー幽凪唱除‘閣情吊喝事‘

西安城

大学・研究所

。大雁t苔

怜~

二主

237 

紡績械



3 -3 Jllj'!_( rliによる歴史的市街地の保

U，if plri 

( 1 )阪史文化名械部，Iiの指定とC+:{{

1
 

1
 

1
 

岡
田
V

'
 

ー

・・'
 内安rliではこれまで1D5:~{F と 1980"1:の 2 制.

liU lIi総合計r.hjを貨定している。 19531，ドの.if'phj

はソ辿技術おの指導によるもので.この計阿

に J，~-S主械内，郊外ともÓO(}~I OOOmUIl隔で柿

子状に仲線泊路を~~lIf してきた。紡松城.iG

1:城匂の以来)，~椛幣vl1f もこの，ìf" llllj によるもの

である。 l附 O"I!代には r111城改造規剖」も策

定されている。これは111城地T<.の者jS，ti機能の

I"IW. 強化をねら司たものである。

I!州){I~の総作，;l'(1lij 1土問務院の指導を受け.

r 1tti史伺Sdjの風貌を保護しつつ現代都市を挫

投する』を嶋本とし.①都市人r1の抑制 @ 

山lくに大J:泌を辿，没せず.待jhl部Iliに立地さ

せる.@保護と~設の I，Lji'!.ー歴史的市街地を

似躍しながら改造を進める @都市)，k盤施設

住設のHI:泣 の11似を尚げている。

限史伺1111のu作のr(rIではこれまで多くの努

JJを傾けてきた。 Nf肱以後.北部の漢.lA安城

やJ.'t人IVJ'::Cとその).'d辺約70krrfを文物保護地lメ.

として民業地仰を設定して保全するとともに.

錨機や蚊織.人:tt'1 as'. 人雁熔などの ifi~な

文化財の似i漫に努めてきたが. 1982年にl同務

院より r/tf.史文化名城都市jに指定され.い

っそうの努JJ;を始めた。

1. 111械保護施策

その節 lは r'.fj，l，両ji-- :線， 卜八個点j

~~の 川城保漣の1ii!í~主 であ る 。-環とは明城と

環濠の修復である。|同より 1.5億元. 映凶作よ

りO.5{tl)l;の補助をも とに.Jti民・企業の労JJ

挺供も受けて延長約12kmの城曜の大部分と城

崎 を彼)[;幣制iiし.これとともに城をめぐる涼

と附辺を1宮城公l吋として験的したのである。

l.Lj Jtとは坑虫!な文化財であり.続光拠点であ

る同!林と加工l.'j:の保護を指す。線とは庇史

的まちなみである北院IIIJ. ..，~げ'1.湘子鴎!の

3つの町の保ιをz?う。 ト八倒点とはJtt"j域

桜や臥飽!f.減引用!などの文化財の保イがを指

:~ömー鈍桜I止m部の向さ

.1日域外

9， 18.:30，46.64m (太雁跨故上部向さ). 

制限無し

@向さ制限の具体的内容

.削減内とその周辺

7 111城内の太郎分は22m以ド

イ rli " ，心地lえ

-鈍岐川辺-Jf[北.市内)jf白lは22m

以ド。点rH)jlfiiは12m以ド。北内

ノjI('Iの鈍機~妓楼の問は公闘。

-妓峻J，官辺ー車両市)jl商は距離によ

り9.12.22mに制限。北のJt院I"Ji品

川.t1~2附挫ての伝統的な商応街

を保ιする。

. rljljJ心地収の伝統的拡閲気を持つ

尚A'illiの道路沿いの建物は伝統的

デザインとし.かつ9m以ドとする。

九 回林.文化財の周辺地位"-9m以ド。

環域地15(

-城~\'1:から内側100mまでは尚さ旬以

ド。

す。

2.文化観光施設の4Violij

第 21.tr -:Ih c.rl~ Jなどの文化観光施設の

牧鮒Iである。~1.'1' 仁科とI.t太郎I燃の北川にrJ

物館.ホテル， t政鈍Jj':の3つの施設をj修史的

悌式を校したデザインでill，没したものである。

また大勝時から域暗にri'jかう脱熔路沿いにや

はり伝航機式を校したデザインで尚広告iを建

設している。これについては後述する

3. ill物内さの規制

第 3は19861，ド10月より尖施された挫築物の

.~.5 さnJlJ阪である町これは 19801ドの同友dÏ都 Ili

総合脱却のl財務院による)~，沼に際し. I刈務院

より，1I frlsの伝統.'ぷ開会Lの保護のため庇史的

ill物や'"跡の}.'d辺iえ域では立II築物の尚さ.デ

ザイン，色彩$の協，~，~にf目立すること，特に

ill物 r~:J さの脱制が市製であるとの指摘を受け.

そのよL体的ん策を提案したものである。歴史

都diの以観をU全するため伝統民民や城壁.

鈍機$の尚さをN.J主として城内全部と域外の

・)Elメ.域についてぜ築物の尚さを制限するも

のである。内安，ti提供の資料をもとにやや詳

しくみてみよう。

①I~~ さ制限のランク

. 100'-""130mまでは距離によって r~:J

さ9mから徐々に22mまで可能。

-域明外側の環城路沿いの建物は舶

を泊って18.30.45固までとする。

本向肘ピルド.域

・"，心部の:l::製造路沿いの a 部は市

部にふさわしいデザイノの場合は

36mまで可能。 4つの主要交ぷ点で

は特別併IIJがあれば45.-..，，50mまで. 111城内

9m 伝統的WJ，'}の1:・6さ

12m 城峨のI:.4さ

22m 釧楼2附の軒r1の1lEさ

28m 姉機.4i1:断の申Fr 1のIfdさ

IIf能。

. 1I1域外

7 IH. *I?i郊外 :環路まで尚さ64m

大臨時.小眠時. ，Jl' iH!与とその}品、il1
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，;t目i艇によって9. 13. 30mo 

イ ~t. Jt:v仏政北郊外一大i則宮.tX!城，

阿}JJ常遺跡は遺跡公閥ai・両に従い.

恒久ill~物は e許可されない。

. ~見助i

文化財姐築物の見通しのために制5

OIDの制凶Iを設定する。鈍峻から東川

IH北の減4¥'てまで。この純聞の旭物I:-h

さ:I:t 12m以ドに制限し.そのIdtl側30

m までは r~'6 さ 22m以ドとする。

以 1:のll-liさ制限を組える場合は枠制J13f'p.ltIを

挺11¥し.凶官rli脱却IJ.i1!設をu会の，'{fnJが必~

と主れる。 i~í お.デザインについてはこの別

刷では制限されない。

( 2 )保全al・plrIの改訂

しかし.ζ のような 11:1城内の文化財の保諸

施策やill物向さの制限は.iit却IU;避と部，fi'1' 
心iえの 1:地続前の問の.1'!ii ，新ill築におけろ

，'jfrlS風貌の紘)('(のテ'ザイン的配慮のイ、)(.など.

l地.i!l! Wfljllf良の不~iIiもあって必ずしも卜分な効

*をあげなか吋た。このため.附1，i.・rh城市脱

却投，ij・研究院は1!)80年代のぷに改めて「内安

rlilll誠民間制官l:持病11脱劃jをまとめた牢31。こ

のJI・plijでは. 1:地利IIJと都市施設の配位.人

1 J抑制活;を総合的に倹，!.tしながら.伝統文化

の，弘づく舟境の良い都rtiをめざすとして.ill

物日さ，風桁.色彩./tf.史伝統原境などを総

合的に号l(d.する、ニとを)1;;:本原則としている。

また8仰の胤貌の保護は定性の制御から定品

制御へと進めるとしている。

次にこれまでの似全施策の|問題点として只

体的に次の 3点をあげている。

(.法令が系統判.ン己~fL 厳密性を欠いて

いる 文化財の周辺での新築建物のデザ

239・



イン.改装時のデザイン.広告・ネオン

等に対応できていない。

築や'白宅があり.歩行商業街として伝続

風貌を保存する。

2.近代史における代表的な民}li. '(c街 (1.f イ t'}院IlIj は関 I~Ij!f院や碑林1'-9物館等が近く

宅).街荏の保護が不 l'分。 に位凶し.これらと結合して古い'ぷ閥気

3.19861，1・の尚さ脱制に改停の必要がある。 の町を復元する。

たとえば9m払IJ阪地区と2211制限地lメ，の問に ウ湘子刷(徳払i控)は伝統的な民}.!iの風貌

過渡地借がないため，刀切り状となっ 街となるよう努める。

てしまう。また36mが持作される条件が明 工竹也111は竹や本で造った器只.や家凡など

確でないため多くの場作品'~い方に決ま つ を尚う特色のある商業街で.既存の尚尉

てしまう。 ピノレはうまくデザイン処児をするなどし

1:記の1.についてはまず3つのレベルの保 て伝統風貌と調和させる。等としている。

漣区分を，没定し.より厳格に規制することに 3.の挫築物の尚さ制限については.よりき

した。すなわち. め細かく制限を設定することとし，城壁から

7 絶対保護臥 文化財の敷地内など。厳格 の距離によって順に9，12， 15， 18， 22mのIq

な保護と修訟を行う。 さ制限臥域を決める。各区域の幅は東内の域

イ 周境調和民 文化財の1faさによって共体 喰からは50mずつ.市北の減喰からは20mずつ

的な保護tt¥仰をさめる。 ・般的には新し とする。その他は36mが可能である。このうち

いll!物は尚さは12m以内とし，文化財の

胤村?と配li'tを継，/(するものとする。

ハ 環境膨響t(一以観視踊の必要性によって

rx，域を決定する。建物内さは18m以ドと

し.形式.防冶.色彩によって伝統を表

現する。

さらに都市の僻鰍以観や都山の輪郭線を屯

挺視し.挫物の財制j惨状や色彩.広子;物.ネ

Ifi政府.行政府その他の官Jj:や公共施設の並

ぶ丙来門~附新街~点新街の-*凶幹線路沿い

は両側にそれぞれ75m制の調整臥域を設け.環

境設計部門や市議会の非可をmた場合は45mま

で可能とする。

3-4 歴史的市街地対観の現状調任と

保全整備構想の鉛案

3-3では西安市河品による歴史的市街地

オンのありかた等についても制限手法を確立 の保全Jfl'Itiの内容を検討したが.この節では

する必要がある。街路沿いの花刷やゴミ収集 災際の市街地景観の現状及び今後の保全整備

場所.公 J~ トイレの，没位等においても政観と の方向についての提'来を試みる。まず.域唾

環境待J'1:，の向上の観点から推進する必裂があ で阻まれた(1 )阪史的市街地全体(1f1械地

るとしている。 域)についてみたあと，歴史的まちなみ地鼠

2.についてはこれまでの3つのまちなみに である(2 )北院I"J地区について検討したい。

竹笹市を加えてJf4つをゆ'HI'tll.J代の風貌保護 ( 1 )歴史的市街地対観の現状

lメ.に，gtki:している。 1.景観の概況

7 北院門は明治時代の商業桂Iで.周辺には 現在の内!，(城は延長約12km(点.阿峨はと

鈍接.鼓慢. r.'[a寺.域，;¥廟などの，IJ'建 もに2.6km.Jt壁33km. 南壁3.4km) の掛~の
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'1;'3 3 1 丙安，IJIx布j立分lベ別制 (1986) 

L~コ

ん・形てvfdさは12¥1ある 泉内I'H北に門払と箭般

からなる城門がありこのほか.Jt.I有Jiてに件

2 ヶ所，取.西J吃に存 i ヶ砂jが切り U~かれて

交通の{史かlヌlられている 北flfの-部は内定

抗のあたりで欠けてxh絞していなL 、ι 岐J;，~(tl)

及び幅約12¥1のl.山はL、ずれもMIでおおわれて

ける かつては特に内iをはかなりの部分で仰

がはがれていたが1984~1 より船まった't':'l( . 

休とな勺た傍役 I.jt により往時の併存をJ(~ り
JAしている a 城阜のすぐ外はI現状公凶として
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税怖されている lリi札の容とはいえ，このよ

うな人tJlf~'! な域.11$かほぽ完全な債を似勺て今

11比る・J;.ができることは峨卯史の 1:からもw.

めてi'11[(てある*32

この凶氏城の 4つの域抜から延ひる米州lti

北の入信J(大iillり)の交1.するところに1582

年にこの地に注‘Iされた品さ 36~の錦鞍かある

この城q.峨桧と3_'I¥桧が現代においても内安

の都di;;t制を決定つ'けている

成内*北部の111尚峨地[Xは現作は行政府，



少年内.病院.大1~1ホテル事大鋭校で E17j肘の

施設が故んでおり.新しい民観を形成してい

る。

これに対して峨内市阿部の 1[l 1;~城地Kは狭

い街路に沿って .Ij:院や内合院の古いまちなみ

があ((助成である。特に徳弘iJ.Eや竹也，h等の

~t ちなみはj倹史的側1f1: を色漉く継成している。

tた. この1I1';l械!lI.!T(の北.州大桂jの北側

から rli政府に続く北島引"]地iメ.はl山代初めの1:~ 

HO {I:.ill ，'，.の蚊機.人If代の742"Fに創挫されたよ

:Nl n:ぷ匂の文化財を rj'心に伝統的な民肘が残

司ている。その'1'心の北院1"]街は後述のよう

に特に誕のある伝統的な山舗群が並んでいた

が，残念なことに段近そのほとんどが.外観

は伝統織式を・部取り入れているものの構造.

スケール.プロポーションが異なる形での主主

て併え c'J~が迎行 '1'である

その他の市街地の太郎分は解放以後に形成

されたもので. }統史的倒的は乏しい。

1.，お. ，村大&iは他の北大笹J. .J収入;街，同大

佐jが拡恥iされた後も従米の申/JiUのままでl向側

は仏統的なL¥J';が怯んでいたが. 1980年代前

半についに航制され.別イ~:では'JiÏ側は百lîJ~j

tpの大刷脱出築物がillち怯んでいる。

さて.械町内部の rlj街地は前述の正':jさ規制

によって -ijfの以観保全がされている。しか

し.たとえば城明近傍50m(故近の規制改正ま

では 100m)の1:1}は他物品さは加に制限されて

いるが.制限以前の4-6附建ての共同住宅等

がめだち;またJGさ ~JIJ限以内であってもデザ

インや~の桁導がなされていないため， ~長l-rI

制で批制されていないデザインのill物が多く

みられる内

1村人th治いの人脱校ill築物は.市I"jから凡

てアイストップになる鈍機に対してパースベ

クテイブを.伝説してヂザインされており.市

さは釘m~よりややi民く .Jti部は鈍経の緑色の

瓦に合わせて似色のタイルで庇状の形態をつ

くっている。錦償という州安全体のシンボル

的存仮に対して新築建物l士山すぎるし.デザ

インはあまりにも前拡・的な引lfJでかえ勺て違

和感を与えている。

錨機のまわりの卵似}..)やホテル.行政府Jiz

???iFも刈事:Ji'T'I:や*'凶.パラペット部の以組あ

るいは脱状のデザインなどの配慮はみられる

が，¥':iT;1. l~人であることにより.1.'í機その他

の限史的ill:&i:物と調和していなし、。また.外

資の導入等により進められているホテル等の

辿築も向肘・ H大で歴史的民観を乱している

ものが多い。

今後は I~':J さ.デザインとも.より細やかな

配慮を必~として t る

1<:3-←1 111域地1)(の人rJ推移 単位:)j人

1 !J75 I 1 !JHO I 1987 ' 1 !)8!) 2000 ( J h'lrj ) 
I I + +-

:32 . 1 I :37. 1 I 37. 7 ; :38・51 <30.0 

19H!J"1・の 111:術数 12.7 )j 1ft，:，! 

州安，Ii都Ili創訓)uj資料より

( 2 )北院I"J地似.の版史的まちなみ

1.以観JJl状，調布

北院I"jl由民I.t泊代の凪柿を受け継いだ 1:果

的.AEAU-張，，1]. H抗Ali- 下肉応など伝統的

なJ，~i舗併が妓慢を通り抜・7 る通りに沿って延

民約500mにわた η て怯んでいる地区である。

150余のill物の内.m代にさかのぼるものが約

8河lであることが制作で切らかにな 4 た。地

lメの lt端にはか吋てr，'iの光紡帝が八凶述合'1ft

の似人II，Jに避燃のため移り0:んでいた北院跡

-242・

があり. J1lイ正は州安市政府庁舎が建っている。

北院門通りのJr'J辺地収にはか勺て官宅なども

多か司たという。

前述の通り.北院1"]の商業街は尉イ:Eillて針

えが進行しているが， 1 !lH8 {f:秋に1t指らはrld

地区の出史的形成過院の調子'1:.まちなみの述

紛'1].兵掛彰や街路を合めた外部空間の半面作

成など予備的なJJl況調古学を行った。その後

r r.tI，1υjt制研究会」は1990l，FJ.J.に①生活環境

の創状調六. (2)まちなみの建築年代.建築川

途.保作j立て事の;拘究.③述統立I而[対.地域隔

制伏 l詞 ~t;の杓 J&'. @ l=. ~ NJr(;の実測調作.⑤

地域の保全較的 1:のぷ題分析などを進めてき

日

I~ 。

その'11で北院内地似.の保全と再生にとって.

@街路治いの尚Itli等の保存度に応じた保存策

@周辺の111η宅.7jf豪の宅第"!iの復原的整備

@蚊帳.λ=r，'1J'!、'i:等の屯製歴史的建造物と周

辺住物との;調和

@地帆内の釧;)(や.l;.flj化・過密解消対策

~が必~であるであると指摘している。特に

@に凶辿して.伝統的住Ml伴と調和しその特

性を 'I~かした倒性ある低MI~'~衝の都市民{tシ

ステムの検討が緊要であるとしてその準備を

進めていた。

2. fffl史的まちなみの滅失と倣占織

式による再建

しかし. 1992"1・庇の[都市民観研究会 J の

訪中時にその版史的まちなみの大部分が除却.

isて併え"1であることが判明した。北院門街

は「州立:rli川城1><:1空制1"1:詳細規剖Jにより風

貌保;進T(Iこ指定され. この，;1・plijをまとめた阿

1ミリi剖Irli脱剖)lIj幹部を合めたlx~~tにも関わら

ず.続桝免j民促進のな掛から.tl!設部門により

改築が強u-されたものという。わがi刊におい

24:~-

てもこれまで舵済的事的から1'eifiな歴史的ま

ちなみが各地で滅失してきたが.この北院門

地l乏のような極端な例はまずないのではなか

ろうか。

北院門の僻:史的まちなみの滅失の背民と1m

樹Alt.今後の，課題を簡'11に幣践すると汝のよ

うになんう。

. "'1日においては主だ阪史的まちなみがi'l'ffi

な文化財であり.~イがする必叫があるとい

う忘織が行政. lIi1¥双)Jに卜分立iU}してい

なL、。したがって保存修児に対する補助悼

の五段制度がほとんど111.なされていない 0

• Vy 合It~~~で柿l北される fffl史的まちなみは，

これまでf史Jfrや給排水設備もほとんどなく

多家政による雑)，1;状況で.在桁化.ilj tllが

進行すると比にIllJに合わせの雑多なm改築

が行われており.保存よりむしろ姥て持え

再開発の 11保とされてきた。じっさいIU日

減地t(のj雌史的'1'心rli街地においても広範

聞で除)41. jlj開発が進められている。

-しかし.伝統織式に叩じた外観での挫て待

えは制光梓の人丸を集めるなどの商業的な

もIbftftがあり. ~t五に宇で成功を納めており，

じ勺さい.州安においても雌熔路商業Uiの

ill設やi!H1iI"J街のillて持えの先例がある 0

・したが司て.州安における舵史的まちなみ

の保全は>，i(/，lS以 1:の厳しい状況にあり.点

lfii的に破峨の進行を指摘するだけでは現'Jむ

には得1j.Jることは少ない。むしろ.阿安

の状況を郎主えt-1:で.吋l函は経済的社会

的に受け入れられる只体的提案が緊急に必

貨とされる。

「伺S，11 J先制研究会」は巧初より北院門地t('

の似令と jlj'I:.にとって.伝統的住居鮮と調布l

しその4Jf.I:を'1:.かした個性ある低府tfd轡の都



市民住システムの検討を大きな課題としてい

たが.それは北院門地民のまちなみの滅失と

いう現実を前にしてより重要となってきた。

凶3-4-] 阿安城壁内の主要街路一栗本版代ら(大阪市立大学) i中I司岡安市における歴史

的街μ;・徳福往の伝統的民屈に関する研究jより。

'手3-4-1 r*1大街のまちなみ

出火門より望む。
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。 500 1000 

'{_tJ-4-2 jヒ院門地以の町なみ(1988)

写3-4-3 吉い町なみ

の大部分を破境して

倣古様式で再建巾の

北院門街(1993)

写3-4-3倣古線式で再建した3?院門街 (1992)
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l刈:ト・I2 Jt院刊iJJIi! U!伏|司 郎 dïl先制 ~11，hJ 611 ~会{大 1'4 凶太郎.京市ら) ~JI究報子I I't ~ '11 

1..1・内官rljにおける部 1fjむ::tJlの形成政ぴ活導にl則する II111JI~ fLil耐究JP. lOi 

(" I I 

・ a・ ・・ ' ‘・.

1~13 ト:1 IL院門柱i.iill紙、工面肉(両側) ー 1989，199211 ，制作 li iJ 1: 
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3 5徳払i荏地医における保全再生計制

( 1 )徳制在地区の槻況

徳悩JJ地iメ.は鈍機の南阿.旧皇城地区の凶

帯りにある。

IrI 日城地民(約156ha.人LJ約54000人)は!日

掛地域の'11でも特に歴史的な市街地であり.

狭い街路に治って手院や円合院の古いまちな

みが続く地収である。特に徳~i巷や竹也，Ii~~

のまちなみは賊史的倒れを色濃く継承してい

る。また.m体としても文化財的価怖が向い

間合院住宅が分布している。(ぷ3-5-) If I';t 

域地域の文化財一覧参照)

しかし.全体的には0:宅の老朽化が激しく.

現布はいt-るところで建て持え[事が始まっ

ている。州'!i.，Ii都市規制M凶j局長の黄源鋼氏

によれば.このillて持えが業はこの 2........3 "1: 

:~ピッチで進められているが.これらの事業

1:111本でのli，1f視の収業と J~なり.いわゆる転

がしノ'}...tではなく. {I:.wをいったんすべて地

以.外にむ11¥させ.数年後に建て併えが終わっ

た時点で新しい集合0:宅に入Jrliさせるみ式で

.............__ 

J.<3-5-1 

{也 fi'l

徳持;I <W '~ll
IE"J.ui，HI 
j'/ rJJ住.tO ~J

徳払iJJ5リ
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縦思街3:~\t _.c J l.~~.i 4住宅 治

州~Fノ'K )I :3i' ¥;.! rr宅 l 住宅 w 
t -+ー すーーーーー

張家肺機44:j|以ルi 0:宅 治

内安 "dft~r!i脱剖}"j資料より作成

あるという。{i民は従前の住宅の広さ等と立

払家賃の舶にめして新しい住宅への人民の臨

利を仰ることができるが.完成までの数年1m

はわずかの米n補助(1 0"-'20;i; /)J .人など)

で不使な fト~7，;r;を強いられる。また.従liiJの住

民がすべて刈へ)J.れるとは似らないという。

ゾ). 'J~)R 1体である開発処(たとえば内

~t( dJ仰林lメ.開発処)は間活予定地臥に従前0:

.w川の{J;:t(安定 I~ という)のほかに多数の

113級分溜0:宅等を建設し， .:J~業資金の大部分

をこれにより In1収する 貨源鋼氏によれば.

これらの分級住宅はコストに比べて尚価絡が

つけられてい? (たとえば. 1.:地ij!物合めて

経質が2(X)OJi; / rrfの場合.必却価格を3000JI;

/rrfとするなど)が.それでもこれらの分譲

{l;宅には，:'Ij~ 、人気が集まり，開発宥は去にす

る以前の閃 r(tÎの段断で価梢の 8~Jの購入代金

を ~~J ることができるという。

もちろん. すべてのt!;宅再開発がこのよう

なメカニス:J、で行われるわけではないが.内
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安rliの各地域.とりわけこの111日城地民で進

められている多くの街t{tfi. {立のクリアランス

はこの子法であるようだ。{l:以-より開発.x.に

羽・しく有利であるこの手法については故近は

H:民側からの反対もでており.必ずしも予定

通りは進まないという。事:M.開発JI'plJjの代

小ポスターに以来Iの怠忠ぷぷと忠われる赤い

×が掛かれているのを現地で確認している。

ところで，徳制荏地区は巾大街の西側に位

似し.幅約7mの.il1路の両側に尚北方向に約27

0血統く阿合院住宅で構成される伝統的なまち

なみである。北は竹芭市街. ~t院門街へと続

き. (おは湘 r-)$1街を通って巾門城機につなが

る。J己代から今 Hに続く伝統的景観をイiし.

tYJ . WI時代の街路宅問と宅院配腔をほぼ保っ

ている。街路に則する門Mは小窓を設けるな

どの・部の改変はあるものの全体に保存度が

向く，通りに治って煉瓦の大椛が続き.機の

\lv.~と共に端ち.{1いた探聞討をかもしだして

いる。

( 2 )徳栢基地区の四合腕民);5分布の

構造

徳福荏の民}.1}は明.前代にさかのぼる円合

院{l:宅が少なくないが.これらは現在では在

約化と過轡化に悩まされている。各四合院は

もともとは・家族の住まいであったが.解肱

後は極端な住吉不足からほとんどの四イ寺院に

数家肱以 1:が{l:むことになり.院子(Itl出)

:'$分が用築され.過密によるm境悪化.プラ

イパシーの問題. さらには給YI'J1<.街'I=.設備

の未整備等々人;きな Im~を抱えている 。

同3-5-1 は内'~rn側で円成した徳悩住地収及

びその周辺地肌の連続'V.(nil渇(原凶は1/500) 

である。敷地の所有または竹見単位ごとに通

し高けを打丹ている。このうち.徳悩桂に而

する.または路地で結ぼれている椛えは:~7教

えられる。いま.この37構えについて敷地と

ギIfU形式の関係等について分析してみよう。

各、!と耐を見ると.通りにrfriするいj房や側)jj，

過Jj!など四合院を偶成する各駄が概ね保存さ

れているのがわかる。しかし，院子部分に多

くの刷築がなされ.また側);j~t;の建て持えも

進んでいる。ぷ35-2は述航、I~而関(1/5∞災

測凶)から各構えの道路との関係.敷地のna

1 J .奥行きの凶係.門房の有無.そして平副

形式の特定を行ったものである。また.内安

rii資料から各階えの世帯数.居住者数.延べ

l剖:m. 一人当たり床面積を整理及び算出した。

37備えの内.街路に直接面するのは29.路

地内にあるものは8である。街路に面するもの

のほとんどはIJ1J)>>を構え.多くはそのお端に

門を聞けている。~々四合院住宅は門以外11

窓等を設けず.外部に対して閉鎖的，防御的

な構えをしているが.路地との角地にある構

えは門民には/B入I]を設けず.いっそう凶鎖

的な表情を持っている。この場合.路地側に

独立の門を設けて出入口としている。

敷地の規様は11:)口が5mから18mまでで、".陶

1l.6m.奥行きは12mから64mで平均31.1mであ

る。このうちぷ放地(29~持え)だけでは1mLI 

が平均10.8mと減少するが，奥行きは39.6mと

大きくなる。

関シ5-2は敷地の間口と奥行きをプロットし.

平II'Ii形式との関係を分析したものであるゐこ

れを見ると，まず・進院式のN居は敷地奥行

き30m以下がほとんどであること.その11Iで片

側の側J，jが行かれて三合院となっているもの

はすべて問rJ10m以下であることがわかる 玖

に二進院式はすべて四合院で，間口が10mかり

1311. 奥行きが31mから50mに集中している。ι
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徳九i;住民民の分析

道路M関係|敷地規模 .1門房

日ι111111間口医行!の有無 |平 面 形 式|川|居住者量11ぺIUII則/人

ハ 占 1 11411210 1‘進院式円合院 1 3 11 0 1 91.5 1 !). 2 

o 1.進院式凶合院 1 5 1 1 4 1102.6 I 7.:3 

7.6 

:進院.... "問合院
r-

2 1 。咽・進院式pq合院
一 ー一

25 。-進院式 i合|綻
- _..----

8 1 20 。-進島:e式 i合|呪

32 × 二進院式間合|説

47 。:進院式四合|涜
一 一 一

28 。ー進院式間合院 11 7 

46 。二進院式問合|涜 1 0 129 

1 9 。ー進院式三合|抗 4 

2 1 。-進院式阿合i民 2 

1 7 。 a 進院式 ミ合|院 2 

5 1 20 × 伝統隊式以外

23 。-進院式内合l院 1 6 

-進院式円合院 1 3 
日進院式内合l涜 1 3 

5 22 侍 十 進 院μ 合院 1 1 

8 54 1 0 1:進院式内合院 1 3 

ー進院式内合院 1 4 11) 2 

ミ進院式四合院 54 

47 1 2 318 

34 0 二進院式四合院 20 243.8 12.2 

47 0 二進院式四合院 1 5 289 19.3 

之進院式円合院 60 429.9 7.2 
一

て進院式四合院 33 361.5 11.0 

二進院式内合院 25 273. ) 10.9 

伝統織式以外 9 165.5 18.4 

ー進院式四合院

43 。二進院式内合院 8 45 257.5 5.7 

30 。 a進院式 -:fì~之 5 30 135 4.5 
， 。

s 進院式 三合院 3 9 56 6.2 
」一一 . 一一一一ー

8 1 22 × '進院式三合院 2 1 3 68 5.2 
ー.

24 × -進院式 f合院 7 1 9 106 5.6 

174 660 6617.6 
一一一』一一 一一『

11. 2 I 31.1 :H 4.8 18.3 189.1 10.3 

平均 11'，均 平陶平均平均 平均

*は街路と路地の角地にあり.人り 11が路地にi(tiしているもの
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進院式は 2備えあるが.どちらも円合院で奥行

きは60mを超えている。路地奥の敷地は L'[-哩!

など変形敷地が多く.伝統的な円合院形式を

持ちにくし、。

|渇 :~-5-3は !Ii.rfli形式の分布状況を地問の 1:に

プロットしたものである。全体的に・進院式.

:進院式.五t院式.その他の民婦が入り交

じった状況である。!股地の形状は街路の両側

は比較的幣っており，奥行きはìl~、。特に奥

行きの小さい敷地の後)jには伝統的な平山形

式を持たない:敵地が3椛えある。東側では北

の)jが1進院式NJ.!:及び路地奥敷地があるこ

とによってかなり奥行きが深L、。南の隅は小

JNの敷地が佐びすべて・進院式四合院である。

liij述のように.これらの四代院住宅には多

くの人が住んでいる。データの欠けている帯

り'20の構えを除く 36の備えを集計してみると.

M住.r，.は合.il660人で Ilt'll~数は合計174. また

1締えあたり平均Jr'i{t:.r，は18.3人.平均llt':ii

数は4.8となっている。中には16世帯.60人も

のMi主省が{l:んでいる構えもある。さらに，

・人巧たりの、1'-均体I(IIfJ'!は少ないところでは

わずか5.2rrf .壮大で27.4rrfである。全体の、Ti.

均(面積データのない第36番は除外)でも

lO.3rrfである。本米家族!日に造られた・

構えの四イ寺院にこのような多数の人々が0:み.

織々な不便を強いられているわけである。

( 3 )徳払i~地区の保全再生:.JI ph; 

この徳悩桂のまちなみは凶安市の保存.H~!li 

でも北院門街. 1~}院門柱Ì~予とともに風貌保設

街lメ.として{長悦づけられているが. ここでも

1!m2年，住宅 IJ}開発計 ~Iijが持ち 1:がり.保ιと

開発の厳しい;l.J，'，の).J1(ljが'1:.じた。そこで開

発主体の神林lメ開発処に対して. r都市J;t制

.11' ~hi研究会 代ムの人内同太郎教授.内乱・di

却，Ii規制}"J幹部らが北院門街の失敗を繰り返

してはならないとの立掛からJ:事の延期とJi-

1111;変更を粘り強く品仰した。この結果， rflo酬

を1~)93~1ミまで延期し. この1111に保存整備，ihl"j

を町立案することとなった。これを受けて 都

市民観計両研究会」 は内安山都市焼却IJMの支

持を受けて.丙安治金辿築学院副教疫 劉克

成氏らとともに只体的な榊処!を事業主体に提

ぷし.その I，/(をねて創作事業化に向けて検

Hを深めている。その)l~~的な巧えJj は.

①徳福住地臥(約1.7ha)においては.雌史的

まちなみの保全と ftnl境の向上のための ll~

整備を同時 に実現する必要がある。

②歴史的まちなみの保全については，徳福)J:

の4つの弔要なpqイ寺院住宅(敷地約5，OOOm') 

と道路沿いに悦ぶ延べ約170田の門房併すべ

てを修理・改修し.t.tげがする。門扉や保存

四合院の内部は改造等により商業空間や}~

示空間等として日111する。

③住環境改許については.保存門房等の背後

に2階---4階住ての低肘分議住宅の建設と

その外側にJG肘(l:.r，.のための中尚府の11貸

住宅(安定工)を.ll!設することで実現する。

④これらの住宅の..1'II"iにあたっては伝統的な

開合院住宅の院子~fJ.の空間システムや怠侃

の考え方をできるだけ時Ifiし. r新円合院

住宅の開発をめざす。

⑤ 11 rjl双方で卜分協議した 1:で計1南区域を;

分し. 日本側. 'lll!<l側(州安治金建築学院)

それぞれが基本.i1 p!Iiをつくり.討議.検討

を加えて内科の改i!''iと凋鞍を行う。実施設

計等は中同側でuう。

IIllrlJj地域は徳払j)._Bを小心に小 q~家巷.粉位

争を合み.その別イfの)i数は545):.Iであるが

;n IIU;による.ill.没JJ数は490)1で.残りは近隣地
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域で確保する予定である。このうち日本側が

j{l~~する市部地域では計plJÎj i数は119Jiで.

82~233rrf / J iと'11[kJでは大型{の住Jjである。

工費は中同式の似品・村.2佐併用構造の場合は

650元/rr!詫度であるが. 1]本側が提案してい

るRC造とした場合は150'"200 Ji; / rrfの刷柏

となるという。

なお， 日本側の，rl ' II_I}j~告は「都市民観研究会」

で作成中である。

• lI十画の意義と，課地.

この計両は徳制往の断史的rti街地について.

街路沿いの門}jjや:1:民間合院の保存とII:Q境

の改持を地域全体の II}戦術/J~業のなかで実現

しようとするものである。保存門房や保.({内

合院は修理 ・較的の 1'.，賃貸や分譲を予定し

ている。前出の内'ム:1"却1111脱剖品tu1J局長 此

源鋼氏は f保存門);}は仏統1:去のアトリエや

ギャラリー.喫茶.尚ft1i.会議室等として活

JJJし. r都 IIìのリビング j とした ~'o また.

保存四合院はコミュニテイセンタ.小ホテ

ル.幼稚闘等として抗川したい」と構想!を品

っている。また.背後の低肘住宅は尚級住宅

として分譲する。これらの賃貸.分譲による

余剰金がまちなみの保作経費を負担するわけ

である。この}j式は現従の西安市の現状にあ

っては保存と開発を I.Ljなさせる両期的な提案

であるが， ・みでは保存の内容が事業採算に

よって変化するおそれを内包している。

汝に賃貸住宅をふくめた新しい住宅の.H酬

は現在精えj的に進められているが.伝統を断

まえ.かつ現代生活に必援な機能を満足させ.

さらには新しいコミュニテイ形成を促すJI'耐

が限られた条件のrj'でuI能かどうかである。

今後.活{j:予定，t..のぷ比をどのように抱出し

取り入れるか.また完施の段階でどのように
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，ìhlijの買を ~t似・できるか等の大きな課題もあ

る。

ともあれ.Jffl史と.l1l代をJHr.させる f1rf' Jl 

FiJの f:;ミ験:Jとも Jえる;汁酬が実施に向りて

動きつつある。

3-6 小鮎

内安は府の長官以来・の僻?史を刻む'"~B1イf数

の}後史都市であり，その保存については延長

12切に及ぶ減喰の修彼.ill物!日さの段断的制

限や保存街似のs没liiを合むht観保全.;I ph;の尖

胞などこれまで隙々な努)JtJ{傾けられてきた。

しかし. この泉観保全.iI・酬は ・卜分徹底せず.

むしろ.四合院{住宅街は I'}開発の主要n傑と

され.次々と盗を消しているのが実状である。

本節で明らかにしたように.これらの地域は

}.~ 0:環境上人;きな.-~題を抱えており. I'J-開発.

II}整備が速やかに火.施される必要があるが.

それは単純なスクフ yプアントビルドではな

く.また再開発やIrj較的に名を借りた経済利

益追求ではなく.地域の断史や個性を，出る

ill築群の保存と II}'I:. 前川と結合した質の，f~

いものとなる必要がある。

'IJ3-5-1 徳福必の歴史的まちなみ



I持3-5-} L'色M住地岐、VIfnl'文1-都市民観 IJ1-u由i研究会(大内樹木郎，市-n.ら) r 中[吋 ・内安市

における朕史的中心地域の保存と再牛に関する fJqJ Jtj.jJ研究Jより。

i刈352 倍、福巷地域属版伏関一向上
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第4節栴陽

4-1 格陽の既製

栴陽は河l向者同部の部rliで. UR封等とl'iJじ

くl(i北大、ド似から狩j水枕地を結ぶ交通}:の民

地にあり.山くから附けた剖Idjである。治|場

南北にわたり. J.'ii約27.5kmであった。この栴

陥減は山代，'，期には長徴したという。 l則前代

に1r1肝iJ.'fi1't防減の北側中央に栴似県城が姥放

された。これが現在のIfI dj街地.-l:城地lメ.で

という名は此河の支流協河のIおに位泣する地 ある。

であることを広味するという。 なお.栴似の南郊10kmに'1"吋 :λ;石間のひ

栴闘の-*約20kmの似削山:'11.頭は紀元前19 とつ飽IIfJイ i~ がある。{)t利治いに延長lkmにわ

20"F頃から 1625年頃の服代前期!の大宮殿跡叩 たってれ肌に仏像等が彫刻されている。 ~t税

が発見されたところ牢33として知られているが. の消防遷都(493)以来附. /.'fに伝るまで約4∞
この阿側で 19834fにIriJじく般代前期の城陀

(商都内包城)が発凡されている*34。内郊の

澗M付近には8C111吐紀に内Ndの-*都成NJ減が

年にわたって彫り続けられたという。

現イピの栴陽市は9県 61メ.で椛成され.総1(li

組15，208km'，総人口580)]人，その内!Ijtく人

i1'lかれた。斜地からの.d納はここに集められ， 日76ん人である。!日域内は約5)]人が庇0:して

ここから映内の阿部に送られたという。 8C77 いる。鉄道，道路.空路それぞれが発達し.

O{I・の}r'dの点選後ここに;UJ，'dの E域が築かれた。 トラクター.軸受け，鉱1[1機械.銅加工，ガ

その後.後決.凶の娩.凶 1~ . ~ヒ説の剖L

附.l.'tの京都が.点阿に少しずつ位回を変え

ながらも.i1't防にirlかれた。洩競洛陽城は税

イ正の栴陥の内郊， tl1同故初の仏~と

Jわれる (W5!i(68年i並立)の両に

出設され.その域周は約14kmであっ

たことがわかっている。北貌の洛陽

城はt延焼の消防城を内城として-*阿

南北に大拡悦したもので.城/o'dは30

kmを超えるものであったという。

附の制情は605年に陪都として洛

陽城のis，没に符手した。/fe.助した漢

貌栴陥城の内約10回のt~1111対館の格

河を臨む地である本35。尚北を結合

した人迎河がほぼ完成を迎え.江市

からの消物資を集積する拠点として.

栴何を話川できる消防が選以された

ものである。府i府の消防城は栴Mの
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ラス等の'1:.陀が盛んな1:業部rljである。

写4-1-1 1[1域の東北部の・部が t患として

残っている。

..........._ 

間1I・I7待問付近H正代械fll:~ i笠岡 I"J 済大学j域，hJJ.l削教問中漏れ!'IQ域，1;ill設'1.!J p.2・1

問題気~3悲

延子許
白

宅長l

智品

--1-0 2州

凶 1 - ) -2 保作全体';1'1由~ 1均 一 治陽市'-地告P~J..j資料 航代の郎誠耐やJff.依. s院.飽1"){i五百.

回;;t1メ写の{早退範例!とこれらをtJ;ぷ;;('lJl通胞をぶしている。
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4 2 Jffl史文化名城伺1rfjの保護JI・IIIJJ

格制は 1:述の域雌を合め主院.陵c.，イi~ ，

占挫築等'I'INでも有数の数多くの文化財を機

する1tf~相1 diで. 1982{t~ ， IN務院より fl妖史

文化名城伺1dj J に指定され• 1ザ史を生かした

まちづくりに取り制んでいる。

rti巧)lIj-X.へのヒヤリング牢36と提供資料牢37

等により.歴史文化名城都市の保護計(rlJjの顕

要と剥状をまとめる。

j嵯史主化t'.岐部けiの保護，iIllhjは1982年に栴

陥rti脱創部門.文物凶林}，J.旅粧品の合議で

まとめられたもので. It'l司の文物保護法. 1，.iJ 

城Ih規副条例及び洛陽rh城"j総体計阿.裕陥

Ih文物似，11法尖施細川.栴陥rti経済社会発版

戦略~r;.を J止舵としている。

( 1 )格陽のj歴史文化特性

裕樹は版文化の帰依地であるとともにその

後民く都城文化が続いた地である。その歴史

をlx映して前点文物保護tt¥{也は同家級6.千?

級53. rft保級1074. その他令体では40万円:を

数える。ただし.地ド追跡は多いが地 1:の文

化財は相対的に少ない。

栴踏の市街地は点内約20km. 南北約池田の，ii?

状の形態をしている。これはひとつに解政後

の都rlj.ill紋にあたり， III峨地阪の保護をn的

として川城の阿部に1950"1代に新市街地を.ill

設したためである。新rtJョ街地(阿工lX.)のう

ち!日域に隣躍する丙側は1920年代に軍閥が駐

屯していたところで.JJlイFでは全市の地珂!的

中心であるとともに行政.尚業の中心地であ

り.削減地収は商業の~PJ11'心となっている。

この問先手法は中国において I[)城地区を保護

する都rti，i 1 plljの先例をつくったもので"栴隙

ノj式"と呼ばれているという。ただ，この新

市街地も~は東周城放び附府洛陽域の山北部

の宮城. !;~城跡の 1: に乗っているわけで.1ffl

史都市の悩みは深い。 凶41-1参照

明代にisi没された城壁(右城)は1641{I~に

学白成の似人により破壊され.泊代に復111さ

れたが1:1_，f，.:.!lfにより再び破域されたという。

七培として残っているのは点北部と市州部の

ごく '部だけである。ただ.-l・峨の区域は瓜

域路や河川で収分されいまた明確である(約

2km' )。

しかし.この老城地域は人 11密度が III'~ く，

大部分の他物が老朽化し道路事情が悪く混雑

している。また都市施，没が不足している。を

峨内では府史的建築の保全と-l;朽家屋の併開

発が必'J!.!であるが • 1，おか~お;述iの陸屋叡形式に

よる倒}JIJillて許えが進み.従来・の灰色九の勾

配民，fUの家桂と全く調和していない。 -)j点

西をは過する幅員数 t-mの幹線道路(中州*

路)沿いでは尚府商業ill3長が辿ち怯び.市部

の風貌を人きく変化させている。

老城地t(のぷな地上文物.歴史資源は放の

とおりである。

'W:内人桂Iの歴史的まちなみー歴史的風貌

を保っている商品2街で老舗が多い。 m.
民同時代の建物が多い。

・鋪蚊機-jJ[大街に)l~!nのみ残っている。

1950年代に自然出域したという。 t1}辿 F

定。

・文時j;/f-老城の点南関東和荏東端にある

，f1~ さ約30mの塔で.北米時代に建設され.

別ボに戦火に会い，治相jに修理されたも

ので保存状態は良好である。老城のゾン

ボルとなっている 0

， IJI映会館牢38一老城凶荒 rtî点街来臨貼・~住

所イEの ill築併。泊代に111 内.映阿 1，1~ ?ìの

内容難民の場で版照.薙 lI:{f.・問に両省の
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?;f尚が修挫した。 i栄作状態良好で.刻印

消防ili第 7中学校校f??となっている。

，;~淫会館本39- -l城京市新街 I謁端京側.文

時"*の点約200mにf青山する建築併。泊代

に瀦安府と淫州府の尚人らが建設し弁も

の。 1986年に洛陽民俗博物館として公開。

， r'i l.~ '，I} (段校街競宅.'iT林街史宅)J則的

民Jrriの遺構。

-栴八弁(八路市駐裕介・ 'J~処)本40ー老城市

凶卯必路市に所布。抗J]戦争時にrj'l!il共

庇党が造った3つの弁事処のひとつで町

民.内安とならぷ。 19:38年に既存の 〈進

式院問合院民討を許可Jfjして設問。革命遺

跡として1961"下市の文物保護単位指定。

1986{1~，全面修復し博物館として公開。

このほか.府城主筋l~予がある。

( 2 )保存~lllhjについて

1.基本的身えノi

洛陽Itiの保存計向iの11保としては都減遺跡.

皇陵t;f;.開門風京名勝似て手放びその周辺環腐

の保全， tti域風貌の~~':'fが挙げられている。

これらのtn~!!iにあたっては.地上と地下の文

物保誕の調整.経済発JJkとの調和. f[J城改造

との両.なを I:J標としている。

2，保護措ii'l

具体的な保護措置として 6つの用品を使JfJ

しているのは興味深し」すなわち，

A 維謹一文化財を件，立派く保護し，破.w

を予防する。

B )1111剖・破壊されて残った部分を附めて

保護する。

C 修復一元の状態に佐JLする。

D !flil!ーjf;来の.ilU:を踏まえながら新し

い機能要求を配慮して再挫する。
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E 使川一点々の機能を;;1祖しながら{古川

する。

F 開発i-保護を嶋本・としながら新しい価

舶を開発する。

①保護の純附

文化財とその!敵地を似滋 Jるだけでなく.

その川聞に挫築規制地借を設ける。文化財の

敷地の文化財保護範聞では文化財のJJl状変見1.

建築の新3高等はg許uJされない。

②辿築規制の I;~(分本41

一凶4-2-H参!{(i

is築規制地fiYは5l噴矧に分けられている。

-虹i地，!iF 文化財の.6;l境と民観保。遊のため

に建築を:l'FIIJしない。

:lú地415 一、P-Millて~護地41?。倒域危険等

により出て持える場合も平hUs

て内合院句伝統隊式とする。

:~~地':I~- 向さ 9m以下に mlj限。新しいi1!物

は様式.脱岐.色彩等を文化財

建物と調和させる。

四知地fi ト - r~.:ìさ 18m以ドに制限。新しいil!

物は隊式.脱棋，色彩等を文化

財挫物と捌和させる。

lt: J.ti地fi;;ー特別規制地fiV。lL体的状況にA

づいて地j弘地貌.柏被.泊路.

ノk系等の変~を脱制する《

これらのん針に基づいて側々の文化財の{思

議結悦や似漣範閲.出築規制収域等をliiめて

いる。

CD在誠地区の似遭

-l;城内の凶秘は1.8km'.人uは現在約5ん

人である

， 1:地利JIJ:住宅m地. 1:場川地を縮小し.

道路.緑地等の用地をm加させる。また.

尚業.業務.観光， 't活等の利用区分を明



醇化する。

・道路調幣 :-l;・城内の 1:製泊路の内.rH北大

街は申告11Ll:~Omに拡恥i寸・ るが. J綬史的まちな

みが伎っている*耐火柱1は拡幅せず.尚;(!:

w行街として通常は1'1動11(.由)JIl(等の進

入を禁止する。また.ZI観悦廊の確保のた

め車両幹線である中州東路から錨妓慢に向

けて道路を新設する。また交通征のm加を

抑制するため.今後111城内では喧般のホテ

ルや人;脱股・J~務所句を 11}ij!しない。

.ij!築Ifdさ規制J:川城内は雁史風貌Kであ

り.他地l反とは'J{なる建築1:.6さ規制が必嵯

である。 111域内を 3IX.分して規制する。

a.東内人-街とその南部地域一古城風貌が

集中して似令されているところで.前

述の瀦j霊会館，文飾.m:. I1J映会館.栴

八弁.鮪肢障等の文化財ill物.史宅・

貌宅等のpq合院民JJiが集まっている。

これらの同開では建物尚さは10mに制

限する。例人ill物は7固まで。新築建物

は伝統他物と外観デザインを協調させ

る。

ここと周辺の文時培等の文化財及び中州J.R~

との"視線通嶋γ を師25mで確保する。この

i画廊範開では建物尚さは7mまでとする。

--l;城内での{i=，宅建集の，没;汁にあたっては掠

栴投dを採JHせず.栴j立 t~':j い投<<1' 手法で阿合

院住宅の伝統の 1:になっ新内合続的}j法をと

ることとする。

④伝統民}lliの保設

伝統r.~).II は lÆ ぃ 111]修j1(!をせず.人 L 1増加に

より院子内に仮設姥物(榔JhO が無秩序にis

てられ.破IU. 汚濁.~栴の状況が起こって

いる 。 史宅.貌宅等W~渡価fl(iのある民frJiは各

自の経済bによって保全されているが. I局家

が所有し.例えば博物館などに用いることが

必嵯である。 -般の住宅は維持修理を加え，

水道や排ノkの条件を改汗し活j日する。，l;桁辿

物で住民が改築する場合は必ず市やP<.の都Ili

JM.創部門が審査し.1:1さやデザインを!日成保

護計画に適合させる。

⑤-*内大街J後史風貌街の保護

-*同大街は延長1700m，道路制7mでかつての

1: 煩街道である 。 1M史的J~i舗で~429家が桂んで

b.東西大ur以北11'州点路まで一市北}J向 いる。 1950年代に北側170mのところに並行し

の街路Jd.j側は7mまで。その他の地区は て新たに広幅員のrJ'州路が設け られたため，

幹線道路約いは18m.それ以外は12mに かつての経済的繁栄が失われ建物の多くが破

制限。 111 しているが，街道半面や~r::IJ，建築形態は

C.中州成時以北府城北路まで一府城51幼! 変わらず.洛陽1Iffi~の歴史風貌街である。

保護lえ内は7m.その他は18mまで。中州 点岡大街は歴史名J.liと小明商庖で構成され

点路1M側は民政形式と地方特色を体現 る広行街とすることとし 岳部を除き道路拡

したデザインとする。 似のための後退は行わない。街路に面する門

在域内の新築のII.UI;は亦煉瓦の陸屋恨組物 Mはそのまま利用するもの.修繕改造するも

が多くなっているが.ij!て持え時に勾配極製 の.除却して再建するものなどに分類し.そ

とする事やデザイン・色彩等を協調させるが れぞれ明消時代の伝統的防舗隊式となるよつ

が必製である。 修11¥修践を行う。

また.東大街の倒舷慣を II}挫すると共に. 京大街の鈍蚊峻はもともとはこ竜柚五開1m

の建築であったが. 1 !)57{' ~に除却し た。 大鈍

li保存されている 。 ，n~hiはまずこの鈍妓慢を

IpJWする切と阿川に8m制の環}~.iJ1をつ くる。

またJt街から-*市街にかけて悦廊を形成する。

さらにかつての点川城川の位世に牌機を ・つ

ずつig-り.鍬妓僚と ・線を形成し圧いに引き

立てることとする。

4-3 栴隙のjが史的以観の現状

前述のとおり格闘には広範聞に亙って府代

の歴史的追跡.ill物が分.(Jjしておりその射状

の全容をまとめるのは容劫ではないし.ここ

での日的でもな t、。ここ では在城地臥の限史

的jil観の現状を保護，il・p.lijとの関連で概観して

みたい。

-城~tt .原誠

城4\~は戦争による破掛やその後の泊路・住

宅の建設でほぼ完令.に消滅している。'びn4
ト1のように低い 1:叫として他物のド部に ごく

-i部残っているにすぎなL、。周濠は概ねその

j診をとどめているが.水の111人りはほとんど

なく，汚臭を放っイパ1:である。 ・部では|府民

となりその l'に他物が怯んでいる。riiI述の似

護~I' pllj においてはこの城喰・環濠については

関4-2-1 占城地lメ.ll!物I:百さ等規制凶(格陥j悟史文化名城保設脱却 一山・減似i遊間)

注: I額制抑制措 ーー 辿築不能 時建設捌附--，'，':.1さ18m以ド

l脱却制措一一 、lι届建てのみ 脱訓緑地 -.rli111j斜地

同盟主控$lU-圃 11.4さ9m以下 目j!tJ通道路 -JI'llhj.iJ1路

-.4LJrヤ
，./ 一， .，'13'，J-3

保護範別1

l国建設控割地3

I fAIUlH1肘

E 頭U~&(地帯

W国連&U地帯

規 制緑地

pU~J 及 üQ

，ーー盟 副H通道路

• 博 物 館

'. l占樹名水

視線通臨
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保護・緑化地域とされているが，いまだ具体

的な施策が講じられていないのが残念である。

・r11州東路の民観

老城地区を車内に貫通する広幅員道路であ

る。旧城壁と交差する場所においても特にそ

の点ノ'1¥はなく.街路の両側は中両府の商業.

業務施設が並んでおり，老城地灰内である事

を感得できない。しかし.保護計画により沿

道であっても高さ18m以内とされ.デザインも

・定の配慮がされるようになったようである。

また.発掘調査の結果重要遺跡が発見された

府の商人らが建設した瀦淫会館の建築群もき

ちんと保存整備され.洛陽民俗博物館として

公開され.観光客の人気を集めている。

-東同大街南部の歴史的市街地

東西大街南部の歴史的市街地は現在も、F崖

建てや2階建ての煉瓦造住宅が並んでおり，

保護計画の平屋建て. もしくは加以下の建物

という規制はよく守られており，長観上の大

きな問題はない。しかし. 一部で門房が陸屋

根の 2階建て建物に改築されており.違和感

を感じる。また.全体的に都市施設が十分で

場所では，予定していた大規模商業施設の工 なく.街路もぬかるみが多く，整備が待たれ

慌を中止するなどの借位が取られた例がある。 る。

..*西大街・妓機

東西大街は ー部を除き平屋建て及び2階建 4-4 小結

ての伝統的機式の商J占等が並んでいる。また 東西に線状に長い格陽市はその西芋分を新

点火街のなかほどには鼓障の基埴が低い家政

の中に残っている。これらの伝統的建物はま

だ修理・修京が進んでいない。また狭い街路

の中を街，ドやトラック等が行き交い混雑して

おり，保護計画でうたっている歩行街は実現

できていない。

-洛八弁(八路軍駐洛弁事処旧世)等

老城南関部巷路I有にある八路軍駐格弁事処

旧駈は堂々とした大型四合院住宅が保存修理

され.革命史跡の陪物館として公開されてい

る。内外とも整備され.内部には革命指導者

たちのが績の写真パネルや使用した文物が展

ぷされている。第3節の西安の項において

「大有益Jの大型のIFi官宅の四合院の博物館

化計画について述べているが，洛陽のこの絡

八弁博物館は大いにその参考となる。また.

老城東南新街南端点側の前代に瀦安府と淫州
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市街地としており，国際級の高層ホテル等が

並んでいるが.さらに広幅員街路に面しては

建築活動が活発に行われている。しかし老城

の旧市街地は露庖や夜庖などの商業活動は他

地域と同様活発であるが，保護計画でうたっ

ている歴史的まちなみの保存修理や歩行街の

整備等は進んでいな L、。旧市街地では保存も

環境整備もあまり進まず.ある意味で打ち捨

てられている感じである。ヒヤリングや現地

調査で便宜を図っていただいた洛陽市土地管

理局の幹部は保存事業のための財源確保の困

難さを訴えている。また歴史都市の保存と開

発について京都と経験交流をしたいとの希望

を強く表明している。今後. こうした交流の

積み重ねにより，より適切に保存事業が推進

される事が期待される。

7"]:4-3-1東大街のまちなみ ー

平屋または 2階建ての明治時代

の肱舗等が並んでいる。まちな

みの保存と歩行街の整備が計画

されている。

写←3-2鼓楼の基埴一東大街

1957年に除却されたが.噴櫓

の復元と周辺道路等の整備が汁

画されている。
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m5節 U/41=1 

5-} 開封の概~2

開NI.l州安rljや泊施Jと、政ぷJllr!Jの恒裂な ~i

JiUである。 1!)H21r. rl'l.l1l司務院による第 l次

の「版史名城伺IlliJに指定主れ.そのJ#i史的

文化的遺慌の保全と別代化に取り組んでいる。

ここではその雌史名城として保守その取り剥lみ

について. rfi、円J，.J-Xーへのヒヤリング牢42l':提供

資料本4:~&ぴ胤地調伐により J5 察した。

開Nl.tVrJI垣千i.l~[l~哲.北に接ーする黄河の氾訟

原 1:に約2700年前からの阪史を刻んできた町

である。 II¥:'北太平民{から附の刑河盆地への人

り11にあたり. 8代， 11' 111のqJIkJの交通 1:の

嘘衝であ勺た。

U~Jすの~，は存秋時代にこの地が鄭の領地と

なっ t-II与(BC74:3-701)， r封11:1を開拓」して

そのqr心Uとして築城したのが始まりという

本44。その後.戦l司i時代のBC364年.競はIN都

を開封に還して大梁城と称した。秦i'J!時代以

後もこの地ノj の rl'心城主~都市としての地位に

あった。 附代の大運河の完成により市北交通，

物資ぬ過の中心地として発民し.唐代にはJト

州と呼ばれた。唐の後の後襲の園都となり.

1i.代の後y~. 後漢.後間も UH封府を同都とし

た。米代には開封の繁栄はJ.(.i点に遣し.政治.

文化.尚~の都として人IJI00万人を超える人

都，!Jとな った。江市のi清都rliと水路で結ばれ

「天下の説会」と rTわれていたという。その

後民河の氾准や戦乱などのため衰退したが.

明代に開封府が置かれて以来1954年まで河市

省の省都であった。この間，1938年には日本市

の位攻を受けている。

税イEのl打t(而積は約38krrf，，ti域総而も，'1644

4krrf . ，Ij t(人(J約50)j人. ，!J域総人U約4ωぇi
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人の都市である。織物や機械.化学工業など

が立地している。後述のとおり.明治代の按

慨が今もIfl市街地を取りまいている(111峨内

は12.6krrf )のをはじめとして. jえいmt史を反

映して山内には名勝8跡や舵史的湖水1m.m 
代や1~1 !<I時代のl~Mなどが多く残っており，

これらの継泳と発掛，相Irliの現代化の調牲が

大きな，W崩となっている。

5 -2 at史文化才1減の保護汁~_lJi

開封rliは1!泌がF2}]のIkJ務院の「歴史文化才1

城郡rfjJ指定を受けて. 1986"1・4}Ji開封月五史

文化名城Ui遊焼却」を発点している。その後

さらに充:たすべく現在改定IIJであるという。

ここではそれらの概要をまとめることとする。

( 1 )開封の主題特色

a.部rljの柿成と隊式(峨rli絡).，j)の保持

jjtの穴式市節度使によ る781{ド建造のけ州誠

が開封の史上で最初の城府であるが.その後

のJi.代の都械や米代の内城本45はその)，tll位の 1:

に築かれている(図5-2寸参照)。明.消の凶

封府城を経て現代に至るまでの1200年間部rli

の構成と隙式は基本的には変わっていない。

北宋時代の~>R京"の I宇'iJヒ御泊を軸線として

碁盤11状の構成が保たれている。

b.北米の文物古跡遺雌が位官

鉄塔，繁椛以外の北宋の迫~Itは地下 6 m'" 9 

mfこあり.調査を待っている 。

C.市城風貌漉郁

寺町ili.妓按街は飲食品=街. 事務所街. J~ 

道街はii1'ir.占や紡績品の抗措n.L
I1庖街は文化

月jI~t，のがi舗が並んでいる。これらは治水の隊

式を継11<している。

同5-1-1 Ua封市D<.現状!刻

一UUHrlj城郷建設J，J資料

刈家制fOiJ芦IJ宅，双jl二社J，双出往 -fiYにpq合

院及び民俗街巷の歴史的まちなみがiム・えられ

ている。

d.水系の特色

北米時代には4つの川があり.泣かな点以

観を 31していた。今も鉄塔湖.飽亭湖.包公

湖等160haの水面があり，これは旧城地収の 1

割にあたる。これらは原境汚染が進んでおり.

保全が必~である。

( 2 )歴史名城保護什画の考えノi

名城の完整性と延続性を保つことを基本・と

して，111・峨，文物古跡.ずf辿築，構成と織式.

環境，風貌は全体的に保全脱制を行い，その

中で1]¥点。{_J.局部的に保護施策を講じる。ま

た文物について科学的に復;i;，再現していく 。

a.伝統域rh絡局保護

伝統的な道路締造と減~~の保護に努める。
北宋時代の点京の南北御過を中軸線とし，城
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， tî辿\3和 ';';;:1~iのl:~竹棉とする。一市門から Illi

.!?にでる紬線に多額支!iの札t物を位き.観光機

能もイfしf・米代風味の尚業桂jを形成する。

現イl.の城~\~は明治時代にi11i没.部~された

もので.ず?級の保設'1¥似に指定されている。

み体の保i設と内外景観の保護が必要である

それには域~i~4.体の段断的復 111.減壁内外の

緑化・料地伶形成.城.4~}o'd辺の建物r(6 さ制限

があげられる。

城喰ド部の幅20mとその内外それぞれ30mの

範囲の 「城椛内外重点保漣T(Jでは建物. 1: 

作物は，芥01せず，幅200mの r..般保護臥Jで

は直点保護民から50m以内は，t":iさ7m以下. 50m 

"""'200mは尚さ 10回以下に制限する。南城壁とそ

の南のlt.M封?との問は荒閥.総地とし建物は

許可しない。

b..lJ1!蔵文化財の発掘と似遭

2000{r.のltt1史を語るべき文物は幾度もの洪



水によって地下に矧没しているがその入部分

はまだ調布されていない。.IJlイiの対策では不

1-分であるのでさらにし勺かりした保護的問

を講ずる。具体的には開封故城.大梁城.北

京内域.外城など12の地下遺跡保護区を設定

し.ここではJ号山・文化財保護部門の同怠と

の場合は低層で院繕("1庇)のある伝統形式

を保!日する。道路沿道50mを 日般保護阪とし.

治泊ill物の第'進院は、1'.J.rlillて，第2進院は

2階辿てで尚さ7mlJiJ後とする。;IJ/..井街北側lま

市点保護区としほ瓦勾配同根形式とする。こ

れにより.双飽{E.双JI-街の伝統風貌を快復

都市計画管局1部門の批准がなければ堅牢建物 する。

は建築できないこととする。

C.地 1:の文化財や脈史人物J己念地の保護

鉄熔や飽4E.相|司有:など19の文化財とその

Jtd辺に保護民を設定する。文化財の敷地であ

る市点保護民では文化財保護部門の同意と都

市計plJj管理部I"Jの批准がなければ建築できな

い。またその周辺の・般保溢院では建物向さ

は6"'9m以下とするなど，保護対象の内さや脱

税.民観条件に適合させる。

d.民俗. W)I~&び民俗桂1Þ(の保護と開発利

J1J-3つの保護t(を設定する。

1。相国寺民俗保護t( Iちは自由路. ~t は

内大街.西は中111路.点は勃鈎街・書庖街を

境ゲfとする区域で. 3つの尚業街(馬道街.

，i=后街. 苫病街).相l対... 7.凶院商業文化街.

山峡甘会館と伝統的問合院民16群。これらを

商業区.娯業収.文化活動区，飲食区に分け.

交通や文化財保護t j;t観，住環境改善等を総

合的に考慮して特色ある地区形成を図る。

2。知j家胡同伝統内合院民民保護区 北上

街の点に位附する削IriJで伝統的四合院街であ

る。中心の~J家は刷.(J保育園と順河医}jJ竹所

の事務所に使用されているが.復元して民俗

間物館に活用する。周辺の制1111にも一般保護

lメ.を投定する。

3。双飽控伝統街.ffi似讃t( 文廟街以点の

K域で北宋時代よりの伝統のあるところ。別

イFの問合院民討を保護修用すると共に.新築

C.古城保護と建築山度規制

対観の保全のため4. 7. 10. 15mの高度規制

区を設定する。これは川域内の人口抑制JI耐

とも'致している。山城内は全体的に15m以下

とするが公共的建築については少々の緩和が

uI能である。

これらの計両のほか水系の保全.博物館-

M覧館体系の辿，没.名城保護と観光事業の結

合惇についても t記述されている。

( 3 )歴史文化名城の建設と旧域阪の

改造

a.文化観光施設の早期IJill設について

1986"'1990の短期計Illljで11の具体的計画

をやげている。そのl:挺なプロジェクトとし

ては①博物館.関舟館の辿投.②宋都一条街

の述設一国家旅遊応の指導により宋代建築様

式により商庖街を建設する。③山限甘会館か

ら学校を移転し.修復し閲飲する。④中心文

化商業街の改造惇があげられる。

b.旧城区の改造について

旧城医の改造は経済と社会と環境の 3つの

統 ーが重要である。そのためにはまず①旧城

民内に宋都一条街や相同左文化商業区等を整

備し.環境の改~と人[Jの移転.経済の発展

等の総合的利益を関る。②新市街地の建設に

)J;を入れると共に川減区ではまず道路の狭陥

や行き止まりを改持し深刻な交通混雑を解決

世 264・

する。 し. 2階建て出物をillてその後ろの用地を32

次にl日城臥の改造は地域特性に適合する T けておき10"'20年後に計断線を改めて検討し

法を検討しなければならない。棋民内の七挺 第2次改造法行うという子法も考えられる。

幹線道路はJIp可制.L~ は30m余であるが現有は 1 また.現配の街の胤貌特色を保全する事を保

0数mの幅員である。これはここ10数年内では 川し.街路に的iする.¥主凶lを整え.街容をtllc持

鉱帽できな L、。このため.短期的には数回後返 する。これは投資が少なくてすみ容劫である。

凶5-2-1 宋.UU江(開封)

復原図一同済大学城rti規

副教研室編 rrl11得減diill

設史Jp.43 周約2.75km

の大内(宮城).川約11

凶の内域 • ftd約28kmの外

城という :mの減却を榊

えていた。

写5-2-1 城壁の現状

司部の城壁には硝制み

の外聞が残っている。

( 1993 ) 

ー一
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ワメ522 米都御街ーヰ;

代のメインストリートで

あった「御桂iJに治勺て

米代のll!築陣式に倣った

形態の.i!fj~ 4 00 11の尚Mf笹j

がill設されている。

'ゲ:5-2-:~ i!H1iUiのまち

なみ 200.':余の商A1it予

が伝統陣式で修J1IL修

抗された。

5 3 JJl状都市民観の考察 ころもある。特に北点陥の鉄熔地域は公闘が

・峨明 幣備されている。

泊代に他殺された城壁は地上約数回の高さで. 開封iti剖S"1脱劃).Jでは，この城壁について

その延~のほとんどが残っており，旧城氏と は今後修復すると共に協やポプラを植樹し修

それ以外を民観的に明確に灰分している。し 以する予定である。また主要道路との交差部

かし.外n'tiの時は・部を除き残っておらず. には内安rfiと川織のアーチ状の門を検討して

ほとんど 1:が峰山している。雑市が茂り，勝 いるという。

下な 1:取りも行われているようで荒れた民観 |日城内には人1124)5人が住んでいるがこれ

になっているところが多 ~'o 北喧部から附慣 を22)j人まで減少させるJ十両であり.このた

怖にかけて副部にMI樹して整備されていると め城椛外部の点北部に住宅地区を開発中であ
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る。また現イ1:3∞tr.lf売のr:場を 5カ"j:JILfIljで移

転させる予定である。

-京都御街

御街は米代に宮殿前からまっすぐに数回も

延びるメインストリートであった。濯が拙え

込まれた側械があり.これにそって挑.学.

梨.併が街路樹として並び， r~，央には朱検り

のかよ米がrnかれていたというお成り道だった

本46。

この御街のI[l'l~lt線に沿って午倒街から新桂j

口までの延長400回.前μOmにわたって，前述の

( 3 ) b.の;11'plJjに従って1986"fに者.にした米

代の建築織式による高山街が完成していた。

挫投:afT::Xiの闘志Hlj規制測tit設計院尚級I:f11

師尖孔也氏によれば.この建設は米代の都

，ti，風俗の文献である「点京夢華録jの記述

に基づき.隊式や寸法を決定したという。

f倣米崎附姐築jと称している。飲食応.薬

品.11FIllfi-汁抗日;など50余が軒を述ねている。

これらの/，'，のイ1肱等は米史から取ったという。

この米都御鈎は観光的.経済的には成功を

納めたようであるが， '11-).'!でわかるように所

企はまがL、もの. >~せ物であり.文物保護や

まちなみ保令とは立場をNにする寝業である。

・'1'山路

上述の米都御街の市に続く中山路は高さ 15

'" 1811. 5.-..，; 6附建ての庖舗. 事務所.住宅に

よる再開発が進められているが，その頂部と

1または 2陪部分に亦褐色の瓦葺き庇状のデ

ザインが施され.まちなみに統 A 感を与えて

いる。これはl則的時代のデザイン要素を取り

入れ.~肱的街似.の形成を試みたものという。

. i'H1i街

Ifl111路の・ブロック点の伝統的に文具・や，'}

t，~の街であ った市山街でもその特性を踏ま
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えた改造が完成している。延長600m，奥行き

15--2011の~öVij で 1 ~lH6""""1987{ドにかけて200軒

余の向山の修J1Jlとillて併えが行われた。 1949

I，j!以後(解肱以後)の組物は修即.し.それ以

前の他物は従，jilの陣式. 寸法で建て許えたと

いう。山政府の開発O[;e委u会が統・的に計

p_'ijし， 0::ち公!;J と所イi .fí'が資金を JHぷし • "i 

政府のじ*処が施にした。

削減iベ内の他の 1'，い尚J.~i街と比べても概ね

伝統的なJ?U1fVIの'長年間以は緋1ft.されているよ

うであり.米都御仙のような人1:的な印象は

あまり受けな t、。

\~Hli街と、予防街・蚊帳街との交JEするとこ

ろにはか司て航機があったが， 1978"1: g'i交通

改持のため除却したという。、月P.'iIx対立見も

あったがやむをf:Jないということであった。

京IJ家制 [.ìJ伝統L~}，li保護 μ:

この保准1)(:I，tイスラム系rlj民(lrrJ民)).r; (i: 

1)(:の小心にあり.約100mX50mほどの小さい純

聞ではあるが， 5進院に及ふ人:理l間合院がい

くつか似令されており.歴史的界わい空間が

感じられる。保存.11・(11Jjにs記述されていた，現

状の保111.:4Wとしての位JI)から博物館への変

史はまた行われていなかった。

・u..飽{E，双)1:桂j

Ifl域内の北京部にあたるこの界わいには消

民時代の伝統的な他物が仏範閥に残っている。

i並行く人々の服誌を凡なければ時代をまちが

えるほどである。ただその多くは老桁化.疲

弊化しており.ノk泊.排水i没備等都市施設の

の~<<il もあって 1 ，1_1cl-な改造が必要である。そ

の場合.往j))J:'部分はすでに一部でみられるよ

うな隣同艇の煉札泊2附建てではなくさきに

比た似イム;1"1111;にあるように.勾配崖恨の、手足

挫てとするなど， Nd辺政観に適合する配慮が



i苅:)-2・27う械似泌総凶一間1trT城郷建設'l1j資料 地 1:・地ド似品1><:，仏統民民保議[え視

雌. 1司ま・行・市級保護文物専を>>..ぷしている。

l刈 5 - 2・ ~l ill 換 r~.~ J_主~制同 開封市械郷建ぷJnj資料 建築祭11地lベ.7m・10m・15m.20m制陣地

1>( ~.きめ細かく定めている。

〈た
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必要であろう。

. 111隙lf'会飢

中山路とNh1i街を結ぶ徐府街の北側にある

111限付会館は.前述の保存31・両通りすでに時

物館とな司ていた。 ill物の重厚ーさはもとより

館内に各時代の城確で閉まれた開封の都，tj股

引や後述の imlVJ 1:河悶jに基づく模型など

が民ぷされており.興味深い。

その他のIfI城内の民観

ほとんどが1. 2階辿てのまちなみが続く

が.判|川、)'周辺などでは数階建ての大規模な

商業施設ができている。また，高層の事務所

ピノレや1'i1'U1jも包府坑北j宇や中心部で建設中

であり.ht観の人:きな変化が起ころうとして

いる。創劃測l.t設計院の実孔沼氏は.外国等

からの不動座投資が1f1域内に集中し.その場

合尚肘ピルになりがちでこれまでの計両とヂ

盾が起こっており.対応に苫慮しているとい

つ。

なお.故後に開封'IJが現在取り組んでいる

「消IYJ1:河閃J復ie公園について触れておき

たい。 i7，'lIYJ 1:河凶」は宋の都城・汗梁(開

封)の除桝 3)Jの消明節頃の様子を張択端

( 1085'" 1145 )が斜][Uljとしてえがいたもので.

当時の都市民観，風俗を知る上で貨喧な資料

となっている。北京般宮博物館蔵のこの絵巻

lま開封錦外の rrn岡地点から始まって川をた

どっていくもので.ほとんどの場面は近郊の

船や匝形船.小徒.商庖.旅館などを描いて
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いる。巻物はすばらしい木造アーチ橋を見せ

たあと.域門を通りuiけて都市の中に入る。

城門の内側には.かなり大きな三階建ての遊

館が比られる牢47Jのである。

開封，1;の~I・ ~lri は. この「消明上河凶jの風

htを川城内の北阿部，制。公開の西部で阿城

憎までの池i(('i地で災物入;で彼泊しようとする

ものである 。 r消ψ~ 1:河凶jの主要場面の・

つである木地アーチ橋はすでに)J;礎工事が始

まっており，順次峨I"J(機門または鼓機と J

う説もある)吋のill，没も始まるという。非常

に大きなプロジェクトではあるが. i7，'11珂上

MI羽J n身1~{ ~~ s.Jの民観を I正確に錨写したも

のではなく.ひとつの風俗画として表したも

のであるから.その「復JeJとはいったL、(IIJ

をぷ味するのか判断が難し L、。ともあれ. 2 

"'3年後には光成するという。

5 4 小結

以上のように開封，liでは.現化多くの分野

で料)J的に脈史的以観の保全.復元の努)J:が

進められている。その'"には日本の伝統的建

造物併保存地lえで進められているような文化

財的な修用修氏'W1t3もあれば.観光開発とし

てのテーマパーク戦術に近い事業も見られる。

成功しているものもあれば.行きすぎて迫和

感を党えるのもあるが.令体としてその前向

きの努J)には共感を覚える。



第 6節 1:_ iIlt 

O 1 1.11，止の慨事

UI，tはlUIド流 -.f{j1十|の JKJYjに 11、がる ÌÍIi~)，(

2-5mの‘nllな、l，.!il{.に1，/.ii'iし，本代にiしI'H

の粁済発以にともない. Il~品経済が先述して

民rliがたち. トillt111，と呼ばれたことに起

11!;[を求める・j.ができる 向込としての発!止に

より出京本の13m紀後、1':には上海鎖に舛栴し.

jじ代はじめの13Jlt紀本にはJ-.iilJ山となった

lリjみには経済的に昨かな 1--海はしばしば干lI;iiI:

の鎚?を受けたため. 16llt*己中頃に域l:，~を ill

dした ョ1-，海ll，lj成は-*丙約卜 7km.I*i北約2km

のやや柏jlJ Jf~て}，'J 開6kmで'あったという

l.i伶は184211二の阿Jl戦争によるI'tl;;~条約に

よって1!11fJ.1し，以後Iti街地の大部分を列強の

制叫て)j められていたε 今でも~'iiilHiIにuriす

る外j難には欧米の資本がそのJlf)Jと技術)Jを

iJ=t、でill，北したイ1mのや々たる洋j瓜ill築が性

んでいる(リ点61 1参J!日)

ところで.域唆と外法で閉まれた山城は机

見の繁栄からは取り伐されがちであったが，

19121rに城岐が撤i、され，外法はH百出化され

て道路となった本48

.fJUt..の UfLjrbはIIJlメ121><:と特別区(以) 9 

PAで情成され，総凶i杭は6.340k m'.総人11

1. 250)]人，中心部だけでも670);人を擁し，

工業小産舶は全l司の19. IJ~ 家財政収入の 1 6 

がここからあがるという'1ql~ で枇も 'P;~な E

支部di， II~ I探港湾都市で、ある。また. 51の大

学を擁する学IIf
'
llmI]Jでもある 1 9821fに総合

，~Iïtfltが di・政府で‘決定され. Ihj!~抗の批准も終

わっている このマスタ プランでは過?百解

消のための人rlの郊外分散と dH!rのIli整備及

び交通網の瞥備等が急務としている ちなみ
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に. 111リi街地では;住宅床面的は 6m¥ 人とい

う状悦であり.環境p)~ι 交通渋滞. )~盤b~

u交の.}f:朽化などの，mぷ起に九しんでいる ま

た.マスタ プランでは上海は"Ij liJJ~ J1~ J'tの

11:まれた場所であり.制かしい革命の伝統を

持っており.多くのtl(t.命泣跡が伐っている

さらに多くの舵史的泣跡や見事な近代ill築が

伐っている これらの保存と保令をiI:ぷ深く

実施すべきである III'~ 、地域のrli開発におい

ても上海の地ん的特色にふさわしいlli築掠式

の保むと保全に努)Jを傾けるべきであるとし

ている本49) 

|刈61 1 1二iutdJ dil.或|ヌ| 大阪市、Z大学経済研

究所制 :111:料の大都Ib2 U毎 p.231より

よJ、モ
、，、(. 

¥ 

_" ¥. ~ 
10 10 30 

N 

l' 
与三笠

写61 1外灘の作風建築

上海市人民政府 (1[1存

港上海銀行1923)

6 2 J;):観保全の施策

このような大きな都市問題を抱えるヒ海に

あっては，;止在II対策にはなかなか子が|口|らな

いのが実状のようであるが， 1法イ長と再'1:.に向

けてのいくつかの施策が実胞されているJ

(1)里弄住宅の保全と阿佐

一つは，虫斤住宅の保全と 11jLtの試みであ

る3 里斤住宅は今JlH己初頭を中心lこ，不動陀

経営としてdi内に次々と建てられていった牝

宅である。路地(里弄)を中心lこ小さなliij庭

を持つ 2-3階挫ての1*瓦造等の述棟式のft

宅が並ぶ。江市j孔民家の都rlP判発反形態とさ

れ， 1:海の住宅需要iこ良く適合したため広く

普及し. 1有阿地区はヨ ロッパJ!1IJ!井，准海

路は新式西洋'n弄，藤間付近は中IJhtlR式型

寿等が今も伐っている n その半面形式は中|司

の伝統的な四合院住宅と西洋のi1!払建て11:宅

の結合とも『?える本50

g~;干の合計床面積は2600h 、Fんじ. UUJdi 

の総住宅床面般の40001こもあたる1'1'llなストッ

クてある ところが長年月の聞に.}f:杓化と過

密.台所 ・トイレ等の不備により大部分の恒
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、
-、

井11:右が機能低下を*たしている

そのi品初の内生プロジェクトとして19801r

代になって取り車ILまれたのが川城の内巾 :~il _g;

丙門の近くのIt1di[X蓬朱路303JI'の1UX:である

従!Iijの住環境を大耐に変化させることなく，

台所やトイレの年J[]化及びこれをnJ能とする

ために 2附姥てから 3階挫てへの11;'1築が進め

られた CI){162 1 参J1~O ，改込-に吋たっては

部dil~~'在日の継続性にも配慮し，外部lの形態，

外唯煉}Lの材質，色彩の縦Ji'cに努めている

(写1'i62 1参照) ，このプロジェクトの第

l則は1983年に完fし，第2)~Jは 1984 'tIIOJ]

より取り組まれているp

卜j(ljrlJで;'et今後もこのような陀t{fの'ltJf，n
古の保全 ・Iljlj.:_'j~業を進めるヅ}.新しい共

同住吉を建設するに、守たっても， I見j"住宅の

特色をどのように恥り入れるかが課題となっ

ているという

( 2 )必;ii県 ・歴史的地[xの保存Jht可

次に. 1ft史的地lメの保イ{，~十両が郊外で進め

られている 上海111の'11心から丙北に33km，

u毎rli・の以の一つであり，科学研究と新都市



万6-2・l 改造された'H

売住宅{議:Kili303弄)

(1989) 

凶62 1 1930"1・代のii.

~以械愛川Jし r Illll~ 

の城~郎巾 1 p.208より

リ622 i官僚 t持と JKi~

括の;;(tJl (199:3) 
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.定14'械aJ

の~，没が進められている点定県の旧市街地中

心部のAZiiz城地域の・部.約6haが県のマスタ

ープランで f:在街保留保jとして決定されて

いる。これは1983年に上海市の批准を得てい

る。

解政前のJ1r定城は前径約2kmの城壁と環濠を

めぐらし.その内部にそれぞれ直交する水路

と道路があり，これに治って市街地が形成さ

れていたという桁1(凶6-2-1参照)0 I[J県城

はすでに撤去されてないが. 1r1城内には雨米

関耕作r:lJ(1205"-' 1 207 )に建立された七肘ん

形の法草*牢52(必定限文物保護単位)や巾米

12年 (1219)に姥設された点定孔崩本53(括主主

県文物保護tl¥{也)などが剥ιしており.これ

らの周辺と両おを結ぶ地域にはイi投過に治っ

て伝統的なまちなみが残っている。また.背

後の池や水路 そして橋が江尚一の風情を強く

感じさせてく tる。

;ihhjはtt;栴熔を"1心に約6haの区域に保存地

阪を設定し. このなかで白い建築物を修復し.

・部で必要な近代化を附りながら風格を保持

すると Ci6 う。また危険家版を除去・緑化し.

K域内は必行-fi'邸JHillとする計画，京観保全

に留広しながら{式統的な手工業の工房や自舗

の幣制'/i~1・ IITlj も慌り込まれている。さらに岳製

な民観軸をs没定し，これを妨げる建築を禁止

するrH州である。現実にはまだ歩行者専用道

としての較的等は進んでいないが.保存区域

内は法車等と点2i:孔勝!のふたつの焦点を中心

に務ちついた家岐と位が続いており，歴史的

民観はほぼ保全されている。ただし.たとえ

ば指定孔刷の凶艇の背後に高肘の大規模な集

合住宅が比えるなど.文化財空間の風趣を出

なっているところもある。周辺も合めた修公

判断やIfbさ制限が必要となろう。
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なお.このIfl峨臥の北では1982年以来 f科

学術I~~城鎖 J としてよ規棟な桃園新村が建設

されており ..1:海から嘉定への高速道路も'

部開通している。

以 1:の市 111Ij(溢来路地似.と嘉定県老街地区

の2地lメについては. H.l84{Jミに大阪・ t海江蘇

経済交流協会のj::俄になる r1:海市都市計仰i

J~ IriJ)';娯」により「地臥のjf-ItlJj ~長 j が作成さ

れている本54。

6 3 保全への新しい動き

1:地，h の H体的な相~"d壮観施策については

以 1:の通りであるが.i止近さらに新しい動き

がみられる。

そのひとつは文化財挫物まわりの挫物向さ

の脱制である。織l判など:k.化財のJ.'iJUij50m ........ 

10011の純UIfは尚さ 11mまでに:t;tJ限している。

節 2 にm，\~{~縫文物の指定である。外海あ

たりの約50の凶作式ill築やフランス人等が好

んでill，没した郊外{l:宅である花岡住宅.及び

代ぷ的な flUrO宅の保存をめざし.法体やJI

IIIJjを検討している。

第 3に. 1:泌では剥イEfTJ途地域制や容積制

の災施について検討しているが，その中で歴

史的住造物の保存のために存在i率の特例措悶

等を盛り込もうとしていることである。

さらに.航浜市と協力して持陀阪のまちな

みの保少と ~J)H街の較的計(fIJj (5∞"-'600m， 

制20m)の作成や大阪大学と協)Jして超高肘

ピルのill投が_f:潟市の歴史的対観に与える影

響をコンピューターグラフィックスで検討し

i!hfJ却をみなおした例などもある牢55。

このように J:泌，IJの民観施策はまだまだ個

別的な段附といえるが保々な蝶蝶を積み重ね

ており.やがて，Ii独(Jの総合的な施策へと発

脱するものと期待される。



第 7節鄭州

7-1 郷州の概要

期州は人(190∞Jj人の河雨省の省都であり.

北に此河と t~111.附には高山をひかえ.東と

wiに'IJ阪がJ1;.がる。総面積7400k rrf. 人口60

0万人.中心人I1110万人を数え.中国の東西

鉄道動脈である糊泌総(ウルムチ~西安~述

沼地)と尚北鉄道動脈である京広線(北京~

仏州)が交わる交通の要衝であり.紡*11.嵯

1:業.機械等が儲んな産業都市である。 ーノj.

鄭州はまた. IIlrli街地中央部に般代の城壁を

はじめれ利の迫跡を持つ歴史都市でもある。

1ft史文化名城郡山に指定されてはいないもの

の.尚域遺跡の似イメ・整備をめざして独自の

努力;を始めている。現地調在とヒヤリングに

よりその慨煩をまとめるとともに問題点を検

JJした。

7 2 尚城遺跡の創状

Jヒ }.'J の式J~)~I，r: (559)に鄭州と名付けられ

たと，?うが，都市としての歴史はさらに2000

年近くさかのぼる。 IrI市街地をめぐる上唱の

)/.;怖が195()1，1ミに「尚城Jであることが確認さ

れた。この尚峨は股代"1期(8CI350'-""1250) 

に版換し法で策峨されたと想定され-辺16

!}().......， 1870m.城同約7回のほぼJ方形に近いプラ

ンを持っている牢56。

JJlイ1・地 Hこ刷れているのは南城壁と東城壁

で尚さは、1i.均4.-...，6m. )J;庇部の幅は15.-...，20m. 

rw唱の制は1()mfJ.度であると観察される。発掬!

調代によれば城喰の 1:部や外被に戦同期や米

代の嘉 1:肘が認められ.修築を繰り返しなが

らM代にもわた 3て利則されてきたものと忠

われる。城内外で服代の{l:J.tiや片:Ji. 溝.鉛

銅所.製陶所.J;!;非民などの跡が発見されて

おり.城邦をもっ都市同家としての態勢を整

えていた。これらの遺物は鄭州市にある河南

約博物館に納められている。

この尚城遺跡は|同家級屯点文物保護単位に

指定されているものの保存状態はけっして良

好とはJえない。あちこちで七が削り取られ，

民家やjじIliJ{E宅. 工場等が t単に迫っている

ところ.はなはだしいのは法面に民家が建築

されているところさえある。残存している上

唱の大部分の瓜部や法面には胡桃の木が拍え

られており，在人や子供述れの散歩やレクリ

エーション~I::J として活用されていた。

7 3 尚城遺跡の保存とまちづくり

鄭州市では!日城地T<.の保護のための建築制

限を行っている。鄭州市城市規副管理}nj李氏

媒氏('1別総I:N削)によれば.旧城地医では

u逝と改造を t澗較しながらまちづくりを進め

ているが. 1I1城内で辿築物を建てる場合は事

前にヂ?と ，!Jの脱劃管理M.文物局の謂t可が必

嵯であり.発拘~ì凋任により屯要遺跡が明らか

になれば~3長できなくなるという。股代遺跡

は地ぷド10mくらいにあり.深い基礎を必要と

する 8断法て以上の尚府建築を建てる場合は

IN務院の;汁:IIJが必要である。現在域内では5

階挫て~物がAKIfaである。

地ド遺跡の保護を百点としているため既存

住物の除却についての制限はなく，また景観

1: からの~3和物，f~ さの制限は行っていない。
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峨!拘路.城」↓{路沿いの減壁の復元整備計仰

があり. {l:L~の移転や料化を進めている。*

械~~と尚城路の交;t，~する北側には明代初期に

凶7・2-1 ~~州 tfij 代域 fl~. -16)済

人 tJ域di刷直IJ教研常損 「中

IJ~ 城 djis ~世史J P.6 

.. . 一

・.

----;~lf-后断

ロ 商代戯

凶7-22 邸州尚城断而一愛訂

Jじr""吋の械祁都市JP. 13 

η7"2 1 I開城逃跡の現状ー

此れ l↓:てた Il;! (城県路) 1993 

u州R宣械断面
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写7-2-2 商城遺跡の現状一

頂部は散歩道として活用されている。 1993

建設され1501年に改築された城.Gi廟があり，

ここに鄭州市商城遺靴保護管理所がおかれて

いる。この付近の減壁はすでに整備工事が始

まっており.法面の修復が進行すると共にこ

れに続く域外の隣接地では20'""-'30mの幅で既存

立1!物が除却され，公園化するため前床がつく

られていた。 2'""-'3年後の完成をめざすという。

鄭州市は解肱後市街地を徐々に拡大してき

たが，特に1973年以降に大規模鉱張を行った。

1980年代後半から鄭州の経済はめざましい発

民を続けている。 1994年には新しい空港が国

際空港としてオープンするという。鄭州駅近

くに58階.66階建てのホテル.デパー トが建

設中及び郁倫中である。鄭州rljは鉄道.道路，

航空路それぞれの結節点としての機能をより

F5め，同際貿易都市をめざすという。

7-4 小結

鄭州市はめざましい経済発展を背設として

活気あふれる都市である。郊外の新市街地で

は工場や集合住宅が.美しい並木とともに整

然とした景観をつくっている。しかし，旧市

街地は疲弊した住宅が多く.排水等の肘住環

境繋備も十分ではな t¥oそしてその市街地を

取り聞む商城遺跡は.前述のとおり保存対策

はまだ緒に若いたばかりである。今後鄭州市

が旧市街地の再整備を凶るとき.これとあわ

せて市の歴史文化のシンボルとして商城遺跡

の保存修長事業を着実に進める必要があろう。
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第 8節結び

これまで見てきたように中国では.歴史的

景観保全への関心が急速に高まってきた。特

に1982年からの歴史文化名城都市の指定によ

り，各歴史都市で保存計画の検討とその実施

が始まっている。歴史文化名城都市の市政府

幹部に対する.中国の都市建設史や歴史文化

名城都市の保全理論及び保全技術等にについ

ての研修も行われ，国際連合地域開発センタ

ー(:名目f尿)等もこれに協力している。

しかし.近年の経済開放政策の進艇によ っ

て大規模な開発が各地で進められ.歴史的民

観が急速に破駿されつつあるのも現実である。

経済成長至上主義とも 言える開発の大波の中

で，これまでの歴史的景観保全の努βはβを

失いかねない状況にある。

中間における歴史的民観保全の課題を整理

すると次のようになろう。

-中間においてはまだ歴史的まちなみを.t'till 

な文化財であり，保存する必要があるとい

う意識が行政，市民双Jiに 1.分定着してい

ない。また.保存修理に対する補助等の支

援制度がほとんどないため，その経費が負

担できない。

・四合院等で構成される歴史的まちなみは，

これまで便所や給排水投備もほとんどなく

多家族による雑居状況で.老桁化，汚損が

進行すると共に間に合わせの雑多な増改築

が行われており，保存よりむしろ建て替え
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再開発の目偲とされてきた。このため.中

高層の住宅や事務所.大規槙底舗・ホテル

等への建て替えが進んでいる。特に最近は

老朽化した四合院住宅街等の敷地を低コス

トで入手し.高級分譲住宅として販売して

大きな利潤を得るという手荒らな開発も行

われ船めている。

4 ノら¥伝統織式の外観のまちなみは観光

客の人気;を集めるなど尚業的な価値があ

り.北京.西安.浴陽等において伝統的な

まちなみを破壊して.内部をR.C.構造，外

部を伝統様式に似せて修足する「倣市)j式J

による商応街再開発が 「成功」を納め. こ

の手法が鑑延しつつある。

このように.中国の歴史的民観の保全はわ

が同以 kに厳しい状況にある。保存と開発の

l調和の肯学が[同や都市の社会.経済政策とし

て確立され，指定地区内における建造物等の

保存の義務化やその保存修復に事業費や補助

金が交付される等の具体的，(t(接的施策が必

要とされる。また，歴史的個性を生かした保

全的再整備のJ十両や技術についての知識や経

験の帯積も暗要である。中国同内における独

臼の努)Jに期待するとともに，わがl吋も合め

たLkI際交流と協えJのf11で.早急に中凶の歴史

的京観の保全施策が発展することを期待した

L、。



第 2市 欧米におけるまちづくりと歴史的反観

第 1節 アメリカにおける雌史的環境保全制度

1 -1 }綬史的原境保全制度の発展

アメリカはヨーロッパと比べればきわめて

新しい|刊であり，その雌史的環境の保存とい

ってもれずから事情は見なる。

アメリカの場合.文化財等の保存制度は20

Ilt紀になるまで確立しなかった。それ以前は

通常77う，伝味での保存に値する古い建物はな

かったが.独立に関わる愛同心を鼓舞する記

念的挫物としての保存の事例はあった。たと

えば.フィラデルフィア，Hが]816年にインデ

ィペンデンスホールを口い取り.補修.保ι
したのが1li初と Jわれる牢57。また.初代大統

領ジョージ・ワシントンのn邸法大出場であ

るマウント・ヴァーノンを地元の財人有よら

が協会を t没収して1858年に敷地を購入し.以

後会此を各介|から非りながら建物の補修と庭

闘のIT}illに努め.今日ではアメリカ凪指の歴

史的モニュメントとして訪問容を集めている

という本58。

1906{ドに枇初の文化財保右:の法律が制定さ

れた。 AntiquiticsAct (['1・遺物法)がそれで，

同有地等における歴史遺跡や記念物について

同家記念物として立Jするとともに.その発

銅や破壊について詳nJ制とした。 1925年には

ウィリアムス'パーグの保存活動が始まった。

ここは1699年から]780年までパージニア柏民

地の首都であった町で.同年よりロックフエ

ラ一三世の支般を受けて研究調在，彼JJ;[，諸

施設の管理と物品販先士事の活動を民間の予で

続けている。保存地区の広さは173エーカー
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(約70ha)で各時代の隊式建築88棟が復原さ

れている。同じパージニア柏民地の最初の拠

，点であったジェームズタウンは1934{fより国

立公園局により保存，研究が始まり，向立史

跡公園として述常されている本59。どちらも歴

史地区の野外陣物館的公闘がなされている。

一方，チヤーノレストンでは1920年に市民の

・人.スーザン・フロストが「中古住宅保存

協会Jを設立し.仲間とともに古い住宅を改

修.修理し新しい住み手に安く譲ることによ

り保存するが業を始めた。この中古住宅保作

協会は今ではチヤールストン歴史保作協会と

名を変え， 3000人の会員を要しているという。

スーザン・フロストはまた.チヤールストン

市に働きかけ1931年に歴史的街区制度を発足

させた。品-初は23街区，約400練の建物を対象

にしていたが現在では1100棟を越える建物が

保存対象とされ，外観の変史には 1行の建築審

究委員会の同志を必要としている本60。歴史的

街区の指定により保作が市民の日常生活の}

部に位置を占め始めた。そしてチヤールスト

ンの歴史的街民の指定以来多くの都市で競っ

て保存街区の指定が行われた。

1935{手には連邦歴史遺産法HistoricSites 

Actが制定され，国家的重要性を有する歴史

的地点.建造物等を公共の利益のために保存

すること.その調査研究や修復，保存管理に

述邦政府が関与すること等を定めている。

1949年には歴史的環境の保存をめざす唯 戸

の全国規模の非営利悶体である National

Trust for Historic Preservationが連邦政

府により認定されている。このナショナルト

ラストはイギリスのナショナルトラストとは

異なり，歴史的環境の保存のみを対象とし，

かつ国の補助金を受け本61，歴史的建物の修復，

展示公開.歴史保存に関する啓蒙.教育活動

への支援等を行っている。

1965年にニューヨークで独自のランドマー

ク保存法が制定され，ランドマークとしての

指定を受けた所有者は外観保存の義務を負う

こととなった。翌1966年には歴史保存法 The

National Historic Prescrvation Actが制定

された。これまでの述邦法では同レベルの歴

史遺産のみを保存対象としていたが. この法

律により保存対象を州レベル以ドまで拡人‘し，

各州ごとの歴史遺産調査，保存JIゆj策定，登

録資産の取得と保作等への補助金が支出され

ることとなった。

このような直接的な暦史遺産保存への支媛

だけでなく，税制等による優過措置もアメリ

カでは草の根の保存運動や自発的な保存活動

の大きな支えになっている。たとえば，①殺

録建築物や歴史地区内の建築物で弔要なもの

の地役権を公共的な保存団体等に永久譲渡し

た場合には，その金銭評価額を課税対象額か

ら控除する。②歴史的建築物の修復費の一定

割額を所得税額から直接控除する。などの優

過制度が1970年代後半から始まった。

歴史的建造物や歴史的まちなみの観光資源

としての整備もさかんである。，fj場経済の同

アメリカらしく.歴史的建物の保存を市場論

理の枠組みの中でI1J能としようとの考え点で

ある牢62。
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写1-1フィラデノレフィア インデペンデンス

・モール 独立時代のインデペンデンス・

ホーノレ(1732-1756)を中心にして歴史公

園として保存整備されている。

1-2 ニューヨークの歴-史的環境保全

前述の通り，ニューヨークでは1965年に独

内のランドマーク保存法を制定した。これに

基づきランドマークとして争録されたものの

一つに19131，j巳建設のグランドセントラル献が

ある。この1J~のヤード部分の空中権を利月l し

て1963年にパン・ナムピノレが竣工しているが.

1966年に今度はグランドセントラル駅そのも

のの空中権を利用しての再開発がJIpfJjされた。

既存駅のフランス占典主義を体現したファサ

ードを除却して45階建てのオフィスピルが建

てられることになった。これに対してニュー

ヨーク市歴史記念物保存委員会が強い反対を

表明し.また.市都市計F討委!l会は既存駅上

空の空中権を隣接敷地に移譲することを認め

る法律一TDR(開発権の移転)を通過させ.

1968/1:，グランドセントラル駅は存続するこ

とが決定した本630 Mド前に荘厳なデザインの



ペン駅を失ったニューヨークは.その後の市

民怠識や行政の取り組みの変化により. rn民

に親しまれてきたもうひとつの丘弔なランド

マークであるグランドセントラル駅を再び失

うことはなかったのである。

ニューヨークにおける歴史的環境の保全と

II}'I:のが例としてはフルトンマーケットが知

られている。フルトンマーケットは17i{そ紀か

ら1911t紀にかけてニューヨーク最大の港・であ

ったサウス・ストリート・シーポートの魚市

場である。港湾の長退により市場の雌史的建

物が破壊される恐れがあり. 1960年代から民

IHJの保存同体が組織され. 1967-?ドには博物館

を実現した。 1972年にはこの建造物群を合む

地域・般のl呼開発社両が策定され.歴史的建

造物ll'f.の保存と新開発が両立させるためサウ

ス・シーポート特別地じくが指定された。 TD

R制度も活J+jされた。歴史的船舶の係留 • i毎

第 2節 都市デザインと成長管理計画

2-1 都市デザイン

liU 111デザインはこれまでの都市【汁IIIUがi首路，

河川，公同等の公共施設の整備と用途.容右'1.

尚さて事の f:地利川JI副を11'心としていたのに

対し.これらの鞍備や規制と辿勤して.都心

部にオープンスペース等の公共アメニテイを

実脱したり.~史性のあるht観や個性的民観

の保全・創造.町のにぎわいの演出等々まち

づくりに機動性をもたらすものである。この

ような都市デザインの枇近の成功例としては

アメリカではニューヨークやサンフランシス

コ等が挙げられるし.わが同においては横浜

市や|代田谷臥等が挙げられよう。

洋時物館の建設，市場の再配置.歴史的建物

の保存と届舗等への改修，オフィスの建設等

が進められた。こうして.歴史的地域の保存

と活性化に成功した本64。

ニューヨークでは1975年に市憲12を改正し.

市政への大幅な市民参加に踏み切った。市内

を59に分け (ComunityPlanning District) I 

それぞれ住民で組織する地域委員会(Comuni 

-ty Planning Board)を設置した。 I背のチ覧

晶i成から開発保全計画まで事前に情報を公開

し，地域委白会の怠見をもとに決定すること

になっている。この地域委員会は都市の泣観

保全も軍要な任務の一つであり.歴史地厄に

指定されている区域での現状変~には委員会

の成認が必要である。ニューヨーク全体でラ

ンドマークに指定されている建築物は600棟.

雌史地区に指定されているのは39街ばにもの

ぼるという本65。

2-2 都市の成長管理計l珂ーサンフラ

ンシスコの場合

サンフランシスコで都市テ'ザイン事業が市

の都市計阿マスタープランに組み入れられた

のは1971{下である本66。都市計画局に都市デザ

インチームが発足し，マーケット通りとユニ

オン広場に面するすべての建物のデザイン審

査が始まった。サンフランシスコの都市デザ

インは.建物高さについては市中心部の丘の

頂上部は尚府.ウオータフロント地区は低周

とする.また特定の通りからの眺望，湾やペ

イブリッジの眺望のための視廊の確保.建物

の帽をできるだけスリムにする，明るい色の

外壁とする等を基本として.周辺の歴史的建
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造物との調和をも考慮することからスタート

した。これは，その直前の1969年に建てられ

れた Bankof Americaのピルがあまりにも向

く.輔が広く曹また外壁が附色であり • JlJ辺

景観の中で不調和であったことから始まった

とdわれる本67。

ユニオン広場等での慎弔な都11jテ'サeインの

成果を踏まえて.次に都心部でのすべての再

開発すI業について都市デザイン・コントロー

ルが適閉されるようになった。たとえば. 2u. 

4halこ及ぶゴールデンゲート・センターの開港

では住宅. 事務所. JI占舗.娯業施設の適切な

組み合わせと公同広場.捗行者空間の確保、

地下鉄等による汚染のない公共交通システム

の整備などの総合的な都市デサ・インを尖施し.

成功を納めている。

これらの都市デザイン事業はサンフランシ

スコの鼠観に対する向府建築の}Æ~いインパク

トの改善に長献したが，尚層建築そのものを

制限するものではなかったため.市民は『印刷

建築に対する反対機運を尚めていった。特に

ピラミッド砲の外観を持つ起尚附のトランス

アメリカ ピルは，都市デザインのf辞任をパ

スし rtiの都市デザインの基本原則を叫す建物

ではないにも関わらず.その尚さと特異な形

態が多くの市民の感情を逆なでした牢68。また，

高層建築は市に対して同定資昨.税や売上税等

の税収入を与えるが.~官.消防. 1:下水道，

交通機関等の整備などの公共サービスのコス

トはその収入をと凶るとの詳細な分析結果が

市民社両クソレープ (SPUR)から発表され

'ー
''-。

こうして，サンフランシスコでは高僧建築

等の大規校開発に対するk対運動が)Jを得て

いった。向層建築に反対する&初の市民投禁
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は1971年1l)-jに実施された。 rすべての建物

は6断，または尚さ72フィー卜(約22m)を越

えてはならないjという提集は投票おのおZの

賛成を漉ねした。続いて1972{手6}jの「都心部

では尚さ16()フィート(約49m. およそ12階建

て).その他の地域では尚さ40フィート(約

12m)を越える建物を建築してはならないJと

の提案は43%の支持を独得した。その後. 197 

9年にはやや制限をゆるめて「都心中心部で2

60フィート.その他の都心部で130"-'150フィ

ート」の提案がされ. 45.6%の立持をねた。こ

のような19γ0年代の以尚肘ピルiil!!lPJは結束ーと

して提案した尚肘ピル規制lをJ忠則できなかっ

たが.サンフランシスコの都 rti，il'IIDJ行政の変

化を促す大きな契機となった。

1981{J~.サンフランシスコ山は OHPP(

Office Hotlsing Production Program)制度を

開始した。都心部において5万ギノiフィート

(約4500m')以上の休1m却の尚業ピノレを姐築

する場合. ー定戸数以 J:の住宅供給を義務づ

けるという骨 リンケージ政策である。これは

I(t接的には事務所住築の噌加による住宅や交

通などへのft(.，'jの増大を緩和することを 11的

としているが.同時にこのような沼い開発負

抑を課すことにより内肘ピル等の大規模開発

を抑制するという巧・え方も合まれている牢69。

この制度は後述のボストン等での成長特即.

政策の :B発点ともなったiJ\~で先駆的な政策

である。

あ，e~ 、てサンフランシスコ市は1983{ド. rダ
ウンタウンプランJの収集を発点した。この

ダウンタウンプランは都市の活)Jを発展させ

ることと都市の盗と構造を保つことを同時に

行うという f都市の成長管理uの政策を明ら

かにしたものである。 2年後の1985にはダウ



ンタウンプランは正式に発効した。ダウンタ

ウンプランの内容は概ね F記のとおりである。

①ダウンゾーニング一容積継を従前の6割~

7:1別にカ y ト

@尚瓜脱制.形態規制一段高地氏でも従前の

210mを16511にし.都心部から周辺部へと順

次低くなるきめ細かな高度地区の設定とデ

ザインの指導

@W;史的他物の保作一251.bkのj修史的建物

と5カ1fTの保存地I;{の決定，歴史的建

物の 1:¥ヤ開発防の移転制度

@{l:~誌の似イrr供給

-新脱供給・リンケージ政策の強化

. 1!1ι(l:~誌の似作一低所作.y，.mの住宅確保

⑤その他のリンケージ政策

交泊施設.公開広場.パブリックアート.

保育所の確保等の11判が辿設されるw而机

にリンクして製求される。

本70

さらに.ダウンタウンプランが市議会で審

議されるとき. dJ，議会は1，1:問のオフィス供給

I，tの 1:I加を!)5)j、Ii.)jフィート(約85.500m') 

に制限 rる条刊をつけた。こうしてサンフラ

ンシ λコ，Iiは都，hの成長を厳しく抑制する政

:転を探吋 t-のであるが. rfi巾部にJrp首jrl'のミ

ッションベイ開発を脱あIJ対象外とする.すで

にIf<，a前みの開発，H"plijは規制対象外とする.

3 "l:問の時限制限である等の抜け道があると

して.市民グループはさらに徹底した成長管

理政策を求めた。そして. 1986年に「プロポ

ジションMJとJわれる提案を行い.市民投

;誌で51.3%の質成を得て僅差ながら成立した

本71。この提'奈は. 'J~務所ピルの建設は現在進

行中のものも合めて年95万平方フィート限り

とする.進行中のものが残っている限り新規

汗IIJは47.5)j、Ii.)jフィート(約44.200m')限

りとする. この制限をわ[久的なものといった

厳しい内科であ勺た。

このような般しい制限については当然.サ

ンフランシスコ紙済に域滅的な打曜を与える

に迎いないと，?勺た反論があった。確かに市

財政のや11ひ'は小さくなったが，小企業群によ

る附川が刈まり失業率が下がるなどの効果も

あって.人きな打撃とはなっていないようた

本72。サンフランシスコは中低府ピルと小企業

併を'IJ心として.多搬な階肘.民族の共存す

る.峨ti;J丘姥の組しみやすい.Zらしやすい

まちを本米の都diの姿として選択したのであ
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る。

以 1:みてきたような成長管理政策は都市に

よってその内科や紅度のだはあれ，現在では

1:.製剤，hで次々と採JfJされており本73. r;i.の眠

民主七裁に立えられて独自のまちづくりに効

果を発拘!しつつある。

F 

第3節ボストンにおける都市デザインと成長竹見，11同i

ボストンは都，H~十画の分野でアメリカで故

もnuされている都市の 一つである。都市再

開発やウォーターフロントの再整備常歴史的

鼠境の保全等でのめざましい成果はわが国で

も引くから関心を呼んでいた。特に段近では

都心部での部diデサ・イン事業と 「成長管見JI・

pllj J の !&J)J は，:'~く，汗価されている。~有は 19

80"1:にボストンでのl同際会議に京都市から派

遣されて以来・ボストンの都市計i珂について関

心を深め，資料収集と分析に努めるとともに

19B9"ドにはI'iび別地調布を行った本74。

3-1 ボストン市の概要

( 1 )概要

ポストン，1;はニューイングランド地点の"1
心であり.マサチューセッツ州の州都にあた

る。 16:~0"1' に町ができたという.アメリカの

j任史を闘し、た伝統を誇る歴史都市であり.都

ili間内にはハーバード大γゃMI T (マサチ

ューセ yツ 1:科大学)などの65にも及ぶ多く

の入学とボストン，Ii尖術館.ボストン市交将

来i引などを擁する学術文化都市である。また.

イギリスにQも近い商業港として発展した。

ボストンは胤イE300}j人の大都市閣の母都市と

して.粁.済.金融の中心であるとともに電気

・iUf機械.印刷IH版などが喝んな知識集約

明白.~業部，tj となっている。

ポストン市の人[Jは1!}50年の80万人をピー

クに1!}80{r:には56)j人になるなど長く人11械

に悩んできたが. 1985"Fには60万人へといl復

した。都心部の人l1もやや持ち lf{している 。

，IiのWj却は130km'• このうち 13km'は地立によ

って拡太されたものであり.市の中心市街地
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の60%は培')めなて地の 1:にある。

( :2 ) I歴史と治革本75

ニューイングランド地方では.ヨーロッパ

人による鍔・検が171吐紀初めからしばしば行わ

れてきた。1620{Fには泊教徒がメイフラワー

りでボストンの巾のプリマスに到着してマサ

チューセッツ初めての舶民地を聞いた。 1630

1，1'には虫色It<H:の特許状を持った消教徒述がウ

インスロップに市いられてチャールズタウン

に 1:慨した。しかし.飲料水に，むまれなかっ

たため.彼らはやがてチャールズ川の対lPの

ショーマ y トと呼ばれる丘状の平品ーへ移動し

た。 m教徒iliはこの地を()分述の故郷である

イギリスのリンカシャーの町の名をとってポ

ストンと名付けたという。

ポストンは新大院ではヨーロッパにいちば

ん近い町として.また，也まれたo然港を持つ

P1fとして発泌をはじめ，はやくも1632年には

マサチューセッツ円相民地の行部とな勺た。

そして16:35年にはアメリカ枇初の公 1工学校で

あるパブリックファン λクールを設問し.続

いて1636{1!にはやはりアメリカ品初の大学で

あるハーバード大学の投慨を決定している。

ボストン~j(ll~地に人-Wí した人々は{，~仰に1去

づくJfll惣的なコミュニテイの建設をめざした。

そのため)1:怜に雌栴な非開気の"1でまちづく

りが進められた。このことは排他的で寛容に

乏しい社会栓仇み111すことともなり.魔宜主主

判J~1}も行われた。

ボストンの町のj1;没は.、月時ー般的であっ

たグリットパターンによる街路形態を取らず，

たたで事内線と泌lV線に合わせて中世的なrUIが

りくねった街路がつくられていった。ボスト
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ボストンコモンの北側のビーコンヒの西部.ンの中心市街地は今でも、何時の街路パターン

者 「ポストン巾
ルでは18世紀の求にチャーノレズ・ベルフインわかりにくい道路構造とながそのまま残り.

都心部成長官用
チによる壮大な州庁舎が完成した。ベルフイっている。

P~ l!雪i についてJ
ンチは続いてビーコンヒルの南側斜面の開発ボストンは地の利を生かして発展し.さて.

『地域と経
を進め.煉瓦によるタウンハウスを建ててい171!t紀末にはアメリカで故大の町となった。

¥0， 141j 89 済
この開発は19世紀の半ばでほぼ完成しった。プそして170211~にはボストン戸占はロンドン.
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ガスによる街灯が普及し始めている。

ボストンコモンの西側.

ストンをはじめとするアメリカ柏民地の発展

に対してイギリスは重商主義の立場から統制 ，0 
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19世紀中ごろから埋立が始まの堤が作られ，を強めてきた。

この埋立の進行と共にパリのブールパった。1811t紀後半になるとイギリスとアメリカ柏

ールにならった広い緑i首とこれに交差する道民地のt.Jなは深刻lなものとな った。 1776{手.
プリマ ス廓

ポストンの人口推移(全市)関3-ト2
路で構成される整然としたまちづくりが進めMi民地にボストンに税凶作即~1rJが設けられ，

関3ート3 ポストンの人 rI鼎移(都心郎)

一向上
ここに煉瓦や褐色の石による住宅が建られ.印紙税法による現対してこれまでの糖密法，

一luJJ_ 

30 

20 

10 

。

単位・千
このパックベイ地民を貫くてられていった。税に加えて茶やガラス，鉛その他に新たに関

モニュメンタルなパロック風の軸線(コモン税を謀すことになった。ボストンではこれに

ボストンコモンかウエルスアベニュー)は.lx.Mする dj民と駐留イギリス兵との問で緊張

ら西へへンウェイを経て広大なフランクリン「ポストンの虐殺」事件1769{下.が，:'6まり.

公国へと続く 「エメラノレドの首飾り」と呼ばが起こった。続いて茶税法に反対する市民は

ボストンの誇る公闘システムの J 部と

なっている本76。

れる.名 r~~ い

「茶会事件jをおこした。そして翌17741ドの

1773年.J誌の輸入阻止運動を起こし，

ボストンは18221芋に市制を施行ところで.ボストン港封鎖法案に反対するアメリカ柏.民

パック ・ベイ地院の町なみ写3-1-2
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ビーコン・ヒル地区の町なみ写3-ト i
市議会による自治的な市参事会，Iti長.し.1775年地の住民が続々と革命に立ちとがり.

この頃ボストン都市としての歩みを始めた。このようにボストン近郊で戦端が閲かれた。

港の貿易港としての重要性はやや弱まり.造ボストンはアメリカ独立史において蹄かしい

船業なども少しずつ傾きはじめ，変わって繊今も市内各地にはその歴史を伝位回を占め.

維や靴工業が発達してきた。記念仰等が数多く残されている。える建物.

アメリカ社会の発展と共にそ19世紀中葉，独立戦争当時ボストンは16，000人の人口で

改革運動が起こった。の病弊も明らかになり，それらは切3，000戸の住宅があった。しかし.

中でも奴隷制に対する反対論が全国的に盛り11半島の木造住宅やオーパーハングした 2階

「解放者J誌

翌年ニューイングランド奴隷廃

これが南北戦争の遠因

ボストンは全般的な商工

ポストンでも1831年，

止協会が組織された。

の 4 っと Jわれる。

南北戦争の前後.

が発行され.

上がか英同の小さな港町のような.
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181代紀末から191せ紀末にかけてポ

ストンの町は大きく姿を変えた。中心市街地

どちらかと Jうとみすぼらしい姿であったと

建て建物が多く.

いう。

しかし.



リ3I 3 ボストン・

コモンとビーコン・

ヒル地|メを守む

~のJt;凶をパックに，文工、復興J91のアメリカ

文化の'11心として栄え 1アメリカのアテネ

と体された ボストンを中心にロングフエロ

ー.エマーソンなどの品人，ホーソンなどの

小品家がNUI¥したのである

19W紀4くから第.次111.界大戦にかけて，ボ

ストンの終杭は少しずつ栴ち込んでいった

また，アイルランド.ユダヤ，イタリアて~~か

らの相次ぐ移民によってli'Iilhのれ怖は大きく

変わった.)たとえば. 190011~にはボストンは

人1156力人に注したが.このうち20万人は外

国'1まれの{'i'であり. IIJに政雑な問題を投げ

かけた。 第 2 次A:W~後.創造、3E.itl;船業が急

速に虫えたが.近年では'，(1r-1:業，化"j!:I.X

といった先端技術佐業が発注してきた。また，

ニューイングランド地んの中心部Ibとして全

帥.保険なども悦んて、ある

3 2 1960-70 tr 代のJ1~開発事業

ボストンはアメリカの都rhの中でも都rh~I} 
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'1..をうまくすすめてきた都市として知lられて

いる

ポストンは，第て次大戦後，産業の表退と

j七に 1m心音I~が急、述に荒J長し.その flj'1:.がiえい

11U ~虫く求められていた 1957Wに州法により

ポストン l打III開発公社(B 1ミ八)が例，没され.

I]}I泊先下業が桜柑的に進められることにな っ

た 1961 'srには Ihの，n-Idljl，dが13R八に統合さ

れた BIミ八がボストンrliの都市，ni1hjと再開

発を.)1:的に受け持つこととなったのである

BR 八は'I~!'1 ifi f本 (scmiauLonomous body) 

で，ボストンd1長. di議会に任命される 4人

の委ilとまII'J.に任命される i人の委11とで構

成される月!・H会が.i!.s';:~.している 即・1>会が選

任するI，Jぷ:はボストン111副r1i長でもある

196111:， B R八とボストン市計IITljI，Jとの統

合時に，ti・l何百11.プロジェクト開発部. 1:地政

策:tll.文1rm~の 4 つがおかれたが，現イJ:で・は

技術デザイン部.港湾，ìll耐j開発部~，近隣1，1}i t 

IX IIlllhj:m蜘近隣I~iil' Ix i): '1::開発部.アーハン

デザイン開発部，不動産部などにわかれて広

範な業務を進めている。 BRAはボストンrli

最大の計画と開発の機関で.市内全域で住宅

用地.商業活動用地，公共活動用地をうまく

ミックスさせ.バランスの取れた開発を実現

することをめざしている本770

一一一一一注 本78。

さて， BRAは設立後，まず都心部とウォ

ーターフロントの中間にあるスコーレ広場地

区の再開発にとりかかった本790 1963年のI.M.

ペイによるマスタープランに基づき， 1961年

より周辺に歴史的建造物の保存に留意しなが

ら行政施設や民間業務ピノレが建設された。広

大なプラザの中央には設計コンべにより，コ

ンクリート打ち放しで七階部にいくほど迫り

出してくる彫刻j的なデザインの市役所が建て

られた本80。プラザの外縁に沿って連邦政府ピ

ルも設けられた。疲弊の極にあった地域がガ

パメントセンターとしてよみがえったのであ

る牢81。

同じ頃，都心の西南部の鉄道の旧車庫を民

間保険会社が中心となって再開発し，超尚層

の業務ピルや商業施設，マンションなどの大

規模組合施設を建設した(ブルーデンシヤル

センター)。このように1950年代末から]960

年代はボストン市の再開発の始まりの時期で

あった。 1970年代に人るとボストン市の再開

発事業はウオータフロント地区の再整備へと

進展する。

3-3 ウオータフロントのj写J主

港湾都市として発展し.また昭め立てによ

って市街地を鉱大してきたボストンにとって

は水際(ウオータフロント)は生活と経済活

動の場であり.また憩いの場であったが，港
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湾の長退.水際への仁場や高速道路の建設等

により.いつの間にか市民からは縁遠い存在

となっていた。 1960年代に入るとそのウオー

タフロント 一地区の再生と再利用の検討がB

RAにより始められた。

( Jl )ファニエルホール・マーケット

プレイス

フアニエルホールは市役所から波止場に向

かう位間にあり， 1742年に建設され.ここで

故初の議会が聞かれたという由緒ある建物で

ある。ここから波止場にかけてはかつてクイ

ンシーマーケットという賑やかな公設市場が

あった。これら歴史的建造物はすでに廃虚同

然となっていたが.これらを保全・再生し.

そこに多数の小規模の時舗を集めて新しいシ

ョッピングセンターが1976年にオープンした。

以来.その尚い開発理念と市抜なデザインに

より大成功を納めている。これは米同再開発

史上最も蹄かしい成果をぷしたプロジェクト

の ーつで，その後の各地のウオータフロント

の再生計両のモデルとなったものである本82。

( 2 )ウォーターフロント・パーク

引き続き BRAはファニエルホール・マー

ケットプレイスの先の波止場地民にウォータ

ーフロント・パークを聴者Iiした。、当初は住宅

を中心とする再開発計l白iであったがこれを変

更し，すべての"i民の親水空間を確保するた

め大きな公|閣を設けたのである。周辺のウォ

ーターフロントではゆったりした空間の'1'に

占い倉山を改造した集合住宅，民観を十分配

慮したリゾートホテル.水族館.その他商業

施設などが整備された。ウオータフロントの

合路地区でも.やはり占い煉瓦造倉庫を改造

して子供博物館等が設けられた。この中には

先年.京都lfiがボストン市に贈った京町家が



展示され. 子供たちに親しまれている。

( 3 )チャールズタウン・ネイピ一ヤ

ード

ウォーターフロント・パークの対i芋のチャ

ールズタウンでも. BRAにより大規段な Ilj

開発'JO起が進められている。チャールズタウ

ン・ネイピ一ヤードは1800~f: にアメリカ有数

の泌'，1(造縦として開設され.活用されていた

が1974{t~に閉鎖された。そして1978年にBR

Aが約40haの J:地を取得し，開発を進めてき

た。 これまでの再開発事業により閉鎖された

ドックが公闘に変わり.石造その他の既存の

修珂!仁場などが外観をほとんど変えることな

く集合住宅やオフィス. ~占舗などに再生され

ている。新しいリゾー卜型の集合住宅やヨッ

ト・ハーパー.医療研究施設なども次々と建

設されつつある牢83。故終的には9万dの事務

所スペース. 9.000nfの庖舗. 3.000戸以上の

住宅.さらに新しい水族館が生まれる予定で

ある。これまでに約600戸の低所得者用の住宅

建設とさまざまな環境整備事業がなされたが.

これらの費用はネイビ一ヤード内の他の開発

事業と後述のリ ンケージ政策による拠出金に

よりまかなわれたと亘う。

チャーノレズタウン・ネイピ一ヤードの再整

備事業は.ただ単にオフィスや住宅スペース

をJ目立するだけでなく.歴史的建造物の保存

や再生に留怠し，グレードの高い公共施設や

レジャー施設を雑ね備えることにより魅βを

高め.また住宅の114は退職者及び低所得者向

けに用怠するなど近隣地域との融和にも配慮

している。アメリカに数あるプロジェクトの

中でも.その稜麗さと充実した内容からみて.

またドラマチックである点でとりわけ際立っ

たプランであると言われている。

( 4 )ハーパー・パーク

( 1 )から(3 )までみてきたウォーター

フロント地区の再生事業のいわば総仕上げと

して1984年より取り組まれているのがハーパ

ー・パークプロジェクトである牢84。チャール

ズタウン・ネイピ一ヤードからウォーターフ

ロント・パークを経てファン・ピア地区まで.

ボストンの海岸沿いの地tiのほとんどすべて，

約810haの地域について30億ドルを投資して庖

舗や住宅，芸術やレクリエーションを楽しむ

公共施設及び18haのオープンスペースを確保

しようとするものである。さらにこの地域を

相互に結ぶため.ウオータフロント地区ーの建

物については10mのセットパックを義務づけ.

これを結ぶ全長約17kmの遊歩道や水上交通網

を整備するという。この計画ではボストン港

周辺のウオータフロントを住宅として，職場

として，そしてリクリエーションの場として

あらゆる人が利用できる独特の公共資源とし

てとらえ.広範なコミュニテイ参加のもとで

計画し.事業を進めることを基本としている。

こうしてボストンでは，打ち捨てられてい

た港湾地区，ウォーターフロント地区が，歴

史的建造物を保全・再生しながら市民に親し

まれ.また経済的チャンスを生み出す空間と

して次々とよみがえったのである。

なお，現在，ウオータフロント地区を物理

的.視覚的に分断してきた高速道路(セント

ラノレ・アーテリー)を地下に埋設して環境.

景観を向上させると共に，その跡地を低所得

者用低層住宅.公園その他オープンスペース，

交通施設等に総合的に活用しようとする極め

て野心的なプロジェクトが進行しつつある

本85。
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写3-3-1 ファニエルホール・

マーケットプレイス

写3-3-2 子供博物館の中に再現された京町家

ウオータフロント地区の既存のレンガ造倉

庫を改造し.博物館としたもの。このブロ

グェクトには筆者も加わった。
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7;' 3-3-3 チャールズタウン・ネイピ一ヤ

ー ドのドック公同。ドックや修用工場等

が公闘施設，集合住宅， 1，占舗等に再生さ

れている。



'び3・3・4 ノ、ーパー

パークの川開舟ビル

ー既存辿物とのスケ

ールやデザインの，珂

和，水 1(IIへの視覚的.

物用的アクセスのた

めのアーチ刷の人き

な開Ir，水際の逝Jj.，:

iUi没lげなどの配慮が

なされている。

3 4- ftf.史的地域の保存

j経史相~ili ポストンは歴史的建造物が各所で

~イがされているか. ビーコン・ヒル地区，パ

ック・ベイ地iメ.の2地!がこは歴史的.美的価

flfiのI:・μ、脱史的組Jij物が地域全体として保存

されている。

( 1 )ビーコン・ヒル地区

ビーコン・ヒルは rfjrj'心部の山手にある市

内では・吊r'i~、{}:宅地で， 19U町紀初期の掛LbL

迂iタウンハウスl伴が斜1(IIに治勺て広範聞に保

作されている。前述のように1798年にビーコ

ン・ヒル地lメのl?j成立制にチャールズ・ベルフ

インチにより.金色ドームを持つ壮大な州Jj'

1ちが完成し. これに続いて住宅地として開発

されたのがビーコン・ヒル地区である。建ち

、.lv.ぷタウンハウスにはコロニアル.フェデラ

ル.ジョージアン. ビクトリアンに宅るまで

さまざまな辿箆陣式がある。これらタウンハ

ウスの外惜は似瓦と亦褐色の砂利で構成され.

w瓦!敏きや!ミィi~敏きの泊が続いている。タ持

れともなればガス灯も姉き始める。しっとり

と稀ちねい九ヨーロッパ的な拡開討を持つ日lJ

であり.都心にごく近いこともあり.不動政
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fdij {l(i も r~":jく，ここに住むことはステイタス・

シンボルとなっている。

1 922{J:Iこ民!日lの保存団体 ThcBeacon Hi 11 

Civic AssoclatlOn (BHCA)ができ.こ

の地域の統 -fl:と伺性を保つために建物の変

疋についてモニターを始めた。 BHCAはマ

サチューセッツ州が保存制度の検討を始める

と.他都バiの制度の調在やビーコン ・ヒル地

区の姐築の柵造凋慌て字を実施し.介|を支侵し

た本860 1 9551，r:にmlJ~ されたマサチューセッツ

州の似イバ去により「既史地[X:Jに指定され，

この保存のため'rjJ"1:にビーコンヒル建築委員

会がi役立された。委Jlは民間の保存団体等か

ら rts~が指名する。さらに， 1963年には国指

定の雌史的記念物 (RegisterdNational 

Historic Landmaは)となった。これは居tt地

医としてはアメリカ向内で最初の指定である

本87。

ビーコン・ヒル地帆ではJtf史的住宅地とし

ての例悦を保つため， BHCAの建築委員会

が尚JII;~fjiの JIJ途を脱制すると共に.広告物を

合めた外観の変ぽを伴うすべての行為につい

て指導.劇部IJし.所有.n等の郁極的な参加.

協))もあって成*を挙げている。

また， BHCAはビーコン・ヒル地区へ新

来者があると 1歓迎フォルダーjを交付する。

それには. ビーコン・ヒル地民投びBHCA

~について説明し， J国I~を呼びか11 ることに

より.この地区がきめ制かい建築コントロー

ルがなされている特別の地t(であることを探

〈即解させるなどの活動も行っている本880

( 2 )パック・ベイ地iメ.

ボストンは、河初，入:，培とお11い上手道でおI;ば

れただけのほとんど品に近い姿であった。現

イ1:の'1'心111街地の6~'llJ は理立によって磁ねさ

れた l'地である。パ yク・ベイ地区もそのひ

とつで，チャールズ川のー・部を1857年から時

め立て.約180haにわたって19世紀末にピクト

リアン隊式の似九造.石造のタウンハウス群

が建築されたところである本89。ビーコン・ヒ

ルとは児なり， fl(1樹された広場をタウンハウ

スが附む形式ではなく.者宅然とl'l行する街路

に削って利IJやかなデザインコードに基づいて

タウンハウスが辿てられていった町である。

地阪を-*内に1'!くコモンウエルス通りは.地

院の点に隣tをする人:公凶であるボストン・コ

モンやパブリック・ガーデンと地区の曲側の

フェン・ウェイの公閥系統をつなぐ線状公同

形式のプールパールである。地収の市に隣接

するコプレイ広場は1883"r:に竣 1:し.向時期j

の 1880"1~に H.H. リチヤードソンによるトリニ

テイ教会， 1895年にC.マッキム等による公Jt.

同 \If~・1が札t設されている柑0。このようにパッ

ク・べイは191ft紀永・のボストンの珠玉の建築

が広域にわたって残されているところであり.

1 !)66"1:に「パック・ベイ {U.ii地域」に指定さ

れ， l，jJ {I~ より「パ';;ク・ベイ建築委員会J に

より.すべての他物の除却.新築.改築.修
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.f11l， J.rl外広作物の必ぷその他についてチェッ

クされることとな勺た。 19741f.には地域がボ

イルストン通りを合む市}j向に拡大され.

「パック・ベイ挫盟主地域」と変兇された的1。

I止近は特に.地l~.の南端にあり.建て持え等

のill築活動が活舟なボイルストン通り治辺地

域の{誌作と開発の;河清lについて検討があ1けら

れている料招。

3-5 都心部のまちづくりと成長管.f1H

，;I'I'_I_'(一部rfi，nII1rjの転換ー

. )j，都心地iえでも向業Iド心地区の街路の

モール化などが進められてきた。また.都市

高速治路のインターチェンジ I-:~ (マサチュ

ーセッツ・ターンバイクの常中権を利用して

旭てられたコプレイ・プレイス的3)や川駅跡

の組合的な開発など.入:規棋な再開発事業も

活発に進められてきた。この111]，パックベイ

地lメやピーコンヒル地T<.の肢史的まちなみの

保令にも努))が払われてきた。

このようにボストン，1iでは，都市の疲弊し

た部分. f:地利川転換が必盟.な地域について

雌史や文化校生かした川開発を刺))的に進め，

親しみと魅/)のある明間創造に成功してきた。

( 1 )都心部のまちづくりの謀題

しかし. 1.980年代に入って新たな問題が明

らかにな勺てきた。

その第 1l:t，活発な.ill設投資の中で.都心

部に多くの.M，¥・6肘ピルが林立し.都市の舵史

のアイデノプイティが失われようとしている

こと

知 21-，都心とウォーターフロントに建設

投資が集'1'し.初心の川辺や郊外の建設投資

を必艇としている地域へ投資が向かわないこ

と



第3に. ifi全体の統訴は好調なのに.個々

のr'IiI~の所仰のrí'J 1:やJtrlmの促進に結びつか

ず.コミュニテイの披.弊が深まっていること.

特である。

たしかに州:iiUに:mi底ドルの建設投資がな

され• 60Jj rrfの'Jr務所λベースが生まれ. し

かも'告右端は全米で・舟小さいというように.

ボストン rliの続柄は会わめて ~r-調である。と

こんがrliL¥ii併:i汗l.t必すしも思わしくない。 di

l¥iOr{:}は隣従地域t比べてかなり低い。全米

20大都，fiの11'でもトから 4仰の所得と Jい.

u附肘に分制される dîl~が全市民の22% (令

11<1、ド均12%)に述している。住宅についてみ

ると.粁ュ済の活発化と人U.lt')加の圧力により.

価怖の 1:71.が激し L、。ボストン市で現在、F.均

的な (I:~ちを蹴人しようとすると.年間約4万ド

ルの収入を必艇とするが.これに速する市民

は刊か20%という。 賃貸住宅の家賃の 1:昇も

激しし、。たとえば1980年においては賃貸住宅

に{I:む市民の40%が収入の30%以上の家賃を

払っていると日.う状況であった。

){{lJ IJ Hr1辺与を凡てみよう。ボストンltiの全就

業~-nのうち， 1D501"・にはdi内局住者( 市民)

が50%をr!jめていたのに1980l，Fにはその半分

にド稀していた。製造業が減少し，サービス

業が.mJJlIするにともない.また管理的職種が

多くなるにつれその就業与はボストン市外か

らの通勤円が多くなったのである。この間の

ポストン，fiの人1"1減少を見てみれば(→凶3

ト2.3・1-:3参照.0.また所得のふt退を凡てみ

れば.特則的職制の向学ltt. 1:1j所得の勤労お

が.河辺都市にf!:まいを移し.市内への通勤

者となったことが知れよう。 di内居住者は.

l館業訓練の峨会も仰られないまま経済情造の

変換に取り残された相好である。こうしてボ
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ストン，Iiは点I(II的には繁栄しているものの.

市民生活は武闘であるという矛盾に1貧困して

いたわけである。

このような問題点を解決するための政策の

検討は. 1 !J82 1，1~ に rljL~ クeループと a部市会議

U.地;i;if 1m ~'}がポストンにリンケージ政策

を将人する巡動を始めることで開始された。

1 98:3{1~:3) jにポストン市議会はリンケージJ!・副

の導入をポ恕したが.ホワイト市長はこれを

丹 l~i し的4，あらためてこの年の 6 月に市長は

都心の開発と郊外の近隣肘住区(ne ighborho 

od)における住宅供給とを結び付ける政策

リンケージについて.開発事業者.金融業-lf.

J，~H:lメJド利佐川体代よ.学識経験.#.市代表

宥などからなる ~I別委員会を設けた。この委

此会は1"J{I:tOJJ.大規棋不動産開発プロジェ

クトが近隣flT(の中低所得在用住宅供給のた

めの法金を拠出するための段構についての提

案を行った本95。しかし.ホワイト市長はリン

ケージ政策特入に消極的で.同年秋に行われ

た rliU選准で「剖~diの成長管理Jを掲げたレ

イモンド・フリン候補に敗れた。

型11)1.ボストン・ゾーニング委員会はリ

ンケージ政貨に関するゾーニング規則を採択

した。そしてフリンdj長はすぐに.都心での

開発事業について市民のkrtJH促進のための資

金の拠出を溢務づける政策(リンケージ制度)

を深川した。 19851，1~7JJには. i都心部ガイド

ライン:都心部の成長政策1985-95牢96Jが討

滋賀料としてまとめられた。そこでは後述の

本絡的な rI~urr理~~I・両」の骨子がすでに現

われている。例えば尚さ制限の導入. リンケ

ージ規定の住宅.ill，没促進のための資金拠出へ

の拡大.などである。

以後約2年間を費やして50回以上の説明会

ゃ討論会を統て何度も改められ. r成長管理

J嗣jがまとめられた。注目されるのはこの

「成長特珂lfrl下hjJが.原案より舷しい方向で

まとめられているということである。 rfj行政

が都心をより人間的苧woとして保全し.略的

すること.相i心でのMfi:を守ること，また市

民の同月lを促進すること などにさらに強い

熱広と決ぷを附めたものといえよう 。

フリンrh長は. 1987~F5JJ. i孜々はよ米の

rliL¥iから.

①ボストン，fiは経済の再建には成功したが.

コミュニテイのksi没に失敗した。

②ill物の開発には成功したが.希守!の開発

には失敗した。

③新しい投資の盤得には成功したが.都市

の例制:ある遺産を見失った。

などと z?われることのないようにしよう。そ

して本来のdiNが.ポストン出身であること

を誇れるような町をつくろう。牢97Jと訴え.

f成長特sl¥計Ilhj.1を免ぶしたのである。

( 2 )成長作用計尚jの策定

1987作秋より実施に移された成長管理，ii'llllj

(A PLAN TO MANAGE GROWTH)は. )よ本理念を

"バランスのとれた成長"においている。す

なわち

a )バランスのとれた成長とは.そこにtl:

む市民にkrtJIjの機会や住宅を綻供し.

'I~訴の質を向上させる公共施設の較的

を促進することを怠味する。

b )バランスのとれた成長とは.成長のイ

ンパクトが行即されれ}ること.またマ

イナスのインパクトが除去されること

を，広味する。

c )バランスのとれた成長とは.都市J~1111; 

が住民参加で.コミュニテイに基礎を
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おL‘た.ImかれたJI・両プロセスにより

震え:されるべきことを窓味する。牢98

この}，tみ:泊!念にjよづき.成長管理計[!lJiは放

のように. 多くの政*. :ft・州，制度で構成さ

れている。

1 .都心暫'点、ノーニング制度

都心部を!fj'ftにより 5つにlメ.分し.向さや

川途の制限により.都心部の人部分での人脱

隙開発の抑制とよ利川地や郊外への開発の，誘

導をめざすものである。

ボストン rfîでは 1911t紀ぶから r~'~ さ制限が始

まり.M次規定が税制されてきたが. 1965{'~ 

の条例により脱制が解除され.都心部におい

ては 1エーカー(約4α)()rrf)以上の敷地では

180から240mのおさの建物が t可能であった。

それ以来.ポストン市では120m以上の挫物だ

けでも20~ (60m以 1:では40.Dk.200m以上は6

~)以 1:ill ，世され.都心環境は大きく変化し

た。成長作JmJl'Ph;では.既存の都市環境の特

性をできるだけ時前する，例えば，周辺の歴

史的地換物の軒綿の，':(jさをーつのJ走申として

新しい.ill換の尚さをきめることにより.親し

みやすい都心を守り.また創ろうとしている

のであるc

5つのt(分と出さ制限は放の通りである。

ーー肉3・5寸 .3・5-2参照

ア)保存催先民域 既存の建築物のスケ

ールと雌史的特性を保全する。ビーコ

ン「ル地iポ.やパ yクベイ地区の歴史的

まちなみなどかなり広範問。

，rsさ 12m-19.5m

イ)成長抑制民城 大規模建築の抑制。既

イfの1.場や介仰の1古舗. 事務所.住宅

への.~jjJを促進。



IfJさ 24-30m

ウ)'tlft!度成長μ;域環境 1:の:!f影響が起

こりにくいK域で.ここでは適可な脱

投の開発を24める。既ιの中心業務地

t(。

日さ 37-46.5m

エ)併.柿'va発区域 伺S，Ii Jよ鍛施設が躯備さ

れていながら iて地の活用が進んでいな

いt(.ll%。北駅や|何駅周辺に限定し. こ

こに人刷版な経済開発をg誘導する。

11.bさ75 90由。特別府日Jにより )05-

120mもIIJ能。

オ)オープン・ λベース区域公園，緑地.

河川前J:ぺ予の似.域。

以 1:の新しいゾーニングと尚さ制限により.

これまで数十階挫てのピルが競って建てられ

ていた小心業務地lメでも， 46.5m以下のiJ!物し

かtllてられなくなった。しかも r~l さ制限の範

間内であ 3ても.後述の厳しいデザイン審査

をはじめとする開発:辞任をクリアし， リンケ

ージ制度による!l.Mを受け入れねばならない。

こうした制度により，デベロッパーは占い挫

物の似今・ IT}I~.や適度な規般のピル建設へと

投資先を掘り li'Jけることが多くなろう。ボス

トンの起尚附のu.y代は終わったのである。

2 ftt.史的地造物の保存

IlXl，れ"fJ1ftJ l' nhjの第 2の粍は.歴史的建造物

の保作施慌の強化である。先にみたようにボ

ストンdiでは挺史的組造物の保存と活JUの努

)Jが熱心に続けられてきた。再開発事業にお

いても限史的ill:&i物の似イ{..再生に極)J努め

てきたことは特治される。こうして1978"1'か

らの1(){'q11]に200-bRの脈史的挫泊物が保存され.

が~27); rrfの明IIIJがIIH，河川されてきた。この配I

*.約1.7};人の常卸)}((I川が生まれたという。

1ft史的ill:&i物の保ιは't'¥.に美的関心のための

ものではなく.経済的にも大きな立味を持っ

ているのである。

しかし. この1m， -}jでは約1，300の歴史的

建造物が破掛された。このため.成長管理計

~hjでは.テ'パートやホテル，劇場を合む100の

版史的ill:&i物を新たに選び，当面3年間保護

する。この!日lにそれぞれの建築物の価値や保

介の必 ~ifl について険討するという。

3. リンケージ制度

成長行ont111'hjの第3の柱はリンケージ制度

である。前述のようにこれまでのまちづくり

は， ，IJNより，b外から市内に通って来る通勤

.fJ.にイj利な経済を'1=.みIHした。 1984年から始

まった， ，!J内の・定規棟以上の開発事業と巾

民の肘川を結びつけるリンケージ制度は成長

r.r J1IUlI' p_lijの'1'で， O~宅リンケージ， 1:地リン

ケージを加えてより総合的に整備されたo地

域梢/~~や地I:{柿X:を低くし.マイノリテイの

人々にビジネスの機会を与えようとするこの

政策は.人々の利;与が絡み桜雑であるが，新

しい仰，1;開発の)}I;'Jを示唆している点で評価

が品、し、と L、ぅ。

①0:宅リンケージ

民I('Iも，'110)j、!と)}フィート(約9300rrf)を副

える開発.'HXiは低所得者用の住宅建設への協

)J ;を誕JRされる。事業:おは10万平方フィート

を起える l、v.)jフィートあたり 6ドルの負純

金またはこれに見合う低家賃{f宅の建設が必

挺とされる。これは20階建てのオフィスピル

の場合で.約200)jドルf}度の負担となると rJ

う。これ主でにこの制度により約5000rIの住

宅を出設した的!)。

②}(OIJ促進リンケージ

{i;:ぢリンケージと[，jJ織，床面右HOJj、F.方フ
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，，-ト(約9300ば)を起える開発事業は.低

所得点の職業訓練のために 1、ド}jフィートあ

たり 1ドルの拠出が要請される。そのうちの

1/5は開発地減の周辺の住民のために使JUされ

る。事業イ号はこのリンケージをn分の開発事

業の鮎.!4Hif川する，h民の職業訓練rlJlJにあて

ることもできる。

k古川促進リンケージはこのような，((接的な

1~川 !l~tにとどまらなし、。聞発事業により生

まれる永久川JIJにrli民を優先的に就業させる

ことが義務づけられる。まず.ボストン，hが

施行する公共事業.または部分的でも"1の資

金を使う他殺事業においては.建設業おは1:

iH全体の50%以.1:についてボストン市民を. 2 

5%以上について少数民肱を.そして10%以上に

ついてk性をJiMIJせねばならない。民間;'H業

についても概ね 6隣住て以上のプロジェクト

では協)Jが製油される。

第2に， ，fiの資金融資， J:地貸与.免許等

を受けた~Jr;(.fは.完成後に'1:，まれる永久}{I~10 

についてあらかじめ市と協定を結ぶ必要があ

る。その全}(I!JlJ数のうち50%以上が市民， :jO% 

以1:が少数民肱， 50%以上が火性でなければな

らない。収業~'は出月j者の募集について以前

に市と地域コミュニテイ凶体に通知せねばな

らない。 ifiは民間資金のみによるが業につい

ても協力を求めるという。

③ 1:地リンケーノ

都心の経済活)Jを郊外の近隣民 H::IK ( 

neighborhood)の成長に役立てようとする政

策で.近隣MO:!K内の，1;所有地を開発する d~

J::.fi'は，都心部の，h所有地の開発について似

i(をねる。ただし， この近隣肘住Kでの開発

:H~は.その lメ.域にあるコミュニテイの開発

組織.少数民肱による企業あるいは{i::'w個人
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の統済的な$耐を受け入れねばならない。こ

れは. ，tiの所イi地の価値を地域における低家

賃住宅の供給や峨業訓練.福tJ~等のための資

金を ll~み :Bすために活川し.またボストン，Ij

l~の経済的なチャンスを刷進するための戦略

である牢100。

以 1:μてきたように，このリンケージ制度

は巾なる開発il41'.制瓜-とパ・うより.開発利益

の 却を何S"I側がl政収し.社会政策.制担1:政

負.に役立てようとするもので.これまでの抑

"iill '(IJljの概念を組えた考え)jである。成長作

用計削ではこれを"新しい社会契約"とぷ射

している。急速に発脱する都心部と阪史的に

取り残されてきたJ，'if辺地域の住民との1H1に

「永遠に伐るチャンスの当日け橋J( リンケ

ージ)かけることがIH来たらどんなにうれし

いことだろうとのフリンIH長の熱い忠いを感

じとることカfできる。

このリンケージ ~;IJIJrはすでに大きな成瓜を

あけ'つつある。 0:.宅リンケージでは1988"':初

めまでに別件のプロジ L クトから約4500)jド

ルの拠〈訟を ~!j ， これをぷ維として2000J Iの住

宅住投が准んでいる。その大部分は低所仰有

li'Jけ(i:宅である判01。また 1:地リンケージで

は.例えIj~. 都心の rli所有の駐車場にオフィ

ス.ホテル等を辿設し.これと述勤して郊外

のロクスベり一地区の州有地にオフィス，住

宅.文化合血1.地ド院市場等を作る地域活性

化*~が巡;められて L るのこの "I，j !J~:Jiで総額

5儲ドルが投じられる予定という。

4. V月免審1t制度など

VH免'痔11:~IIJ J.s:は人脱脱なill3長物による都心

.fi;lJ'fiへの必彬特を肋 11するために設けられた

判020 50) i以 1:のt1:宅またはこれと同程度以



!この床面悶の他附途の組物の新築.増築，修

築のすべてに適!日され.次の 6点について審

伐される。

a )交通アクセス:航。H場の設irl.周辺へ

の交通公'Jfに対する的自など

b )環境保全:風. 11影.大気汚染などに

対するm!i'l

c )デザイン:~I tfiデザインの質を保令し

山めるt-めにJ.'d辺のill物と同等以 1:の

デザインの引と広行.('j'レベルのデザイ

ンの改詩的I~lなどを求める。

d )陪史的資源の保全:1後史的建物.記念

物.まちなみtFに与える影響について

の治問

e )住宅供給:{1::'告を減少させる開発は，件

nJされなし、。従前と同数以上の低所仰

有向けの0'ちをill投するか.それにμ

合う資金を提供する指置。

f )供給処J1s施，没 必要坑の予測と他への

悪影響に対する抗問。

また京都市でいう制iJJのまちづくりをめざ

した焼定もある。 12Ji以上の集合住宅やホア

ルあるいはこれらと同等脱税以上の建物はハ

ンデイキャップのある人が作易に利用できる

よう.出入r1. ~段. トイレその他の構造や

デザインに配慮が必叫とされる。{主戸やホサ

ル非常のうち，ノト数の 5%は 'l~精子で使川で

きるような形態の台所やパスルームを備えな

ければならない。

5，住民・参加のまちづくり

成長管理計plJJの品本理念である"バランス

のとれた成長"は. nt~ ト体の開かれた ìH- I'_kj

手続 きにぷ礎を!rtいている。，tiにとって此良

の知恵や知識は.行政側にはなく.計防iはコ

ミュニテイにおいて作成されるとき最も良〈

機能するという。こうした巧え}jから.都心

部では10のコミュニテイにおいて，住民と地

域企業，デザイン咋門家にBRAスタッフが

)111 わって.住宅供給.交通行11~. 歴史的特性

都市テeザイン等について検討し地域ごとの

ゾーニングや基準の修IE案づくりをすすめて

いる。また.節外では多くの近隣居住民にお

いて住民によるまちづくり組織が生まれ，活

動していると Jう。ここでも. 上地利H1の転

換のノJ向，尚さ制限.交通&.び駐車の改詩.

公共施設守整備.デザインi誘導基準など.まち

づくりのあらゆる分野にわたって検討されて

いる。現在， この近隣住民はlti内で25設定さ

れている。各コミュニテイは自らの近隣住民

のゾーニング規制を 川き[((すことにより.桜

雑な土地利用の諸問題を認識するようになり.

コミュニテイ開発を立配する永続的な基本ル

ールを自ら決定する能力を身につけることが

できる本1030

近隣住区における公式のまちづくり計画の

策定は，地区ごとの20，.....，...25名よりなる近隣協

議会 (NeighborhoodCouncil)で行われる。

委員の半数は市長が任命し.残りは地区の選

挙により選ばれる。，hの地域サービス事務所

はこれらの近隣協議会の会合に出席して組織

的な支媛をし. BRAは 1:地利用分析や政策

促J-に協力する。地域ごとにまとめられたJI

耐は BRAの理事会に提示され，その後にtti

のゾーニング委U会に~択を求めて提案され

る。すでに多くの地域でi:I'，tj作業が進んでい

る。また.近隣協議会は新しい開発計副のJ1;

Jドについて審議する。たとえば. 1万平)jフ

ィートを超えるよ創般開発は公聴会を開催す

るとともに.近隣協議会に諸問される。協議
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会においてJf(認された事項は.法的にはrli綿

会や市長の決定村長~U を拘-*するものではない

が.市議会や，hj，.fはほとんどk対しない。 B

RAのプロジェクトも実質的には協議会の friJ

広を必要.としている。このように地域にかか

わる計両は地域の必見やニーズを反映したも

のとなり.市民はその'}JJ.見を大きな関心を持

って見つめることだろう。

以上見てきたように.ボストンttiのこのj記

長管理計断はこれまでの都，h計画のトレンド

を大きく変えるものである。成長符即m神iは

史際大幅な規制強化であり .A面的な経済成

長よりも地域や一般市民の符らしの向 1:をm
視するものである。ボストン市がこのような

強い都市政策を採ることができるのは，11民の

幅広い支持があるからである。一部にlx対や

不快感をよわす卜n体があり.また経済的失速

を畏れる声もあったが. 1世論は経済界も合め

て概ね好意的であると~.~.ぅ。 2年以上にわた

るオープンな議，命により.成長管理汁Ilh;の即

念や実際的な作川について rl'i民や団体に.fI1!.IW

されたからであろう。じっさい80{f代ぷ即jか

ら始まったアメリカの民541後退は急成長した

各都市に大打撃を与えたが.ポストノではこ

の成長管理政策によって被??を最小限におさ

えられているという牢104。現在. 1↑i内各地域

で用途地域や尚さ制限の IE式な変史に向けて

討議や手続きが進行rJ'である。

ボストン市はいま.都市中心部にガラスと
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鉄の日肘ピルが林立する垂直成長の町から.

，ti域全体に経済的公 11:がゆきわたる水坐成民

の町. dï民が 11:71汚を来しむことができる ~IJ ;を

めざして，総合的かっ，yi新的なまちづくりの

務)Jを続けている。

3-6ボストンのまちづくりに学ぶもの

これまでボストンのまちづくりを. 11i開発

事業の発I此ウオータヌロント地民の Ili~<<lr ，

成長竹理~l!・州の:J(Mt!-;予について見てきた。こ

れらの進めんの特色として次の3点が指摘で

きょう。

*行政の強いリーダーシ yプのもと.常に

革新的，挑戦的に新しい施策.新しい:J~

業が進められてきたが。

*都rfjの個性や魅)Jの1"1彼と刷進に特にJ)

をそそぎ.その1]1で阪史的建物や街民の

保全. 11fi1i 1I J を巧みに l当ってきた~J~。

*総合的に事業効-*を従え. 一般市民の*

業参加機会の弘人. ){{!JHJfl大. Irr~~} 向 1:

など.経済的公 IEの夫副に努めているこ

と。

このように.都市の倒性と魅JJを保ち.ま

ちづくりにおいて村会的経済的公ずと正義の

災現ををめざして努))してきたボストン市の

実践は.姉妹都tfi>;t'部へのこの 1:ない帥まし

であり.熱L、述':，Iのメノセージのように忠わ

れる。
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第4節 ヨーロッパにおける歴史的政観保全

4-1 概 説

ヨーロッパではj艇史的環境.歴史的まちな

みの破壊が自然環地の破地や公百とならぷ原

境問題の l:~な課題であるという視点が平く

から確立していた。崩事!な[i本と違って.厳

しい自然と凶L、ながらI'Jらの生活空IllJを切り

開き，守ってきたヨーロッパの人々にと勺て.

t'I然や生活用境の変化や剖仰はいわば本能的

な警戒心を呼び起こすようである。新しい府

境の形成は.特殊な場合を除き，概ね過去の

文化や伝統を踏まえ.その巾から新しい価II(j

とそれを具現する織式を'1:.み11.1し.既存のも

のに少しづっつけ加える形で行われてきた。

挫築について Ij.えば.その l:な材料がイiやレ

ンガという耐久件のあるものであったことも

こうした伝統を形成する要閃の ーっとな った

であろう。

こうして. ヨーロッパはすでに歴史的政観

保全に長い伝統を持っており.国や都市によ

って速いはあるものの，文化や生活に深く似

ざした保存すE業が進められている。歴史的都

心部においては建物の修復.修景，内部の a

部改造が通常のfl!~活動の大部分であり.新

築工事はほとんど見あたらない。保存はひと

り文化財関係者の仕事ではなく.多くのIfj・民

の関心のもと.あらゆる姥築家.都市計11IJj誕百

の主要な業務となっている。ここでは.イギ

リス.フランス.イタリアにおける歴史的公

観保全制度の発民経過や只体的保存制度. lti 

民の保存活動等について拍じている。
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4-2 イギリス

( 1 )舵史的席指保全制度の発胤

イギりスではJtf.史的札titi物の保存について

すでに数ttt紀にわた司て関心が払われてきた。

近代的なぷ味で阪史的地泊物の保存の組織や

制瓜=ができたのは1870{1:代以降である。よく

知lられているように1877"1:，ウィリアム・モ

リスはそれまでの府史的地造物の恋ぷ的な修

.fllUi法を排し.科学的な似作修.flRを進める 1-

めに凸-建築保存協会を設立した。1882{1・には

ふ記念物保護法が成立し.先史時代のA民な

記念物を以!のi民投ドにirtき.必須な場合はn
い取りも行うこととな叶た。文化財に対して

l刻家による制約を，却す端紡となった*105。

1895年にはイギリスが1ft併に誇る民11:1の似

イ，:同体であるナシ ョナル ・トラストが発足し

ている。ナゾョナル・トラストは篤志家によ

る財産の寄贈.迫間や会uの会費により. 11ι 

峨に瀕する内然やj綬史的ill泊物の民い取り，

維持整備に:jJをぷくし.これまで大きな成果

を上げてきていることは周知の通りである。

1913年には古建築等の殺録制度ができ.これ

により 13，000の歴史的辿物が登録された。こ

のうち.イングランドだけでも415披が政府に

x1い上げられ.Uイがされたという。

l同家が介入することをできるだけ避けよう

とする自由主義の気風の中で1920........1930年代

には相次いで民間の保存同体(アメニテイ・

ソサエテイ)が発足した。歴史的記念物協会.

イングランドの川凶を守る会.散策者協会.

ジョージアン・グループなどがその代表であ

る。

1932年に都市政村計州法が制定されたが.



そのqJで建築物保存命令の制度が快まれた。

1ft界大戦とt空襲の結果.文化財保存に対する

1ft論が尚まり. 1944に改正された都市出村計

1IIIj法では控築物の保存に関する規定が強化さ

れた。すなわち，地)}公共間体に建築的，服

史的に価制ある建築物について保護目録を作

成する権限を与えた。戦後. 1953年には歴史

的建造物委品会ができ.補助金制度も発足し

た。また，アメニテイ・ソサエテイとしてシ

ピック・トラスト. ビクトリアン・ソサエテ

イが50年代後期に動き出した。

1960年代に入ってイギリスにおける歴史的

環境. 1悟史的まちなみの保存の身え点は大き

く発反する。歴史的環境を人々の生活の快適

性(アメニテイ)を保証する軍要な要点とし

てとらえ. i firIJ的保存の考え方を打ち出し

たのである。こうした時期に政府はヨーク.

チェスター.チチェスター，パースの4都市

をまちなみ保存政策立案のためのモデルケー

スとして取りいf 詳細かつ総合的な調査を

行い.創ñ憎な J~[判案を作成した*!06。

ここでの経験は1967年のシビック・アメニ

ティズ・アクト制定の中に生かされた。シビ

ック・アメニティズ・アクトは歴史的建造物

や占記念物個々の保存ではなく.それらの存

する環境自体を全体として保存することをめ

ざす同期的な法律で.これにもとづいて地方

自治体が「保存または維持することが望まし

い件.格や外観を備えた.歴史的・建築的に興

味をそそる地庇jを保作地区として指定でき

ることとなった。この法体は1974年に都市問

問アメニティ法となった。現花イギリス全体

で6700の保存地区が指定されている本1070 _-

Ji.歴史的建造物の保存については1968年の

都市浪村計両法によか保護目録に登載され

ている歴史的建造物は地}j公共同体の同志な

しに取り壊しゃ改変はできなくなった。目録

に登載されていなくても取り壊しの危険が迫

っている歴史的建物で喧要なものは 6ヶ月間

有効な建物保存通告制度 BuildingPreserva 

tion Noticeを新設している。

( 2 )歴史的建造物の保存目録制度

さて，歴史的建造物や歴史的まちなみの保

存手法についてもう少し具体的にみてみよう。

まず.歴史的建造物の保存目録制度について

みてみよう牢108。

保存目録とは都市岡闘計両法に基づき建築

的歴史的に価値ある建造物を登録するもので

ある。前述のとおり.この登録制度は1932年

の都市田園計画法により導入されたものであ

るが，実際は歴史的建造物の分布等について

最初の調査がなされたのは1950--1960年代で

ある。まもなく全倒的な登録がようやく完f

するという。

保存円録に登録の基準は，

1. 1700年以前の建物のすべて

2. 1700--1840年の建物の大部分

3. 1840--1914年の建物のうち一定の質と個

性を持っているもの。主な建築家の主要

作品を合む。

4. 1914--1939年の建物のうち質の高いもの

5. 1939年以降の建物のうち特に卓越したも

の

としており.比較的新しい建物も含めて広

範に選択している。こうして1989年末までに

実に435.000練の建物を登録している。わが国

には同家レベルではこのような登録制度はな

く. 2.000棟あまりの国宝，電要文化財建物以

外は国家が保存に責任を負うことにはなって
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いないことと比較すると，まさに虫泥のJfiで

ある。

さて. これらに殻録建築物は

GRADE 1 特に価値の向いもの 全体の約2%

GRADE II・GRADE 0よりも特に屯要なもの

令体の約4%

GRADE II 特に興味がある建物で，保存のた

めのあらゆる努)Jが正、円化される

もの

GRADE m 法制度にはないレベルであるが.

一定の興味がある建物

に階級分けされ.その置要性に応じて保護措

担がとられている。すなわち.登録建築物の

除却，改造.増築等は事前に地))JII函機関の

同意が必要とされ. これについての違反は罰

金や懲役刑が課せられることがある。また.

適切に維持保存がされていない建物は所有者

に「修理通知(repa i rs not i ce) Jを送付する。

もし.所有者が2カ月以内にそれに従わなか

った場合には.地方計画機関は適切な保存を

するためにその建物を買い取ることができる。

また.居住されていない建物で保存のために

緊急の修理を必要とする場合は.所有者に当

局が修理する意図があることを 7目前に通知

し.修理費用は所有者に請求できる。

( 3 )歴史的環境保全の補助・融資制度

歴史的建造物や歴史的まちなみの保存につ

いての補助金や融資は歴史的建物記念物委員

会と地方自治体から支出される。修理補助金

等は特に建築的歴史的に卓越した建物に与え

られ.装飾や日常の維持行為は対象とされな

い。歴史都市の歴史的建物でその都市の保存

計画に登載されている建物は.修理の経費に

応じて歴史的建物記念物委員会とその都市か
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らの補助金を得ることができる。

歴史的まちなみ保(f.地区では.すべての建

物が登録組物と ft~様に除却する場合には事前

に地)j河川の同志が必要である。これらの建

物の保存や保存地区の妓観の特質の保全や向

1:に特に資する行為については補助金の対象

となる。

上おの補助金のほか次の 2つの補助制度も

ある。その第 1は政府が歴史的建物や記念物

の修理等への補助をするために資金を拠/11し

て設立した"English Heritagc"によるもので

ある。このEnglish Hcritagcによる補助金は

3租究員ある利090

①，'i {\~記念物補助金
~ï代遺跡.ι11 1世城郭~車業革命記念物等13 ，

000の登録記念物が保護されているが.この補

助金は登鉛，未登録に凶わらず屯まさな記念物

の修理等に支IfJされる。この場合の標準補助

事は40%である。また.地)j臼治体や保存トラ

ストが万J1:む無く記念物の存する土地を眺入

する場合にも補助金を支出することができる。

②歴史的建物補助金

国家的に;垣要な建物であるGrade 1及び一

部H・を主に対象とする。 l万ポンド以 tの工

事を対象とし.補助事はこれも幼児としている。

③保存地区補助金

liiJ述のようにイギリスには全部で6700の保

存地区が指定されているが， このうち約400の

保存地区に，補助金が支出されている。このう

ちEnglishHeritagcからl丘接補助される場合

は経費の2~;% ，地点峻関を通じての補助金は経

費の40%である。

第 2の補助制度は"Thc Architectural 

Heritage Fund"によるものである叫10。この

基金はCivicTrustが1971年に環境省への報告



r I~Î ill築保存の財政」において設立を挺(j-し.

1 !Jï5{1~のヨーロ yパ建築遺陀"Fの英闘におけ

るキャンベーンの坑嘘日開の-つとされ.設

立をみたものである。すなわち. C i v i c 

Trust .は，'jill第CM':のための多くの慈許基金

のi役立とともにそれらの質合フローを支侵す

るために低利i'l1>を融通する|時の革命が必要

であるとし.Al境行. Engl i sh Hcr i tagc.企

業. トラスト.例人浮からJk金が集まった。

地)jのトス λ ト(106のトラストが)JIIyfl )や凶

述1，11体に年間の利子で粁:t1Jの50%を貸すもので

ある。

'ゲ4-2-) ヨークのまち

なみ-"，*にカセド

ラルがはえる

ワ42 2 チェスターの

まちなみ-r打1"]とハ

フチンパーの家
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( 4 )小結

このようにイギリスでは1111民のアメニテイ

を求める心とチャリテイのi丘統を1fJ去に，市

民間体の努)Jと政府. (1治体の共同により歴

史的地物や月五史的まちなみの保存に経験をifi

ねてきた。すなわち l~l:nのアメニテイ・ソサ

エテイが似作のために 1'1ら拠出し， 臼ら所有

し. I~ 1ら公開するとともに，政府・向治体に

対してそれらの活動を立暖する法制度の確立

を説的するという j膨で保存が進められてきた

のが特色といえる。

4-3 フランス

( 1 )服史的政観保全制度の売以

フランスもイギリスと故んで占くから歴史

的住造物.阪史的まちなみの保存に努めてき

た[klである。

部rt日jt観の験制Iiは"，Iくから行政、'1)，，)の関心

の的であり.すでに1607"F. アンリ 41ftの時

代に公i且1:の辿築をf禁止し.ill築線脱mllを行

うとともに，公道に[djする建物に引前審告を

強制する法令がみられたという本111。また.

ルイ 16t!その時代の 1784"1~ には前(I'ìí 尚 JJi制限制

度も設けられた判12。これらの規制によりパ

リの姥物の前凶iがili~こ沿って揃い.かつ建物

の rf~ さが揃うことになった。この規定は 1960

乍代の尚度成長時代にいったん廃止されたが

1970"j・代に復活し.現千五に全っている。

1830{l~には建策迫産その他の文化遺産を調

査し，その保存・修即のための補助金を配分

する文化財保護事業が発足し.現住では先史

f~代のドルメンからコルピュジェのロンシヤ

ン教会常まで数万の文化財建造物が保護され

ている。 1913{l~に文化財保護法(史的記念物

に関する立法)が制定され.指定と登録の制

度ができた。 1930年には風致保護法が制定さ

れた。これは'l¥体としては卓越した価値が無

くても. ~Hf として都市長観を形成している

ものを保護できるようにしたもので.シャン

ゼリゼ人通りやエトワール，コンコルドなど

の由緒ある広場.公闘などの京観保護のため.

これらを取りまく広い地域の現状変更を規制

している判130 1943年には指定文化財を中心

にJド粍500mという広い範聞において現状変兇

行為は持IIJが必援となった。

( 2 )保護街区法とシヴィタス・ノス
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そして)~162"J!には f 保護街民法 l が制定さ

れた。これは阪史的な都rfjや町村を総体とし

て保縫する制度で.、月IIjドゴール大統領のも

とで)(化人:1日をしていたアンドレ・マルロー

氏が批准したので"マルロ一法"と通称され

ている。それまでの都市川開発は現化のわが

|時のそれと 1，tH様相 ，J!;，f:lJ 民域をクリアランスし.

全く新しい。ill物をilli没するものであ勺たが.

この法{Itは，I}開発法でありながら.雌史却~lIi

の毛利化した小心部をその特色を保存しなが

ら近代的に.較的し.JJl代伺~diの a 部として jl}

'1:.させることを日的としたもので.再開発事

業の新しい形である。ここに文化財保護行政

と挫;没行政がIB会吋たのである。

保i造住ilメ:に指定されたiメ.域での再開発事業

は除却を1iX:小限とし.改修と復旧工・J}:を"1心

とし，これらに低利融資や補助金が用怠され

る。，Ii開発事業に;明り、当てられた資金はその

まま地造物の修復と開発に光可される。

19651，ドにマルロ一法による第凶器11の保護

街lメ，に指定・されたマレ一地区は，17世紀に E立

広場(ボージュ広場)を中心として貨族の住

宅が岐ぶ山級住宅地となったが.革命後は商

業. T: 1:業計・がH:む貧しい町となり.中庭や

庇凶部分に1l-Wや小 1:場をm築するなど荒廃

した。さらに191せ紀後半には貧しい労働者-が

集0:するスラムと化していた。これに対して

政府は保遁建築物の修館等を進めてきたが.

1950年代のぷ切から rfj1J.';グループの保存運動

が活発となり.和々の凋1tや樽発活動が行わ

れたという。かくして1965{fミに126haが保護街

氏に指定され. {栄作と r1i開発事業が進められ



てきた。この保作耶業の進阪によってマレ一

地iえはかつての聞きを取り灰しつつあるが.

品近では文化人や自栴附の人気が品ま丹たた

め家flが 1:.11.し.これまでの山人が地K外に

fAlllせざるをねなくなるなど.社会的な問題

も起こったという牢114。

その後1973~ドには辿殺行が中腕岐部市の}伍

史伺~，IiのUuのための r"，脱税調~rfi J指定を

始めた。また. 1 リ75 1， 1~以降. ;匡史地t(につい

て11¥にil・築物の修.l'1!t.:けでなく.社会経済的

剖IJl(ljも巧'慮した{l:.fM境全体を対象としたソフ

トな施策を風聞している判150 これはマレ一

地民で起こった社会的絡治の顕在化を極JJ抑

えようとするものであり. 1が史都市の保存は

より ，tj民的支持を似ることとなった。

なお，パりについては19641，joに111，fj域全域

に胤致保護法が~JlJ され.広範聞に文化財住

地物周辺の訣観がw設されている。またI 1 !J 

771，1~に公選による枇初のパリ市長であるシラ

ク氏は保護街民以外の地民の再開発事業につ

いて も点針を見1((し.①I'j開発建築物は既存

'ゲ221 パリ マレ一地区における修復 J~.:J~
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の街なみと壁面位凶をあわせる ②既存の地

物を修復.改造することによりできるだけ保

ιすること等を新しいJj針としている。

こうしたノj針変誕の背以には.たとえば19

761， 1~に文化省が行った tlt論調布で. [剖民の2/

:iが第 2?!K tlそ界大1成以前に挫てられた住宅での

'1:. iliを.その後にillてられた新しい住宅での

生活より好んでいるといったIFI民性が大きく

彬特 していると忠われる判16。都心部に住ん

でいる市民は.火、1"が凶作の，'iい住宅に強い

愛.l'i"を感じているようだe

また. 19641，r:にリヨン等のu:民が中心にな

って結成した民!日!の保存同体 ゾヴィタス・

ノストラ」等による活涜な保存活動の成果も

あると忠われる。シヴィタス ・ノストラ(孜

々の町)は欧州各川にわたる住民団体 (7カl礼

48部"i，61同体. 1978胤白)の述合体で.フラ

ンスの化民団体が 1:特権を持っている。都心

の r~史地区jの問題について様々な検討と

挺パ・を行い.またれら保作と再生事業に取り

車nんできたのである。

4-4 イタりア

( 1 )脈史的環境保全制度の発民

イタリアの都"jはほとんどが阪史都市とい

ってj空し支えな L、。しかし.その中心部の雌

史的地区の保作については1!.l50年代ぶまでは

ほとんど省みられなかった。近代化と産業開

発の波の中で各地の阪史的まちなみ. }恢史的

挫造物が破域 された。この点においてはわが

同の高度経済成長期の状況とよく似ている。

しかし. 1960年代になると都市問題の深刻

化の中で行政への市民参加の要求が巻き起こ

り.その闘争の成果としてきわめて革新的な

地ん自治体制と都d日1-州制度が実現した。労

働.x-. rn民肘が支持する JI~兜勢 )J tJ-{各地に11t

新白治体を急対1させ. '"央政府と対"f.的な地

方n治を展開した。そして. 19751，t~ には法~It 

制定権や大幅な自治縦を持ち.地点自治に関

して中央政府と対等な 1工場を持つ「州」を火-

現した牢1170

この州のも とに市町村 (コムーネ)があ る。

コムーネは1942{1:の都市計画.法によ って都市

基本計画を持つべき嶋本組織とされ.各コム

ーネはその決定にあたって同の承認を得るこ

とになっていたが，介|の成立によって州の)/(

認に変わった。現在. コムーネは約8000ある

という。

さて.コムーネは州成立以前の国の直接指

導下にあっても都市越本計画の公示.修正義

務を持っていたが.その計画は形式的，画一

的でほとんど機能しなかった。そのためもあ

って歴史的都心部の荒廃と郊外への無秩序な

膨強が起こり. これに対する市民の不満と危

機怠識が都市JI-prljへの参加を求める強い述却J

へと展開したのである。
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lB621ドのローコスト {I:宅JIl地取得法により

コムーネは住宅地投とそのItI両についての村h

阪を付与された。 1!}67には1942{1:の都市31・pl_lj

法の改正弘:である「橋渡し法Jが制定され.

雌史都市の玖観保全法制は飛蹴的に発展した

判18。婿泊;し法はすべてのコムーネが阪史的

"i街地の知広を行うこと.その地区内に強い

脱制を実施することを訟務づけている。さら

に1978年には阪史的di街地内部の保存jljlj:_.

とりわけ名桁住宅の I'J/I~に関する地区詳細 ;;1・

p.hjと周辺地域の開発$を指定する地悦ぶ制JI・

p!ljの策定がコムーネの来P務に組み込まれた。

そして[uJI，r=. i ，tJ行政の分村f泣び市民参加にl目

する法」の制定によ吋て地似.評議会が制度化

され，上述の地区時制JI・phlの決定にあたって

の{l~民参加を{抵抗することとなった。すなわ

ち地bく評議会は都iliJI・p!!jに対する怠見をぷi則

すること.地 iメ.のみに関する が項について j~

i認をする権利が与えられた。 地区評議会は

「市議会の議U構成に比例して各党が指名 し

た地域の評議Uによってm成 され. 行政側代

ぷや住民が自由に参加 して.都市計画や教育

社会福祉などの諸問題が.地民ごとの実情に

応 じて徹底的に議論本1l9Jされるという。

ところで，イタリアにおいて早くから歴史

的地区の保存に取り組み.またその過程で広

範な住民参加を実現したコムーネにボローニ

ヤがある。

( ~~ )自治体の実験ーボローニヤ

ボローニヤはイタリア北部の中都市で. ヨ

ーロ yパ最古の大学を生みj亨い伝統文化を滞

る町である。古代ローマ時代以来の広場.中

lせの培状住民. 道路沿いの建物の前面をめ ぐ



る迎続アーチのポルテ f コ ~fJ.， 比古史都市とし

ての魅)Jを十分に保っている。この町も19GO

1，1=代ぶには近代初~Iliとしての成長をめざし.

郊外に新都市をつくる「ボローニヤ，i!i'1IjJ 

(丹ド位:.，投，i!')で抑制.会主いていた。しか

し. W6911:の抑 Ili調幣31・ ~hj で凸・ぃ都市部(チ

ι ントロ・ストりコ)を保挫し.修復.Ilj'l:. 

させる J5え }iが奴町川された。が~850haの減明内

部のIfi街地全体が保有:されるべきモニュメン

トであり，構成する rべての建物に1Jtげが的修

復の似則がA'i川されることになった。そして

雌史的街民を柿成する側々の建築が調査・分

顕在れ.評価づけられた判20のであるが.こ

れは従来・の文化財保イλ 辿築史学的観点から

ではなく，既イ;:の他物の前川を阿るという観

点からなされた。

ポローニヤではこれより先. 1964-'rt-にiti独

nに地収坪議会がn，tJI臭化され.品初はコムー

ネの出先機関的なイパ1:であったが. 60年代永

から，Ii民のl{i接参加の形態として見出され.

定将していったという*1210 保存的都市，H1111; 

の以則と強同な住民参加の胤~:によりボロー

ニヤの保存施策は「市新的保存Jともいうべ

き新しい境地を開いた。これまで資本の，論理

による都市改造により錦外に追い出され続け

てきた住民が阪史的都心部をとりもどすため.

第 1 に在桁化した.ill~和泊郎を修復し.ローコ

同3・3-1ボローニヤの1I正史的中心市街地の{試作修i主計l尚一350haの限史的rli註i地全体が{草作

地区に指定され.保作事業が進められている。ー都市住宅7607p.61 ・ BOLOG~A' ピエル ・

ルイジ ・チェルヴ ;L ツラーテイ
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ボローニヤにおける H:l~参加と保存的再開発

の成-*は他の多くのイタリア都itiのまちづく

りの大きな励みとな吋たばかりか. ヨーロッ

パの阪史都市にも少なからぬ影響を与えてい

る。

( 3 )イタリア・ノストラ

なお.こうした部rli3'" ~IIÎの発惣の転換にあ

た勺てW門家.文化人の来たした役割lも大き

い。イタリアでは]!)55{1~ に文化人有;志によっ

て版史的遺践と風以の保護を 11的として fイ

タリア・ノストラ(設がイタリア)Jが結成

された。市民間体ではあるが法的に位世づけ

られた公的協会である。Ai1りjは各都市のイj}J

此族が代去を勤め.保守附附の文化活動とし

ての色彩が強かったが.イタリア同内の政治.

立化状況の変化に作ってイタリア・ノストラ

も活動に社会性を強め.革新系の学者，専門

家が多く加わり. l't緒形成のifi要な役河iを抗

ってきた。文化財保作と n然保護の必要科を

1'J<少年に訴えるなどの独nの教育活動を展開

するとともに.都ItilllJ題を倣った展覧会.討

論会を数多く開催するなどの活動を通じ，深

く市民の中に支持を似た。また.具体的にコ

ムーネの都市計画部門等に会員である多くの

~If門家を送り込むこと.地収評議会でのまち

づくりの会議に伺人として参加することなど

により.イタリア都市川 1111;. とりわけ歴史都

① ① 

写3-3-1 ボローニア

ソルフェリーノ j也1><

保存工事が進んでい

る(1993)。

スト住宅としてPill:，. I'i市川する.第2に修 l行の保存に多くの影響を与えている。現イE.

道院などの阪史的他地物の集合体を修復 .N 会Uは約15.000人という。

'1:，し.住民のための社会サービス施設を作り 以上みてきたようにイタリアの歴史的環境

/1\す等の収業が 1972{1~頃から進められてきた の保全は生活そのもの.文化そのものの質の

牢122。この 'J~y::は別伐でも，U長く続けられて 保全， IIIJ 1ニと深く凶わる呪要事として.そし

おり.少しずつ限史的民間がIr!1復されると r，-ij てまちづくりそのものとして仏1むに取り組ま

11.]に良好な住宅地としてよみがえりつつある。 れている。
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第 5節結び

本市ではアメリカと ヨーロ yパにおける主

ちイくりと朕史的-;;t似{民全の努)Jについてよよ

てきたo .(J l、|到であり.多情な人絹・多悌な

文化が~ま っ て偶成されている I~ であるアメ

リカは.進~に倒的を凶き.強い開拓お制 ~I'

を持つ -)jでは. i=Jらのアイデンティティ.

ルーツをこれまでのltfi~や主化に求めようと

Iる。また n ¥fの料相1'が強いアメリカでは

まちづくりにおいても行政の変革を求める If(

姥Nl: t義の制肢が生きている。しかも.政

府や地)j行政に頼りきりになるのではなく.

I'lらの知必と鍔))で. "di場メカニズムも味ノj

にしつつ環境改みを阿ろうとする民間活動も

活発である。

そして.これまでの都市の経済的物質的拡

大が生活を笠かにすると J?う単純な「成長神

話Jに疑問を発する，bl.~の ):1が都市デザイン

・J~~や都市の成長竹県政策を促した。生活環

境を泣かにするには新しいピルや工場をどん

どん挫てるのではなく.今地域が持っている

j鱗史や文化の資源をIJ=.かすこと.育てること.

そして新しい開発を巧みに管理.誘導するこ

とがなにより唱裂であり.甲道であるという

のが1970年代以降のアメリカの都市計画の・

つの結論であるようだ。もちろん.失敗もあ

るし， r試行錯誤もある。経済の全般的な返補j

に見舞われている劇作のアメリカにおいて.

成長特理政策.そして惟史的政観の保全事業

は軌道修正を迫られるのか.あるいは無駄な

投資を回避し生活環境の実質的な向上に寄

与するものとしてますますよ1怖を発揮するの

か.その動向を件11したい。

次にヨーロッパの代ム例としてイギリス.
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フランス.イタリアの31同を取り kげたが

ドイツ.オーストリア， ;f~ . - ランド，ハンガ

リーその他多くのl可で断的以観保令に秘倒的

に取りが1まれている。これらヨーロッパ諸国

の保全事業の特色を -(1でil-えば.歴史的建

造物や歴史的まちなみを巾なる文化財として

だけでは現代に生きる 1]常的原境の A 部とし

てとらえ，補の保全と j'}/I=.が都市計画. 1時!:

~lllhÎのぷ本的援素であると認識していること

であろう。実際イギリスの「シピ yク・アメ

ニティス.法J の"アメニティ"は.自iJ述のよ

うに. r生活の快適性.総合的な住み心地の

良さ」のことであり.この法{I~ では}歴史的環

岐の保全がアメニティを r~'6めることをはっき

り打ち出している。また骨フランスの「マル

ロ一法」は歴史的まちなみを新しい時代によ

みがえらせようという.州期的な都市再開発

法であった。この:つの法{I~ がその後いずれ

も都市計画法に統合されたことはこれらの法

{ I~がなにをめざしたものであ司たかを改めて

はっきりさせた。

わが国においては歴史的政観やまちなみの

保存は，まだまだきわめて限られた地域の特

殊な行為であるととらえられている。その保

存は文化財としての保存， もしくは観光資源

として経済的に価値ある建物やまちなみの修

以等に限定されているのが火・状である。また.

民間の保存団体も栂々あるが. ヨーロッパJIt

l.k'!における保存団体ほどのすそ野の広さや社

会に対する影響力を持っていな ~\o ここで見

たような欧米の.いわばn然体の保存がなさ

れるような社会的地般を幣備する必要がある。

抑?主

本11991 {fミに研究*:!rj'f r'川同・同宣:di における伺~，Ij以観の形成比び誘導にi到する 11rJ I Jt.: I.iJ 

研究J，統 L、て 19B2{I:に研究経過制的必 r "1 1!1 .川山市における雌史的'1'心地域の保

存と再生にi到する日中共同研究Jをまとめている。

牢2 官A~G JING-HUI~THE PRESERVATION AND DEVELOPMEKT OF THE FAMOUS HISTORIC CITIES 

AND TOWNS IN CHINA-P.l 

d 劉敦港特 川rf'淡訳 r'11 1 kjの住宅 Jp.1!J1 

*4 r，~ 1: p. H~7 

時 1959年5)3rf 'll<l拙策 c粍部部長~J秀崎氏の発;f 0 r，~ l:内 p.I!)7 

本6判換市(北京di城 di脱耐設計研究院院jミ)r北J;-(1阪史城rli的似純府IJ見代化発版J

本7魯義「中国の伺$，Ij作用体制と建設実態JliU dil::J題 1988 4} J ~j p. 125 

本8劉学海 中 I~ における部lIi ，1十~!riの概況 J (rg家品本建設委u会峨，Iiill i投J，J弁公宗主任)

都市計画104p.90 

的都市規劃は総体脱却lと詳細規却lで椛IP.される一本5 P .130 

本10向済大学 ~Jé f& .-: r規制建設各イi特色的j低史名城J (1986 !iiJ前入学m築与城市規制学

院「城市脱1'1朕刊Jp.36 

本11国連地域開発センター.奈良シルクロード財同共催で 1993{F立に余a 良で実施された。

1t~も参加している。

本12北京建設史，'f制11.!委n会編「旭川以米的Jt点城市建設 Jp.64，....，65 

本131950年に梁忠成.陳r'i祥らが挺楽した。-fi'l1~大学城 rlî脱出j教研創1 r.x1 北京城市脱却l

的凡点投怨」辿築学報、805 

本14本1p.66 

本15精華大学建築系城市規劃教研組!日域改m~'J.題小組「北京旧城伝統格品与古跡保護傑討j

p.l0 1983 2)J 

本 16 何倹立(北京t!i城市規剖設計研究院院~) r北京市歴史城，ti保護洞l現代化発展Jp.4 

(歴史城市的保温与現代化発展北ボ!!<l際学術討論会会議論文 '90 ) 

本17~J小石(北京市峨 rlj規制管理局) r閲千北点域市規劃与歴史古城保溢 些L作和問題

的介紹Jp.1(Jft.史減市的保護与現代化発展 北京国際学術討論会会議論文 '90) 

本18向上

本19本5 p.8 

本20佐々井 rijr北;;{，tiにおける都市・ 0:宅政策の動向に関する研'先J(平成元年度建築学

会近畿立部研究倒的集 P .437) 

章21董光器「編制北京!f1城臥規副幾点体会J (北京規iJlJ建築 1988 2}j ~;- p.17) 
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牢22牢6 p.2--p.:i 

牢2:3本10

本24本6 p.5 

本25*5参照

本26宍良箪 rJt;j(IU城川{i"T<的整治途径Jp. 1 (}修史城市的保護与胤代化発展北京国際学

術討論会会議論文 '90 ) 

本27牢6p.6 

本2H木津雅代「伝統的部I!ifi:宅の現代化ー北山I!iJ一横浜市編 むRBAN DESIGN REPORT 

1992 P.47 

牢29牢14 p.2--参Jl日

本:iO 花代以後. '(f ~ b<.であった出城部分が修築されて新城となった。府民交城の1116の凶i

訂iの小城であった。

牢:31 内安 rfj 城I!i脱出j設計研究院規劃 '.~t r州安 rfi1日城区控制性詳細脱IJ説明治j

本:i2愛宕 J(; r "'1111の城邦都市Jp. 189 

本:s(}I雌道治 r'1'1川村会の成立Jp.48 

本:i4消防 rtl城郷ij!1& J，J .文物凶林J，Ji裕似j修史文:化名城保護脱JJ1J)，~舵資料 J p.34"-'p.46.愛

不{J己iq'l!llの減却抑Ir li J p. 9"-' 1 1 

時 5愛宕Jl;r qq刊の域判部rfjJp.1l5

牢36 ヒヤリングは 19~n{1ミ 1JJ 5 [1洛陽市にて ItiJrli 1:地行理規劃品川長 '1: f(]郎氏.同局総 c

fl師 今:1時思氏らに行った。

本37栴陽r!J í 消防}綬史文化~，城保護規剖，説明 ~r} J 1988. 格陽rfi城郷土J!投)，J.文物園林局

「消防歴史文化名城保護脱却基礎資料J.治陥rti1:地管理脱却)，J.文物倒林局・旅掛川

f格陽歴史文化名減保護脱剖図冊J. r ，'i frTl栴陽J

本:38洛陽市減郷辿投J，.}.文物岡林局 「格臨歴史文化名城保護規剖基礎資料Jp.76"-' 

*39同上 p.78 

本40向上 p.91 

牢41 洛陽歴史文化名城保護規創ー古城保護関

本 42 ヒヤリングは 199:3 1，1~ 1 )J 3日に開封，ti域郷ill，没Mで行った。出席・は開封市城郷建設局

局長 -till科氏. I，.J I訓対長 米当(J氏. UM.TJ市規劃測量設計院副院長 謝謄民氏ほか

文物M担、当おら 6人。

本43開封市人民政府 「開封歴史文化名城保遺脱剖 J1986 4. i開封在別代化進程中的建設

与保護問題ぷ組制~ .開封市区地凶等

牢44開封市人民政府「開封j惟史文化名減保護脱却J1986 4 p.1 

牢45愛宕元「中|同の域邦剖II!iJ p.146"-'151。この米代の域は宮城が川2.76km. 内城はJlJ1] • 

29km. 外戚は/t'd27. !)kmであり.城壁の刈さは12m.nさ15m余であった。黄河の氾濫と外

-:310ー

敵にに備える';;て々たる備えを示していた({}IIJ;i弘 f中国中I!t都市紀行JP .118)。

寧46伊原弘 irl' r埼"， I世都市紀行Jp.86 

本47アンドリュ ー・ボイド持田中淡沢 I"， 1刊のill築と都市 Jp.57"'58。また.伊原弘 iqJ 

同中世都 rlj紀行JP .125等に洋しく制介されている。

本48大阪市立大学経済研究所編 iI世界のよ都rli2 1:海Jp.27 

本49The Comprchcnslvc Plan of SHANGHAl by Bureau of SHANGHAl Urban Planning and 

Building Admlnlstration p.16 

本50謂縦波ら 201lt紀前半中凶上海のill築規制にみられる r'ItN.t脱定について J61 1，1 ~ 

度建築学会近畿立部研究報告集P.610。また人坪明 í .上海のW;l~住宅 '11#住宅 J'88 

9月 H 1 R 0 B A P . 30'" 34に詳しい。

本51大阪市立大学経済研究所編「世持の大都 rh2 上海Jp.286 

本52挑金祥ら制 r~戸剣風情 J p.331 

本53向上 p.345 

本54大阪市立大学経済研究所編「世界の人部 rh2 上海Jp. 270--及び亦崎弘、l~ i中|可・ 1:

海市南r;ib<.蓬来路地区地区計 l珂~:df過料について J (1昭和16OI，FJJ[第 20何日本部I!i

計画学会学術研究論~ p.325"') 

本55曽薫心ら iHl脳生成動(fuj片在脱創設，r!'1'的応用J(上海，hrl'心lkiA観動断片研制-ill

築学報8711) 

本56愛宕元「中川の域郭都市Jp.ll 

本57河合正-iアメリカ合衆国における j世史近距保存j 日本池築学会学術講演会梗概ruII{{ 

和55年9)J p. 1421 

本587r:t~川 l白樹「守る伝統から創る伝統へ 脈史t依存を通してみたアメリカ建築史J 手刊

カラム No.95 P.58 ( 1984 12) 

本59黒川直樹「ジェームズタウンとウィリアムスパーグ J 近代辿集]973 l)Jサ p.82"-'83

本60矢作弘「町並み保存運動 in U.S.AJ 1989 p.21......，22 

牢61木原啓占 fナショナルトラスト J1984 p.96 

本62矢作弘前倒 .'f p.163......，165他

本63 ジョナサン・パーネット~.六脱 1E 治，~( iアーパン・デザインの予法J1977 P .84 

本64横浜市制 rURBANDESIGN REPORTJ 1992 p.20 

本65朝日新聞社制 i_:都物語J1983 p.185......，186 

牢66Kenneth Halpcrn "Downtown USA"1978 p.162 

本67Bank of Amcricaのピルは現在でもサンフランシスコでも っとも向いピルの 4 つであ

る。

本68Kcnneth Halpcrn "Downtown USA"1978 p.181 

本69太野輝之「サンフランシスコの選択 し1:)J一都市問題 198!JI，I・l)JU p.77 
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本70矢作弘/大野師之 rFI本の都市は救えるかJ1990 p. 10'"'" 20 

牢71大野事Il之 「サンフランシ スコの選択{ド )J -r.Ulfi IIIJ 題 19H9~1~2n~} p.7i 

本72矢作弘/入:野町之 「日本の都市は救えるかJ1 ~190 p. 25，大野郎之/レイコ・ハベ・ヱ

パ ンス rr，u ，1i開発を弔える jlY92 p.37'""'40 

本n大野師之/ レイコ・ハベ・エパンス 「都市開発を Jうえる J1!J92 p.216。リンケージ制

度のlL体例については.佐々木品:rアメリカの住宅. 1lI~ "1政策J] 988 p. 175"-' 1可

にJ下し L、。

本7"ポストンについては fボストンj一東氏"1政凋究会 r'lltWの大都市制度 J8902所

収， rボストン rli 都心部成長行珂lJj' jllliについて J- "地域と経済 NO.141J 8906所

収， r 111.界の伺1r!iづくりに学ぶ ニューヨーク・ボストン都"i傑検隊報告」 ー 京都

"j1;在日研修所 I研修 JNO.82 所収 等にまとめている。

本75• THE CITY OF BOSTON -HISTORY，PLANNING，AND DEV~LOPMENT"1978 等を参照した。

牢76lHHO I， I ~. F.L.オルムステッドがボストン 1↑1公凶委凸会に提案した原案に基づいて作ら

れた。

牢77スチーブン・コイル(BRA局長一、当時) rボストン再開発公社 一INTERNATIONAL

FORUM"WATERFRONT 2001" (1991 1O)] 16'""'18 於 大阪)プログラム・論文集 P.98 

本78 19問~I~のボストン調売では市役所にある BRA のが務所を訪問した。市役所の最上階

に明るくゆ勺たりした執務室がならぷ。 I~i会を希閉していた特別補佐官のアーロン・

プリンス氏の倒唱に招じ入れられ.ボストンのまちづくりの現状.将来構想などをヒ

ヤリングする・j~ができた。フリン市長の新しい都 dj政策を強)J に展開しているスチー

プン・コイノレ)，J長にも l副会す ることが出来た。

プリンス氏の鮒介で肉 舟宅や広報資料前，地図版必所などで，汁30点余の資料を入手す

ることができた。日IJ 室には都心部令体の1/400の鮒)~の数mX 10m余にも及ぶ大きな模型

が附かれ.相~，t1デザインの検討に利用されている。このような大型の膜型があれば個

々の組物の規棋やデザインを都市環境.都di民観今体との関係で倹Jせできるようであ

る。 BRAの都iliテ'ザインへ の，意気込みを感じさせた。

牢7!)B R A の阪史.業~l. 組織等については "A DECADE OF DEVELOPMENT IN BOSTON 

-Projcct 1968-78" 1979. "PACT BOOK -Boston Rcdcvclopment Authority"，1982， 

FY 1989 -BRA BRIEFING" ，1989等を参照した。

時oコールマンら，没.iI0 1968年完成

本81 "GOV~RNMENT CENTER BY BRA" 

本82プロセス・アーキテクチュア NO.97[デザインされた都 "1:ボストン]p.72 

本83"CHARLESTOWN NAVY YARD" CITY OF BOSTON 1980 

メチープン・コイル(B R A J"j 長) rチャールズタウン・ネイピ一ヤード J-lNTER-

NATIONAL FORUM "WATERFRONT 2001" (1991 10)J 16'""'18 於 大阪)プログラム・論文
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事84"Harborpark -A Framc曹orkfor Planning DI~cussion" 1984，"Harborpark-INTERIM 

DESIGN STANDARDS FOR THE INNER HARBOR" 1984 

事85Massachusctts Departmcnt of Transportation他 rLoo祉ingat thc Ccntral Artcry 

/Tunnc 1 ， . . J .プロセス・アーキテクチュア NO.97[デザインされた都市:ボストン〕

本86Nathan Wcinbcrg "Prcscrvation in Amcrican Towns and Citics"1979 p.122 

本87"BEACON HILL ARCHITECTURAL HANDBOOK" by BHACON HILL CIVIC ASSOCIATION 

1975 P.4 

牢88Nathan Wcinbcrg "Prescrvation in Amcrlcan Towns and Clt1CS"1979 p.122~123 

本89"Boylston Strcct Zoning Study Interim Rcport" 19H5 p.W 2 

時oThc Boston Socicty 01 Architccts "Architccturc Boston" p.64他

本91"BACK BAY ARCHITECTURAL DISTRICT-Business Scctor Guidclincs" 

本92"Boylston Strcet Zoning Study lntcrim Rcport" 1，985 
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京都における新しい景観・まちづくり構想



結 論 京都における新しい長観・まちづくり構想、

第 1.節 fι織に ¥'Lつ肢史都市 京都

近年. J;t都のf.sdn;l観の混乱や都Iliの魅)J

の減i品が各)jifljから指摘されている 京都は.

，1， ffl) イメージのブランド価ill'{もあ「て.

パフソレ粁怖の II.rJ9Jには小動産投資が~'1J し.

J;( lfilの地価はH'i:;地， Il~ .:t地とも全|司l. 2 

似をすFう卜'.}(本となっていた こうした状j兄

の中で，第 1~~Jお 2 市で，記したように住物の

中山制化が急激に.illil兵するとともに.地 1:け

て手による虫食い状の・宅地や復制式の尉 'F場の

助加がいっそうLl立っている これは氏側の

忠化のみならず住}，t}t~や相続税. [，占1定資A悦

等の臼~It榊も合めた}~}住環境の悪化をもたら

し.都心部では激しい人r]流出とコミュニテ

ィの弱体化が起こっている 市人円は昭和61

11'をピークに旬'.[1---5千人の減少に転じ，

附手116011'に策定した京都市基本社IITIIによる推

計を、1':成2年において約10万人もドlulってい

るc .mイr:の社会減の傾向が続くと仮定すると.

Ih人11は.fJLイ1:の146JJ人から2010年には130力

人をド[1司ることも F担されている また， 65 

J以上の向齢人11は、ド成2年で全市で12.7%.

都心似てはほぼ20%に注するなど.高齢化か

進んでいる 応業・経済面ても京都の地盤沈

下がifわれて久しいが， 主)Jj産業である繊維

iff-X;の低迷と新焼'H;定のための用地確保が凶

雌であること等によるdj内企業のdi外への流

出傾向によか粁済指肢は国今体の{ljJひ;容を

大きく下ド1)っている 今後もこの趨勢が続く

とすると2000 1 1ーまでのIf~の粁済成長率見込み
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~I:~担4% にけして~;(f.s diは1.5%と推計されて

いる，ニれらの紋!I(fはが都rbの現状の困難さ

だけではなく.本米にわたっていっそう厳し

L、状況におかれるたろうことを小している

r- 11 ~ 余にわた勺て常に 11 本の文化の頂点と

なり H:U.jの先制を止ってきた応部が，陪史

的拡wが川辺のII然と触介して例性的な魅ノJ

を形成し内外の多くの人々を引きつけてきた

点仰が.このままではその活)Jも魅jJも失う

という危機に、工勺ているのである

/，.こそ. di 1¥:.ーH主!i， 1)政かtl肢を・つ

にして.京都のf~全 . III '1:.のj式観・まちづく

りに)Jをはくすべき時であろう。ここでは.

4、:，;)文の結論として.第 1，日制及び補制を

時まえ~凡イrの課題を移即し. rli民主体の民

側・まちづくりの抑進のためのシステムや組

織のありんについて論じることとする。

ところで， JJL制とはやJかについては柑々の

定義があり仰るが-般的には;Jt観は環境や

まちづくりの日前到jの物即的実体であり. 1: 

として外部から:A.t.tできる側面であるとJえ

よう。;;(制はまちづくりの結果であると同時

に.次のまちづくりの1.1棋ともなる

まちづくりという誌も怯々な窓味に使われ

ている たとえば， trl11;寺川県発行の 活力あ

るまちづくりカイト判』では.まちづくりは

1 J '，1(; 11 lIfJ手文えているすべての環境とシス

テムに|別わりながら，それらの側々の要素を

修ぬ・似今 ・ ~ílJm していくプロセス と説明



している そしてまちづくりのi:体は地域の

位以，企業守の昨業界";~<í":字の~~. l' ll 家. di 

町村守?の行政の 4つであるとしているn Jl:JJ;! 

盛明氏は，まちづくりとは，法制による都dJ

，; l' [111J制J支にJl1Iって随行される既作の 都市北

が11jに対するH!止の対lA概念としてとらえ，

H1-(が現にHんでいる都rb. Ili街地を全的

な'1)，円相!日として維持似全し改許し，改造

していくという J~lliJ . 協凋的な~J・5リj概念であ

り， J=として糾作di街地の!1!新と活性化にl泊

する，JI'1面i概念である本2 としている位民

が M本となって川住地の;g新，活性化に取り

組むという側lfi日を強調しているのである い

第 2節 泣制 ・まちづくりの課題

2 1 f f.s dî ，;t- ~llj Jの，課題

すでに第 1制第21Eでみたように，ボ都に

おいては栴'1'をrl1心に中高肘ビ.ルの建設が進

み，限史的な空間秩序や泉観が破壊されつつ

ある。これは都dJ計画による建物用途の組制

や容積唱の設定，両度地区の指定などが地域

の実態に適合していないことから起こってい

る。あまりにも制限が緩いのである。これま

で:'iJ:宅や小脱棋の手工業を営む低j凶の町家等

が並んでいたまちに.容積率や1:1さの許容限

度いっぱいのマンションやが務J~r，商業胞設

ができ，その規模やJl]途.環境やぷ観をめぐ

って各地で札僚が起こっている 特に都心部

では主要幹線道路の内側の内部I!J街地であっ

てもI荷業地域に指定され，これまでは商業地

域での蚊低容積率が400、であったため，既存

の町家て~との規模のギャップが大きかった

道路斜線や北側斜線. II JIU制限などがあるも

のの，隣地や同辺の県境や;止在日を守るにはイミ
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ずれにしても.まちづくりとは地域の身近な

環境からIH発して郡市全体をも悦野に入れな

がら.11:活ヤ聞の維持や向ヒのために，住民

が i::体となって行う活動であり，これまでの

1n政上持の 都JIi，ij耐を超えた.またその

ありかたをn~ う内科を合んでいる。長観の形

成と保全はこれまでー部の地域を除き，主と

して法;j;11Lの 都市計阿や行政施策に大き

くJrわされてきたc本論では， i止観の形成と

i足令の諸活動をまちづくりの中で捉えIUすこ

とを立Iヌlし，ぷ'観 ・まちづくり|としてい

る

卜分である，しかも地上げ等により大規模敷

地を獲得した場合にはきわめて有利に働く仕

組みとなっている。特に先頃の京都市の総合

設，:I'H~I度のよ~uï しの中で，都心部の内部市街

地においては I都市整備上有効と認められる

もの については500ぱ以上の敷地から総合設

計*11度の適用対象となり刈，容積率の割り増

しが勺えられることとなったが，これは一般

の町家数戸分の地上げにより周辺とは隅絶し

た規模の建物が挫築できることとなり，許可

制度の運用によってはより大きな問題を抱え

かねない側面がある。

次に点都の異常な高地価がこのような中高

Jr1の建築物の急榊を招いている。東京等での

地 (Ilfi ，:'~ J.騰の波及に対して京都ては有効な対策

を持たず，投資用マンションの建設需要など

による尚脱を全く防止でーきなかった。歴史都

diの7.ランドイメージもあって，京都では各

地域で実際の七地利用価値とはほとんど無関

係とも戸えるIU地価が現/}lしたJ すでに地価

の下品が起こっているが，これとて1語版以liij

の地価ではなく. I:'t il((安定となっているr そ

の町の作人で‘はなく， Ifd地価lの!敬地を新たに

購入した事業若にとって，できる限りの利潤

を生む大規悦建築物を建てるのはむしろ吋然

である。しかも.地i)fによってより刈3がの

利潤を kげられるとあっては，資全の私く隙

り地上けを続けることとなる . Ji. イ刊ム

的な暴)JJ によって突然隣地に大規模な建築

が建てられた住民は，環境破壊に悩むと同時

に，地価高騰により 1i1l定資産税や相続税など

の税負担に苫しむこととなる そのため自ら

中高周ビルを廷で税負肉料減と利佳追求を|刈

るか，敷地を地上げに応じて先却するかの選

択を迫られることもiIlてくる 中山肘ビル等

による被害者が，その出後に周辺環境ゃ;止在日

破壊の加害者側にlnlることがあるのである

法人には相続税がかからないという不公十も

ある。こうして，京都においても，まちづく

りの万向が高地価という現象にからみとられ

てきわめて不健全なものとなっているのであ

る。地価高騰が若~なまちづくりを肌'汗する

のである。

したがって.京都の健全なまちづくりはま

ず，容穏や高さ，用途の制限等を地域の実態

にあったレベルに厳しくすることが必要であ

る。特に公共的な必要がある場合や地域経済

にとって重要な施設については，地域の合立

の上で制限緩和を行うのである内その制限緩

和の手続きが適切かつ公正であれば，泊常の

施設整備や経済活動等に文怖とはならないで

あろう また，税負tL!の斡減と公平性の確保

も軍要であるr

なお，故近またしても;d気対策等から都市
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， ij'l山ia~1限の緩和の動きが強まっている。これ

は. 1993fl.の9JJ1611の経済対策閣僚会議にお

いて内山の振興.愉人の拡人等を則するため，

94J11 1 1にわたる公的成制の緩和等を行うこと

が決定され，これに悲づいて控設省が自治体

に対して .~存h下半=特例制度の活j日守について

.iill.i.tしたもので'ある これによれば.特定街

|メや総介s没川|制住， fl}開発地[5(，j ~llili. 札古地

内Ht利Jf]地11)(，，.I1'11J ， J日途別容梢J型地t<"d1由j等

の容fl'(;.}¥4.r例制lJ立の砧極的適用及ひーI!J街化lメ

域・ di街化調格|メ域の線引き見l貞しの促進を

凶るべきとしているc そして.これらの/f可

ゃ1m11i ，111!11j i決定等の子続きを迅速化するよう

求めている f.B dJや住吉のあり)iが緋済施策

や外11.1から lの外JLを避けるための辺見となっ

ているのである。京都においては，このよう

な腕~jll緩和lの動きに安易に 11;1 ;J~してはならな

2 2: J;t制施策の課題

現行の京都市のぷ在日施策は各樋のぷ観地域

制!立に)~づいて進められている。これを口然

的朕史的民観保全胞策と rli街地jえ観保全施策

の2つに分けて慨涯をまとめた上で，その課

題を検dする

( 1 )白然的j悟史的泉観保全施策

風致地!天は，京都能地の周辺の三山とその

山麓の文化財!t積地域の臼然的歴史的呆観の

保令のため"都，!iJI'1耐去に基づいて指定され

ている"1l{{.Fn 5年のみj指定以米漸次拡大され，

現仕て'は可初の約 2{九合日十14.336haの指定

1m砧であり"これはdi域l面積の約114にあたる。

l昭和4511に風致地[5(条例が制定され.これに

基づき建築物の新築，改築，増築， 仁地の形

'tiの変!ι



の現状変!とh' t~ を，;~: IIJ制Ifrにより組制してい

る。例えば住築物については建蔽率，両さ.

l:，~ i(rjの後退距離.立I't.形態.色彩などにつ

いて11:階的に厳しい制限をして、る

開史的I!I.f :の I~{{は r Ili都における歴史的

j瓜 f:の i~ {f. 1こ|則する特別IH丹市i~ Jにより 校

史的にぷ誌のある;;(制地借約6.000haを保UIメ

域に，その中で特γiE濯な地!ベ1，473.5haを特

別似イrJ也|メに指定している 特別保存地区内

ではそのゆ史的j瓜1.をぬ私的lこ保仔すること

千ねらいとして. ;，;: 111制度により厳しく L地

+IJ川 :I~J ~J~ ~ JJIIえており.その補償{ドJHHrJ~とし

てi'Jiufiは応部Ibに対して，行為が不詳可と

なった I:J也のn~、1:17p，'j求がで-きる これま

で総額約130位川で168.4haか11収されている

近郊緑地f~今 [><1或は f近畿聞の保全(5(域の

牧備にl則する11JltJ に)~づいて.嵐山，松J~.

人/J;tJf&ひ限糊地Ixの3.341haが指定されてい

るものである 住宅物の新築.改築， m築.

l' 地の JWé'Iの変史.ノト竹の伐採等の現状変~

f r 1..~は Illi:l\制JJLでJ!\主主地医に準じて規制され

ている，

( 2) Ih街地;;1fiJl保全施策

1抗日制品 3fFで"己主sしたように，昭和30年

代後 'I~の丈制地Ix ，JHìの仲折，京都タワー ・

些ケ|凋1/1]:lilなどを統て.行政内部で今後のぷ

制対:誌をIhのk即jビジョンの"1で明確に位抗

づける必涯が踊感され.昭和40年代初めから

撒怖か開始された そして昭和42年にまず.

くまちづくりのデザインポリシー>として

f京都のデザインlJ;tsTI料 E の報告書がまとめ

られた内この'1'でとりまとめの代表者の伊藤

ていじ氏は [};~ r.1Iらしさとは京都のデザイン

の先進れである と指摘し. rhL~に京都のす

ぐれた環境デザインを似今，縦Jjr.するととも
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に大目Itに発l.i~させるべきことを品えたc これ

を受けて附和44'.rに発表された"まちつ'くり

柿fu--では;;:側保全対策か明臨に位置づけら

れた

そこでさらに rli、河川は只体的施策を検討し

また!Hliijに行政指導という形で高附ビル建設

等に|則わるJi制問題を解決しながら準備を重

ねたれちょうどその頃ユネスコと文化庁の共

併による かm ・ ~'iU伝統文化保存シンポジ

ウム が1m悦され， }~~ 1mや奈良の歴史的地域

の似イfと1m先についての勧作が発返された。

それは J;~r.u Iliが進めようとしていた新しい民

在日対涼の文現に向けてのJJ強い援軍となった

，bは胤致事ぷ会でのぷ品，市民参加のシンポ

ジウム守によるバiJ..lこな見の聴取などを重ねて.

昭和47"1:， I };~lmlh 市街地11・観条例 を制定

した。これはわがIHて段初の市街地景観の総

合的な保全対策であった。

この条例で川1.むされたのはまず第1に美観

地似の~，IJJえである rn I1制で記述したように

大，L()別にから何j立も提案され，検討されなが

ら実現できなかったJ定制地区制度がついに条

例化されたのである。 J定的l地区として御所や

a条城， -+-!S!Ji ~J などの大脱棋な歴史的建造物

とその1，'J辺市街地及び鴨川沿いと鴨東地域の

111街地'il900haが指定された。

あれまIJk L作物規制区域の制度である。

点都タワーの佳品IHJ!Hiなどの反省に立ち，京

都全体のぷ制に火きな影響を与える巨大な鉄

路.J.x大な品集道路などについて，その規模

や形態.色必，忠悦などを基本計両の段階で

チェックしようとする制度で，市街地の過半

にわたる6.IOOhaの地域が指定されている

あ3は判別i以ノト修jjt地[5(， いわゆるまちな

みi~イrJ也Ix の:I，lJJ.立・である 。 歴史的なまちなみ

地区て:ill物の修1'(1.や改造・3・の ~hぬjがあると.

iliとillて上とがJt[i，Jして.伝統的な外観tk式

を守りながら必裂な機能を満足させる修!;~デ

ザインを検，;'-tしその1ン岱の・部を，fiが補助

するシステムである Hfi和47"tミに庄市政地|ぇ.

49"1:に祇刷新崎地1><が指定された

さらに，惟史的まちなみの保全については.

J;ilm rb をはじめとする令rr~の慌史的まちなみ

をイjするIi治休の強い~宅に応えて昭和501ド.

文化財保品訟が改lト.されて 仏統的住i1i物M

似イf.J也|汽 I~，lJIJLができた。 点都では ùij 0己の引

別保全特Jil地[メの 2地lえに rl!:ねて伝統的ill造

物群保イf地1><:を指定し， さらに昭和5411二に似

峨ねた;本地1><，昭和63"1:に上賀茂地t(を加え

ている

さてt ..1....:.己の各柿の;長観保全対策の完結に

たって.さらに丘町tの整備にまで発民させよ

うと H丹羽J50"1代中頃より新たな模索がはじ

まった。その均つは .条通り.13丸泊り.堀

川泊りなど!抗日:性と.tJL代性の毛なりあう~h~

j止観の特価jυIllhlの検，日である，このうちそ条

辿りについては， 辿り沿いに並ぶ近代洋風建

築や町家の保全と，これらと調和するすぐれ

たデザインの現代位築の誘導を進めるため，

昭和60年に 肢史的界わいぶー観地区 制度を

創設し，指定した また， 1:.賀茂伝住地区の

J!J J.!l地I欠のht観保全についてもこの 界わい

以制地[ズ 制度を活用することとし昭和63

年に指定している ここでは建物の新築.改

築写にあたってftJiIH制度により泉観保全 1:の

指導をh'うとJlに， ;jt観上'R要な建物の外観

の修用やill築の.hlJじの制裁や広場の整備につ

いて -:':'il梓t'1を補助している

以上のようにrh街地ぷ制の保全については

III街地以制条例，仏統的池辺物府保存地|ベ条
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例.暗号史的見わいiJt副地1422.綱に基つ'きそれ

ぞれのJLi牲に従って作IIJ.承認.届出，補助

制1ftによりi]川されている己また.ki外広告

物についても山内を仲路地1><1こi忍分して規制

k売却している

このほか京都て・は!日途地域に.iT勤して. I 

1京地域此ひ. に業 ~'1川地域の全部と市工業地域

の .:tllを除く市街地の人:ill分に，環境とji

仰の似全の itJl..'.'.~から I~~J立地lメが指定されてい

る このうちlはも!'.J也の品、度不IJ川がF定され

る第6f・Ill~'~J虻j也lベて'は1:むさ45mまでの建築がnJ

能であるが. 31mを起える~;Illhlの場合，)J;本立|

1111;のほ附で'，Ii:fl が必:~とされており，この hJì

:1\ に)J;づき ょ;~ ~Jllf(iでも指導している

( 3 )現行以制胞策の限界

これまで'の点都のぷ員Jl.fJ政を振り返ると，

保全と1m売のせめぎあいのなかで時に停滞し

ながらも.全体としては消実に進んできたと

いえよう ョ 特に ìii~liíjからの胤致地恒，昭和40

"1代初めの限史的胤 1'，特別保作地区制度に附

干If47.11，にlh佑j也J;HrJl条例による各穐景観保全

:I，IJ)立がJJIIわ勺てからは， 111地から山麓，さら

にはIb街地にかけて体系的に各樋の施策が実

胞され. J;~ 抑らしいjjf制の保全に成果を挙げ

てきた。また，こうした此観保全施策は都市

段境の11を f!~ち.住みごこちを尚めることに

も!'irhkしてきた。

しかし悦史的風，1:の保存に閲する特別論

iuJ去の制定や風説地l星条例.市街地法観条例

の制定以来20"1 ~余が料過し.近年.その限界

やイ;卜分さも 1"立ってきた。j乱致地区や美観

J也Ix-なfは条例制定後もJょや等の ー定の見l立

しをねってきEたが，現状では社会経済情勢の

変化やrliL(炭水の向まりに卜分対応できてい

ないのである



その第 11;;. rlWl地をとりま くn然的歴史

的対観地借における l:H fr;を ~rlJ制する手段が|

分でないことである 町史的JSll1-.特別保ι地

|べでは|泊先が絶対決11:とな勺ており.効米を

発押しているが. Jll技j也|バjよ;I，IJI主的には l:.t也

の郎rljÔ~利m を~，~II:寸るものではなし緑地

を ・定:';1)合を保全し，広!，(形態が基準に介践

すれば!泊先行為を"千日jせさ.るを仰ない。した

がってI!i民. 1111(のかけがえのない財庄であ

り，~くの文化財illj~物て1・の Y'TUとなってい

る ・'.111の[j然をγるには似作浪'の強化光'kが

必史:である

第 2 は市街地のj;~AJl対前の対象範捌が限定

されていることである町.. NJl地[><.L作物脱

制|メ域や仏辺地lメ.1tA史的見わい地rxてt;di街

地Jit制対策の範VIIはf!t'と的rlJ街地全体からみ

ればごく・ ~~Ilに過さなし、。 般市街地では31

m以トのill物は全く;;tlrllhfu:策の対象とはなって

いなL、。しかしまだまだmnませ-の木造建築

がyく.都心部でも 却を除いて夫容的唱が

150-20000引j主である伺rdilこ， Iffi Ili I~十両による

uI・容lfbさ，，;午待作M中い勺(;tいの控物が次々

とillてばJo'il.i.llに深刻なf:;!境 1:， J;~ 制 1:のI~U~自

が'1ずるのはL、わば吋然であろう。向!凶のマ

ンションや・J.扮I')rピルの也設を !;立観般地

として反対する Ih比に.FQ(f:のUlrJl行政はJ，e，:え

得ないでいる

第3に.胞箆によりきめの細かさが'}!.f.，';さ

れることである たとえば.現イlの風致地似

内でも現行JJ;~~ft より而さてt，iをより制限すべき

ところカtあるし • 1記長Iに-;'fでにdii.m也イヒして

也般市制限や後退距離の航保守の条件が現実

的ではないところもある。さらに.既作製品

やn守門uijの町、11-'みなど伝統的な也物の.ii::

のストックがある地域においては. 般Jよef
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ではなく.その地域の也築特性を保全.継放

するためのJld!'をz没ける必嵯かある また.

民間地|メにおいてはむ:住地1メや風説地lベの隣

j在地，文化財や史跡の隣Jlt'J也あるいは尚瀬)11， 

( 1)11など朕史的7"J川の沿J;:μなどでは，よりい

勺そう雌しい尚さ胤払1)やデサイン指導を基本

として段階的な;;:観拘束.が必要である

k!外仏il，物についても概して制限内容か絞

すぎること， i@}x仏(i，物が多いことなどによ

り，自1;心の Ilì1 ~l也を'1 1心 lこ目Ltlt な ;;t観をつく

っている また， M.近はカラス窓内側からの

Ji:作やイルミネーションなどの扱いも課題と

なっている

第4に，これまでの以制対策が"保全"を

i:: 11 的として'.脱~;Ir を i 蛍な子段として

.iftめられてきたことの限界である 歴史都市

J;tX!;のまちづくりは今後とも保今を基調とす

るのは叶然であるが.その中で人が集まり.

人かitむにふさわしい.現代的魅hをも兼ね

仙えた郎.UJ;(観， Iffi 1 1i'~IIUを印j り /11 していく

必裂がある内そのためには保子のための規;t.ij

だけでなく，減退したものを，fJ生し，さらに

より lH 、ものを創造するもi'i~的な誘導}j策を

持つこと，また l~1 接・J. ;n i..体となってそのよ

うな保全，再生.創造のやxを先導していく

リーダーシップが必要となってきているので

ある

第5に泣観指導の 11~::'lがやや見定めにくく

なってきた・JJである ちlL、住地1>くで-のJjt観指導

は地|ズ内の伝統的ill造物の外側を保存する百jJ，

Aえび新築住物等についてはJ，'Jr射の伝統的建物

に i~f( じて修;えする・J.であり.はっきりしてい

る。しかし美観地lバIでのぷ削指導は，条例

に !日本的基準 |がliiめられているものの，

かなり 1111 象的であり.そのfl~tlllをくんでケー

スごとに対応せざるを得ない。条例制定俺20

年以上経過しこのIIUに住物の材料地 1:法，

デザインのとえ}j匂が変化したし， l:.4さも;[jlj

限 a杯の建物が林、Iする状況となっている

:史観地区における以削指導の 1J t'~を改めて lリj

雌にすること. そして1引jドI来業:<布tや投.;1'行布.の和例IJ:Q志立也'

を尊重しながらjぷ;え:制Iド向{白句.j1:がt凶ヰれるようなJ指H羽碍} 

1悲正炉t準隼を持つことが必ぜ叫.である

2 3 川il(宅S)1II11.1]1立町1・江の北見fl

J;(都の呆観IIlJ~は， Ih 1.(と行政のIlUの対叫

が少ないことにより ;HfL~が抱雑になっている

l而がある 市民は隣地咋てーの開発やill~Hj' t.~ 

について，これまでの秩序をこわすものとし

て行政にその行為の制限を嵯唱するのに対し

て，行政は都1[1，;11'''1仏や辿築基準法， Ih桂lJ也

氏観条例等にt~f!l処してその開発や建築，:1'1曲iが

合法的であり，公11:はできないといった対応

をこれまでしてきた。J;(都ホテルやJ;i都駅の

改築についても制j主の極行や必要性について

ト分な説明や情報1:LfJtがなされたとは t1-~ 、に

くい。

都市計画決定の f紙きにおいて， ，i l1'lIj lχ11 I ~ 

の縦覧や公聴会.品、見占の捉:H等が制j主化さ

れているが，多くの場合行政からの資料公開

や説明は最少限のもので.地域住民が内容や

必要性を理解したり.倹訂したりするには少

第 3節 Ili民ト体のht制・まちづくりの1(1'.illJ 

3 1 Jえ制 ・まちづくりと市民

まちなみとそれを構成するほとんどの控物

は.その町にitむilti';illの，h一氏が自らの必要に

応じて工務JJi写を使って新築し.改込し.ま

た維持管J!Ilに努めているものである それは，
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なすぎる。立比占についてもその要旨が都市

.Hï判事議会に報its-されるだけで.半ばJf~骸化

している 3 現行・の法令やそれにJ/;.づく制度.

中央行}jの，m噂， MiJ!;fやJ~JIIU ，職 il数の;tia~J

その他によって.実際地}J1'1 rti体ができるこ

とは限られてわるとしても，行政はrli民のLI・

iliJ烹縫やぷiUlを守る施策をs.y'ri:に応じて大IJII

に打ちH¥すべきであ勺たろう。もちろん，た

とえば -'1I，:':j 1，・Hll築物に|則する指導要綱 )， 

JtliiHl'l::i也徒にl則するm碍指針 !のILijJ.eゃ

ill~紛争品格委u会 l のJ党i~L~の努)J もな

されているが.今のところ幼米はト分とは::

えない

この1mの:件地域における環境や泉観をめぐ

る紛争で・lリjらかになっ介ことは，第 に前述

のような緩い都di::l'l'lil吋の制限では問題の先

生はドViげないと Jうことであり，第 二にill益

，nldJj7，-;ができてからではその大幅な変史はほ

とんど熊町であり.多くの場合地域住民と中

::t -ì :側の叫1 ・ 1~-X'1l日の交砂や対決となると汀う

ことである そして，その解決を求める過f'tl

においてfll(の ~fl改ィ、も i が深まることが少な

くないのである

rli民が地峨の Iニ体としてまちづくりに参加

できる$Ili主的枠組みの航立が早急、に必要て'あ

る

Ü~な社寺控築でも枠を凝らした数寄屋ili築

でもない. t'i t"J のニ~ i~j.iまも ~llI' lJの _'1受者ーも 1泊

うしない.いわば鶴見俊輔氏のいう"限界L

u，I" である かつて近1ftのJ文部Ih民は吐活の

中から機能的にも.w.~í (J(J にもすくれた都rlHt



宅である 点町家 lを'1:み:Bしたr そこには

a 人のいわゆる也事まらな場しないが. A2 

ili 1¥:;の泊?古の生活感覚やk.{1識が J;t大工の

すぐれた住宅高校i+iとあいまって.例のRしさ

とIIWl( まちなみ)としての摂然としたk

しさを'~JJJ. してきた 人々は町家という様式

を選ぶことによ司て.すなわち作法を守るこ

とによ勺て.地城市IIUへの配胞をボすととも

に.まらなみや仰111の秋山を獲得したのであ

る

ところが.わが11.1では特に戦後から蚊近ま

でスクヲップ・アンド・ピルドや効率優先の

行え }jが強く.それをffl 進する ~r政施策に押

されて. ' ~:J: df比の町の法制や環境の形成，

f!t全についての|則心が卜分であったとはβえ

ない。ぷ都においても.他都市とは幾分異な

るとはJえ.恨み:的な迎いがあったわけでは

ない。 しかし.111れ減しんできた町家守=が'11

刈!十iビ・ルに急、辿にillて特わるなど，激しい;メ

蹴破i虫 環境破j虫が身近に及ぶにつれて， m
以の|則心と怒りは1'::'まってきた 自分たちの

IIIJとその将米が， n分たちの知らないところ

で，鮮怖のメカニズムや行政施策の不備によ

りゆがめられてしまうことに市民は異議を11[¥

え始めた。

自分の身のlulりや身近な環境を見出し.地

域の~.'1!.や伝統を共に学び.地域の文化財を

発見し.まちづくりに生かそうとする活動が

始まっている。たとえば.伏見では.歴史的

市街地におけるマンション控"立反対運動から

:1 1 売し.地元の ' j: ÞIJ~たちが伏見のまちづく

りを名える研冗会，を結成し，外部のっそ議占.

w門家令の協力も何て 伏見の作み良さをこ

どもたちのふ米へ を合い 1i柴に1011二にわた

って活動してきた。まちづくり館を設許し，
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品f出会. fiJf究会.シンポジウム.コンサート.

凶jのはて少き.紙芝川. r子(fての伏見の

研究と:111抵抗動等々多彩な活動を続けている

牢5"ζのほか杵地でやはりマンション建設へ

の反対出動等をきっかけに，まちの将来をn
分たちに1I~り 1えそうとするまちづくり活動が

はじまっている J !.fi I ，fJ~第 2 市のJi.2 ト2 (P. 

98)に仰げたようなn・1的な まちづくり悲

ì~l : I や まちづくり行 11 の採択のみならず.

ill徒協定やj也Ix"lllhj :J，llJStの活用もjよがり始め

ている。これまで.行政やヴ1・2識省 ・寺門家が

'1'心となってきたJ;t'?dl.まちづくりについて，

・般!1ft(が地域の i人公として， 日ら歌い.

IIらa，itろうとしているのであるし rti民は今，

:;all .まちづくりへの h体的な参加を求めて

いる

じっさい. liIJ辿のように.具体的な建築活

動をみても.その11:倒的多数は町場の工務J占

や1):'七メーカーなどにより行政による規制j

もほとんどなく，地域以制等への配慮がない

まま.i1UJしている 地域の住民がその知忠を

払払してnらのまちの作法や具体的な建物規

模，デザインのありプJ等についてルールとし

て決定し， 1'1ら'.)'り，また新たな参入者にも

守らせることができれば，地域の;式観や環境

は秋1(，をlul従し，また新しい秩序を形成する

ことができるであろう

.lJLfUI会においては多絡な価値観があり.

JL辿のえ必:識や;えのu原は設定しにくく，ま

たその維持は凶難てあるが，ますます高密化

する都市内部においては側々の行為が今まで

以 J_に川辺に大きな彫響をうえるわけである

から. {IAl々 の?:?みが全体の調和に結びつくよ

うなf1車Ilみが切'Xに必要とされるのである

3 2 111 民主体のj;t制・まちづくり シ

ステム

京都では近肢において各町が定写によ

りt'l主的なまちづくりを進めてきたお統があ

ることは第!制第2_ì~1 でよしたが，近代以降

も町内会守のl:1ifi組織と行政の密接な関係が

恢史的に的み~Eねられてきた鮮過かある し

かし.現イlては地域の以制・まちづくり活動

は，不IJ'，I{の.tlli卑や|則心の深;1によってこれま

でのIIIJ内会せの組織が|分機能していない

IUJ内会やIl~J，I ，1.hてfの車Il純を).~推としつつ1'1'ft 

的な111此による新しいまちづくり組織が必~

となっている

また，近年の都11iやまちなみの激しい混乱

かr!J此の関心を地域のみならず.都市全体の

現境ゃ;え在日のあり方にも向かわせている 都

市や控築.ぷ械をめくる多くの講演会やシン

ポシウムが凶{げされ.都IIiみを必修科目とす

る大?-も現れている 民側施策の内容につい

て行政tll吋有をたすねる市民.学生も地えて

いる。いまや，都市や景観に関わる議論は 4

部専門家や行政だけのものではなく，広く dl

民全般のものとなりつつある 学識者や専門

家，行政の，7来や行為を鵜呑みにしない.臼

党的なrli1えが'1ミまれつつあるのである。

地域から郁I!J今体へ 多様なレベルてのdi

民参加. 111 Tこu本の;止観・まちづくりを実現

する制度的枠組みか必要である それはたと

えば胞策の検討のための現払調査への市民参

加.椛ft'.~長の般社のためのワークショップの

み定，構氾，'.~本の ïlil\:公a. 基礎資料の卜分な

的報公開守がなされ.その中で建設的な提案

が!I ~まれ， さらによりよい，汁両へと前進して

いくという迫紡が明心されねばならない も

ちろん，それに i体的に参加するdJl(は. u年
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にIILよの立場と地域や都市全体の立場との調

12や・wtの優先制f1に財政当一:々についての判

断を辿られsる場IflIもありj!}ょう。特定個人や

fi12の，f1J.佑，ill;J(や党派的議論などは臼然に除

lとされる ζ とだろう :1 rlil¥: t.体の;主観・まち

づくりは成熟した dî1~~I :会の成、Zを促すこと

にもなる

1: 1 治体はこのような IIìl~ 1:体の泉観・まち

づくりのJfl:jlliについて.、''1I(II. 徹底した情報

公1m:1，1) J立:の実施や法定 「都市川 l!hi の決定咋

にあた勺てのdi1(へのやliiJの，品lりJ.協議，立

は瑚慌て宇を十分に行う必世:がある また，地

域における J;~d'Jl .まちづくりについて， 1ま

ちづくり条例の制定や rJi観条例 の改定

守により.公的にf'/.ir.'つ'けるとともに. ...I'ldti 

の検A ・、'ü長.品被.計l巾I~JlR1i~の占段階に

おける附々の文J~や;汁 l品jのl~_f民公共事業の

俊先実胞などを受け持つ必要かある また.

よりfI'i倒的かつIIT接的にIIdえのj止観・まちづ

くり叫動をええる組織を川なする必要がある

わがIIJにおいては~Iþ) '111がII{{和56年， 1it凹

谷1><:がII{UII571f'にそれぞれ まちづくり条例l

を制定し， f I民 i体のまちづくり計l刈の認定

や"r.rL~ 動の文段匂をはじめたc そして.コン

サルタントの派.irtやまちづくり活動への助成

を型倒としてiii!?;i-している自治体も多くなっ

ている さらにiI:民のまちづくり活動を第3

機関として点ほする まちづくり公社 や

まちづくりセンター jも起{L[え世田谷[x.

~III} i IIi:1jiで段、・1をみている そして.公益仏

」や)~;(JZの，;;tiffによって11‘民|吋体の活動に対

する資金的Jl!1l)Jも始まっている これらの成

民として，たとえばWIIJ谷[ろでは まちづく

りフ fント 酬の助成を受けて多くのtlJ民グル

ープかill築家や加111“11曲j家を仲間として加え



ながら. f r政や企業と 何らかのmでif~党を

しながら活動を.i1Lめ.まちづくりの実現に払

ひ、つけようとしており.これまでに比べて

砂進んだまちづくりの以I;IJがみられる 坊

とL、う

~Iu.~rn 2市でぷしたように. 1は米において

は， ll'f住民 i= t-..i¥;のい統とともにfl:民 I:f本の

まちづくり制度はすでに附 1'(.しており.イタ

りアにおける Jt!! I又，;-r，~t.会 a，iJば，アメリカ

における11K段以による品川ivjピル会Ii-_や成長

作1'11，:!' llhlの採J1J，また Ili J，!，j}J;i1'I~ も i及み人れた

l~! I'lの引の悦まちなみ I~仔辺助など数多くの

完結がある

イギリスにおいてはがj述のようにアメニテ

ィと.ホランティ i't チャリティの伝統によ

りIbKレベルの環境似A川動か盛んで，ナシ

ヲナノレトラストやシピックトラストが大きな

JJX米をヂげている J シピックトラストは1957

~I :に当時の1 1:1;1也ん政出HIであったダンカン

・サンズ氏の1!tP/¥Iこより.まち.むら. 1111特

におけるえを111進し， 制とたたかうことを11

的にt没、工されたLxJI1Jの全111*ll純である ~~ 

や仰dJ"Illhjの自のI"IJI ~.のためのキャンペーン

やパイロット事業の.~施.件J也のローカル ・

アメニティ ・ソサエティを組織化し Jtの活

動を文援することすの活動を泊先に行ってい

るn 都Ihの眠史的巾境の保全すについてのl曲j

則的な法作である 1967~1~のシビック ・ アメニ

フィス締法のIJxなにも人さな役'，I;IJをw:たしてい

る これらの的動もあ丹て.イギリスでは附

史的環境の 作 中;やまちなみ;;~lIJlの'JiJ見など.

シピックデザインのJJ;本ルールが今やI!U(の

問では?首識とでも，:えるほどIful勾化してしま

勺たという本7

イギリスにおいてはさらにjド11すべき l坑み
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がill・1]している，いわゆる グランドワーク

トラスト であるc グランドワークは地域ぐ

るみのな境づくり.りかな作らしのJ~~盤造り

を11t':'lに， dil(と合;た fJl改のパー トナーシ

ッブによか地域におけるr~1:立の保全.保Jt

改許・J~業や rlí民のレクリエーション機会の捉

U~，さらには環境教 (Jやけii\:芯誌の向上のた

めの活動を進めているι1970111lに政附の日1

1\lIJ t!!J!x~ii 会の実験・J~l'l聞としてスタートした

か地域の人材.'Q #，t;¥， ?i ~をi，li川するため，

1982にイfH.t会社で司かっチャリティ HI体という

tt怖を持つfは初の トラスト jを純i識し. 19 

8SQ・には各地のグランドワークトラストを統

話するためにグランドワーク;J~::t 1-11を設立し

ている トラストは.fQ(1:30が組織され，社会

Uf拡をめざす企業の寄付金や[l.l， 1'1治体の補

助合を受け入れ.少故の'.~IJJJスタッフを小心

に・般Ih民がボランティ 7r;r;1"Jを行っている

のである時。わが同とは条件が泣い.すぐに

そのまま参考にできるわけではないが.身近

な地域祈到jにはi民と企業. n治体のそれぞれ

の )Jを~"J~ していることは山 1 '1 さ れる

J;t Xli Iliにおける dfL¥.i:体のまちづくり制度

については市{í-が~rl吋した ボ加山都市再開

発 }j針京定に関する J~~位調子五本9 昭和61年

において・部提パしているが.その後残念な

がら.十成 1年に まちづくりコンサルタン

ト派.illa;IJI立 が先起したのみで体系的な整備

にはでっていない

1;(都Ib民のまちづくりへの|則心.特に民間

川地についての出心は. 11.:統的に向いものが

ある。また.す?いボfSIiには引かな社会経験に

誕H けられた I~':J l、は識や鋭いえ;立識.様々

なw門技術をも勺たdJL¥.か13かである こう

したdJKliら参加するまちづくりを文援する

制度が長観施策のlitIでも必要である乞n治会

や商rc5~hを 1111弘として 1;~制の I~全や整備につ

いての話し合いや脱光活動. ，:lilllj案づくり.

あるいはほ制協定の締結をめざした巾悩j抗到~， 

広報活動など諸段階でこれらを文民するため

のコンサルタント派遣や補助金支/1¥.技術的

偲助等か身えられる£また，地域のl;UuLづく

りへの参加の端祁ともなりf!Jるワ クショッ

プなどの|制併をIlj1(グル プとu政がJl-["Jで

行う予法も1.人したL、。111内外の先進部di・の

~J ç例に学びなから JX/mの特性に/，Î:，、じた. .tH. 

な，h民 ì:体のまちづくり制度を 11~ ，'j-、 iこ儲;犯す

る必要がある

331m けiデザインボ業とdi民

市民主体のjjl令JL . まちづくりと閃辿して i r~

裂なのは.tI】此や，WIIIJfiが多く!sい，却しむ

場所や胞ぷ. Iti民の身近な'1:.7，liの場て'あるm
路や公園. 1"1川 t~;. i:として公共空間におけ

る都市デザイン・J~業である。 fSIirI.iデサイン・H

業は最近各地にn治体で取り車11みが進められ

ている また. .M，;~でも記述しているとおり.

アメリカの多くの仰I1iでJ&民を!こげている

都市デザインとは.まちづくりに閲する打政

や民間の各純の~F;長田その他の取り組みを.快

適で美しい都市環境つ'くりの立上号から総合的

に企画し. "層強 ・統合し実行する作業と， J 

えょうか 基盤税制iiや各州の公共施設fF備が

およその水準にj事した各部tliにおいて"見し

いまちづくり" u 快適なまちづくり"が都

市計画の新しいI'J~~~となってきているのであ

る。各地の都市を訪れると，ごくたl期IIUでず

いふん美しい都tliへと変身したことに驚かさ

れる

J;f都では. ).邑路. ~.つ:・4え.街路灯その他
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公共施設のデザインについて.それが風致地

IX:や先制地[.司令で。tli則される脇合は.許可や

IK ，'&tl l 日が，j~，:~な制限・内討のものについて

は民間施;貨とI"H1;にUlrJL行政制JJjから民側 J'.

の配li~を世Jiされるが.その他の地域での，11

l面jであれば.事jiJ葉市II"Jの判断にまかされてき

た。幹線道展;r:~・の j;t ltJlm悩iや人規慌プロジェ

クトのデザイン凋椛もほとんと行われてこな

か「たfj J;i!t 1;は ~~'l!.r.1i dJ. 111紫1}(りjの都djと

して"美しいXlitli"のれれがあり.それを守

る努)Jを紙けてきたことは引:たであるが，梢

H~的に夫しい郎IIjを.iiiる努)Jは乏しかったと

l'えるだろう

11-1三で111初に"都diデザイン"を掲げ.先

illi的な丈払をあげてきたのは横浜市である

II({干11401r代初jめ，人11の脱党的Jt/I}JIlと基盤担

。iijのjliれから都dJとしてのアイデンティティ

を失おうとしていた桃川市は • 11~烏lUïIJ長の

リーダーンりプのもと.その r1i~1:.と都 Ifi行政

の総合性のl口lぬを求めてiEl由i調停f.Jを発足さ

せた。まちづくりの時々な戦略を繰り 1げる

小で，卜人It日的な1mdJ '1'IIU 2.秩序ある1m

djセ1I'd 3.時五史n.文化'~I の ，U、づく横供ら

しい1mI(i空1111 の実現をめざして都巾デザイ

ン行政をスタートさせた

横浜の都市デザインのI此初の-定舗は.都心

:':'f!を而促でillt過することがlisi li.n Idlj決定され

ていた刈述迫[路について，その・部を地ド化

し，仏りをiI:[ulさせることド変史することに

より都心部の。都1(1J;t WL 出 iljf!J~克を守るとと

もに.その従前ルートの地 1-.に魅)J的な大~

り公開.地ドにお述鉄道を守完備し.都心の大

緑地軸 ・公共交通納を形成したことがあげら

れるJ これを皮切りに.多くの広場 ・公i札

プロムナード，ン J ツピンクモールの特怖を



初め，公共建築物のデザインや色彩の調格.

市街地環境説，d'~耐え ・ ;;t観保全整備要綱のill

用，ニュータウンのデザインコントロールな

ど.枚挙にいとまがないほどの成果をあげ続

けている 行政のイニシャチブによる都rbデ

ザインの努)Jが.H体的な}仏市ー1mとなって

r!11止のliijに従/)，され， 市民はそれを都市魅)J

の助進として11¥接的に立受できているのであ

る

*J;t都のWIJj谷IX'は都市デザインを特にバi

民参加に'H.I.t.l..をおいて進めているn治体とし

て知られている ，昭和50if..に初めて公選によ

っていく長が選ばれ，そのもとでHIi荊154年に策

定された1":111谷区法ノド計l何でJH)rfiテ.ザ‘イン施

策の実施が杭iRづけられ.続く実施計|泊jで具

体的胞策内容.年次，n'l耐II， 予知ーなどが示され

た 11i)叫に郡山-テ'ザイン41!'IHIl織も先起した

まず，ある地Ix.の地区センター施設と公国，

遊び場っくり等について地元住民らと建設協

議会を作かその議論を踏まえて多くの事業

主体と施設内容• fn.建設プログラム，デ

ザインなどを総合調整し，完成させた。これ

に続いて，鉄道駅と美術館のある大規模公闘

のHリを独特の楽しいデザインの瓦舗装の道と

水路で結んだプロムナードっくり，市民への

デザイン募集で観しみやすいデザインを採用

した消M[場の煙突の建て普えなど.着々と

成果を)tげつつある。また，市民による Iせ

たがや庁公lの選定. せたがや界限立 lの

実施など.都市.R形成に向けてのr!1民感発・H

業も活発に進められている

こうした先進白治体に触発されて.ノト，~

同の白治体で取り組みが始まっている、"都

rbデザイン"の名をjctした組織を拾っlI治体

も10以1.を数えるという 都r!i;止観宅といっ
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たt.ff]¥のおl織で-都市デザインの領域にまで踏

み込んだ業務をしているn治体も榊えている。

いずれにしても個性的な都市呆観，魅力ある

都市7F問形成の努)Jが各地で続けられている

ふ都においても，これらの事例に学びながら

独臼の1mrtjデザ.イン・J~~を推進する必要があ

る

JiJmでの者11r!fテ.ザ‘イン施策としてまず取り

組むべき日411として，ト緊急に対応が必要で

あること 2.多くの市民に成果が享受され得

ること 3.比較的短期間に成果があがること

などを指針として，次の 2点をあげたい。

(1)都心再生の都rlfデザイン

第 lは都心の魅)Jの回彼と明大の臼標であ

る 都市環境の忠化と都市魅力の減退を回復

し，II~.き生きとした都心を再生するためには

|りl阪なプランと具体的スケジュールを持って，

ハード. ソフト Il可面でーの対応が必要で・ある。

その lは，都心住区の活性化である。 liij述

のとおり，都心幹線で囲まれている街区の内

側は，環境恐化や住宅コストの高騰，税負担

の増大などによって急激に空j同化しつつある。

尚肘マンションの控築によって総住宅面積が

附加しているにも関わらず，人口は減少し続

けている。都心での秩序ある住まい，まちづ

くりのためには地域ごとに建物の高さや用途，

管理のありかた等についてルールを定めるこ

とが必要である。 i京都市共同住宅管理指針

策定調売中間報告」で指摘されているように，

秩序あるすまい・まちづくりのためのルール

づくりとその徹底が必要なのである。中関報

作では，共同住宅について地域の環境や建物

脱伎に応じて後退距離の設定，駐車場 ・緑地

・広場の設置，竹理システムのあり }jについ

て I~lちに検討を始める必要があると述べてい

る 共同住吉だけでなく商業 ・業務ビルにつ

いても上認の諸点だけでなく.iわ'規悦やill

物のI苛さ，デザインのありんについても地域

往民とともに検Jし，地域ごとのルールを作

るべきである

ところで，この尚地価のもとで都心M住を

今後とも持続するためには，低家1iで，I立仰

が永住できる，都r!iのストックとなり判る良

好な住宅を七地所有71-である地域il:民の参加

と合立のもと，都心部に大祉に供給すること

が必須となっている

これらルールづくりの支媛をすることと上

記の施策住宅の配位計画やデザインの検札

周辺環境との調整等が都市デザインの任務と

なろう。

その 2は，都心部のモール・ネットワーク

の形成である。京都都心部の河原町通り等は

京都の代表的な商j古街でありながら大都市の

商J古街としては魅ノ1に欠ける また， -z条辿

りの寺町通りから烏丸通り，室町辿りにかけ

ては f三条通り歴史的界わい景観地区 1 に指

定され，沿道の歴史的住造物の保全と新築建

物のデザイン誘導により魅β的なまちなみと

なりつつあるが，道路などの公共宅聞につい

ては，不法駐車やiiL柱・屯線，サイン頚の氾

濫でーきわめて乱雑な様相を呈している。この

2つの通りについて臼動車交通の適切な分散

を誘導しながらモール化を進める。具体的に

はアーケードのデザインの洗練化，舗装・サ

イン ・ストリートファニチュアなどの総合デ

ザイン.沿道建物のデザイン議導と慌史的建

物の外観保全等を進める また，本j長町辿り

のコミュニティ道路，先:I日Iの石位進とも述

結し，都心部のモール ・ネットワークを実現

する。
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その 3は都心部の公刷 ・広場の整備である。

都心部において新JÌ-~公凶. ffr J.江極六角広場

が税制;iされlif.irであるが，先斗町公園，中京

lポ11年の家lね側の御射山公l胡なども都心公凶

としてふさわしい魅jJ的なデザインで再整備

を進める(J ;また. 七~交Z;-JJ土のコーナ一緑地

の将仙促進.ill物のI世出i後退によるポケット

広場の誘導なども必要である。

( 2 )大規模プロジェクトの都111デザ

イン

点都における都市デザインの吋而の I~棋の

第 2は人;焼悦プロジェクトの調担である。現

イビ地ド鉄-*州線の述。没，及びこれに凶述して

御池地ド駐IIUJ，~ ・地ド街，条駅j品辺整備，

(J 1科医駅liijflJ開発.d!l醐住吉i封地11J牛.また

丹波fJ駅周辺地問整備，五{都駅改築，格|軒新

都rli.岡崎公凶川整備等々多くの控設プロジ

ェクトが進行中である。これらは各担当部J，J

で:'lN)]的に取り組まれているが，中にはrlJ民

や|刻係地権~~等の理解が得られなかったり，

組合する 'H~主主体聞の調教がうまく行かず，

停滞試味のプロジェクトもあるようだ。準備

[j 棋や整備プログラム， 七地利用}J針など基

本事項について再検.:f--tが必要なものもあろう。

これらのプロジェクトの多くはこれまでの京

都になかった空間イメージや機能を期待され

ており，現代人の感性と高度のニーズに応え

る魅)j的な空間創出が必要である。この中で

どのように以都らしさをぷ現するかも主要な

課泊.である 3

これらの実現のためには，各プロジェクト

について.剖:巾デザインの、工場ーから限られた

夜間や時HU.人材，財源を段通かっ段許に配

分し. r:'G~ 、デザインレベルで調整することが

必1iである



なお. J;( {.I;においてもこ こ2-3 ~I:. 道路

舗うをや惜のデザイン写について民観luïて;W~

(I!J に lf~ り組む'~Jきかでできている 伝統的住

造物r.Yf草作地がてはこnにJJlIえて道路照明.

緑地.屯総額の桔llHτを道路控備事業の中で

総介的に完成しようとしているc J R山陰線

の山県， XI; rli ，:':j辿道路の 1"・4ヨ~:~についてのデ

ザインIIJj1.のI1xり討lみ.さらには御池)J[Jりの

シンボル.iJ1路下:'!t.， )J<~計十IIUの魁)J化の検 ".t

など綿々は勿)Jがhfii主勺ている これらはす

でにj;L1r~行政 :~III" J との怖はなj土絡や協議か.i1L

められているが.また:fIAI}jIWJな対lむてあり，

rlJ 全体の総イ~(I:J なIIxりHlみとはなっていない

以|ニL、くつか指摘したが. これらはあくま

でも例ポに過ぎなL、。今後. rhl(の意見や[it

}{f守の公共1・tI体その他1江主しむ，活写の*it-X

の j品)J も í!}て総合的な仰 rliデザイン)~.-þ.，tli曲j

を京~し実行H~;j，1j も喰えて J;f都らしいm;di 

デザイン・H業にお Fしたいものである そし

て.できるだけ 1，'.く，!J民に叫しまれ.愛され

るXlldi十IIUを%現したいものだ

3 ，1 ;;L 1rJlhill涼の拡充と rlj民

( 1 )以出t!jによる;it制胞策拡充の検J;t

J;C仰の ;;t ~~のütlf;しとこれに対する世冷の IfJ

まり.これらに対応できなかった点都rhのJi

lll.まちづくり施涼c こうした反省に、工ち.

現代京都，11では胞京の拡充に向けて2.ピッチ

て咋i怖を.illiめているd その第 lは旧法rli長の

まちづくり試案 lの発表と fまちづくり審

議会Jの;支出.&び2次にわたる?ゃれの光点

である。 r まちづくり事議会 l は近 ~rのが仰

のきわめて|付制iなまちづくりの諜也に対して

緊みに対応:むを険社するために日立附され. 、l'

JJlt311 1けれこ那 1t欠格11'を. 、l'成41[".4)Jにあ 2
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吹 (~IIJを発点した この 2つの芥Ipは今後の

ぷ/illのまちづくりと j;:制対策について宅要な

jEafをしている

あ 2 は;;UI~行政fftil"Jの組織拡充である~ 19 

91 ~1 :4) 1.これまで~J;:'1ûl対策の'1 1心であったJ民

主主泌が1ft放1~令，;~と郡山氏側~からなる都市

日制日1Iへと党以したc これにともない職Hも

NIHされた。まどまたィ、|分であるが，懸案

の車Il純~Ii.光が "j_Ë'j.SJ:比したわけであり， ht観

対取を'Ii悦する桜坊が!U本的にIJミされたもの

てある

み 3 は • ;;~MlJ.~ .~ の例，没である 京都の

すくれた ;ii 耐を 1~'Îそし.形成するための・nl!

に前川することを日的として1991年3月に50億

円の制限でdiFIされたの今後，点都の宗観保

令やJf;JJXにJ'I¥前あるrli!(. If~ 民その他の品団

体からの計十jや計iUi(/も受けて大きく育てるこ

とになっているが• )t:.~の、当 II1Iの i亙JH果実た

けでも刷、う制となり.これからの民観施策の

民間には大きな)Jを先制;することだろう

;f"i t1はまちづくり事ぷ会の容申に沿って;託

制地涼の制、光 ・強化をめざした柿々の調査，

検Jを進めていることである 慌史的自然的

ぷ叫については.まず.阪史的風上保全P刊誌

や特別似(0也|メの指定地域の拡大の検Jすが進

められている 胤投地区については地域の拡

人や指抑止引のは11'( し~1t. 佑-zlbi-観の保全

ん来の倹，a，さらには風致地区条例を補完す

る辻地保全のための新条例の検Aも進められ

ているE そしてこれらの検Jを科学的かつ迅

述にjlt、， iliL~:t，;にわかりやすく提ポする大

胤悦なj也Jlllllbj{f{t↑，H-l!システムを導入している

市街地ji叫についても市街地ぷ矧条例や犀.外

Il~作物条例の改 11:ホ， JJ，!.(!.の胞策の大~な鉱

允， ~J)、人をめざして検，i'Íが進められている

( 2 )析しい;立制施ikのi!l::t

二のようにふ郎市ては民主~胞策の拡充の検

Jを進めているが.ここではその'h政での伎

Jとは別に， TUi'なりに/iIi11 i J;:: flJl n在来:の改誌

について.現行市街地日在日条例の改定を中心

に従来してみたい

その第 ・はrli民主料、のぷ間 ・まちづくりの

文夜船IJJ，立tのf}r，~立である 第:は泣観の規制.

4港特貨の払允.拡人である

1. rlJ l¥，; i体のJjf制・まちづくり

の土援;I，1!l直

rli l¥，; J:_体のJil同 ・まちづくりのえ阪につい

ては.まず条例のliij文でr!J民 I.体. rh民参加l

で進めることを明記するとともに14体的な支

媛制JJlを設けるものとする

第 iにilil(への情報提供.倹J.t材料の提供

として定則的な;;t制J正本調査の実施や反主Jl.マ

スタ プランの京~の制j立を設け.市民の調

査 ・倹Jへの参JJlIと公開を記める

次にH体的文妓~，ljJ立として I JJE観協定守.立:

援:1，ljJ立 I r U ?ol?iiW保全制度等をぷける

|;j(制協定官立ほ :1~JJ立 は11=官街lぎやl碕JI!i

{おその他の地域1・Jl体を核として，民間 ・まち

づくりについての研究やけIlr'i作成のf.J1休の結

成を呼びかけ.そのl川本が行う地域;止観の.fQ

4入品作や以耐形成または保全の，，'h母jの策定.

民主II協定の締結等について活動助成やコンサ

ルタント派.iilなど託金的，技術的に支援する

制JStである。このJjt1rJlに関わるJ両やぷ観協

定についてiliUがu忍定するとともに故大限停

市ーするものとし. 吋該地域でのill築やl泊先行

為の;，lM!.ilJにあたっては.その内容に沿うよ

う指噂 ・助ーするとともに， iilidlJに沿って.ii

やかに公JUU!，&の作怖をill:めるものとする

また，これらのI弘正ゃ，;1-[lftJの主要部について
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IIJ能な似uから北自!J!II保ゾJを榊す建築協定や

地Þ(.~II巾l匂への修行を文j愛するものとする。

i;t ll.ll fi i~( f'~ 全制I主 l は ifi内に点在する伝

抗的なIUf家や和Jft~築， ili {¥'1'下風建築.さら

には地政';Fゃ~1血Iι 大樹A3・地域のJi観 1"，のi1

iW と ri える也築物てt'の{~全の支援制度である

f;{米これらのJ;t制rti/!;iは.文化財保必条例に

よる指定やす以があるもの以外はほとんど保

全の対訟とはならず.次々とiI'l減していくの

が定邸であ吋たr じっさい例人でこれらを維

叫していくのは作品ではない。これらの以観

'ttil!;¥のJ比状を綿常な分市制作によって把似し.

}IJi -( r /'iやげjlJ1行への保全のためのt'lHJの・部

~Iti ll}jや融資の併庇. .fln百JlJのための改込ー写の

相談にl.e.、じるなどの文促策を講じようとする

ものである

また， I呪({の'11刈Ictiビルなどにおいて民 i二

;;( M!のIIIJ1'.のためにfrう改良1:おなどについ

ても融資制は:を設けるなど.きめ細かな文銀

:I，IJliを倹.:tすべきてあろう。さらに.現イ1-も

行勺ている仰，IJ;;t制従符のJJ与党，如彰・Hl:の

{仏人も必'~である

;2.;;t制m:I，lj• Js~1-地策の拡允

次は;;(仰のtQ制 ・議噂施策の拡大，拡允に

についてである 組制 ."f$導施策の見向しに

は， 1..1)現行制度の拡充， (2)制1直の新設のニ

つの側Ifuがある

u.fQham[の拡充

現行制度の拡充をとえる場介， 1i止初に検.l.t

せねばならないのは'A_観地[メのあり万である。

まず， :kll~Jt!!l;(_の概念I'Hみをもう一度考えね

ばならなL、。ぷ仰の場合.史観地1><:を歴史的

j;(矧と別代佐役;;{制止の品有lを凶るために活

川しているが， もともrX観地以制度は出j主b

のように.fQ札的なXISrbえを形成することを11



悼としているc，);i IiGにおける美観地区の考え

んを従米泊りとするのか.また，本来の趣行

をも取り入れて.CリL.iillりゃれ'JJJ;i町泊り. Ii.条

辿り.刷川辿りて5の付線沿追及ひ京都駅T，'J辺

など.現代都市ji制 1:のiE民地域のJjt観形成

にも活用するよう慨念を拡大するかどうかで

ある かりに.~制地i瓦の慨念をおよそ従米

通りとしても指定範IJtlは拡人する必要がある

現作のえ観地Ix;:.n1 H地域は，御所. ご条披.

*内本腕t~J.点、うの:政地とその外側の街路約

iE，鴨川の"Ljj;:.dr /)<と祇l必Iffi惜の歴史的ま

ちなみ地[Xに指定されている 第2純地岐は

第 l 純地域の周辺街I~' . 明米地岐については

帆川の*から*山の111飽のj孔致地区境界まで

が指定地区となっている これに加えて，た

とえば，『:リf川の*側の氷山までの市街地や

{人見の涼川川辺の}が史的 "1街地，またI河瀬川

の内j干地[メ.さらにJt.111.両山の紺野の什宅

地等の一部等が拡大の検".tlx域となるだろう

また，都心の幹線道路にIJMまれた内部の瞭史

的市街地や丙仲地似て?のjit制の保全 ・形成に

工程Jl地医制度が前川できないかについても検

Jすべきである 市街地以制としての成熟度

や後述の 都市民制形成地1><' との制度的役

割分拘，地区における行為のホ認基準.とり

わけ建物商さの革命の投li:写慎iRに考I控する

必要があるが. J，k1..的にはこれらの地域も来

観地似に編入すべきであろう。さらに. rl】街

地に点花する什、子J，'Jillのj孔致地区第3fi1l地域

の付則第2項地域は.現状の以観状況からす

れば胤政地区による胤制よりもrh街地政観形

成の観点から議噂した方がよい場所もあり.

その-部地域のkluLJ也lメへの指定時えも検，H

すべきであろう

第2に夫制地Ixの附別とその地域l足分につ

330 

いてfルE!こ与えねばならない。，史観地区は現

((7.第 l陣地域では建築物はJJ;fJIIJとして高さ

15mまで.第2柿地域では/J;iJIIJとして20mまで

に制限されており.これをAi!えるのは美観凪

政事ぷ会で認められたときのみnJ能となって

いる また第2持地域では而さ15m点満の建築

物は1ft.認申請が小~である

現化のk観地区の同別とその地域区分の問

地の eつは第 1.陣地域の範11~や尚さ制限が適

切でなく.歴史的まちなみや付与， i民間住宅

の分布する地域の以在日似今に卜分でないこと

である 故近.これらの地域のすぐ外側に接

してf:.6さ20m級の建築，:11曲lが相次ぎ.各所でZ

uJl.L 環境 kの札燃を/1:じている このため，

まず第 l崎地峡の現指定地岐周辺への拡大

(第2純地域から第 l柿地域への純別変史)， 

また特に'主要な社、予 ・史跡UJill(1庁長;号制の

昨似など) • ，to瀬)11.1'1川てら歴史的河川沿岸

地域への拡大等を検討すべきである これと

ともに，美観地区の崎別を現行の 2種類から

数柿煩に増やし，高さ制限も版JlIJとして12.1

5. 17. 20m及ひ。制限無して宇とするなど，地域特

tl:とぷ観の保全 ・形成の日棋に応じてきめ細

かくすることが必要である 前面道路の幅員

に応じて建物高さの品導革推を設定し，周辺

;; ltJlとのよりいっそうの訓平11を凶ることも場

所によっては必要であろう

第 3 に市長による I~，&の具体的基準の

lリj雌化である。美観地IXのjd削指導とは，建

築物や外械のデザインそのものをぷ観上支障

のない内容になるよう助li，iÍ~導していくこ

とであり.原則的には細かい fヰ準 設定は

なじまなL 、 。 現行の)~~，Ilは.山さ等教泣的な

ものはIYj/J~ し，その他は けばけばしい色彩.

j創立の弘釘Ii.その他j品辺"パJI地ji-在Jlに違和感

を与える広低カ坊主されてt、ないこと とし，

日障りなものの排除と 件史観地I~ごとの特刊

と建築デザインのjt本}ill'Jを文パで-ぷしてい

る 投.it{i-等の削ぷをm'，I{-しないようにあえ

て間接的，抽象的よ.IJLにとどめているわけで

ある しかし.ぷuJl.1ニより良い建業デザイ ン

とは，簡単に Jえば.ワド11目的.時間的， ~銭

的余裕がある将位なければ生まれにく L、。日1

今のように上地，:'~JJkのlI y代にあってはill物の

尚さや床而杭はlilllb，， 11'"' 1 :，;rされる版広いっ

ぱいまで社両されるのはむしろ可然である

厳しい条件の中では，;党，~I ' fí咋が創立，1.メょする

としても限界かあろう。その結果.;;ばJHO'41

も不徹底になりかねなL、c ，10ヰ・JO(f.fi' . ill 

築士会等関係['JJ体，っそ識経験省等を交えて.

現在の京都における兵制J也1><'のデザインのあ

り方について|分Jぷし.4.汁者の創立 r，ん

の実現に留立しなから.あるべき }j向やJJ~;1，1; 

をもう少し明献に定め.わかりやすさといっ

そうの公圧さを実現しなければならなL九 そ

の際，建物足 1:の時Ji. ill築必備等が迫間;j:

観を乱していることから，これらについて制

制強化をするとともに.機25の小明化による

控物内への設ir~その他Ji:矧デザインの|泊先を

促す仕組み たとえば ・部助成金の交付など

についての検討も必生である また -nの

基準ではなく.たとえば以上民観向七のため

勾配屋根を設ける以介の緩和lI}inの設定など，

d導目標に応じた内容とするべきである

工作物規制1)(域は尖制地1><.に'sねて指定さ

れているが， 11.bさ卜 5m以下の工作物.市さ 15

m以下の:討i:;;3i.民外lよ作物を掲出する1.作物

等は，第 1純地域においても"tIIB不要となっ

ている 戸 日 1~・ (I~J に")1.(の 11 に触れる道路，前.

柵， iE柱.案内-tJx.ストリ ー トファニチュア
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などが卦観kのチェ ックがないまま設inされ

ている状況であるため.存観的立以;からこれ

らについても氏側議噂できる制度へと改i昨が

必民である

l'大 I{午物別市111><域は既成市街地のほぼ全

域に街どされているが.j止近は時kこ大脱税な

1:作物が指定iベ岐以外にj;1i耐lされることが多

い、たとえば以過の高知化・F業や肖速道路の

，:l1，li，路線はt:rri.iII>(J去の内外にわたることか多

いn もちろん. 件・jl~とごとにr~p党アセスなと.

a，IJI.u. J，必要な・jl'，iiJ検.1.jの中で叫制|而からのチ

ェックもされるが. fl"l別的であり. :J}業推進

を第!とする、工場になりがちである。路線の

決定そのものも合めてJd制 I(riから総合的に検

Jできるシステムが必!ぜになっている《また，

I~ ~匁!道路， 1:Eヨ~J:k心以外でも.M近は都，Ii機

能の，'，・:jJ.主化や，:'~JI'{; ill築の)lft)JIIによって説得iG

Jやや業JtJ1!1{線のためのiG波併などが指定|メ

岐の内外にi~設されつつあり .;;:A制面での;漂

泊となっている ここでいう l'大[作物はよ

り尚さが高<，ボリュームもより大きくなる

んli'Jにあるため，そのデザインや色彩守の適

切なd導)J法とその品4'/.のJH似)Jの強化が必

盟である

次に現行制JJ立1ではJrlI11¥が必J12な工作物は品

さ31を起えるもの (高架ili路守は尚さを1mわ

ずすべて)とな勺ているが.椛史的市街地や

JM ill.の低!凶rlm;地では11bさ15mれ'度の工作物で

もJjl在日|二[:lJ制止なることもあり，前述の長制

地|バ. r.作物脱:I，1JIメ域のありんと併せてJ，Jilll

)，1;.，1/を倹ri.tすべきである また.後述のよう

に. l;'_大工作物のJdI1111ベ域は.大腿筏建築物

の指導と併せて. dif}j化lベ域1"域へと拡大す

べきである

特別保全特ji地1;<は. Ijij，id!のように歴史的



まちなみを似令するIqの品IJI支がなかった勺叫

に， Jj点示剖都.1r巾liが'，1¥心id;i山l\と ~I拙l曲u仰Bω助U)~金長制住を組み介わせ

てi造i2立!Etつた独l'引'1の}陪が史自的ワまちなみ1保足{ι(.ι;

る その後' この趣行をH蹴;まえて文化H財1'1保足札11在盛

立r法Lの改lほ正fにより{仏ム統的i住II込物l併!町1判1保足{む(.地l似メ;制!初同井対耐j打J位

か創投され. J;t XIIにおいても 4地区に指定，

jJJfJ日されている その立味てこの特別保令修

ji:地|メ:lilJ肢は役相lを .)t終えたとバえる し

かし J;(liUにおいて保仔すべきJ軒並!(I(Jまちな

みはまたまだ多くあるが，そのすべてが伝統

的地込・物群似存地lベの趣行に介うわけではな

い 地区指定の都市北|同決定等にIIJrIを援す

ることもあるE このため.特別保全修試地|ベ

を!悟史的界わいは制地|メとの役割l分fD_を明確

にしながら，地域の:At，'iIこJ，e"じて機敏に対応

できるおIJJ主として改良し，存続させるべきで

ある 》

12新しい制度の導入

現行のボ都市の市街地;Jf観条例で特にイミト

分なのは新しい都diぷ観や都市魅)Jを杭傾向{J

に形成していくための}j針や制度がないこと

である。もちろん，京都の民観胞策は保全を

~J~とするのは汚然であるが，時史的側性を

fしかしながら泣制の形成，整備を|ヌlる取り組

みが必要である ここでは都市以観の形成，

柊備に係る新しい制度の導入について提案し

たし、。

その第 1は都市;Jf制形成J也氏制度で・ある。

これは.都心部幹線沿道. IX.~llj整理・~業によ

る新たな幹線沿道.大腕模プロジェク卜地|メ

などに設定し，公共側による道路.公闘.広

助，ストリートファニチュア守公共宅n日の民

観整備と沿道の民間激地での都tliJ;}在日 l二良好

な控築活動の荷導.立!21を総iみ介わせて杭w.

のである ここでは，地1><:指定に合わせて具

体的な民観形成pli曲jや形成基準を策定し，樋

の々・H業と組み合わせて，比較的短期間に良

好な都市民観の竹絡を整備することをめざす

この都市対側形成地庶制度は都市デザイン事

業とぷ誕イ本となってlH~進されるものである。

第2は大規模建築物等届山市IJJJ[であるL こ

れは各地域での尚度地区の制限に満たないも

のであっても守 J炉供向さを設定しそのl苛さを

却える建築物や L作物守また.il!築面積や延べ

床面杭が-lii脱棋を超える大規模な挫築物等

のill，i党，]1-副について，基本計|面の段階で日出

を受け，都di1止観上の観点から助言，指導を

しようとするものである。現イL 高度地区で-

尚さ31mを組える辿築計画についての届出制度

があるが，この対象区域と対象物の拡大を図

るとともに市街地以制条例に位置つ.けること

により，目標や基準を明確化することをめざ

す。

第3は現在鞄備要綱で・運mされている歴史

的界わい呆観地区制度を条例に位置づけ，よ

りiJt観指導の111保)Jを強めることである。こ

れとともに.伝統的挫造物砕保存地区や特別

保全修京地区制度と役割分開しながら，現在

指定している三条通りと L賀茂地区以外にも，

伝統的な町家の分布する鉾町地区，両陣等の

伝統pf.)誌の hiJ業高~1ßr.伏見の柄成地区等へと

指定地区を拡大し，独自の界わい京観の保全

柊備を進めていくことが望まれる。

3 5 1号制基金と民観 ・まちづくりセ

ンター構想、の提案

以 I-j!てきたように現行の長観施策は多く

の見"1しゃ拡大 ・拡充の必要がある このよ

はおおかたの市民，事業者の立見の 致する

ところであろう 今後の児休案の般社段階で

は多くの市民等の広見が汲み入れられなけれ

ばならない。説明会やシンポジウムの開itr-.

説明パンフの発行など，行政側は保々なチャ

ンネルで市民に説明する必要がある 日体案

については，それぞれの地域状況や利主得失

の判断によって儲々な立比が寄せられよう c

規制が厳しくなる地域からは凶接的な反対の

意見も出てこようが，その場合， li1なる反対

ではなく，対案を議論の材料として提出し，

民主的な手法で決定していくという 1]党と点・

任ある対応が市民 e 人一人に求められる .11 

民の知忠と公正な・間断が都rljや地域のあり }j

を決めるのである。

かつて，現行の市街地京観条例の制定と地

区指定にあたって 「京都の法制はみんなのも

のJを合いZ葉に説明会やシンポジウム，バi

民立見の募集等が行われた 今もこの 宗主11

の;景観はみんなのもの の似JIIJは照るがない

むしろ，ますます毛要になってきている 示

都の歴史的特性と魅力を木米に向かつて保全

すること，そしてさらに新しい魅)Jをつけ加

えることは現在の市民の点務である供市民の

自党や熱意がこれまで以上に必要になってい

る。と同時に，様々な負担を公平に分flJする

システム，また困難な課題や著しい負1'1lにつ

いては支援.補助，補償等の措iFtを行政側が

十分用意する必要があろう d

(1)長観基金の活用

こうした市民の般柑的かつ主体的な参加を

求める新しい景観・まちづくり施策の展開に

は.長観基金が大きな役相lを但うことになろ

的，集中的に都 .h託制Jf~/&を似i ろうとするも うな以制純策の強化.充うたの必要性について

332 ~ 333 

つ

，iii述のように示都diの 民観基金は京都

のすぐれたjlit観を保全し，形成するためのが

業に活JIjすることを日的として. 1991 年3月に

50{!J:1' J の刷版てJ.It~l された 鼠観凶述施策の

今後の民間への7，r.J1]が期待されるが，現状で

はお陸地1><:における補助金制j立の改丹に文tl¥

されているほかは，行政による泣制施策検J

のための各純の謝辞・wt:等の雑貨に充てられ

ているのみである。民観基金は.本来的には，

たとえばrliJx.や学・識経験計等で手II織する審究

会等を設け，その審売に基づいてより巾民に

官おした.;[1'jÇ業 • ，ilt活動に配分を決定すべき

ものであろう。たとえば， ωdrIIと等のぷ観づ

くりへのrt主的な活動やdj氏咋への広報，民

ぷ公開}，窓口等の特発・j}~. (渇これまでの行

政による泣削指導をよりスムースに進め，効

果を七げるための融資や補助・fC業.(:t>都，11デ

ザインの推進のための調査研究や仏場 ・緑地

等の修;;t鞍備・H~ーなどに活}日することが考え

られるむこれらの活Jljjj策を例ぷしたのが下

表であるr

本I({にJって.ボ都では現1E.J;(観!日j題や

まちづくりについて行政と市民の1，j"頼関係は

必ずしも|分ではなし、。すでに記したように，

rh‘民の;止観 ・まちづくり活動への支援制度を

作備し，地域合志でできあがった京観協定や

民観，;1'[11111こっし、ては，行政が胞策や'JJ業の中

でM:大阪尊'Rする仕組みを早急にft'II¥'lすべき

である。また，まちづくりに関する情報を積

極的に公開することにより，市民，事業者と

行政が・体となったまちづくりを進める共通

地盤が生まれよう
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( 2) ;止制 ・まちづくりセンター椛惣

これらの参加符jまちづくり.民観づくりの

惚点のーっとして抑制したのが 「長観 ・まち

づくりセンター lである 行政と辿築やデザ

イン関述の職能川休から'川町の人材を出し介

い. また市民ボランティアの参加を求めて ・J~

務J.Jを構成し， J;~ 7rJl協定の策定等の地域での

;止観 ・まちづくりの立銀，伝統的な建物の!¥'I

改築 ・ 活用についてのねI~や仁務防のあっせ

ん.融資等の文銀. wr修会・ 1兵ぷ会等の実胞

やパンフ等の光fJ ，さらに ~;~.tfJlに関わる各科

の実態調査の実胞，コンビューターによる村

-*:Jえ制のシミュレ ションなど.対制につい

てのさまさまな知41やHdkM械の芸術と共

有化.そして巾Kへの!日本的立媛のためのフ

ットワークのよい純棋をぷ但しようとするも

のである 111此のは刷 ・まちづくり活動のま

さに センター IC-しての役'，I;IJか期待される

33.1 

'1.叫岬'111'<唖悟'''1‘.ひY

活動資金としては吋耐は多くの部分を足・観

J~全よりのlI)JJ.皮金でまかなうが，次第に企業

や制人の寄付，さらには各科のぷ観 ・まちづ

くりに閲する委4研究やぷ制デザイン料収入

を加えて事業を拡大していくことが考えられ

る。

ここで提案した市民主体の新しいi式観施策

が尖現し.ii-観 ・まちづくりセンタ が具体

的な活動を始めたとき，ボ仰の;it観の形成と

保全の'H業は新しい民守!を獲得するに違いな

L、。

第 4節結び

これまで述べてきたように，点都て・は市民

とn治体が長い間協)Jしてji観の保全に努め

てきたι 昭和40年代後、r.からの 点都の民観

はみんなのもの をスローカンとした総合的

な;;i制行政の民間は ，bl.¥.の人;きな支持を得た

し.全国のli治体の先将役ともなった ，しか

し社会経済の主化とそれにともなう保全と

開発のより厳しいせめぎ介いの中でいつのま

にか京都の泣制行政は小|分となってきた。

いや，京ー観行政にかける 111l.~の期待がより人

きくなり .~:mを~íiイ1 :化させている曲l もあろ

うn この間京都よりやや巡れて試観行政をス

タートさせた他のnifi体は.;式観の保全とと

もに，都市の例制の例II¥.1m dj魅JJの|泊先に

ι点をおいた地策号!'--.i1!.めてきた同その努)Jが

都rlfデザイン・HXやIiISIIi UrtJl形成'H業の1北京

として徐々にJω/J~、ているわけである

京都が京都らしさを似ち.活気ある現1¥./is 

rtfとして生き紙けるには.ノf-段の努)Jを必

要としている。それはJ;-t仰の"1民と行政双ん

に負わされた大きな，，*閣である。補.wでPI]JU

都"jボス トンの郎dJjlJ/J'の努)Jを論じている

が.ボストンでは都"Jの魅)Jと活力の減退に

悩んた~. dn止の}J強いリーダーシップのも

と，丘、範な dJl~参))11の小で80 11'代後、ドから都

di.iI・Ilfiiを大きく弘換し.それまでの都心に1¥'5

Wiビルが林立する IRII'I成長のまちから r!J域全

体に経済的公正が行きi庇る水、ド成長のまちへ.

そして，rf民がtt訴をJ楽しむことができる町を

めざして，都心部できめ細かでかつ強力な脱

~JIJ S毒呼策に踏み切ったことをJ己した ノト.そ

の政策はおスにJJX*{ト}J<，'げつつある。

わかふ都でも. dJl.~の介必、と iニ体的な参加

をi!Jながら. f似半 4守全~と U開;日J光を I:(.

せる新しい;以辻制 .まちづくり地策を積極的に

fl1:泣する必彊かある 11:むに11(1する，訪れる

に11ftする，月間史tl:~，.かなたしい都市を守り，

また築きたいものた。

本! 神奈川県都市部都市政策謀 {みんなでつくろう!l、きいきわがまち l平成広年 P.II

柁広原盛明 現代市1><'改正事業論 J 都dJ;;llllti、0.1781992 P.IO 

本3 京都市総介北川 ~I~JJ支取級要領 、ドJJJi.51110 n I r-J p. 6 

本4 京都市部dJ山 dljJ.J 1967 4 

本5伏見町並み通1，i' ~ J 町 \ì~み私たちのふるさと伏比 卜J凶作特!.tり 1993 11 

本6児玉善郎 H.l.( j:体のまちづくりに対するえwシステムの研究 IiIS dl .iI' U可論文集

、0.28(1993日本部dlU 1・l商学会 P.53 

本7西村幸夫 }託史を'1:，か したまちづくり 1993 P.32 

本8小山善彦 人IIU，，!; 11:現境創造における介-J民主主加lの nJ能性 ・1991

本9京都市首l'llhj I，J ' J;um di都 i1J 再開発ん ~I・~正に I~Jする法礎調子dU~'HI打倒~編 P.112-

( s百和61iド3)]) 
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資料

景観思潮及び景観施策 参考年表

明治元年~昭和47年

1868"'1972年



~.ri:.~I'-輔ら句1868-1872 

外国 | 
tなl!築物.表作.き動の計画関連市観・都主2き動の会社

号年

電別査間・地方/都

1/27参与役所ヨリ御逮 市中水戸旧ニ復・ン

J 

京

1/3 鳥羽・伏見の戦い

3/14五筒条の御宮文を発衛

3/28 神仏分厳令-~仏段釈はじまる。
4/19水書官府成立.9/8明治と開元

(ぷ~を中心として

1868 

明治元年

東京週初縫定一御Ifr周辺の宮家.公

家が移似し.付近は荒廃

3/7 1869 

神祭川県「建物」衛逮7 5/29府令「府下街上或ノ、)111戸エ家同辿11¥
有之分漸次取除可ゆが l 

9/13 府，御土居厳地を開拓する.nをl~ る。

5/21日本段初の小学校.柳池校開校明治2年

1870 

大阪府「道路ヲ狭陸ナラシム可ラサル l
ノ件(道路能界令)J I 

3 

γι 投

・
令

円川

.
知

a

m

k

 

h
H

次

郎aM

郷

町

4
円

4，f
 

q
L
 

明治3年

太政官布告 f古器旧物保存jj5 

府布令「松幹伐取祭11:ノ 1~ J 

府布令「家屋新築届出ニ及パザルノ事

.通リ筋窃所柄ニシテ見 :tf敷住民~.1ト

致可心鋳・.J 

9 

12 

1/5 

7/14廃繕位保

10/10凶ぶE厳守で[J本段初の'"覧会開催

1871 

明治4年

'
一ωω
a

古建築保護悔会J設立イギリスで府布令 f家屋三階作勝手タルベキノ事

府布令 「海外へ板間祭止ノ事j

12 

12 

銀座レンガ街建設着工3 
五条の三僑にガス灯設侃

「外国人.憾覧会場入場人覧ニツキ市中

道路ノ清潔修整ナラシメ.聞風ノ外見ヲ

防カシムj

四条.三条.2 

2 

3/10 第}回京~縛覧会

3/13都踊り始まる。

9 新編~横浜鉄道開通

9/29集存続開設

1872 

明治5年

10/28太政官.道路婦除の条目を定める。

自績浜毎日新聞に f広告jという d葉

初登場

10 

2/25府，立木伐採ニ就テ制限一回り3尺以k
の立木伐採は許可を援す

府布達 「町並ー問ヲ引退キ司油精事J
(近代都市の面白を艶え.保健.交通の

{更のため。)

11/3第2田府下大博覧会の広告を各所に姐

札

11/9太陽暦を燥用

4/9 街闘を.Hl:rll

この年.新政婦ができる。

11 



1873-1879 

年号

社会の動き

(京都を中心として

1 873 3/13-6/10第2回京銀惇覧会 {御所と仙洞 2 
御所の庭回の一節を会場とす。)

明治6年 7 地租改正条例

12 内陣.フランスよりジャガード織機

混入

人口 226.153人

1874 14/1 四条大綴.鉄線に改築

明治7年 15 人阪~神戸鉄道開通

ωω
叶

1875 6 前2次上知令
9/12京阪間に毎日郵便開設

明治8年 11/29附，志社英学校開校

1876 13/28廃刀令

明治9年 9/5 大阪~京都問鉄道開通

1877 1/22級村府知事就任
1/30丙市の役おこる (-9/24) 

明治10年 215 七条ステンショ完成

一神戸~京都鉄道開業

ca 6 {ド~蛸 12{ド

tな姐策物.~作，

調査等京 都

景観・都市計画関連の動き

国・地点/ 外岡

2/6 府.荒廃した山林に植林奨励
「西京八卦J(書官踊りの歌詞)

11128府知事.旧社占~Jの保護を訴える。

1/15公園設置の太政官布告 r • • hit.$ニ
於イテハ八坂社.清水ノ境内.嵐山

ノ類・. . I 
5/6 太政官. r道路主主木ヲ扱ニ伐取ル勿

ラシム l

1 東京 f庇地制限令J
8/15内務省「道路主主木保存方 I(・・通

風寒暑ノ節行客ヲ保護致シ絞・・)

9/28 内務省{諸街道並脇往還~~水間断ノ
箇所拙足}jJ 

香川 東休荘.栗林公闘となる。

東京.小石川後楽翻公開される。

5/9 上野公凶開設

府.前年取り除いた市中の木戸門の台

石の除却を命ず。

10/10府 f仙洞旧鴎.公園ト定メ.建物博覧
会社へ貸渡ニ付坪数等取調ノ事j

府公園規則(仙洞御旧苑)

5/19府市政庶務課 『鶴川納涼床鋳ニ付伺j

御所保存と公問地修祭事業始まる。

~明治 16年まで)

上野で第・間内問熔覧会。花ガス広

告が人討を集める。

ウィリアム・モリス，古J.s3震保存協

会設立

-東京.ポ総~銀路 a者?に
煉瓦街完成。並木とカス

灯並ぶ。

1878 3 節6回京都博覧会で日本最初の軽気 2 府.山林保護及び火人取締りについて 12/1 内務省|人民所有山ニ火人及官林下 1 ・新品盟H1住宅鍛工

球 tがる。 布逮 草刈i等保護取計方j

明治11年 ・ この年車内広告始まる。 2/13府.再び f町並一間ヲ引退キ可建栴可解 6 J東京街路取締規則

J布達す。

1 879 1 3/14 I:;;!.下京の2区できる。

13/30郁l回京都府会開かれる。

明治t2年
円山に洋風ホテル(Ilt阿綜)開業

工柿
棋館本学ト

〈谷間

IHHO-】 IHH7 蜘1.3il~-輔 2 Qi¥ 

{Iミ号
社会の動き

京都を中心として 京 都

炊飯・郡市 Jt ~lli 関述の動き

国・地方/ 外国

6/28逢坂山鉄道トンネル綾工(邦人による

最初のトンネル ζ'Jn
7/14府.山林保護及び火入れ取締を布述

12/15府布令 山林乱伐祭止を厳達す。

υ泌尿J.博覧会社へ修学院御茶屋の保護を

命ず。

4 琵琶湖疏水路般の 1-術調査始まる。

11/4必:t. r市街地家陪m築ノ際町並ヨリ

間引退キ建策スルfl:J .私権の制限が

厳しすぎるとして解除を申請。

7 北.hi知事. Jt L参事に苔簡を送り. hl 
書官御苑の景観の保全と整備を訴える。

10 御苑内地所をtfl惜しての野菜づくりは

16年限り J~合わすよう遣す。

1884t6 フ£ノロサ入浴し ムギ宝物の潟 jlO 広告錫柑の附仰れる。

:伐をする。 I11/22府. r公有林保護令 制定
明治17年 |・ ~~H実.旧式のごとく 復活する。

1880 

IVJ治13{ド このころ.自由民縦迎動激化

1881 11/19北制間道.第3代京総府知事となる

明治14年

1882 10/9 );Ul!5商工会議所投 \'[:，~nI

明治15年 |

1883 9125 W，'{$. .，符となる。
1112M福嶋館開館する。

~ E 明治16年
w 
~ 

7n9 :条場. 離宮となる。

明7f118年

1885612 :1-色琶湖疏水工事起仁(.....明治23) 3 府. i社寺境内水竹伐係心得J布述

6/5 J(.ffj'を現在地(守護職邸跡)に魁く ・・縫内の風致保全を留る

12122内閣制度確立ー伊必憾文内閣発足

1886 

明治19年

1887 111/1 M邸電灯会社設立

明治20年 | 人(1 264.559人

8 府. r公有山休保護波約模範 J 制定

8'5 円山公園開国

12/9府. r街路取締規則Jー街路への建築

.釣り看板の突IH禁止

ャーーーーーーーーーーーーーーーーー

}:な出首長物. 持作.

調査等

古社寺保必金制度創設(.....明治27
まで)

奈良公園開，没

東京 防火路線主主ニ屋上制限脱則

主K点[ diT<改正，r案のためd{111，tにJt
手

英国 I付記念物保護法制定

10 It'mの制 l発刊

イギリス.ハンター卸ナショナルト 9 同本社.I)d栄館竣1:
ラストの情想を明らかにする (グリーン}

2 内務省.Al京市灰改E専修代会を投fft
鉄道局'1(. ーI(内広告を始める。

東京官庁集中計画(べ Jクマン裟) 6 同ふ什.礼停常竣了
成る (グリーン)

造家学会設立

3 大阪市区改正計画成る。(財源貴重のた 11 
め実施されず )

同志社.有終館綾_(

三条天註段会綾工(
昭53年明治村へ移築



明治21年~鴨26年
1888~1893 

主な建築物.著作.き動の連畳き動の会社

号年
等外国国・地方/京(京都を中心として

1888 14/お市制及び町村制公布
16 鴨東地区を市域に編入。市域約30平

明治21年 方回となる。 8/30疏水水路間峻工

3/31パリ.エッフェル終

綾 E

カミロ・ジッテ I郷
市計尚一その来的以

1!1!に向けて l

特例市なる。

5/20東京市灰改正計画公示

京都.大阪3/19府. r名区勝地ニ逮スル道路トシテ地| 方税ヲ問一道~J f4: J

9/11北垣知事.市部会において新市街(21年
編入の鴨京地区)に関する窓、見発表

大日本帝国憲法発布

市制施行一但し特別市として知事が

市長兼任

7/1 京海道線.新縫~神戸全通
人[J 297，165人

2/1 ] 
4/1 

1889 

明治22年

旧五f都織物ノド館. 付
属工場綾 c
同，志社.理化学館竣
.( (ハンセル)

旧家辺時計脂竣J:

5 

9 

東京で電灯広告始まる

東京市区改正蚕員会.電柱の林立は

都市美観を損なうものとして速やか
に改革すべきと内務大臣に建議

|l-京都市一国議問
3/8 円山公園.府から市に移管

この頃より.街路樹について市費支出

始まる。
7/12京都市円山公園使用条例

11/26京都電灯会社， 三条寺町.四条新京極

の2箇所に電灯広告を設ける。

米騒動~6 2 経済恐慌深刻化

4/9 琵琶湖疏水開通

4/13京都ホテル開業

1l/25~お l 同帝国議会開催

1890 

明治23年

5/11大持事件起こる

5 蹴上発電所.送電開始
11 インクライン運転開始

1891 

(
}
ω
c
s
 

2 東京 =三菱l号館者」二設
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の
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4/1 鴨川運河工事始まる8 

明治24{手

1892 

明治25年

3 同志社クラーク記念館

(ゼール)
9 シカゴ大惇覧会閉鎖ーこれをきっか

けとして都市美運動起こる。5/4 
30万人をこえる。市人口，3 1893 

明治26年

輸 27{手~輸30{¥三1894- 1897 

主な建築物.著作.の動き市計画関連観・都1え社会の動き

4 -平安女学院.明治餓綾E

10/24志賀電Mr臼木風艮

論j刊行

無郷庵峻工
12/31三菱ー号館綾工

調査等

I .調盆

f臨時全国宝物取調局 j できる(~ I 

明治30年まで。)

8/16東京市区改正条例公衛

3/22東京.

外国国・地方/都京(京却を中心として

日清戦争起こる

締尾の名12/15府議会，嵐山.東山，高雄.

区・勝地の保護を建議

9125 鴨川運河開通(夷)1I~伏見)明治'2:1年

京都国iLl等物館本館竣

丁:(片山東熊)

英.ナショナルトラスト創設さる。

7/12古社寺保存金出願規則

村井兄弟商会.第4団内国勧業憾覧会

に合わせて如意ヶ岳(大文字山)山胆

石絞をつくる。日本最初の野立て広告

風殺を筈するとして撤去を命じられる

府知事.議会へ「名区勝地保護方法顛

末」を報告。

12/14市部会.古老t寺保存資金.

の国会への請願可決
国庫補助方

11 

12 

京都電気鉄道.単小路~伏見聞で開
業(日本の電事営業の最初)

3/15平安神宮創建

4/1 岡崎で第4団内国勧業博覧会開催

4/17日消戦争終結

10/22、ド安遷都千百年紀年祭.

る

時代祭始ま

2/1 1895 

明汗128年

古社寺保存会の設立5 

府臨時市部会， r鴨川沿岸床ニ付ー定

ノ制限ヲ付セラレタキノ希望J決議

府会.古社寺保存に関する建議

府令ー製造場取締規則で岡崎.浄土寺

等の工場立地を制限し風致保存を図る

11/1京都電灯.市の下命により公設街灯

575灯を点灯

11/12製造場取締規則・部改正

10 

ポ都~奈良間全通

三陸地方に大海波

4/18奈良鉄道.

6 

1896 

明治29年

ー

ω品
(
)

l

12/13市会.古社寺保存に関する建議と諦願

土地区画改良ニ関スル法律

古社寺保存法公布

3 

6/5 

特別保護建造物及び国宝の指定始ま

る

12 

1/13市会.古社寺保存法案の成立を期し.

蚕員の上京を決議

2/15商工会議所， r製造場取締規則改正に

関する建議1
4/6 市会建議一製造場取締規則改正の件

この年，従来の祭伐林を保安林に編入

2/15て条~嵯峨間鉄道開通(京都鉄道)

6/18京都帝国大学(理科大学)設立

6 八幡製鉄所設立

円山公園他市内目貫の場所にアーク灯

の街灯投開。この年より市は電灯費計

上
円山公園の拡張. ~整備始まる。

9/18円山公園へ移憎のため f枝娠最美良j

の桜を新聞広告で募集。

小川掲川改修計画
市会.旧嗣古~Jの保存方法を調査すべ
き旨を建議
向上調査委員会 (7~ )設位

比叡山上回明獄の J 部伐採さる。府知

事.中止命令を出して阻止。

1897 

明治30年

10/1金本位制実施



.‘ ---

ふJ

1898-1叩4

年号

社会の動き

{ぷおを中心として

1898 6/3O.Q初の政党内樹一大隈内閣成立

10/1特別市政の廃11-ー初代市長 内貧

明治31年 l 益三郎

1O/15，li役所開fr

12 地租改lf

1 899 8/15 ぷ~鉄道.ポ郷~岡部間企通

明治32年

1900 
3 治安容療法

明治33年
6/20議和凶の乱.起こる

景観・郷市 ~f・ 嗣関連の動き

京 都
幽 L

3/10府知事，市会の建議により臨時七水調

査委員会を設置

市役所に三認を置く一節2部は j-エ
ttニ建築.公凪市区ノ境減・-1釘灯

街劇.名区勝地ノ保存.水府J'Jf務所ニ

関スル事」を担当

国・地方/ 外国

4/1 道路野市負鐙となる 13/22勝地型整理法公布

輸 31 ~I (-明治 37{ド

tなi!急物. ~作.

潟1¥等

中._'~!J;/'f.院哩!アグネス

級会峻 c

E.ハワー ドf明日 l
刊行

9127東京市区改正委員会を内務省に設問 3 武徳搬峻I:

10/5帝同占蹟取調会設立ー古蹟の調fi.と

12 臨時土木調査ニ係ル答申(道路取鉱， 1 保仔

上水道，市域拡強)

6/25内貴市長.市会で都市構想を彼涯。 I
風致保存の必要望性Jを強調し， r来山

の風致を優美ならしめ. 日本の公闘と

したい。」

円山ホテル.建築鴻願不認可

東京.新宿御苑整備

大阪.市区型車理委員会設抗

英同で回商都市協会設立

久保大附 r IIIAく史論 |

1901 5/10金織恐慌のため.丙陣で綬数半減を 3 府.小浜街道開削は名勝地を虫制する 京浜m司王内で事内広告開始

決議 として不認可

明治34年 I11/18八幡製鉄所鎌業開始

1902 1I3O日英向盟締結

明治35年

1 903 4/) 京都市紀念動物関開[調

5/22 貫~4 阿内問勧業博覧会跡市有地の公
明治36年 | 闘地制人を可決ー岡崎公鴎開倒

1904 12110日銀戦争始まる

ド90S【 -1910

年号

社会の動き

(正証書Bを中心として

1905 5/1 義国段初のメーデー

9/5 日露鴻和条約締結

明治38年

1906 

明治39年

1907 

明治40年

耳 日比谷公園開設一日本初の洋風総合四条大橋中央にアーチ設位一点向きに 6 
山繁水明、西向きに抑制花紅の手と飾 公閥 I 8/18 It1 ，;([;(郵便品峻c( 
り電気 19 松島公園設立 ， ，'i )1'茂則. 三線開郎)

3/31東京市区改正新設計を告示

英同レッチワース閉園都市在に

五(~ハリストス IE教
会峻 r(，松本m光)

3/5 二条駅峻r:

12120ぶ仰が:f1i・本館峻 1:
3/5 京都鉄道二条駅峻工ー I".条離宮など

付近の風致を容さぬよう 11本風の辿築

とする。 J ボストン尚さ制限ゾーニング開始 I . トニー ・ガルエエ

7/8 岡崎公闘開設

1主観・都市 JI・ 附関連の動き

京 ~ -- l 困地方 ア ヌ国

府， l集林保護及び造林について訓令す

府市部会.市内道路の鉱弧J与を知事に

建議

2/15-8/20府市協同の委員会.道路払4民等

に付いて調査し，公債により道路を払

大し.これに市電を!lJl(，没しその収俗を

以て公債を償避することを決定

3 嵐山公鴎開設

東京.臨時市区改正局設f?1

英同， rナショナル・トラスト l
法制定

I r C:I:!IiISdl J 

4 

.:占をも -<r.-輸ぺ~~{I 

主な也~物. ~守作.

小山i:3水r11本山水治1

前・勧銀;;llisJi'，'i峻 t:

(bX'f~州，Ut集 'Jç務所)
7/9 I1 ふ銀行政/il~Jif.'i， 

条~り 1こ新策綾 r
( bX'JIf金(t， U野下、lぜ1) 

1[1錨*'i);{fIIU:場のレ ン

ガ1:場等綾 c
12 内務1i地}j)，，}イiぷ r(11 

!.:4lisili 1刊行

;:;; I 1 9 08 1O/15，liミ人'!fti起 1・式を挙行。向日第2 3/27高瀬川沿岸各町民総代. )11の州立とrti
琵琶湖統水1:'.If.n r 電般設を陳情

明治41年

英同ハムステ y ド悶悶郊外計画

1909 12/25市会.京阪電鉄の五条乗り入れに伴う 14/13銚地教理法改正公布 14/1 /(n'l(i:<li!)釘!峻工(式日l

明治俳|U193三J滅的して外債45∞1 553222訟;誤認公(弘 |745f間以222LTL|ト)

1910 13/25嵐屯四条入計~嵐山間開通

4/15京阪電鉄. 人・阪-iL条間開通

明治43年 5/25大逆事件起こる

8/22鍵国併合

年度) i 欧米風の新市街の実現を求める戸が 16/3民衆trl綾 1 (J. M 

12 五条~丸太町問の疏水堤防 LのtU会t'-'t 1 あがる。 1 ガーディナー)

道敷設について 「風致 kの型車由 lから 18 大阪府建築取締規則

府知事が反対し.西郷市長と対立。 1・ パーナム.シカゴで公閥系統計画( ・ !日貿q六師(.N司令郎(

|…不通り沿線住民道路側反対服j成

同盟結成

6 府.公有林野.造林補助規則制定

シカゴプラン)つくる。 目 別呼Il渉次学院)峻:ι

瓜rll・J心 I俗mの史観

と.iJ!築J(建築総誌12
月 ~J 'l'i'i t.sの体向とし

ての央銀沿を批判

8 市勧業委員会. 電柱を地下線とし市 8 小公園設置の建議

旭集録誌設問将来の

~j際機式を如何にすべ



輸 13{手-A:f4年1910-1915 

主な建築物.著作.き動の連関両ふ-
92
ロ市鋭・都たtき動の会社

号今:

'事

きや l討論会

後7江戸花 I紅然狩り l
の中で.Jit翻lの疏ぷij!
設や市電敷設を批判

調査外国同-地点/都

の美観を保つの件J.市長に建議

円山索道問題起こる一円山公園より将

軍塚への遊覧紫道建設に市会は異議無

しとしたが.その後風致保存の立場か

ら反対機運が向まり.立ち消え。

京

9 

(京都を中心として

-
可

い
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納

も
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と
の
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史

付
変
窃

線

地

路

上

過

り
丸
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阪
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広
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決
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丹

L

2 r国設大公園設位ニ関スル建議 l
3/11貧族院 f史跡及天然紀念物保存ニ関

スル建議j銭択

3120宝仙公園開設

4 広告物取締法公布

11 史蹟名勝天然紀念物保存協会設立

5/23府，家道取締規則制定

6/13市会.鴨川堤防上電鉄敷設に関する陳

情苫を提出一五条~丸太町間市電許可

促進のため

2/21 FI米通商航海条約調印

3/29て場法公衛

4/13 ri英通商航海条約調印

10/10中国.辛J;.革命

191 1 

明治44年

蹴上浄水場綾 l

lu1次大俗府1館(武

悶五・)

内本願寺伝道院(伊

東忠太)

3 3/27市会，京都市電敷設費予算:改正案可決

1i.条~丸太町間を三条-fi..条間に変更

で三条大橋改築竣工(尚欄擬宝珠付板橋)

6/15 ::火事業竣工祝賀会

8/15五ft11電'U. ニ:条~太滞札ノ辻間開通

1912 
明治45年

大lE}i;年

一日
E

一(w

t 10 

市

続
可
ト

a
L
リ

綾

ク

矯

ン
大
コ

条

例
四

併

n
u
 

内

L，，，，. 
q
J
 

英国，占記念物法([主建築の登録制

度の発足)

仏同，文化財保護法

烏丸通に街路樹としてユリノキ植樹

荷台寺境内のな砲.特別保護建造物の

保護のため廃止.

2 

9/13明治天屯大手事

五Ulf5r行人口50万人を越す。1913 

3/19東京駅新策峻[

12 三井銀行京都支出峻

工
日本生命京都三条ビル

機関誌 f史蹟名勝天

然紀念物l発刊j

円山公闘.小川治兵衛により.

庭園様式で完成

東北，北海道大凶作大正 2年

森林法施行規則公布日本風7/28第・次位界大戦始まる1914 

7111市会.'1'・砲台再興のため.稲荷山国有

林払い下げ申請案を可決

ドイツに宵戦術告8/23 大正 3年

10/5西陣織物館(現々的
資料館・本Fff紡 tf)

綱川丸太町~二条般常までの婦川通り
拡築一点側家屋を取り払い.そのあと
・{j}に松を揃え.道路の両日;を一新す

戦争民気により好況

10/27ボ阪電鉄ミ条~円条間開通
1915 

人正 4{Iミ

"*' 5 {¥"-λ正9{¥三
1916-1920 

き動の会社
主な建築物.著作.き動の連関画計市観・者E

号

， (瑚を中心として

1 10/1-大礼紀念博覧会開催

年

等

野悶俊彦 I建策非主

論l

調査外国国・地方/都

るとともに風致を添えた。

内条通りに新デザインの街路照明電灯

20基設置される。

市電に事内広告現れる

11 

191618 京都パス常業開始

8/18第 a凶全問中等学校野球大会で京都

ニ中優勝

R
u
 

n
L
 

r
f
 

AUτ 

片岡安 I現代書官mの

研究I

関西建築協会発足 (2

年後に円本建築協会

と改称)

ニューヨーク地域制条例

東京明治神宵内兆者工

大阪市.市医改正条例湖周請願

市のf匂瀬)11二条船溜理立計画にたいし

沿岸住民が「高瀬川保存同盟会Jを組

織し保存運動を始める。

3/28 m調倉会，不衛生を理由に埋立を可決

4 府は市を除き他の出願を却下

3 3/12ロシア 2月革命起こる

大 IE5{1'-

1917 

建築学会等.政府に書官市計l商法規制

定を挺3

11/7ロシア10月本命起こる大正 6{ド

岡崎公会堂竣[617 

1
9/27 ~~の鴨川改修計画に対し.木屋町，先

斗町の旅館，貸し賭敷業者が[夏の納

涼床下に治水を通ずる等の設備された
し」と陳情

足と松之助(fj 1iの松ちゃん)の主

演映l叫が人気を憶す。

ω
-一

位

I 5122内務省に都市計画課設抗4/17東京市区改正条例.京総.大阪に準用

の件.公イ官される。(9月に神戸.名

古屋.続浜に鉱大)

市.調査隷市区改正係設前

広告意匠展，開催される

.FX~市，周辺 12 ヶ町村を合併
人口64万人

8/3 米騒動起こる

8/12シベリア出兵

9/25原敬内閣成立

4/1 1918 

人tE7年

f郡市公論J発刊

4/1 市区改正特別税新設

4/4 都市計画法，市街地建築物法公布

4/10史蹟名勝天然紀念物係修法制定

9 史騒名勝天然記念物の指定始まる

9 

並木費五百円を計上一都市美に対する

市民の関心の期大に伴い.道路の新設

改修には並木が当然の付篠施設とされ

るようになった。

京都市区改正委員会組織される

12/27京都市区改正設計が内閣に認可される

15路線40.581酬の幹線街路計画決定

総事業費34.842.U4円

ν18パリ講和会議開催

朝鮮で-・}運動起こる

6/28対独講和成る(ベルサイユ条約)

3/1 

1919 

人予IE8年

12/1市街地建築物法施行

都市計画法施行.六大都市に適用
唱

-A，f
 ・1!

 

• • • 1
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回辺朔朗 f:琵琶湖疏水
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ν19高瀬川保存会.木屋町線高瀬111暗渠化

1/10国際連盟発足

4/15同志社大学設立

5/1 日本最初のメーデー(上野公園)

1920 

大正 9年



192ひ-1922 士重9年-J;;f1 1 {r: 

事草作.

年号

社会の動き

(ボ~を中心として

金I司で5596万人

ら3-c..;1 

1921 2/11 人本敏不敬事件起こる

大正10年
7 >I!山違反山トンネル開通

11 .1M首相暗放される

1922 3/3 全同水平社創立大会.岡崎公会堂で

開催

大正11年|
5ハ ポ.r.I~段初のメーデー集会.吃条均年
1 会館で凶併

京 JJ1i 

1来観・都市計画関述の動き

l埼・地方/ 外国

分雌派旭集会結成さる

アメリカ.チヤールストンで「中山

住宅保存協会設立される

英[司ウエルウイン図園都市

>l!Ji(市政調査会発足

5/19内務ヂ?に郷市計画局設位

現炎て§

h{大鐙築学科削;没

西陣電話局竣 r
{岩元械設，}I) 

池悶宏 穆rtiJ何回法制
要覧j

711 帝国ホテル新館開業

(ライト)

コルピュジェ 130
0万人の現代初山 l

反対.河原町線払仮築復活を知事に隙

10/1 m -(111同勢調俊一市人口は 59万人 情
591.323人 2/9 高瀬川保存会.鶴市計l珂蚕員7人に辞職

勧告

3/17 鶴市計画路線の~h{町線の寺町線への
変更案否決される

6 高瀬)fI舟運廃止

6/21木屋町線の変吏に闘し.市会が定、見番

を可決
7/7 都市計画課設問

I~ 都市計画京都地方委員会設置
9/14府.内務部都市計画J，l.智察部建築監

督課を設位

9/25木屋町綿期成同盟会(河原町線沿線住

民)河原町線復活反対. ~Ii町線期成
を内務大臣に陳情

10/1丸太町通の街路樹の揃樹始まる(烏丸

通~熊野神社)

ドー
1922-1925 

2/14 市会.京都駅~朱!~びに南出口開設に
っき意見書を可決

7/8 都市計画京都地点蚕員会.木昼町織の

河原町線変更案を4可決
9/17市会.高瀬川を史蹟として指定方内務

大臣に意見苫提出

11/18市会.反対派の怠見を入れ.ノド昆町線

祭を廃棄し.原集(河原町線)を復活

するよう内務大臣に意見書提出

12/30木屋町線期成向盟会.河原町線に反対

し.木屋町線期成を陳情

3/11 市会.京都都市JI'~Iljþ(域に関する諮問

| 答申問
7/12木屋町線を燐し.河原町線復活を内閣

認可
I 8/2 1$市計両氏域の決定 l公問者宮市タル

年号

主正 llil'-.I..止 lぺ{I'

社会の動き

五(~を中心として

1923 

人正12年
7/7 11恨が変起こる

9/1 凶点人震災起こる

ゐ3
IIハoがf収納物間関岡-0'". 

j長銀.1is m J十画関i! sの動き

求 書日 l 

特徴ヲ益々発NIセシムル施設ヲ為スJ I 
ため山地部も多くが城に合める

9/15四条通の二尺後温の住策絡を告示(祇

関石段下~円条人下n
1O/19J.支都都市計画防火地区を指定

1/1 嵐山，天の締<r..J(.1立公開に指定

6/14鴨川河川敷・時r1j川悦納涼台の制限一

西岸の納涼台の縦侠や形態の制服

京都都，liJI・lI!~地ノJ 吾川会.風致地区の
予定地(?(をol5!:)E. J.11・Eを始める。

8/29鴨来線(う条-lB町柳)地ト線で政府

認可

10 新京極通.水鯨Uiで舗詫-rfjのアスフ
アルト案に術的街反応j

烏丸通(今出川~北大路)に街路樹と

してイチョウを傾倒

rfi. 下水道調公会をJ没11.法礎調査を

開始

I時・地方/ 外閤

:lな建築物. ~守作.

調tt等
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ム

処
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12/24 -m t.lH~興特別都市計両法公.(fj一公同
のJ)i~ftffの評価

' 
1924 211 J;(r.tHi'i市博物館.点者宮市に下賜され 3/1 用途地域の第 -Iul指定一住民地域.商

る 業地減.工業地減. ..+ょ指定地の4区分 5/23財団法人同潤会設立
大lfl3年 7ハ メートル法尖B包 110 烏丸通他.受必，x.負制金反対運動始ま

る 11 何I/. i • 11)途地域指定

12/22受益者負包の不払い運動車己こる

1 925 4/22治安維持法公布

5/5 U.i凪選数法公布
入正14年 6/1 人阪政送局.ラジオ歓送開始一点綴

でもラジオが聞ける

市会.都市計l輔受鋒.(1.負但徴収に関し

委員会報告(不払い迦動の報告)

517 地主の自主的以両者間舟.を鍵励するため

土地区画教姥助成規定を制定

10/15京都で初めての以(1111戦JIIl;'Jr業始まるー

小山花ノ木地以

12120八瀬~四明獄IHJに鋼*鉄道(ケーブル

)開通

1 点乱用途地域指定

5 人阪.m途地域指定

10 ~ili策研究会設立
アメリカ.ウィリアムズパーグで保

作活動始まる

2120丸ビル綾1:

5 F 都市問題創刊i
M大本邸本館(武田五

ミ菱銀行反省siih!.( ~岩
井小太郎)

京大楽友会館(余UI.
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ふ』
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1926-1929 

社会の動さ

年 号
{ hf~を I~I心として

1 926 1/ 15 五{~"詳述事件起こる

大正15年
昭和Je年 1017 Jitlll5で第・[i1J紋織μ本ili開催

1 927 3/7 輿丹後地んに人地震一令融恐慌起こ

る

開肩12年

12/6 J;( 縮小央卸売市場開制-[1:本位初

1928 2 ff選法による凱 -[1，1]総遺糸

4/18五(l:Ii1お人河.:窓際聡

昭和叶仰泊安雌畑縦蜘持法帥改正

lげ9/2か】叶]2/2お5人礼必念五ぷ(lllI官人!憾導覧会附Q併俄事世-
、i 観光偲lバ巾h化進もむ

1929 4/1 左JI([X• rf1 JI( ~ • .Jl.[山似を刑iメ.

I~i羽1 4{ド 5/10伏見t1i制脆行

1929-1932 

社会の動き

年 号

( ~'ll$を中心として
キー

lO/24W:界大恐慌胎まる

1930 4 ロンドン市総条約調印

附滴J5{f " 5/22全11<1に先駆けて観光疎設問

この頃.観光等800)j人余.外人的n'-I
容7122人

1931i3f3 EK都駅前に観光案内訴設民

4/] 伏見市ほか26ifi町村を合併。市減而

昭和 6年 | 積却8・I;'}j0.従来の4僚となる

成lI$，li人U95h人となる

9. 18満州事変勃発

1932 3 「満州国j建問

昭和 7年

• 

公観・郷市計削関述の 動 き

京 A 国・地}j/ 外悶

2112京都銀市計画執行計画をロI決(総鎖2n 7 
5万円)

lIi京， IJ比谷公闘納涼会に孜同初め

てのネオノサイン広町民れる

5/27市議会は円山鋼索鉄道計耐について 「

山祭水明の旧おとして. また悦界の勝

地として・-遊覧都市と しての栂ïli~1
画ができるまでJtU願をa'fIIJしないよ

う知事に答申

6/22男山察道側開業

9/20土地灰両教理.y業 (1035ha)認IIJ

11/25愛宕登山電軌鉄道認日J
風致地[.i{指定担保を内務人12に内rll

4 府知事.円山鋼主将鉄道写について.風

致上差し支えなさ路線を遺択して必I1J
ありたし i と内務省へJ~rl'

府史跡勝地保仔蚤u会できる

東大路通に街路樹として Iすずかけの

き 1;を~裁

9/14 j反応[.明治神宮周辺に風致地収指定

一企図録初の地区指定 27 6ha 
明治神宮23敬のための環縫保全

10 明治神宮外苑完成

10/4点ぷ. r風致地区規程i制定-j!厳

本.FJ3符1 ・乙樋þ(域の~Jなど
10/30点点で 綿巾美協会 J;設立されるー

書官Ih尖化についての伴殺と'ι伝.:l1
隙の事業・研究の推進を 1]的

1 4/9 外uIfflf:l 大阪毎日新聞による 1[1 

本新八Iえlの募集が国民的関心をIザ

ひ¥ 総応募数9320万票 7/6遺定

8 人*京~rñ計画道路網Jh判決定

12/30 I.Jf-浅京で設国最初の地下鉄開通

土地区画繋J!I!事業区域弘人 JII405ha 3 

河原町通.烏メt.iifl.丸太町の道路舗拡

完成

10/12京都電鉄叡山空中ケープル綾1:ーわが

最初

10/12平安神宮大鳥居完成

12/1鞍馬電鉄山端~鞍馬開業

6/26-28第 1同CIAM(近代建築悶際

会議)開催

12 都市美協会 f外濠風致保存ニ関スル

住詣j1}J

10カ年計画で全Itit~道路舗強 ，C 'J~ を 3 同宝保存法制定(国宝指定を例入所

作物までに鉱太一文化財の問外流IH

~}j J1.を図る
始める-r同際観光書官"jの凶1[J ， 'J I 

7/25愛宕山鉄道，約沌ー愛訂山UlI鋼来線の | 
開通 1 

9/3 府上木部署~.J!l!~.害警察l'lll辿集r:込J~ 10 JI.[五(.空軍観Jj~~犠美観問届起こる

民銀，~市 21 IIflj 開通の動き

JX 都

設抗

10/25府.鴨川河川般の半永久的f.'tiu-の新設

.増設を祭止.

11/1第10回都市計画ボ書官地方蚕此会にj風致

国・地方/ 外国

ほ 15 {I~-鴨t1{ド

Hなi!築物.野作.

悶f正や

11/3雌11・イf郷郎{武rUiL

3/31紙l判先>'1町敵対急k刷
4/19 ，;(/;II"i役l?fみ;釘i綾 1:

*~下.lR!n~を加えた近
代パ
~t村徳太郎 I 風放地

[.>(に就いて l
*駅東釘1(ヴォ ーリ

ス)綾 1:
紙同似.， ( {}I JI.[:，ιλ~ ) 
i除竹肘(j按)I~Nニ)

8 大阪1ufJ J新聞hlf，s Ji. '"j 
10/12)1;'宏伸常人nJ.li

官 1:銀行JI(都文1，';(渡

辺f-:.ill3従事務所)

:.n ・勧銀13メL立川';(渡

辺節他策事務所)

ペリ ー r.i丘瞬(JJ反論 i

相 1¥{I'-帽 ?年

tな~~物.去作.

珂住宅予

地区指定家を諮問-:1:として山地を対 1 11/25m~峻 J :
象 |

12/21第11図書事市計画京総地)j蚕凸会.瓜飲 12127郷市社両法施行令第 16条を改正し | 
地区指定修正案を可決 平安神話f. ド .地以外受益.lfの費用負担を規定 | 
鴨神社.知積院.嵐山渡)J矯等を泊加l

211 風致地区初指定一鴨川，氷山.北IIJ~"Çí 4 

M∞ha。同風致地区規則制定

6/7 r風致地反内に於いて，}'fuJを~せざる
事項jの告示

4月-9月の風致地t(終日J申請・494件

8 都市計画事業として下水改良に;(lf' 
12/16rli会.京都駅及び京海道線. llJ陰線の

高架愛唱に関する意見1!}をロJ決。五ft':!5

駅及び山陰線高気E式実行蚕凸会波町

2 営林局.風致保安林制度の活向jについ

日本側協会大阪の史観地区制 l
致地灰指定に関し建議

横浜市.~観上有益なりと認める
建築物ぷ彰制度」を設ける。

鉄道~.間際観光委員会設位一外存
続致を図る

傷者官復興大小55公顕及び繊浜市 i大
公同・挙に成る。

フランス.風致保護法制定

て謂査を開始 4/i 国立公措法公布 (iuii施行}

7/1 西院南部地区医両被理に内務火ifiより

hf~r布に代執行命令 l ・ イギリス.スコットランドナショナ

広告物取締規則改正ー広告による風致 i ルトラスト創立

舷話題の勢2与を救う

7/14市主義鉱大により風致地t<を弘人 愛宕 111/7大阪城公園.天守閣峻工

山等。合計約4反>Ohaとなる。

10/14円山公闘.名勝に指定される | ・ アメリカ.チヤールストンで!歴史

11 市土木局長高図景. 4つの遊覧道路計 | 的街区制度J発足
画を表明(大京郎の都市Jf酬に就いて)

東山.大文字.叡LlJ. で:M遊覧道路

6/15第21回都市計画求書官地方蚕凸会.内条

通.河原町通などの支援道路及び~.~

駅前広場の美観地区指定を内務人臣に

この頃.保健衛生問題を背策として

お市美観冶高鍋

以人人文科γ研究所(

武川 IL・他)

ヴォーリス f大丸ヴィ

ラl
ヴォーりス |アーモス

トMIJ 
武UILL' r栄光MlJ 

11 70'6 [lj J~ r人:JI( I.sの郷，li
3十両に就いて



1932-1935 
明 7年~町10年

年号

社会の動き

(京都を中心として

----p戸五事件起こる

10 rh人[1100万人災舷

1933 1 ドイツにヒットラー内閣成立

昭和 8年 3/27 1Iふ，間際連盟から脱退

4/22 J;(大.滝川事件起こる

工A

1934 

附和 9lF19/21 *P台風京都制噂

11 泌川秀樹博士.中間子治発表

1935 

京 書官

炊飯・都市".両関連の動き

国・地)}/ 外国

主な~~質物..1:作司

調1t ~ 

コルピ品ジェ T続ける

書官rhI 
1. C 1 AM  rアテネ滋

! 窓i

1l /13入札，ìI~念h(~:定術館i
綾 l

五(.lis府 J--*slir風致地

区に就いて j

奥弁復太郎 f現代大E宮
市論j

フランク・ロイド・ラ

h 

W35-1939 

東京総地計画協議会設立

英国， ~"j農村計同法制定 (in築物
保存命令制度を盛り込む)

満州国間liIS也必計画法

東京. 1~1t を中心とした丸の内そ予約
却4haを史観地D(に指定

4/10大阪.風欽池氏初指定一 25カl侃

1953ha 
5/10改正都市計l州法施行

内務省. r風致地区決定標期 J• 
公園J十両t京都1. r土地区幽守焼却設

計標地j発ぷ

13/16 ~瀬戸内海会仙霧島がわが附め
ての凶"<L公闘に指定される。

12118大阪.御常筋.大阪駅前等約126ha
を美観地阪に指定

2/27商工会議所.花見時における名勝地の I 1 満州問新ボ問者E庖設計耐認可

年号

明和10年
2/ 18 足濃官官逮吉の天~I機関説.問題とな

る

社会の動き

(求書官を中心として

6/28-29.8/11 京書官.人水'，t~を受ける

12/8人本数抑圧される

1936 2126 2・26事件起こる

剛和11{r. 3/13人本数大仰舟;

ω山
C

11 日独防共協定

1I11al1?~ 
円.11'"，.1.ゐ・，-

193717/7 支郎事変起こる

j~ liIS市街中心8tH-人刷ビル新築ラ y

シ，I .;i..-丸物.高島;4.語;;=大丸.丸訂

作友銀行河似町内条仏.野村生命

など

19383.17木炭パス登場

4. 1 同家~動員法公-$

昭和13年

11 /18淀鏡Å~弱綾工

1939 5/11ノモンハン事件起こる

昭和14年 7/8 問民徴用令発令

建議

9/2 向瀬川の五条人栂付近.輔 1m. 長さ

91mの湾立~ulされる。歴史的由緒
ある)fIのため各)j廊に影響波及

1 1/28~市計画公闘賞H りとして船岡111公閥
設置

1212風致地区を弘太

この年の風致地t(許可申請 1341件

府.商工会話所等と協力して h{~夫 l 

化運動連合会 J;役立。美化デーを定め 3 
消婦.摘樹などの史化活動及び克化思

想の普及を図る。

4/18府. r風致委員会Iを設ける一全国初

7/21京都.奈良.滋賀の三府県の「観光迅

路並びに緑地{!fJ十両協議会 開催

7/22風致委員会. r賀茂川沿岸風致地t(Jflt

締に関する方針 l決定

817 府警.風致維持と交通安全上の理由か

ら京阪地点のfi.条以Jじを高架あるいは

地下とするよう説明

11/13京お広告協会.第・回広告祭開催

11/25市会.市内閣イi鉄道尚匁改築に関する

怠見書を可決

1: 市山附附画峨叩発鮎必(11山i
街道一将賞怒1塚一円1山II公凶)

3/30向上建設案を4Hk
5 波月様綾工

6/6 市内国鉄高架につき田辺朔郎侍土.私

第Eを発表

17/11風致委員会制l仰における建築物

新設.草地設なの不許可を答申

}j{ 者日

jえ 観 ・ 都 市 "・ i山I関連の動き

同・地)j/ 外国

の美化.整理に闘し建議

|… 市同議作脚風致復興 l

会 j設立一宅fi f'i胤による社主 tl勝
地の被害の復1[1のため。

8/5 rfi観光課. tl所IrJ跡保存費補助金を交
;衛

8/29内務省・応f 加茂川改修協議会を聞く

各種史蹟の保作.復It:l.水禍への~)i
衡を主限とし.観光~iむとしての諸B阪
投充実を任務とする。

+ーーー一一一ーー

アメリカ.迎邦歴史遺pf法制定

7 ~届川.I!ll立反対運動起こる |・ JluXで第 11口J~畳間係市長協:a会開催
8/23市.良紀2600{1:記念として消沌. I 

嵐山を中心とし治両西山 ー殺に山獄公 16 満州向者~@ifl;司法
園建設をJ十IlIij

9 "白川町代表.鴨川改修工事に伴い級点 8 台湾都ili~1・同令
を地下に埋め.道路を路設することは

'~r)rl町に致命的打態と陳情

fls市J十両遊覧道路調子ピ

この年、風致地iズ許可件数面白13ω件

5 大阪で買l21吋金問都市:史'"滋会開催

5/11大阪御常筋唆工{経15年.{1に}

10/1防培法鈍行一防空緑地の投限努

イギリスでジョージアングループ結

成される

'3/28市街地姐築物法に空地地区. UlJ号専
3/29 京都市銀興計1l1~~審議機関の設置に関す | 用地区などを新設

る意見書.市滋会で議決される。 1・ 鎌倉市.市械の過半を風象地区に指

| 定

イギリス.グリーンベルト法

6/10大京都銀興審議会綬rr.される-r日本 13/9 東京，史観客fi委員会規定

間千干の文化の保持向織と室国新旧文化 110/27字治山ITIi仏伊勢神宮周辺に史観地

の調和に努め.もって大いに市勢の振 | 区を指定

珊 1O~I三-Q1 1 1\ "'1 

主な姐3貨物.1f作.

調査等

イト{ブロードエーカ

ーシティ l

ぶ~倒 fl 会侃r

関 . r I:s rti政策の~

冶と実際l
池III ・~ r liISili経常論j

五{n!rl，.17.勧業館

辻村太(tsi鼠観地獲学

講話 i

奥JfUl太郎 I現代之郷

市尖 j

d語版九十郎大阪市

に於げるお市長運動の

現状Jr~市美J Xo 2 

3 
住友銀行京都支庖

B'タウト 「日本美の

再発見j



1939-1943 

年号

開 14{f-蜘 18年

社会の動き

(京郁を中心として

長銀・都市計両関連の動き

3京 都

品己
与皐

+ 一一一ー一一一一 一一一一一一
9/3 第二次世界大戦始まる一英仏宣戦布 興を凶る目的をもってー|

10/25怒賜元離宮三条滅.公開

19-10 7/7 七・七祭令(者修品等製造販売制限
規則)一凶陣など打慾

昭和15年
9/27日・独・伊二三間同盟調印

10/12大政翼賛会発足

11/10紀元お∞年祭

一
}
川
山

1 9 -1 1 I 4/1 米の配給制はじまる

'7 )X郷駅尚匁.弾丸列車京都駅停車内

昭和16年 定

11/9巨掠池子妬竣工

1218太平洋戦争始まる

1 942 ，2/1 衣料.切符制となる

14 米市11. R 本本l::~a建
昭和17年 112131ガダルカナル島撤退作戦闘始

1943 7/17抵園祭.山鉾巡行中止

8/16丘山送り火取りやめ

昭和18年 10/21第一回学徒出陣

4/1 府.郡部建策工場課を建築課とする 1 
5/31-6/1第3回郡市策協議会を岡崎で開催 14/1

-r都市における新旧文化を調和せし

むる方策J'等を討議
6 大京総娠興審議会.自然休会

8/20市会.公園管理規則可決

11月巨線池千妬事業峻玉

11/]3隻ケ岡.名勝に指定される

問・地方/ 外国

環状緑地地裕計画を内容とする東京

緑地計画を決定

主な建築物.著作.

調査等

建築と社会5月I}r /都

市美特集 l

ギーデイオン|空削・

時間・建築 l

4 広告税実施 (-20年8月)
10121市施設局管財部風致諜設位される一公 9 建築学会!大東亜建設記念営造計画

闘の維持管理など。 21{手3月，施設課 Jの競技設計実施 |・ 維誌 「都市長j廃刊

に級収される

風致地区規則及び風致委員会停止

神宮関係特別高官市計画法公布

伊勢神宮.樹原型地.宮減外必盤備

事業
9/24閣議、 日本国上計画策定要綱を決定

一高度防空国家建設をめざす
都市計画法改IE-緑地を鶴市施設と

!仏
3/7 住宅営凶法公布

5 同潤会解散

11 防空法改正(建物疎開.工場分散)

2/27都市計画法及び同施行令臨時特例公

布

3/30防空対策として東京.大阪に空地地

区を指定

12 都市疎開実施要綱閣議決定

12 市街地建築物法及び同施行令臨時特
例公4恒

上原敬二「日本風公美

論J

1944-1949 

社会の動き

鴨 19年 ~蜘 21¥.~ド

年号

(京都を中心として

194417/17学議集問疎開要綱

昭和19{f.い1/24B29.東京初空銭

19-15 1/16 B29. 京都初~ø
8/6.8/9広島.長崎に原爆投下される

8/15 11本.無条件降伏。第2次大戦終わ

る

9/27 J!s合抵京都に進駐

大路ビル，美術館，公会堂.勧業館

その他の施設.緩収される

昭和初{r

1916 8/16正山送り火彼活

ωωu~ 

1 長銀都市計画関連の動き | 一 著 作

京 都 | 国地方/外国 | 調査等

17/18市内22カ所に防空空地を指定一都市 | 大ロンドン計画 16 丙山知三 f国民住居

疎開始まる I I 論致j

英国.都市農村計画法改正(建築物保

存制度の強化など)

f 3 ポーランド ワルシャワのふーし

-ミヤスト の修復工事はじめる

11/5戦災復興院設町される

12 戦災地復興計画怠本方針閣議決定

4 府社寺課.東山一帯の寺社翁林の防空

滋賀材と しての伐採を許可

8/5 第4次建物強制疎開開始(-8/15敗戦

のため中止)

8/15現復.管財部に風致諜あり

9/13施設局風致諜となる。

10/25京鶴市振興対策協議会設位

4/1 施設局風致諜を施設局に統合

昭和2J{f:I 11 / 13第・凶同民体育大会.京都を中心に 8 風致地灰規則復活

開催

194 7 1 1/31マッカーサー.211ゼネスト中止命 I 1/17風致地区規則の文体を平易化し出願書

令 式等惑と詳細に決める

昭和22年 5i3 日本国憲法施行

6/1 片山内閣成立
7/17 5年ぶりに紙園祭山鉾巡行復活

1

1山叫議室文…設

1948 1126帝銀事件起こる

4/1 中川村.小野郷村.京都市に編入

昭和23年 15/1 国有財産法により京都の社寺地約三

百万坪払い下げ処分開始

7/30 l:賀茂ゴルフ練習場開場

ll/12極東態事裁判判決

1949 ν26法隆寺の壁画焼失

3 用途地減$Jを復活

9/10特別邸市計画法公布(戦災復興都市

計画)ー緑地地反制度できる

3 大文字山麓の光雲寺住職"背後の山林 3 白土計画審議会を設揖

五千坪を伐操ー進駐積司令官.知事に

監督不十分を指摘 5/3 地方自治法施行
5 進駐車司令部.京都風致の維持につい ・ 英国都市農村計画法

て万全を期すべきと通院 |・ 英国ハーローニュータウン

6/1 五条通り拡幅に岩手

5 緩餓野々宮の竹厳開墾.野球場建設を

許可
6/1 嬬川通り拡幅に着工

6 府都市計画課，市周辺の名勝公園を結

ぶ環状ルートの復旧五カ年計画そ立案

10/4侃文化局を観光局と改称

5/1 御池通り鉱帽に着工

1 市街地建築物法の大部分の適用復活

ーただし美観地区制については保留

7/10建設省発足

7 東京.絹地地域指定

6/3 屋外広告物法公布一旧広告物取締法

4/] 京都市「点都都市計

両概要 j

西山タp云「これから
のすまいj



ゆ49-1951 朝 24今:--聞26if. 

年 号

社会の動き

(ぶl¥1Iを中心として

昭和24年

7/5 fLlJ. 7/15 三庖.8/17 伝川事

件起こる

9/21 中継人民共・和国成立

12/1O~)11 秀樹"'土.ノーベル賞受賞

195012 向山議ミ氏.京;s市長に当選

ωωω 

昭和25年 '4 府知事に蝿川虎三氏当選

6/25朝鮮戦争起こる

7/2金凶焼失

7125 hHilll埼際文化観光若宮市住投法家.衆

院でrrJ決
8 智察予備隊発足

9/3 ;;ェーン台風来g
9/20 }~ 11$1司際文化観光都市建設法住民投

;胃を尖錨

10/1 h< 1.11 rli人口約 110万人となる

10/227 ~I;ぶりに時代祭.鞍馬火祭復活
10122hClI$r司際文化観光郷市鐙設法公布

11/181司鉄五(li!l駅全焼
11122，;( li!l， li内問鉄改築に関する蚕員会I没

li'lが.1. ，↑j. 商工会議所共同で尚処

促進運動を始める

12/1人校.久孜.羽東飾村を京都市に制

入

2122 h< 1.11 iti内問鉄高架並びに米以ー姫路

ItlJ電化に関する請願書を国会に提出

7/17抵隅祭巡行。規様.コース共戦前に

復す

7/21円条通りにアーケード新設

9/8 サンフランシスコ講和条約. 日米安

全保開条約調印

1951 

昭和26年

121・24ラジオ京総開局

J;t観.~ in計画関連の動き t:な控築物.著作.

珂fi 等

ル・コルビュジェ.シ

ャンデイガールJlllhj

石川栄鍋 rliISt1i.X!試論

J (新都5-6) 

京~ 国・地ti/ 外岡

の官沿統制的内容を改め.史観風殺

の維持とfι符防止に限定

8/6 広島、ド和記念都市鐙投法

8/9 長崎間際文化都市建設法

1952-1955 

6/10風致地区を鉱大ー深'.'-.桃山.鹿駐軍.

大北山.嵐山の529haを泊加

8/20府.昆外広告物条例を制定

12/6府風致審議会規位できる ー風致委員会

を審議会とし.風致.広作物を審議

2 京都御所御苑開園(国民公間) 5/24 阻~.J.Ii吻法.鐙築士法公ゐ
4/8 風致地反規則の全面改U.ー特別地区の 15126 1司1:総合開発法公布

新設.現状回復命令の規程等 16 汀初値段法公命.旧軍港市転換法

4/15三条大橋架け轡え鰻 [-16州槍の商繍 7 別府間際観光温泉文化都市建設法

.天正以来のo宝徐によりtr日の風格 fJlJk!t:j際観光温泉文化徳1↑1値段r.t| 叫 つ 8 ~#ÚPì1附泌泉文化制建設法
7/8 風致地区に八潮.鞍Å~~地1><ーを迫加
7/21風致審議会. r~致地lメ比可J喜郡j を

答申
8/8 東山.嵐山. 1~治川の風致地収内に特 8/10文化財保連法施行.文化財保逓蚕日

別風致地区を設ける -JII228ha 会発足

11 広沢池保勝会.風致復I[JJt[!l唱を進める
市は寄付を受けt.池1拘側の f:地を公園 10 横浜l司際港総建設法

として繋備 神戸(!11際港都建設法

この年.府が御聞編~五条間の鴨川沿

伴を整備一広場弘之地.滋歩道等

1 市.緩餓消涼，):(釈迦::~ )前の市営住

宅建設を風致~(i.のため再検討
2117地元から同地の檀林守広自担保存の請願

5/23関川の高床の取扱い)Js!析を決定

5 府都市計画li!.ht外仏行物条例により| 史観風致問するネオンの取締を実施

風致の普通地じくにおいて3湖.特別地

灰においてγ・'，'111の附ilinsJn税減賦を実

| 施

I'~ "-"'~~[鰍化観光鶴市建設法
/，1出向際文化住宅都市建設法

ポーランド r文化財修復公社 13並
立

10 北海道総合開発計画

|附 H刈『川学会創立

.2 7~~-咽3 Q{I・

年 号

1:な建築物. .1i'f1，. 

京 初 | 

関電の高圧電線，風致liH#のため絞ケ 4 

崎繊断を変史し，向野川沿いとする

4/1 ，Ii立思脇陣物館が同に移管され.点 11/30市に公園紙地課できる一公調縁地.嵐

li!l[埼rr.1¥9-物館となる | 致関係事務

411 m水坂観光駐事場. 10/6嵐山観光

l'I:'l(喝唱と開設 7 農地法公布

新成樹アーケード完成 2 特別風致地lメ内での鉱物保取を禁止 8 f{jl二沢l司際規善文化観光郡市出投法

，I"'llB長短大の創立 9/20 ，ii内防火地械の指定

社会の動き

(ぷ仰を中心として

195212/11新);(lill駅治成

附利27年

1953 2 XIIK. アレピ政送開始

6/25.7ハ81有山城地方.大水吉を受ける

昭和28年

じ3
c;， 

7127倒鮮休戦協定調印

8/20銀削守観光駐aド場開設

1 9 54 1 3/1 m 5 ?M屯丸. ビキニで被爆

昭和29年 16'19名古岐にテレビ悠完成ータワープー

ム起こる

i/l 自衛隊発足

8/16京ns御所の小御所全焼

1955 5/8 砂川闘争始まる

.6/3 h(人沌川事件起こる

昭和初年 18/6 仏ぬで節 II叶1ft界原水祭大会開催

。9/1 Jtlt<'. ri! Tくできるi-剖秘される
10/13金閣守観光駐司工場開設

1l/25[司鉄t~~促進のため.府.市. 商工

同-地点/ 外国 | 調子t ~手

紙山同際温良文化都市建設法 i 
国 k見化運動 f健康で見しい観光 | 

阿|

政鋭./;jS 市計蘭関辿の動き

尚工会議所{以Iilll羽際

文化観光tillrti.ls設Jlllhi
に関する~t?I i'} J 

3/31五条.郷川放び御池.iI1iり鉱恥1・応完成 7/22 j(mt rfi :史観地区条例制定

6/30府風致審議会斜則でをる

6 市.美観両度地以 s世~~.lJt築作成
717 市会.鴨来線について.地ド式である ・ イギリス.歴史的建造物波びに，Ij:il!

こと.植樹その他局殺の保存に十分努 念物法制定

カすること等の底~i作発炎
7/13府議会.議論のみふ鴫Jk線を地t線に

することに質成

11/12高台寺境内の大級仔像処 (l許可一京都

1. ~印刷反対
御池通に街路樹としてけやきを相続

l-m国際文化問仰向終案
を同建設審議会に提出

5/20 -[:地区画瞥理法公布

電々公社.比叡山頂に無線中継所を建 | 特別llsi時十踊法廃止

設 |

l 語録永.四条通りにネオン.m:m，設 4 住宅他殺10ヶ年計画成る

5/21市街地周辺部.河川沿いて予に緑地地域 3 人阪府. f!J!ニュータウンJ十闘策定

指定-8747ha 7/15 flぷH.宅公団法公布

問 2台寺境内に大銀行仰な一高さ22.7I 
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・
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1956 5/3 };( t.U ，Ii ，Ii lX:滋t;t~J定

5/12 h(~rli交嘗湾問設置
昭和31年 l6/i以都市内の京泌道線を高架式の請願

.衆詣院銀奴(lu16/3参議院)

6/12地)in治法改正一政令指定都市制度

できる

8/17文化観光ぬぷ税の設置可決

10/1文化観光範投税条例施行

10/1911 メ I国交いI~共同-;r. .r
12/18れみの同i!l!加盟放認される

1 2/23鞍Å~}山のケープル開通

持ijHJ~ Iもはや戦後ではない j
ふ2
~、

。，

昭和32{ド 8/9 r可鉄高匁問題につき中村運鎗人臣

現地調従

110/4ソ迎. I!tW初の人工衛星打ち上げに

成功

1 10/18:指~，!J.十，f[1m!市宣言
10/31スエズ動乱起こる

1958 6/15 S;(fts・パリ友情盟約定昌

9/17尚1II，!J.k.'ifヶ池の市営鏡鎗を燐11:
昭和33年 19126Jti海道新鮮線の市内通過及び同鉄向

d 

銀改策に関する意見苫が市会で可決

'10/14』反政タワー完工

10/15111. 自治60周年記念式典ーこのu
をn治記念日とする

この{f.フラフープ大流行

1959 
4/10 .';~太子御成姉

京 ~ 

景観・ 1$ 市計画関連の動き

(!<l・地}i/ 外国
ー

このころ.屋外仏引物規制のため市街

地を風致地k~ . I兵銀地域J. 1 

tt通地域に分ける

4/1 ，li. 道路上の広~I;~答などの新設は不詳

iiJとする

10/21京都会館指名コノべで前川国男氏当選

10 京都広告会発足

10/31市広告物条例を可決

11/1衛生.民生. 1:木関係事務 16項目が

府から市に移行される

建設局都市計1崎諜風致係できる

風致地区規則.風致審議会条例及び同

規則.屋外広作物条例できる

10/25風致審議会.届外広合物許可基微を答

市ー第1種{風致地liQえび住民-専用地

区等).第2符(:文教地反及び風致地

区に箪ずる地減).郁3fi1l(史観を維

持するために特に必要と認める地域)

第4碕(その他狩通地域)

この年.風致地駅での，}'fIIJ761件

3/18ボ毎回際文化観光会釘i尖施設計図書作

成委託(18∞万円)

4/18比叡山ドライブウェイ開通 (8.10)

6 市.市電電柱の塗装広告禁止

l' 0/ 19'" I>T r.!l!GiliII. :' '~ 1: I!l J: 
1-2細川の肌 i平ム…EトE'!(川'1ホ一lド…山t一一

議f所努況.公安委口会T等予lはま射何鮮f:辺池L怠5見~. 高瀬

4/20 ~，Ij公団法公布一初めての公閣法制

4 fI ふ道路公団発足

4/26 n~圏被備法公布

~l込t .--"笠泌東郷問題起こる

英.カンパーノルドニュータウン他

投始まる

4/16問土縦民自動車道路建設法公布

5 lt.f{場法公布
6/1 白然公凶法公布

~rliM川の公園緑地的利用はじま

る

英.シピックトラスト創設

i且Pf~. Gマーク制度始める

ユネスコ|文化財保存修復4Jf究I時際
センター l投な

主なu!築物.'.f，t'Jo. 

調fi 等
十

f公岡緑地 533.2
- 鉄道沿線のhl外
広告物今)1111:彦

五(-ils電々ピノレ u:υL
-ミ条)

1959-1960 

社会の動き

聴 34"l三~珊 35{I・

4下 旬・

( h( r.tIをtt心として
T 

-+ 

昭和34年 14 ね(i民会t
14120点泌道新野線，n工

6/24 ;A t.U・ポストン姉妹都市盟約

9/15同立泌総凶際会館建設決定

9126伊今河台風米銭

1960 1 ミ:11:~池スト

附和35年 6/15 't.(似i反対運動. [司会に乱入

7/18池間内附発足
臼

ω
a 12127閣議. (司氏，~ω{行m計両決定

京銀・郷市計画関連 の動き

ぷ初 | 

)11保勝会等は反対底比。市温会では審 | 

;a未了となる 6 
五条大緩匁け符え完成 高欄は石、擬 10 
宝珠は正保(江戸初期)のものを再周

し.昔日の面~を設す

4/16比叡山頂に遊間地開場。[i1J転展望台で

きる

5/1 点山ドライブウェイ開通約3.5KM
市.ネオン製造業.xを守録公認制とす

る

1 京高官学生広告研究.iili型i発足

1/16静市計合上向型fなど1.邸3haを風

致地区に加える

3/25京銀府.鶴川M以(ご条~四条問)Iこ
駐車場鐙設計耐売滋

3.28 Il涯保E券会.がfの田川河原駐車弱計画

に「美観風致が舷様される jと絶対反

対を表明。府. rli協過の鮎*.疏水駐

並区場J十両を進めることとなった。

3/28市助役. r史観地lX.向度地t(の設定

を設討し.giしい都市形成を考怠Jと

$(明

3/31点山山頂公鴎開設

4/1 京都市屋外広告物条例一郎改正一詩可

基調匹を定める

4/1 京都市都市公園条例公.(p

4/22京都屋外広告懇話会.京偲府広告看板

業協同組合から陪外広告物許可基慾改

正案についての修正の銀塑0.市に提

出される。

7/15 I紅建設局を土木川と郎市計画局に分

経し. J十両部門の充実をはかる。

市都市計同課.昆外広告物を調和.効

果.デザインの3.\~から調任

Ik'I・地点/ 外国

首J部尚速道路 a部開通

in設省.h{外広告物法の改正要項を

まとめる

大阪市in策審1i.会「大阪の都ili尖を

いかにすべきか1

114 姐政省 1M外仏告物の規制の強化に 2 

ついてJ通述

5/11-16点以で「世界デザイン会滋j闘

儲

8/17-令問で出外広告物保全史化運動的ま

る

11/14昨徳間教備蚕員会勧告「打綿の民観 14 
対策についてj

人阪服郎緑地に f日本民家:Ulr.&l¥'1物

館 l開設-~主国初めての野外t6物館

決業事び及画計の、じ都嗣宿新
し

Hm
点

定

主な建築物.1f作.

調査等

プレハプ住宅 |ミゼ

ットハウス i発必

ル・コルビュ;L r 
国立西洋史術館

12 国際タワービル

京1$ホテル.1m長

ケビン・リンチ fl:s
市のイメージ

4/29 IIIJ川間男京初会館

大高.栂.偽竹.瓜

)11. JII添 fメタポリ
ズム1袋詰3 都市への

提案j

商工会議所..事務同
友会 r 京都市都市計

画に関する要盟l'fJ



1961-1963 

年号

即 36年~咽38{1(

社会の動き

{ぷl:ISをrt，心として
一一一ーーー 咽圃圃晶 吟--

1961 11/20米人統領にケネデイ就任

昭和36年 4/12ソ)ili， 初の人間衛星打ち上げ成功

4/24 J(.f 収納物園. 15年ぶりに再開

9/16茸J2本ri台風.近畿を集う

1962 

昭和37{手I7/25でやふぶ常が焼失する。
甲
山

吋

8121 胤f['，・({f~ . ヨ y トで初めて太ず~rF~前

断に1$.JjJ

1

10/22米大統領 キューパ封鎖を発表

1963 5/25同点減スポーツセンター開設される

京 都

民観.~ m計画関辿の動き

問・地方/ 外国
-‘  

5/10市.都市美調査部会.&Irt-央銀地区の

指定と条例案策定をめざす。この臼第 7 2持政. ドリ ームランド完成

l回会議。穿J2例 (6/17))，第3回

(7/19 ) 

6/1 市.屋外広告・物の祭11.物件の袋織を定 秋 近鉄， ¥1;.城宮跡内に検z巨IXU設を:1

める規則公布 I'IIJ 

11/15金閣寺と仁和与を綜ぶ観光道路完工。 I
竜安寺の名勝としての紋観保全のため '1117 r宅地造成等規制法 公.(t

一時工事中止。{ま町変挺をffって完成

12/1市，国鉄私鉄沿線のM外広告物2α氾余

点の除却を関係.r，-に勧告・

1/25第4回都市部調任部会開く。第5回(

2120) ，第6回 (417) 
2 この頃より史観地K条例集の検討始ま

る

4/1 企画局設位される

4/2 都市計画局風致諜設置tされる(風致係

.屋外広告物係。聴白7名)

風致相談員制度設けられる。

風致地区規制内線や定めるー緑林伐採

については. !flz..内iJ ，その他の規制

については第1輔~抗4柑に区分し.

より細かに規制。

国際文化観光州~rti処，祉法による「文化

観光保存地15(J 築のrll~終 { - 85 筒

所の保存地以設定

観光局施設課内に文化財係設置

7 近畿閤開発促進協道会に於いて.京都

市は f豊富な文化財と優れた自然民観

を有するので.日本の頗として国家的

立場から保存される必盟がある j等を

表明

3 京都市総合計lnij拭袋発J(-f.jl市盤備の

方向として市域巻物的地域.開発地域

主な建築物，1t作.

調を等

+ 
新建築3月Ij，f'Tド健

三1点京Jf"tihil9印 i
7 J;{高官中央軍!I(lI!}，J
8ハ6ht都国際ホテル

9 反省E市金(Ibjt仲宗 l
史観地Þ(m~のため
の報告書

u祭文化ll}jlj rJ¥l 
代のI)itiテ・ザイン l
コードン・カレ ンf
タウンスケープ |

I ~ 社同法人 ft'l!5叫会j発足 3 
3/19、ド滅下f跡の保存について衆議院で公

l絡会 3 
4 来五{人ツ， t'l!5 rfj仁学科設な

5/18 ，'$rtiの史観風致を維持するための樹

水の保存に関する法律公布

8/4 フランス， r保護街区法J(マルロ

一法)制定

10/1節 1次全開総合開発計両閣議決定

12 i!策学会.明治建築小委員会を，没け ~ . j!J原義{ι| 外部~，:a
明治作風姐築調ff.を始める。 の精成 i

12/20li!設省.名神尚速道路沿線50らを

仏ftf物禁止t(城とする行通述 5 住宅公団御池アパー

12/21ユネスコ|風光の美と特性の保護に | ト

関する勧告 l

| 叫 美しい郷がくり運動J
はじめる

['Hrhf/lll凶際会館コンペ要項発表

;本能，'j会館

都市美観航法につい

ての基礎的研究{点

入農助教捜新川(1"

災.ブキャナンレポー

1963-Hあ4

社会の動き

開 38{f'-蜘 39{I' 

Iえ 観 .，'$市計画関連の動き

京 都 | 同・地}j/ 外国

保全地域に分ける。その他風象地区 I (6/15締切)

地灰.美観地(5<，緑地地机宅地地区

を規定。 7/10近鍛趨税制法公布施行

5/18円京都で 保存と開発1をテーマに都市 17/11新住宅市街地開発法公布

学会開催。

{ji号 ，

(ぷt'l!5を中心として ) 

開示j紳 t5/29川 ，Iiとル市姉妹都市盟約

6/17阪急.問条人宮~河原町間開通

7/16名神高速道路一部開通(尼崎~東点)

11122米.ケネデイ人統領暗殺される

ω山
第

1961 

昭和39年

5/5 宝が池子供の楽閣開設

6/16新潟大地提起こる

i9 
9/1 文化保護特別税始まる (4-1年8月

までの 5年間) ， 

市.史観地(.)<:条例の倹Hを始める。

7/15疏水駐車剥完成四風放保全か駐事局の

必要性かで議泌を呼んだ。

9/20府広告美術協組等仏fh物の厳しい規制

に対して|近代初rlsの舟脱を阻容する

jとして決起人会開併

10 市会建設消防蚕員会に陪外広告物条例

及び綴則の緩和に閲する泊願提出さる

(屋上広告物.特に11Hぷ;fltfiについてJ

11 隻ケ岡立体交注 工事;r，1: (昭和41年， 1 
名勝隻ケ闘の現状変)l!iYrn1が下りず. I 
-時中断。その後.法凶i緑化等の措置 |

をするなど.史観に配慮し.昭和44年 |

4月竣工)

l叩に山ワーを附…

る。

2120ビル上にJjf，'$タワ一位股開始

4/27京都タワー反対運動起こる

5. 26市.京都タ ワーは観光 1:.法律上問題

なしと表明

717 商工会議所 円条火矯の.::X!化を市に要

望

仁和寺の聾ケ阿 ~の丘-の丘売却

問題起こる。地兄イj，ιI堕ケ鏑を守-る

会J結成。府， i!i，現状変必不許可の

方針表明。立ち消えとなる。

9/17鍵川知事. r 文化財ct\飽 ，~金J 制度提
唱。

. 

7/16 住策~l秘法改正一容積併の導入

奈良県fft??諭争経こる

鎌ft，御谷開発問題起こる

3127値段作h{外広告物保郡条例と規制

強化をms道府県へ通達

5/13-5/23第9副国際造掴家協会迎合会

総会.}fih<， 京都で開催

9/27鎌倉風致保与連盟できる

12/25財!司法人鎌倉風致保存会設な。呂田

初めてのナショナルトラスト

間際遺跡記念物会議(イコモス)股

立。 r記念物及び遺跡の保護と彼;i;

山 の間際憲章(ベネチア制)発 |
変。

tな建築物.表作.

滋査等
十一 一 一一

ト
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4 hf大西山研 f五(~針両
(新建築4月号)

7 h{都市企画主幹 r~史観
地区調査報告内j



開 39年~町41 {r' 

主な住書廃物春作.

~ 調3宅

近~圃の既成~市区域に於lふる主初

等の~J阪に関する法律

間
氏

金

-

賞

度

等

回
一
議 フランスで民間保存団体 fシヴィタ

スノストラ j結成される。

ヒ
9/17第13回風致審滋会.市役所前のオ リ

ンピ yク歓迎朗建組仏舎をめぐってd政
治

10/15円条大舗の欄干デザイン.

万円で全同公募 ・棚縫2良
ら審査員

市.御土居遺跡のー郎公園化など保護

施策を講ずる

11120鴨川を美しくする会発足

12/1市.美観風致相談員を置く

12/25京都タワー竣 r-向さ 131m

1964-1袋詰B

一「外岡

き

l 問・地方/

動の連関両観 ・都市計

都

民

京

き

(ボ舗を中心として

動の会社

号年

ーーー一一一・ーιー

10ハ東海道新幹線開業

10 東京オ リンピ Jク開催10/1ひ-24

3/15近餓閤越本戦術計画を決定

3/18明治村開設 丹ド健 三[fJ本列島の

将来像J
奈良県庁完成3 東京海上火災.皇居前に高層ビル建

設を発表。 点京都は丸の内地~の高
度制限を検討中と表明

1

12114建設大山山内地反対観対策

策懇談会j一丸の内美観論争活発化

8 

Hl史的風土保。のための新しい制度の

法制化の運動始まる

I第2の平安京づくり Jを目傑に3十両
局新設-3十商品風致諜となる

2125府.市，鴨川を史しくする会が. 唱OJI[
克{七.裕樹.川~鞍備などを決める

1965 

2 
アメリカ.北ベトナム爆悠

3/ 19 反~古文化保存協会発足
6 長期開発計画審議会設置される

7/1 f，神尚速道路全通

2 
flli和40年

一
回
訓

故~t村徳太郎氏記念事

業史行蚕員会[国土JI'
Jf阿と緑地問題J

5 

市政モニター 「風致地

区についてj

事p柑郎 r~記者百計画京都
J (新住築)

11/1京郷産業会館峻工

旧近衛師団司令官事建物の解体

5/21大谷幸夫 f京都国際会

館 j

3/25文化財保護法金発足ー文化財保護のた

めの低利.長期の融資制度や調売停発

| 事業 |・ 英問ナショナル・トラスト.

4/2 京都市等で古郷保存連絡協議会結成 | ューン3十両を始める

11/12嵐山・高雄パークウェイ開通{市街か |・ 横浜市.都市美対策審議会を設恒

ら山肌見えないよう配慮) ・ パリ.マレ一地区が保護街~に指定
11/13四条大締高織改装完成 全国公募集を | される

元に設計したもの |・ ニューヨークでランドマーク~ι法
この年.風致地区;件可件数1485件 | 制定

1/13古都に於ける歴史的風土の保存に関す 1 1 閣議.

る特別措置法{命線保存法)公布 決定

京都市が古邸として指定される。 5/18川西市.全問ではじめて開発指導要

2/10仁和寺が讐ケ阿の・部を売却。文部省 | 綱を明文化

.府，市，現状変更不Jキ可を表明 16/30首都闘近央官緑地保全法公布

4/ll隻ケ岡のnい取りお¥大学設置J十両を 17/1 中部園開先艶備法公布

7 

ネプチ

I 9122 ;j{，';15 ，フィレンツエ姉妹邸市盟約

12110倒水惇土.ノーベル物思学賞受賞

121200官供給公社売足

1966 
五(!dS市長に井上清}氏当選

分:U 空~.羽闘争11で R償法。この年航
:ヤ級事故相次ぐ。

11本の総人口 l億人突舷

2/1 

2/4 

昭廓141年

8/1京郁rliJI・凶ん3r京都市3 

蜘 41年~醐42匂・

主な雄策物.著作.

調査 ~ 

長期開売計画案j

経済同友会 I京郎長期

開発計Ilflj擦に対する見

解|
同
胞題漏山

J計スJ
!
 

ノ道国

一一 一斗
閏・地方/ 外国

9/12東京都史観地区条例案発表

9/19向上 撤rp]

19(:渇-1967

き動の関 連計 画観・都市

~ 

政き動の会u 
号{f. 

白紙に戻す。

京都市長期開発計td1j審議会設置される

京(点都を中心として

十

14/15川防法施行

藤原宮跡，

る

Hl史的風七保{st(kまの範聞についてrli
長より建設大町に凶符。大綱において

fゑするが.持緩宮及びその周辺につ

いても保存臥域とするよう希望1。

717 

718 14/30奥比叡ドライブウェイ開通

i 5/21 '誌が池に国立点徳川際会館オープン

この年.風致地区地区規制に例わる

職員.今:同で 154人。そのうち専

任が23~目 。 京都市は 7 人

京都市長期開発計両家.市会で発表さ

れる

12114;i(都市長期開発計 ~TJj衆が同審議会より

答申される 北部保#.南部開発をぷ

本方向とし.軸.1:郷心の形成など七人

大事業を骨子とする。1-……(東山等7
地区計5654ha}

8/8 

6/30ビー トルズ臼本公tii

前祭後祭守統合して山鉾巡7/17抵附祭.

行

11/1砂4環状線(閉道1り線~桃山南口ま

で}
'

ペ
ザ

3
0

三条カトリック数会.

明治村へ移策

3 

いとうていじ等 f京舗

のデザイン原理J
4 

金沢市，伝統環焼保存委員会を組蟻

12113建築審温会.書官市景観についての基

本的27えJちに関する建a発ぷ

東京海上ビル美観問題

長野県喪2躍で町並み保存調査を始まる

東京.帝国ホテル取り緩し

英閤.ンビ yクアメニテイ法制定

(保存地区制度を盛り込む)

イタリア. r編渡し法J~J定

1/25京書官市歴史的風七保存汁画告示

2/2 ~設省.堕ケ闘をn歴史的風土特別保(j.

地区に指定したいとの方針決定

12/23 !t史的風七特別保{f.地阪の指定(修学 111
院等10地灰1337ha}

2/23人原風致地lメを指定し.西山風致地t(

を変更

鶴)If美化強化月間始まる

ちびっこ附の開い末には制帰

19671 
2/21初の建国記念のB
2126 h(郷市長に'tf:Jtユ消氏、lj遺

4120同道1号車車摩山バイ パス開通

昭和42年

4/1 
7/1 

7/31近後圏の保全区峨の'整備に関する法仲

公布

12/27府.文化財環.tJI保全のための不動応取

得税免税措置をとる

4115 i4i求額知事に司荒浪郎亮吉氏当選

公子f対策基本法公~8/3 

丹下健三 f京都都市

給計画j

12 
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動の会社

号

1968 

伝
中

，;c m5，li~ilí開発刈 1
J;f郎市長銀対策別代

研究報告¥'}J 

内山卯 -他 1.';やま

とJI両

F ベー J ン 1f，I)ifi 

のデザイン l
羽{:1i.郎 rI:1I，Iiの治

J1II，J 
カミロ・ジッテ『広

場の造形

111/10111鉾収蔵川駅

8 堕ケ関TLt本交~~10色風数仇~{I;の条
件付きで現状変更が許可される。

3 1011 ;;r邸市n7h‘記念70周年記念式昭和43年

4/14まちづくりのUJ:t!J-2 0年後のJ;r~

発表される

ノーベル文学賞受賞12/10JII泊康成氏

この年.λ討汚染.水質汚濁.など

公官問題激化

五{書官市都 ili開発}，~ ( 

人阿闘太郎) r Jえ観

瞥備綿怨 l

3 

2124 ttf史的風土i米作広島義追加指定 (J:賀茂

茂.伝ケ崎地lK341ヘ仰ー井)

rfi.円山公l剥l植地ド駐'p.場建設を発表

一市民.関係イ守から 「風致を守れj等

の批判出る。~投{也抗を変』立するな
どして45{ド.?J_r . 46年竣工

3/31市都市2十両審議会.継続審過となって

いた堕ケ闘の白書官特別保存地区指

定の断念を rJt..
4/14まちづくり情組

お{大学生郎.学生に封鎖される

一大学紛争激化

1969 
ー
一-a

3/5 Bi!表14Mド

，;(高官市f，I)iliUiJ伶MI
京都市市街地生活環

縫凶集l

4 %崎県沿道修氏!主化条例4 20年後の五(/.l)-発表

4/20嵐111.松屈.人以野.醍闘の各 a部計

3341haを近郊似地保全区域に指定

電電公社電波ゆについて風致審議会で

議 沿

5/12風致地区を変l.l!

阪史的風士特別保ι地反泊却1指定(御

前.衣笠l00ha)
水省官府文化財~縫滋f:é似IJ~

新全国車窓合開発計画一初めて 歴史

環境の保護.保作 の吸を設ける

5/23大阪市.関係同体に御常筋の民観保

持について協)J依頼

関・地方/

f3 司金沢市尚一言依存条例制定

6/15文化庁発足

6/15新郎市計。司法及び[u1施行令公.(J，

9 資篭を愛する会発足

19/30倉般市伝統史観条例

11/19ユネスコ『公的又は私的のT事によ

って危険にさらされる文化財の保停

に関するrtq際勧告|

1l /23}.!~在宿保存事業はじまる

12 JI.!.京都， シピルミニマム述成を合.図

する中期:1両

敏浜市. ~，Iíデザイン行政始める

点点. AをIrJ .号館解体される

12125観光資源保護財団設な

15 6 ~:ぶりに完工4/ 18 堕ケ岡立体交~?Jf業.

4/20 近後闘の保全K域の整備にI~する法
flt施行

5/8 

7/20アポロ11け.人鎖初の月面:r.陸に

成功

9/21点火.封鎖解除

6 初S，有再開発法交付6/3 

開 11{I'--"棚<16{I:'ゆ69-1971

符f'r.):な控築物.

1等

12/26風致地灰内における佳策等の規制の

の基搬をiどめる政令制定

調!f.

観・鶴市計画関連の動き

京 都 | 閏・地)j/外同

ぷ阪三条北側に大型歩道締出，没を発表 '6/14郷市計両法及び同施行令胞行

市民の聞に点山の長観を破織すると

の戸あがる。

18 鴨川を美しくする会・第 1f"l鴨川納
拓{会を開俄。

10/8風致審議会 :条歩道橋について f仮
設 lを条件に挫凌を了泳

12ハ京都市文化観光資源保護財開発足

民

ー寸

き

(点在日を小心として

動の会社

号{l-' 

開m
 

b
r
 

バシフ'ν -アホ7
業

，
/
 

H
L
 

パリ・マレ一地区の保存 1:事始まる

文化庁.t.I.!鴻・町~みの保μ検討始
める

M"1l宮市街I打開発Mf景

鋭対策検討資料 j. r 
j綬史的.iJ!治物・ 記念物

tl録 4

3 
建築基~法改tF.-用途地域制の瞥備

容積率制限の企画適用.総合設計

制度の創設など

6 

足立官上大地域政観

の計画に関する研究 l
3 

全国肢史的風 1:保存連盟必JE7 

10 .iJ!築学会 f姐集線誌ー

jえ観保全特集j

lU10川 府 風 致 地 紙 条 例 制 定

4/9 );(~市風放地lメ条例制定

4/30文化観光川に文化財保護課投悦

6/14 .1St鶴市風激地収条例錨付

7/15 主条京阪前歩道僑完成

|問問問の大部分に…度地

がを指定

8/25 ttf史的風 t特別保作地以泊加l指定一

上賀茂地T(36.5ha
ユネスコ・文化庁 |京高IS• ~j込伝統
文化シンポジウム j 開催-~史的地

械の保存と開発についての勧仏

I :山長開通会に市街地における
民観対策 を摘問

11ilO風致審議会の炊飯専門小委口会第 1回

会合一市街地政級対策の検討始まる。

3/13鴨川点目t線(今/11)11-丸太町)開通

3/15外環状線(観)J橋-18'-;(阪l司道)開

通

人阪万問問開催 入場~6421Jj人

3/31日航機よどり.ハイジャックされる

1970 

附府JI15

'一叫
a
N

19 

11/3四条通りで前1[1ロl歩行-fTfA問実筋

11/10符学の道散策路整備成る

歴史的風七特別保存地区の f:地口い上

げ.昭和45年度末までに43件.約27

ha.l0億円

自衛隊主主地で銅版自殺11/25 :.島由起大.

!.sr布テ.ザイン研究体 f
現代の郷市デザイン」

点京.広場と1't空の;Ii五H_恕発表

大阪市.中之島公爾イ授の再開発情

想発表

6 岡山市優秀趨築物第 1回炎彰

7125妻篭宿を守る住民態宣言

q
u
p
D
 

令

l

l

6/10風致審議会 rrn街地鼠観の保全種備対

策について j答申

lU14…凶一7 市民の蘇. [メ民の家運動始まる

7/22風致保全緑地を設けねばならない風致

2121京都市民に松僑氏当選1971 

昭和46年

M"~市 r~餓野道路f美
観調-a.l (政人上問研

-. 



開 46年~蜘47年1971-1972 

主な建築物.著作.き動の長き動の会社
同『

外国
年

等

島村昇他 rJ，i(の町家一
生活と空間の原理j

調査

究室)

8 

ーす

柳川市伝統美観保存条例

盛岡市自然環境保全条例

旭川市買い物公倒完成

(財)文化財建造物保存技術協会発

国・地方/

地区を告示

8/1 東山観光散策道路を守る会できる

11/1市民参加のシンポジウム l京都の景観

はみんなのものJ開催

11 
12 

京

足
イギリス.環境省発足

サンフランシスコで都市デザイン事

業始まる

12 百万本組樹運動はじまる

12/28市街化区域.調整区減の第 1回線引き

10/19府. 日本l函で残す京の景観 119筒

所選定

1113市長術館収蔵庫竣 I~高山市上三之町町立主保存会設立

妻篭街.町並み保存で日本建築学会

賞受賞

都市計画中央審議会「公園緑地等の

計画的整備についてJ(第2次答申)

6/17大阪大野川歩行者専用道一部完成

6/22自然環境保全法公布

都市公関等書聖備緊急指位法

高山市環涜保全基本条例制定

高梁市環境保全条例制定

関連人間環境会議開催(ストックホ

ルム)

4 

東山鹿寧坂地灰の町並み調査実施

1/21京都市河川美化団体連合会結成(10団
体. 5万人)

号

斗 (京都を中心として

6/17沖縄返還協定調印

7/1 環境庁発足

7/23衛生局に公害対策室設置

9/7 京都市とキエフ市姉妹都市炎傍

308円となる

2/3~2I 13 札幌冬挙オリンピック

2/16連合赤疲事件

1 ドル12120円の為替レート.

1972 

4/6 
景観に対する市民意見募集

文化観光調査会設立

布公伺
v条観景地街市市都京nu 

内
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3/26明日香村で高松綴古績発見

4/14京の木と花決まる

5/15沖縄が日本に復帰

5/26初の環境白書発表

昭和47年一山。一
w
'
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7/8-7/9全国歴史的風土保ι述盟「京都の

集いjシンポジウム開催

洛西ニュータウン起工式

問中内閣発足一日本列島改造論7/7 

神戸市民の環境を守る条例

旧近衛師団司令部の解体中止を閣議

決定

10/1高山市市街地景観保存条例

10/5萩市歴史的景観保存条例

10/15都市における美観風致を維持するた

めの樹木の保存に関する法律施行

ユネスコ「文化遺産遺産及び自然遺

産の園内的保護に関する勧告J
横浜市山手地区景観保全要綱

京都市都市開発局「京

都の長銀はみんなのも

市民による私の球観論

8 8 
9 

8/5 

美観地区計932.2凶を指定.風致地区を
}部縮小

9/30工作物規制区域(932.2ha). 巨大工作物

規制区域(印95.6ha)を指定。産管Z板地

区(5.3ha)を特別保全修京地区に指定

9/1 

8/26~9/11 ミュンへン五輸開催

市街地景観条例説明会と講演会開催11 
11 

11 
1211宅地開発要綱施行
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発表論文一覧

第 I編 歴史的まちなみ;;f観の保イバ芸;jfJ|・|削

第 l市近江:H野町の加山形成の分析と既史的まちなみの保令構想

. P.t史的環境の保全に関するJJ;(tJ:的.. ~.察 J~)(特 1:論文 B{{f114811:. 3J J 

II{{干n48i手10Jl

U{{干1149W9JJ 

-近:r[11 !flUJの歴史的環埼について

-近1" の都r!i想備一城卜町からイ1 :~UIIUJへ ・ 11!f 

. 近江 II~f城卜町について

-江hJ:日野町の!日Jなみ形成と 11]111'祭

( ・日II~と党J.D

第 2 章点都の町史的まちなみの説先と保ι修;;~，lIïlhi

第 1節京都の恥史的まちなみの慨i兄

(ふ光ム)

第2節 歴史的まちなみの，J'41年と保有・修j;(

2 1格'11のまちなみ

U~発 lD

2 2鴨点のまちなみ

(1) 旅館以j也lべの訓企とi判長悼公

建築学会悦慨~

r J叩けi，;!llhi80J 

91¥築つ!.会悦槻I.s II{{干11491{'10) J 

近畿都t!i学会十1129I昭和501f5) J 

・米山八以J也|メの保全修J;t.，;Illhj制作J; Jj〈都r!iIf15t!iV/J)eI，J II({手114711:'3) J 

・*山八j).u也lメ際史的環境保今修;;t.i'lilhjその5 建築'‘jf;会f~概1L II{{和47年10)]

( 2 )祇同新崎地|ベの，よ'~1tと保存修ji

-祇l剖j也|ベの任史的キ押t

2 3格外のまちなみ

( 1 )格lt.戦.HJJ也|メの1l，Lt41をと保存修主し:ll!hj

-料品のIIIJなみ保全について

(2)格同 .tr峨¥:01，';本地|メのまちなみ制作と'fIJ'uJIIH，!

建築学会文部報公附和50年10)]

建築学会文部械~I;. II({平11491r6)J 

・IßJなみi\，LUi. とな~t-i').三 iJ!IJ 眠峨nl，l川、tu~1;~1 Ir j;~ 仰r!lf'fUt!ii; I-Ilhj I，J U({干11511f:5)] 

第3節保{i修j;tの技法とJ丘1m

• f記{子持;;;の技法とlitV月号正史的D1I.ì~みが典 柏出}jj

.w.:史的資陀のj舌JIl(都市デザインと'ぞ:lIlJM/I¥)"1:陽;11JJJ 
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昭和561ド11)J 
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第E制 点KI5の;;ttj」の保全備忽!に|却する断史的研究

;;n 1 ;;1: I則的J9Jにおけるみほ比12抑!と保令施策の間余

・ I~JifìJ日lのが却のhli.l致;;;観行政に閲する歴史的研究

1'.本?:会 L本史11. 審査十お命文、ド成 3年 6月

第2，'戸 大Jr・1I({flliiiえ，jijJ9Jにおけるぷ観保全の努)Jと保全制j交の確立

(_，f，::先)1:)

ヨ"i3抗戦後-lImlltI 0 年代初期の以観忠iVJIと保全胞策の検H

(本発ム)

布Ii 制. 前IWi-における;;21釧む策の研究

第 1;江川1114における断史mlrljの保存

第 lf1ti世史文化名城都rliとその保イメ

・'1111;1のli'11r b'l;~制|均述胞策の現状と動lí'J トヨタJ!J凶調査報作占 平成 2年11月

第 2飾北 J;t

・'111"1の拙rlHl:制|均.ill施策の別状と動1;') トヨタJ!JI.jl調査報fih13 、F成 2年11月

第3節州安 (本発点)

第4節 a守防 (木先)1:)

第5節 IHJ H (ぷ発点)

第6節 1.. j(，j 

. '1 '1 lilの都di泣制|刻述施策の現状と動向 トヨタ財[.Jj調査報告身 、ド成 2年11月

Jfn節 鄭 州 (よ発)1:)

Jfi2市欧米におけるまちづくりと陪史的i止観保全

第 l節アメリカにおける断史的対観保全の発以

(未発ぷ)

第 2節 ml rliテ.ザインと成長行理社両

(本発点)

第3節ボストンにおける都rliデザインと竹J:rn.ihlf!I

・ボストン IU:界の大都市制度 点ボバi政調t写会

・ボストンrli 都心部成長TI!'Il.i hlhjについて 地域と経済:¥0.141 

第4節 ヨーロッノマlこおける附史的ぷ観保全

(ぷ発};_)

結論 示{f15における新しい;止観・まちづくり椛惣

昭和58年 l月

半成元年 2)1

-京都rliの;d-矧行政のIJ昼間について ill築雑，述 、O.1328 平成 4年 6J]
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